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単 位 事 務 名

任 用

根 拠 及 び 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 【第３４条】

参 考 法 令 地方公務員 【第６条及び第１７条から第２２条】

教育公務員特例法 【第１１条】

職員の任用に関する規則 【第３条】

教育職員免許法 【第５条(免許状の授与)】

県立学校事務処理要領 【第９条】

非常勤講師の採用等の手続について(通知)(鹿教教第658号 平成17年3月30日)

事務職員昇任選考内申書の提出について(鹿教管第784号 昭和53年8月25日)

学校管理事務必携(第10次改訂版)

人事事務取扱要綱について(通知)

理科担当の実習助手にかかる資格認定実施要綱（平成5年3月24日 教育長決裁）

学校医等採用申請書の提出について（通知）（平成27年1月16日 保健体育課長）

非常勤職員等の採用申請手続について（通知）（平成27年2月18日 教職員課長）

会計年度任用職員等の採用申請手続について（通知）（令和2年2月27日 教職員課長）

項 目 処 理 方 法

任 命 権 者 校長の採用並びに教員の採用及び昇任は選考によるものとし，公立学校にあっては任

命権者である教育委員会が行う。

教特法第１１条 （校長の採用並びに教員の採用及び昇任の方法）

地公法第 ６条 （任命権者）

地公法第１８条 （競争試験及び選考）

（教育公務員以外の地方公務員については採用及び昇任は人事委員会が行う競争試験

による）

任 用 に 関 す る 職員の任用に関する規則は県職員及び市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条

規 則 の 適 用 に規定する職員に適用され教特法の適用をうける職員については同規則の第１条,２条,

３条の１号，２８条 （条件附採用期間の延長） ,第２９条，３０条（臨時的任用）,第

３３条が適用される。

１ 採 用【職員任用規則第３条第１号】

現に職員（臨時的に任用された職員を除く）でない者を職員の職に任命すること

及び職員のうち現に一の地方公共団体の職員である者を他の地方公共団体の職員に

任命することをいう。
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項 目 処 理 方 法

２ 昇 任【職員任用規則第３条第２号】

（１） 法令，条例，規則，規程により組織上の職 （係長又はこれに準ずる職以上

をいう）に任用されている職員をそれより上位職に任命することをいう。

例 事務主事 ～ 事務主任 ～ 事務主査 ～ 専門員 ～事務次長 ～ 事務長

３ 降 任【職員任用規則第３条第３号】

法令，条例，規則，規程により組織上の職の一に任用されている職員をそれより

下位の職に任命することをいう。

４ 転 任【職員任用規則第３条第４号】

現に任用されている職員を，昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することを

いう。

選考により採用 次の各号の一に該当する職への採用は，選考により行うことができる。

することができ

る職【職員任用 （１） 組織上の職

規則第２３条】 （２） 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもっ

て補充しようとする職で，当該試験又は選考に係る職と同等以下と人事委員会が

認めるもの

（３） 人事委員会を置く他の地方公共団体の公務員の職及び国家公務員の職，その他

これらに準ずる職に現に正式に任用されている者をもって補充しようとする職

で，その者が任用されている職と同等以下と人事委員会が認めるもの

（４） かつて職員であった者をもって補充しようとする職で，その者がかつて任用さ

れていた職と同等以下と人事委員会が認めるもの

（５） 試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職，職務と責

任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると人事委員会

が認める職又は免許，資格若しくは特殊な知識若しくは技術を有する者をもって

充てる職で，人事委員会が認めるもの

（６） 前各号に規定するもののほか，試験によることが不適当であると人事委員会が

認める職

選考により昇任 次の各号の一に該当する職への昇任は，選考により行うことができる。

することができ （１） 組織上の職

る職【職員任用 （２） 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもっ

規則第２４条】 て補充しようとする職で，当該試験又は選考に係る職と同等以下と人事委員会が

認めるもの

（３） 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会が

認める職

（４） 前各号に規定するもののほか，試験によることが不適当であると人事委員会が

認める職
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項 目 処 理 方 法

昇 任 の 特 例 次の各号の一に該当すると人事委員会が認める職への昇任は，選考により行うことが

【職員任用規則 できる。

第２７条】 （１） 公務上の負傷若しくは疾病によって死亡し，又は心身に著しい障害を生じた者

の上位の職

（２） ２０年以上勤務して退職する者で，在職中の勤務成績が特に優れていると認め

られるものの上位の職

（３） 前各号に準ずる者と認められるものの上位の職

条 件 附 採 用 職員の採用は，すべて条件附のものとし，その職員がその職において６月（初任者研

修の対象となる教諭等については１年（教特法第12条））を勤務し，その間その職務を

良 好な成績で遂行したときに正式に採用される。 【地方公務員法第２２条】

（この場合において，人事委員会は，条件附採用の期間を１年に至るまで延長すること

ができる）

条件附採用期間 職員が条件附採用期間の開始後６月間において，実際に勤務した日数が９０日に満た

の延長 ない場合においては，その日数が９０日に達するまで，及び採用後直ちに所定の研修又

【職員任用規則 は教育を受け，その後実務に従事する場合においては，当該研修又は教育の期間が終了

第２８条】 するまで，条件附採用の期間を延長するものとする。

臨時的任用がで 任命権者は，次の各号の一に該当する場合においては，人事委員会の承認を得て，臨

きる場合 時的に任用を行うことができる。

【職員任用規則 (１) 災害その他重大な事故のため，当該職に採用，昇任，降任又は転任の方法によ

第２９条】 り職員を任命するまでの間，その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(２) 当該職が臨時的任用を行う日から１年以内に廃止されることが予想される臨時

のものである場合

(３) 当該職に対する任用候補者の提示の請求に対し，任命権者が人事委員会から適

当な任用候補者がない旨若しくは正規の提示数に足りない旨の通知を受けた場合

又は提示された者のうち当該任用の志望者が５人に満たない場合で，人事委員会

から他に適当な候補者がない旨の通知を受けた場合

臨時的任用の期 臨時的任用の期間は，人事委員会の承認を得て，６月をこえない期間で更新すること

間の更新 ができる。

【職員任用規則

第３０条】
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項 目 処 理 方 法

期 限 付 教 諭 ① 採用申請書（別紙参照）

期 限 付 講 師 ② 履 歴 書

の採用申請書類 ③ 免許状の写し（免許更新等に関する証明書の写し含）原本照合証明のあるもの

【県立学校事務 ④ 卒業（修了）証明書

処理要領第9条】 ⑤ 成績証明書

⑥ 誓 約 書

⑦ 健康診断書 （学校職員等採用時健康診断書）

・前年度の採用時健康診断を受診（胸部レントゲン撮影の日）してから１年以内

の者は不要。

・勤務した学校で過去１年以内に胸部レントゲン撮影を含む職員定期健康診断を

受診し，既往症歴がなく，指導区分が「Ｃ」，「Ｄ」の者は職員健康診断票等

の写し（健康診断を受けた学校長の要原本証明）で可。

指導区分は学校保健安全法施行規則16条（別表第二）の規定による。

生活規定の面 Ａ（要休養） 勤務を休む必要のある者

Ｂ（要軽業） 勤務に制限を加える必要のある者

Ｃ（要注意） 勤務をほぼ正常に行って良い者

Ｄ（健 康） 全く平常の生活で良い者

・職員健康診断は学校保健安全法施行規則により行われることから，公立学校間

だけでなく，私立学校からの臨時的任用についても，この取扱いを適用する。

⑧ その他，教育長が必要と認める書類

・教員免許状の氏名が現在の氏名と異なる場合，戸籍抄本

・直近に民間企業等の経験がある場合，在職証明

申請の時期及び 原則として発令希望日の３０日前までに，県教育長に提出する。

添付書類の省略 次の各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

の特例 (1) 採用しようとする年度と同一年度内に県立学校の職員として採用されたことの

ある者は，②～⑧の書類

(2) 採用しようとする年度の前年度に県立学校を退職した者（前号に掲げる者を除

く。）は，④及び⑤の書類

(3) その他の者は，④及び⑤の書類

任用期間の更新 校長は，期限付きの職員の任用期間を更新しようとするときは，任用期間更新申請書

(10号様式）を，発令希望日の１０日前までに教育長に提出する。



- 5 -

項 目 処 理 方 法

非常勤講師の採 ① 非常勤職員採用申請書（別紙参照）

用申請書類 ② 所属長の承諾書

③ 履 歴 書 （写真を貼付する）

④ 免許状の写し （免許更新等に関する証明書の写し含）原本照合証明のあるもの

⑤ 誓 約 書

⑥ 健康診断書 胸部Ｘ線（結核性疾患）の所見を含むこと。(様式は指定しない)

発令予定日の３０日前までに提出すること。

(1) 新規採用の場合は全部（本務のないものは②は不要）

(2) 引き続き採用の場合は次の①,③,④,⑤,⑥（ただし本務のないものは②は不要）

(3) 公立学校の教員を採用する場合は①,②

(4) 公立病院の医師，大学関係者の場合は①,②,③

(5) 公立学校の教員の退職者を引続き採用する場合①,③,④,⑤,⑥

学校図書補助員 (1) 採用申請書（別紙参照）

・校務補助員・ (2) 履 歴 書（写真を貼付する）

保育支援員の採 (3) 誓 約 書

用申請書類 (4) 健康診断書

発令予定日の１０日前までに提出すること。

＊卒業（修了）証明書，その他（在職証明書）が必要な場合は別途主務課から連絡

（引続き採用する場合は(1),(2),(3),(4))

寮監の採用申請 (1) 採用申請書（別紙参照）

書類 (2) 履 歴 書（写真を貼付する）

(3) 誓 約 書

(4) 健康診断書

発令予定日の１０日前までに提出すること。

＊卒業（修了）証明書，その他（在職証明書）が必要な場合は別途主務課から連絡

（引続き採用する場合は(1),(4))

学校医，学校歯 (1) 採用申請書（別紙参照）

科医，学校薬剤 採用申請書に免許状の種類及び免許番号を明記すること。

師の採用申請書

類
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項 目 処 理 方 法

理科担当の実習 １ 資格認定要件

教師呼称許可 県立高等学校に勤務する理科担当の実習助手のうち，次の資格認定要件をすべて満た

し，かつ，実験の指導を行う能力が十分にあると認められる者は，実習教師の呼称を

許可する。

２ 資格認定要件

(1) 勤務経験及び年齢

ア 教員免許取得者：勤務経験２４年以上かつ年齢４４歳以上

イ ア以外の者：勤務経験２９年以上かつ年齢４９歳以上

なお，勤務経験年数の算定にあたっては，高校卒を基準学歴として，初任給，

昇格，昇給等に関する規則第６条に定める経験年数の調整を行うものとする。

(2) 単位取得又は研修の受講

ア 教職専門として５単位，及び理科関係の教科専門単位のうち５単位を取得する

こと。ただし，教員免許取得者で単位を既に取得している場合は，それで代える

ことができる。

イ 理科関係の教科専門単位については，単位取得が困難な場合は「県教委が実施

する研修」を受講し，その成果が認められる者については，単位取得に代えるこ

とができる。

「県教委が実施する研修の受講」については次のとおり。

県総合教育センターが実施する理科担当の実習助手対象の短期研修である

「生物・地学講座」及び「物理・化学講座」をいずれも受講すること。

(3) 試験

上記(1)及び(2)の用件を満たした者について，小論文と面接を行い，これに合格

すること。

３ 実施方法

資格認定にあたっての具体的な実施（研修及び試験の日程，受験の手続き等）につい

ては，毎年度当初に各県立学校長あて通知する。

舎監の採用申請 １ 舎監任用申請書（別紙参照）

書類

面接指導講師の １ 採用申請書（別紙参照）

採用申請書類 ２ 本人及び所属長の承諾書

※ 様式については次のとおり掲載

「採用申請書」「任用期間更新申請書」 ：協会ＨＰ，職コミ

「誓約書」「学校職員等採用時健康診断書」 ：職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」

―「21 臨時的任用職員任用関係」
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会計年度任用職員等の任用に必要な書類一覧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

提出書類 採 所 履 免 卒 成 誓 健 そ

用 属 歴 許 業 績 約 康 の

申 長 書 状 ・ 証 書 診 他

請 の 等 修 明 断 留 意 事 項 提 出 期 限

書 承 の 了 書 書

諾 写 証

種 別 書 し 明

書

ア 新規採用者の場合でも，本務のない者は ② は不要

非常勤講師 新規採用者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ イ 小･中学校又は市立高等学校の教員を採用する場合は ① , ② 発令希望日の

（技術指導員 ※ ウ 公立学校の教員を退職した者又は前年度に非常勤講師（技術指導員を １０日前まで

及び初任研 期付経験者 含む。）として採用した者を採用する場合 ① , ③ , ④ , ⑦ , ⑧

に係る講師 及び ○ ○ ○ ○ ○ ただし，他に本務のある者は ② も必要

を含む 。) 教員経験者 エ 公立病院の医師及び大学関係者を採用する場合 ① , ② , ③

通信教育面接指導講師 ○ ○ ○ 「その他」は，本人の承諾書

兼 務 教 員 ○ ○ 兼務のための通勤手当については，本務校で処理すること。

舎 監 ○ ※教諭をもって充てること

寮 監 ○ ○ ※１ ○ ○ ※１ 前年度に引き続き採用する場合 ① , ⑧

学校図書補助員・校務補助員・保育支援員 ○ ○ ※１ ○ ○ ※１※2 前年度に引き続き採用する場合 ①，③，⑦，⑧，⑨※２ 原則として発令

期限付職員 新規採用者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「健康診断書」は,「学校職員等採用時健康診断書」 希望日の３０日

経前年度経験者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「その他」は，免許状に記載された氏名と現在の氏名が異なる場合に必要な 前まで

験上記以外 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 戸籍抄本等である。

者 ※教員採用試験の一次試験合格者は「健康診断書」免除

(注 １ ) ④ 免 許 状 等 の 写 し は ， 免 許 状 に 加 え ， 免 許 更 新 等 に 関 す る 証 明 書 の 写 し も 添 付 す る こ と 。

(注 ２ ) 非 常 勤 講 師 の ⑨ そ の 他 の ※ は ， 別 紙 ２ 「 令 和 ２ 年 度 県 立 学 校 （ 高 等 学 校 ， 特 別 支 援 学 校 ） 非 常 勤 講 師 任 用 申 請 一 覧 表 」 の こ と で あ る 。

◆ 市 町 村 立 の 学 校 の 教 員 を 非 常 勤 講 師 と し て 委 嘱 す る 場 合 は ， 所 属 市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長 の 兼 業 許 可 を 添 付 す る こ と

◆ 非常勤講師(技術指導員及び初任者研修に係る非常勤講師を含む。)，寮監及び学校図書補助員の「⑧ 健康診断書」には，必ず胸部Ｘ線の所見を含むこと

◆ 指導する教科の免許状を有しない者を任用する場合は，「免許状を要しない非常勤講師の届出書」（教育職員免許状に関する規則第36条第１項第20号関係第18号様式の２。）

も提出すること

※ １ 寮 監 ・ 学 校 図 書 補 助 員 等 で ⑤ 卒 業 ・ 修 了 証 明 書 ⑨ そ の 他 （ 在 職 証 明 書 ） が 別 途 必 要 と な る 場 合 に は ， 主 務 課 か ら 連 絡 し ま す 。

※ ２ 校 務 補 助 員 の う ち 障 害 者 選 考 に よ り 任 用 す る 場 合 は ， 校 務 補 助 員 募 集 要 項 に 記 載 の あ る 手 帳 の 写 し を 添 付 す る こ と 。

※ 平 成 ２ ３ ， ２ ５ ， ２ ７ ,２ ９ 年 版 で は 掲 載 省 略 し て い る 。
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事処第７号様式（第９条関係）

全 定 通 特

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿 児 島 県 立 ○ ○ 高 等 学 校

校長 甲 野 太 郎

１ ２ ３ ４ ５ ６

採 用 申 請 書

生 年 月 日 平成○年○月○日
氏 名 山 田 次 郎

（年齢） （○○歳）

現 住 所 ○○市○○町○○番地

現 職 無 職

○年３月 高一種○○
最 終 学 歴 免 許 状

○○大学○○○学部 卒 中一種○○

担 当 週当たり
予 定 職 名 講 師 ○ ○ １７ 時間

教 科 名 時 間 数

希 望 発 令

年 月 日 令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

前 任 者 職 名 教 諭 氏 名 ○ ○ ○ ○ 給料 教（二）２ー１０

申 請 理 由 産休代替講師として採用したい。

（注） １ この様式は，期限付きの職員（非常勤職員を除く。）の採用の際使用する。

２ 次に掲げる書類を必要に応じて添付する。

(1) 履歴書

(2) 教員免許状の写し又はこれに代わるもの……教員採用の場合

(3) 卒業（修了）証明書

(4) 成績証明書

(5) 学校職員等採用時健康診断書（直接撮影の胸部レントゲン写真を含む）

(6) 誓約書

３ 原則として発令希望日の３０日前までに提出する。

４ 同一年度に県立学校の職員として採用されたことのある者を教員として採用しようとするときは，

２に掲げる書類の添付は要しない。
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（その１）

誓 約 書

私は，次の各号に該当しないことを誓います。

１ 禁こ以上の刑に処せられたこと。

２ 免許状取上処分を受け，当該処分の日から３年を経過しないこと。

３ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党，その他の団体を結成し，又

はこれに加入したこと。

令和 年 月 日

氏名（自署）

鹿児島県教育委員会 殿

（教員用）
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（その２）

誓 約 書

私は，次の各号に該当しないことを誓います。

１ 禁こ以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで，又はその執行を受けることがな

くなるまでの者。

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過し

ない者。

３ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党，その他の団体を結成し，又はこれに加入した者。

令和 年 月 日

氏名（自署）

鹿児島県教育委員会 殿

（実習助手・事務職員等用）
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事処第１０号様式（第９条関係）

全 定 通 特

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿 児 島 県 立 ○ ○ 高 等 学 校

校長 甲 野 太 郎

１ ２ ３ ４ ５ ６

任用期間更新申請書

職 名 教 諭 氏 名 山 田 次 郎 生年月日 平成○年○月○日

６ ５ ４ ３ ２ １ （○○歳）

○○大学理学部
最 終 学 歴 免許状 高一種 数学 担当教科 数 学

応用数学科

任 用 期 間 令 和 ○ ○ 年 ４ 月 ６ 日 か ら 令 和 ○ ○ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で ○ ○ 間

更 新 希 望
令 和 ○ ○ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 令 和 ○ ○ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で ○ ○ 間

期 間

学級増に伴う欠員補充教員として採用していたが，任用期間が満了するので，ひき

更新の理由

つづいて任用期間を延長するもの

校 長 意 見

（注） 発令希望日の１０日前までに提出する。
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第8号様式（第9条関係）

※診断書作成上の留意事項

1 本人の写真には，医師の割印を押してください。

2 聴力に異常のあった場合は，オージオメーターで検査し，オージオグラムを添付してください。

3 尿検査の項目中異常があった場合は，再検査を行い，再検査の結果も記入してください。

4 その他の疾患異常についても精密検査資料を添付してください。

5 異常を認めない場合や特に所見が無い場合でも，その旨を必ず記入し，欄を空欄のままにしないでください。

※受検査者の留意事項

結核の既往症がある場合は，罹患時から現在までのレントゲン写真をそろえて医師へ提出すること。

諮問委員会
の 判 定

学校職員等採用時健康診断書

検
校種別

高校
職種名 教科名

採 用

査 特別支援 予定校

医 ふりがな 男
生年月日 年 月 日

本人の写真 印 師 氏 名 女 （満 歳）

の 都
現住所 道 市 丁目 番 号

割 府 郡 町 番地
県

印 電話（ ） －

身長 ｃｍ 体重 ｋｇ エックス線写真所見

視 力
右 矯正（ ） 直接写真 撮影年月日 年 月 日

左 矯正（ ）

眼 疾 患

聴 力
右

左

耳 鼻 咽 喉 疾 患 断層写真 （上記で異常のあった場合）

言 語 障 害 撮影年月日 年 月 日

精 神 神 経 障 害
尿 検 査

蛋白（ ） 糖（ ）

四肢疾患・運動障害 再検の結果

内 臓 疾 患 血 圧 最大 ㎜Hg 最小 ㎜Hg

皮 膚 疾 患 検 便
栄養教諭の （細菌検査） 陽性 ・ 陰性

採用予定者のみ
感 染 性 疾 患

そ の 他 の 疾 患
就業に関する意見

□ 就業上支障なし

既 往 症 右のいずれかに □ 就業不可
チェックし，特
に必要があれば
所見を記入して
ください。

上記のとおり診断する。 医療機関名 （科）

令和 年 月 日 所 在 地

医 師 名 印
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（非常勤講師，技術指導員，兼務教員の採用） 全 定 通 特

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿 児 島 県 立 ○ ○ 高 等 学 校

校長 甲 野 太 郎

会計年度任用職員採用申請書

ふ り が な や ま だ じ ろ う 平成○年○月○日
予 定 職 名 講 師 氏 名 山 田 次 郎 生 年 月 日

（ ）指導 （○○歳）

現 住 所 鹿 児 島 市 ○ ○ 町 ○ ○ 番 地

高 一 種 国 担 当 教 科
免 許 状 国 語

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月中 一 種 国 科 目 名

最終学歴 ê
担 当 時 数 週 ５ 時 間 授 業 日 数 週 ３ 日 ○ ○ 大 学 ○ ○ 学 部 卒 修

申 請 理 由 教 育 課 程 実 施 上 必 要 な た め

希 望 発 令
令 和 ○ ○ 年 ４ 月 １ 日

年 月 日

校 長 意 見

（注） １ この様式は，非常勤講師，技術指導員及び兼務教員に使用する。

２ 添付書類

(1) 教員等の採用申請書の場合と同じ。ただし，健康診断書は様式を指定せず，レントゲン写真も不要。

(2) 兼務教員の場合は，本務校の承諾書を添付する（様式公文方式任意）。

３ 発令予定日の３０日前にまで提出する。
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（その他の非常勤職員用） 全 定 通 特

令和 ○○年 ○○月 ○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿 児 島 県 立 ○ ○ 高 等 学 校

校長 甲 野 太 郎

会計年度任用職員採用申請書

学 校 ふ り が な こ う の お つ こ 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
予 定 職 名 生 年 月 日

図書補助員 氏 名 甲 野 乙 子 （○○歳）

現 住 所 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ ○ 番 地

最 終 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月
免 許 状 司 書 資 格

学 歴 ○ ○ 短 大 ○ ○ ○ 卒

申 請 理 由 前任者○○○○の後任として採用したい

希 望 発 令
令和 ○○ 年 ４ 月 １ 日

年 月 日

学校
前 任 者 職名 氏 名 ○ ○ ○ ○ 年 齢 ○○ 歳

図書補助員

校 長 意 見

（注） １ この様式は，寮監，図書補助員等に使用する。

２ 発令予定日の１０日前までに提出する。
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全 定 通 特（学校医，学校歯科医，学校薬剤師用）

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿 児 島 県 立 ○ ○ 高 等 学 校

校長 甲 野 太 郎

採 用 申 請 書

ふ り が な や ま だ じ ろ う 生 年 月 日 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
職 名 学校医

氏 名 山 田 次 郎 （○○歳）

現 住 所 ○○市○○町○○○番地

○○年○○月○○日 医 師 免 許 証
ê最 終 学 歴 ○○大学医学部 卒 修 免 許 状

（ 専攻） 第１２３４５号

採 用 理 由 眼科医として採用したい

発 令 希 望
令 和 ○ ○ 年 ４ 月 １ 日

年 月 日

前 任 者 職名 学校医 氏名 ○ ○ ○ ○ 年齢 ○○ 歳

校 長 意 見

（注）

１ この様式は，学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の採用の際使用する。

２ 職名欄には，学校医，学校歯科医又は学校薬剤師のいずれかを記入する。

３ 免許状欄には，免許状の種類及び免許番号を記入する。

４ 年度当初における申請は，発令希望年月日を当該年度の４月１日とする。

５ 年度途中における申請は，発令希望年月日の１０日前までに提出する。
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(舎監任用申請書) 全 定 通 特

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿児島県立○○高等学校

校長 甲 野 太 郎

舎 監 任 用 申 請 書

昭和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
職 名 教 諭 氏 名 山 田 次 郎 生 年 月 日

（○○歳）

現 住 所 ○ ○ 郡 ○ ○ 町 ○ ○ ○ 番 地

ê担 当 教 科 担当週時数 昭和

４４年 ３月免 許 状 高 一 種 体 育 １ ４ 最 終 平成

ê保 健 体 育 保 健 ４ 学 歴 ○○大学教育学部 卒

高等体育 修

申 請 理 由 寄宿舎管理運営のため

希 望 発 令
令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

年 月 日

前 任 者 職 名 教 諭 氏 名 鹿児島 三 郎 年 齢 ○○ 歳

校 長 意 見

（注）

１ 職名欄は，現職名を記入する。

２ 添付書類不要
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(通信教育面接指導担当承諾書)

全 定 通 特

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿児島県立○○高等学校

校 長 甲 野 太 郎

本校の下記職員が通信教育面接指導を担当することを承諾します。

記

昭和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
職 名 教 諭 氏 名 山 田 次 郎 生 年 月 日

（○○歳）

高一種 ○○ 担 当

免 許 状 ○ ○

中一種 ○○ 教 科

職 務 内 容 通信教育面接指導

従 事 す る 期 間 令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 か ら 令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

私は上記のとおり，通信教育面接指導を担当することを承諾します。

令 和 年 月 日

担当者氏名 山 田 次 郎 ,
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単 位 事 務 名

再 任 用

根 拠 及 び 鹿児島県職員の再任用に関する条例(平成13年条例第２号)

参 考 法 令 鹿児島県職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)

鹿児島県学校職員の給与に関する条例(昭和27年条例第29号)

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第

47号)

再任用職員の勤務時間，年次有給休暇等の取扱いについて（通知）（平成14年４月１日）

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年条例16号）

学校職員の定年制度について（通知）（昭和59年4月25日 鹿教教第42号）

項 目 処 理 方 法

制 度 の 趣 旨 地方公務員法等の一部改正により，定年退職者等の新たな再任用制度が導入されるこ

とに伴い，必要な事項を条例で定めようとするもの

対象者 定年退職者及び定年退職者に準ずる者

定 義 等 ※定年退職者に準ずる者

定年退職日以前に退職した者のうち，定年退職者に準じて再任用を行うことができる

者は次に掲げる者とする。

(１) ２５年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して５年を

経過する日までの間にある者

(２) （１）に該当する者として再任用をされたことがある者

任 期 １年を超えない範囲内

任 期 の 更 新 再任用の任期の更新は，更新直前の任期中の勤務実績が良好である場合に，あらかじ

め職員の同意を得て行うことができる。

任 期 の 末 日 任期の末日は，年齢６５年に達する日以後の最初の３月３１日以前でなければならな

い。
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項 目 処 理 方 法

勤 務 形 態 常 時 勤 務 を 要 す る 職：フルタイム勤務職員

常時勤務を要する職と比べ勤務時間が短い職: 短 時 間 勤 務 職 員

手 続 き 等 ４月 職員に対する制度の周知(パンフレット配布)

６月 再任用希望調書配布

８月 健康診断等

９月 再任用希望調書，健康診断書等必要書類提出締切り

10月 面接

11月 選考結果通知(再任用予定者は採用予定者名簿に登録)

翌年４月 採用(赴任)

申 請 書 類 再任用申請書

そ の 他 １ 服務の宣誓

再任用職員は，辞令を交付された際は，直ちに宣誓書(職員の服務の宣誓に関する条

例(昭和26年条例第16号)別記第1号様式，教育公務員については別記第２号様式)に署

名押印し，所属長を通じ総務福利課長及び教職員課長に提出する。

２ 人事記録カード

定年退職日の翌日から再任用された者は，鹿児島県教育委員会関係職員服務規程(昭

和36年教育委員会訓令第２号)第６条第１項及び第３項の規定にかかわらず，退職前の

人事記録カードを継続するものとし，所属長への提出は不要とする。

３ 所属長の処理すべき事項

再任用職員が再任用の前日までに勤務していた所属の所属長は，当該再任用職員の

所属の所属長へ当該職員の関係書類を送付するものとする。

※ 様式については次のとおり掲載

「再任用申請書」 ：協会ＨＰ
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令和 年 月 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿児島県立○○高等学校

校長 ○ ○ ○ ○

再 任 用 申 請 書

ふ り が な や ま だ た ろ う
生年月日 昭和○○年○○月○○日

氏 名 山 田 太 郎
（年齢） （○○歳）

現 住 所 ○○市○○町○○番地

昭和○○年○月

最 終 学 歴 鹿児島大学教育学部 免 許 状 高一種（英 語）

○○学科 卒

担 当
予 定 職 名 教 諭

教科名
英 語 授業時間数 １６時間

勤 務 形 態 フルタイム勤務 短時間勤務

（週当たりの日数 日）

希望発令年月日 令和○○年 ４ 月 １ 日

退 職 時 の 学 校 □ □ □ □ 高等学校 退職時の職名 教 諭

申 請 理 由 これまでの経歴等から，本校教諭として適任と認めますので

再任用してくださるように申請します。
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単 位 事 務 名

昇 給

根 拠 お よ び 鹿児島県学校職員給与に関する条例 【第４条第８項】

参 考 法 令 鹿児島県職員の給与に関する条例 【第５条】

初任給,昇格,昇給等に関する規則 【第７章,第８章】

鹿児島県学校職員の初任給等に関する規則 【第７条】

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則（教育委員会規則） 【第２条】

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則（県規則） 【第２条】

昇格昇給内申書の様式改正等について（平成19年10月19日付け鹿教教第３３１号）

項 目 処 理 方 法

昇 給 の 条 件 職員の昇給は，知事が人事委員会と協議して定める日に，同日前１年間におけるその

者の勤務成績に応じて，行うものとする。 【県給与条例第５条第８項】

昇給は，当該職員の勤務成績について，その者の職務について監督する地位にある者

の証明を得て行わなければならない。この場合において，当該証明が得られない職員は,

昇給しない。 【県初任給規則第３２条】

昇 給 日 県給与条例第５条第８項の知事が人事委員会と協議して定める日は，第36条又は第37

条に規定するものを除き，毎年１月１日（以下「昇給日」という。）とする。

【県初任給規則第３１条】

昇 給 区 分 １ 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分（以下「昇給区分」という。）は，

第32条に規定する勤務成績の証明に基づき，当該職員が次の各号に掲げる職員のいず

れに該当するかに応じ，当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応

じ，次に定める昇給区分

ア 勤務成績が極めて良好である職員 Ａ

イ アに掲げる職員以外の職員 Ｂ

(2) 勤務成績が良好である職員 Ｃ

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 Ｄ

(4) 勤務成績が良好でない職員 Ｅ

２ 次の各号に掲げる職員の昇給区分は，前項の規定にかかわらず，当該各号に定める

昇給区分に決定するものとする。

(1) 知事が人事委員会と協議して定める事由以外の事由によって昇給日前１年間(当

該期間の中途において新たに職員となった者にあっては，新たに職員となった日か

ら昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の６分の１に相

当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員（前項第４号に掲げる職員に該

当する職員及び次号に掲げる職員を除く。） Ｄ
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項 目 処 理 方 法

(2) 知事が人事委員会と協議して定める事由以外の事由によつて基準期間の２分の１

に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 Ｅ

【県初任給規則第３４条第１項，第２項】

※（注１）「知事が人事委員会と協議して定める事由」とは，人事院通知「給実甲32

6号第37条関係第５項に定められている事由」に準じるものであり，具体的には，①

年次有給休暇，②公務上の疾病・傷害，通勤上の疾病・傷害，③特別休暇（産前産

後休暇等）などが該当する。

※（注２）従来は，育児休業・休職中は昇給しなかったが，上記規則第34条第２項に

よる昇給区分は勤務日数に応じて決定されることから，基準期間の２分の１以上勤

務していれば育児休業・休職中等でも昇給することがある。

Ａ又はＢの昇給 昇給区分を決定する職員の総数に占めるＡ又はＢの昇給区分に決定する職員の数の割

区 分 の 割 合 合は，知事が人事委員会と協議して定める割合とする。

【県初任給規則第34条第４項】

昇 給 の 号 給 数 昇給の号給数は，昇給日前１年間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数

を４号給とすることを標準として知事が人事委員会と協議して定める基準に従い決定す

るものとする。 【県給与条例第５条第９項】

昇給の号給数は，昇給区分に応じて別表第７の２に定める昇給号給数表に定める号給

数とする。 【県初任給規則第34条第５項】

別表７の２ 昇給号給数表

昇 給 区 分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

特定職員 ８以上 ６ ３ ２ ０

昇給の 一般職員 ８以上 ６ ４ ２ ０

号給数 昇給抑制
２以上 １ ０ ０ ０

年齢職員

昇 給 抑 制 55歳を超える職員にあっては，55歳を超える日以後の最初の４月１日後に昇給させる

年 齢 職 員 場合は，県給与条例第５条第９項において４号給とあるのは２号給とする。（読替規定）

【県給与条例第５条第10項】

（ 現 業 職 員 ） 現業職員の初任給，昇給の基準については，県給与条例第２条に規定する職員の例に

よる。ただし，同条に規定する職員の例により難しいものについては，知事が別に定め

る。（現業職員については「55歳」を「57歳」と読み替えて適用する。）

【単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第２条第６項】
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項 目 処 理 方 法

最 高 号 給 を 職員の昇給は，その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

受 け る 職 員 【県給与条例第５条第11項】

この章の規定は，職務の級の最高の号給を受ける職員には，適用しない。

【県初任給規則第38条】

研 修 ， 表 彰 等 【県初任給規則第36条】参照

に よ る 昇 給

特 別 な 場 【県初任給規則第37条】参照

合 の 昇 給

復職時等におけ 休職にされた学校職員が復職し，大学院修学休業をした学校職員が職務に復帰し，又は

る 給 料 の 調 整 休暇のため引き続き勤務しなかった学校職員が再び勤務するに至った場合において，他の

学校職員との均衡上必要があると認められるときのその者の号給の調整等については，県

職員の例によるものとする。この場合において，大学院修学休業による引き続き勤務しな

い期間についての換算率は，３分の３以下とする。 【学校初任給規則第７条の６】

休職にされ，若しくは専従許可を受けた職員が復職し，派遣職員が勤務に復帰し，又は

休暇のため引続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において，部内の他の

職員との均衡上必要があると認められるときは，休職期間，専従許可の有効期間，派遣期

間又は休暇の期間（以下「休職等の期間」という。）を別表第７に定める休職期間等換算

表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして，復職し，

職務に復帰し，若しくは再び勤務するに至った日（以下「復職等の日」という。）及び復

職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に知事が人事委員会と協議して定

めるところにより，昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第２項省略 【県初任給規則第41条】

別表第８（休職期間等換算表）参照

※ 下記の例により調整を行う。

① 基準期間内の休職等の期間

復職等の日には調整は行わず，復職等の日後における最初の昇給日に調整を行う。

② 基準期間内の休職等の期間で復職等の日が昇給日と同一の場合

復職等の日である昇給日に調整を行う。

③ 昇給日をまたぐ休職等の期間

復職等の日と復職等の日後における最初の昇給日の２回調整を行う。
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項 目 処 理 方 法

昇格昇給内申書 １ 昇格昇給内申書（様式給第133号）に，電算処理により全所属職員分の内申給料等を

出力して送付するので，これに内申意見等の必要事項を記入し，市町村立学校にあって

の 作 成 部 数 等 は３部（学校控用，市町村教育委員会用，教育事務所（支所）提出用），県立学校にあ

っては２部（学校控用，教職員課提出用）作成すること。

２ 昇格昇給内申書は，市町村立学校長は意見を付して，市町村教育委員会へ提出し，市

町村教育委員会は意見を付して，所管の教育事務所（支所）長へ提出することとし，県

立学校長は教職員課長へ提出すること。

【昇格昇給内申書の様式改正等について（平成19年10月19付け鹿教教第３３１号）

教育長（教職員課扱い）】
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単 位 事 務 名

昇 格

根 拠 及 び 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【第４条第８項】

参 考 法 令 鹿児島県職員の給与に関する条例 【第５条】

初任給，昇格，昇給等に関する規則 【第４章】

鹿児島県学校職員の初任給等に関する規則 【第２条,第７条】

職務の級の標準的な職務の内容に関する規則 【第２条】

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則（教育委員会規則） 【第２条】

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則（県規則） 【第２条】

項 目 処 理 方 法

昇 格 職員を昇格（職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下

同じ。）させるときは，資格基準に定める必要な資格を有し，かつ，その昇格させようとす

る職員が現に属する職務の級において１年以上在級している場合に限り，その者の資格に応

じて１級上位の職務の級に決定するものとする。ただし在級年数が１年に満たない者を職務

の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において，あらかじめ人事委員会の承認を

得たときは，在級年数についてはこの限りでない。 【県給与条例第５条第３項】

１ 職員を昇格させる場合には，その職務に応じ，かつ，次に定めるところにより，その者

の属する職務の級を１級上位の職務の級に決定するものとする。

（1）（省略）

（2） 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については，その職務の級について

級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

２ 前項の規定により職員を昇格させる場合には，その者の勤務成績が良好であることが明

らかでなければならない。

３ 勤務成績が特に良好である職員に対する第１項第２号の規定の適用については，級別資

格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を

乗じて得た年数をもって，それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることがで

きる。

※別表第１の２（級別資格基準表）参照 【県初任給規則第18条】

（ 教 育 職 員 ） ※別表第１，別表第２（級別資格基準表）参照 【学校初任給規則第２条】

（ 現 業 職 員 ） ※別表第３（級別資格基準表）参照

【単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第２条第３項】
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項 目 処 理 方 法

上 位 資 格 取 得 現に職員である者が上位の職務の級に必要な資格を取得し，かつ，人事委員会の承認を得

等 に よ る 昇 格 た場合においては，前項の規定にかかわらず，それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させ

ることができる。 【県給与条例第５条第４項】

職員が第４条第２項第１号から第３号までの一に該当することとなり，又は級別資格基準

表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し，若しくは同表に異なる資格

基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,

上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には，前条の規定にかかわらず，そ

の資格に応じた職務の級に昇格させることができる。 【県初任給規則第19条】

特 別 の 場 職員が生命を賭して職務を遂行し，そのために危篤となり若しくは心身に著しい障害を生

合 の 昇 格 じ又は死亡した場合は，第３項の規定にかかわらず，あらかじめ人事委員会の承認を得て昇

格させることができる。 【県給与条例第５条第５項】

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年鹿児島県

条例第３号）第３条第１項に規定する派遣職員（以下「派遣職員」という。）が職務に復帰

した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合において，部内の他の職員との均衡上特

に必要があると認められるときは，条例第５条第３項及び第18条の規定にかかわらず，あら

かじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

【県初任給規則第20条】

昇 格 の 場 合 の 職員を昇格又は降格させた場合における号給は，知事が人事委員会と協議して定める基準

号 給 の 決 定 により決定する。 【県給与条例第５条第６項】

１ 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は，その者に適用される給料表の別に応じ,

かつ，昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第６に定める昇格時号給対応表

の昇格後の号給欄に定める号給とする。

２ 前３条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が２級以上上位の職務の級への昇

格であるときにおける前項の規定の適用については，それぞれ１級上位の職務の級への昇

格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

３ 第19条の規定により職員を昇格させた場合において，前２項の規定によるその者の号給

が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは，

前２項の規定にかかわらず，その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすること

ができる。

４ 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は，前３項の規

定にかかわらず，知事が人事委員会と協議して定める号給とする。

※別表第７（昇格時号給対応表）参照 【県初任給規則第21条】

（ 教 育 職 員 ） 教育職給料表（二），教育職給料表（三）又は医療職給料表の適用を受ける学校職員を昇

格させた場合におけるその者の号給の決定に関し，初任給，昇格，昇給等に関する規則（昭

和60年鹿児島県規則第67号）別表第７の規定の適用については，別表第７に定めるところに

よる。※別表第７（昇格時号給対応表）参照 【学校初任給規則第７条の３】
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項 目 処 理 方 法

（ 現 業 職 員 ） 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は，昇格した日の前日に受けていた号給に対

応する別表第５に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

※別表第５（昇格時号給対応表）参照

【単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第２条第５項】

級 別 標 準 職 務 級別標準職務の内容は，別表に定めるとおりとし，同表に掲げる職務とその複雑，困難及

び責任の度が同程度の職務は，それぞれの職務の級に分類されるものとする。

※別表参照 【標準職務規則第２条】

実 習 助 手 鹿児島県立学校管理規則第24条の規定による実習教師の呼称許可を受けた者については，

の ２ 級 昇 格 標準職務規則第２条の規定により教育職給料表（二）級別標準職務表の職務の級として２級

に分類される。
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単 位 事 務 名

職 員 の 転 入 転 出

根 拠 お よ び 職員の任用に関する規則

参 考 法 令 県立学校管理規則 【第３７条，第３８条】

県立学校事務処理要領

公有財産事務引継および電柱等敷使用料について（通知）

【昭和４５年６月１６日管財課通知】

項 目 処 理 方 法

赴 任 １ 学校職員が，新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは，その受領の日

から７日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは，

赴任延期願（様式第９号）を提出しなければならない。

２ 前項に規定する赴任延期願は校長にあっては教育長に，校長以外の学校職員にあっ

ては校長に提出するのものとする。 【管理規則第３７条】

事 務 引 継 １ 校長が，転任，休職，退職等を命ぜられたときは，すみやかに校務に関する引継書

を調製して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ，連署の上，教育長に届け出な

ければならない。ただし，取扱中にかかわる事件の報告書を提出して，これに代える

ことができる。 【管理規則第３８条】

公有財産についても財産事務管理者であることから定まった様式に基づき公有財産

引継書を作成し，引き継ぎをしなければならない。

【昭和４５年６月１６日管財課通知】

２ 校長以外の学校職員が，転任，休職，退職等を命ぜられたときは，すみやかに担任

の事務及びその保管の文書，物品等を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ，校長

の承認を受けなければならない。 【管理規則第３８条】

出 納 員 等 の

事 務 引 継 県会計規則第１０条により処理する。

なお，公有財産についても財産事務処理者であることから定まった様式に基づき，公

有財産引継書を作成し，引き継ぎをしなければならない。

【昭和４５年６月１６日管財課通知】
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項 目 処 理 方 法

転 出 の 際 の 職員が転出した場合は次の書類を転出先に送付するものとする。

関 係 書 類 １ 履 歴 書（校長証明をしたもの）

２ 職員健康診断票

３ 給与基本台帳

４ 扶養手当関係書類

５ 住居手当関係書類

６ 通勤手当認定簿（写し）

７ 児童手当関係書類

８ 単身赴任手当関係書類

９ 職員異動通報

10 給与口座振込申出書・預金口座振替申込書（通帳の写し含む）

11 源泉徴収票（写し）

12 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

13 給与所得者の保険料控除申告書（写し）

14 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

（写し）

15 住宅取得等特別控除申告書（写し）

16 被服等貸与（処分）簿

※原本を送付するものについては，写しを保管しておく。

参考

個人メールアドレス設定確認票も合わせて送付する。
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単 位 事 務 名

履 歴 書

根 拠 及 び 県立学校事務処理要領 【５条，６条，７条，９条】

参 考 法 令 様式第４号注

退職手当の請求手続等の取扱いについて（通知） （通知通達集Ｐ２４９１）

学校運営の手引き（人事給与編）

項 目 処 理 方 法

履 歴 書 新たに職員となった者は，着任の日から２週間以内に，履歴書（第４号様式）を校長

の 提 出 に提出しなければならない。 【事務処理要領第５条】

校長は，職員が転任した場合においては，当該職員の履歴書の写し及び健康診断票を

転任先の校長に送付しなければならない。（現在，履歴書は学校保管の原本を転任先に

送付し，旧任校では写を保管するよう，運用されている。） 【事務処理要領第７条】

履 歴 書 校長は，任免，給与その他職員の身分上の異動があったときは，辞令又は異動通知書

の 整 備 に基づき，当該職員の履歴書に異動事項を追加して記載し，履歴書を整備しなければな

らない。 【事務処理要領第６条】
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項 目 処 理 方 法

履 歴 書 （１） 「氏名」は，戸籍面と同一文字とし，ふりがなを付すること。

の 記 入 （２） 「学歴」は，小学校卒業からはじめ年代順に記載する。

（３） 「免許状」は，免許，検定その他の資格について，その取得年月日，名称

（教科名，発行庁を含む）を記載する。

（４） 任免賞罰の「事項」は，採用，昇任，降任，転任，休職，復職，退職，（降

任，休職，退職はその理由を含む）懲戒免職，停職，減給，戒告及びその理由

給料，その他の給与の決定，恩給，退職手当を受けた事実及びその年（金）額,

一時恩給を返還した事実及びその金額，褒賞，表彰，公務災害その他の身分取

扱に関する事項，当該事項の年月日及び発令庁を年代順に記載し職名は上段か

ら，補職及び給与は下段からすべて人事異動通知書，給与決定通知書に基づき

記載すること。

（５） 官等，叙位，叙勲及び軍籍等を記載すること。

（６） 外地官公署に勤務していた者は，昭和２０年８月１５日以後の内地上陸年月

日を，昭和２１年勅令第２８７号による自然退官者は，その旨を記載すること

（７） 法令による身分異動，校名変更，設置者変更又は条例改正による給与額改正

等は朱書する。

その他記入要領については履歴書の記入の例による。

【県立学校事務処理要領 様式第４号 注】

年金請求の際の 履歴書は，すでに前歴報告してある昭３７．１２．１以前の履歴（共済組合保管）と

履 歴 書 提 出 に その後の履歴とを合わせて取り扱う。前歴報告後の履歴書については，教育庁教職員課

つ い て （高等学校等），各教育事務所（局）または鹿児島市教育委員会（小中学校分）に保管

されている勤務記録カードの写しにより取扱うので，退職者が履歴書を作成する必要は

ない。

これは，特別昇給発令後に退職者が捺印したものでなければならないので，履歴書を

確認し捺印し，請求に必要な書類を一括して提出することになっている。

退職手当の場合 退職手当申請の場合も教職員課の人事記録カードの写しを使用するので，本人が履歴

書を作成する必要はない。（通知通達集Ｐ２４９１参照）
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第４号様式（第５条関係）

１．本書は楷書でペン書きとし，辞令の全文を記載すること。 ３．兵役については役種官級，入退官等すべて記入すること。

２．履歴は洩れなく（家事従事，無職等の期間についても） ４．法令改正による身分異動，給与改正等は朱書すること。

Ｎｏ． 年月日順に記載すること。 ５．備考欄には特技，身体の故障等参考となる事項を記載すること。

ふりがな ほ く さ つ じ ろ う 性

氏 名 北 薩 二 郎 男
別

（写 真） 改 姓
旧 氏 名 年 月 日

年月日

備

生 年 月 日 昭 和 ４６ 年 ４ 月 ２３ 日生

年 月 日撮影 考

本 籍 地 鹿児島県

現 住 所 鹿児島市○○町○○番地

初任給算定
学 校 部 科 名 修 業 年 間 資 取 得 年 月 日 名 称

基 準 学 歴

学 自 53 年 4 月○○日

鹿児島県○○市立○○小学校 格 ６年 ３月○○日 高等学校教諭一種(国語)
至 59 年 3 月○○日

自 59 年 4 月○○日

鹿児島県○○市立○○中学校 免 ６年 ３月○○日 中学校教諭一種(国語)
至 62 年 3 月○○日

自 62 年 4 月○○日

鹿児島県立○○高等学校 許 年 月 日
至 2 年 3 月○○日

自 2 年 4 月○○日

○○大学 文学部 文学科 関 年 月 日
歴 至 6 年 3 月○○日

自 年 月 日

係 年 月 日
至 年 月 日

【 履 歴 書 用 紙 】
発 令 年 月 日 履 歴 事 項 発 令 庁

平成 ６ ４ ４ 鹿児島 県○○市，公立学校教員に任命する。 鹿児島県教育委員会

教育職給料表(三) ３級４号給を給する。

鹿児島県○○市立△□中学校講師に補する。

任用期間は，平成６年９月３０日までとする。

平成 ６ １０ １ 任用期間を，平成７年３月３１日まで更新する。 鹿児島県教育委員会

平成 ７ ４ １ 鹿児島 県公立学校教員に任命する。 鹿児島県教育委員会

教育職給料表(二) ２級５号給を給する。

鹿児島県立○○高等学校教諭に補する。

平成 ７ １２ ２５ 平成○年鹿児島県条例第×号の施行により平成○年△月から新給与実施(朱書)
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単 位 事 務 名

免 許 申 請

根 拠 お よ び 教育職員免許法及び同法附則 【法第３条，第５条，第１５条】

参 考 法 令 教育職員免許法施行規則及び同規則附則

【法施行規則第６３条，第６７条，第６８条，第６９条，第７０条】

教育職員免許状に関する規則

教員資格認定試験規程 【昭和４８年８月９日 文部省令第１７号】

免許状の取得方法及び手続きについて 【昭和５４年３月１９日 鹿教教４１９号】

臨時免許状申請手続きについて 【昭和５７年３月３０日 鹿教教４６５号】

鹿児島県証紙条例施行規則

鹿児島県手数料徴収規則

項 目 処 理 方 法

免 許 状 主 義 小学校，中学校，高等学校，特別支援学校及び幼稚園の教員は，教育職員免許法によ

り授与された各相当の教員の免許状を有する者でなければならない。

【法第３条】

免 許 状 の 種 類 １ 普通免許状 （専修免許状・一種免許状・二種免許状）

校 種 高 等 学 校 幼 ･ 小 ･ 中 特 別 支 援 学 校

卒業大学 旧 新 旧 新 旧 新

大 学 院 修 一 級 専 修 － 専 修 － 専 修

４ 年 制 大 学 卒 二 級 一 種 一 級 一 種 一 級 一 種

短 期 大 学 卒 － － 二 級 二 種 二 級 二 種

教育職員免許法試行の日（平成元．４．１）において，従来の一級免許状を有する

者は，一種免許状（高校は専修免許状），二級免許状を有する者は，二種免許状（高

校は一種免許状）の授与を受けた者とみなす。
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項 目 処 理 方 法

２ 特別免許状

○ 特別免許状の授与資格及び合格決定

① 任命権者の推薦
・担当教科に関する専門的な知識・経験又は技能を有する者
・社会的信望があり，かつ，教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持って
いる者

② 合格の決定をするときは学識経験者の意見を聞かなければならない
・大学の学部長
・小学校，中学校，高等学校，特別支援学校等の校長
・学校教育に関し学識経験を有する者

【法５条第３項，４項，５項】

３ 臨時免許状

（１） 臨時免許状は，普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り，

教育職員検定に合格したものに授与する。

（２） 高等学校助教諭の臨時免許状は，次の各号の一に該当する者以外の者には授与

しない。

① 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者

② 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

【法第５条第６項】

上 級 免 許 状 の １ 単位修得により，上級免許状を取得する場合

取 得 《上級免許状への切替えに係る単位修得》

申 請 時 の
二 種 免 → 一 種 免 一 種 免 → 専 修 免

在 職 年 数

３年 １５

４年 １５

５年 ４５ １５

６年 ４０ １５

７年 ３５ １５

８年 ３０ １５

９年 ２５ １５

１０年 ２０ １５

１１年 １５ １５

１２年 １０ １５

１３年 １０ １５

１４年 １０ １５

１５年 １０ １５

１６年 １０ １５

【法別表第３】
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項 目 処 理 方 法

２ 「１５年０単位」で上級免許状に切替える場合 （旧別表第３，備考６）

二種免許状を一種免許状へ切替える場合の特例措置「１５年０単位」の廃止

（ただし，平成６年３月３１日までは経過措置がある。）

区 分 在職年数

６３．３．３１現在 ９年 （注） 当該在職年数にある者は，

元．３．３１現在 １０年 経過措置として０単位で可。

２．３．３１現在 １１年 ６３．３．３１現在で在職年数９

３．３．３１現在 １２年 年の者は，平成６．３．３１には15

４．３．３１現在 １３年 年になることから０単位で可

５．３．３１現在 １４年

６．３．３１現在 １５年以上

○ 昭和５４年４月１日以前の採用者については，単位修得をしなくても一種免許状を

取得できる。

（ただし，休職等がある場合は１５年の在職年数から除く。）

経過措置として，平成６年３月３１日までに１５年以上の在職年数がある者

（すなわち，平成元年３月３１日までに１０年以上の在職年数がある者）につい

ては，「１５年０単位」で専修免許状の授与を受けることができる。

上級免許状への １ 小学校の教諭の免許状を取得するための在職年数は，必ず小学校の教員としての在

切 替 え に 係 る 職年数でなければならない。

在 職 年 数 また中学校の場合は，中学校での在職年数，高校は，高校での在職年数でなければ

ならない。

※ １５年の起算点は，基礎免許状を受けた時からとする。

２ 通算できる教育の職及び期間

（１） 校長，教頭，教育長，指導主事又は社会教育主事の職

【法施行規則第６８条，第６９条】

（２） 学校以外の教育施設（少年院，海外に在留する邦人のための在外教育施設で

の相当校種）において教育に従事した期間

（３） 学校に在籍しながら，国内外の長期研修の期間 【法施行規則第６７条】

３ 除算する期間

（１） 休職期間

（２） 病気休暇の期間，徴戒処分を受けた期間等 【法施行規則第７０条】
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項 目 処 理 方 法

免 許 状 授 与 の １ 教員資格認定試験による免許状

特 例 (1) 高等学校の教科

① 看 護 ⑦ 建 築

② 情 報 ⑧ インテリア

③ 福 祉 ⑨ デザイン

④ 柔 道 ⑩ 情報処理

⑤ 剣 道 ⑪ 計算実務

⑥ 情報技術

【教員資格認定試験規程】

(2) 特別支援学校の教科

① 視覚障害教育 ② 聴覚障害教育 ③ 肢体不自由教育 ④ 言語障害教育

【法施行規則第６３条の２第３項】

(3) 小学校（二種免許状）

○教員資格認定試験規定を参照

（4）幼稚園（二種免許状）

○教員資格認定試験規定を参照

２ 特別免許状の授与

(1) 特別免許状は，教育職員に任命し，又は雇用しようとする者が，学校教育の効果

的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものと

し，専門的な知識経験又は技能を有し，社会的信望があり，かつ，教員の職務を行

うのに必要な熱意と識見を持っている者で授与権者が行う教育職員検定に合格した

者に授与する。

(2) 授与権者は，教育職員検定において合格の決定をしようとするときは，あらかじ

め，学校教育に関し学識経験を有する者等の意見を聞かなければならない。

(3) 特別免許状は，授与した都道府県においてのみ効力を有する。

【法第５条第３項，４項，５項】

３ 非常勤講師の許可制度

(1) 教科の領域の一部に係る事項等の教授又は実習を担任する非常勤講師については,

免許状を有しない者を充てることが出来る。

（２）前項の場合において，非常勤の講師に任命しようとする者は，あらかじめ授与権

者に届け出なければならない。

【法第３条の２】

書 換 ， 再 交 付 氏名又は本籍地を変更し，又は免許状を破損し，若しくは紛失したときは，その事由

をしるして，免許状の書き換え又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出る

ことができる。

【法第１５条】
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臨時免許状

新 た に 採 用 （ 配 置 換 え 臨 時 免 許 状 の 更 新
免許教科外教科担任の場合

項 目 を 含 む ） の 場 合 （ 引 続 き 採 用 ）

助教諭・養護助教諭・講師 臨 時免 許状 の有 効期間 中学校・高等学校の教諭

満了後引続き採用の場合 が免許教科以外の教科を

提出書類 担任する場合

申 請 書 ○ ○ ○

人物に関する証明書 ○ ○ ○

身体に関する証明書 ○ ○ ○

１ 以前に申請免許教科の実務

経験がある者は実務成績証明

実 務 成 績 証 明 書 書

２ 大学等において当該教科に

学 業 成 績 証 明 書 関する科目の履修があれば， 実務成績証明書 新採用の場合に同じ

学業成績証明書

そ の 他 の 証 明 書 ３ 上記１及び２に該当しない

場合は，書道の師範免状や看

護師免許状など，客観的に資

質を証明できるもの

身 元 証 明 書 ○

卒 業 証 明 書 ○

（免許状を有するものは除く）

免 許 状 の 写 し ○ ○

(原本証明したもの) ○ (有効期間満了の臨時免許状現物) （同校種の普通免許状写し）

臨 時 免 許 状

発 行 内 申 書 ○ ○ ○

手 数 料

（県収入証紙） ３,４００円（授与料１,７００円，検定料１,７００円）

備 考 出願の時期等

ア 助教諭として採用する場合は，採用時に相当学校の臨時免許状を所有していなければならないから，採用発令

日前に臨時免許状を取得しておくこと。

イ 臨時免許状の申請については，新たに採用する場合は，原則として，採用予定日の２週間前までに，臨時免許

状を更新する場合は，有効期限の２週間前までに県教育委員会に提出すること。この更新の時期を逸して免許状

を所有しないことになると免許法第３条の規定に違反 することになるので，厳重に注意すること。

ウ 免許状の写の原本証明は，市町村立学校職員の場合は所管市町村教育委員会，県立学校及び私立学校の場合は

所属長及び理事長とする。

※ 免許状の取得方法等について，ごく一般的な概要を述べたが，例外規定は省略してあるので，実際に免許状を取

得するための認定講習や通信教育等の申込みをする場合は，取得方法等に誤りがないよう，あらかじめ県教育庁教

職員課職員係に問い合わせること。（３月頃，教職員課職員係より通知がある）



- 9 -

別記参考 (教職員課からの通知文を確認 鹿児島県HP教育職員免許状参照）

第１号様式（第10条―第12条，第13条の２―第13条の４，第15条，第16条，第19条，第23条関係）

免許状授与

教育職員 検 定 申請書 ※受付 第 号
免許状交付

私は下記の免許状を（授与）（交付）していただきたいので関係書類を添えて申し出ます。

ê受けようとする 幼，小，中，高，養護 専修，一種，

ê
教科等 国 語

免許状の種類 栄養，特，自立教科等 二種，助，特別

根 免許法 免許法 施行法 施行法 免許法 免許法 免許法 免許法 免許法 改正法 12年改 免許法 改 正

別 表 別 表 １ 条 ２ 条 ５ 条 ５条の 施行規 附 則 附 則 正法附 16条の 省 令

1,2, ２ 則 ８,９, 則3,4,5,6, 64, ２, 附 則

拠 2の2 6の2,7,8 号 号 号 ３ 項 65条 18 条 18項 ６ 項 ３項 2 ２ 条

誓 約 書
私は教育職員免許法第５条第１項第３号から第７号までのいずれにも該当する者で

ないこと及び申請について虚偽のないことを誓います。

年 月 日
氏名 ○ ○ ○ ○

○○○市○○町２３６－４
本 籍 都道府県 現住所

（旧本籍地） （連絡先 － － ）

ふ り が な ○○ ○○ ○○ ○○
生 年

氏 名 ○ ○ ○ ○ 月 日 年 月 日生
（旧姓： ）

現任校 鹿児島県立○○学校 現職名 講 師 職員番号

鹿児島県教育委員会 殿
※ ※

判 定
手 鹿 児 島 県

数 収 入 証 紙
幼,小,中,高,養護,栄養,特,自立教科等

料
専修，一種，二種，助教諭，特別

※ 備 考

教科等
人 物

学 力 免許年月日 平成 年 月 日

実 務

身 体
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（裏面）

所有する免許状の種類 教科・領域 授与権者 授与年月日

履 歴 書

学 業

○○年○月○日 ○○高等学校入学

３ 高 ○○年○月○日 ○○高等学校卒業

○○年○月○日 ○○大学○○学科入学

４ 大 ○○大学○○学科卒業

１ 高講師 業 務

現在 現在○○○学校講師勤務中

賞 罰

なし
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第３号様式 （第10条,第13条,第14条,第16条,第18条,第32条関係） （記 載 例）

実 務 成 績 証 明 書

本 籍 ○ ○○ 都道府県 現 住 所 ○○市○○町２－４－４

○ ○ ○ ○
現 職 名 教 諭 氏 名

平成○○年○○月○○日生

就 職 転 勤 職 務 内 容 休・退職,兵役の期間
年 月 日 勤 務 先

休 ・ 退 職 (担任教科名) 及 び そ の 理 由

○○年○○月○日 就 職 ○○高等学校 教 諭
（ 社 会 ）

○○年○○月○日 転 勤 ○○高等学校 教 諭
（ 社 会 ） 休職等なし

○○年○○月○日 転 勤 ○○高等学校 教 諭
（ 社 会 ）

現在に至る

勤 務 状 況 学校長記入

上 記 の と お り 副 申 す る 。

令和 年 月 日

所属長 ○ ○ ○ ○ 印

上 記 の と お り 証 明 す る 。

令和 年 月 日

所轄庁

理事長 印

１ 就職から現在までについて順を追って記載すること。

２ 勤務状況の欄は事実上継続して授業を担任したこと及び勤惰の詳細校務分掌の状況

学級担任の成績等につき記載すること。
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第５号様式（第12条,第16条,第33条関係）

身体に関する証明書

本 籍 都道府県 現 住 所

現 職 名 氏 名

年 月 日生

右 右

視 力 矯 正

左 左

右

聴 力

左

所 見

上 記 の と お り 診 断 す る 。

令和 年 月 日 医療機関 名称

検査医 住所

氏名（自署）

上 記 の と お り 証 明 す る 。

令和 年 月 日

所轄庁

理事長 印

（注）所見欄は，教育職員として勤務することの適不適について総合的所見を記載すること。
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第９号様式（第16条,第18条,第35条関係） (記 載 例)

臨時免許状発行内申書

臨時免許状を必要とする者の氏名 ○ ○ ○ ○

幼，小，中，高，養護，特

臨時免許状の種類 教 科 等 国 語

自立教科等

１ 臨時的任用職員としてとして採用（再採用）のため

理

採用予定年月日 （令和○○年○○月○○日）

採用予定学校名 （ ○ ○ ○ ○ 学校）

職 名 （ 助 教 諭 ）

２ 免許教科外の教科等を担任させるため

由

３ 免許法第１６条の５該当者に学級担任をさせるため

上記により臨時免許状を授与してくださるよう内申いたします。

令和 年 月 日

任命権者 印

鹿児島県教育委員会 殿

（注）「臨時免許状の種類」の欄は免許状の学校種の頭文字を，「理由」の欄は該当する数字をそれぞ

れ○でかこむ。
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第２号様式（第12条,第30条関係） （記 載 例）

人物に関する証明書

本 籍 ○○○都道府県 現 住 所 ○○市○○町２－４－４

○ ○ ○ ○
現 職 名 教 諭 氏 名

平成○○年○○月○○日生

観察の区分 観 察 の 内 容

性 格

指 導 力

研 究 心

社 会 性

学 校 長 記 入

信 頼

責 任

長所 ，短所

(所見) 教育職員として(適格)であると認める。

上 記 の と お り 副 申 す る。

令和 年 月 日

所属長 ○ ○ ○ ○ 印

上 記 の と お り 証 明 す る。

令和 年 月 日

所轄庁

理事長 印

１ 私心をまじえず観察したものであること。

２ 必ずしも観察区分の全項目にわたって記載することを要しない。
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（記載例：臨免，施行法２条により申請の場合）

第４号様式（第13条,第14条,第16条,第18条,第32条関係）

実地の経験及び技術に関する証明書

本 籍 ○○○都道府県 現 住 所 ○○市○○町２－４－４

○ ○ ○ ○
現 職 名 氏 名

平成○○年○○月○○日生

就職，転職，休・退職 休 ・ 退 職 の
勤 務 先 職 名 業 務 内 容

年 月 日 理 由

就 職

昭和○○年○○月○日 ○○○株式会社 三等通信士 船舶通信
(二級無線通信士)

昭和○○年○○月○日 〃 二等通信士 船舶通信
(二級無線通信士) 休職等なし

昭和○○年○○月○日 〃 通 信 長 船舶通信
(一級無線通信士)

現在に至る

技術に関する証明事項 所 属 長 記 入

上 記 の と お り 副 申 す る。

令和 年 月 日

所属長 ○ ○ ○ ○ 印

上 記 の と お り 証 明 す る。

令和 年 月 日

所轄庁

理事長 印

○ 業務内容は具体的に記載すること。
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記載例：臨免，施行法２条により申請の場合）

第６号様式（第13条,第14条,第16条,第19条,第34条関系）

教 科 成 績 証 明 書

本 籍 ○ ○ ○ 都 道 府 県 現 住 所 ○○市○○町２－４－４

○ ○ ○ ○
現 職 名 教 諭 氏 名

平成○○年○○月○○日生

担 任 期 間 学 校 名 職 名 教授経験の事実 出願学科目の研究

自 ○○年○○月○日 年次別担任学科目並び
○○高等学校 教 諭 ○○○の研究

至 ○○年○○月○日 に毎週授業時数

国 語 科

（週１０ｈ）

上 記 の と お り 副 申 す る。

令和 年 月 日

所属長 ○ ○ ○ ○ 印

上 記 の と お り 証 明 す る。

令和 年 月 日

所轄庁

理事長 印

１ 教授経験の事実の項の毎週授業時数は当該学科の各分科につきその授業時数を記載すること。

２ 申請学科目の研究の項は受講（講習会の名称，主催者，期間，時数，履修科目等）研究事項等について

記載すること。
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書換，再交付の場合

※ 「鹿児島県ＨＰ 教育職員免許状の書換について」 に詳細，様式等掲載

（書換）

① 教育職員免許状書換申請書（第７号様式）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１通

② 戸籍抄本‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１通

③ 氏名等変更する免許状の現物

④ 手数料

○一免許状につき８７０円の鹿児島県の収入証紙をちょう付すること。

○一免許状につき２つ以上の教科の免許を授与されている場合は，教科毎に８７０円の手数料が必要

です。

⑤ 返信用の封筒（角２号）と切手

（免許状２枚までは１２０円，３～７枚までの場合は１４０円，８枚以上が２１０円分の切手）

県外居住の方は，鹿児島県の収入証紙が購入できないため，手数料相当分の郵便為替を同封してく

ださい。

（注）免許状の書換えについては，免許状を授与した県（免許管理者）でなければできない。

（再交付）

① 教育職員免許状再交付申請書（第８号様式）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１通

② てんまつ書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１通

○紛失のてんまつを詳しく記入し，職氏名を書くこと。

③ り災証明書（焼失の場合）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１通

④ 手数料

○一免許状につき１,１００円の鹿児島県の収入証紙をちょう付すること。

○一免許状につき２つ以上の教科の免許を授与されている場合は，教科毎に１,１００円の手数料が

必要です。

⑤ 返信用の封筒（角２号）と切手

（免許状２枚までは１２０円，３～７枚までの場合は１４０円，８枚以上が２１０円分の切手）

県外居住の方は，鹿児島県の収入証紙が購入できないため，手数料相当分の郵便為替を同封してく

ださい。

（注）① 免許状の再交付については，免許状を授与した県（授与権者）でなければできない。
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単 位 事 務 名

免許教科外教科担任許可

根 拠 及 び 教育職員免許法

参 考 法 令 教育職員免許法施行規則

教育職員免許状に関する規則 【第２２条】

項 目 処 理 方 法

免許教科外教科 授与権者は，当分の間，中学校，義務教育学校の後期課程，高等学校，中等教育学

担 任 許 可 校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において，

ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは，当該学

校の校長及び主幹教諭，指導教諭又は教諭（以下「主幹教諭等」という）の申請によ

り，１年以内の期間を限り，当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該

教科の教授を担任することを許可することができる。

留意事項 免許外教科担任ができるのは教諭のみであり，教頭，助教諭及び講師は許

可できない。（教頭が担当する場合は，教諭への兼務発令が必要となる。）

【教育職員免許法附則第２項】

許 可 申 請 １ 免許教科外教科担任許可申請書（第１１号様式）を２部提出し，許可を受けなけれ

ばならない。

２ 許可の期間は，許可の日からその学年度末までとする。

３ 許可する教科の数は，２以内とする。

ただし，必要と認める場合は，この数を越えることができる。

【教育職員免許状に関する規則第２２条】

※ 詳細については，３月頃教職員課職員係より通知がある。
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単 位 事 務 名

兼 職 （ 兼 業 ）

根 拠 及 び 地方公務員法 【地公法第３８条】

参 考 法 令 教育公務員特例法 【教特法第１７条】

営利企業等の従事制限に関する規則

県立学校管理規則

項 目 処 理 方 法

営利企業等への (1) 職員は任命権者の許可を受けなければ営利企業等に従事してはならない。

従 事 【地公法第３８条】

(2) 地公法第３８条の規定により，営利企業等に従事するため教育長の許可を受けよう

とするときは，県立学校管理規則第３９条により処理する。

教 育 公 務 員 (1) 教育公務員は，本務の遂行に支障がないと任命権者が認める場合には，教育に関す

の兼職及び他の る他の職を兼ね，又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することができる。

事 業 等 の 従 事 この場合地公法第３８条第２項の許可の基準によることを要しない。

【教特法第１７条第２項】

(2) 教育公務員特例法第１７条の規定により，教育に関する他の職務に従事するため，

教育長の許可を受けようとするときは，県立学校管理規則第３９条により処理する。

様式については，職コミ-「文書管理」-「教職員課」-「県立学校人事管理係」に掲載
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項 目 処 理 方 法

（参 考）

国家公務員たる教育公務員にかかる教育公務員特例法第１７条に規定する

「教育に関する他の事業若しくは事務」の範囲

1 公立または私立の学校または各種学校の長およびこれらの学校の職員のうち教育を

担当し，または教育事務（庶務または会計の事務に係るものを除く。以下同じ。）

に従事する者の職。

2 公立または私立の図書館，博物館，公民館，青年の家その他の社会教育施設の職員

のうち，教育を担当し，または教育事務に従事する者の職。

3 前２項のほか，教育委員会の委員，指導主事，社会教育主事その他の教育委員会の

職員のうちもっぱら教育事務に従事する者ならびに地方公共団体におかれる審議会等

で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職。

4 学校法人および社会教育関係団体（文化財保護またはユネスコ活動を主たる目的と

する団体を含む。）のうち，教育の事業を主たる目的とするものの役員，顧問，参与

または評議員の職ならびにこれらの法人または団体の職員のうち，もっぱら教育を担

当し，または教育事務に従事する者の職。

5 国会，裁判所，防犯庁または公共企業体に付置された教育機関または教育施設の長

およびこれらの機関または施設の職員のうち，もっぱら教育を担当し，または教育事

務に従事する者の職。

【職職―１１０ 昭和３４年２月２７日 人事院職員局長 （回答）】

※ 様式については次のとおり掲載

「営利企業従事等許可申請書」

：職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「82 営利企業従事等」

「兼職（兼業）許可申請書」

：職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「81 兼職・兼業」
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別記様式（第４条関係）

営利企業従事等許可申請書

年 月 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

所属名

職 名

氏 名 印

営利企業への従事等の制限に関する規則第４条の規定に基づき，次のとおり申請

します。

事務の名称，地位等

事 務 を 行 う 場 所

事 務 の

事 務 の 態 様 □ 常勤 □ 非常勤

具体的内容

事務に従事する期間 □ 未定 □ 年 月 日 から 年 月 日 まで

平均 １年 日 １月 日 １日 時間

事務に従事する時間

（ 時から 時まで） 週延べ時間 時間

上記時間中正規の勤 平均 １年 日 １月 日 １日 時間

務時間を割こうとす

る時間 （ 時から 時まで） 週延べ時間 時間

□ 無 給 料 月 額 及 び 円

報 酬 又 は 収 入

□ 有 １月 円 給料表・級・号給 （ ） 級 号給

事務に従事しなけれ

ばならない理由

事務への従事が職務

の遂行に与える影響

その他現に従事して □ ない。 □ ある。

いる事務 （事務の名称 場所 時間 報酬又は収入 円）

所 属 長 の 意 見

任 命 権 者 の 措 置 □ 許可する。 □ 許可しない。

任命権者において

記入すること。 許可条件

注 営利企業その他すべての業務及び事務は，「事務」で表した。
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第１０号様式（第39条関係） 全 定 通 特

兼職（兼業）許可申請書

職 名 教 諭 氏 名 山 田 次 郎

現在の勤務内容及び 担当教科名 国語

勤 務 の 態 様 週 時 数 １５時間 国語科主任

名 称 ○○講座

兼 場 所

職 名 講師

ね 勤 務 内 容 と
隔週毎（水曜日） １５：００～１７：００ ○○講座

る 勤 務 態 様

そ の 必 要 性 地域に指導者がいないため

職 従 事 す る 期 間 令和○年○月○日（火）～令和○年○月○日（金） 計○回

給 与 又 は 報 酬 報酬 時間給 ○○円×２時間＝○○○円（一回につき）

現い 名 称 な し

にる 場 所

兼職 職 名

ね務 勤 務 の 概 要

て 給 与 又 は 報 酬

教育公務員特例法第１７条に基づき，上記のとおり兼職(兼業)の許可を申請します。

令和 年 月 日

兼 職 （兼 業） 内 申 書

上記の者から兼職（兼業）申請書のとおり申請がありましたが，本校においては差支

えないので承認くださるよう内申します。

鹿児島県立○○高等学校長 甲 野 太 郎 印

鹿児島県教育委員会教育長 殿

申請のとおり承認する。

令和 年 月 日 鹿児島県教育委員会教育長 印
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単 位 事 務 名

休 職

根 拠 及 び 地方公務員法 【地公法第２７条，第２８条，第５５条】

参 考 法 令 教育公務員特例法 【教特法第１４条】

国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律

鹿児島県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 【分限条例第１条，第４条】

鹿児島県職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則

結核休職等取扱要領

県立学校事務処理要領 【事務処理要領第１１条，第１２条，第１３条】

職員団体業務専従許可事務処理要領

項 目 処 理 方 法

休 職 の 意 義 休職とは，職を保有したまま職務に従事させないことである。

・休職は，地方公務員法または条例で定める事由による場合でなければその意に反し

て行うことはできないこととされている。 【地公法第２７条第２項】

休 職 の 期 間 心身の故障のため長期の休養を要する場合は職員の意に反して休職にすることができ

る。 【地公法第２８条第２項第１号】

１ 結核性以外の疾病による場合

(1) 病気休暇９０日（成人病又は精神障害の場合６か月）を経てなお長期の療養を

要すると認められる場合は，休職となる。

休職の期間は，３年をこえない範囲内において任命権者が定める。

【分限条例第４条第２号】

(2) 休職許可を受けようとする者は，次の書類を校長に提出する。

・休職願（第１３号様式）

・学校職員等休職（結核外）診断書（第１５号様式）又は健康診断結果通知書

（鹿児島県学校職員等健康診断諮問委員会の答申に基づき教育長が発行する通知

書をいう。）の写し

・その他教育長が必要と認める書類

(3) 校長は，休職申請書（第１２号様式）に(2)の書類を添えて，原則として発令希

望日の３０日前までに教育長に提出しなければならない。

療 養 経 過 報 告 【事務処理要領第１１条】

（結核も含む） (4) 休職中の職員は，その期間中３月毎に，学校職員等療養状況通知書（結核）

（第１９号様式）又は学校職員等療養状況通知書（結核外）（第２０号様式）を

校長を経て教育長に提出しなければならない。 【事務処理要領第１３条】
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項 目 処 理 方 法

２ 結核性疾病による場合

(1) 校長，教員（教頭，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，及び講師(常勤者))

実習助手及び寮母。事務職員は，休職の期間及び休職の期間中の給与については

他の法令の規定にかかわらず，教育公務員特例法第１４条の規定を準用する。

結 核 休 職 (2) 要療養（要休養を含む。以下同じ。）の判定の翌日から９０日間は病気休暇と

し，病気休暇の満了した翌日より教特法第１４条による休職となる。

ただし，要療養の判定があった以前から病気により引き続き休暇を受けていた

場合は，その休暇の日より９０日を経過した翌日より休職となる。

・休職の期間は，満２年（満３年まで延長できる。）とする。

(3) 休職許可を受けようとする者は，次の書類を校長に提出する。

【事務処理要領第１１条】

・休職願（第１３号様式）

・学校職員等休職休暇（結核）診断書（第１４号様式）又は，健康診断結果通知

書の写し

・その他教育長が必要と認める書類

(4) 校長は，休職申請書（第１２号様式）に，(3)の書類を添えて，原則として発令

希望日の３０日前までに教育長に提出しなければならない。

【事務処理要領第１１条】

休職期間の延長 ３ 前項の規定は，休職期間を延長する場合おいて準用する。この場合において，同

項中「休職申請書（第１２号様式）」とあるのは「休職期間延長申請書（第１６号

様式）」と，同項中「休職願（第１３号様式）」とあるのは「休職期間延長願（第

１７号様式）」と読み替えるものとする。

【事務処理要領第１２条第２項】

療 養 休 暇 ４ 教育公務員特例法第１４条の適用又は準用を受ける職員以外の職員が結核性疾患

のため療養休暇をとる場合は，療養休暇願（第１８号様式）に学校職員等休職休暇

（結核）診断書（第１４号様式）又は健康診断結果通知書の写しを添え，これを校

長を経て教育長に提出し，その承認を受けなければならない。

【事務処理要領第１２条】

刑事事件に関し ５ 刑事事件に関し起訴された場合は，職員の意に反して休職にすることができる。

起訴された場合 【地公法第２８条２項２号】

・期間は，当該刑事事件が裁判所に係属する間である。

【分限条例第４条４項】

そ の 他 の 休 職 ６ 下記各号に該当する場合は，休職にすることができる。

【分限条例第１条の２】

(1) 学校，研究所その他これらに準ずる公共的施設において，その職員の職務に関

連があると認められる学術に関する事項の調査，研究又は指導に従事する場合
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項 目 処 理 方 法

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより，その職員の職務と関連

があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合

・期間は必要に応じて任命権者が定める。【分限条例第４条】

給 与 休職期間中の給与については，「給料」の項参照

職 員 団 体 ５ 職員団体専従許可

専 従 許 可 を (1) 登録を受けた職員団体の役員として，職員団体の業務にもっぱら，従事する場

受 け る 場 合 合は，５年をこえない範囲で任命権者が許可することになる。

【地公法第５５条の２】

(2) 「専従許可を求める場合」の手続きは，専従許可事務処理要領を参照

※ 様式については次のとおり掲載

「休職申請書」「休職願」「学校職員等休職休暇（結核）診断書」

「学校職員等休職（結核外）診断書」：職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「63 休職申請」

―「64 休職延長申請」

―「65 結核療養休暇」

―「66 療養状況報告」
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単 位 事 務 名

職場復帰支援（試し出勤）

根 拠 及 び 鹿児島県学校職員等職場復帰支援実施要綱 【平成２０年２月２２日教育長決裁】

参 考 法 令

項 目 処 理 方 法

説 明 （目的）

第１条 この要綱は，精神障害の疾患で休職中の学校職員等がその休職の期間中に所

属する職場で行う試行的な勤務（以下「試し出勤」という。）に関して必要な事項

を定め，円滑な職場復帰を支援することを目的とする。

（対象者）

第２条 試し出勤の対象となる職員は，鹿児島県教育委員会の任命に係る学校職員及

び教育委員会事務局職員等であって，精神障害の疾患で休職中の職員とする。

（実施期間）

第３条 試し出勤の期間は，原則として４週間とする。

（実施手続）

第４条 試し出勤を希望する職員は，試し出勤の実施に関する次に掲げる事項に事前に

同意した上で，試し出勤申出書（別記第１号様式）に主治医の診断書（別記第２

号様式）及び試し出勤同意書（別記第３号様式）を添付して試し出勤の開始希望日

の原則として３０日前までに所属長に申し出るものとする。

(1) 実施期間中は，休職中に通常支給される給与以外は支給はなされないこと。

(2) 実施期間中の事故については，地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）

による補償を受けることはできないため，試し出勤を希望する職員はあらかじめ保

険の加入等について検討すること。

(3) 実施期間中は，主治医の指示に従って服薬，治療を行うこと。

(4) 職場においては，常に所属長の指導の下にあること。

２ 所属長は，試し出勤の実施が適当と認めるときは，当該職員，その家族及び主治医

と協議して試し出勤実施計画書（別記第４号様式）を作成し，試し出勤申請書（別記

第５号様式）にこの計画書及び前項の規定に基づき当該職員が提出した書類を添付し

て，県教育委員会教育長（「以下教育長」という。）に申請するものとする。

３ 教育長は，鹿児島県学校職員等健康診断諮問委員会の意見を聴いた上で，試し出勤

の実施の可否を決定し，その結果を試し出勤実施通知書（別記第６号様式）により，

所属長に通知するものとする。
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項 目 処 理 方 法

４ 所属長は，教育長から前項の通知があったときは，当該職員にその内容を通知する

ものとする。

（実施）

第５条 所属長は，試し出勤を実施する職員が試し出勤を円滑に実施できるよう，当該

職員，その家族，主治医及び県教育委員会（市町村立学校の職員については，その服

務を監督する市町村教育委員会を含む。）との連携を密にするとともに，所属職員の

協力を得て良好な職場環境づくりに努めるものとする。

２ 当該職員は，試し出勤の目的が達成できるよう努めるものとする。

３ 当該職員は，試し出勤日誌（別記第７号様式）を作成し，１週間ごとに所属長に提

出するものとする。

（変更又は中止）

第６条 所属長は，試し出勤の実施期間中に，試し出勤の実施に支障が生じ，又はその

おそれがあると認めるときは，当該職員，その家族及び主治医と協議の上，試し出勤

の内容を変更し，又は中止できるものとする。

２ 所属長は，前項の規定に基づき試し出勤の内容を変更し，又は中止した場合には，

試し出勤変更・中止届（別記第８号様式）に試し出勤日誌（前条第３項の規定に基づ

き，当該職員が作成したもの。以下同じ。）を添付して，教育長に届け出るものとす

る。ただし，軽微な変更については，この限りではない。

（終了）

第７条 所属長は，試し出勤が終了したときは，試し出勤終了報告書（別記第９号様

式） に試し出勤日誌を添付して，速やかに教育長に報告するものとする。

（書類の経由）

第８条 この要綱の規定に基づき市町村立学校の校長が教育長に提出する書類は，市町

村教育委員会及び教育事務所（支所）を経由するものとする。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか，試し出勤の実施に関し必要な事項は，教育長が

別に定める。

附 則

この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。

※ 様式については次のとおり掲載

「試し出勤申出書」「診断書」「試し出勤同意書」「試し出勤実施計画書」

「試し出勤申請書」「試し出勤日誌」「試し出勤変更・中止届」

「試し出勤終了報告書」：職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「67 試し出勤」
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単 位 事 務 名

復 職

根 拠 及 び 地方公務員法 【地公法第２８条】

参 考 法 令 鹿児島県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例 【分限条例第１条の２】

県立学校事務処理要領 【事務処理要領第１４条】

項 目 処 理 方 法

復 職 の 意 義 ○休職中の職員が職務へ復帰することである。

復 職 の 条 件 １ 地公法第２８条第２項第１号及び分限条例第１条の２の規定に該当して休職とな

と 手 続 き っている場合で，休職の事由がなくなったときは，休職期間中であっても復職する

(1) 勤務に復帰しようとするときは，復職願（第２２号様式）（事情及び期日を記

したもの）に必要な書類を添えて校長を経て原則として発令希望日の３０日前ま

でに，教育長に提出しなければならない。

この場合，結核性疾患の場合は，学校職員等復職（結核）診断書（別記第２３

号様式）を，その他の疾患の場合は，学校職員等復職（結核外）診断書（別記第

２４号様式）又は健康診断結果通知書（鹿児島県学校職員等健康診断諮問委員会

の答申に基づき教育長が発行する通知書をいう。）の写しを添える。

(2) 校長は，復職申請書（第２１号様式）に，復職関係書類を添えて原則として発

令希望日の３０日前までに，教育長に提出しなければならない。

【事務処理要領第１４条第１項】

※ 様式については次のとおり掲載

「復職申請書」「復職願」「学校職員等復職（結核）診断書」

「学校職員等復職（結核外）診断書」「今後の療養・勤務等についての意見」

「復職についての経緯書」：職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「68 復職申請」
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項 目 処 理 方 法

(注)

○ 地公法第２８条第２項第１号の規定とは，

「心身の故障のため，長期の休養を要する場合」である。

○ 分限条例第１条の２の規定とは，

(1) 学校，研究所その他これらに準ずる公共的施設において，その職員の職務

に関連があると認められる学術に関する事項の調査，研究又は指導に従事す

る場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより，その職員の職務と

関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合

である。

育児休業からの 育児休業からの職務復帰については，「育児休業」の項を参照

職 務 復 帰
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単 位 事 務 名

退 職

地方公務員法 【地公法第１６条，第２８条，第２８条の２，第２９条】

根 拠 及 び 教育職員免許法 【免許法第３条】

参 考 法 令 県立学校事務処理要領 【事務処理要領第１０条，第１６条】

鹿児島県職員の給与に関する条例 【給与条例第７条，第１９条，第１９条の２】

財団法人鹿児島県教職員互助組合給付規程

非常勤講師の採用等の手続について（通知）【平成１７年３月３０日 鹿教教第６５８号】

学校運営の手引一人事給与編（３６年度版）Ｐ１３，２２，３２

項 目 処 理 方 法

退 職 の 種 類 １ 定年退職 地公法２８条の２

２ 依願退職

３ 自然退職又は当然退職

地公法 第１６条 欠格条項

免許法 第３条

条件付採用 臨時的採用

４ 分限による退職 地公法２８条

５ 懲戒による退職 地公法２９条

６ 死亡退職

退 職 の 手 続 依願退職の場合

退職願………本人から校長へ（様式随意） 退職の理由及び退職希望日明記のこと。

退職申請書………校長は，本人の事情を調査し，退職願を添えて，速やかに教育長に

提出しなければならない。 【事務処理要領第１０条・様式１１号】

死亡退職の場合

死亡診断書等を添付し，校長は教育長に報告しなければならない。

【事務処理要領第１６条】

自然退職又は当然退職

地公法第１６条の欠格条項に該当するに至った場合，免許状の期限が切れた場合

臨時的任用の期限が切れた場合等何らかの手続きを要せず失職となる。

非常勤講師が退職をしようとするときは，退職の理由及び退職希望日を記した退職願を，

原則として発令希望日の30日前までに教育長に提出するものとする。
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項 目 処 理 方 法

校長は，退職願の提出があったときは，非常勤講師退職申請書（別記様式第４号）に当該

退職願を添えて，速やかに教育長に提出するものとする。

【平成17年３月30日鹿教教658号】

退職の日はその日まで，死亡のときはその月まで給料を支給する。

【給与条例第７条第２項，第３項】

退職者の当月分 勤 務 日 － 週 休 日

の 給 与 日割計算の方法 月額 ×

その月の日数 － 週 休 日

【給与条例第７条第４項】

諸手当は給料に準ずる。

但し扶養手当，通勤手当は日割り計算しない。また管理職手当，通勤手当，産業

教育手当，定通手当については勤務の事実がないと支給しない。(それぞれの項参照）

退職又は死亡した日が期末勤勉手当にいう基準日前１カ月以内である場合，基準日

に在職する職員の例により支給される。 【給与条例第１９条，第１９条の２】

期末，勤勉手当

１ 退職手当‥‥‥‥‥県教育庁教職員課へ請求（退職手当参照）

２ 共済組合関係

退 職 に 伴 う 共済組合員証を添付して異動報告書を提出する。

給付金と手続き 退職年金および一時金については「共済のしおりホームページ版」参照

若年退職事前報告書（６０歳未満の退職者）

※詳細はホームページ参照

３ 互助組合関係

退職生業資金‥‥‥‥掛金を還付

積立金‥‥‥‥‥‥‥積立金を還付

組合員弔慰金（死亡の場合に戸籍謄本添付）

休職退職者見舞金‥‥無休休職者が退職した場合及び復職後２年以内にその疾病

を原因として退職した場合。

退職組合員慰労費‥‥２０年以上加入者に８０，０００円の旅行券を支給。

※詳細はホームページ参照

４ 共助会関係（加入者のみ） 退会届

※詳細はホームページ参照

※ 様式については次のとおり掲載

「退職願」「退職申請書」：職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「91 退職」
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単 位 事 務 名

出 勤 簿

根 拠 及 び 学校教育法施行規則 【学校法施行規則第２８条】

参 考 法 令 県立学校事務処理要領 【事務処理要領第２条】

項 目 処 理 方 法

説 明 学校に備えなければならない表簿である。

【学校法施行規則第２８条】

押 印 職員は,定時までに出勤したことを証するため,出勤簿に押印しなければならない。

【事務処理要領第２条第１項】

整 理 出勤簿は,校長が指定する職員が毎日点検し,出張,別勤,休暇,研修,欠勤,遅刻,早退そ

の他必要とする事項を記入して,整理しなければならない。

【事務処理要領第２条第２項】

※ 職員の服務状況を明らかにするとともに,給料,手当等の支給額算出の基礎となる

ものであるから,適正に整理しておく必要がある。

年
※ 教育業務連絡指導手当等の電算報告の関係もあり,たとえば３時間年休の場合

３

のようにゴム印で表示すると便利であろう。

長期の休業日(学年始,夏季,秋季,冬季,学年末)の場合は特に留意しなければなら

ない。
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単 位 事 務 名

出 張

根 拠 及 び 鹿児島県立学校管理規則 【管理規則第３６条】

参 考 法 令 県立学校事務処理要領 【事務処理要領第３条】

鹿児島県職員等の旅費に関する条例 【旅費条例第４条】

鹿児島県職員等の旅費支給規則 【旅費支給規則第１条】

鹿児島県立学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

【専決規程第３条，第４条】

県立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱の制定について(通知)

【平成２年３月２６日鹿教教第４７５号】

鹿児島県公用車管理規程の制定について（通知） 【平成16年４月１日鹿教総第８号】

学校職員の私有車の公務使用承認に係る駐車場料，有料道路利用料及び渡船料の旅費

による支給の取扱いについて（通知） 【平成17年３月30日鹿教教第６４３号】

項 目 処 理 方 法

出 張 と は 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員についてはそ

の住所又は居所）を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居

所を離れて旅行すること。

出 張 の 命 令 １ 学校職員の出張は，校長が命令する。 【管理規則第３６条】

ただし，県内出張については教頭・事務長が専決できる。 【専決規程３,４条】

２ 校長が，７日以上の県外出張又は１０日以上の県内出張をしようとするときは,

あらかじめ, 出張届(第８号様式)をもって教育長に届け出なければならない。届出

事項を変更する場合も，同様とする。

【管理規則第３６条】

３ 職員は，出張を命じられたときは，あらかじめ校長の指示を受けて出発するもの

とする。 【事務処理要領第３条第１項】

４ 職員は,出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事故のため,予定の変更を

必要とするときは,速やかにその理由を付して校長の指示を受けなければならない。

ただし，指示を受けるいとまのない場合は，事後に変更の承認を受けなければなら

ない。 【事務処理要領第３条第２項】

５ 職員は，出張の用務を終えて帰校したときは，７日以内に復命書(第１号様式)を

もって校長に復命しなければならない。

ただし，定例又は軽易な事項については，口頭で復命することができる。

【事務処理要領第３条第３項】

６ 校長は，出張の用務その他の理由により，出張復命を業務日誌又は簿冊等によっ

てすることが適当と認めるときは，これらをもって前項に規定する出張復命書にか

えることができる。 【事務処理要領第３条第４項】
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項 目 処 理 方 法

旅行命令票等 １ 出張のための旅行命令については旅行命令票(第１号様式)又は知事が別に定める

様式に記載する。

２ 出張のための旅行依頼については旅行依頼票(第２号様式)又は知事が別に定める

様式に記載する。

３ 赴任のための旅行命令については赴任旅行命令票(第３号様式)又は知事が別に定

める様式に記載する。

【旅費支給規則第１条】

そ の 他 １ 旅行命令

旅行命令権者は，電信電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円

滑な遂行を図ることができない場合で且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限

り，旅行命令等を発することができる。 【旅費条例第４条２】

上記の条例の主旨は旅行命令権者は旅費の支出予算があり，且つこれを支出する

つもりでなければ命令を発することはできないということである。

２ 出張と別勤と研修との関係

「出張」は，前記１によって旅行命令を出されたもの,「別勤」は,職員が本来の

用務を勤務場所を離れて校外で行う場合であると思うが，内容的には出張も別勤も

勤務である。公務を遂行することに変わりはない。鉄道・バス等を利用しなければ

公務遂行ができない場合は当然出張となる。

「研修」は,教特法第２２条２項の規定により行う研修であって,勤務日の正規勤

務時間中に校長の承認を受けて行うものである。従って,研修と出張とは,直接関係

はない。ただし,校長が,公務に関し又は所属職員の職務と責任の遂行に付随して必

要と認めた場合において,特に研修を命じたときは,校外勤務(別勤)又は出張として

取扱うことができる。

３ 私有車の公務使用について

職員の出張は,本来公共の交通機関を利用することを前提としているが,公共の交

通機関の運行実態によっては公務を効率的に遂行し，また非常災害等における緊急

用務に迅速に対応することが困難な場合もあるので，必要用件のいずれかに該当す

る場合に限り公務の遂行のために私有車を使用できる。

私有車による出張を使用とするときは，あらかじめ私有車使用承認申請書により

校長に申し出て承認を受けなければならない。

【平成２年３月２６日鹿教教第４７５号】

私有車を公務に使用とする職員は，あらかじめ私有車使用伺簿・私有車運転日誌

（別紙第７号様式）により，車両管理者等の承認を受けなければならない。

【鹿児島県公用車管理規程第１１条第２項】

※公務使用の要件については，通知通達集 Ｐ１６４７参照

ただし，旅行命令に準じて専決できる事項である。
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項 目 処 理 方 法

緊急又はその他やむを得ない事情等により，駐車場料・有料道路利用料及び渡船

料を必要とするときは，旅費条例第20条により，旅費（旅行諸雑費）として支給す

ることができる。

あらかじめ駐車場利用承認簿，有料道路利用承認簿，渡船利用承認簿により承認

を受け，旅行完了後１週間以内に領収書を提出させ確認する。

【平成17年３月30日鹿教教第６４３号】

４ 出張命令専決

校 長 教 頭 事務長

（教頭を除く教育職員） （事務長を除く事務職員等）

右記以外 県内旅行

※県内旅行に準ずる旅行

条例２条第１項１号に規定する規則で定める旅行は，熊本県

又は宮崎県に隣接している市町村にある在勤公署に勤務する職

員が，当該在勤公署が所在する市町村に隣接している熊本県又

は宮崎県の市町村を目的地とする旅行とする。

（規則１の３）

出水市 → 熊本県水俣市

伊佐市 → 熊本県水俣市・球磨村・人吉市

宮崎県えびの市

湧水町 → 宮崎県えびの市

霧島市 → 宮崎県えびの市・小林市・都城市

曽於市 → 宮崎県都城市

志布志市 → 宮崎県都城市・串間市

※ 様式については次のとおり掲載

「出張届」「復命書」「復命簿」「出張複名簿」

「私有車使用伺簿・私有車運転日誌」 ：協会ＨＰ
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第８号様式（第３６条関係）

出 張 届

用 務 ○○○○○○○○研修会

用 務 地 ○○○○○○○○

自 令和 ○○ 年 ８ 月 ３ 日

出 張 期 間 ８ 日間

至 令和 ○○ 年 ８ 月 １０ 日

旅 費 負 担 区 分 ○○○○

上記のとおり出張しますのでお届けします。

令和 ○○ 年 ○ 月 ○ 日

学校長 ○○○○ 印

鹿児島県教育長 殿
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事処第１号様式（第３条関係） 旅行命令第 号

校 長 教 頭 事務長 庶 務

復 命 書

出 職 氏

令和○○年 ○月○○日提出 張 教諭 ○○ ○○

者 名 名

用 務 ○○○○研修会 期 自 令和 ○○年 ○月 ○日

○

出 張 地 ○○○ 間 至 令和 ○○年 ○月○○日 日

間

日程・経過及び所見

用務終了後，７日以内に提出する
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出 張 復 命 簿

職名 氏名

閲 覧 学校整理 旅 費

決裁権者 補 助 者
旅行月日 出張地 用 務

番 号 担当者印

＊学校整理番号については，記入不要
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単 位 事 務 名

研 修

根 拠 及 び 地方公務員法 【地公法第３９条】

参 考 法 令 教育公務員特例法 【教特法第２１条,第２２条】

学校職員の有給休暇の取扱に関する規則について(通知)

【昭和３２年２月２１日鹿教管第１５５号】

県立学校事務処理要領 【事務処理要領 第４条２項,３項,４項,５項】

長期研修中の教職員の勤務処理及び給与の取扱いについて(通知)

【昭和５２年８月２２日鹿教教第７９９号】

学校職員の長期研修に関する旅費支給要領

【平成１７年３月３０日鹿教教第６３９号別紙】

項 目 処 理 方 法

研 修 と は １ 職員には，その勤務能率の発揮及び増進のために，研修を受ける機会が与えられな

ければならない。

２ 前項の研修は，任命権者が行うものとする。

３ 人事委員会は，研修に関する計画の立案，その他研修の方法について任命権者に勧

告することができる。 【地公法第３９条】

教 育 公 務 員 １ 教育公務員は，その職責を遂行するために，絶えず研究と修養に務めなければなら

研 修 ない。

教育公務員の任命権者は，教育公務員の研修について，それに要する施設，研修を

奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し，その実施に努めなければなら

ない。 【教特法第２１条】

２ 教育公務員には，研修を受ける機会が与えられなければならない。

３ 教員は，授業に支障のない限り，本属長の承認を受けて，勤務場所を離れて研修を

行うことができる。

４ 教育公務員は，任命権者の定めるところにより，現職のままで，長期にわたる研修

を受けることができる。 【教特法第２２条】
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項 目 処 理 方 法

研 修 承 認 職員が，教育公務員特例法第２２条第２項の規定により研修を行うときは，研修計

画書及び研修承認簿により，校長の承認を受けなければならない。職員が校長の承認

を受けて研修を行ったときは,研修報告書を速やかに校長に提出しなければならない。

校長は研修を承認した場合は,当該職員ごとに研修計画書及び研修報告書等により研修

の状況を把握しなければならない。研修は,勤務日の正規の勤務時間中におけるものと

する。

【事務処理要領第４条２項,３項,４項,５項】

長期研修

１ 「長期研修」とは，教職員が原則として１箇月以上の期間勤務場所を離れ県内又

は県外で行う研修をいう。

旅費参考 【平成１７年３月３０日鹿教教第６３９号別紙】

通知通達集Ｐ１９６１参照

２ 長期研修中の勤務処理は，その目的・態様等により次のとおりとする。

(1) 「出張」として処理するもの

国又は地方公共団体が派遣を決定し，その経費の全部又は一部を負担するもの

(2) 「職務専念義務の免除」として処理するもの

本人の申請に基づき，公共的団体又は公益団体が派遣を決定し，その費用の全

部又は一部を負担するもの

(3) 「休職」として処理するもの

前各号に該当しないもの

【昭和５２年８月22日鹿教教第７９９号】

通知通達集Ｐ１８８１参照

留 意 事 項

「研修を受ける場合」は，教員以外の学校職員が，教育委員会の行う研修を受ける

場合であって，教員については，教育公務員特例法第２２条の規定による。

１ 校長が校務に関し又は所属職員の職務と責任の遂行に附随して必要と認める場合

において，特に研修を命令したときは，校外勤務（別勤という）又は出張として取

扱うことができる。

２ 教員の研修に要する時間は，勤務時間に算入されるから，休暇の取扱いをする必

要はないこと。

３ 校長は，授業に支障のない限り，１週38.75時間の勤務時間の割振を勘考して研修

時間を裁定し，研修を承認すべきこと。

教員は，研修計画書を提出して，校長の承認を求めなければならない。

４ 教員が，校長の承認を受けて勤務場所を離れて研修を行う機会を与えられた場合

は，出張と直接関係はないこと。

【昭和３２年２月２１日鹿教管第１５５号４】

通知通達集Ｐ１７９２参照

※ 様式については次のとおり掲載

「研修承認簿」：協会ＨＰ
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単 位 事 務 名

宿 日 直 勤 務

根 拠 及 び 鹿児島県立学校管理規則 【管理規則第１６条，第１７条，第１８条，第３４条】

参 考 法 令 鹿児島県職員の勤務時間，休暇等に関する規則 【勤務規則第７条の３】

鹿児島県職員の超過勤務手当等の支給に関する規則 【超勤手当支給規則第６条】

労働基準法 【労基法第４１条第３項】

労働基準法施行規則 【労基法施行規則第２３条】

項 目 処 理 方 法

説 明 日直又は宿直とは，週休日，休日，休暇及び正規の勤務時間外に本務に従事しない

で行う庁舎，設備，備品，書類等の保全，外部との連絡，文書の収受及び庁舎内外の

監視を目的とする勤務をいう。

【勤務規則第７条の３】

監視又は断続的な宿直及び日直勤務について，使用者は，行政官庁の許可を受けな

ければならない。 【労基法第４１条第３項】

行政官庁とは，県立学校の場合県人事委員会である。

当 直 員 学校に当直員（宿直又は日直の勤務に従事する者）を置く。ただし，学校の環境そ

の他特別の事情により，当直に代わる措置を行い又は当直員を置かないことができる｡

【管理規則第１６条】

勤 務 命 令 当直員は，所属職員の中から校長が命ずる。 【管理規則第１７条】

所属長は宿日直勤務を命ずる場合は，宿日直勤務命令簿（第２号様式）により行う

ものとする。 【超勤手当支給規則第６条】

当 直 心 得 校長は当直心得を定め，当直員に示達しなければならない。

【管理規則第１８条】

当 直 日 誌 学校には，当直日誌（保存年限５年）を備えなければならない。

【管理規則第３４条】

※ 現在県立学校において実施されている宿日直勤務は次のとおりである。

（１） 農業高校における日直（農場日直）

（２） 自営者養成農業高校における寄宿舎の宿日直

（３） 特別支援学校における寄宿舎の宿日直

（４） 船舶職員 実習船が寄港しているとき

※ 様式については次のとおり掲載

「宿日直勤務命令簿」：協会ＨＰ
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単 位 事 務 名

別 勤

根 拠 及 び 県立学校事務処理要領 【事務処理要領第４条】

参 考 法 令 鹿児島県立学校長の権限に属する事務の専決に関する規程 【専決規程第３条，第４条】

項 目 処 理 方 法

別 勤 と は １ 職員を正規の勤務時間中に校外勤務させる必要があると認めたとき又は兼任に係

る職務に従事するときをいう。 【事務処理要領第４条】

２ 旅費を支給する場合を出張扱いとし，旅費を支給しない場合（公共交通機関の回

数券を現場支給する場合を含む。）を別勤扱いとする。

【平成１７年３月３１日人事課給与係長事務連絡】

３ 別勤は，職員が本来の用務を勤務場所をはなれて校外で行う場合であると思う

が，内容的には出張も別勤も勤務である。公務を遂行することに変わりはない。

別 勤 命 令 １ 校長は，別勤命令簿によりその勤務に関し必要な事項を処理する。

【事務処理要領第４条】

２ 別勤は，教頭・事務長が専決できる 【専決規程第３，４条】

※ 様式については次のとおり掲載

「別勤命令簿」：協会ＨＰ



第 2号様式（第 4条関係）

別 勤 命 令 簿 職 教 諭 氏名 ○○ ○○

決裁 出 勤 簿
権者

補 助 者 校 外 勤 務 時 間 計 用 務 勤 務 場 所
整 理

6月 28日 自 10 時 10分 ○○○

㊞ ㊞ 至 14時 20分
4 時間 10分

研修会 ○○

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

月 日 自 時 分

至 時 分

時間 分

別勤命令簿
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単 位 事 務 名

教育職員の時間外勤務

鹿児島県学校職員の給与に関する条例

根 拠 及 び 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

参 考 法 令 【給特条例第６条】

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の施行について

（通知） 【給特条例施行通知，昭和４６年１２月２３日鹿教管第５８２号】

国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例

【勤務条例第３条の１，第５条，第１６条】

労働基準法 【労基法第３３条第３項，第３６条，第４１条３号，第６１条，第６２】

鹿児島県学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について

項 目 処 理 方 法

説 明 教育職員については，正規の勤務時間の割り振りを適正に行い，原則として時間外

勤務（正規の勤務時間を超える勤務をいい，休日等（給与条例第９条第１項の規定に

より休日給が教育職員以外の学校職員に対して支給される日をいう。）における正規

の勤務時間中の勤務を含むものとする。）は命じないものとする。

【給特条例第６条】

日曜日及び土曜日は週休日とする。ただし，学校運営上特に必要がある場合には,

学校の長は週休日を勤務を要する日として勤務時間を割り振り，人事委員会と協議し

て定める期間内において振り替え，又は半日勤務時間の割り振り変更ができる。

【勤務条例第３条１・第５条】

命 令 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は，次に掲げる業務に従事する場合で，臨

時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

（１）生徒の実習に関する業務

① 船舶を利用した実習

② 機械の故障又は電力事情により，正規の勤務時間をこえる実習

③ 天候の急変又は病虫害の異常発生に伴う作物保護に関する業務

④ 家畜の分べん（分べん後の搾乳を含む。）疾病および養蚕に関する業務
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項 目 処 理 方 法

（２）学校行事に関する業務

① 修学旅行，集団宿泊指導

② 休日の正規の勤務時間における学芸会（文化祭）および運動会（体育祭）

③ 学芸会（文化祭），運動会（体育祭）および遠足の場合に，機械の故障，電力

事情，天候の急変または交通機関の都合により，正規の勤務時間をこえる業務

（３）教職員会議に関する業務

① （４）に規定する非常災害等のため必要な場合の会議

② 生徒指導上又は学校運営上緊急の措置を必要とする場合の会議

（４）非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

① 非常災害の場合に必要な業務

② 児童・生徒の負傷疾病等人命にかかわる場合における必要な業務

③ 非行防止に関する児童・生徒の指導に関し，緊急の措置を必要とする業務

【給特条例施行通知第３】

※対象業務については，通知通達集 Ｐ１９０１参照

代 替 休 暇 休日に勤務した場合には，その勤務した時間に相当する時間の有給休暇を当該休日

の翌日から起算して６日以内の日において与えるものとする。

【勤務条例第１６条】

なお，休日勤務については時間単位の代替休暇を付与することとなるが，休日勤務

の特殊性にかんがみ，原則として全日の代替休暇を付与するよう取り扱うこと。

【通知通達集Ｐ１７６４参照】

振 替 休 日 週休日に時間外勤務として勤務させる必要がある場合は，人事委員会と協議して定

める期間内において振り替え，又は半日勤務時間の割り振り変更ができる。

【勤務条例第５条】

週休日・休日に行える限定項目

（１） 週休日に行える項目

① 修学旅行・集団宿泊指導

② 体育祭・文化祭，へき地の健康診断 振り替え

定・通課程の遠足

③ 非常災害時の業務

④ 雨により体育祭実施の可否について なるべく短時間とし，勤務を

協議する職員会議 要しない日を与えること

（２） 休日に行える項目

① 修学旅行・集団宿泊指導

② 体育祭（体育の日）文化祭（１１月３日）

③ 非常災害時の業務と職員会議
代替休暇を与えること

④ 雨により体育祭実施の可否について

協議する職員会議
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項 目 処 理 方 法

休 養 措 置 教育職員については長時間外勤務をさせないようにすること。やむを得ず長時間の

時間外勤務をさせた場合は，適切な配慮をするようにすること。

【給特条例施行通知】

（１）週休日を含まない場合 （２）週休日を含む場合

火 月から木 土曜日の振替日

水 修学旅行・集団宿泊指導 金

木 土 修学旅行・集団宿泊指導

金 休養措置の日 日

月 休養措置の日

火 日曜日の振替日

（３）休日を含む場合 （４）週休日・休日を含む場合

月 月から木 土曜日の振替日

火 修学旅行・集団宿泊指導 金 休日

水 休日 土 修学旅行・集団宿泊指導

木 休養措置の日 日

金 代替休暇 月 代替休暇

火 日曜日の振替日

（注）休養措置として特休を与える

必要はありません。
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単 位 事 務 名

超 過 勤 務

根 拠 お よ び 鹿児島県職員の超過勤務手当等の支給に関する規則

参 考 法 令 【超勤手当支給規則第２条，第３条】

鹿児島県職員の給与に関する条例 【給与条例第１６条の４】

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例【給特条例第３条】

労働基準法 【労基法第３６条】

鹿児島県立学校長の権限に関する事務の専決に関する規程

鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例 【勤務条例第８条の３】

鹿児島県学校職員の勤務時間に関する規則 【勤務規則第７条の１０】

超勤代休時間及び半日単位の年次有給休暇取得制度の新設等について（通知）

【平成22年３月31日鹿教教第５９０号】

超過勤務命令簿の記載方法について（通知） 【平成22年12月28日鹿教教第４１５号】

超過勤務手当支給率の引上等の取扱について（通知）

【平成22年12月28日鹿教教第４１４号】

週休日の振替等実施要領 【通知通達集Ｐ１９０１】

土曜日等に実施する授業に係る勤務の振替期間の特例等について（通知）

【平成26年３月24日鹿教教第４１４号】

項 目 処 理 方 法

説 明 超過勤務は正規の勤務時間を超えて本務に従事することを命ぜられる勤務のことで

ある｡

取 扱 い その日の勤務時間が始まる前に超過勤務をしたときは，その日の超過勤務として取

扱う。 【超勤手当支給規則第３条の（１）】

休日以外の日で休日給の支給される日における勤務については，正規の勤務時間内

は超過勤務として取扱わず正規の勤務時間を超える勤務のみ超過勤務として取扱う。

【「超勤手当」の項参照】

休憩時間中に所属長の命により勤務した場合は超過勤務として取扱う。

命 令 所属長は超過勤務を命ずる場合は，超過勤務命令簿（第１号様式～第１号様式の４)

により予算の範囲内で命ずるものとする。 【超勤手当支給規則第２条】

休憩時間中の勤務はやむを得ない場合以外は命令を差し控えること。

公務による出張又は赴任のため旅行中の職員は，その旅行の期間中正規の勤務時間

を勤務したものとみなし，超過勤務手当は支給しない。ただし，所属長が，あらかじ

め，その旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを指示して命
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項 目 処 理 方 法

じた場合で，現に勤務し，かつ，その勤務時間を明確に証明できるときは，超過勤務

手当を支給する。

公務による出張又は赴任のための旅行の期間中の休日等における休日給は，所属長

が，あらかじめ，その旅行の目的地において休日等における正規の勤務時間中に勤務

すべきことを指示して命じた場合で，現に勤務し，かつ，その勤務時間を明確に証明

できるときに支給する。 【超勤手当支給規則第３条】

超過勤務命令は事務長が専決できる。 【専決規程】

適 用 除 外 管理又は監督の地位にある職員の職のうち，知事が人事委員会と協議して指定する

職にある職員については，適用しない。 【給与条例第１６条の４】

義務教育諸学校等（学校教育法に規定する小学校，中学校，高等学校もしくは特別

支援学校の小学部，中学部もしくは高等部という）の教育職員については超過勤務の

規定は適用しない。 【給特条例第３条３】

超 勤 代 休 時 間 超勤代休時間

学校の長は，対象となる職員（教育職員以外の学校職員）の超過勤務の時間が１箇

月について60時間を超えた場合，超過勤務手当の支給割合の引上げ分の支給に代えて

勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部を「超勤代休時間」として指定する

ことができる。 【勤務条例８条の３第１項】

超勤代休時間の取扱い

超勤代休時間を指定された教育職員以外の学校職員は，当該超勤代休時間には，特

に勤務することを命ぜられる場合を除き，正規の勤務時間においても勤務することを

要しない。 【勤務条例８条の３第２項】

超勤代休時間の指定期間

超勤代休時間を指定することができる期間は，60時間を超えて超過勤務した月の末

日の翌日から同日を起算日とする２月後の日までの期間とする。

【勤務規則第７条の１０第１項】
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項 目 処 理 方 法

超勤代休時間の指定時間

60時間を超過した時間数に下表の換算率を乗じて算出する。 【勤務規則第７条の１０第２項】

月60時間を超えて

学校職員の区分 超過勤務させる日 換算率 7時間45分まで

ア 正規の勤務時間が割り

振られた日の勤務 ２５／１００

一般の学校職員 イ ア以外の日の勤務 １５／１００ １５／１００

ウ 休日 １５／１００

ア 正規の勤務時間が割り

短 時 間 勤 務 の 振られた日の勤務 ２５／１００ ５０／１００

学 校 職 員 イ ア以外の日の勤務 １５／１００ １５／１００

ウ 休日 １５／１００ １５／１００

※１「短時間勤務の学校職員」とは，育児短時間勤務職員等及び再任用短時間

勤務職員をいう。

※２ 指定時間は秒単位まで計算すること。

超勤代休時間の指定単位等

超過代休時間の指定は，４時間又は７時間45分（年次有給休暇の時間に連続して超

勤代休時間を指定する場合にあっては，当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤

代休時間の時間数を合計した時間数が４時間又は７時間45分となる時間）を単位とし

て行うものとする。

また，学校の長は，勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には，勤

務日等の始業の時刻から連続し，又は終業の時刻まで連続する勤務時間（休憩時間を

はさんで引き続く勤務時間を含む。）について行わなければならない。

ただし，学校の長が，公務の運営並びに学校職員の健康及び福祉を考慮して必要が

あると認める場合は，この限りでない。

【勤務規則第７条の１０第３項及び同条第４項】

超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出

学校の長は，学校職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た

場合には，超勤代休時間を指定しないものとする。

ただし，この申出は，当該超勤代休時間の指定前に行わなければならない。

【勤務規則第７条の１０第５項】
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健康及び福祉の確保への配慮

学校の長は，超勤代休時間の措置が，60時間超過時間の勤務をした学校職員の健康

及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ，学校職員があらかじめ超

勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合を除き，超勤代休時間を指定するよ

う努めるものとする。 【勤務規則第７条の１０第６項】

超勤代休時間の指定時期

超勤代休時間は，超勤代休時間指定簿（別記様式）により，その指定に代えようと

する超過勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行う

ものとする。

週 休 日 の 振 替 週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある業務で振替等の対象

となるものは，事前に「週休日振替簿」で処理が必要。

【週休日の振替等実施要領】

通知通達集Ｐ１９０１参照

土曜日等に実施する授業に係る勤務においても，週休日の振替の対象となるので，事

前に「週休日振替簿」で処理が必要（長期休業中への振替も可能）。

【土曜日等に実施する授業の振替特例】

通知通達集Ｐ１７６５参照

※ 様式については次のとおり掲載

「超過勤務命令簿」：協会ＨＰ



第１号様式
職名 事務主査

週 休 日 振 替 簿
氏名 ○○ ○○

振 替 勤 務 日 勤 務 の 振 替 週 休 日 等 確 認 事 項 本

命 令 指 定 （勤務を命ずることとなる日） 内 容 （新たに週休日又は半日勤務時間の勤務日となる日） 人

回 議 (具体的 対象 振替等 超 過 確

年月日 権 者 年月日 に記入 年月日 勤務時間を割り 可 能 認

(曜日) 勤 務 時 間 休 憩 時 間 のこと｡) (曜日) 振らない時間 勤 務 時 間 休 憩 時 間 業務 期 間 勤 務

Ｒ○.○.○ Ｒ○.○.○ 8：30～17：00 12：50～13：35 「第○回体育 Ｒ○.○.○ 8：30～17：00 ： ～ ： ： ～ ： (1)ｱ ○ 7時間45分 印
(土) (7時間45分) 祭」行事業務 (月) (7時間45分) ( 時間 分)

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

( ) ( 時間 分) ： ～ ： ( ) ( 時間 分) ( 時間 分) ： ～ ：

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

( ) ( 時間 分) ： ～ ： ( ) ( 時間 分) ( 時間 分) ： ～ ：

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

( ) ( 時間 分) ： ～ ： ( ) ( 時間 分) ( 時間 分) ： ～ ：

： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

( ) ( 時間 分) ： ～ ： ( ) ( 時間 分) ( 時間 分) ： ～ ：

注 １ 週休日の振替等は，あらかじめ本人に確認させた上で行うものとする。

２ 「振替週休日等」の「勤務時間」の欄には，半日勤務時間を割り振ることをやめた後の勤務時間を記入する。

３ 「振替勤務日」の「勤務時間」の欄並びに「振替週休日等」の「勤務時間を割り振らない時間」及び「勤務時間」の欄には，始業時刻及び終業時刻を記入し，

それぞれの（ ）内には，休憩時間を除く勤務時間数を記入する。

４ 「確認事項」の欄については，「対象業務」の欄には要領３の記号のうち該当するもの（(1)のアからエまでのいずれか又は(2)）を，「振替等可能期間」の欄

には前４週間又は後８週間の期間内である場合に○印を，「超過勤務」の欄には振替等の結果超過勤務手当を支給することとなる時間をそれぞれ記入する。
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単 位 事 務 名

超 過 勤 務 の 制 限

根 拠 及 び 育児又は介護を行う学校職員の超過勤務の制限等について（通知）

参 考 法 令 【平成14年４月１日鹿教教第82号】

鹿児島県学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例 【勤務条例第８条】

鹿児島県学校職員の勤務時間に関する規則 【勤務規則第７条】

育児休業等の承認対象者及び看護休暇の取得原因等の拡大並びに短期介護休暇の新設

等について（通知） 【平成22年６月29日鹿教教第168号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例等の一部改正について

【平成29年３月31日鹿教教第706号】

項 目 処 理 方 法

制 度 の 概 要 １ 学校の長は，３歳に満たない子のある学校職員が，任命権者が人事委員会と協議し

て定めるところにより，当該子を養育するために請求した場合には，当該請求をした

学校職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き，

超過勤務をさせてはならない。 【勤務条例第８条の２第２項】

２ 学校の長は，小学校就学の始期に達するまでの子のある学校職員が任命権者が人事

委員会と協議して定めるところにより，当該子を養育するために請求した場合には，

当該請求をした学校職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き，１月について24時間，１年について150時間を超えて超過勤務をさせて

はならない。 【勤務条例第８条の２第３項】

３ ２の規定は，日常生活を営むのに支障がある者を介護する学校職員(介護休暇を承認

されている職員）について準用する。 【勤務条例第８条の２第４項】

定 義 等 １ 対象となる学校職員

(1) ３歳に満たない（満３歳の誕生日の前日までをいう）子のある学校職員。

◎ 超過勤務をさせない。

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(満６歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

で)を養育する学校職員又は介護休暇を承認されている学校職員。

◎ １月・・２４時間，１年・・１５０時間を超えて時間外勤務をさせない。

２ 業務を処理するための措置

業務の処理方法，業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。

【勤務条例第８条の２第２項及び第３項】
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３ 超過勤務

勤務時間条例第８条第２項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務を除く。）をいう 【勤務条例第８条の２第２項】

請 求 手 続 １ 学校職員は，超過勤務制限請求を行う場合には，様式第１号「深夜勤務・超過勤務

制限請求書」により超過勤務の制限を請求する一の期間について，その初日（以下

「超過勤務制限開始日」という。）及び期間（１年又は１年に満たない月を単位とす

る期間に限る。）を明らかにして，超過勤務制限開始の前日までに行うものとする。

【勤務規則第７条の６第１項】

２ この場合において，勤務条例第８条の２第２項の規定による請求に係る期間と同条

第３項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

【勤務規則第７条の６第１項後段】

なお，勤務時間規則第７条の７に基づく届出は，様式第２号「育児又は介護の状況

変更届」によることとする。

【平成14年４月１日鹿教教第82号】

承 認 権 限 超過勤務制限の承認は，学校の長が行うものとする。

【平成14年４月１日鹿教教第82号】

※ 様式については次のとおり掲載

「深夜勤務・超過勤務制限請求書」「育児又は介護の状況変更届」

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」

―「51 深夜勤務・超過勤務制限請求」



様式第１号 （鹿児島県学校職員の勤務時間に関する規則第７条の６関係）

深夜勤務・超 過勤務制限請求書

年 月 日

（学校長） 殿

□ 深夜勤務の制限
□ 養育

次のとおり のため □ 超過勤務の制限 を請求します。
□ 介護 (勤務時間条例第8条の2

□ 第2項 □ 第3項)

請求者 職・氏名

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄 等

又は要介護者

生 年 月 日 年 月 日生 （ □ 出産予定日 ）

養子縁組の効力が生じた日 年 月 日

２ 学校職員の配偶 □ 深夜において就業している

者で当該子の親 □ 有 □ 負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により養育が困 □ 無

である者の有無 難である

及 び 状 況 □ 産前８週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週間）又は産後

８週間以内である

３ 要介護者の状態

及び具体的な

介 護 の 内 容

深夜勤務 年 月 日から □ 毎日

４ 請 求 に 係 る の 制 限 年 月 日まで □ その他（ ）

期 間 超過勤務 年 月 日から

の 制 限 □ １年 □ １年に満たない期間（ 月）

１ 「続柄等」の欄には，請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る子が
鹿児島県学校職員の勤務時間に関する規則第７条の４第１項第４号に規定する特別養子縁
組の成立前の監護対象者等に該当する場合にあっては，その事実）を記入すること。

２ 「生年月日」の欄及び「養子縁組の効力が生じた日」の欄には，子を養育するために請
求する場合にのみ記入すること。

なお，請求に係る子が請求の際に出生していない場合には，「生年月日」の欄に出産予
定日を記入し，「□出産予定日」の□にレ印を記入すること。

３ 「学校職員の配偶者で当該子の親である者の有無及び状況」の欄には，子を養育するた
めに深夜勤務の制限を請求する場合にのみ記入すること。

なお，「深夜において就業している」とは，深夜における就業日数が１月に３日を超え
ることをいう。

４ 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」の欄には，要介護者を介護するために請求
する場合にのみ記入すること。

５ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合に
は，当該請求に係る子が満６歳に達する日以後の最初の３月31日以前の日を深夜勤務制限
終了日として請求すること。



様式第２号 （鹿児島県学校職員の勤務時間に関する規則第７条の７関係）

育児又は介護の状況変更届

年 月 日

（学校長） 殿

職・氏名

□ 深夜勤務の制限 □ 子の養育
次のとおり に係る の状況について変

□ 超過勤務の制限 □ 要介護者の介護

更が生じたので届け出ます。

１ 届出の事由

⑴ 養育の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 学校職員の子でなくなった

□ 離縁 □ 養子縁組の取消し □ 家事審判事件の終了

□ 児童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置の解除

□ 子と同居しなくなった

□ 学校職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として養育できる者に

該当することとなった

□ その他（ ）

⑵ 介護の状況の変更

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者と学校職員との親族関係が消滅した

（消滅の理由： ）

２ 届出の事実が発生した日

年 月 日
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単 位 事 務 名

深 夜 勤 務 の 制 限

根 拠 及 び 鹿児島県学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例 【第８条の２】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の勤務時間に関する規則 【第７条の２,３,４,８】

育児又は介護を行う学校職員の深夜勤務の制限等について（通知）

【平成１１年４月２０日鹿教教第５０号】

項 目 処 理 方 法

制 度 の 概 要 学校の長は，未就学児童の養育又は要介護状態にある親族の介護をする一定の範囲

の学校職員が，当該養育又は介護を行うために，深夜勤務の制限を請求した場合，公

務の正常な運営を妨げる場合を除き，深夜の勤務をさせてはならない。

【条例第８条の２】

定 義 等 １ 対象となる学校職員

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある学校職員

学校職員の配偶者で当該子の親であるものが，深夜において常態として当該子

を養育することができるものとして任命権者が人事委員会と協議して定める者に

該当する場合における当該学校職員を除く。

(2) 日常生活を営むのに支障がある者を介護する学校職員（介護休暇を承認されて

いる職員）

２ 深 夜

午後１０時から翌日の午前５時まで 【１,２条例第８条の２】

３ 任命権者が人事委員会と協議して定める者

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月について３日以

下の者を含む。）

(2) 負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により条例第８条の２第１項の規

定による請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) ８週間（多胎妊娠の場合にあっては，１４週間）以内に出産する予定である者

又は産後８週間を経過しない者でないこと。 【勤務時間規則第７条の２】
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項 目 処 理 方 法

４ 公務の運営に支障ある場合の考え方

学校の規模，請求に係る時期における当該学校職員の校務分掌の内容，業務量，

代替者の配置の難易，他の学校職員の深夜勤務制限請求との競合等を総合的に勘案

し，慎重に判断する。 【平成11年４月20日鹿教教第50号】

５ 勤務の制限

深夜において正規の勤務時間を割り振らないこと及び正規の勤務時間以外の時間

における勤務を命じないこと並びに宿泊を伴う出張を命じないこと。

【平成11年４月20日鹿教教第50号】

手 続 き 等 １ 深夜勤務・超過勤務制限請求書（様式第１号）により，制限を請求する期間（６

月以内の期間に限る。）を明らかにして，制限開始日の１月前までに行う。

【平成11年４月20日鹿教教第50号】

２ 学校の長は，深夜勤務制限請求があった場合，公務の運営の支障の有無について,

速やかに当該学校職員に対して通知する。又，当該請求に係る事由について，必要

があると認めるときは，証明書の提出を求めることがある。（証明書類は，官公署

の発行する証明書又は医師の発行する診断書だけでなく，事実が証明できる他の書

類でも支障ない。） 【勤務時間規則第７条の３】

３ 次に掲げる事由が生じた場合は，育児又は介護の状況変更届（様式第２号）によ

り届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子（要介護者）が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った学校職

員の子でなくなった（要介護者と学校職員との親族関係が消滅した）場合

(3) 当該請求を行った学校職員が当該請求に係る子（要介護者）と同居しなくなっ

た場合

(4) 当該請求を行った学校職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが，深

夜において常態として当該子を養育することができるものとして任命権者が人事

委員会と協議して定める者に該当することとなった場合

【勤務時間規則第７条の４】

※ 様式については，前項「超過勤務の制限」を参照



- 1 -

単 位 事 務 名

休 日 勤 務

根 拠 及 び 鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例

参 考 法 令 【勤務条例第３条，第５条，第９条，第１６条】

鹿児島県学校職員の休日，休暇及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について（通知） 【昭和43年４月15日鹿教管第77号第２項】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第９条】

鹿児島県職員の超過勤務手当等の支給に関する規則 【超勤手当支給規則】

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例【給特条例第６条】

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の施行について

（通知） 【給特条例施行通知】

参観授業のための勤務日の振替について（通知）【昭和49年７月26日鹿教教第260号】

項 目 処 理 方 法

定 義 学校職員は，国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の

１月３日までの日には，特に勤務することを命ぜられる者を除き，正規の勤務時間に

おいても勤務することを要しない。 【勤務条例第９条】

「特に勤務を命ずる場合」とは，学校行事等としての運動会 (体育祭)・学芸会

(文化祭)・修学旅行・集団宿泊指導，通信制課程の生徒の面接指導，定時制通信制課

程の遠足，離島またはへき地における健康診断 (医師の都合によりやむを得ない場

合), 参観授業を指すものである。 【昭和43年４月15日鹿教管第77号第２項】

【昭和49年７月26日鹿教教第260号】

命 令 所属長は休日勤務を命ずる場合は超過勤務命令簿により予算の範囲内で命ずるもの

とする。 【学校職員給与条例第９条】

代 替 休 暇 休日に勤務した場合には，その勤務した時間に相当する時間の有給休暇を当該休日

の翌日から起算して６日以内の日において与えるものとする。

【勤務条例第１６条】

なお，休日勤務については，時間単位の代替休暇を付与することとなるが，休日勤

務の特殊性にかんがみ，原則として全日の代替休暇を付与するよう取り扱うこと。

【昭和43年４月15日鹿教管第77号第２項】

（参 考）

日曜日及び土曜日は週休日とする。ただし，学校運営上特に必要がある場合には，

学校の長は日曜日及び土曜日を勤務を要する日として勤務時間を割り振り，人事委員

会と協議して定める期間内において振り替え，又は半日勤務時間の割り振り変更がで

きる。 【勤務条例第３条１，第５条】

勤務の振り替えについては「教育職員の時間外勤務」参照

※ 様式については次のとおり掲載

「超過勤務命令簿」：協会ＨＰ
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単 位 事 務 名

年 次 有 給 休 暇

根 拠 及 び 鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例 【勤務条例第１１条】

参 考 法 令 学校職員の休暇の取扱いに関する規則 【休暇規則】

県立学校事務処理要領 【事務処理要領第１６条】

鹿児島県立学校長の権限に属する事務の専決に関する規程 【専決規程第３条，４条】

鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例等の施行について（通知）

【平成７年３月３１日鹿教教第７１７号】

臨時職員の年次有給休暇の取扱い等について(通知) 【平成11年３月24日鹿教総626号】

再任用職員の勤務時間，年次有給休暇等の取扱いについて（通知）

【平成14年４月１日鹿教総第４－５号】

超勤代休時間及び半日単位の年次有給休暇取得制度の新設等について（通知）

【平成22年３月31日鹿教教第５９０号】

学校に勤務する非常勤職員等の年次有給休暇について（通知）

【平成24年3月28日鹿教教第６６０号】

会計年度任用職員制度導入に係る規則等の制定について（通知）

【令和2年4月10日鹿教総第２６号】

臨時的任用職員の年次有給休暇について（通知）【令和3年3月26日鹿教教第７２４号】

項 目 処 理 方 法

定 義 年次有給休暇は，１年度において，学校職員の区分に応じて，当該各号に掲げる日数と

する。 【勤務条例第１１条】【平成７年３月３１日鹿教教第717号3-(4)-①】

休 暇 日 数 （１）一般の学校職員 ２０日

２０日×採用後の月数
（２）途中採用者は （一月未満の月は切り上げ）

１２

【休暇規則第３条，別表３】

採 用 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

休 暇 日 数 20 18 17 15 13 12 10 8 7 5 3 2

（３）当該年の前年において学校職員以外の他の公務員等(注１)であった者であって引き

続き当該年に新たに学校職員となったものその他任命権者が人事委員会と協議して定

める学校職員 他の公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給

休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し，２０日に次項の任命権者が人事委員会と協

議して定める日数（繰越）を加えた日数を超えない範囲内で任命権者が人事委員会と

協議して定める日数 【勤務条例第１１条】
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項 目 処 理 方 法

注１ 他の公務員等：地方公務員，国家公務員又は地方住宅供給公社法に規定する地方住

宅供給公社その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しく

は事業と密接な関連を有する法人のうち任命権者が人事委員会と協

議して定めるものに使用される者

年次休暇の単位 年次休暇の単位は，１日，半日又は１時間とする。ただし，年次休暇の残日数のすべて

を使用しようとする場合において，当該残日数に１時間未満の端数があるときは，当該残

日数のすべてを使用することができる。 【休暇規則第３条第９項】

時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は，７時間４５分を１日とする。

【休暇規則第９条】

半日単位の年次休暇は半日(0.5日)で管理することとし，時間換算は行わない。

【平成２２年３月３１日鹿教教第５９０号】

半日単位の年次 半日を単位とする年次有給休暇は，次のいずれかのときに使用できる。

有給休暇の取得 要件①休憩前，休憩後とも取得可能

条件 １回の勤務時間に割り振られた勤務時間が７時間４５分とされている場合で，休憩

時間をはさんだ前後の勤務時間の差が４５分以内である場合の当該休憩時間の前後の

いずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないとき。

勤務時間
差

勤務開始時間等の例

休憩前 休憩後 勤務開始 休 憩 勤務終了

3:30 4:15 45分 ８：３０ １２：００～１２：４５ １７：００

3:35 4:10 35分

3:40 4:05 25分

3:45 4:00 15分 ８：１５ １２：００～１２：４５ １６：４５

3:50 3:55 5分

3:55 3:50 5分

4:00 3:45 15分 ８：００ １２：００～１２：４５ １６：３０

4:05 3:40 25分

4:10 3:35 35分

4:15 3:30 45分

要件②休憩前，休憩後の時間数のうち太文字部分のみ取得可能

１回の勤務時間に割り振られた勤務時間が７時間４５分とされている場合で，休憩

時間をはさんだ前後の勤務時間が３時間を超え３時間３０分未満である場合の当該勤

務時間のすべてを勤務しないとき。

勤務時間 勤務時間

休憩前 休憩後 差 休憩前 休憩後 差

3:00 4:45 105分 4:20 3:25 55分

3:05 4:40 95分 4:25 3:20 65分

3:10 4:35 85分 4:30 3:15 75分

3:15 4:30 75分 4:35 3:10 85分

3:20 4:25 65分 4:40 3:05 95分

3:25 4:20 55分 4:45 3:00 105分

【平成２２年３月３１日鹿教教第５９０号】
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項 目 処 理 方 法

請 求 及 び 学校職員の請求する時季に与えなければならない。学校の長は，公務の正常な運営を妨

届 出 げる場合は，他の時季に与えることができる。 【勤務条例第１１条】

年次有給休暇をとる場合は，あらかじめ所属長に届け出なければならない。

【休暇規則第１２条第１項】

届出及び承認等は年次休暇処理簿（様式第１号）により行う。 【休暇規則第１３条】

教員・実習助手・寄宿舎指導員については教頭，事務職員等については事務長が専決で

きる｡ 【専決規程第３条，第４条】

病気，災害その他やむを得ない事故により第１２条第１項の規定によることができなか

った場合には，学校職員は，その勤務しなかった日から週休日を除き，遅くとも３日以内

に，その理由を付して届け出なければならない。ただし，所属長は，この期間中に届け出

ることができない正当な理由があったと認める場合には，その期間後において提出された

届出を受理することができる。 【休暇規則第１０条第３項・第１２条第２項】

繰 越 年次有給休暇は，当該年度の前年度から繰り越したものを除き，前年度の出勤率及び継

続勤務年数にかかわらず，２０日を限度として残日数（１日未満の端数があるときはこれ

を切り捨てた日数）を翌年度に繰り越すことができる。

【平成７年３月３１日鹿教教第７１７号】

報 告 校長は次の場合すみやかにその事情を記した書類をもって教育長に報告しなければなら

ない。

１ 私事故障により出勤しない日が引き続き２週間を超える場合

２ その他勤務上又は一身上重要と認められる事実がある場合

【事務処理要領第１６条第２号，第７号】

臨時的任用職員 １ 休暇の付与日数

の年次有給休暇 (1) 任用の開始時

の付与日数，繰 ア 任用期間が連続して引き続かない場合

越し 任用の開始時に付与されている休暇の日数は，任用の期間に応じ，学校職員の休暇

の取扱いに関する規則（昭和31年鹿児島県教育委員会規則第13号。以下「規則」とい

う。）別表第３に定める日数とする。

イ 任用期間が連続して引き続く場合

任用の開始時に付与される休暇の日数は，その連続する任用期間の年数（継続勤

務年数）に応じ，下表に定める日数とする。

継続勤務年数 休暇付与日数

２年目 １１日

３年目 １２日

４年目 １４日

５年目 １６日

６年目 １８日

７年目以上 ２０日
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項 目 処 理 方 法

(2) 任用の更新時

任用の更新時に付与される休暇の日数は，当初の任用期間と更新後の任用期間とを通

算した期間に対応する規則別表第３に定める休暇の日数から，当初の任用期間中に使用

した休暇の日数を差し引いた日数とする。

２ 休暇の付与日数

任用期間（更新をした場合にあっては更新前の任用期間と更新後の任用期間とを通算

した期間）が満了する日の翌日から14日以内に新たな任用を開始する場合，前の任用に

おいて付与された休暇の残日数（20日の範囲内）を当該新たな任用の期間（更新をする

場合にあっては更新前の任用期間と更新後の任用期間とを通算した期間）に限り繰越す

ことができるものとする。 【令和3年3月26日鹿教教第７２４号】

臨時的任用職員

の年休繰越計算
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項 目 処 理 方 法

学校に勤務する 非常勤職員のうち１年間当たりの勤務日の日数が４８日以上である者

非 常 勤 職 員

付 与 対 象 者 １年間当たりの勤務日の日数とは次の計算式により得られる日数（１日未満の端数があ

るときは，これを四捨五入して 得た日数）

採用する日又は任期を更新する日において

定められている任期における勤務日の日数

１年間当たりの勤務日の日数＝ ×３６５

任期の日数

雇入れの日から１年以内

1年間当たりの

217日以上

169日から 121日から 73日から 48日から

勤務日の日数 216日まで 168日まで 120日まで 72日まで

５月を超え １０日 ７日 ５日 ３日 １日

１年以下

４月を超え ８日 ６日 ４日 ３日 １日

５月以下

任期 ３月を超え ７日 ５日 ３日 ２日 １日

４月以下

２月を超え ５日 ４日 ３日 ２日 １日

３月以下

１月を超え ３日 ２日 ２日 １日 １日

２月以下

１月以下 ２日 １日 １日 １日 １日

※ この表の「217日以上」には，１年間当たりの勤務日の日数が216日以下で１週間の勤務時

間が29時間以上を含む。

※ 任期が更新される職員又は退職後引き続き採用される職員であって，雇入れの日から更新

後又は採用後の任期の末日までの期間が１年以内である者については，当該期間を任期とみ

なした場合の上の表の日数から更新前又は退職前に得た年次有給休暇の日数を減じた日数。
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項 目 処 理 方 法

休 暇 の 雇入れの日から１年超

付 与 日 数 等 １年間当たりの

勤務日の日数 217日以上
169日から 121日から 73日から 48日から

216日まで 168日まで 120日まで 72日まで

雇入れの ２年度 １１日 ８日 ６日 ４日 ２日

日の属す ３年度 １２日 ９日 ６日 ４日 ２日

る年度か ４年度 １４日 １０日 ８日 ５日 ２日

ら当該年 ５年度 １６日 １２日 ９日 ６日 ３日

度までの ６年度 １８日 １３日 １０日 ６日 ３日

年度数 ７年度 ２０日 １５日 １１日 ７日 ３日

以上

※ この表の「217日以上」には，１年間当たりの勤務日の日数が216日以下で１週間の勤務時

間が29時間以上を含む。

※ 当該年度に年次有給休暇を得た職員については，上の表の日数から当該年度に得た年次有

給休暇の日数を減じた日数。

※ 前年度の任期が６月以上であり，前年度に勤務した日数(休暇を取得した日数等を含む。)

が勤務を要する日数の８割未満の場合には０日。

※ 知事部局の正規職員を退職した後，引き続き会計年度任用職員として採用される者の年次

有給休暇の日数は，別に定める。

休暇の繰越し １ 年次有給休暇(繰り越されたものを除く。)は，一の年度における年次有給休暇の

20日の範囲内の残日数を限度として，当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

２ 当該年度又はその前年度に常勤職員等であった者であって，引き続き当該年度非常

勤職員となるものが常勤職員として得た年次有給休暇の残日数は，当該年次有給休暇

を得た時期に応じ，次に掲げる日までの間使用することができる。

(1) 当該年度の1月1日から当該年度の3月30日までの間に得た年次有給休暇の残日数

当該年度の翌々年度の12月31日
(2) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に得た年次有給休暇の残

日数

当該年度の翌年度の12月31日

(3) 当該年度の前々年度の1月1日から当該年度の前年度の12月31日までの間に得た年次有

給休暇の残日数

当該年度の12月31日
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項 目 処 理 方 法

休暇の付与単位 休暇は，１日又は１時間とする。ただし，年次有給休暇の残日数の全てを使用しよう

とする場合において，当該残日数に１時間未満の端数があるときは，当該残日数の全て

を使用することができる。

１日を単位とする年次有給休暇は１回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しな

いときに使用するものとする。

１時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には，１日につき割り振

られた勤務時間（１時間未満の端数があるときは，これを切り上げた時間）をもって１日

とする。ただし，勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては，次

の計算式により得られる１日当たりの平均勤務時間（１時間未満の端数があるときは，こ

れを切り上げた時間）をもって１日とする。

採用する日又は任期を更新する日において定められて

いる任期における全勤務日の勤務時間の合計

１日当たりの平均勤務時間＝
全勤務日の日数

休 暇 の 原則として前日までに，年次有給休暇処理簿（別記様式）により所属長に届け出なけれ

付 与 手 続 き ばならない。

この場合において，学校長は，学校運営の都合により支障があると認めるときは，他の

時期に与えることができる。

なお，出勤簿にも「年休」の表示をするものとする。

臨 時 職 員 の １ 年次有給休暇の取扱い

年次有給休暇 ６月を超えて引き続き雇用する場合において，当初の雇用から全雇用日の８割以上を

出勤した臨時職員について，労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところにより，

年次有給休暇を与えるものとし，当面，次のとおり運用するものとする。

（1） 中断期間が１月未満で再雇用される臨時職員については，年次有給休暇の付与に

当たっては，引き続いて雇用されているものとして取り扱うこと。

（2） 年次有給休暇の付与の単位は，１日とすること。

１月の雇用予定日数 年次有給休暇の日数

１８日を超える日数 １０日
１４日を超え１８日までの日数 ７日
１０日を超え１４日までの日数 ５日

６日を超え１０日までの日数 ３日
４日を超え ６日までの日数 １日

２ 雇用日の明示方法（要綱第10条･施行通知３の（1）関係）の簡素化

現在，雇用日については，臨時職員出勤簿(施行通知別記第７号様式)にあらかじめ，

明示しておくこととされているが，今後，その明示方法は，当該様式以外で雇用日を明

示してもよいものとする。ただし，臨時職員出勤簿については，当該月の雇用が終了し

た時点で，ボールペン等により，清書し，確定させるものとする。

【平成１１年３月２４日鹿教総第626号】
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項 目 処 理 方 法

臨 時 職 員 の ３ 繰越計算については，鹿児島県公立学校事務職員協会質疑事項集６給与の賃金を参考

年 休 繰 越 計 算

同一人を間１日あけて，連続雇用する場合

平成27年４月１日 新規雇用（年次有給休暇は発生しない。年休は０日）

６ヶ月

平成27年10月１日 （年休権３日発生）

【年休取得０日】

平成28年４月１日 （年休権３日）

【年休取得０日】

平成28年10月１日 １年経過 （年休権４日＋繰越３日 ＝ 計７日）

【年休取得２日（繰越分から２日取得）】

平成29年４月１日 （年休権４日＋繰越１日 ＝ 計５日）

【年休取得１日（繰越分から１日取得）】

平成29年10月１日 ２年経過 (年休権４日＋繰越４日 ＝ 計８日）

※平成27年10月１日で３日発生する。平成28年10月１日で１年目，２年目にあた

る平成29年10月１日で１年経過により，年次有給休暇取得数が０であれば，年

次有給休暇４日＋繰越３日で合計７日となる。更に平成30年10月１日で３年目

ということで２年経過，年次有給休暇取得が３日であれば，年次有給休暇４日

＋繰越４日で合計８日ということになる。

週所定 １年間の所定 雇入れの日から起算した継続勤務期間

労 働 6箇月 1年 2年 3年 4年 5年 6年

日 数 労働日数 6箇月 6箇月 6箇月 6箇月 6箇月 6箇月以上

２日 73日から120日まで ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

（労働基準法施行規則第24条の３より抜粋）

再 任 用 職 員 の １ フルタイム勤務職員

年 次 有 給 休 暇 定年前職員と同様の取扱い

２ 短時間勤務職員

① １週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の職員

１週間の勤務日の日数
２０日× ＝年休日数(端数四捨五入)

５ 日

② １週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員

１週間当たりの勤務時間
155時間× ÷７時間４５分＝年休日数(端数四捨五入)

３８時間４５分

なお，この日数が労働基準法第39条の規定により得られる日数を下回る場合

○勤務日の日数及び在職期間に応じて別表第１に掲げる日数。

○１週間当たりの勤務時間が30時間以上である場合，１週間の勤務日の日数が５日であ

る場合又は１年間の勤務日の日数が217日以上である場合は別表第２に掲げる日数
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項 目 処 理 方 法

３ 当該年の途中において新たに短時間勤務職員となった者(４に掲げる者を除く。)

○その者の当該年における在職期間に応じ，１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごと

の勤務時間の時間数が同一である職員(以下「同一勤務型職員」という。)にあっては,

別表第３に掲げる１週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数。

○同一勤務型職員以外の職員
当該年の在職期間の月数（端数切上）

規則第10条第1項の規定により得られた日数×
１２

＝年休日数(端数四捨五入)

４ 当該年又は当該年の前年において他の公務員等となった者で当該年の途中引き続き新

たに短時間勤務職員となった者

知事が人事委員会と協議して定める日数である（規則第10条第３項第２号及び同条第

６項） 【平成１４年４月１日鹿教総第4-5号通知】

別表第１

１週間の勤務日の日数 ４ 日 ３ 日 ２ 日

１年間の勤務日の日数 169日～216日 121日～168日 73日～120日

６ヶ月以上
７日 ５日 ３日

１年６ヶ月未満

１年６ヶ月以上
在 ８日 ６日 ４日

２年６ヶ月未満

２年６ヶ月以上
職 ９日 ６日 ４日

３年６ヶ月未満

３年６ヶ月以上
期 10日 ８日 ５日

４年６ヶ月未満

４年６ヶ月以上
間 12日 ９日 ６日

５年６ヶ月未満

５年６ヶ月以上
13日 10日 ６日

６年６ヶ月未満

６年６ヶ月以上 15日 11日 ７日

※ １週間の勤務日数が同一である職員にあっては１週間の勤務日の日数欄の区分，１週

間の勤務日数が同一でない職員にあっては１年間の勤務日の日数欄の区分によること。

なお，１年間の勤務日の日数は，４週間ごとの勤務日の日数に13を乗じて得た日数と

する。

別表第２

在 職 期 間

６ヶ月以上 １年６ヶ月 ２年６ヶ月 ３年６ヶ月 ４年６ヶ月 ５年６ヶ月 ６年６ヶ月

１年６ヶ月 以上２年６ 以上３年６ 以上４年６ 以上５年６ 以上６年６ 以上

未満 ヶ月未満 ヶ月未満 ヶ月未満 ヶ月未満 ヶ月未満

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
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別表第３

1月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

に達 を超 を超 を超 を超 を超 を超 を超 を超 を超 を超 を超

する え２ え３ え４ え５ え６ え７ え８ え９ え10 え11 え１

在 職 期 間 まで 月に 月に 月に 月に 月に 月に 月に 月に 月に 月に 年未

の期 達す 達す 達す 達す 達す 達す 達す 達す 達す 達す 満の

間 るま るま るま るま るま るま るま るま るま るま 期間

での での での での での での での での での での

期間 期間 期間 期間 期間 期間 期間 期間 期間 期間

５日 ２日 ３日 ５日 ７日 ８日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日
１

週 ４日

間 (30時間以上)
２日 ３日 ５日 ７日 ８日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日

の ４日

勤 (30時間未満)
１日 ３日 ４日 ５日 ７日 ８日 ９日 11日 12日 13日 15日 16日

務
３日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日

日

数
２日 １日 １日 ２日 ３日 ３日 ４日 ５日 ５日 ６日 ７日 ７日 ８日

※ 様式については次のとおり掲載

「年休処理簿」「年休処理簿（非常勤職員用）」：協会ＨＰ
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単 位 事 務 名

特 別 休 暇

根 拠 お よ び 労働基準法 【労基法】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例 【勤務条例】

学校職員の休暇の取扱いに関する規則 【休暇規則】

学校職員の有給休暇の取扱に関する規則について（通知）

【昭和３２年２月２１日鹿教官第１５５号】

県立学校事務処理要領 【事務処理要領】

県立学校管理規則 【管理規則】

職務に専念する義務の特例に関する規則 【職専規則３条】

鹿児島県立学校長の権限に属する事務の専決に関する規程 【専決規程第３条，第４条】

鹿児島県学校職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び

学校職員の休暇の取扱いに関する規則の一部を改正する規則の制定について（通知）

【平成元年３月２４日鹿教教第４２７号】

【平成２５年８月１２日鹿教教第２１９号】

鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例等の施行について(通知)

【平成７年３月３１日鹿教教第７１７号】

ボランティア休暇制度の新設及び結婚休暇制度の改正等について（通知）

【平成８年１２月２７日鹿教教第６７３号】

永年勤続休暇制度の新設等の改正について（通知）

【平成１０年３月３１日鹿教教第７１６号】

育児休暇制度の改正について（通知） 【平成１０年３月３１日鹿教教第７１９号】

妊娠中の女性職員に関する休暇の新設等について（通知）

【平成１０年９月３０日鹿教教第３９４号】

育児又は介護を行う学校職員の深夜勤務の制限等について（通知）

【平成１１年４月２０日鹿教教第５０号】

育児又は介護を行う学校職員の超過勤務の制限等について（通知）

【平成１４年４月１日鹿教教第８２号】

育児参加休暇の新設等について 【平成１８年１２月２１日鹿教教第４９３号】

超勤代休時間及び半日単位の年次有給休暇取得制度の新設等について（通知）

【平成２２年３月３１日鹿教教第５９０号】

非常勤職員等の特別休暇について（通知） 【平成２２年４月１日鹿教教第３４号】

育児休業等の承認対象者及び看護休暇の取得原因等の拡大並びに短期介護休暇の新設等

について（通知） 【平成２２年６月２９日鹿教教第１６８号】

学校職員の休暇の取扱いに関する規則の一部を改正する規則の制定について（通知）

【平成２３年６月１７日鹿教教第１０３号】

「非常勤職員等の特別休暇について」の一部改正等について（通知）

【平成２２年８月９日鹿教教第２１１号】

【平成２３年６月１７日鹿教教第１０５号】

【平成２４年１０月１６日鹿教教第３４２号】

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０９号】

東日本大震災に対処するための学校職員の休暇の取扱いに関する規則の特例に関する規

則の一部を改正する規則の制定について（通知）

【平成２３年１２月２７日鹿教教第４８８号】

学校職員の休暇の取扱いに関する規則を一部改正する規則の制定について（通知）

【平成２４年１０月１５日鹿教教第３３６号】

【平成２５年３月１９日鹿教教第５７１号】

会計年度任用職員制度導入に係る規則等の制定について（通知）

【令和2年4月10日鹿教総第２６号】

鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇等に関する規定の一部を改正する訓令の

制定について（通知） 【令和３年12月28日鹿教総５０８号鹿教教第５１１号】
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定 義 特別休暇は，選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故その他の特別の事由により学

校職員が勤務しないことが相当である場合として任命権者が人事委員会と協議して定める

場合における休暇とする。期間も協議して定める。 【勤務条例１３条】

教頭・事務長において専決できる休暇は次のとおり

①別表第１第15号から第16号の２まで ②生理休暇 ③つわり休暇 ④育児休暇

⑤結婚休暇 ⑥出産補助休暇 ⑦産前・産後休暇 ⑧看護休暇 ⑨短期介護休暇

⑩夏季休暇 ⑪永年勤続休暇 ⑫ドナー休暇 ⑬ボランティア休暇 ⑭弔祭休暇

【専決規程第３条，第４条】

休暇期間中に週休日又は休日がある場合には，休暇期間に含めて計算する。

【休暇規則第８条】

承 認 あらかじめ所属長の承認又は許可を受けなければならない。（産前休暇，産後休暇並び

に介護休暇を除く）

病気，災害その他やむを得ない事故により，あらかじめ承認を受けることができなかっ

た場合には，その勤務しなかった日から週休日を除き遅くとも３日以内に，その理由を付

して休暇の承認等を求めなければならない。

ただし，正当な理由があったと認める場合には，期間後において提出された承認等の要

求を受理することができる｡ 【休暇規則第１０条】

休暇の付与単位 別表第１第21号，第26号から第26号の４までの休暇（特定休暇）の単位は，１日，半日

，又は１時間とする。ただし，特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合におい

て，当該残日数に１時間未満の端数があるときは，当該残日数のすべてを使用することが

できる。 【休暇規則第４条第３項】

休暇の承認等の要求及びこれに対する承認等は特別休暇承認簿（様式第３号)・産前産

後休暇処理簿（様式第３号の２）による。 【休暇規則１３条】

＊別表第１第８号 やむを得ない私事故障

休 暇 ご と の 「やむを得ない私事故障」は，例えば，事務職員が通信教育生としてスクーリングに

補 足 説 明 出席する場合，社会通念上相当と認められる冠婚葬祭の場合，勤務条件に関する措置の

要求及び不利益処分に関する審査の請求において口頭審理に出席する場合，弔祭休暇に

おいて遠隔の地におもむくとき，その実際要する往復日数を加算する場合，国又は他の

地方公共団体の機関，学校その他の団体から委嘱を受け講演等を行う場合これらの機関

又は団体の行う職務上の教養に資する講演会，研究会等に参加する場合等がある。

期間は，３０日（週休日及び休日を含む）までは給与の全額支給，３０日を超えると

給与を半減する。

【昭和３２年２月２１日鹿教管第１５５号】

＊別表第１第22，23号 産前産後休暇

承認事項でなく届出事項である。届出は，産前産後休暇処理簿（規則様式３号の２）

に医師等の証明書を添付する。 【平成７年３月３１日鹿教教７１７号】

＊別表第１第24号 育児休暇（男性職員の場合）

当該職員以外の親が，育児休暇（これに相当するものを含む）を承認され，又は請求

している男性職員にあっては，その旨を特別休暇承認簿の事由欄に（ ）書で記載して

おかなければならない。 【平成１０年３月３１日鹿教教７１９号】

＊別表第１第25号 結婚休暇

学校職員が結婚した場合は，結婚した日から起算して６月を経過する日までのうち，

当該学校職員が申請する連続した７日以内の期間を結婚休暇の期間とする。結婚式の準
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備や新居の準備等のための取得もできる。

この場合において，「結婚した日」とは，戸籍法の定めるところにより婚姻届を提出

した日又は挙式を行った日等のうち，当該職員が選択した日とする。

【平成２５年８月１２日鹿教教第２１９号】

＊別表第１第26の3号 看護休暇

休暇の請求は，特別休暇処理簿に所要の事項を記載し，学校の長に提出することによ

り行うものとし，この場合において，当該配偶者，父母，子の状態や症状を簡潔に特別

休暇処理簿の備考欄に記載するものとする。

なお，学校の長は，当該休暇に係る配偶者，父母，子の負傷，疾病を確認できる書類

の提出を求めることができる。

県教育長が定める子の世話を，当該子に予防注射，予防接種，健康診断を受けさせる

こととした。 【平成２２年６月２９日鹿教教１６８号】

＊別表第１第26の4号 短期介護休暇

休暇の請求は，特別休暇承認簿に所要の事項を記載し，学校の長に提出することによ

り行うものとし，この場合において，特別休暇承認簿の事由欄に，要介護者の氏名，学

校職員との続柄及び学校職員との同居又は別居の別その他要介護者に関する事項を簡潔

に記載する。

また，学校の長は，必要と認めるときは別紙１（要介護者の状態等申出書）により書

類の提出を求めることができる。

ア 対象となる職員

要介護者の介護その他の県教育長が定める世話を行う学校職員

イ 要介護者の範囲

・ 同居，別居を問わない者

ア 配偶者（届出をしないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。）

イ 父 母 ウ 子 エ 配偶者の父母 オ 祖父母 カ 兄弟姉妹

キ 孫（その父母のいずれもが死亡している者に限る）

・ 同居（学校職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。）

に限る者

ア 父母の配偶者（届出をしないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。）

イ 配偶者の父母の配偶者 ウ 子の配偶者 エ 配偶者の子

ウ その他の県教育長が定める世話

要介護者の通院等の付添い，要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要

な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

【平成２２年６月２９日鹿教教１６８号】

＊別表第１第28号 永年勤続休暇

休暇の請求は，特別休暇承認簿に所要の事項を記載し，学校長に提出することにより

行うものとする。

ア 対象職員

(1) 当該年度中に４５歳又は５５歳に達する学校職員

(2) 当該年度中に国又は他の地方公共団体等への派遣から復帰した学校職員（当該派

遣期間中にアに該当することとなったにもかかわらず，この休暇を取得すること

ができなかった学校職員に限る。）

(3) 指定された年度における指定された学校職員（平成１０年４月１日において，既

に４５歳を超えている学校職員に限る。）

(4) 前年度中に(1)から(3)までに該当したにもかかわらず，やむを得ない理由により
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この休暇を取得することができなかった学校職員

〔留意点〕

① (2)の「派遣」とは，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の17

第１項に規定する派遣のみでなく，国又は他の地方公共団体に割愛採用される

場合，国若しくは他の地方公共団体又はその他の団体において任命権者の命令

を受けて研修に従事する場合等を含むものであること。

② (3)の「指定」については，次のとおりであること。

経過措置：省略

③ (4)の「やむを得ない理由」とは，業務の多忙，長期の療養休暇及び休職等客

観的にこの休暇を取得できない状況にある場合をさすものであること

④永年勤続休暇は，原則として(1)から(3)までに該当する年度に限り取得できる

ものであり，例外的に「やむを得ない理由」があった場合はその翌年度におい

ても取得することができるが，更にその翌年度に取得することはできないもの

であること 【平成10年３月31日鹿教教第716号】

⑤原則として，連続する２日の範囲内の期間であるが，分割取得も認める

【平成11年４月20日鹿教教第50号】

＊別表第１第30号 ボランティア休暇

特別休暇承認簿に，ボランティア活動計画書（別紙）を添付し承認を求める。

【平成８年１２月２７日鹿教教６７３号】

＊別表第１第31号 弔祭休暇

休暇の請求は，特別休暇承認簿に所要の事項を記載し，学校長に提出することにより

行うものとする。

遠隔の地におもむくとき,その実際要する往復日数を加算することができる。

【昭和32年２月21日鹿教管第155号】

休暇規則別表第２（別表第１第３１号）忌引関係

親 族 日 数 親 族 日 数

配 偶 者 1 0 日 父 母 ７ 日

子

姻 族 （特別養子縁

血族 父 母 ７ 日 組の成立前の １ 日

監護対象者等

を含む。）

子 ５ 日

（特別養子縁

組の成立前の 祖 父 母 １ 日

監護対象者等

を含む。）

祖 父 母 ３ 日 兄 弟 姉 妹 １ 日

孫 １ 日 伯 叔 父 母 １ 日

兄 弟 姉 妹 ３ 日

伯 叔 父 母 １ 日

※生計を一にする姻族の場合は，血族に準ずる。

【平成７年３月31日鹿教教第717号】
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報 告 校長は次の場合速やかにその事情を記した書類をもって教育長に報告しなければならない｡

【事務処理要領第１６条】

職員が私事故障により出勤しない日が引き続き２週間をこえる場合。

勤務条例第１３条の規定により教育委員会が人事委員会と協議して定める場合は，

下記の別表第１第２号から第３２号までに掲げる期間とする。（第１号は病気休暇）

【休暇規則第５条】

休暇規則別表第１（第４条，第５条及び第１１条関係）

別 表 原 因 承認を与える時間又は期間

１ 負傷又は疾病（予防注射又は予防接種 医師の証明等に基き最小限度必要

による著しい発熱等の場合を含む｡) な時間又は期間

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成１０年法律第 そのつど必要な時間又は期間

１１４号）による交通の制限又は遮断

３ 地震，風水害，火災その他非常災害に 上に同じ

よる交通しゃ断

４ その他交通機関の事故等の不可抗力の 上に同じ

原因

５ 裁判員，証人，鑑定人，参考人等とし そのつど必要な時間又は期間

て，国会，裁判所，地方公共団体の議会

その他の官公署へ出頭する場合

６ 選挙権その他公民としての権利の行使 上に同じ

７ 所轄機関の事務又は事業の運営上の必

要に基く事務又は事業の全部又は一部の 上に同じ

停止（台風の来襲等に因る事故発生の防

止のための措置を含む。）

８ やむを得ない私事故障 上に同じ

９ 勤務時間中，報酬を得ないで一般職に 職務遂行に支障のない限り最小限

属する職の職務以外のすべての事務に従 度の時間又は期間

事する場合
10 研修を受ける場合 計画の実施に伴い必要な時間又は

期間

11 厚生に関する計画の実施に参加する場 上に同じ

合

12 営利企業等に従事するために勤務時間 職務遂行に支障のない限り最小限

をさくことを許可された場合（法律又は 度の時間又は期間

条例の規定により勤務しないことにつき

給与を減額されない旨の承認があった場

合に限る。）

13 教育公務員が教育に関する他の事業又 上に同じ

は事務に従事することを許可された場合

14 地方公務員法第５５条第８項の規定に そのつど必要な時間

基づき，当局と交渉を行う場合

15 妊娠中又は出産後１年以内の女性職員 医師の証明等（病院又は保健所等

が母子保健法（昭和４０年法律第１４１ が発行する通知書及び母子健康手

号）第１０条に規定する保健指導又は同 帳を含む。）に基づき，１回につ

法第１３条に規定する健康診査を受ける き１日の勤務時間の範囲内で最小

場合 限度必要な時間とし，回数は，妊

娠満２３週までは４週間に１回，

妊娠満２４週から満３５週までは

２週間に１回，妊娠満３６週から

出産までは１週間に１回，産後１

年までは，その間に１回（医師等

の特別の指示があった場合には，

いずれの期間についてもその指示

された回数）
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原 因 承認を与える時間又は期間

16 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交 正規の勤務時間の始め又は終わり

通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健 において１日につき１時間を超え

康保持に影響があると認められる場合 ない範囲内で必要な時間

（交通機関には，自家用車を含む)

16の2 妊娠中の女性職員が，従事する業務

が母体又は胎児の健康保持に影響がある 必要な時間

として，休息し，又は補食する場合

17 地方公務員法第４６条の規定による勤

務条件に関する措置の要求をした学校職 そのつど必要な時間又は期間

員の審理への出頭

18 地方公務員法第４９条の２第１項の規

定による不利益処分についての不服申立 上に同じ

てをした学校職員の審理への出頭

19 地震，風水害，火災その他の災害によ

り次のいずれかに該当する場合その他こ

れらに準ずる場合で，学校職員が勤務す

ることが困難である場合

(1) 学校職員の現住居が滅失し，又

は損壊した場合で，当該学校職員

がその復旧作業等を行い，又は一 ７日の範囲内の期間

時的に非難しているとき

(2) 学校職員及び当該学校職員と同

一の世帯に属する者の生活に必要

な水，食料等が著しく不足してい

る場合で，当該学校職員以外には

それらの確保ができないとき

（生理休暇）

20 女性職員が生理のため就業が著しく困 ２日の範囲内の期間

難である場合

（つわり休暇）

21 妊娠中の女性職員がつわりのため勤務 当該妊娠の期間を通じ７日の範囲

することが困難である場合 内の期間

（産前休暇）

22 ８週間（多胎妊娠の場合にあっては１ 出産の日までの請求した期間

４週間）以内に出産する予定の女性職員

が休暇を請求した場合

（産後休暇）

23 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間の期間

（育児休暇）

24 生後１年６月に達しない子（特別養子 １日２回それぞれ４５分以内又は

縁組の成立前の監護対象者等を含む。） １日１回９０分以内の期間（男性

を育てる学校職員が，その生児の保育の 職員にあっては，その子の当該職

ために必要と認められる授乳等を行う場 員以外の親（当該子について民法

合 （明治29年法律第89号）第817条

の２第１項の規定により特別養子

縁組の成立について家庭裁判所に

請求した者（当該請求に係る家事

審判事件が裁判所に係属している

場合に限る。）であつて当該子を

現に監護するもの又は児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第27条

第１項第３号の規定により当該子

を委託されている同法第６条の４

第２号に規定する養子縁組里親若

しくは同条第１号に規定する養育

里親である者（同法第27条第４項
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項 目 処 理 方 法

に規定する者の意に反するため，

同項の規定により，養子縁組里親

として委託することができない者

に限る。）を含む。）が当該職員

がこの号の休暇を使用しようとす

る日におけるこの号の休暇（これ

に相当する休暇を含む。）を承認

され，又は労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）第６７条の規定

により同日における育児時間を請

求した場合は，１日２回それぞれ

４５分又は１日９０分から当該承

認又は請求に係る各回ごとの期間

を差し引いた期間を超えない期間

）

（結婚休暇）

25 学校職員が結婚する場合 週休日，休日及び代替休暇を除く

連続する７日の範囲内の期間

（出産補助休暇）

26 学校職員が配偶者の出産に伴い看護, 配偶者の出産に係る入院等の日か

家事等に従事するため休暇を請求した場 ら当該出産の日後２週間を経過す

合 る日までの期間内における３日の

範囲内の期間

（産前・産後休暇）

26の2 学校職員の妻が出産する場合であ 当該期間内における５日の範囲内

て，その出産予定日の８週間（多胎妊 の期間

娠の場合にあっては，14週間）前の日

から当該出産の日後１年を経過する

日までの期間にある場合において，当

該出産に係る子又は小学校就学の始期

に達するまでの子(特別養子縁組の成

立前の監護対象者等及び妻の子を含む

。)を養育する学校職員が，これらの

子の養育のため勤務しないことが相当

であると認められる場合

（看護休暇）

26の3 配偶者,父母,学校職員が養育する 一の年につき５日の範囲内の期間

中学校就学の始期に達するまでの子（ ただし，次に掲げる場合にあって

特別養子縁組の成立前の監護対象者等 は，それぞれ次に掲げる期間

及び配偶者の子を含む。以下この号に (1) 対象者が２人以上である場

おいて「子」という。）又は配偶者の 合((2)に掲げる場合を除く)

父母（以下この号において「対象者」 ６日の範囲内の期間

という。）の看護（負傷し，若しくは (2)子が２人以上である場合

疾病にかかった対象者の世話又は疾病 10日の範囲内の期間

の予防を図るために必要なものとして

県教育長が定める子の世話を行うこと

をいう。）のため勤務しないことが相

当であると認められる場合

（短期介護休暇）

26の4 勤務条例第14条第1項に規定する要 一の年において５日（要介護者が

介護者の介護その他の県教育長が定め ２人以上の場合にあつては，10日

る世話を行う学校職員が，当該世話を ）の範囲内の期間

行うため勤務しないことが相当である

と認められる場合
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項 目 処 理 方 法

原 因 承認を与える時間又は期間

（夏季休暇） 一の年の７月から１０月までの期

27 学校職員が夏季における盆等の諸行事 間内における，週休日，条例第８

，心身の健康の維持及び増進又は家庭生 条の３第１項の規定により割り振

活の充実のため休暇を請求した場合 られた勤務時間の全部について超

勤代休時間が指定された勤務日等

，休日及び代替休暇を除いた原則

として連続する５日の範囲内の期

間

（永年勤続休暇） 週休日，条例第８条の３第１項の

28 長年にわたって勤務している学校職員 規定により割り振られた勤務時間

（教育委員会が人事委員会と協議して定 の全部について超勤代休時間が指

める者に限る。）が心身の健康の維持及 定された勤務日等，休日及び代替

び増進のため休暇を請求した場合 休暇を除いた原則として連続する

２日の範囲内の期間

（ドナー休暇）

29 学校職員が骨髄移植のための骨髄若し 当該申出又は提供に伴い必要な検

くは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹 査，入院等に要する期間

細胞の提供希望者としてその登録を実施

する者に対して登録の申出を行い，又は

配偶者，父母，子（特別養子縁組の成立

前の監護対象者等を含む。）及び兄弟姉

妹以外の者に，骨髄移植のため骨髄若し

くは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細

胞を提供する場合

（ボランティア休暇）

30 学校職員が自発的に，かつ，報酬を得 一の年において５日の範囲内の期

ないで次に掲げる社会に貢献する活動（ 間

専ら親族に対する支援となる活動を除く

。）を行う場合

(1) 地震，暴風雨，噴火等により相当規

模の災害が発生した被災地又はその周

辺の地域における生活関連物資の配布

その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設，特別養護老人ホー

ムその他の主として身体上若しくは精

神科疾患を有する者又は負傷し，若し

くは疾病にかかった者に対して必要な

措置を講ずることを目的とする施設で

あって教育委員会が人事委員会と協議

して定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか，身

体上若しくは精神科疾患，負傷又は疾

病により常態として日常生活を営むの

に支障がある者の介護その他の日常生

活を支援する活動

（弔祭休暇）

31

(1) 忌引 親族に応じ別表第２の日数の欄に

学校職員の親族（別表第２の親族の 掲げる連続する日数の範囲内の期

欄に掲げる親族に限る。）が死亡した 間

場合

(2) 祭日

配偶者,父母,子（特別養子縁組の成 年各１日

立前の監護対象者等を含む。）又は配

偶者の父母
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項 目 処 理 方 法

原 因 承認を与える時間又は期間

32 前各号に掲げるもののほか，教育委員 当該学校職員の職務遂行に支障の

会が特に必要と認め，人事委員会の承認 ない限りの最小限度の時間又は期

を受けた場合 間

非 常 勤 職 員 の ※有給の特別休暇

特別休暇の付与 原 因 承認を与える時間又は期間

対象者 ア（公民権行使） 必要と認められる期間

非常勤職員が選挙権その他公民としての 単位：日，時間，分

権利を行使する場合で，その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められるとき

イ（官公署出頭） 必要と認められる期間

非常勤職員が裁判員，証人，鑑定人，参 単位：日，時間，分

考人等として国会、裁判所、地方公共団体

の議会その他官公署へ出頭する場合で、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認めら

れるとき

ウ（損壊住宅等復旧） ７日の範囲内の期間

地震，水害，火災その他の災害により次 単位：日

のいずれかに該当する場合その他これらに

準ずる場合で，非常勤職員が勤務しないこ

とが相当であると認められるとき

（ア）非常勤職員の現住居が滅失し，又

は損壊した場合で，当該非常勤職員

がその復旧作業等を行い，又は一時

的に避難しているとき。

（イ）非常勤職員及び当該非常勤職員と

同一の世帯に属する者の生活に必要

な水，食料等が著しく不足している

場合で，当該非常勤職員等以外には

それらの確保を行うことができない

とき。

エ（災害等出勤困難） 必要と認められる期間

非常勤職員が地震，水害，火災その他の 単位：日，時間，分

災害又は交通機関の事故等により出勤する

ことが著しく困難であると認められる場合

オ（退勤途上危険回避） 必要と認められる期間

地震，水害，火災その他の災害又は交通 単位：日，時間，分

機関の事故等に際して，非常勤職員が退勤

途上における身体の危険を回避するため勤

務しないことがやむを得ないと認められる

場合

カ（忌引） 親族に応じ別表第２の日数の欄に

非常勤職員の親族（学校職員の休暇に関 掲げる連続する日数（葬儀のため

する規則別表第２の親族欄に掲げる親族に 遠隔の地に赴く場合にあっては，

限る。）が死亡した場合で非常勤職員が葬 往復に要する日数を加えた日数）

儀，服喪その他の親族の死亡に伴い必要と の範囲内の期間

認められる行事等のため勤務しないことが 単位：日

相当であると認められる場合

キ（結婚休暇） 結婚の日の５日前から当該結婚の

非常勤職員が結婚する場合で結婚式，旅 日後１月を経過する日までの期間
行その他の結婚に伴い必要と認められる行 内における連続する５日の範囲内
事等のため勤務しないことが相当であると の期間

認められる場合 単位：日
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項 目 処 理 方 法

※有給の特別休暇 10月

ク（夏季休暇） ーの年度の７月から１０月までの

非常勤職員（１年間当たりの勤務日の 期間内における，勤務を要しない

日数が47日以下である者を除く。）が夏 日を除いて原則として連続する５

季における盆等の諸行事，心身の健康の 日の範囲内の期間

維持及び増進又は家庭生活の充実のため 単位：日

勤務しないことが相当であると認められ

る場合

ケ（産前休暇） 出産の日までの申し出た期間

６週間（多胎妊娠の場合にあっては，１ 単位：日

４週間）以内に出産する予定である女性の

非常勤職員が申し出た場合

コ（産後休暇） 出産の日の翌日から８週間を経過

女性の非常勤職員が出産した場合 する日までの期間（産後六週間を

経過した女性の非常勤職員が就業

を申し出た場合において医師が支

障がないと認めた業務に就く期間

を除く。）

単位：日

サ（出生サポート休暇） 一の年度において１０日（当該通

非常勤職員（１年間当たりの勤務日の日 院等が体外受精その他の教育長が

数が121日以上である者に限る。）が不妊 定める不妊治療休暇に係るもので

治療に係る通院等のため勤務しないことが ある場合にあっては10日）

相当であると認められる場合

シ（出産補助休暇） ２日

非常勤職員（１年間当たりの勤務日の日

数が121日以上である者に限る。）が妻の

出産に伴い勤務しないことが相当であると

認められる場合

ス（産前・産後休暇） 当該出産に係る子又は小学校就学

非常勤職員（１年間当たりの勤務日の日 の始期に達するまでの子を療育す

数が121日以上である者に限る。）の妻が る非常勤職員がこれらの子の療育

出産する場合であってその出産予定日の６ のため勤務しないことが相当であ

週間（多胎の場合は14週間）前の日から出 ると認められるときにおける休暇

産の日後８週間を経過する日までの期間に ５日

ある場合
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項 目 処 理 方 法

※無給の特別休暇

原 因 承認を与える時間又は期間

ア（育児休暇） １日２回それぞれ３０分以内の期

生後１年に達しない子（鹿児島県学校職 間（男性の非常勤職員にあっては

員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成 その子の当該非常勤職員以外の親

７年条例第25号）第８条の２第６項におい （当該子について民法（明治29年

て子に含まれるものとされる者を含む。 法律第89号）第817条の２第１項

２の(2)のケの（ア)及び（ウ）を除き，以 の規定により特別養子縁組の成立

下同じ。）を育てる非常勤職員が，その子 について家庭裁判所に請求した者

の保育のために必要と認められる授乳等を （当該請求に係る家事審判事件が

行う場合 裁判所に係属している場合に限る

。）であって当該子を現に監護す

るもの又は児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により当該子を委託され

ている同法第６条の４第２号に規

定する養育里親である者（同法第

27条第４項に規定する者の意に反

するため，同行の規定により，養

子縁組里親として委託することが

できない者に限る。）を含む。）

が当該非常勤職員がこの号の休暇

を使用しようとする日におけるこ

の号の休暇（これに相当する休暇

を含む。）を承認され、又は労働

基準法 （昭和２２年法律第４９

号）第６７条の規定により同日に

おける育児時間を請求した場合は

、１日２回それぞれ30分から当該

承認又は請求に係る各回ごとの期

間を差し引いた期間を超えない期

間）

単位：分

イ（子の看護休暇） 一の年度において５日（その養育

小学校就学の始期に達するまでの子（ する小学校就学の始期に達するま

配偶者の子を含む。）を養育する非常勤職 での子が２人以上の場合にあって

員（１年間当たりの勤務日の日数が１２１ は，１０日）（勤務日ごとの勤務

日以上である者に限る。次号において同じ 時間の時間数が同一でない非常勤

。）が，その子の看護（負傷し，若しくは 職員にあっては，１日当たりの平

疾病にかかったその子の世話又は疾病の予 均勤務時間に５（その養育する小

防を図るために必要なものとして教育委員 学校就学の始期に達するまでの子

会が定める子の世話を行うことをいう。） が２人以上の場合にあっては，１

のため勤務しないことが相当であると認め ０）を乗じて得た数の時間（１時

られる場合 間未満の端数があるときは，これ

を切り上げた時間））の範囲内の

期間

単位：

時間数同一日の場合：日，時間

時間数同一でない場合：時間
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項 目 処 理 方 法

※無給の特別休暇

ウ（短期介護休暇） 一の年度において５日（要介護者

次に掲げる者（ウに掲げる者にあっては が２人以上の場合にあっては，１

，非常勤職員と同居しているものに限る。 ０日）（勤務日ごとの勤務時間の

）で負傷，疾病又は老齢により２週間以上 時間数が同一でない非常勤職員に

の期間にわたり日常生活を営むのに支障が あっては，１日当たりの平均勤務

あるもの（以下「要介護者」という。）の 時間に５（要介護者が２人以上の

介護その他の教育委員会が定める世話を行 場合にあっては，１０）を乗じて

う非常勤職員が，当該世話を行うため勤務 得た数の時間（１時間未満の端数

しないことが相当であると認められる場合 があるときは，これを切り上げた

ア 配偶者（届出はしないが事実上婚 時間）の範囲内の期間

姻関係と同様の事情にある者を含む 単位：

。以下同じ。），父母，子又は配偶 時間数同一日の場合：日，時間

者の父母 時間数同一でない場合：時間

イ 祖父母，孫及び兄弟姉妹

ウ 父母の配偶者，配偶者の父母の配

偶者，子の配偶者及び配偶者の子

エ（介護休暇） 指定期間内において必要と認めら

要介護者の介護をする非常勤職員が，当 れる期間

該介護をするため，所属長が，非常勤職員 単位：日，時間

の申出（当該申出の時点において，１年間 ＊時間単位の休暇は，１日を通

当たりの勤務日の日数が１２１日以上であ じ，始業時刻から連続し，又は

る者であって，引き続き在職した期間が１ 終業時刻まで連続した４時間（

年以上であり，かつ，当該申出において， この休暇と要介護者を異にする

指定期間の指定を希望する期間の初日から キの介護時間の承認を受けて勤

起算して９３日を経過する日から６月を経 務しない時間がある日について

過する日までに，その任期（任期が更新さ は，当該４時間から介護時間の

れる場合にあっては，更新後のもの）が満 承認を受けて勤務しない時間を

了すること及び引き続き採用されないこと 減じた時間）の範囲内。

が明らかでないものからの申出に限る。）

に基づき，当該要介護者ごとに，３回を超

えず，かつ，通算して９３日を超えない範

囲内で指定する期間（以下「指定期間」と

いう。）内において，勤務しないことが相

当であると認められる場合
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項 目 処 理 方 法

※無給の特別休暇

オ（介護時間） 当該連続する３年の期間内におい

要介護者の介護をする非常勤職員（初め て１日につき２時間（当該非常勤

てこの休暇の承認を請求する時点において 職員について１日につき定められ

，１年間当たりの勤務日の日数が１２１日 た勤務時間から５時間４５分を減

以上である者であり，かつ，１日につき定 じた時間が２時間を下回る場合は

められて勤務時間が６時間１５分以上であ ，当該減じた時間）を超えない範

る勤務日があるものであって，引き続き在 囲内で必要と認められる期間

職した期間が１年以上であるものに限る。 単位：３０分

）が，当該介護をするため，当該要介護者

ごとに，連続する３年の期間（当該要介護

者に係る指定期間と重複する期間を除く。

）内において１日の勤務時間の一部につき

勤務しないことが相当であると認められる

場合

カ（生理休暇） 必要と認められる期間

女性の非常勤職員が生理日における就業 単位：日

が著しく困難なため勤務しないことがやむ

を得ないと認められる場合

キ（妊産疾病休暇） 必要と認められる期間

女性の非常勤職員が母子保健法（昭和４ 単位：日，時間，分

０年法律第１４１号）の規定による保健指

導又は健康診査に基づく指導事項を守るた

め勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合

ク（公務災害傷病休暇） 必要と認められる期間

非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のた 単位：日，時間

め療養する必要があり，その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる場合

ケ（私傷病休暇） 一の年度において１年間当たりの

非常勤職員（１年間当たりの勤務日の日 勤務日の日数に応じ，別表第３の

数が４７日以下である者を除く。）が負傷 日数の項に掲げる日数の範囲内の

又は疾病のため療養する必要があり，その 期間

勤務しないことがやむを得ないと認められ 単位：日，時間

る場合（前３号に掲げる場合を除く。）

コ（ドナー休暇） 必要と認められる期間

非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若し 単位：日，時間

くは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細

胞の提供希望者としてその登録を実施する

者に対して登録の申出を行い，又は配偶者

，父母，子及び兄弟姉妹以外の者に，骨髄

移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植

のため末梢血幹細胞を提供する場合で，当

該申出又は提供に伴い必要な検査，入院等

のため勤務しないことがやむを得ないと認

められるとき

別表第３（第２４条関係）

１年間当たりの勤務 217日以上 169日から 121日から 73日から 48日から

日の日数 216日まで 168日まで 120日まで 72日まで

日数 １０日 ７日 ５日 ３日 １日

休 暇 の 特別休暇（産前休暇，産後休暇，介護休暇，介護時間及び公務災害傷病休暇を除く。）の

付 与 手 続 き 承認を受けようとする非常勤職員は，あらかじめ所属長に請求しなければならない。ただし

，病気，災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には，その事

由を付して事後において承認を求めることができる。
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項 目 処 理 方 法

休 暇 ご と の ※有給の特別休暇

補 足 説 明 イ（官公署出頭）

所属長は，この休暇を承認するに当たっては，当該官公署の発行する出頭要請書の写

しの提出を求めること。

ケ（産前休暇）

特別休暇処理簿（服務規程別記第8号様式）に所要の事項を記載し，出産の予定を証明

する書類を添付してあらかじめ所属長に対して行わなければならない。

コ（産後休暇）

特別休暇処理簿に所要の事項を記載し，出産した旨を証明する書類を添付して速やかに

所属長に届け出なければならない。

※無給の特別休暇

ア（育児休暇）

特別休暇処理簿に所要の事項を記載し，所属長等に提出する。当該職員以外の親が，育

児休暇を承認され，又は請求している男性職員にあっては，その旨を備考欄に記載する。

イ（看護休暇）

対象者の負傷，疾病の状況等を簡潔に特別休暇処理簿の備考欄に記載する。

ウ（短期介護休暇）

所要の事項を記載した要介護者の状態等申出書（服務規程別記第８号様式の２の２）を

提出しなければならない。

エ（介護休暇）

介護休暇処理簿（服務規程別記第８号様式の２の３）に指定期間の指定を希望する期間

の初日及び末日を記入して，当該指定に係る介護を必要とする者の介護を必要とする状態

を証明する書類，申立書を添えて所属長に申し出る。

オ（介護時間）

介護時間処理簿（服務規程別記第８号様式の２の４）に所要の事項を記載し，当該請求

に係る介護を必要とする状態を証明する書類，申立書を添えて所属長に申し出る。

キ（妊産疾病休暇）

保健指導又は健康診断に基づく指導事項を確認できる書類を提出しなければならない。

※ 様式については次のとおり掲載

「特別休暇承認簿」「産前産後休暇処理簿」「ボランティア活動計画書」

：協会ＨＰ
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別紙１(学校職員の休暇の取扱いに関する規則別表第１第26号の４関係）

要介護者の状態等申出書

年 月 日

学 校 名

職・氏名

１ 要介護者に関する事項

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 職員との続柄

(4) 職員との同居又は別居の別

□同居 □別居

(5) 介護が必要となった時期

年 月 日

２ 要介護者の状態

３ 備考

注１ 「１(5) 介護が必要となった時期」については，その時期が請求を行う時から相当以前であるこ

と等により特定できない場合には，日又は月の記載を省略することができること。

２ 「２ 要介護者の状態」には，職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況が明らかに

なるように，具体的に記入すること。

３ この申出書には，医師の診断書等，介護を必要とする状態を証明する書類を添付すること。



- 1 -

単 位 事 務 名

病 気 休 暇

根 拠 及 び 教育公務員特例法 【第１４条】

参 考 法 令 教育公務員特例法施行令 【第１０条】

鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例 【第１２条】

学校職員の休暇の取扱いに関する規則 【休暇規則】

生活習慣病及び精神科疾患による病気休暇の期間延長に関する要領

【昭和46年12月27日鹿教管第596号生活習慣病等期間延長要領】

結核休職等取扱要領 【結休要領】

県立学校管理規則 【管理規則第３５条】

県立学校事務処理要領 【事務処理要領 第１６条】

鹿児島県教育委員会職員安全衛生管理規程 【平成１７年３月２９日訓令第１号】

鹿児島県学校職員等健康診断諮問委員会規則の制定について（通知）

【昭和６１年３月２９日鹿教保第１１１８号】

学校職員の有給休暇の取扱に関する規則について（通知）

【昭和３２年２月２１日鹿教管第１５５号】

学校職員の無給休職期間の取扱いについて（通知）

【昭和４１年５月２６日鹿教管第２２８号】

病気休暇の取扱いの拡大について（通知） 【平成２１年８月３１日 教職員課長】

超勤代休時間及び半日単位の年次有給休暇取得制度の新設等について（通知）

【平成２２年３月３１日鹿教教第５９０号】

項 目 処 理 方 法

定 義 病気休暇は，学校職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 【勤務条例第12条】

休 暇 期 間 計 算 休暇期間中に週休日又は休日がある場合は，休暇期間に含めて計算する。

【休暇規則第８条】

時間単位の休暇を日に換算するときは７時間４５分を１日とする。

【休暇規則第９条】

病気休暇の途中での中止が，病状の安定又は軽快（医師の指示により隔日治療を命ぜら

れ又は全治の認定により出勤しても差し支えないとされた場合等）を理由とせず作為的で

あると認められるときは，期間計算において中断期間を含めて計算する。

【昭和３２年２月２１日鹿教管第155号】



- 2 -

項 目 処 理 方 法

承 認 次の場合を除いて休暇は校長が承認する。

１ 公務災害の療養を要する場合

２ 結核性疾患のため療養を要する場合

３ 成人病又は精神科疾患のため療養期間の延長を要する場合

【管理規則第３５条】

休暇をとる場合は，あらかじめ所属長の承認又は許可を受けなければならない。

【休暇規則第１０条】

週休日を除き引き続き６日を超える休暇の承認を求める場合は，医師の証明書その他勤

務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

【休暇規則第１１条】

報 告 校長は，次の場合には速やかにその事情を記した書類をもって教育長に報告しなければ

ならない。

１ 職員が伝染病により，出勤できなくなった場合。

２ 傷病により出勤しない日が引き続き２月を超えるに至った場合。

【事務処理要領第１６条】

結 核 療 養 １ 教育公務員の結核療養休暇

休 暇 教育公務員とは，校長，教頭，副校長，主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭，養護教

諭，養護助教諭，栄養教諭，講師（常勤）及び教育長等をいう。 【教特法第２条２】

教育公務員の結核性疾患による休職者には，その期間中，給与の全額を支給する。

【教特法第１４条】

実習助手及び寄宿舎指導員については，教特法第14条の規定を準用する。

【教特法施行令第１０条】

２ 職員の結核性疾患による病気休暇及び休職並びに結核性疾患による病気休暇又は休職

からの復職（職務復帰を含む。）については，鹿児島県学校職員等健康診断諮問委員会

（以下「諮問委員会」という。）の審議を経るものとする。

３ 諮問委員会による審議の結果，結核性疾患により「Ａ(要休業)」，「Ｂ(要軽業)」，

又は「Ｃ（要注意）」の判定があった場合は，県教育長は直ちに当該職員の属する学校

の校長にその旨通知する。

４ ３の規定により「Ａ（要休業）」の通知があった場合は，校長は，直ちに当該職員の

出校を停止させ，その翌日から９０日間の病気休暇を与える。

５ ４の規定にかかわらず，結核性疾患による「Ａ(要休業)」の判定以前に結核性疾患以

外の疾病により病気休暇中の職員については，当該病気休暇の初日から９０日間を病気

休暇とする。 【結休要領】

※「Ｂ（要軽業）」又は「Ｃ（要注意）」とされた職員は，３月毎に「学校職員等結核

性疾患経過観察診断書」を校長を経て教育長に提出するものとする。 【結休要領12】

６ 上記以外の学校職員の結核療養休暇

健康診断の結果，結核の判定を受け，教育委員会が療養を要する者と認定したときは,

県職員の例により，その療養期間中は，有給休暇とする。

【休暇規則第４条第２項】

教育長は，職員が結核性疾患に係る療養休暇の承認を受けようとする場合は，１２月の

範囲内においてこれを与えるものとする。

教育長は，結核性疾患に係る療養休暇の承認を受けている職員がその期間の延長の承認

を受けようとする場合において，その者の病状，発病の原因その他についてやむを得ない
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項 目 処 理 方 法

事情があると認めたときは，前項に規定する期間を通じて１８月の範囲内においてこれを

与えるものとする。 【職員安全衛生管理規程第３６条】

結 核 以 外 の 所属長は，療養を必要とし休暇を希望する者に対しては，休暇規則別表第１第１号

療 養 休 暇 に掲げる基準に基づき，９０日以内の範囲において病気休暇を与える。

【休暇規則第４条第３項】

※(1) 配偶者，父母，子又は兄弟姉妹に対して骨髄液を提供した場合は，骨髄液の採

取後の期間については，病気休暇の対象にすることができる。

(2) 骨髄液の提供を原因として疾病が発症した場合は，その時点から病気休暇とし

て取り扱うことができる。

【地方公務員の勤務時間・休日・休暇 Ｑ＆Ａ】

生 活 習 慣 病 生活習慣病又は精神科疾患により，病気休暇を与えられている者について，当該疾

又 は 精 神 科 患の病状，発病の原因,その他についてやむを得ない事情があると認めたときは,９０

疾 患 に よ る 日の範囲を超えて病気休暇の期間を延長することができる。

病 気 療 養 休 暇 ただし，９０日の期間を通じて６月を超えることはできない。

【休暇規則第４条第４項】

期 間 の 延 長 病気休暇の期間延長ができるのは

(1) 精神科疾患についてはその全部

(2) 生活習慣病については，原則として次の疾患に該当する場合である。

① 脳血管疾患

② 高血圧症

③ 虚血性心疾患

④ 悪性新生物

⑤ 糖尿病

⑥ その他鹿児島県学校職員等健康診断諮問委員会が認めた疾患

【生活習慣病等期間延長要領２】

取 扱 い の 拡 大 取扱い拡大の内容

○次のすべてを満たすものに限り，特例的に週９時間を限度として，短期病気休暇制度

での処理に当たり，通算しない取扱いとする。

①その原因となっている疾病が，諮問委員会において「生活習慣病扱い」とされた疾

病であること。

②医師の判断に基づく治療のための通院であり，その治療のための通院が，生命に直

接的に関わるものとして，諮問委員会において承認を受けたこと。

③勤務時間内に通院することが，やむを得ないと認められるものであること。

④病気休暇の取得可能期間（６月）が満了していること。

⑤病気休暇の満了日又は病気休暇に引き続く休職からの復職日から起算して，１年の

期間内におけるものであること
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項 目 処 理 方 法

休 暇 日 数

休 暇 日 数 休暇後の取扱 備 考

公 務 災 害 に よ る 療 養 休 暇 限 定 な し

結 核 教 育 公 務 員 ９０日以内 結 核 休 職 ３ 年 有 給

療養休暇 上記以外の学校職員 １８月以内 結 核 休 職 ２ 年 有 給

１年有給（８割）
結 核 以 外 の 病 気 療 養 休 暇 ９０日以内 普 通 休 職

２ 年 無 給

生活習慣病又は精神科疾患
６ 月 以 内 普 通 休 職 〃

に よ る 病 気 療 養 休 暇

（病気休暇の期間計算と起算点）（勤務時間質疑応答集から抜すい）

１ 病気休暇の起算点は，心身の故障により勤務しえなくなった日ではなく，「病気

休暇を承認された最初の日」とされるので，Ｂから起算し，引き続き９０日となる

Ｄまでが病気休暇として認定される。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ疾病による１０日の年休 Ａ疾病による病気休暇９０日

２ 「引続き９０日間」の「引続き」の意味は，「病気により勤務しない状態が引続

いている状態」であるから，Ａ疾病が６０日で治癒し，同日から続いてＢ疾病によ

って勤務しないことになった場合でも，病気休暇として引き続いている状態である

から，Ａから起算し，９０日となるＣまでが病気休暇として承認される。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
３０日

Ａ疾病による病気６０日 Ｂ疾病による病気９０日

生活習慣病等の病気休暇延長の場合は，病気休暇期間延長願（別記様式第１号）

に診断書（別記様式第２号）を添付し，校長を経由して延長を希望する日の２週間

前までに教育長に提出する。 【生活習慣病等期間延長要領４】

３ 休暇期間中に週休日又は休日がある場合には，休暇期間に含める。

【休暇規則第８条】

（承認および処理）

１ 医師の診断書等を添えて校長に承認を受ける。 【休暇規則第１１条】

※ 様式については次のとおり掲載

「病気休暇承認簿」「療養休暇簿」：協会ＨＰ

「診断書（病気休暇期間延長用）」「病気休暇延長願」：協会ＨＰ，職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「62 病気休暇延長関係」
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病 気 休 暇 承 認 簿 職 教諭 氏名 鹿児島 太郎

決裁 補 助 者 出勤簿

権者
休 暇 日 数 又 は 時 間 計 事 由 休暇場所

整 理

自○月○日 自 時 分 ○日 ○○病による 自宅

至○月○日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間

自 月 日 自 時 分 日

至 月 日 至 時 分 時間
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第１８号様式（第１２条関係）

療 養 休 暇 願

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

学 校 名 鹿児島県立○○高等学校

職 氏 名 教諭 鹿児島 太郎

生年月日 昭和○○年○○月○○日

下記により，療養休暇を承認してくださるようお願いします。

記

要 療 養 判 定 年 月 日 令和○○年○○月○○日

療養を必要とする期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで○間

療養休暇，休職の前歴

療 養 場 所 ○○市○○町○○番地 ○○病院

上記のとおり承認する。

令和 年 月 日

鹿児島県教育委員会教育長 印

（注）

１ この様式は，教育公務員特例法第１４条の適用又は準用を受ける職員以外の職員が結核性疾患によ

り療養休暇をとる場合に使用する。

２ 「学校職員等休職休暇（結核）診断書」又は「健康診断結果通知書の写し」を添付する。

３ 同文２通を作成し，学校長を経由して提出する。
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第２号様式

諮問委員会

の 判 定

診断書(病気休暇期間延長用)

※ ふりがな かごしまたろう ※ ※担 当

男・女 職名 教諭 国語

氏 名 鹿児島 太郎 教科名

※

生年月日 昭和○○年○○月○○日(満○○歳)

※ 県・市

学 校 名 鹿児島 立 ○○高等学校

町・村

※ 市 町

現 住 所 鹿児島 県 鹿児島 ○○ １２３４ 番地

郡 村

病 ※延長前の病気休暇 ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日（○日間）

名

※ 過去の 期間 年 月 日～ 年 月 日 年 月 日～ 年 月 日

休職歴

合 病名

併

症

今回の初診日 年 月 日

現病歴

及 び

治療経

過

一 般 所 見 検 査 成 績

現 症

今後の
療養上
の意見

療養の 療養の場所

必要な 年 月 日～ 年 月 日

期 間 (医療機関名)

上記のとおり診断する。

医療機関名

年 月 日 （科）

所 在 地

医 師 名 （自署）

（注）※印欄は，本人または学校で記入してください。
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第１号様式（生活習慣病等期間延長要領）

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長殿

学 校 名 鹿児島県立○○高等学校

職 氏 名 教諭 鹿児島 太郎

生年月日 昭和○○年○月○日 生

病 気 休 暇 期 間 延 長 願

病 名 ○ ○ ○ ○

令和 ○ 年 ８ 月 ２６ 日から

延 長 前 の 病 気 休 暇 ７７日間

令和 ○ 年 １１ 月 １０ 日まで

令和 ○ 年 １１ 月 １１ 日から

延長を希望する期間 ５１日間

令和 ○ 年 １２ 月 ３１ 日まで

療 養 場 所 ○○病院

令和 ○ 年９月４日～令和 ○ 年９月１３日まで

病気休暇，休職の前歴

１３日間○○のため病気休暇

校長の意見

鹿児島県立○○高等学校

校長名 校長 山田 一郎

願いのとおり承認する。

令和 年 月 日

教育長 印

（注）

１ 同文２通に診断書(病気休暇期間延長用)を添え，学校長を経由して提出する。

２ 病気休暇を延長する期間は，延長前の病気休暇の初日から６か月間を限度する。

３ 病気休暇を延長する期間は，診断書等に基づき当該病気の要療養期間とする。

４ 病気休暇の期間が９０日を超えることができるのは，精神科疾患についてはその全部，生活習慣病につ

いては原則として，次の疾患に該当する場合である。

① 脳血管疾患 ② 高血圧症

③ 虚血性心疾患 ④ 悪性新生物

⑤ 糖尿病 ⑥ その他鹿児島県学校職員等健康診断諮問委員会が認めた疾患

５ 添付書類

医師の診断書(病気休暇期間延長用)

※ 延長を希望する日の２週間前までには，県教育長に届くよう提出する。
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単 位 事 務 名

介 護 休 暇 ・ 介 護 時 間

根 拠 及 び 鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例 【勤務条例第１４条】

参 考 法 令 学校職員の休暇の取扱いに関する規則 【休暇規則第６条】

ボランティア休暇制度の新設及び結婚休暇制度の改正等について（通知）

【平成８年１２月２７日鹿教教第６７３号】

鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例等の施行について（通知）

【平成７年３月３１日鹿教教第７１７号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例等の一部改正について（通知）

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

項 目 処 理 方 法

定 義 〈介護休暇〉

学校職員が，負傷，疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営

むのに支障がある要介護者の介護をするため，３回を超えず，かつ，通算して６月

を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）に分割して取得でき

る，無給（勤務しない１時間につき勤務１時間当たりの給与額を減額する。）の休暇

を与える。

〈介護時間〉

学校職員が負傷，疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある要介護者の介

護をするため，連続する３年の期間（当該要介護者に係る介護休暇の指定期間と重複

する期間を除く。）内において取得できる，無給（勤務しない１時間につき勤務１時

間当たりの給与額を減額する。）の休暇を与える。

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

要 介 護 者 同居，別居を問わない者

の 範 囲 ア 配偶者（届出をしないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。）

（介護時間も同 イ 父 母 ウ 子 エ 配偶者の父母 オ 祖父母 カ 兄弟姉妹

じ） キ 孫（その父母のいずれもが死亡している者に限る）

同居（学校職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。）に限

る者

ア 父母の配偶者（届出をしないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。）

イ 配偶者の父母の配偶者 ウ 子の配偶者 エ 配偶者の子

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

要 介 護 者 ① 負傷，疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある場合であること。

の 状 態 ② 老齢とは，具体的な年齢を想定するものではなく，老齢により歩行等の移動，

（介護時間も同

じ） 排泄，衣類の着脱，入浴，食事等に関し，介護を必要とする状態をいうこと。

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】
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項 目 処 理 方 法

付 与 の 期 間 〈介護休暇〉

及 び 単 位 ① ３回を超えず，かつ，通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下

「指定期間」という。）に分割して取得。

※指定期間の通算方法

指定期間の通算は，暦に従って計算し，１月に満たない期間は，30日をもって

１月とする。

② １日又は１時間を単位として，連続又は断続的に公務に支障のない範囲内で認

める。１時間を単位とする介護休暇は，１日を通じ，始業の時刻から連続し，又

は終業の時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間

の承認を受けて勤務しない時間がある日については，当該４時間から当該介護時

間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間とす

る。

〈介護時間〉

① 連続する３年の期間（当該要介護者に係る介護休暇の指定期間と重複する期間

を除く。）内において取得。

② ３０分を単位とし，１日を通じ，始業の時刻から連続し，又は終業の時刻まで

連続した２時間（育児の部分休業又は子の育児を事由とする特別休暇の承認を受

けて勤務しない時間がある日については，当該２時間から部分休業又は子の育児

を事由とする特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えない

範囲内の時間とする。

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

給 与 の 取 扱 い ① 給料及び給料の調整額

（介護時間も同 勤務しない１時間につき，１時間当たりの給料を減額する。

じ） ② 扶養手当，住居手当，単身赴任手当等

減額しない

③ 通勤手当，月額特勤手当等

減額しない。（月の全日数勤務しないときは支給しない。）

④ 期末手当

基準日現在介護休暇中でも支給する。在職期間から除算しない。

⑤ 勤勉手当

基準日現在介護休暇中でも支給する。休暇が３０日を超えた場合，勤務期間

から除算する。

⑥ 退職手当

在職期間から除算しない。

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】
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項 目 処 理 方 法

承 認 請 求 等 〈介護休暇〉

の 手 続 き ① 介護休暇の承認を受けようとする学校職員は，承認を受けようとする期間の始

まる日の前日から起算して１週間前の日までに，「介護休暇処理簿」（別添様式

第３号）に，１回の指定期間について，初めて介護休暇の承認を受けようとする

ときは，２週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

初めて請求するときは介護を必要とする状態を証明する書類を添えてあらかじ

め校長に提出する。

② 当分の間，学校長は承認をするに当たっては，事前に教職員課長に協議するも

のとする。（協議書の様式は特に定めない。）

③ 経過措置

平成29年４月１日時点で介護休暇の連続する６月の期間内にある職員について

は，残余の期間を施行日後に分割して取得できる。

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

④ 休暇の期間は，給与が減額される。（学校では，月例報告により減額の処理を行うこと。）

⑤ 休暇の承認を取り消したときは，その旨教職員課長に報告する。

⑦ 休暇の請求は，できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

【平成７年３月３１日鹿教教第７１７号】

〈介護時間〉

① 介護時間の承認を受けようとする学校職員は，あらかじめ介護時間処理簿（別

添様式第４号）により学校長に請求する。

② 介護時間の承認を請求するに当たっては，要介護者の介護を必要とする状況を

証明する書類を添えて行わなければならない。

当分の間，学校長は承認をするに当たっては，事前に教職員課長に協議するも

のとする。

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

出 勤 簿 表 示 ① １日を単位として与えた場合 介

休

② 時間を単位として与えた場合 （例） ４時間 介

休 ４

【平成７年３月３１日鹿教教第７１７号】
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看護及び介護に関する休暇等一覧表

看護休暇 短期介護休暇 介護休暇 介護時間 家族看護欠勤

特休処理簿 特休処理簿 ・介護休暇処理簿 ・介護時間処理簿 ・家族看護欠勤承

（備考欄に当該 （必要に応じ ・介護を必要とする状 ・要介護者の介護を必 認申請書

配偶者，子等の 要介護者の状 態を証明する書類 要とする状況を証明 ・被看護人に係る

届出関係 状態や症状を簡 態等申出書） （初めて請求する場 する書類 医師の診断書

書類 潔に記載） 合） ・職員と被看護人

（２週間以上の期間 との関係を示す

にわたって請求しな 書類

ければならない） 同居＝住民票記

載事項証

明書

別居＝戸籍記載

事項証明

書

※扶養親族の場

合は扶養親族

届出書の写し

・配偶者 日常生活を営 負傷，疾病又は老齢に 負傷，疾病又は老齢に 入院又は在宅に

・父母 むのに支障が より２週間以上の期間 より日常生活を営むの かかわらず重度の

・中学校就学 ある以下の要 日常生活を営むのに支 に支障がある要介護者 疾病又は負傷によ

の始期に達 す 介護者 障がある以下の要介護 り常時看護を必要

るまでの 子 者 とする者で，職員

・配偶者の父 配偶者，父母，子，配偶者の父母，祖父母，兄弟姉妹，孫 を除いて他に適当

母 な看護人がいない

同居に限る者 以下の者

父母の配偶者，配偶者の父母の配偶者，子の配偶者，配偶 配偶者，１親等

対 象 者 者の子，孫 の親族又は原則と

して同居もしくは

生計を一にする２

親等の親族

※職員が年次有給

休暇の翌年への繰

越しに支障のない

日数の年次有給休

暇を消化していな

ければならない

・１の年につき ・１の年につ ・３回を超えず,かつ， ・連続する３年の期間 ・１年につき１回,

５日の範囲内 き５日の範 通算して６月を超え （当該要介護者に係 同一の被看護人

※次の場合はそ 囲内 ない範囲内で指定す る介護休暇の指定 ・疾病について30

れぞれの期間 (要介護者が る期間（以下「指定 期間と重複する期 日の範囲内の継

(1)対象２人 ２人以上の 期間」という。）に 間を除く。）内に 続した期間

以上 場合10日の 分割して取得 おいて取得 ※やむを得ない

６日の範囲内 範囲内) ・１日又は１時間を単 ・30分を単位とし，１ 事情がある場合

(2)子が２人 ・１日，半日 位 日を通じ，始業の時 は，家族看護欠

以上 又は１時間 (１時間を単位とする 刻から連続し又は， 勤の初日から起

10日の範囲内 を単位 介護休暇は，１日を 終業の時刻まで連続 算して１年に達

・１日，半日又 通じ，始業の時刻か した２時間（育児の する日までの期

は１時間を単 ら連続し，又は終業 部分休業又は子の育 間を限度（30日

位 の時刻まで連続した 児を事由とする特別 の範囲内の期間

取得日数 ４時間（当該介護休 休暇の承認を受けて を２回まで延長

暇と要介護者を異に 勤務しない時間があ できる）
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する介護時間の承認 る日については，当 ・１日を単位，日

を受けて勤務しない 該２時間から部分休 数の計算には

時間がある日につい 業又は子の育児を事 週休日及び休日

ては，当該４時間か 由とする特別休暇の を含む

ら当該介護時間の承 承認を受けて勤務し

認を受けて勤務しな ない時間を減じた時

い時間を減じた時 間）を超えない範囲

間)を超えない範囲 内の時間

内の時間とする。

・勤務しない１時間につき１時間当たりの給料

を減額・扶養手当等は減額しない

（月の全日数勤務しない時は通勤手当は支給

給与等の しない） 育児休業の場合と

取扱 ・期末・勤勉，退職手当は支給，期末手当・ 同様

退職手当とも在職期間から除算しない｡

勤勉手当は休暇が30日を超えたら勤務期間か

ら除算。

介護休業手当金 休業手当金

※支給要件等あり。 ※支給要件等あ

給 付 等 詳細は公立学校共済組 り。

合ホームページ参照 詳細は公立学校共

済組合ホームペー

ジ参照

※ 各休暇の詳細は，それぞれの頁参照

※ 様式については次のとおり掲載

「介護休暇承認簿」：協会ＨＰ

「介護休暇処理簿」「介護時間処理簿」：職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「75 介護休暇協議」
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様式第３号

（表面）

介 護 休 暇 処 理 簿 職名 氏名

※ 氏 名 ※要介護者の状態及び具体的な介護の内容

要介護者 続 柄

に関する 同・別居 □ 同居 □ 別居

事項 介護が必要となった時期

年 月 日

指 定 期 間 の 申 出 ・ 指 定

決 裁 ※ ※

第 決 裁 申出の期間 申出年月日 期 間 承認の 備考
校長 回議 可 否

１ 年月日

回 年 月 日から 承認
年 月 日 年 月 日 月 日

年 月 日まで 不承認

決 裁 ※ ※

第 決 裁 申出の期間 申出年月日 期 間 承認の 備考
校長 回議 可 否

２ 年月日

回 年 月 日から 承認
年 月 日 年 月 日 月 日

年 月 日まで 不承認

決 裁 ※ ※

第 決 裁 申出の期間 申出年月日 期 間 承認の 備考
校長 回議 可 否

３ 年月日

回 年 月 日から 承認
年 月 日 年 月 日 月 日

年 月 日まで 不承認

指 定 期 間 の 延 長 ・ 短 縮

決 裁 ※ ※

第 決 裁 申出の期間 申出年月日 期 間 承認の 備考
校長 回議 可 否

１ 年月日

回 年 月 日から 承認
年 月 日 年 月 日 月 日

年 月 日まで 不承認

決 裁 ※ ※

第 決 裁 申出の期間 申出年月日 期 間 承認の 備考
校長 回議 可 否

２ 年月日

回 年 月 日から 承認
年 月 日 年 月 日 月 日

年 月 日まで 不承認

決 裁 ※ ※

第 決 裁 申出の期間 申出年月日 期 間 承認の 備考
校長 回議 可 否

３ 年月日

回 年 月 日から 承認
年 月 日 年 月 日 月 日

年 月 日まで 不承認
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（裏面）

決 裁 ※ ※ 請求又は取消しの期間 ※

請求・取 請求等
決 裁 日・時 備考

校長 回議 消しの区 年 月 日 時 間 年月日
年月日 間数

分

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分 ～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他( ) 時 分 ～ 時 分 時間

注 １ ※印を付した欄は，職員が記入すること。

２ 「指定期間の申出・指定」の「申出の期間」の欄並びに「請求又は取消しの期間」の「年月日」及び「時間」の

記載については，別に記載した書類を添付することによって代えることができる。

３ 「請求又は取消しの期間」の「日・時間数」の欄は，週休日，休日及び代休日を除いた日数及び時間数を記入す
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様式第４号

介 護 時 間 処 理 簿

職名 氏名

※ 氏 名 ※要介護者の状態及び具体的な介護の内容

要介護者 続 柄

に関する 同・別居 □ 同居 □ 別居

事項 介護が必要となった時期

年 月 日
連続する３年の期間

年 月 日から 年 月 日まで

決 裁 ※ ※ 請求又は取消しの期間 ※
請求・取 請求等

決 裁 日・時 備考
校長 回議 消しの区 年 月 日 時 間 年月日

年月日 間数
分
□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日

年 月 日 年 月 日
□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

□請求 年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日
年 月 日 年 月 日

□取消し 年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

注 １ ※印を付した欄は，職員が記入し，又は押印すること。
２ 「請求又は取消しの期間」の「年月日」及び「時間」の欄の記載については，別に記載した書類を添付すること
によって代えることができる。

１ 「請求又は取消しの期間」の「日・時間数」の欄は，週休日，休日及び代休日を除いた日数及び時間数を記入す
ること。
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単 位 事 務 名

家 族 看 護 欠 勤

根 拠 及 び 家族看護のための欠勤の取扱いについて（通知）

参 考 法 令 【平成２年３月２６日鹿教教第４７７号】

ボランティア休暇制度の新設及び結婚休暇制度の改正等について（通知）

【平成８年１２月２７日鹿教教第６７３号】

項 目 処 理 方 法

要 件 次の要件のすべてを満たした場合にのみ認められる。

１ 看護を要する者（以下「被看護人」という）が，職員（常時勤務を要しない職

にある職員及び臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。）の配偶者（届出を

していないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。），１親等の親族

又は原則として同居もしくは生計を一にする２親等の親族であること。

２ 被看護人が，入院又は在宅にかかわらず重度の疾病又は負傷により常時看護を

必要とすること。

３ 被看護人の傷病の態様，家族構成及び医療機関の事情等により，職員を除いて

他に適当な看護人がいないこと。

４ 看護を要する期間が相当長期間にわたる見込みであること。

５ 職員が年次有給休暇の翌年への繰越しに支障のない日数の年次有給休暇を消化

していること。

期 間 １年につき１回，同一の被看護人・疾病について３０日の範囲内の県教育委員会が

定める継続した期間。

特にやむを得ない事情がある場合は，家族看護欠勤の初日から起算して１年に達す

る日までの期間を限度として，更に３０日の範囲内の期間を２回まで延長することが

できる。

日数は１日を単位とし，日数の計算については，週休日及び休日を含むものとする。

申 請 家族看護欠勤承認申請書（第１号様式）に次の書類を添え，あらかじめ校長を経由

して県教育委員会に提出する。

(１) 被看護人に係る医師の診断書（第２号様式）

同居－住民票記載事項証明書

(２) 職員と被看護人との関係を示す書類 別居－戸籍記載事項証明書

ただし，職員の扶養親族の場合は扶

養親族等届出書の写し

期間延長は家族看護欠勤期間延長申請書（第３号様式）に延長に係る医師の診断書

を添える。

期間が満了したとき又は要件を満たさなくなったときは，家族看護欠勤終了届（第

４号様式）により，校長を経由し速やかに県教育委員会に届け出なければならない。

給与上の取扱い 家族看護欠勤に伴う給与の支給については，地方公務員の育児休業等に関する法律

(平成３年法律第１１０号)附則第５条第２項に規定する育児休業給の支給を除いて，

同法による育児休業の場合と同様の取り扱いとする。

【平成２年３月２６日鹿教教第４７７号】



- 2 -

項 目 処 理 方 法

介護休暇制度と 介護休暇については，連続する６月の期間内において認められる休暇であるが，や

家族看護欠勤 むを得ず６月の期間を超えて家族を介護するため勤務することができない学校職員に

ついては，家族看護欠勤の要件に該当する場合は，介護休暇期間満了後家族看護欠勤

の対象とすることとする。

この場合申請時に提出する「職員と被看護人との関係を示す書類」は「介護休暇承

認簿の写し」をもって代える。 【平成８年１２月２７日鹿教教第６７３号】

【勤務条例第１４条】

※ 様式については次のとおり掲載

「家族看護欠勤承認申請書」「診断書(２号）」「家族看護欠勤期間延長申請書」

「家族看護欠勤終了届」 ：協会ＨＰ
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第１号様式

家族看護欠勤承認申請書

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会 殿

所属 鹿児島県立○○高等学校

職 教 諭

氏名 鹿児島 太郎

家族看護のため欠勤したいので，次のとおり申請します。

ふりがな かごしま いちろう 生年月日 昭 ８年 ４月１０日 職員と
父

被 氏 名 鹿 児 島 一 郎 （年齢） （８０歳） の続柄

職員と同居 同居

別 居 の 別 別居（住所 鹿児島市○○町○○番地○○ ）

看 同 居 扶 養 の
氏 名 年 齢 続 柄 職 業

別 居 有 無

家 族 鹿 児 島 花 子 ７５ 妻 同 有 な し

護

構 成

人

傷 傷 病 名 ○ ○ ○

病

症 状 ○ ○ ○ ○

等

治 療

の ○ ○ ○ ○

状 況

状 必 要 な

○ ○ ○ ○

況 看護期間
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職 員 が 看 護 に

○ ○ ○ ○ ○ ○

当 た る 理 由

家族看護欠勤の承認を

令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで（○○日間）

受 け よ う と す る 期 間

年 次 有 給 休 暇

総 日 数 ４０日 使 用 日 数 ２１日

使 用 状 況

所 属 長 の 意 見 ○ ○ ○ ○ ○ ○

職 校 長 氏 名 ○ ○ ○ ○

（注）１ 「家族構成」の欄は，被看護人の配偶者，同居の親族及び１親等の親族を記載すること。なお，

続柄，同居・別居については，被看護人を基準とし，扶養の有無については，被看護人に対する扶

養の有無を記載すること。

２ 傷病等の「症状」の欄は，日常生活に即して具体的に記載すること。

「治療状況」の欄は入院，通院，往診の別並びに入院の場合は入院先及び入院（見込み）期間，

通院又は往診の場合は１か月当たりの回数を含めて記載すること。

３ 「職員が看護に当たる理由」欄は，他に適当な看護人が存在しないこと，被看護人が重度の疾病

又は負傷により常時看護を必要とする状態（例えば，独力で食事，排せつ，歩行，衣類の着脱その

他の生活に必要な基本的動作ができない状態）であること等を具体的かつ詳細に記載すること。

４ 被看護人に係る医師の診断書（第２号様式）を添付すること。

５ 職員と被看護人との関係を示す書類（同居の場合は住民票記載事項証明書，別居の場合は戸籍記

載事項証明書）を添付すること。
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第２号様式

診 断 書

生 年 月 日 年 月 日

氏 名

（年齢） （ 歳）

男 ・ 女現 住 所 性別

発 病 年 月 日 年 月 日

傷 病 名

初 診 年 月 日 年 月 日

原 因 既 往 症

症 状 及 び 現 在

ま で の 治 療 の

内 容 ， 期 間 ，

経 過 そ の 他 参

考 と な る 事 項

入 院 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

治 療 期 間

の 見 込 み

総

合

所

見

上記のとおり診断する。

令和 年 月 日

医療機関名及び所在地

電話 医師名 （自署）

（注） 総合所見は，重度の疾病又は負傷（例えば，独力で食事，排せつ，歩行，衣類の着脱その他の生活

に必要な基本的動作ができない状態）であるかどうかという観点から記載してください。
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第３号様式

家族看護欠勤期間延長申請書

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会 殿

所属 鹿児島県立○○高等学校

職 教 諭

氏名 鹿児島 太郎

家族の看護のための欠勤の期間を延長したいので，次のとおり申請します。

家族看護欠勤承認 生 年 月 日 昭和８年４月１０日 職員と

鹿児島 一郎 父

に係る家族の氏名 （年齢） （ ８０歳） の続柄

令和○○年○○月○○日から 令和○○年○○月○○日から

家族看護欠勤の

令和○○年○○月○○日まで 令和○○年○○月○○日まで

承認を受けた期間

（○○日間） （○○日間）

家族看護欠勤の 令和○○年○○月○○日から

（○○日間）

延長に係る期間 令和○○年○○月○○日まで

期間延長の理由 ○ ○ ○ ○ ○

所 属 長 の 意 見 ○ ○ ○ ○ ○ ○

職 校 長 氏名 ○ ○ ○ ○

（注）期間延長に係る医師の診断書（第２号様式）を添付すること。
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第４号様式

家 族 看 護 欠 勤 終 了 届

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会 殿

所属 鹿児島県立○○高等学校

職 教 諭

氏名 鹿児島 太郎

家族の看護のための欠勤していましたが，家族の看護のための欠勤の必要がなくなりましたので次のと

おり届け出ます。

家族看護欠勤承認 生 年 月 日 昭和８年４月１０日 職員と

鹿児島 一郎 父

に係る家族の氏名 （年齢） （ ８０歳） の続柄

家族看護欠勤の承 令和○○年○○月○○日から

（○○日間）

認を受けた期間 令和○○年○○月○○日まで

家 族 看 護 欠 勤

令和○○年○○月○○日

の 終 了 日

家族看護欠勤の ① 期間満了

終 了 の 理 由 ２ その他

職務復帰予定日 令和○○年○○月○○日
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単 位 事 務 名

育 児 休 業

地方公務員の育児休業等に関する法律 【第２条，第４条，第６条】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例 【第２条，５条，第８条，第９条】

県立学校事務処理要領 【第１５条】

財団法人鹿児島県教職員互助組合給付規程 【互助組合給付規程】

根 拠 及 び 鹿児島県職員の期末手当の支給に関する条例 【第２条，第４条】

鹿児島県職員勤勉手当支給条例 【第１条】

参 考 法 令 鹿児島県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則 【第１２条】

鹿児島県職員退職手当支給条例 【第７条】

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

【雇用機会均等法】

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正，鹿児島県職員等の育児休業等に関す

る条例の一部改正及び県立学校事務処理要領の一部改正について(通知)

【平成１４年４月１日鹿教教第８１号】
鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

【平成２２年６月２５日鹿児島県条例第３０号】

県立学校事務処理要領の一部改正について（通知）【平成24年9月3日鹿教教第243号】

県立学校事務処理要領の一部改正について（通知）【令和４年9月30日鹿教教第255号】

育児休業手当金の制度改正について（通知）【平成２２年６月２４日公共鹿第248号】

鹿児島県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正について（通知）

【平成２８年５月２４日鹿教教第１４０号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例等の一部改正について（通知）

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

項 目 処 理 方 法

定 義 職員は，任命権者の承認を受けて，当該職員の３歳に満たない子を養育するため，当

該子が３歳に達する日まで，育児休業をすることができる。

【育休法第２条】

適 用 除 外 １ 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（育休代替）

職 員 ２ 鹿児島県職員の定年等に関する条例（昭和５９年鹿児島県条例第２９号）第４条

第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員（再任用職員）

【育休条例第２条】

承 認 請 求 育児休業の承認を請求しようとするときは，「育児休業承認請求書」（別記第２５

号様式）を校長を経由して育児休業を始めようとする日の１月前までに教育長に提出 し

なければならない。

また,期間の延長を請求しようとするときは,育児休業承認請求書に「育児休業等計

画書」（別記第２５号様式の２）を添付して提出しなければならない。

【事務処理要領１５条】
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項 目 処 理 方 法

承 認 任命権者は，育児休業の請求があったときは，当該請求をした職員の育児休業中の

業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き，承認しなけ

ればならない。 【育休法第２条第３項】

任命権者は，育児休業中の業務と他の職員の配置を換えその他の方法によって処理

することが困難であると認めるときは，臨時的任用を行うものとする。

【育休法第６条】

休 業 期 間 育児休業による子が３歳に達する日（誕生日の前日）までの請求する期間。

【育休法第２条】

失 効 等 育児休業の承認を受けた職員は，次の場合には，「育児休業等承認失効等届」（別

記第２７号様式）により,遅滞なく校長経由のうえ教育長に届け出なければならない。

育児休業の期間の延長の承認を受けた職員も同様とする。

（１）育児休業の期間が満了することにより職務に復帰しようとする場合

（２）育児休業に係る子が死亡した場合。

（３）育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合。

（４）育児休業に係る子を養育しなくなった場合。

（５）当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合。

【事務処理要領第１５条第２項】【育休条例第５条】

身 分 育児休業の期間中は，その職を保有するが，職務に従事しない。

【育休法第４条第１項】

給 与 等 １ 育児休業の期間については，給与を支給しない。

従って，育児休業に入る月及びその失効等の月については，給料，扶養手当，住居

手当，通勤手当，単身赴任手当等の給与は，日割計算を行う。

【育休法第４条第２項】【各種手当支給規則】

２ 育児休業期間中は，申出（育児休業等掛金免除申出書に辞令の写し等添付）によ

り，共済組合の掛金を免除できる。 【共済組合ホームページ】

３ 育児休業手当金は，「育児休業手当金請求書」（原本証明をした辞令の写し等添

付）により請求する。

育児休業の対象となる子について，その父母がともに育児休業を取得する場合，

子が１歳２か月に達する日までの間，１年を超えない範囲で育児休業手当金を支給す

る。 【平成２２年６月２４日公共鹿第２４８号】

【共済組合ホームページ】

４ 期末手当及び勤勉手当は，当該基準日に育児休業中で基準日以前６箇月の全期間勤

務した日がない場合は支給しない。 【期末勤勉支給規則第１２条第２項第１２号】

【期末手当支給条例第１条第１項第１号オ，第２号キ】
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項 目 処 理 方 法

【勤勉手当支給条例第２条第１項第１号エ，第２号】

５ 期末手当の在職期間の計算をする場合は，育児休業をした期間の２分の１を除算

する。 【期末手当支給条例第４条第２項第２号】

６ 勤勉手当の勤務期間の計算をする場合は，育児休業をした期間を除算する。

ただし，育児休業の承認に係る期間が１箇月以下であり，かつ基準日以前６箇月

以内の期間における育児休業の期間が１箇月以下である職員については，勤勉手

当の支給割合を減じないこととする。 【期末勤勉支給規則第１２条第２項第５号】

【平成２８年５月２４日鹿教教第１４０号】

７ 職務に復帰した場合には，育児休業をした期間を１００分の１００以下の換算率

により換算した期間を，引き続き勤務したものとみなして，給料月額等の調整を行

う。 【育休条例第８条】

８ 退職手当の勤続期間の計算をする場合で，育児休業により１日も勤務しない月が

ある場合は，当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期間はその

月数の３分の１を，それ以降はその月数の２分の１を除算する。

【育休条例第９条】

【退職手当支給条例第７条第４項】

留 意 点 等 育児休業の代替に係る臨時的任用の期間については，職員の育児休業請求に係る期

間について１年を超えて行うことはできない。

【平成１４年４月１日鹿教教第８１号】

※ 様式については次のとおり掲載

「育児休業承認請求書」「育児休業等計画書」「育児休業等承認失効等届」

：協会ＨＰ，職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「72 育児休業」
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第 25号 様式（ 第 15条関係 ）
育 児 休 業 承 認 請 求 書

令和 ○○ 年○○ 月○ ○日
鹿児島 県教 育委員 会教 育長 殿

学 校 名 鹿 児島 県立○ ○高 等学校
職・ 氏 名 教 諭 鹿児 島 花 子

（職 員番号 １ ２３ ４５６ ）

次 のとお り育 児休業 （期 間の延 長） の承認 を請求 しま す。

氏 名 鹿児島 太郎

１ 請求 に係る 子 続 柄 等 子

生 年 月 日 令和４ 年 11月 30日

þ 育児 休業 の承認 （次 に掲げ る育 児休業 の承認 を除 く。）
□ 同一 の子に 係る ３回目 以後 の育児 休業 の承認 （既 に２回 の育

児休 業（育 児休 業法第 ２条 第１項 各号 に掲げ る育 児休業 を除
く。 ）を取 得し た場合 のも のに限 る。 ）

□ 育 児休業 の期 間の最 初の延 長
□ 育 児休業 の期 間の再 度の延 長

２ 請 求 の 内 容 (同 一の 子に係 る３ 回目以 後の 育児休 業の 承認 (既に２ 回の 育児
休 業 (育 児休業 法第 ２条第 １項 各号に 掲げ る育児 休業 を除く 。 )
を 取得 した場 合の ものに 限る。 )，育 児休 業の期 間の 再度の 延
長 ，非 常勤職 員の １歳６ か月ま での 子の育 児休 業の承 認又 は非常
勤 職員 の２歳 まで の子の 育児休 業の 承認が 必要 な事情 を記 入する
こ と。 ）

３ 請 求 期 間 令 和５ 年１月 26日 から令 和７年 11月 29日ま で（ 1038日 間）

既 に 育 児 休 年 月 日から 年 月 日 まで（ 日 間）
４ 業 を し た 期

間 年 月 日 から 年 月 日 まで （ 日間）

５ 配偶者 （注 ４ 氏 名
に規定 する 場
合に記 入 育 児休 業の期 間 年 月 日か ら 年 月 日まで

産 前 ・ 産 後 令 和４ 年 10月 ６日 から令 和５年 １月 25日ま で（ 111日 間）
６ 休 暇 の

期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで （ 日間）

７ 校 長 意 見 学校 長

８ 備 考

注１ 請求に 係る 子につ いて の初め ての 育児休 業の 承認請 求で ある場 合は ,当該 請求に 係
る 子の氏 名 ,請求者 との 続柄等 （請 求に係 る子が 常勤 職員規 則第 ７条の ４第 １項第 ４
号 に規定 する 特別養 子縁 組の成 立前 の監護 対象 者等に 該当 する場 合に おいて は ,そ の
事 実。５ にお いて同 じ。 )及び 生年 月日を 証明す る書 類又は その 写しを 添付 するこ と。

２ 「請求 の内 容」の 欄の 「１歳 ６か 月まで の子 の育児 休業 」とは ,育児 休業 条例第
２ 条の３ 第３ 号に掲 げる 場合に 該当 してす る育 児休業 をい い ,「 ２歳ま での 子の育 児
休 業」と は ,育児休 業条 例第２ 条の ４の規 程に該 当し てする 育児 休業を いう 。（４ に
おいて 同じ 。）。

３ 子の 出生 前に請 求す る場合 は ,「 請求期 間」 の欄は 出産 予定日 以後 の期間 とし，
「 請求に 係る 子」の 欄の 記入及 び証 明書類 の添 付は ,出生後 ,速や かに 行うこ と。

４ 「配偶 者」 の欄は ,非常 勤職員 が１ 歳２か 月ま での子 の育 児休業 (育児 休業 条例第 ２
条の３ 第２ 号に掲 げる 場合に 該当 してす る育児 休業 をいう 。 ),１歳６ か月 までの 子
の育児 休業 又は２ 歳ま での子 の育 児休業 をしよ うと する場 合に 記入す るこ と。

５ 「備考 」の 欄には ,請 求に係 る子 以外に ３歳に 満た ない子 を養 育する 場合 におい て
はその 氏名 ,請求者 との 続柄等 及び 生年月 日を ,請求 に係る 子が 養子の 場合 におい て
は養子 縁組 の効力 が生 じた日 を ,請 求に係 る子 以外の 子に ついて は現 に育児 休業の
承認を 受け ている 場合 におい ては その旨 並びに 当該 承認に 係る 子の氏 名及 び当該 承
認の請 求に 係る期 間等 を記入 する こと。

６ 該当 する □には レ印 を記入 する こと。
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第 25号様式の２（第 15条，第 15条の３関係）

育 児 休 業 等 計 画 書

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

学 校 名 鹿児島県立○○高等学校

職・氏 名 教諭 鹿児島 花子

(職員番号 １２３４５６ ）

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例第３条第５号又は第 11条第６号の規定

に基づき，再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので，

育児休業等の計画について下記のとおり提出します。

なお，記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。

１ 請 求 の 別 þ 育児休業 □ 育児短時間勤務

２ 育児休業承認の請求に係る子

生年

子 の 氏 名 鹿児島 太郎 令和○年○月○日生

月日

３ 請 求 者 の 計 画

請 求 期 間 令和○○年○月○○日から令和○○年○月○日まで

再 度 の 請 求 予 定 期 間 令和○○年○月○○日から令和○○年○月○日まで

４ 校 長 意 見

学校長

５ 備 考

注 １ 育児休業等計画書は，育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書と同時に

（変更の届出の場合は，記載事項に変更が生じた後遅滞なく）提出すること。

２ 「請求期間」欄には，育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請

求期間を記入すること。

３ 変更の届出の場合は，変更する箇所のみ記入すること。

４ 該当する□にはレ印を記入すること。
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第27号様式（第15条，第15条の３関係）

育 児 休 業 等 承 認 失 効 等 届

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

学 校 名 鹿児島県立○○高等学校

職・氏名 教諭 鹿児島 花子

（職員番号 １２３４５６ ）

（þ 育児休業 □育児短時間勤務）が終了するので，

（□育児休業 □育児短時間勤務）に係る子の養育状況について変更が生じたので，

次のとおり届け出ます。

１ 承 認 に 係 る 子 の 氏 名 鹿児島 太郎

２ 承 認 期 間 令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日まで

３ 届 出 の 事 由

þ 育児休業等の期間が満了する

□ 育児休業等に係る子が死亡した

□ 育児休業等に係る子が自分の子でなくなった

□ 育児休業等に係る子と離縁した

□ 育児休業等に係る子との養子縁組の取り消された

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した

□ 育児休業等に係る子についての民法817条の２第１項の規定による請求に係る
家事審判事件が終了した

□ 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第

３号の規定による措置が解除された

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった

□ 同居しなくなった □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった

□ その他（ ）

□ その他（ ）

４ 届出の事由が発生した日 令和○○年○月○○日

※承認期間の最終日を記入

５ 校 長 意 見

学校長

注 該当する□にはレ印を記入すること。
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単 位 事 務 名

部 分 休 業

地方公務員の育児休業等に関する法律 【第１９条】

根 拠 及 び 鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例 【第２８条，第２９条，第３０条】

参 考 法 令 県立学校事務処理要領 【第１５条】

鹿児島県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則 【第１２条】

鹿児島県職員勤勉手当支給条例の運用について

【昭和４９年６月１０日鹿教教第１５５号】

給与条例の運用方針について（通知）

【昭和５８年１１月２１日人第２８０号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

【平成２２年６月２５日鹿児島県条例第30号】

県立学校事務処理要領の一部改正について（通知） 【平成24年9月3日鹿教教243号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例等の一部改正について（通知）

【平成２９年３月３１日鹿教教第７０６号】

項 目 処 理 方 法

定 義 任命権者は，職員が請求した場合において，公務の運営に支障がないと認めるとき

は，条例の定めるところにより，当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子

を養育するため一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができ

る。 【育休法第１９条】

適 用 除 外 職 員 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員

【育休条例第２８条】

承 認 請 求 部分休業をしようとするときは,「部分休業承認請求書」（別記第２８号様式）を,

校長を経由してその１月前までに教育長に提出しなければならない。

【事務処理要領第１５条の２第１項】

承 認 任命権者は，部分休業の請求について，公務の運営に支障がないと認めるときは，

承認することができる。 【育休法第１９条第１項】

請求できる期間 養育する子が小学校就学の始期に達する日（満６歳に達する日以降の最初の３月31

日）までの期間 【育休法第１９条第１項】
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項 目 処 理 方 法

請求できる時間 勤務時間の始め又は終わりにおいて，１日を通じて２時間以内。

３０分を単位とする。

育児休暇の承認を受けている場合は，その時間を除く。 【育休条例第２９条】

失 効 等 部分休業の承認を受けた職員は，次の場合には，「部分休業承認失効等届」（別記

第２９号様式）により，遅滞なく校長経由のうえ教育長に届け出なければならない。

（１） 部分休業に係る子が死亡した場合。

（２） 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合。

（３） 部分休業に係る子を養育しなくなった場合。

（４） 当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとする場合。

【事務処理要領第１５条の２第４項】

勤 務 処 理 勤務処理簿はないので，「部分休業処理簿」の控えを取っておくこと。

出勤簿には「部休」と表示する。

給 与 等 部分休業により勤務しない１時間につき，勤務１時間当りの給与を減額する。

【育休条例第３０条】

勤務しない時間の計算は，月ごとに部分休業の時間を合計し，３０分以上の端数が

生じたときは１時間とし，３０分未満のときは切り捨てる。

【給与条例の運用方針第１４条関係，第１５条関係に準ずる】

勤勉手当の勤務期間の計算については，部分休業をした日が３０日を越える場合に

はその勤務しなかった期間（部分休業時間数を７時間45分を持って１日に換算した日

数）は除算する。

【期末勤勉支給規則第１２条第２項第１１号】

この場合において，１日未満の端数が生じたときは切捨てるものとする。

【昭４９年６月１０日鹿教教第１５５号】

※ 毎月５日までに，給料減額時間報告書と出勤簿の写し及び部分休業処理簿の写し

を教職員課県立学校人事管理係に提出する。

※ 様式については次のとおり掲載

「部分休業承認請求書」「部分休業承認失効等届」「部分休業処理簿」

：協会ＨＰ，職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「74 部分休業」
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第28号様式（第15条の２関係）

部 分 休 業 承 認 請 求 書

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

学 校 名 鹿児島県立○○高等学校

職・氏名 教諭 鹿児島 花子

（職員番号 １２３４５６ ）

次のとおり部分休業の承認を請求します。

氏 名 鹿児島 太郎

１ 請求に係る子 続 柄 等 長男

生 年 月 日 ○○年○○月○○日

期 間 等 時 間

請 求 の 期 間 令和○年○月○日から □ 毎日 午前 時 分 ～ 時 分

２ 等 及 び 令和○年○月○日まで þ その他（水木金） 午後２時４５分 ～４時４５分

時 間 年 月 日から □ 毎日 午前 時 分 ～ 時 分

年 月 日まで □その他（ ） 午後 時 分 ～ 時 分

３ 校 長 意 見

学校長

４ 備 考

注 １ 請求に係る子についての初めての部分休業の承認請求である場合（既に育児休業の承認

を受けている場合を除く。）は，当該請求に係る子の氏名，請求者との続柄等（請求に係

る子が鹿児島県学校職員の勤務時間に関する規則第７条の４第１項第４号に規定する特別

養子縁組の成立前の監護対象者等に該当する場合にあっては，その事実）及び生年月日を

証明する書類又はその写し（写しを提出する場合は，所属長による原本証明を付するこ

と。）を添付すること。

２ 備考欄には，請求に係る子について，職員以外の当該子の親が部分休業その他の育児の

ための短時間勤務の制度の適用を受けている場合に，その内容を記入すること。

３ 該当する□にはレ印を記入すること。
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第29号様式（第15条の２関係）

部 分 休 業 承 認 失 効 等 届

令和○○年○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

学 校 名 鹿児島県立○○高等学校

職・氏名 教諭 鹿児島 花子

（職員番号 １２３４５６ ）

部分休業に係る子の養育状況について変更が生じたので，次のとおり届け出ます。

１ 承 認 年 月 日 令和○○年○○月○○日 付け 鹿教教 第○○○○号

２ 承認に係る子の氏名 鹿児島 太郎

期 間 等 時 間

令和○年○月○日から □毎日 午前 時 分 ～ 時 分
承認の期間等

３ 令和○年○月○日まで þ その他 (水木金) 午後２時45分 ～４時45分
及 び 時 間

年 月 日から □毎日 午前 時 分 ～ 時 分

年 月 日まで □その他 ( ) 午後 時 分 ～ 時 分

４ 届 出 の 事 由

□ 部分休業に係る子が死亡した

□ 部分休業に係る子が自分の子でなくなった

□ 部分休業 に係る子と離縁した

□ 部分休業に係る子との養子縁組の取り消された

□ 部分休業に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した

□ 部分休業に係る子についての民法817条の２第１項の規定による請求に係る
家事審判事件が終了した

□ 部分休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項
第３号の規定による措置が解除された

□ 部分休業に係る子を養育しなくなった

□ 同居しなくなった □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった

□ その他（ ）

þ その他（当該部分休業に係る子以外の子にかかる部分休業を請求するため ）

５ 届出の事由が発生した日 令和○○年○○月○○日

６ 校 長 意 見

学校長

注 該当する□にはレ印を記入すること。



- 5 -

第30号様式（第15条の２関係）

部 分 休 業 処 理 簿

１ 承認年月日 令和○○年○○月○○日付け 鹿教教 第○○○号

２ 部 分 休 業 を し て い る 職 員 ３ 承 認 に 係 る 子

所 属 ○○高等学校 氏 名 鹿児
島 太
郎

職 名 教諭 続 柄 等 長男

氏名(職員番号) １２３４５６ 生年月日
○○年
○○月
○○日

期 令和○○年○○月○○日から 令和○○年○○月○○日まで
間 毎 日・その他（水,木,金）

４ 承認の期間 時 午前 時 分 ～ 時 分
間 午後 ２時４５分 ～ ４時４５分

期 年 月 日から 年 月 日まで
及 び時 間 間 毎 日・その他（ ）

時 午前 時 分 ～ 時 分
間 午後 時 分 ～ 時 分

５ 部 分 休 業 の 取 消 内 容

取消 休業の承認を取り消された時間
日付 時 間 数 請 求 者 校 長 報 告 済 備 考

区分 午 前 午 後

○/○
全部 時 分から ２時45分から ２時間
一部 時 分まで ４時45分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分

全部 時 分から 時 分から 時間
一部 時 分まで 時 分まで 分
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単 位 事 務 名

育児のための短時間勤務制度

根 拠 及 び 育児のための短時間勤務制度について（通知） 【平成20年４月１日鹿教教第31号】

育児のための短時間勤務制度について(通知) 【平成22年２月26日鹿教教第516号】

参 考 法 令 地方公務員の育児休業等に関する法律 【平成３年法律第110号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例 【平成４年３月27日条例第51号】

県立学校事務処理要領の一部改正について（通知）

【平成 24 年９月３日鹿教教第 243 号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例等の一部改正について（通知）

【平成 29 年３月 31 日鹿教教第 706 号】

項 目 処 理 方 法

制 度 の 概 要 職員は，任命権者の承認を受けて，当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子

を養育するため，当該子がその始期に達するまで，常時勤務を要する職を占めたまま,

いずれかの勤務の形態により，当該職員が希望する日及び時間帯において勤務するこ

とができる。 【平成３年法律第１１０号第１０条】

「小学校就学の始期に達するまで」とは満６歳に達する日以後の最初の３月31日ま

でをいい，「子」とは職員と法律上の親子関係がある子をいう。

適 用 除 外 １ 非常勤職員

職 員 ２ 臨時的に任用される職員

３ 法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

４ 鹿児島県職員の定年等に関する条例（昭和５９年鹿児島県条例第２９号）第４条

第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員

勤 務 の 形 態 １ 一般勤務職員

週 休 日 勤務日・勤務時間 １週間当りの勤務時間

１ 土曜日及び日曜日 週休日以外の日に 19時間35分

１日につき３時間55分

２ 土曜日及び日曜日 週休日以外の日に 24時間35分

１日につき４時間55分

３ 土曜日及び日曜日と月曜 週休日以外の日に 23時間15分

日から金曜日のうち２日 １日につき７時間45分

４ 土曜日及び日曜日と月曜 週休日以外の日のうち２日

日から金曜日のうち２日 については１日につき７時 19時間25分

間 45分，１日については１

日につき３時間 55 分

【平成22年２月26日鹿教教第516号】
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項 目 処 理 方 法

２ 交替制勤務職員

期 間 週 休 日 １週間当たりの勤務時間

１ ４週間ごとの ８日以上 19時間25分，19時間35分，

期間につき 23時間15分又は24時間35分

２ ４週間を超えな １週間当たり１日 19時間25分，19時間35分，

い期間につき 以上の割合の日 23時間15分又は24時間35分

承 認 の 請 求 育児短時間勤務の請求は，１月以上１年以下の期間に限る。（法第１０条第２項）

育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は，育児短時間勤務を始めようとする

日又はその期間の末日の翌日の１月前までに，育児短時間勤務承認請求書を校長に提

出する。

校長は内容確認の上，教職員課長に提出する。

育児短時間勤務 育児短時間勤務職員は，当該育児短時間勤務の期間の延長を請求できる。

の 期 間 の 延 長 育児短時間勤務の期間の延長に係る承認請求及び承認基準は，育児短時間勤務の承

認請求及び承認基準と同じである。

承 認 の 失 効 (１) 承認の失効

・ 取 消 し 育児短時間勤務の承認は，法第５条第１項に定める事由が生じた場合には，そ

の効力を失う。

(２) 承認の取り消し

任命権者は，法第５条第２項に定める事由に該当すると認めるときは，育児

休業の承認を取り消す。

(３) 承認の失効等に伴う手続き

育児短時間勤務職員は，承認を失効することとなった場合には，遅滞なく「育

児休業等承認失効等届」により，任命権者に届けなければならない。

なお，この場合において，任命権者がその事由を確認する必要があると認めて

指示したときは，当該職員は証明書類を提出しなければならない。

再度の育児短時 育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合は，特別の事

間勤務 情がある場合を除き，同一の子について再度の育児短時間勤務をすることはできない｡

異なる勤務形態 育児短時間勤務職員が，現に承認されている育児短時間勤務の内容と異なる育児短

の育児短時間勤 時間勤務をしようとするときは，現在承認されている育児短時間勤務の承認を取り消

務の請求 し，新たな育児短時間勤務の承認を請求する。
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項 目 処 理 方 法

年次有給休暇等 １ 育児短時間勤務職員等，任期付短時間勤務職員（２，３に掲げる者を除く。）

次に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に掲げる日数（１日未満の端数があると

きは，これを四捨五入して得た日数）とする。ただし，その日数が労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）第３９条の規定にする年次有給休暇の日数を下回る場合に

は，同条の規定による年次有給休暇の日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員（学校職員の休暇の取扱いに関する規則。以下「規則」

という。第３条第２項第１号に規定する斉一型短時間勤務職員をいう。以下同

じ。）

２０日に斉一型短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数

を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員（規則第３条第２項第２号に規定する不斉一型短時間

勤務職員をいう。以下同じ。）

１５５時間に不斉一型短時間勤務職員の１週間の勤務時間を３８時間４５分で

除して得た数を乗じて得た時間数を，７時間４５分を１日として日に換算して得

た日数

２ 当該年の途中で新たに育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員となった

者（３に掲げる者を除く。）

規則第３条第３項第１号の規定のとおり。

３ 当該年又は当該年の前年において他の公務員等（条例第１２条第１項第３号に規

定する他の公務員等）となった者で，引き続き新たに任期付短時間勤務職員となっ

た者

規則第３条第３項第２号及び第６項の規定のとおり。

４ １週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態｣

という。）が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日

数

規則第３条の２の規定のとおり。

給 与 等 １ 給料

育児短時間勤務をしている期間については，フルタイム勤務時の給料月額に，育

児短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数（以下

「算出率」という。）を乗じて得た額とする。（条例第１５条）

また，平成１８年４月１日施行の給料表の切替に伴う差額の支給については，平

成１８年３月３１日において受けていた給料月額は，その額に算出率を乗じて得た

額とする。

なお，教職員調整額，給料の調整額も同様とする。

※ 様式については次のとおり掲載

「育児短時間勤務承認請求書」：協会ＨＰ，職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「73 育児短時間勤務」
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項 目 処 理 方 法

２ 手当

手 当 の 内 容 支 給 額 等

義務教育等教員特別手当

管理職手当

産業教育手当

定時制通信教育手当 勤務時間に応じた額

特地勤務手当

特地勤務手当に準ずる手当

へき地手当

へき地手当に準ずる手当

扶養手当

住居手当

単身赴任手当 フルタイム勤務時の額

特殊勤務手当

宿日直手当

管理職員特別勤務手当

フルタイム勤務時と同様。

通勤手当 ただし,交通用具に係る額は,平均１箇月当たりの勤務

日数が１０回未満となる場合は100分の50

給料月額を算出率で割り戻した額を基礎として計算。

期末手当 算定の基礎となる在職期間から育児短時間勤務をした

期間に算出率を乗じて得た期間の２分の１に相当する

期間を除算。

給料月額を算出率で割り戻した額を基礎として計算。

勤勉手当 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤務期間から育児短

時間勤務をした期間に算出率を乗じて得た期間を除算

退職手当
退職手当の算定の基礎となる在職期間から育児短時間

勤務をした期間の３分の１に相当する期間を除算

【条例第２２条】
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第 26号 様式（ 第 15条の３ 関係 ）

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書

令和 ○○ 年○○ 月○ ○日
鹿児島 県教 育委員 会教 育長 殿

学 校 名 鹿児 島県 立○○ 高等 学校

職・ 氏名 教諭 鹿児島 花 子

（職 員番号 １ ２３４ ５６ ）

次 のとお り育 児短時 間勤 務（期 間の 延長） の承認 を請 求しま す。

氏 名 鹿児島 太 郎

１ 請求に 係る 子 続 柄 等 長男

生 年 月 日 令和○ ○年 ○月○ 日

þ 育児 短時 間勤務 の承 認 □ 育 児短時 間勤務 の期 間の延 長

□ 再 度の育 児短 時間勤 務の承 認
（再 度の育 児短 時間勤 務が必 要な 事情を 記入 するこ と。 ）

２ 請 求 の 内 容

３ 請 求 期 間 令 和○ ○年○ ○月 ○○日 から 令和 ○○ 年○○ 月○ ○日 まで

週 １９ 時間３ ５分 勤務
４ 勤 務 の 形 態 þ 第１ 号 □第 ２号 □第 ３号

（育 児休業 法第 10条第 １項
□第 ４号 □第 ５号

の 勤務の 形態 ）

勤務 の日 月 （ ８：１ ５～ １２： １０） 火 （ ８ ：１５ ～１ ２：１ ０）
及 び 水 （ ８：１ ５～ １２： １０） 木 （ ８ ：１５ ～１ ２：１ ０）

時 間 帯 金 （ ８：１ ５～ １２： １０）

既 に 育 児 短 年 月 日 から 年 月 日 まで
５ 時 間 勤 務 を

し た 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

６ 校 長 意 見

学 校長

７ 備 考

注 １ 請 求に 係る子 につ いての 初め ての育 児短時 間勤 務の承 認請 求であ る場 合（既 に
育児 休業 の承認 を受 けてい る場 合は除 く ｡)は ，当 該請求 に係 る子の 氏名 ，請求 者
との 続柄 等（請 求に 係る子 が鹿 児島県 学校職 員の 勤務時 間に 関する 規則 第７条 の
４第 １項 第４号 に規 定する 特別 養子縁 組の成 立前 の監護 対象 者等に 該当 する場 合
にあ って は，そ の事 実。３ にお いて同 じ。） 及び 生年月 日を 証明す る書 類又は そ
の写 し（ 写しを 提出 する場 合は ，所属 長によ る原 本証明 を付 するこ と。 ）を添 付
する こと 。

２ 「 勤務 の日及 び時 間帯」 欄に 掲げら れてい ない 日に勤 務を 希望す る場 合等， 当
該欄 によ り難い 場合 には， 「備 考」欄 に必要 な事 項を記 入す るか， ｢別紙 」とし て
必要 な事 項を記 載し た書面 を添 付する こと。

３ 備 考欄 には， 請求 に係る 子以 外に小 学校就 学の 始期に 達す るまで の子 を養育 す
る場 合に あって はそ の氏名 ，請 求者と の続柄 等及 び生年 月日 を，請 求に 係る子 が
養子 の場 合にあ って は養子 縁組 の効力 が生じ た日 を，請 求に 係る子 以外 の子に つ
いて 現に 育児短 時間 勤務の 承認 を受け ている 場合 にあつ ては その旨 並び に当該 承
認に 係る 子の氏 名及 び当該 承認 の請求 に係る 期間 等を記 入す ること 。

４ 該 当す る□に はレ 印を記 入す ること 。
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単 位 事 務 名

配 偶 者 同 行 休 業

地方公務員法の一部を改正する法律 【法律第７９号】

根 拠 及 び 鹿児島県職員等の配偶者同行休業等に関する条例

参 考 法 令 【鹿児島県条例第６１号】

鹿児島県職員の期末手当の支給に関する条例 【鹿児島県条例第６９号】

鹿児島県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則 【鹿児島県規則第５０号】

配偶者同行休業制度について（通知） 【平成２６年１２月２５日鹿教教第３９１号】

配偶者同行休業の取得に伴う手続等について（通知）

【平成２７年３月３日公共鹿第１０１０号】

項 目 処 理 方 法

休 業 の 事 由 配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由は，次に掲げる事由（6月

以上継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。）

とする。

１ 外国での勤務

配偶者が法人その他の団体に所属して外国に勤務することをいい，報酬の有無

は問わない。

２ 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって，外国において

行うもの

「活動」には，例えば，次に掲げる活動が含まれる。

法律，医療等の専門的な知識又は技能が必要とされる業務に従事する活動

報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

音楽，美術，文学その他の芸術上の活動

３ 学校教育法（昭和22年法律第26条）第83条に規定する大学に相当する外国の大

学（これに準ずる教育施設も含む。）であって外国に所在するものにおける修学

（上記の1及び2に該当するものを除く。）

【条例第４条】【平成２６年１２月２５日鹿教教第３９１号】

適 用 除 外 職 員 １ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

法律により任期を定めて任用される職員には，例えば，再任用職員，任期付職員

が含まれる。

２ 非常勤職員 【平成２６年１２月２５日鹿教教第３９１号】
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項 目 処 理 方 法

承 認 申 請 配偶者同行休業の承認の申請は，次の事項を明らかにしてしなければならない。

１ 配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日

２ 当該職員の配偶者が，当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由

配偶者同行休業の承認またはその期間の延長の申請をしようとするときは，配偶者

同行休業承認申請書を配偶者同行休業を始めようとする日又は配偶者同行休業の期間

を延長しようとする日の1月前までに教育長に提出しなければならない。

教育長がその事由を確認する必要があると認めて指示をしたときは，当該職員は証

明書類を提出しなければならない。 【条例第５条】

承 認 任命権者は，職員が申請した場合において，公務の運営に支障がないと認めるとき

は，当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で，配偶者同行休業を

することを承認することができる。 【条例第２条】

「勤務成績その他の事情」の考慮要素

以前に配偶者同行休業をしたことがある場合には，前回の配偶者同行休業から職

務復帰した後概ね5年程度職務に従事した期間があること。

配偶者同行休業の申請の時点において，職務に復帰した後，概ね5年程度在職する

ことが見込まれ，かつ，継続して勤務する意思があることが含まれる。

【平成２６年１２月２５日鹿教教第３９１号】

期 間 配偶者同行休業の期間は，3年とする。 【条例第３条】

期 間 の 延 長 配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が条

例第3条に規定する期間を超えない範囲内において，延長をしようとする期間の末日を

明らかにして，任命権者に対し，配偶者同行休業の期間の延長を申請することができ

る。

配偶者同行休業の期間の延長は，知事が人事委員会と協議して定める事情がある場

合を除き，一回に限るものとする。 【条例第６条】

失 効 配偶者同行休業の失効の承認は，当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しく

は停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し，若しくは

当該職員の配偶者でなっくなった場合には，その効力を失う。

【法第26条の6第5項】
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項 目 処 理 方 法

承認の取消事由 以下の事由に該当する場合は，承認を取り消すものとする。

１ 配偶者と生活を共にしないこととなった

２ 配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在しないこととなった

３ 配偶者外国滞在事由に該当しないこととなった

４ 職員が産前休暇又は産後休暇を与えられた

５ 職員が育児休業を承認された

【法第26条の6第6項】【条例第３条】

届 出 以下の事由に該当する場合は，遅滞なく，届け出なければならない。

１ 配偶者が死亡した場合

２ 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

３ 配偶者と生活を共にしなくなった場合

４ 配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在しないこととなった場合

５ 配偶者外国滞在事由に該当しないこととなった場合

６ 産前休暇又は産後休暇の承認を受けようとする場合

【条例第８条】

給 与 等 １ 配偶者同行休業をしている期間については，給与を支給しない。

【法第26条の6第11項（法第26条の5第3項準用）】

２ 期末手当の額の算定の基礎となる在職期間から配偶者同行休業をした期間の２分

の１に相当する期間を除算する。

【鹿児島県職員の期末手当の支給に関する条例 第4条第2項】

３ 勤勉手当の額の算定の基礎となる勤務期間から配偶者同行休業をした期間の全期

間を除算する。 【鹿児島県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則 第12条第2項】

４ 職務に復帰した場合には，配偶者同行休業をした期間の100分の50以下の換算率に

より換算した期間を引き続き勤務したものとみなして，号給の調整を行うことがで

きる。 【条例第10条】

５ 退職した場合には，退職手当の算定の基礎となる在職期間から配偶者同行休業を

した全期間を除算する。 【条例第11条】
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項 目 処 理 方 法

そ の 他 公立学校共済組合の共済掛金及び貸付償還金関係について

給与が支給されないため，組合員自身で引き続き共済掛金（長期掛金及び短期掛

金）及び貸付償還金（貸付金を借り受けている者のみ）を払い込む必要がある。

介護掛金については，「介護保険第２号被保険者資格喪失届」を提出することに

より掛金の徴収を停止することができる。

公立学校共済組合の福祉保険制度，アイリスプラン及び団信制度関係について

各制度に加入している場合には，掛金及び保険料充当金を，引き続き所定の期日

に口座振替（引落）により払い込むこと。（手続不要）

公立学校共済組合の短期給付関係について

療養費（海外療養費）及び出産費並びに出産費附加金は，共済組合へ請求するこ

とができる。

【平成２７年３月３日公共鹿第１０１０号】

※ 様式については次のとおり掲載

「配偶者同行休業承認申請書」「誓約書」：職コミ

職コミ―「教職員課」―「県立学校人事管理係」―「79 配偶者同行休業」



- 1 -

単 位 事 務 名

入 学

根 拠 及 び 学校教育法 【第５７条，第５８条】

参 考 法 令 学校教育法施行規則 【第９０条】

鹿児島県立高等学校学則 【第１５条，第１６条，第１７条，第１８条，第１９条】

鹿児島県公立高等学校通学区域に関する規則 【第２条，第３条】

鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例 【第１０条，第１１条】

鹿児島県立公立高等学校入学者選抜実施要綱

項 目 処 理 方 法

入 学 資 格 １ 高等学校に入学することのできる者は，中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業し

た者又は文部科学大臣の定めるところにより，これと同等以上の学力があると認めら

れた者とする。

２ 専攻科に入学することのできる者は，高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業し

た者又は文部科学大臣の定めるところにより，これと同等以上の学力があると認めら

れた者とする。 【学則第１５条】

【学校教育法第５７条・第５８条】

入学者選抜の主 １ 願書提出→出願変更→学力検査

な流れ ２ 出願のための手続きは，次のとおりとする。

(1) 中学校長は，県教育庁の資料等を参考にして志願者の希望する学校あるいは，学

科について指導調整し進路の指導が適正に行われるようにしなければならない。

(2) 志願者は，入学願書を在学している中学校，または，卒業した中学校長を経て，

志願先高等学校に提出しなければならない。

(3) 公立学校の全日制普通科（募集定員が120人以下の高等学校の普通科，熊毛学区及

び大島学区の高等学校の普通科を除く。）への入学を志願する者で，次に該当する

者は，鹿児島県教育委員会の許可又は指定を受けなければならない｡

ア 学区外の中学校から登録しようとする者は,「学区外高等学校入学志願許可申請」

の手続きによりあらかじめ県教育委員会の許可を受ける。

イ 出身中学校の所在地の属する学区と保護者の現住所の属する学区とが異なる場合

は，「高等学校入学志願学区指定申請」の手続きにより，あらかじめ県教育委員会

の指定を受ける。

(4) 全日制の課程のうち普通科の高等学校へ入学しようとする者で希望する者は，所

属学区外の高等学校に志願することができる。ただし，志願者数の制限はしないが,

入学許可数は募集定員の１００分の１０を超えてはならない。
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項 目 処 理 方 法

通 学 区 域 １ 全日制の課程のうち普通科へ入学（転入学及び編入学を含む）しようとする者は，

その保護者（親権者又は後見人をいう）の住所地の属する学区内の高等学校に志願し

なければならない。

ただしやむを得ない理由があるときは，鹿児島県教育委員会の許可または指定を受

けて，所属学区外の高等学校へ入学を志願することができる。

また，上記の規定にかかわらず，当該年度の全日制の課程の募集定員が１２０人を

超えない高等学校、熊毛地区及び大島学区内の高等学校へ志願することができる。

２ 楠隼高等学校，全日制の課程のうち普通科を除く学科並びに単位制による全日制の

課程，定時制の課程及び通信制の課程については，学区を設けないものとする。

【通学区域に関する規則第２条・第３条】

入 学 手 続 １ 入学志願者は，入学願書に入学検定料（鹿児島県収入証紙）を添えて，最後に在学

入 学 願 書 した学校の校長を経て，志願先の校長に願い出なければならない。 【学則第１８条】

２ 併設型高等学校に入学を志願する当該併設型高等学校に係る併設型中学校の生徒

は，当該併設型高等学校の校長の定めるところにより，必要な書類を当該校長に提出

しなければならない。 【学則第１８条】

学 力 検 査 高等学校の入学は，中学校長より送付された調査書，その他必要な書類，選抜のた

めの学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて，校長が許可する。

【学校教育法施行規則第９０条】

【学則第１６条】

誓 約 書 入学を許可された者は，入学後１０日以内に，保護者及び保証人連署の上，誓約書

を校長に提出しなければならない。（協会ＨＰに様式掲載） 【学則第１９条】
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鹿児島県立高等学校通学区域に関する規則（抜粋）

（趣旨）

第１条 この規則は，県立高等学校（以下「高等学校」という。）の通学区域（以下「学区」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。

（学区）

第２条 全日制の課程（楠隼高等学校及び学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程（次項において

「単位制による全日制の課程」という。）を除く。以下同じ。）のうち普通科の学区は，別表のとおりと

する。

２ 楠隼高等学校，全日制の課程のうち普通科を除く学科並びに単位制による全日制の課程，定時制の課程

及び通信制の課程については，学区を設けないものとする。

（全日制普通科への入学）

第３条 全日制の課程のうち普通科へ入学（転入学及び編入学を含む。以下次項及び第３項第１号中同じ。）し

ようとする者は，その保護者（親権者又は後見人をいう。以下同じ。）の住所地の属する学区（以下「所

属学区」という。）内の高等学校に志願しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず，所属学区外の高等学校へ入学しようとする者又は次項第２号に規定する者が，

次の各号のいずれかに該当する高等学校の全日制の課程のうち普通科へ入学しようとする場合は，当該各

号に該当する高等学校に志願することができる。

(1) 当該年度の全日制の課程の募集定員が120人を超えない高等学校(次号に規定する高等学校を除く。)

(2) 熊毛学区及び大島学区内の高等学校

３ 前１項の規定にかかわらず，全日制の課程のうち普通科へ入学しようとする者(前項に規定する者を除

く。)で次の各号の一つに該当するものは，当該各号に定める学区内の高等学校に志願しなければならな

い。

(1) やむを得ない理由がある場合で，所属学区外の高等学校へ入学しようとする者，鹿児島県教育委員会

(以下｢県教育委員会｣という。)の許可を受けた学区

(2) 現に在学している中学校又は卒業した中学校の所在地の属する学区と所属学区とが異なる者，県教育

委員会の指定を受けた学区

４ 第１項及び前項の規定にかかわらず，次条の規定により全日制の課程のうち普通科へ入学しようとする者

は，所属学区又は前項の規定により許可若しくは指定を受けた学区(以下｢所属学区等｣という。)以外の学

区の高等学校に志願することができる。

（一定枠による全日制普通科への入学）

第３条の２ 全日制の課程のうち普通科を置く高等学校(前条第２項第１号又は第２号の規定に該当する高等学

校を除く。)の校長（以下「校長」という。）は，当該高等学校の募集定員の100分の５から100分の10ま

での範囲内で所属学区等が当該高等学校の属する学区以外の学区（以下「学区外」という。）である志

願者について入学を許可できる数（以下「一定枠」という。）をあらかじめ定め，県教育委員会に報告

するものとする。

２ 校長は，一定枠を限度として学区外からの入学を許可することができる。ただし，前条第１項及び第３

項の規定による受検者数が，当該高等学校の募集定員から一定枠を減じた数に満たない場合は，募集定

員から当該受検者数を減じた数を限度として学区外からの入学を許可することができる。

（所属学区外への志願及び学区の指定）

第４条 第３条第３項第１号又は第２号の規定により，県教育委員会の許可又は指定を受けようとする者は，次
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の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 学区外高等学校入学志願許可申請書（別記第1号様式）１部又は高等学校入学志願学区指定申請書

（別記第２号様式）１部

(2) 保護者の住民票の写し１部

(3) 前２号に定めるもののほか，県教育委員会が必要と認める書類

（教育長への委任）

第５条 この規則の施行に関し必要な事項は，教育長が定める。

（別表，様式 省略）
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単 位 事 務 名

入学者選抜手数料・入学検定料

根 拠 及 び 鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例 【第１０条，第１１条】

参 考 法 令 鹿児島県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例 【第３条】

鹿児島県証紙条例 【第２条】

鹿児島県証紙条例施行規則 【第２条，別表第１，第２２条】

鹿児島県立高等学校授業料等徴収条例第６条の解釈について（通知）

【昭和３３年１０月２８日鹿教管第９２４号教育長通知】

鹿児島県公立高等学校入学者選抜実施要綱

県立中学校及び高等学校授業料徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関す

る規則及び県立高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正について(通知)

【平成２６年４月２１日鹿教総第７８号総務福利課扱い】

県立中学校及び高等学校授業料徴収条例の一部改正について（通知）

【平成２７年３月２６日鹿教総第７７７号総務福利課扱い】

項 目 処 理 方 法

説 明 １ 県立中学校の入学志願者は，入学願書提出の際に，入学者選抜手数料を納付しなけ

（ 入 学 者 選 ればならない。

抜 手 数 料 ） ２ 県立中学校の校長において特に必要と認めるときは，教育委員会の承認を得て，入

学者選抜手数料を免除することができる。

３ 前項の規定は，県立中学校に転入学又は編入学を志望する生徒について準用する。

【徴収条例１０条】

（入学検定料） ４ 県立高校(通信制の課程を除く。)の入学志願者は，入学願書提出の際，入学検定料

を納付しなければならない。

５ 県立高校の校長において特に必要と認めるときは，教育委員会の承認を得て，入学

検定料を免除することができる。

６ 前項の規定は，生徒が転入学を志望する場合(転学先の県立高校の校長が選抜を行う

場合に限る。)又は生徒以外の者が転入学又は編入学を志望する場合について準用す

る。 【徴収条例１１条】

７ 県立の特別支援学校の入学検定料は徴収しない。

【特別支援学校設置及び管理に関する条例第３条】

納 付 額 １ 入学者選抜手数料の額は，2,200円とする。 【徴収条例第１０条】

２ 入学検定料の額は次のとおりである。 【徴収条例第１１条】

県立学校 全日制の課程，専攻科 ２,２００円

定時制の課程 ９５０円

３ 出願変更を行った受検者については，再度入学検定料を納付する必要はないが，出

願変更に伴い入学検定料に不足が生じた場合は不足相当額を納付する。



- 2 -

項 目 処 理 方 法

納 入 方 法 入学検定料は，収入証紙によって，納付しなければならない｡

【証紙条例第２条】【証紙条例規則第２条，別表第１】

収入証紙の消印 収入証紙は，願書等を受理したときに再度使用することができないように収入証紙消

印（第１５号様式）をもって判明に消印しなければならない。

【証紙条例規則第２２条】

還 付 制 限 既納の入学者選抜手数料，入学検定料は，どのような理由があっても還付しない｡

【徴収条例第１４条】

転入学を希望す １ 県立高校に在籍する生徒が転入学を志望する場合

る場合の取扱い 転学先の校長が「選抜を行う場合」には入学検定料を徴収することになっている。

この「選抜を行う場合」とは，転学先の校長が転入学志望の生徒に対し成績身体等の

考査を行って転入学者を決定することを予定している場合をいう。従って，上記のよ

うな考査を行わず，成績，人物，性行等の証明書により書類選考のみで転入学を許可

しようとする場合は，入学検定料は徴収しない。

このように県立学校に在籍する生徒の転入学については，入学検定料を徴収する場

合と，徴収しない場合とがあるのでその間の事情を明確にするため，別記様式の例に

よってあらかじめ伺を立て，決裁を経て置くことが望ましい。

２ 県立高校の生徒以外の者が転入学を志望する場合

県内の市町村立高校，県外の公立高校または私立の高校の生徒および生徒以外のも

のが転入学を志望する場合は，選抜を行うと否とにかかわらず，すべて入学検定料を

徴収する。

（例） 転入学志望者の選抜について（伺）

今回下記のとおり転入学の志望者がありましたので下記により選抜

を行うことにしてよろしいですか。

（選抜を行わないで入学を許可することにしてよろしいですか。）

転 在 籍 校 学 年 氏 名 備 考

入

学

希

望

者

該の 第 １ 学 年 第 ２ 学 年 第 ３ 学 年 第 ４ 学 年

当状 定 員

学況 現 員

生 欠 過 員

選抜を行う時期 平成 年 月 日

【昭和３３年１０月２８日鹿教管第９２４号】
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単 位 事 務 名

入 学 料

根 拠 及 び 鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例 【第１２条】

参 考 法 令 鹿児島県立中学校及び高等学校の設置及び管理に関する条例 【第 ４条】

鹿児島県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例 【第 ３条】

鹿児島県立高等学校学則 【第２４条】

鹿児島県立特別支援学校学則 【第２３条】

鹿児島県立高等学校入学料の免除に関する規則

鹿児島県教育委員会教育長事務委任規程

県立高等学校入学料の免除に関する規則の制定等について（通知）

（ 鹿児島県立高等学校入学料収納事務及び免除の事務処理要領を含む）

【平成４年１月２２日鹿教総第526号教育長通知】

県立高等学校授業料等徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関する規則及

び県立高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正（通知）

【平成22年6月30日鹿教総第210号総務福利課扱い】

県立中学校及び高等学校授業料徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関す

る規則及び県立高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正について(通知)

【平成２６年４月２１日鹿教総第７８号総務福利課扱い】

項 目 処 理 方 法

納 入 義 務 者 １ 県立高校に入学を許可された者で，全日制の課程，定時制の課程・通信制の課程又

は専攻科の教育を受けるもの。

２ 特別支援学校の生徒及び他の県立高校から転入学した生徒については，入学料は徴

収しない。

３ 県立高校の校長において特に必要と認めるときは，教育委員会の承認を得て，入学

料を免除することができる。

入 学 料 の 額 全日制の課程 ５，６５０円

定時制の課程 ２，１００円

通信制の課程 ５００円

専 攻 科 ５，６５０円 【徴収条例第１２条】

納 期 入学または転入学の際

収 納 方 法 １ 校長は，納入義務者に対し，納入方法等について事前に説明を行うものとする。

２ 入学料は，出納員等が徴収する。

３ 出納員等は，収納原符（別記様式第１号様式）により収納し納入義務者に領収証を

交付する。
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項 目 処 理 方 法

４ 収納した歳入金については，現金収納（払込）票（会計規則別記第１５号様式)によ

り即日又は翌日までに（その日が指定金融機関の休業日にあたるときは，その日後に

おいて最も近い休業日でない日までとする。）指定金融機関に払い込むものとする。

【事務処理要領】

歳 入 科 目 ０８ 使用料及び手数料

０２ 手数料

０７ 教育手数料

０１ 高等学校手数料

入 学 料 免 除 免除の承認事務については，鹿児島県教育委員会教育長事務委任規程表２により校長

免除の事務委任 に委任されている。

免 除 の 対 象 者 １ 生活保護法第１１条第１項に規定する保護を受けている者と生計を一にするもの。

２ 児童福祉法第７条に規定する施設のうち教育長が指定するもの（母子生活支援施設

・児童養護施設・児童自立支援施設）に入所しているもの。

【鹿児島県立高等学校入学料の免除に関する規則第２条】

免 除 の 手 続 き 免除を受けようとする者は，入学又は転入学の際，次に掲げる書類を校長に提出しな

ければならない。

１ 入学料免除申請書（第１号様式（第３条関係）協会ＨＰに様式掲載）

２ 免除対象者の１に該当する生徒は，社会福祉法第１４条に規定する福祉に関する

事務所の長が発行する生活保護を受けていることを証明する書類。

３ 免除対象者の２に該当する生徒は，児童福祉施設の長が発行する児童福祉施設に

入所していることを証する書類。

【鹿児島県立高等学校入学料の免除に関する規則第３条】

免 除 の 承 認 校長は，承認し，決定を行った場合は，速やかに入学料の免除の申請をした生徒に対

し入学料免除決定通知書（第２号様式（４条関係）協会ＨＰに様式掲載）により通知

し，入学料の免除を行うものとする。

【鹿児島県立高等学校入学料の免除に関する規則第４条】

また，入学料免除報告書（第２号様式 協会ＨＰに様式掲載）に入学料免除者一覧

（協会ＨＰに様式掲載）を添えて，１０日以内に教育委員会へその旨報告する。

【事務処理要領】
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別記
第１号様式

（表紙）

収 納 原 符
学校名

年 度 冊 枚 号 第 号

年 月 日 か ら
使 用 期 間

年 月 日 ま で

総 枚 数 枚 出 納 員

使 用 枚 数 枚 等 検 印

書 損 枚
,

欠 号 枚

未 使 用 枚

前 冊 ま で の 本 冊 分 収 納
収 納 金 額 累 計

収 納 金 額 金 額

円 円 円

収 入 の 種 別 入 学 料

この収納原符は，金額ごとに各冊ともに５０枚刷りとして作成するものとする。

（１片） （２片）

年度 原 符 第 号 年度 領収証 第 号

学 科 名 科 学 科 名 科

学年組等 年 組 番 学年組等 年 組 番

キ
氏 名 氏 名

リ

一 金 円 也 ト 一 金 円 也

ただし，入学料 リ ただし，入学料

上記の金額を収納しました。 セ 上記の金額を領収しました。
年 月 日 年 月 日

学校名 ン 学校名
印 印

出納員 出納員

取扱者 ,

注意 １ この領収証は，よく確かめて大
取扱者 , 切に保管してください。

２ 領収印のないものは，無効とな
りますから注意してください。
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単 位 事 務 名

授 業 料
（受講料を含む）

学校教育法 【第６条】

根 拠 及 び 鹿児島県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例 【第３条】

参 考 法 令 鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例 【第２条～第８条】

鹿児島県立高等学校授業料関係事務処理の手引き

鹿児島県会計規則 【第３３条第４項第２号】

高等学校授業料収納事務の適正処理について（通知）

【平成２０年１１月２１日鹿教総第５１９号総務福利課長通知】

公立学校等に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に関する法律等の施

行について（通知）

【平成22年4月1日鹿教総第118号教育長（総務福利課扱い）通知】

県立高等学校授業料等徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関する規則及

び県立高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正（通知）

【平成22年6月30日鹿教総第210号】

県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関

する規則及び県立高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正（通知）

【平成26年4月21日鹿教総第78号】

県立中学校及び高等学校授業料徴収条例の一部改正について（通知）

【平成27年3月26日鹿教総第777号】

項 目 処 理 方 法

授 業 料 の 平成22年度4月以降の授業料の徴収について，規定に関わらず，下記のとおり取り扱う

原 則 不 徴 収 こととする。ただし，平成25年度までに在籍していた生徒（専攻科除く。）に限る。

１ 授業料の原則不徴収

県立高校の授業料等については下記２を除き徴収しないこととする。

※ なお，既に高等学校等を卒業したことがある場合や，修業年限を超えて在学して

いる場合を含む。

２ 授業料等徴収対象者

法の対象とならない以下のものについては，授業料等を徴収することとする。

（１） 専攻科に在籍する生徒（授業料：鹿児島水産高校，野田女子高校）

（２） 科目履修生（授業料等：開陽高校）

※ 科目履修生の授業料等については，名称を受講料に統一する予定としている。

３ 授業料減免制度の取り扱い

（１）専攻科に在籍する生徒

経済的理由から生徒が修学を断念することがないよう，引き続き授業料減免を実

施する。

【平成22年4月1日鹿教総第118号教育長通知】

授 業 料 の 平成26年4月以降の公立高等学校に係る授業料の不徴収制度を廃止し，公立高等学校の

不 徴 収 制 度 生徒についても就学支援金の支給の対象とする。（※１）

廃 止 等

就学支援金の支 保護者等の収入状況に照らして，就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担

給の制限 を軽減する必要があると認められない者として政令で定める者（※２）については，就

学支援金を支給しない者とする。

※１ 詳しくは就学支援金制度の項にて説明

※２ 保護者等の市町村民税の課税標準額×６％－調整控除の額の合計が30万4,200円

（年収目安910万円）以上の者
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項 目 処 理 方 法

授 業 料 の 額 県立高等学校に在籍する生徒（徴収条例第10条及び第13条を除き，以下｢生徒｣とい

う。）（徴収条例第3条第1項に規定する生徒を除く。）については，在学中出席の有

無にかかわらず，次の表に定める区分に応じ同表に定める額の授業料を徴収する。

区 分 授業料の額

全日制の課程 (1) 単位制によらないもの 生徒1人につき

年額 118,800円

(2) 単位制によるもの ア 高等学校就学支援金の 1単位につき

支給に関する法律（平成22 4,455円

年法律第18号。以下「就学

支援金支給法」という。）

第3条第2項第1号に掲げる

者及び当該県立高校に在学

した期間が36月を超える者

イ 単位制高等学校教育規 1単位につき

定（昭和63年文部省令第6 4,455円

号）第7条の規定の適用を

受ける者

ウ ア及びイに掲げる以外 生徒1人につき

の者 年額 118,800円

定時制の課程 (1) 単位制によらないもの 生徒１人につき

年額 32,400円

(2) 単位制によるもの ア 就学支援金支給法第3条 1単位につき

第2項第1号に掲げる者及び 1,620円

当該県立高校に在学した期

間が48月を超える者

イ 単位制高等学校教育規 1単位につき

定第7条の規定の適用を受 1,620円

ける者

ウ ア及びイに掲げる以外 生徒1人につき

の者 年額 32,400円

専攻科 生徒1人につき

年額118,800円

【徴収条例第２条】

受 講 料 １ 通信制の課程の教育を受ける生徒については，科目の履修単位数に応じ，科目ごと

に１単位につき310円の受講料を徴収する。

２ 通信制の課程の教育を受ける生徒の受講料の有効期間は，納付した月から2年間とす

る。 【徴収条例第３条】
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項 目 処 理 方 法

科目履修生の授 １ 単位制の課程を置く県立高校において，当該単位制の課程における特定の科目を履

業料及び受講料 修する者（以下｢科目履修生｣という｣。）のうち，全日制の課程又は定時制の課程の教

育を受けるものについては，履修単位数１単位につき，4,455円の授業料を徴収し，通

信制の課程の教育を受けるものについては履修単位数1単位につき310円の受講料を徴

収する。

２ 通信制の課程の教育を受ける科目履修生の受講料の有効期間は，納付した月から２

年間とする。 【徴収条例第４条】

学校間連携にお １ 単位制によらない全日制の課程の生徒が，学校教育法施行規則（昭和22年文部省令

ける授業料 第11号。以下「規則」という。）第97条第1項の規定により単位制の課程を置く県立高

校（通信制の課程を除く。）において一部の科目の単位を修得しようとする場合にお

いて，当該生徒が在籍する県立高校の週当たりの授業時数の授業を受けることにより

修得することができる単位の数を超える数の単位を修得しようとするときは，当該生

徒については，当該超える数の単位については，1単位につき4,455円の授業料を徴収

する。

２ 単位制による全日制の課程の生徒が，規則第97条第1項の規定により単位制によらな

い全日制の課程を置く県立高校において一部の科目の単位を修得しようとするとき

は，当該生徒については，1単位につき4,455円の授業料を徴収する。

【徴収条例第５条】

併修における授 次の表の左欄に掲げる課程の生徒が，規則第97条第3項において準用する同条第1項の

業料 規定により同表の中欄における課程において一部の科目の単位を修得しようとするとき

は，当該生徒については，同表の右欄に掲げる額の授業料を徴収する。

左 欄 中 欄 右 欄

単位制による全日制の課程 単位制による定時制の課程 1単位につき 4,455円

単位制による定時制の課程 単位制による全日制の課程 1単位につき 1,620円

通信制の課程 単位制による全日制の課程 1単位につき 1,620円

単位制による定時制の課程 1単位につき 1,620円

【徴収条例第６条】

転 学 者 １ 学年の中途から転入学し，又は編入学した生徒については，月割によってその月か

等 の 授 業 料 ら授業料（その額が年額により定められている授業料に限る。以下授業料徴収条例第7

条及び第8条（第4項及び第6項を除く。）において同じ。）を徴収する。ただし，他の

県立高校から転入学した生徒については，その月分の授業料は重複して徴収しない。

２ 生徒が月の中途において退学（転退学を含む。）し，又は死亡した場合において

は，その月分の授業料は徴収する。

３ 休学を許可された生徒については，徴収条例第2条の規定にかかわらずその月の翌月

（月の初日に休学を許可された場合においては，その月）から復学した月の前月まで

の月分の授業料は徴収しない。

【徴収条例第7条】
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項 目 処 理 方 法

就学支援金受給 徴収条例第2条，第3条第1項及び第5条から前条までの規定にかかわらず，就学支援金

権者の授業料及 支給法第4条の認定を受けた生徒については，当該生徒に係る就学支援金支給法第5条第1

び受講料 項に規定する高等学校等就学支援金の額に相当する額の授業料又受講料を徴収する。

【徴収条例第７条の２】

授業料及び受講 １ 授業料は月割とし，毎月１５日までに，その月分を納付しなければならない。ただ

料の納付期限等 し，次の各号に掲げる月分の授業料は当該各号に定める期限までに納付しなければな

らない。

（１）第１学年の４月分 ４月３０日

（２）８ 月 分 ９月１５日

（３）学年の中途において転入学し，又は編入学した場合におけるその月分転入学又

は編入学の日から起算して１５日を経過した日

２ 前項の規定にかかわらず，授業料は，その年額の全部又は一部を前納することがで

きる。

３ 第１項に定める授業料の納付期限が鹿児島県立高等学校学則（昭和２７年鹿児島県

教育委員会規則第８号）第７条に規定する休業日（以下「学校休業日」という。）に

当たるときは，同項の規定にかかわらず，その日後において最も近い学校休業日以外

の日をその期限とみなす。

４ 単位制による全日制の課程の授業料（その額が単位に応じて定められている授業料

に限り，徴収条例第5条及び第6条の授業料を含む。），単位制による定時制の課程の

授業料（その額が単位数に応じて定められている授業料に限り，同条の授業料を含

む。），通信制の課程の受講料並びに科目履修生の授業料及び受講料は，受講申込

みの際に納付しなければならない。

５ 就学支援金支給法第4条の認定の申請又は就学支援金支給法第17条の規定による届出

（以下｢申請等｣という。）をした生徒（次項に規定する生徒を除く。）の当該申請等の

日の属する月分から当該申請等の結果についての通知（以下｢結果通知｣という。）が

あった日の属する月分までの授業料の納付期限は，第１項の規定にかかわらず，同月

の翌月15日とする。

６ 申請等をした単位制又は通信制の課程の教育を受ける生徒で第４項の受講申込みの

対象となる受講期間（以下｢対象期間｣という。）に係る結果通知を受けていないもの

の当該受講申込みに係る授業料（徴収条例第5条の授業料を除く。次項において同じ｡)

又は受講料の納付期限は，第４項の規定にかかわらず，対象期間に係る最終の結果通

知があった日の属する月の翌月末日とする。

７ 第３項の規定は，第２項に規定する授業料又は受講料の納付期限について準用する

【徴収条例第８条】

歳 入 の 調 定 歳入徴収者は，歳入を徴収しようとするときは，調定票により調定しなければならな

い。

県立学校授業料にあっては，年度当初に調定しなければならない。

ただし，年度の中途で徴収すべき事実が発生したときは，その発生の日に調定しなけ

ればならない。 【会計規則第３３条第４項第２号】
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単 位 事 務 名

授 業 料 免 除

根 拠 及 び 鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例 【第９条】

参 考 法 令 鹿児島県立高等学校授業料の減額及び免除に関する規則
鹿児島県教育委員会教育長事務委任規程（県立学校長に委任する個別事項）

県立高等学校授業料の減免の事務処理要領
鹿児島県立高等学校授業料関係処理の手引
県立高等学校授業料徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関する規則及び県立
高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正について（通知）

【平成22年６月30日鹿教総大210号】

県立中学校及び高等学校授業料徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関する規
則及び県立高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正について(通知)

【平成26年4月21日鹿教総第78号】
高等学校等授業料の免除に関する取り扱いについて

【平成26年9月1日付鹿教総第271号】

項 目 処 理 方 法

授 業 料 の 減 免 校長において特に必要と認めるときは，教育委員会の承認を得て授業料又は受講料（いず

れも科目履修生に係るものを除く。）を減額し，又は免除することができる。

【徴収条例第９条】

減 免 の 対 象 者 １ 校長は生徒が次の各号の一に該当すると認めるときは，教育委員会の承認を受けて，授

業料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)第１１条第１項に規定する保護を受けている
者又はこれに準ずる程度に困窮していると認められる者と生計を一にするとき。

(2) 生徒の保護者が，火災又は風水害等により災害を受け，生計に重大な支障を生じたと

認められるとき。

(3) 前２号に定めるもののほか，特に減免の必要があると認められるとき。

２ 前項各号に掲げる場合のほか，校長は，生徒が次の各号の一に該当すると認めるときは,
教育委員会の承認を受けて，授業料を減免することができる。

(1) 生徒が死亡又は行方不明等の理由により退学したときは，当該生徒に係る未納額の分
(2) 生徒が鹿児島県立高等学校学則第２１条の２の規定により留学を許可されたときは，

当該許可による期間

【規則第２条】

減 免 承 認 の 校長は，生徒が次の各号の一に該当すると認めるときは，授業料の減免の承認を行うこと

事 務 委 任 ができる。
(1) 保護者（親権を行う者又は未成年後見人をいう。以下同じ）が生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第１１条第１項に規定する保護を受けている生徒
(2) 保護者が (1)に準ずる程度に困窮していると認められる生徒で次のいずれかに該当す

る場合
ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設に入所し

ている生徒

イ 保護者が地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項第２号の規定に
より市町村民税の非課税の措置を受けている生徒

ウ 保護者が地方税法第２９４条の規定による市町村民税を均等割のみ納税している生
徒

(3) 死亡により退学した生徒
(4) 鹿児島県立高等学校学則（昭和２７年鹿児島県教育委員会規則第８号）第２１条の２

の規定により留学を許可された生徒

【事務委任規定】
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項 目 処 理 方 法

また，平成26年9月1日付鹿教総第271号高等学校等授業料等の免除に関する取り扱いについ
て（通知）により，平成26年4月1日より適用し下記のとおり取り扱うことする。また，当分
の間県立学校長が承認できるものとする。

高等学校等就学支援金制度の支給対象とならない次のいずれかに該当する者のうち保護者
等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が50万7000円未満の場合は「鹿児島県立高

等学校授業料の減額及び免除に関する規則」第２条第１項第３号を適用し授業料等を免除す
る。

（ア） 高等学校等に在学した期間が通算して36月（定時制・通信制は48月）を超える者
（イ） 単位制高校において通算74単位，年間30単位を超える者

※ 高等学校等をこれまでに卒業し又は修了したことのある生徒については，授業料及
び受講料を徴する。

※ 高等学校等をこれまでに退学したことのある生徒で学び直し支援金の支給対象とな

る場合は免除の対象とならない。

減 免 の 手 続 １ 年度当初の場合
(新 規) (1) 授業料減額 (免除) 申請書（第１号様式 協会ＨＰに様式掲載）

(2) 市町村民税・県民税課税額証明書（第２号様式）又は減免の必要性を事実確認できる
証明書
授業料の減免を受けようとする生徒は期日までに上記書類を校長に提出する。

校長は必要事項を調査のうえ下記書類に意見を具して毎年６月２５日までに教育委員会
に提出する。

(3) 授業料減額・免除承認申請書 (第３号様式 協会ＨＰに様式掲載)

(4) 授業料減額・免除調書 (第３号様式別紙１ 協会ＨＰに様式掲載)

※生活保護の生徒に係る減免の早期承認等も考慮する。(入学時等)

２ 年度途中における手続
そのつど速やかに書類を校長に提出する。

校長は規定による書類の提出を受けたときは，そのつど速やかに必要事項を調査し，書
類に意見を具して教育委員会に提出する。

減 免 の 承 認 授業料減額・免除調書 (第３号様式別紙１) により，教育委員会は校長に通知する。

【規則第４条】

減 免 の 決 定 校長は，教育委員会の承認を受けたときは，すみやかに授業料の申請をした生徒に対し授

業料減額 (免除) 決定通知書 (第４号様式 協会ＨＰに様式掲載) により通知し授業料の減
免を行う。 【規則第５条】

現 況 届 前項の規定により減免を受けている生徒は，毎年度校長が定める期日までに，次に掲げる
書類を校長に提出しなければならない。

(1) 授業料減額（免除）現況届（第５号様式 協会ＨＰに様式掲載）
(2) 市町村民税・県民税課税額証明書（第２号様式）又は減免の必要性を事実確認できる

証明書

※校長は，上記書類により確認する。 【規則第５条の２】

減 額 す る 減額する授業料の額は月割により納付すべき額の２分の１とする。 【規則第６条】

授 業 料 の 額

減 免 の 数 授業料を減免する生徒の数は予算の範囲内で定める。 【規則第７条】

減 免 の 期 間 授業料の減免を行う期間は生徒が在学する学校の正規の修業年限とする。ただし，特別の
事情があるときは，この限りではない。

【規則第８条】

減 免 の 取 消 し １ 校長は，生徒が減免の対象者として該当しなくなったときは，直ちに，減免の取消しを
行い，その旨を生徒に通知しなければならない。

２ 校長は，前項の取消しを行ったときは，その旨を速やかに，授業料減額・免除異動報告

書 (第３号様式) により教育委員会に報告しなければならない。

【規則第９条】
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項 目 処 理 方 法

申請についての １ 教育委員会への提出書類

事 務 手 続 き
区 分 通 常 の 場 合 生徒が死亡 生活保護等 減免の取消し 減 免 者 の

行方不明等 の生徒の承 報告の場合 転入学の場合

の場合 認報告の場 （退学，転

提出書類 年度当初 年度途中 合 出を含む)

授業料減額(免除)
申 請 書 ○ ○
（第１号様式） （学校長承 認は除く）

市町村民税・県民税

課 税 額 証 明 書 ○ ○
（第２号様式）

被 災 証 明 書 等
事実を確認できる ○ ○

書 類 （該当者 のみ）

授 業 料 減 額 ・

免除承認申請書 ○ ○ ○
( 第 ３ 号 様 式 )

授 業 料 減 額 ・

免 除 調 書 ○ ○ ○ ○
(第３号様式別紙１) ２部 (コピー可)

引き続き減免を

受ける者の名簿 ○

(第３号様式別紙２)

授 業 料 減 額 ・
免除異動報告書 ○ ○ ○
( 第 ３ 号 様 式 )

減免を取り消した

者 の 名 簿 ○

(第３号様式別紙２)

校長の意見具申書 ○ ○

教育委員会が必要
と 認 め る 書 類 その都度指示する。

(注) 第３号様式別紙１のみ２部(生活保護の生徒の承認報告時を除く)，他は１部

(注）生活保護等とは生活保護，児童福祉施設入所，非課税及び均等割の者と生計を同一に
にしている，死亡，留学をいう。

２ 申請書等の提出月日等について
(1) 期 日 年度当初分は６月２５日

年度途中分はその都度
(2) 提出先 総務福利課長 (経理係)
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単 位 事 務 名

就 学 支 援 金

高等学校等就学支援金の支給に関する法律

公立学校等に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一

部を改正する法律

根 拠 及 び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令

参 考 法 令 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

鹿児島県市立高等学校等就学支援事業交付金交付要綱

県高立高等学校等就学支援金交付要領及び県公立高等学校等学び直し支援事業交付金

交付要領の一部改正について（通知）

【平成27年3月31日付 鹿教総第793号】

項 目 処 理 方 法

目 的 高等学校等の生徒がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けるこ

とができることとすることにより，高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図

り，もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。

【就学支援金の支給に関する法律第1条】

受 給 資 格 及 び １ 高等学校支援金は（以下「就学支援金」という。）は，高等学校等に在学する生徒

就 学 支 援 金 の 又は学生で日本国内に住所を有する者に対し，当該高等学校等（その者が同時に二以

支 給 の 制 限 上の高等学校等の課程に在学するときは，これらのうちいずれか一の高等学校等の課

程）における就学について支給する。

２ 就学支援金は，前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは，支給し

ない。

（１）高等学校等（修業年限が三年未満のものを除く）を卒業し又は修了した者

（２）高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制･通信制は48月)を超える者

期間は，その初日において高等学校等に在学していた月を一月（その初日にお

いて高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみ

に在学していた月その他の政令で定める月にあっては，一月を超えない範囲内で

政令で定める月数）として計算する。

（３）保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者

保護者等の収入の状況に照らして，就学支援金の支給により当該保護者等の経

済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者（保護

者等の市町村民税の課税標準額×６％－調整控除の額の合計が30万4,200円（年

収目安910万円）以上の者）

（４）単位制高校において通算74単位，年間30単位を越える者

【就学支援金の支給に関する法律第３条】

受給資格の認定 就学支援金の支給を受けようとするときは，文部科学省令で定めるところにより，その

在学する高等学校等（その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは，その

選択した一の高等学校等の課程）の設置者を通じて，当該高等学校等の所在地の都道府県

知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が特定

教育施設である場合を除く。）にあっては，都道府県教育委員会）に対し，高等学校等に

おける就学について就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請

し，その認定を受けなければならない。

【 就学支援金の支給に関する法律第４条】

就学支援金の額 １ 就学支援金は認定を受けた者（以下「受給権者」という。）がその月において当該

認定に係る高等学校等（以下「支給対象高等学校等」という。）に在学する月につい

て，月を単位として支給されるものとし，その額は，一月につき，支給対象高等学校
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項 目 処 理 方 法

等の授業料の月額に相当する額（その額が支給対象高等学校等の設置者，種類及び課

程の区分に応じて政令で定める額（以下「支給限度額」という。)を超える場合にあっ

ては，支給限度額)とする。

２ 支給対象高等学校等が政令で定める高等学校等である受給権者であって，その保護

者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるも

のとして政令で定めるものに対して支給される就学支援金に係る前項の規定の適用に

ついては，同項中「定める額」とあるのは，「定める額に政令で定める額を加えた額

」とする。

３ 支給限度額は，地方公共団体の設置する高等学校，中等教育学校の後期課程及び特

別支援学校の高等部の授業料の月額その他の事情を勘案して定めるものとする。

【就学支援金の支給に関する法律第５条】

就 学 支 援 金 １ 都道府県知事（地方公共団体の設置するものである場合（支給対象高等学校等が特

の 支 給 定教育施設である場合を除く。）にあっては，都道府県教育委員会。以下同じ）は受

給権者に対し，就学支援金を支給する。

２ 就学支援金の支給は，受給権者が認定の申請をした日（当該申請が支給対象高等学

校等の設置者に到達した日（次項において「申請日」という。）をいう。）の属する

月（受給権者がその月の初日において当該支給対象高等学校等に在学していないとき,

受給権者がその月について当該支給対象高等学校等以外の高等学校等を支給対象高等

学校等とする就学支援金の支給を受けることができるときその他政令で定めるときは

，その翌月）から始め，当該就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で

終わる。

３ 受給権者がやむを得ない理由により認定の申請をできなかった場合において，やむ

を得ない理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき（当該申請が支給対象高等

学校等の設置者に到達したときをいう。）は，やむを得ない理由により当該認定の申

請をすることができなくなった日を申請日とみなして，前項の規定を適用する。

４ 前三項に定めるもののほか，就学支援金の支払の時期その他就学支援金の支給に関

し必要な事項は，文部科学省令で定める。

【就学支援金の支給に関する法律第６条】

代 理 受 領 等 支給対象高等学校等の設置者は，受給権者に代わって就学支援金を受領し，その有する

受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。

【就学支援金の支給に関する法律第７条】

就 学 支 援 金 の １ 就学支援金は，受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定め

支 給 停 止 る場合において，受給権者が，文部科学省令で定めるところにより，支給対象高等学

校等の設置者を通じて，都道府県知事に申し出たときは，政令で定めるところにより

，その支給を停止する。

２ 前項の規定により当該月に係る就学支援金の支給が停止された月は，高等学校等に

在学した期間が通算して36月(定時制･通信制は48月)を超える者の期間の計算について

は，その初日において高等学校等に在学していた月には該当しないものとみなす。

【就学支援金の支給に関する法律第８条】

支 払 の 受給権者が，正当な理由がなく保護者等の収入の状況に関する事項の届出をしないとき

一 時 差 止 め は，就学支援金の支払を一時差し止めることができる。

【就学支援金の支給に関する法律第９条】

支 払 の 調 整 就学支援金を支給すべきでないにもかかわらず，就学支援金の支給としての支払が行わ

れたときは，その支払は，その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。

就学支援金として支給すべき額を超える額の就学支援金の支給としての支払が行われた場

合における当該超過額の支払いについても，同様とする。

【就学支援金の支給に関する法律第10条】



- 3 -

項 目 処 理 方 法

不正利得の徴収 １ 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を受けた者があるときは，都道府県

知事は，国税徴収の例により，その者から，その支給を受けた就学支援金の額に相当

する金額の全部又は一部を徴収することができる。

２ 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は，国税及び地方税に次ぐものとする。

【就学支援金の支給に関する法律第11条】

受 給 権 の 保 護 就学支援金の支給を受ける権利は，譲り渡し，担保に供し，又は差し押さえることがで

きない。

【就学支援金の支給に関する法律第12条】

届 出 受給権者は，文部科学省令の定めるところにより，都道府県知事に対し保護者等の収入

状況に関する事項として文部科学省令で定める事項を届け出なければならない。

【就学支援金の支給に関する法律第17条】
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単 位 事 務 名

学び直し支援事業交付金

根 拠 及 び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律

参 考 法 令 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の

一部を改正する法律

鹿児島県公立高等学校学び直し支援事業交付金交付要領

県高立高等学校等就学支援金交付要領及び県公立高等学校等学び直し支援事業交付金

交付要領の一部改正について（通知）

【平成27年3月31日付 鹿教総第793号】

鹿児島県公立高等学校等学び直し支援事業交付金交付要領の一部改正について（通

知） 【令和３年１０月１３日鹿教総第３６２号】

項 目 処 理 方 法

目 的 家庭の状況にかかわらず，全ての意思ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会

をつくるため，国の費用により，生徒の授業料に充てる高等学校等学び直し支援金を支

給し，家庭の教育費負担を軽減する。

対 象 者 学び直し支援金の支給の対象者は，県立高校，市立高校及び公立専修学校の高等課程

（以下，｢高等学校等｣という。）に在学し，次の各号（高等学校等就学支援金の支給に

関する法律（平成22年法律第18号。以下｢法｣という。）第３条第２項第２号に該当しな

い者であって，高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則（平成22年文部科学

省令第13号。以下｢省令｣という。）第７条第４項に規定する単位数の合計が74を越える

者については，第３号を除く。）の全ての要件を満たす者とする。

（１）日本国内に住所を有する者

（２）法第２条の各号に掲げる学校を卒業又は修了していない者

（３）法第３条第２項第２号に該当する者（高等学校等に在学した期間が通算して36月

を超える者（定時制及び通信制は48月))

（４）平成26年４月１日以降に高等学校等に入学した者（公立高等学校に係る授業料の

不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律（平成

25年法律第90号）による改正後の法第5条に規定する就学支援金の受給権者であった

者又は所得制限に該当することにより就学支援金の受給資格の認定を受けなかった

者（所得制限に該当することを予測して受給資格の認定申請を行わなかった者を含

む。）に限る。）

（５）高等学校等を退学（転学に類する退学を含む。）したことのある者

（６）学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12月（定時制及び通信制は24月）

未満である者

（７）学び直し支援金を受給しようとする者が，生徒が履修する科目の単位数に応じて

授業料の額を定める高等学校等（この号において「単位制高等学校等」という。）

に入学した者である場合は，当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として当該

単位制高等学校等から認定を受けた単位数，当該単位制高等学校等における就学支

援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数が74を超えていない者

（８）保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められる者（法第３条第２項第

３号に規定する所得制限に該当しない者）

【学び直し支援事業交付金交付要領第２条】

支 給 期 間 学び直し支援金の支給期間は，12月（定時制及び通信制は24月）以内とする。

【学び直し支援事業交付金交付要領第３条】
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項 目 処 理 方 法

受 給 資 格 認 定 学び直し支援金の支給を受けようとする生徒は，高等学校等学び直し支援金受給資格

認定申請書（様式第１号 協会ＨＰに様式掲載）に保護者等(法第３条第２項第３号に定

める保護者等をいう｡)個人番号カードの写し等（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個

人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ）又は市町村民民税の課税標準額及

び市町村民税の調整控除の額を証明する書類（以下｢課税証明書等｣という。）を添付

し，学校設置者を経由して教育委員会に提出し，その認定を受けなければならない。

【学び直し支援事業交付金交付要領第４条】

収入状況の届出 前項の認定を受けた者は，毎年度，教育委員会が別に定める期限までに，保護者等の

個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付した｢保護者等の収入の状況に関する事

項｣に係る届出書（様式第１号 協会ＨＰに様式掲載）を，学校設置者を経由して教育委

員会に提出しなければならない。ただし，既に保護者等の個人番号カードの写し等を提

出している場合にあっては，この限りではない。

【学び直し支援事業交付金交付要領第５条】

休 学 及 び 復 学 前々項の認定を受けた者が休学又は復学する場合は，学校設置者を通じて教育委員会

に対して高等学校等学び直し支援金の支給停止申出書（様式第２号）又は高等学校等学

び直し支援金の支給再開申出書（様式第３号 協会ＨＰに様式掲載）により申し出るこ

とができる。 【学び直し支援事業交付金交付要領第６条】

支 給 方 法 学校設置者は，学び直し支援金を受給権者である生徒に代わって代理受領し，受給権

者である生徒の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。

【学び直し支援事業交付金交付要領第７条】

そ の 他 の 基 準 学び直し支援事業に関する基準は，法，高等学校等就学支援金の支給に関する法律施

行令(平成22年政令第112号)及び省令で定める基準の例による。

【学び直し支援事業交付金交付要領第８条】
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単 位 事 務 名

奨学のための給付金

子どもの貧困対策の推進に関する法律

根 拠 及 び 高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）交付要綱

参 考 法 令 鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金支給要綱

鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金支給要綱の改正について(通知）

【平成28年5月25日付鹿教高第75号】

鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金支給要綱の改正について(通知）

【平成29年6月6日付鹿教高第88号】

鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金支給要綱の改正について(通知）

【平成30年7月2日付鹿教高第149号】

項 目 処 理 方 法

目 的 子どもの貧困対策の推進に関する法律の趣旨に基づき，家庭の状況にかかわらず生徒

が安心して教育を受けられるよう，授業料以外の教育費負担の軽減を図るため，高校生

等がいる低所得世帯に対して，奨学のための給付金を支給する。

支 給 対 象 者 １ 給付金の支給対象者は，当該年度の７月１日（７月２日以降に入学することが高等

学校等の学則に定められている場合は当該年度の11月１日。以下「基準日」という｡)

において，別表に定める区分に属し，かつ，次の各号の全てに該当する者の保護者等

とする。

（１）法第３条に規定する高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は高

等学校等修学支援事業費補助金（学び直しへの支援）交付要綱（平成26年4月1日文

部科学大臣決定）第３条に規定する支給対象者

（２）保護者等が鹿児島県の区域内に住所を有している高校生等

（３）休学していない高校生等。ただし，休学が病気その他やむを得ない理由によるも

ので，その期間が短期間である場合はこの限りではない。

（４）「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成11年4月30

日厚生省発児第86号）」に基づき，見学旅行費又は特別育成費が措置されていない

高校生等。ただし，母子生活支援施設に入所している高校生等は除く。

２ 前項の規定に関わらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該高校生等を算

定の基礎とする給付金の支給を受けることができない。

（１）当該年度において，既に１人の高校生等につき鹿児島県教育委員会（以下「県教

育委員会」という。）その他の都道府県等から，高等学校等修学支援事業費補助金

（奨学のための給付金）交付要綱（平成26年4月1日文部科学大臣決定）に基づく給

付金の支給を受けている場合

（２）既に１人の高校生等につき通算３回（定時制，通信制の高等学校等に通う高校生

等は４回）の支給を受けている場合

【奨学のための給付金支給要綱第３条】

給 付 金 の 給付金の支給額等は，別表に定めるところによる。

支 給 額 等 【奨学のための給付金支給要綱第４条】

受 給 申 請 保護者等は，奨学のための給付金受給申請書(第１号様式 協会ＨＰに様式掲載)に次

の号に掲げる書類を 添えて，基準日が７月１日の場合にあっては７月３１日，１１月１

日の場合にあっては１１月３０日（それらの日が土曜日，日曜日又は休日に当たるとき

は，その日後において，その日に最も近い土曜日，日曜日又は休日でない日）までに県

教育委員会に申請するものとする。ただし，県教育委員会が特別の理由があると認める

ときはこの限りでない｡

（１） 生活保護受給世帯（生業扶助が行われている世帯）の場合

ア 在学証明書

イ 生業扶助の措置状況が分かる証明書

ウ その他県教育委員会が必要と認める書類
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処 理 方 法

（２） 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が非課税である世

帯の場合（次号の場合を除く。）

ア 在学証明書

イ 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が分かる書類

ウ その他県教育委員会が必要と認める書類

（３） 前号の世帯に扶養されている通信制以外の高等学校等に通う高校生等（第３条

第１項各号の全てに該当する者に限る。）以外に15歳（中学生を除く。）以上23

歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の場合

ア 在学証明書

イ 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が分かる書類

ウ 高校生等（第3条第1項各号の全てに該当する者に限る。）以外に，基準日の年

齢が１５歳（中学生を除く。）以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいるこ

とが確認できる書類

エ その他県教育委員会が必要と認める書類

【奨学のための給付金支給要綱第５条】

保護者等が死亡 給付金を受給しようとする保護者等が，基準日の翌日以降から支給決定がされる前の

した場合の届出 間に死亡した場合，その受給資格を継承する保護者等は，受給資格承継届（第２号様

式）に関係書類を添えて，県教育委員会に届け出なければならない。

【奨学のための給付金支給要綱第６条】

基準日における 県教育委員会は生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による生活保護受給

世帯状況の調査 の有無及び道府県民税所得割額及び市町村民税の課税状況，その他給付金の支給を行う

ために必要があると認める場合，保護者等の同意に基づき，各市町村及びその他関係機

関に確認することができる。

【奨学のための給付金支給要綱第７条】

支 給 の 決 定 等 県教育委員会は，第５条の規定による申請を受理したときは，これを審査して支給の

可否を決定し.支給を決定したときは奨学のための給付金支給決定通知書(第３号様式),

却下したときは奨学のための給付金却下通知書（第４号様式）により，保護者等に通知

するものとする。

【奨学のための給付金支給要綱第８条】

支 給 日 給付金は，支給を決定した日の属する月の翌月末日までに支給する。ただし，県教育

委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

【奨学のための給付金支給要綱第９条】

支 給 回 数 支給回数は，１人の高校生等につき年１回，通算３回（定時制，通信制の高等学校等

に通う高校生等は４回）を上限とする。

【奨学のための給付金支給要綱第10条】

給付金の支給 給付金は，地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第161条第1項第10項の規定によ

及 び 支 給 方 法 り資金を前渡する。原則，口座振込とする。ただし，鹿児島県立高等学校に在学する高

校生等の保護者等が希望する場合は現金受領もできる。

【奨学のための給付金支給要綱第11条】

授業料以外の 鹿児島県立中学校及び高等学校の設置及び管理に関する条例（昭和39年鹿児島県条例

教育費との相殺 第38号）第1条に規定する鹿児島県立高等学校に在学する生徒の保護者等(以下「県立高

校保護者等」という。）に支給する給付金は，県立高校保護者等から奨学のための給付

金委任状(第５号様式)が提出された場合，保護者等が負担する授業料以外の教育費と相

殺することができる。

【奨学のための給付金支給要綱第12条】

支給決定の取消 県教育委員会は，保護者等が偽りその他不正の手段により支給決定を受けたときは，

給付金の支給の決定を取り消すことができる。

【奨学のための給付金支給要綱第13条】
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処 理 方 法

給付金の返還等 県教育委員会は，前項の規定により取り消したときは，その旨を通知するものとし，

支給された給付金を返還させることができる。

【奨学のための給付金支給要綱第14条】

そ の 他 鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金支給要鋼に定めるもののほか，給付金

の支給に関して必要な事項は，県教育委員会教育長が定める。

【奨学のための給付金支給要綱第15条】

施 行 期 日 この要綱は，平成26年6月30日から施行する。

経 過 措 置 この要綱に基づく給付金の支給については，平成26年4月1日以降，対象となる高等学

校等に入学した高校生等から適用するものとする。

別表

区 分 高校生等1人当たり 支給対象経費

の給付金支給額

１ 生徒保護受給世帯（生業扶助が行わ

れている世帯）に扶養されている高校 年額 32,300 円

生等

２ 通信制高等学校 年額 50,500 円

等に通う高校生等

３ 通信制以外の高等

保護者等全員の 学校等に通う高校生 年額 117,100 円 授業料以外の教育に必要

道府県民税所得 等（４の場合を除 な経費

割額及び市町村 く。）

民税所得割が非 ４ 2人目以降の通信

課税である世帯 制以外の高等学校等

に扶養されてい に通う高校生等及び

る高校生等（1の 当該世帯に扶養され 年額 143,700 円

場合を除く。） ている高校生等以外

に15歳（中学生を除

く。）以上23歳未満

の扶養されている兄

弟姉妹がいる世帯の

通信制以外の高等学

校等に通う高校生等

５ 生活保護受給世帯及び保護者等全員の

道府県民税所得割額及び市町村民税所得 年額 50,500 円

割が非課税である世帯に扶養されている

専攻科に通う高校生等

（注1） 通信制の高等学校等に通う高校生等を含め，複数の高校生等がいる場合には，通信制の

高等学校等（専攻科除く）に通う高校生等（専攻科除く）は全て年額50,500円，通信制以

外の高校生等は，全て143,700円とする。
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単 位 事 務 名

奨 学 金

根 拠 及 び 公益財団法人鹿児島県育英財団奨学金貸与規程

参 考 法 令 独立行政法人日本学生支援機構法 (抄)

独立行政法人日本学生支援機構法施行令 (抄)

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令

項 目 処 理 方 法

事 業 団 体 名 １ 鹿児島県育英財団

２ 日本学生支援機構

３ その他 各市町村及び各種団体の奨学金（あしなが育英会，交通遺児育英会等）

鹿児島県育英財団 詳細はホームページhttp://www.kagoshima-ikuei.jp/を参照のこと。

１ 高等学校等奨学金の種類

高校一般奨学金（予約募集，在学募集，緊急採用）

奨学事業補助奨学金（予約募集，在学募集）

再編整備特別奨学金（在学募集）

２ 大学等奨学金の種類

大学奨学金・産業教育振興奨学金（予約募集）

短期大学奨学金（予約募集）

３ 交通遺児等奨学金

高校（在学募集）

大学（予約募集）

日本学生支援機構 高等学校・専修学校（高等課程）の奨学金事業は平成１７年度以降各都道府県に移管さ

れたため，現在は国内の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）

の学生を対象とした事業となっている。

詳細はホームページhttp://www.jasso.go.jp/を参照のこと。

１ 奨学金の種類

第一種奨学金(無利息)

第二種奨学金(有利子）

入学時特別増額貸与奨学金（有利子） ※一時金であり，入学時特別増額貸与

奨学金のみの申込みはできない。

http://www.kagoshima-ikuei.jp/
http://www.jasso.go.jp/
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単 位 事 務 名

証 明 書 の 発 行

根 拠 及 び 鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例 【第１３条，第１４条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則 【第４３条】

鹿児島県立特別支援学校の設置及び管理に関する条例

高等学校の証明手数料について 【昭和４６年３月５日鹿教管第８０５号】

旅客および荷物営業規則

学校学生生徒旅費運賃割引証（学割証）の使用及び取扱いについて

【昭和６２年４月１５日 学校教育課長】

鹿児島県特別支援学校学則 【第２３条】

県立中学校及び高等学校授業料徴収条例，県立高等学校授業料の減額及び免除に関す

る規則及び県立高等学校入学料の免除に関する規則の一部改正について(通知)

【平成２６年４月２１日鹿教総第７８号総務福利課扱い】

鹿児島県学校管理規則 【第３４条】

項 目 処 理 方 法

証 明 書 の 種 類 １ 卒業または修了に関する証明書

２ 成績証明書（大学等入学に要する調査書を含む）

３ 単位修得証明書

４ 人物または身上に関する証明書

５ 在学証明書

６ 身分証明書

７ 通学証明書

８ 学生割引証

９ その他

証 明 書 １ 在校生の場合

発 行 手 続 き 交付申請書提出（証明書類必要なし）

２ 卒業生の場合

本 人 来 校 ・交付申請書（協会ＨＰ様式掲載）

・運転免許証・健康保険証等で確認

・確認できない場合は，担任名，同級生氏名等の聞き取りで確認

郵 送 ・交付申請書(学校のホームページから交付申請書を取り出し作成)

・発行依頼書，運転免許証等のコピー同封

保護者来校 ・交付申請書

・運転免許証・健康保険証等で確認（番号を控えるまたはコピー）

第三者来校 ・交付申請書

・本人の作成した委任状

・運転免許証・健康保険証等で確認（番号を控えるまたはコピー）
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項 目 処 理 方 法

卒 業 生 の

各 種 証 明 書 証明書の種類 発行年限

発 行 年 限

卒業証明書 永 年

調 査 書 卒業後５年以内

成績証明書 卒業後５年以内

単位修得証明書 卒業後２０年以内

証 明 手 数 料 １ 証明書の種類１～４に掲げるもので，当該学校に在籍する生徒以外の者に発行する

ときは，その都度１通 につき４００円の証明手数料を徴収する。

【鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例第13条】

２ 直接収納するが，収納原符による領収証の交付を要しない。

【鹿児島県会計規則第42条，第43条】

３ 卒業学年にある生徒については，卒業の認定を受けた後も３月３１日までは在籍す

るものとして，証明手数料を徴収しない。

４ 国，地方公共団体の機関から証明書発行を求められた場合，その他県教育委員会が

特に必要と認める場合は，証明手数料を免除することができる。

５ 特別支援学校の証明手数料は徴収しない。 【鹿児島県特別支援学校学則第23条】

６ 既納の証明手数料は，理由の如何を問わず還付しない。

【鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例第14条】

通 学 証 明 書 １ 通学証明書，学割証の有効期間は発行の日から

学 割 証 通学証明書 １ヶ月

学 割 証 ３ヶ月

ただし，卒業する者について，学割証は３月末日まで有効。

２ 学割証交付申請

学割証が不足した場合は，学割証交付申請書（協会ＨＰ様式掲載）を総務福利課へ

送付する。

なお，生徒比率については，残枚数を現生徒数で割る。

そ の 他 １ 証明書作成のときは，書き誤り，誤字等のないよう注意する。

留 意 点 ２ 成績証明書（調査書），人物，身上に関する証明書を交付のときは，密封し，開封

無効の表示をする。

英 文 に よ る 公印の印影届を外務省に送付する。ただし，１回届けておけば証明書の発行のたび

証 明 書 に届ける必要はない。



- 3 -

令和○○年○○月○○日

外務大臣官房領事移住部

（

途

領 事 第 二 課 長 殿 中

開

封

発信者又は機関名：鹿児島県立川内商工高等学校 学校長 無

効

所 在 地：○○○○○○○○ 印

）

郵 便 番 号：○○○

電 話 番 号：○○○○○○○○○

（該当文字を○で囲ってください：国立，公立，私立）

公印の印影送付について

下記のとおり送付します。

公印 印名（平仮名で書いて下さい）

学校長

かごしまけんりつ

印 せんだいしようこう

こうとうがつこうちよういん

Ｏｋａｄａ Ｈｉｒｏｚｏ
署名

ＰＲＩＮＣＩＰＡＬ

英語で署名 ＳＥＮＤＡＩ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬーＴＥＣＨＮＩＣＡＬ

ＨＩＧＨ ＳＣＨＯＯＬ
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令和 年 月 日
（

外務大臣官房領事移住部 途

中

領 事 第 二 課 長 殿 開

封

無

発信機関名： （公印） 効

）

公 印 の 印 影 送 付 に つ い て

次のとおり印影を送付します。

［印影欄］

氏名及びふりがな：

所在地：

郵便番号：

電話番号：

学校の場合

（○で囲って下さい）：国立，公立，私立

機関の英名：

（注）◎印影欄には機関が発給した証明書等に押印した同じ印を明瞭に押して下さい。

◎印影欄の押印は左側記入事項の字と重ならないよう押して下さい。
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卒業証明書の例文

No 260

Ｎovember 12, 2021

ＳＥＮＤＡＩ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ－ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ

ＨＩＧＨ ＳＣＨＯＯＬ

No1835 Hirasa-cyo, Satsumasendai-shi,

Kagosima-ken, Japan.

ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ
ＮＡＭＥ ：Ｙａｍａｄａ Ｔａｒｏ

ＤＡＴＥ ＯＦ ＢＩＲＴＨ：Ｍａｒｃｈ．２４，１９６５

ＮＡＴＩＯＮＡＬＩＴＹ ：Ｊａｐａｎｅｓｅ

To whom it concerns :

This is to certify that the student

mentioned above entered ＳＥＮＤＡＩ ＣＯＭ－

ＭＥＲＣＩＡＬ－ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＨＩＧＨ ＳＣＨＯＯＬ on April 8,

1989, and finished its course in March,

1993.

ＰＲＩＮＣＩＰＡＬ ＯＦ ＳＥＮＤＡＩ

ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ－ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ

ＨＩＧＨ ＳＣＨＯＯＬ

Ｙａｍａｄａ Ｉｃｈｉｒｏ

公

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｙａｍａｄａ Ｉｃｈｉｒｏ 印

下記の証明文はすべて別紙（白紙紙）にタイプして下さい。
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《Ａ》官公庁公印証明例文

ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ

Ｔｈｉｓ ｉｓ ｔｏ ｃｅｒｔｉｆｙ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｏｆｆｉｃｉａｌ ｓｅａｌ ｏｆ

ｔｈｅ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｔｏｋｙｏ Ａｆｆａｉｒｓ Ｂｕｒｅａｕ，

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ，ａｆｆｉｘｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ａｃｃｏｍｐａｎｙｉｎｇ

ｄｏｃｕｍｅｎｔ，ｉｓ ｇｅｎｕｉｎｅ．

Ｔｏｋｙｏ， 当班への提出年月日

Ｏｆｆｉｃｉａｌ

Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ

（Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｏｎｓｕｌａｒ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ）

なお，「地方法務局」の場合……Ｄｉｓｔｒｉｃｔ Ｌｅｇａｌ

Ａｆｆａｉｒｓ Ｂｕｒｅａｕとなります。

注：商業登記謄本等の場合は押印してある登記官の公印

について所属法務局長の証明を受けてから上記

Ａの証明文とともに提出して下さい。
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《Ｂ》市区町村長公印証明例文

ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ

Ｔｈｉｓ ｉｓ ｔｏ ｃｅｒｔｉｆｙ ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｓｅａｌ ｏｆ

ｔｈｅ Ｈｅａｄ ｏｆ Ｎａｋａ Ｗａｒｄ，Ｙｏｋｏｈａｍａ Ｃｉｔｙ，ａｆｆｉｘｅｄ ｔｏ ｔｈｅ

ａｃｃｏｍｐａｎｙｉｎｇ ｄｏｃｕｍｅｎｔ，ｉｓ ｇｅｎｕｉｎｅ．

Ｔｏｋｙｏ，当班への提出年月日

Ｏｆｆｉｃｉａｌ

Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ

（Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｏｎｓｕｌａｒ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ）

注：市長はＭａｙｏｒ ｏｆ…Ｃｉｔｙ 郡は…Ｃｏｕｎｔｙ

区長はＨｅａｄ ｏｆ…Ｗａｒｄ

町，村長はＨｅａｄ ｏｆ…Ｔｏｗｎ （又は…Ｖｉｌｌａｇｅ）

《Ｃ》校長印証明文例

ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ

Ｔｈｉｓ ｉｓ ｔｏ ｃｅｒｔｉｆｙ ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｓｅａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ

ｏｆ Ｈｉｔｏｔｓｕｂａｓｈｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ａｆｆｉｘｅｄ ｔｏ ｔｈｅ

ａｃｃｏｍｐａｎｙｉｎｇ ｄｏｃｕｍｅｎｔ，ｉｓ ｇｅｎｕｉｎｅ．

Ｔｏｋｙｏ，当班への提出年月日

Ｏｆｆｉｃｉａｌ

Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ

（Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｏｎｓｕｌａｒ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ）

注：小学校から高等学校までの校長は Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ

大学学長又は総長は Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ

学部長は Ｄｅａｎ，Ｆａｃｕｉｙｔｙ（又はＤｅｐａｒｔｍｅｎｙｔ）ｏｆ…

県立は…Ｐｒｅｆｅｃｙｔｕａｌ 高校は…Ｓｅｎｉｏｒ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ

市立は…Ｍｕｎｉｃｉｐａｌ 中学は…Ｊｕｎｉｏｒ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ
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単 位 事 務 名

生 徒 異 動
（転出，転入，退学，休学，留学，復学，編入学）

学校教育法 【第５９条】

学校教育法施行規則 【第９１条，第９２条，第９３条，第９４条】

鹿児島県立高等学校学則 【第１７条，第２０条，第２１条，第２１条の２，第２２条，

第２２条の２，第２３条】

根 拠 及 び 学校教育法施行規則の一部改正について（通知）

参 考 法 令 【昭和６３年１１月１日鹿教学教第１０２１号学校教育課長通知】

高校生の外国の高等学校への留学の取り扱いについて（通知）

【昭和６３年３月３０日鹿教学教第１５０３号教育長通知】

保護者の転勤に伴う高等学校生徒の転入学の許可等の取り扱いについて（通知）

【昭和５９年４月１３日鹿教学第１０３号教育長通知】

高校生の「留学」取扱い要領について（通知）

【平成元年８月２９日鹿教学教第７９０号教育長通知】

項 目 処 理 方 法

転 学 ・ 退 学 転学，留学，転籍又は退学しようとする者は，その理由を付し，保護者及び保証人連

署の上，校長に願出なければならない。病気による退学の場合においては，医師の証明書

を添えなければならない。 【鹿児島県立高等学校学則第２０条】

転 学 照 会 転学を志望する生徒のあるときは，校長は，その理由を付し，生徒の在学証明書その

他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。

転 学 許 可 １ 校長は，転学を許可した場合には，その生徒の従前在学していた学校の校長にその旨を

通知する。通知を受けた校長は速やかにその生徒の指導要録の写し（転学してきた生徒に

ついては，転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。）及び進学の場合に送付され

た指導要録の抄本，健康診断票及び歯の検査票を転学先の校長に送付しなければならない

２ 校長は全日制の課程及び定時制の課程相互の間の転学又は転籍については，履修した

単位に応じて相当学年に転入することを許可することができる。

【鹿児島県立高等学校学則第２１条】
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項 目 処 理 方 法

休 学 許 可 １ 生徒は，病気その他やむを得ない理由のため３月以上出席することができないときは，

その理由及び期間を付し，保護者及び保証人連署の上，医師の証明書等その理由を証する

に足る書類を添えて，校長に休学を願い出ることができる。

２ 校長は，理由を相当と認めるときは，休学を許可することができる。

３ 休学の期間は，３月以上１年以内とする。ただし，特別の事情がある場合には，その期

間を延長することができる。 【鹿児島県立高等学校学則第２２条】

許 可 取 消 １ 生徒は，休学の許可を受けた後３月までにその理由がなくなったときは，その事情及び

期日を付し，保護者及び保証人連署の上，医師の証明書等その事情を証するに足る書類を

添えて，校長に届け出なければならない。

２ 校長は，その事情を相当と認めるときは，当該休学の許可を取り消すものとする。

【鹿児島県立高等学校学則第２２条の２】

留 学 １ 校長は，教育上有益と認めるときは，生徒が外国の高等学校に留学することを許可する

ことができる。

２ 校長は，前項の規定により留学することを許可された生徒について，外国の高等学校に

おける履修を高等学校における履修とみなし，３６単位を超えない範囲で単位の修得を認

定することができる。

３ 校長は，前項の規定により単位の修得を認定された生徒について，第６条第１項に規定

する学年の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる｡

【鹿児島県立高等学校学則第２１条の２】

(1) 留学を希望する生徒は，校長に留学願を提出しなければならない。

校長は，留学を許可するに当たっては，留学許可書を交付するとともに，県教育委

員会に対しても，速やかに報告書を提出するものとする。

(2) 留学期間が満了した生徒は，速やかに留学終了報告書を提出しなければならない。

校長は，県教育委員会に対して速やかに生徒の留学終了等報告書を提出しなければ

ならない。 【平成元年８月２９日鹿教学教第７９０号教育長通知】

復 学 １ 休学中の者が復学しようとするときは，その事情及び期日を付し，保護者及び保証人連

署の上，医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて，校長に復学を願い出なけ

ればならない。

２ 校長は，休学の理由が消滅したと認めるときは，相当学年に復学を許可するものとす

る。ただし，単位制による課程においては，相当の期間を在学すべき期間として復学を許

可するものとする。 【鹿児島県立高等学校学則第２３条】

編 入 学 １ 第１学年の途中又は第２学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に

在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

２ 単位制による課程に入学を許可される者は，相当年齢に達し，相当の学力があると認め

られた者であって，相当の期間を在学すべき期間として，指定されたものとする。

【鹿児島県立高等学校学則第１７条】
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項 目 処 理 方 法

転 学 の 場 合

②

本 人 入 学 願

転 学 願

① Ａ 転 学 照 会

学 校 長 Ｂ 在 学 証 明 書 転学先学校長

Ｃ 成績（単位修得）証明書

転 学 の 回 答 ③
許 可
不許可

④ Ａ 高等学校生徒指導要録（写）

Ｂ 生徒学生健康診断票（裏面・歯・口腔）
許可の

場 合 Ｃ 独立行政法人日本スポーツ
振興センター加入証明書

Ｄ 中学校生徒指導要録抄本

Ｅ 児童生徒健康診断票（裏面・歯・口腔）

Ｆ その他参考書類

新入生の転学の場合 （保護者の勤務異動等による）

本 人

転 学 願

① Ａ 転 学 照 会

学 校 長 Ｂ 学 力 検 査 成 績 証 明 書 転学先学校長

転 学 の 回 答 ②
許 可
不許可

Ａ 中学校作成の調査書（写）
許可の場合 ③
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休 学 の 場 合 復 学 の 場 合

本 人 本 人

休 学 願 復 学 願

（添付書類） （添付書類）

○ 病気の場合 ○ 病気の場合

医師の診断書 高校生活に堪えることが出来ること

を証する医師の診断書

○ やむを得ない理由の場合 ○ やむを得ない理由の場合

その理由を付したもの その事情を付したもの

学 校 長 学 校 長

退 学 の 場 合 編 入 学 の 場 合

本 人 本 人

退 学 願 入 学 願

（添付書類） （添付書類）

○ 病気の場合 過去に在学した学校における成績

医師の診断書 （単位修得）証明書

○ 死亡の場合

死亡を証する書類

学 校 長 学 校 長

留 学 の 場 合

本 人 本 人

留学前 留学後

留 学 願 留学終了報告書

留学許可書

学 校 長 学 校 長

生徒の許可について 生徒の留学終了等について

（報告） （報告）

県教育委員会 県教育委員会

※ 編入学を除き各種願提出の際には担当教師の副申書（意見書）を添える。
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（生異様式第１号） 受 付

校 長 教 頭 事務長 回 議
受

付
, , , , , , , ,

印

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立山上高等学校長 殿

全日制普通科 第２学年３組

本 人 氏 名 坂 元 一 雄,

保 護 者 氏 名 坂 元 志 朗,

保 証 人 氏 名 荒 田 信 夫,

転学 ・ 退学
願

休学 ・ 復学

次の理由により 退 学 したいので，許可くださるようお願いします。

１ 理 由 進路変更のため

２ 休学の期間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

３ 転学・復学・退学希望年月日 令和 年 月 日

４ 転学先及所在地

学校名（課程名）

所在地

担任副申 １年生後半より不登校が続き，本人・保護者・担任で再三話しあいを持ちましたが，

本人の学校をやめて働きたいとの意志が強く，保護者も同意しておりますので，担任とし

てもいたしかたないと思います。

担任氏名 伊 敷 次 大 ,

１ 該当する事項を○でかこむ。

２ 転学（１．３．４） 休学（１．２） 復学・退学（１．３）のみ記入のこと。

３ 病気の場合は医師の診断書を添えること。
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（生異様式第１号） 受 付

校 長 教 頭 事務長 回 議
受

付
, , , , , , , ,

印

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立山上高等学校長 殿

全日制普通科 第２学年６組

本 人 氏 名 城 山 立 男,

保 護 者 氏 名 城 山 哲 二,

保 証 人 氏 名 大 島 一 美,

転学 ・ 退学
願

休学 ・ 復学

次の理由により 休 学 したいので，許可くださるようお願いします。

１ 理 由 病気のため

２ 休学の期間 令和 ○○年 ５月１０日から

令和 △△年１０月３０日まで

３ 転学・復学・退学希望年月日 令和 年 月 日

４ 転学先及所在地

学校名（課程名）

所在地

担任副申 １年生の三学期から病気のため欠席がちで２年生になっても好転せず，治療しながら

通学しておりましたが，別紙診断書のとおりこの際入院して治療に専念したいと本人及び

保護者より休学の申し出があったのでやむを得ないと思います。

担任氏名 宇 宿 満 夫 ,

１ 該当する事項を○でかこむ。

２ 転学（１．３．４） 休学（１．２） 復学・退学（１．３）のみ記入のこと。

３ 病気の場合は医師の診断書を添えること。
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（生異様式５号） 受 付

校 長 教 頭 事務長 回 議
受

付
, , , , , , , ,

印

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立山上高等学校長 殿

全日制普通科 第２学年３組

本 人 氏 名 山 下 一 朗,

保 護 者 氏 名 山 下 二 郎,

保 証 人 氏 名 桜 島 五 男,

休学取消願

私は令和 年 月 日付で休学しておりましたが，下記の理由により休学の取消を許可く ださ

るようお願いします。

記

１ 理 由 病気治療のため休学したが，全快により

２ 許可済期間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

担任副申 ８月中旬，足を怪我し治療のため９月１日より休学の手続きをとったが，経過もよく

別紙診断書のとおり１１月より学業に専念しても差支えないとのことで本人及び保護者

の申出により休学を取消すものである。

担任氏名 清 水 磯 子 ,

（注）病気の場合は，医師の診断書を添付すること。
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（生異様式第１号） 受 付

校 長 教 頭 事務長 回 議
受

付
, , , , , , , ,

印

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立山上高等学校長 殿

全日制普通科 第２学年８組

本 人 氏 名 小 川 弘,

保 護 者 氏 名 小 川 隆 弘,

保 証 人 氏 名 桜 木 哲 男,

転学 ・ 退学
願

休学 ・ 復学

次の理由により 復 学 したいので，許可くださるようお願いします。

１ 理 由 病気回復のため

２ 休学の期間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

３ 転学・復学・退学希望年月日 令和 年 月 日

４ 転学先及所在地

学校名（課程名）

所在地

担任副申 １１月下旬から，病院にて治療継続した結果，別紙診断書のとおり復学可能と認め

られ，本人も新学期からの復学に備え，準備中であり担任としても十分学業に専念で

きる状態と認められるので復学を許可されるよう申し添えます。

担任氏名 常 盤 志 朗 ,

１ 該当する事項を○でかこむ。

２ 転学（１．３．４） 休学（１．２） 復学・退学（１．３）のみ記入のこと。

３ 病気の場合は医師の診断書を添えること。
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（生異様式第１号） 受 付

校 長 教 頭 事務長 回 議
受

付
, , , , , , , ,

印

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立山上高等学校長 殿

全日制普通科 第１学年５組

本 人 氏 名 西 田 三 朗,

保 護 者 氏 名 西 田 満 男,

保 証 人 氏 名 玉 里 五 男,

転学 ・ 退学
願

休学 ・ 復学

次の理由により 転 学 したいので，許可くださるようお願いします。

１ 理 由 一家転住

２ 休学の期間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

３ 転学・復学・退学希望年月日 令和 年 月 日

４ 転学先及所在地

学校名（課程名） 熊本県立熊本高等学校（普通科）

所在地 熊本市新大江１－８

担任副申 保護者の異動に伴う一家転住により，転学を願い出たものである。

担任氏名 杉 山 明 ,

１ 該当する事項を○でかこむ。

２ 転学（１．３．４） 休学（１．２） 復学・退学（１．３）のみ記入のこと。

３ 病気の場合は医師の診断書を添えること。
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（協会ＨＰに記載している生徒異動関係様式）

○ 転学・退学・休学・復学願

○ 生徒異動許可簿

○ 生徒の転学について（照会）

○ 生徒の転学について（回答）

○ 休学取消願

○ 留学許可書

○ 留学の許可について（報告）

○ 留学終了報告書

○ 生徒の留学終了等について（報告）
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単 位 事 務 名

卒 業

根 拠 及 び 学校教育法 【第５６条，第５８条】

参 考 法 令 学校教育法施行規則 【第９６条】

鹿児島県立高等学校学則 【第２条，第１１条，第１２条，第１３条】

鹿児島県立学校管理規則 【第３４条】

鹿児島県立特別支援学校学則 【第２条】

項 目 処 理 方 法

高 等 学 校 の １ 高等学校の修業年限は，全日制の課程については，３年とし，定時制の課程及び通

修 業 年 限 信制の課程については３年以上とする。 【鹿児島県立高等学校学則第２条】

【学校教育法第５６条】

２ 高等学校には専攻科を置くことができる。

高等学校の専攻科は高等学校，若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を

卒業した者，又は文部科学大臣の定めるところにより，これと同等以上の学力がある

と認められた者に対して，精深な程度において，特別の事項を教授し，その研究を指

導することを目的とし，その修業年限は１年以上とする。 【学校教育法第５８条】

（鹿児島県立高等学校学則による修業年限は２年。盲学校高等部の専攻科は３年，

聾学校高等部の専攻科は２年） 【鹿児島県立高等学校学則第２条】

【鹿児島県立特別支援学校学則第２条】

全 課 程 修 了 の １ 高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては，高等学校学習指導要領の定めると

認 定 ころにより，７４単位以上の各教科・科目及び総合的な探究の時間の単位を修得した

者について，これを行わなければならない。

２ 専攻科において，５５単位以上の各教科・科目及び総合的な探究の時間の単位を修

得し，所定の教育課程を修了したと認める者については，専攻科の修了を認定しなけ

ればならない。 【鹿児島県立高等学校学則第１２条】

卒 業 １ 卒業を認定した者には卒業証書を授与する。

２ 専攻科の修了を認定した者には修了証書を授与する。

【鹿児島県立高等学校学則第１３条】

卒 業 証 書 学校においては卒業証書授与台帳をそなえ，永年これを保存しなければならない。

授 与 台 帳 【鹿児島県立学校管理規則第３４条】
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単 位 事 務 名

公 有 財 産 の 管 理

根 拠 及 び 公有財産の範囲及び分類 【地方自治法第２３８条】

参 考 法 令 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 【第２３条第２号】

鹿児島県財産に関する条例

鹿児島県公有財産管理規則

鹿児島県立学校管理規則 【第２条～第８条】

電子計算組織による鹿児島県公有財産管理事務処理要領

鹿児島県教育委員会教育長事務委任規程 【第２条第３項別表第２】

文教施設災害実務必携

公有財産事務の概要2022 【令和４年５月総務部財政課財産活用対策室】

項 目 処 理 方 法

用 語 の 意 味 公有財産とは，普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの（基金

に属するものを除く。）をいう。

<体 系 図>

土地
不 動 産

土地の定着物(建物，工作物，立木等)
公 有 財 産 (第１号)

船舶，浮標，浮桟橋及び浮ドック並びに航空機(第2号)
(法238条１項) 動 産

不動産及び動産の従物(第３号)

地上権
用 益 物 権

地役権
(第４号)

鉱業権

その他これらに準ずる権利

特許権
無体財産権

著作権
(第５号)

商標権

実用新案権

その他これらに準ずる権利

株式
有 価 証 券

社債(※)
(第６号)

地方債

国債

その他これらに準ずる権利

出資による権利(第７号)

財産の信託の受益権(第８号)

※ 特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み，
短期社債等を除く。
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項 目 処 理 方 法

公 用 財 産 （県においてその事務又は事業を執行する

行政財産 ため直接使用し，又は使用することと決

(予定公物を含む） 定した公有財産 例:庁舎,議事堂,研究所,

実習船など）

公共用財産 （県において，直接公共の用に供し，又は

公有財産 供することと決定した公有財産 例:道路,

病院,学校,公園等の敷地及び建物など）

教 育 財 産 （学校その他の教育機関の用に供

する財産）

普通財産（行政財産以外の一切の公有財産）

【地方自治法第２３８条】

公 有 財 産 県立学校の土地建物は一般に行政財産の公共用財産である。

管 理 組 織 山林については，実習学校では行政財産，その他の学校では普通財産として処理さ

れている。

総括管理者（第２条の２）…………総務部長（財政課財産活用対策室長）

財産管理者（第４条）………………各部局の長（教育長）

財産事務管理者（第５条）…………各課及び出先機関の長（校長）

本庁事務取扱者（第６条）…………本庁各課長（学校施設課長，総務福利課長）

財産事務処理者（第７条）…………本庁の各課長補佐及び出先機関の課長（事務長)

【公有財産管理規則】

管 理 の 基 本 １ 財産管理者は，その所管する公有財産について，臨機にその現状の把握及び保存

（第１６条） に必要な行為を行なう等，善良な管理者の注意をもって，管理しなければならない｡

２ 財産管理者は，公有財産の管理を行なうにあたり，特に次に掲げる事項に注意し

なければならない。

（１）維持，保存又は使用の適否

（２）土地の境界（S.41.4.1総務部長通知：例規集Ｐ.122参照）

（３）使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の適否

（４）増減とその証拠書類等の符号

（５）登記又は登録の適否

（６）公有財産台帳記載内容の適否

（７）その他管理上必要な事項

公 有 財 産 １ 財産事務管理者は，その取扱いに係る公有財産について，公有財産台帳（様式第

台 帳 ４号）を備え，常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

（第１７条） ２ 公有財産台帳には，関係図面及び書類を添付させなければならない。

関係図面及び書類には，付近見取図，実測図，字絵図，配置図，登記簿謄本など

がある。尚県有地の中に県が自ら建てた建物については登記を行う必要はない。

資料１参照
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項 目 処 理 方 法

公 有 財 産 財産事務管理者は，その所管する公有財産について増減を生じ，又は使用許可，

台 帳 の 調 整 貸付けその他の異動（収納状況を含む）を生じたとき（１月以内の使用許可及び貸

（第１９条） 付けに係るものを除く。）は，公有財産引継書などの関係書類に基づきその都度公

有財産台帳を調整しなければならない。

【建物解体時】

建物を解体した場合には，撤去状況が確認できる工事仕様書，設計書，写真

等を土地台帳（財産台帳）に添付すること。

公 有 財 産 の 財産事務管理者は，前条の規定により公有財産台帳を調整したときは，速やかに

異 動 増 減 等 別に定めるところにより，財産管理者及び総括管理者に報告しなければならない。

の 報 告

（第２０条）

公 有 財 産 の 財産事務管理者は，その取扱いに係る公有財産について滅失又はき損等の事故

事 故 報 告 （以下「事故」という。）が発生したときは，臨機に必要な措置をとり，当該財産

（第２２条） 管理者及び総括管理者に直ちにその旨を報告し，かつ，速やかに次に掲げる事項を

記載した調書をもって詳細に報告しなければならない。

(1) 公有財産の属する事務所名

(2) 財産事務管理者の職及び氏名

(3) 公有財産の分類並びに行政財産の種類及び用途

(4) 公有財産の所在地及び明細

(5) 事故発生の日時

(6) 事故発見の動機

(7) 事故の原因及び相手方

(8) 事故の内容

(9) 事故による損害の見積額及びその算定基礎

(10) 復旧可否等の見通し

(11) 事故に対する措置及びてん末

(12) 公有財産の沿革

(13) 関係図面及び写真

(14) 公有財産台帳の写し

（15） その他参考となる事項

※ 災害発生時の実務については，災害復旧マニュアル（学校施設課）参照

※ 台風・地震災害も総括管理者及び財産管理者へ｢事故報告書｣を提出する。
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項 目 処 理 方 法

行 政 財 産 の １ 新規の使用許可にあたって学校長は必ず学校施設課と事前協議を行うこと。

「 使 用 許 可 」 （昭和６３年１２月３日付鹿教学施第３６１号で通知）

の 手 続 ２ 現在使用許可中に使用許可の期間が年度末で満了するもののうち，同年４月１日

（第２８条） 以降も引き続き許可を受けたいとして申請があったもの

（１）現在有償で使用許可している行政財産に係るもの（ただし，電柱敷，電話柱敷,

電柱・電話柱に付随する工作物の敷地は除く。）については，学校長で許可する

こととなるために，行政財産使用許可申請書一部に次の書類を添付して，学校長

（財産事務管理者）へ提出する。

ア 県有地に係るもの

（ア）行政財産使用許可内容（別紙様式５）

（イ）申請場所を表示した位置図（周辺部がわかるもの―学校内の場合は，財産

台帳（以下「台帳」という。）の建物配置図に申請場所を表示した位置図）

（ウ）時価評価額調書（参考資料の方法による）

（エ）当該申請地関係の台帳（土地台帳（用途別）及び一筆ごとの内訳）

（オ）申請地の求積図面（積算を記したもの）

（カ）前回（現行）の使用許可書の写し

（キ）その他の参考となる書類（カタログ，写真，設計図等）

※ 学校長は使用許可書を申請者へ交付することとなるが，交付後はすみや

かに誓約書を提出させる。―県有建物に係るものについても同様とする。

※ 自動販売機の設置に係る分については，販売する品物を必ず記入するこ

と。―県有建物に係るものについても同様とする。

なお，設置場所について，台帳の建物面積に算入されていない場所への

設置については，土地に含めて申請する。

※ 行政財産の所在地，字名及び地番は，学校の代表地番ではなく，申請地

のものを記入する。―県有建物に係るものについても同様とする。

イ 県有建物に係るもの

（ア）行政財産使用許可内容（別紙様式５）

（イ）申請場所を表示した台帳の建物配置図（棟番号を記したもの），建物台帳

（むね別）及び同平図面

（ウ）申請建物の当該面積の求積図面（積算を記したもの）

（エ）前回（現行）の使用許可書の写し

（オ）その他の参考となる書類（カタログ，写真，設計図等）

（カ）時価評価額調書
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項 目 処 理 方 法

（２）現在有償で使用許可している行政財産のうち電柱敷，電話柱敷，電柱・電話柱

に付随する工作物の敷地，及び現在全額免除で使用許可しているもので，同内容

での更新申請があったものについては，学校長で許可することとなっている。

※資料２ 参照

行 政 財 産 の ３年を限度とするもの

使 用 許 可 期 間 自動販売機，自転車置場，単車置場，食堂，売店，部室等

５年を限度とするもの

電柱，水道管，ガス管，その他の埋設物

その後も同年ごとに許可できる。 【公有財産管理規則等例規集Ｐ227】

行 政 財 産 使 財産管理者で許可したもの

用 許 可 等 の 写は学校保管，原本は申請者に送付し誓約書を徴し，誓約書の写は学校施設課へ送

通 知 付し，原本は学校に保管する。

財産事務管理者で許可したもの

原本は申請者に送付し，写は学校に保管する。

誓約書を徴し，誓約書の原本を学校に保管する。（使用許可書・誓約書の写しの

学校施設課への提出は１９年度から不必要）

使 用 行 政 財 １ 財産事務管理者は，当該分掌に係る行政財産の使用許可期間が満了し，又は許可

産 の 返 還 が取り消されたときは，使用者に行政財産返還書（様式第１０号）を提出させ，使

（第３８条） 用者と実地に立会いの上，当該行政財産に異状のないことを確認して，その引渡し

を受けなければならない。

２ 財産事務管理者は，前項の規定により引渡しを受けたときは，直ちに，その旨を

当該財産管理者に報告しなければならない。

報告及び通知についての様式は，規則で定められていないので財産事務管理者へ

の使用行政財産の受納報告及び財産事務管理者が使用者へ渡す使用行政財産の受納

通知は資料３を参考にすること。

普 通 財 産 行政財産の処分は，行政財産の用途廃止を行い普通財産にしてから行う。

処 分 財産事務管理者は財産管理者へ処分申請書を提出する。資料４参照

（第５１条）

借 受 物 件 物件の借入れ，使用，受託その他管理に関しては，公有財産の取得，管理及び処分

関 係 の例による。県立学校においては共済住宅がある。

（第５３条）

※ 振興課とあるのは学校施設課と読み替える。

※ 出納長とあるのは会計管理者と読み替える。
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○○○高第□□□号

令和○○年○月○日

総括管理者

殿

財産管理者

財産事務管理者

鹿児島県立□□□高等学校

校長 ◇◇◇ △△△ 印

公 有 財 産 事 故 報 告 書

このことについて，鹿児島県公有財産管理規則第２２条の規定に基づき，下記

のとおり報告します。

記

１ 公有財産の属する事務所名

２ 財産事務管理者の職及び氏名

３ 公有財産の分類並びに行政財産の種類及び用途

４ 公有財産の所在地及び明細 （代表地番ではなく公有財産の位置する字名及び地番）

５ 事故発生の日時

６ 事故発見の動機

７ 事故の原因及び相手方

８ 事故の内容

９ 事故による損害の見積額及びその算定基礎 （業者の見積もった見積書を添付する）

10 復旧可否等の見通し

11 事故に対する措置及びてん末

12 公有財産の沿革

13 関係図面及び写真 （写真 公有財産の減失又はき損等がよくわかるように撮影する）

14 公有財産台帳の写し

15 その他参考となる事項 （新聞記事等があれば添付する）

※ 配置図及び台帳の写しは，公有財産台帳に登載されているものを添付

すること

参考資料として，施設台帳の配置図を添付する。

※ 職コミライブラリ：1110総務部・文化スポーツ局・男女共同参画局＞0400財政課＞5000

財産活用対策室関係＞5200公有財産関係 事故報告「事故報告書様式・事故報告書例」参照
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資料１

県有建物の登記について
財産事務担当者研修会説明要旨

１ 登記が必要なもの

県有建物の不動産登記については，次の昭和５２年４月１日付け出納長通知により処理すること

とされており，この(2)～(4)に該当する県有建物については，必ず登記が必要であり，現在未登記

のものがあれば早急に登記を行う必要がある。

登記事務の促進（昭５２.４.１出納長通知）

規則第１０条１項に定める登記手続きのうち，土地及び建物の所有権等については特に次のもの

について，遅滞なくその登記を法務局若しくは地方法務局，又はその支局若しくは出張所に嘱託す

ること。

(1)土地を取得した場合の不動産所有権の保存登記又は移転登記

(2)建物を購入，交換，寄附受納により取得した場合の不動産所有権の移転登記

(3)借地に建物を新築，増築，移築及び改築をした場合の不動産所有権の保存登記,又は不動産の表示

の変更登記

(4)ーむねの建物の専有部分につき，区分所有権を取得した場合の不動産所有権の保存登記,又は移転

登記

(5)その他，特に登記が必要と認められるもの

ア(2)の建物を購入等により取得した場合の登記については,前所有者名義を移転登記しておくこと

が当然必要である。

イ(3)の借地上の建物については,県有財産としてその保全を図るうえから登記が必要である。特に

この場合の登記には，その土地に借地権を設定したのと同様の法律的効力が生じ，土地所有権が

他の第三者に移転した場合等にも対抗しうる。

ウ(4)のマンション等の区分所有権を取得した場合については,県の持分を明らかにしておくうえか

ら，当然登記が必要である。

２ 登記が必要でないもの

前記以外のもので，県有地の中に県が自から建てた建物（県有地内の庁舎等）については,次の

ような理由により登記を行う必要はない。

ア 県有地内に県が自から建てた建物については，登記の実益がなく，また,登記がないことによる

支障も別に生ずることがない。

イ 不動産登記法上も，県有建物については登記義務が免除されており,法的問題もない。（不動産

登記法附則第５条）
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資 料 ２ ― １

行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 書

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

鹿 児 島 県 教 育 委 員 会

又は鹿児島県立○○学校長 殿

申 請 者 住 所

氏 名

下 記 の と お り 行 政 財 産 を 使 用 し た い の で ， 鹿 児 島 県 公 有 財 産 管 理 規 則 第 ２ ８

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。

記

１ 行 政 財 産 の 口 座 名 鹿 児 島 県 立 ○ ○ 学 校

２ 行 政 財 産 の 明 細 土 地 学 校 敷 地

行 政 財 産 の 所 在 地
３ ○ ○ 郡 ○ ○ 町 ○ ○ 番 地

字 名 及 び 地 番

４ 使 用 の 目 的 周 辺 電 力 供 給 の た め の 本 柱 １ 本 支 線 １ 条

使 用 の 目 的 に 令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 か ら
５

供 す る 期 間 令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ま で

６ 使 用 料 の 支 払 方 法 納 入 通 知 書 に よ り 年 払

７ そ の 他 参 考 事 項 資 料 ２ － ７ 参 照

(注 )使 用 許 可 を 受 け た 土 地 等 に ， 建 物 等 の 施 設 を す る 場 合 は ， そ の 構 造 及 び 面 積 （ 数

量 ） を ， こ れ を 他 人 に 使 用 さ せ る 場 合 は そ の 使 用 者 名 を 記 載 す る こ と 。
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資料２―２

（別紙様式５）

鹿児島県公有財産管理

行政財産使用許可内容 規則第28条第２項関係

１号 財産事務管理者の職及び氏名

２号 使用許可を受けようとする者の

住所及び氏名

３号 使用を許可しようとする行政財産の 公共用 所在地

種類，所在地及び明細 （建物 ㎡）

（土地 ㎡）

４号 使用を許可しようとする理由及び使

用の目的

５号 使用許可年月日及び期間

令和 ・ ・ ～令和 ・ ・ （ 年間）

６号 使用料及びその算定基礎

７号 使用料を減免する理由及び根拠 鹿児島県財産に関する条例第７条第４項に規定する

特別な事情に該当

○行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免基

準（昭59.3.10付管財課長通知）

第 項 第 号により全額免除

８号 使用料の歳入科目 款

項

目

節

１ 行政財産の使用許可案 別添のとおり

２ 行政財産の時価評価額調書 別添のとおり

３ 行政財産使用許可申請書（位置図等を含む） 別添のとおり

※ 該当のない箇所は斜線で抹消すること。

※ 使用許可は，最大限３年間（例外として電柱等敷，地下埋蔵物は５年間）であり，終期は３月３１日

又は９月３０日となるので注意すること。



資料２－３

ライブラリ-1110総務部・男女参画部-0400 財政課-5000財産活用対策室関係-5200公有財産関係-行政財産の使用許可書(標準例)

許可の条件及び使用する様式

光熱水費 子ﾒｰﾀｰの 許可期間 行政財産使用許可書の様式
の徴収 設置

単年度・複数年度 職コミライブラリ 様式①
無

（財務会計システムから出力されるものと同じ）

単年度 職コミライブラリ 様式①

無

有 複数年度 職コミライブラリ 様式②

有 単年度・複数年度 職コミライブラリ 様式③

※１ ②，③の許可条件６，７の使用料には，光熱水費を含めないこと。

※２ 許可書を使用する際は，各許可書の２行目～３行目に記載の条件

を削除して使用して下さい。
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行 政 財 産 の 使 用 許 可 書
光熱水費加算なし・単年度及び複数年度許可

光熱水費加算あり・子メータ設置なし・単年度許可

第 号

令和 年 月 日

様

許可者職

及び氏名

令和 年 月 日付けで申請のあった行政財産の使用許可申請は，下記の条件を付して許可します。

なお，この処分に不服があるときは，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）及び地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）の定めるところにより，この書面を受けた日の翌日から起算して，３月

以内に知事に審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の定めるところによ

り，この書面を受けた日の翌日から起算して，６月以内に県を被告として（訴訟において県を代表す

る者は知事となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした

場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

記

許 可 番 号

許 可 区 分

(使用許可と原状変更の別)

行 政 財 産 の 口 座 名

行 政 財 産 の 種 類

許可条件

１ 使用許可行政財産（以下「許可物件」という。）の明細

２ 許可物件の所在地

３ 使用の目的（用途）

使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が設置（建設）し自ら使用する

４ 許可の期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
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５ 使用の目的に供する期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

６ 使用料 円

７ 使用料の支払方法

次に定めるところにより，別に発行する納入通知書によって納入すること。

年 度 回 数 納 入 金 額 納 入 期 限 備 考

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

計 円

８ 善良な管理者の注意をもって許可物件の管理の任にあたること。

９ 許可物件の価額が著しく上昇し又は低下したとき若しくは許可物件につき特別の費用を負担する

ことになったときその他正当な理由があると認められたときは，許可条件６の使用料を増額し又は

減額する。

10 使用者以外の者に使用させないこと。

11 使用目的（用途）以外の用途に使用しないこと。

12 許可物件の原状を変更しないこと。ただし，別に許可を受けたときはこの限りでない。

13 許可物件の維持修繕等の費用は，許可者の負担とする。ただし，小規模の維持修繕等については

承認を得て使用者が負担すること。

14 使用物件の一部が滅失し又はき損した場合には，直ちにその状況を通知すること。

15 使用者に対しその業務等について質問し，帳簿類等を調査し，又は参考となるべき事項その他の

資料の提出を求めたときは，その調査を拒み，若しくは妨げ，又は資料等の提出を怠ってはならな

い。

16 使用料を納期限内に納入しないため督促状を発した場合は，鹿児島県財産に関する条例（昭和

３９年３月３０日条例第１２号）第１１条第１項に規定する延滞金を納入しなければならない。

17 許可物件を故意若しくは過失により荒廃させ，または損傷し，その許可条件に違反したため許可

者が，原状回復又は損害の賠償を請求したときは，その請求により指定する日までに原状に回復し，
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又は損害を賠償しなければならない。

18 次の一つに該当するときは，催告の手続を要しないでこの許可を取り消すことがある。

(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 使用者が許可条件の一つに違反する行為があると認めるとき。

19 許可期間が満了し又はこの許可を取り消されたため使用者又は第三者に損害を生じても許可者は

なんらの責にも任じない。

なお，第三者の損害については，使用者の責めにおいて処理すること。

20 この許可により使用者又は第三者が支出した有益費及び必要費その他の費用があってもこれを許

可者に請求しないこと。

21 許可期間が満了したとき又はこの許可を取り消されたときは，別に許可する場合を除き，指定す

る期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。

22 使用者は，この許可条件末尾の誓約書を許可者に提出すること。

23 使用者は，この許可条件に不服があるときは，この通知を受けた日から起算して５日以内（許可

期間が１０日未満の時は，この通知を受けた日）にこの許可に係る申請を取り下げることができる。

24 この許可条件に疑義を生じ又はこの許可条件にない事項で必要を生じたときは，鹿児島県の関係

条例規則等によるほか知事の定めるところによる。
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行 政 財 産 の 使 用 許 可 書
光熱水費加算あり・子メータなし・複数年度許可

第 号

令和 年 月 日

様

許可者職

及び氏名

令和 年 月 日付けで申請のあった行政財産の使用許可申請は，下記の条件を付して許可します。

なお，この処分に不服があるときは，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）及び地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）の定めるところにより，この書面を受けた日の翌日から起算して，３月

以内に知事に審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の定めるところによ

り，この書面を受けた日の翌日から起算して，６月以内に県を被告として（訴訟において県を代表す

る者は知事となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした

場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

記

許 可 番 号

許 可 区 分

(使用許可と原状変更の別)

行 政 財 産 の 口 座 名

行 政 財 産 の 種 類

許可条件

１ 使用許可行政財産（以下「許可物件」という。）の明細

２ 許可物件の所在地

３ 使用の目的（用途）

使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が設置（建設）し自ら使用する

４ 許可の期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 使用の目的に供する期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
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６ 使用料 円

ただし，使用者は，標記使用料に８光熱水費に基づき算定した電気代（等）の光熱水費を加算し

た額を使用料として，許可者が発行する納入通知書により納入すること。

７ 使用料の支払方法

次の定めるところにより，別に発行する納入通知書によって納入すること。

年 度 回 数 納 入 金 額 納 入 期 限 備 考

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

計 円

８ 光熱水費

使用者は，当該施設の使用に係る光熱水費の実費相当額を負担するものとし，その算定方法は以

下のとおりとする。

電気料については，事務室等の目的で使用する場合は面積割りにより，電気器具等を設置する目

的で使用する場合は当該機器の年間推定消費電力により，親メーターの過去１年間の電気料の総額

を按分して算定する。

水道料については，食堂など大量の水を使用する場合は，使用の実態に応じた合理的な方法によ

り算定する。

熱源料については，面積割りにより算定する。

９ 善良な管理者の注意をもって許可物件の管理の任にあたること。

10 許可物件の価額が著しく上昇し又は低下したとき若しくは許可物件につき特別の費用を負担する

ことになったときその他正当な理由があると認められたときは，許可条件６の使用料を増額し又は

減額する。

11 使用者以外の者に使用させないこと。

12 使用目的（用途）以外の用途に使用しないこと。

13 許可物件の原状を変更しないこと。ただし，別に許可を受けたときはこの限りでない。

14 許可物件の維持修繕等の費用は，許可者の負担とする。ただし，小規模の維持修繕等については

承認を得て使用者が負担すること。

15 使用物件の一部が滅失し又はき損した場合には，直ちにその状況を通知すること。

16 使用者に対しその業務等について質問し，帳簿類等を調査し，又は参考となるべき事項その他の
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資料の提出を求めたときは，その調査を拒み，若しくは妨げ，又は資料等の提出を怠ってはならな

い。

17 使用料を納期限内に納入しないため督促状を発した場合は，鹿児島県財産に関する条例（昭和

３９年３月３０日条例第１２号）第１１条第１項に規定する延滞金を納入しなければならない。

18 許可物件を故意若しくは過失により荒廃させ，または損傷し，その許可条件に違反したため許可

者が，原状回復又は損害の賠償を請求したときは，その請求により指定する日までに原状に回復し，

又は損害を賠償しなければならない。

19 次の一つに該当するときは，催告の手続を要しないでこの許可を取り消すことがある。

(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 使用者が許可条件の一つに違反する行為があると認めるとき。

20 許可期間が満了し又はこの許可を取り消されたため使用者又は第三者に損害を生じても許可者は

なんらの責にも任じない。

なお，第三者の損害については，使用者の責めにおいて処理すること。

21 この許可により使用者又は第三者が支出した有益費及び必要費その他の費用があってもこれを許

可者に請求しないこと。

22 許可期間が満了したとき又はこの許可を取り消されたときは，別に許可する場合を除き，指定す

る期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。

23 使用者は，この許可条件末尾の誓約書を許可者に提出すること。

24 使用者は，この許可条件に不服があるときは，この通知を受けた日から起算して５日以内（許可

期間が１０日未満の時は，この通知を受けた日）にこの許可に係る申請を取り下げることができる。

25 この許可条件に疑義を生じ又はこの許可条件にない事項で必要を生じたときは，鹿児島県の関係

条例規則等によるほか知事の定めるところによる。
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行 政 財 産 の 使 用 許 可 書
光熱水費加算あり・子メータあり・単年度及び複数年度

第 号

令和 年 月 日

様

許可者職

及び氏名

令和 年 月 日付けで申請のあった行政財産の使用許可申請は，下記の条件を付して許可します。

なお，この処分に不服があるときは，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）及び地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）の定めるところにより，この書面を受けた日の翌日から起算して，３月

以内に知事に審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の定めるところによ

り，この書面を受けた日の翌日から起算して，６月以内に県を被告として（訴訟において県を代表す

る者は知事となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした

場合には，処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

記

許 可 番 号

許 可 区 分

(使用許可と原状変更の別)

行 政 財 産 の 口 座 名

行 政 財 産 の 種 類

許可条件

１ 使用許可行政財産（以下「許可物件」という。）の明細

２ 許可物件の所在地

３ 使用の目的（用途）

使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）が設置（建設）し自ら使用する

４ 許可の期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 使用の目的に供する期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
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６ 使用料 円

ただし，使用者は，電気（等）使用料として，月々の使用量に応じ，許可者が発行する納入通知

書により，光熱水費相当額を納入すること。

７ 使用料の支払方法

次の定めるところにより，別に発行する納入通知書によって納入すること。

年 度 回 数 納 入 金 額 納 入 期 限 備 考

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

年 第 回 円 令和 年 月 日

計 円

８ 光熱水費

使用者は，当該施設の使用に係る光熱水費の実費相当額を負担するものとし，その算定方法は以

下のとおりとする。

子メーターの使用量に基づき，親メーターにより県が支払う光熱水費を按分して算定する。

９ 善良な管理者の注意をもって許可物件の管理の任にあたること。

10 許可物件の価額が著しく上昇し又は低下したとき若しくは許可物件につき特別の費用を負担する

ことになったときその他正当な理由があると認められたときは，許可条件６の使用料を増額し又は

減額する。

11 使用者以外の者に使用させないこと。

12 使用目的（用途）以外の用途に使用しないこと。

13 許可物件の原状を変更しないこと。ただし，別に許可を受けたときはこの限りでない。

14 許可物件の維持修繕等の費用は，許可者の負担とする。ただし，小規模の維持修繕等については

承認を得て使用者が負担すること。

15 使用物件の一部が滅失し又はき損した場合には，直ちにその状況を通知すること。

16 使用者に対しその業務等について質問し，帳簿類等を調査し，又は参考となるべき事項その他の

資料の提出を求めたときは，その調査を拒み，若しくは妨げ，又は資料等の提出を怠ってはならな

い。

17 使用料を納期限内に納入しないため督促状を発した場合は，鹿児島県財産に関する条例（昭和

３９年３月３０日条例第１２号）第１１条第１項に規定する延滞金を納入しなければならない。

18 許可物件を故意若しくは過失により荒廃させ，または損傷し，その許可条件に違反したため許可
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者が，原状回復又は損害の賠償を請求したときは，その請求により指定する日までに原状に回復し，

又は損害を賠償しなければならない。

19 次の一つに該当するときは，催告の手続を要しないでこの許可を取り消すことがある。

(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 使用者が許可条件の一つに違反する行為があると認めるとき。

20 許可期間が満了し又はこの許可を取り消されたため使用者又は第三者に損害を生じても許可者は

なんらの責にも任じない。

なお，第三者の損害については，使用者の責めにおいて処理すること。

21 この許可により使用者又は第三者が支出した有益費及び必要費その他の費用があってもこれを許

可者に請求しないこと。

22 許可期間が満了したとき又はこの許可を取り消されたときは，別に許可する場合を除き，指定す

る期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。

23 使用者は，この許可条件末尾の誓約書を許可者に提出すること。

24 使用者は，この許可条件に不服があるときは，この通知を受けた日から起算して５日以内（許可

期間が１０日未満の時は，この通知を受けた日）にこの許可に係る申請を取り下げることができる。

25 この許可条件に疑義を生じ又はこの許可条件にない事項で必要を生じたときは，鹿児島県の関係

条例規則等によるほか知事の定めるところによる。
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※記載例

使用料減免申請書

令和 年 月 日

鹿児島県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 印

下記理由等により，使用料の減免を受けたいので，鹿児島県財産に関する条例第７条第４

項の規定により申請します。

記

１ 対象財産

県庁舎行政棟○階 ○○課の一部，○．○㎡

２ 使用目的

事務室

３ 減免申請の理由（参考資料を添付してください）

当協会は，○○課の指導のもと，○○業務を行っている公益法人ですが，当該業務は県

の事務と密接に関係しており，県の○○課内で事務を行う必要があるため，使用料の減免

を申請します。
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（添付資料）

収益状況（申請前過去３年分）について，別添の記載要領をもとに記入してください。

※使用許可面積が９．０㎡未満の団体におかれましては，記入の必要はありません。

○令和（ ）年度 （単位：千円）

年間収入合計

会 費 収 入

財産運用収入

寄付・補助金等収入

事 業 収 入

うち収益事業収入 うち収益事業収入
×１００

その他の収入 年間収入合計
％

前期繰越収支差額

○令和（ ）年度 （単位：千円）

年間収入合計

会 費 収 入

財産運用収入

寄付・補助金等収入

事 業 収 入

うち収益事業収入 うち収益事業収入
×１００

その他の収入 年間収入合計
％

前期繰越収支差額

○令和（ ）年度 （単位：千円）

年間収入合計

会 費 収 入

財産運用収入

寄付・補助金等収入

事 業 収 入

うち収益事業収入 うち収益事業収入
×１００

その他の収入 年間収入合計
％

前期繰越収支差額

※記載内容の判明する資料（決算書等の写し）を添付してください。
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記 載 要 領

収支計算書総括表等の数値を基に記入してください。ゼロの項目には「０」を記入してくだ
さい。数値の単位は千円単位とします。千円未満は四捨五入してください。

年間収入合計 収支計算書総括表の当期収入合計（＝年間収入合計）を記

入する。

会費収入 会員（民法上の社員，賛助会員等会員の種類を問わない）

の入会金，会費収入等を記入する。

財産運用収入 （基本・運用財産の区別無く）財産の運用で得た収入額を

記入する。

寄付・補助金等収入 寄付金，補助金，助成金等（反対給付を伴わない性質のも

の）の収入額を記入する。（拠出者は個人，企業，公的機関

等種類を問わない）

事業収入 事業（公益・収益事業の種類は問わない）による収入額を

記入する。

省庁等からの委託費交付を伴う委託事業による収入も含む

収益事業収入 事業収入のうち，収益事業（付随的に行う収益を目的とす

る事業）からの収入額を記入する。ただし，収益事業を特別

会計にしている場合に，他会計からの繰入金収入は含めない。

また，鹿児島県からの委託費交付を伴う委託事業による収入

についても含めない。

その他の収入 上記収入（会費収入，財産運用収入，寄付・補助金等収

入，事業収入）以外の収入額を記入する（例：借入金収入）

前期繰越収支差額 収支計算書総括表の前期繰越収支差額を記入する。
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資料２－５

誓 約 書

このたび，令和 年 月 日付け， 第 号により，県の行政財産の使用の

許可を受けましたが，このうえは県の関係条例規則及び御指示の事項を固く守ります。

なお，使用に伴うすべての債務及び条件を履行することをここに誓約いたします。

令和 年 月 日

住所

許可を受けた者

氏名
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資料２－６

昭和５９年３月１０日

各財産事務管理者 殿

鹿児島県出納室管財課長

行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免基準の

運用について（通知）

このことについて，鹿児島県財産に関する条例（昭和３９年３月３０日条例第１２号）第７条第４項に基

づき，別紙のとおり「行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免基準」を定めたので，この運用にあた

っては事務処理に遺憾のないようにしてください。

行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免基準

※平成16年３月改正，４月１日から適用

鹿児島県財産に関する条例第７条第３項に規定する行政財産の使用料の減免の取り扱い基準については，

次のとおりとする。

（標準年額の減免）

１ 次の各号のいずれかに該当するときは，鹿児島県財産に関する条例第７条第１項に規定する標準年額に

相当する額の範囲内において，当該各号に定める割合を限度として，減免することができるものとする。

（1）国及び他の公共団体が，公用又は公共用に供する場合であって，県と共同して又は県の要請による事

務又は事業を行うために使用するとき 標準年額の10／10

（2）公共団体及び公共的団体その他の者（以下，「公共的団体等」という）が，県の事務又は事業に直接

関連のある公益を目的とした事務又は事業を行うために使用する場合であって，次のいずれかに該当す

るとき標準年額の10／10

ア 公共的団体等の使用部分が専用の事務室でなく，かつ，使用面積が小規模（9．0㎡未満）であると

き。

イ 公共的団体等が収益を目的とした事業を営んでいないとき又は収益を目的とした事業を営んでいる

が，当該収益の総収入に占める割合が1／2未満のとき。

（3）公共的団体等が，県の事務又は事業に直接関連のある公益を目的とした事務又は事業を行うために使

用する場合であって，収益を目的とした事業を営んでおり，当該収益の総収入に占める割合が1／2以上

のとき 標準年額の1／2

（4）職員，学生又は入院患者等の福利厚生のため又は施設利用者の利便等のため食堂・売店（自動販売機

を含む。）又は理髪店等設置するとき 標準年額の1／2（当該施設の経営状況及び設置の必要性等から

特に使用料の減免が必要であるとを認められる場合にあっては，標準年額の10／10）

（5）地方職員共済組合その他職員の団体（7号に掲げる団体を除く。以下同じ。）が，その事務又は事業

の用に直接供するために使用するとき 標準年額の10／10

（6）地方職員共済組合等が県の職員の住宅敷地の用に供するとき 標準年額の10／10

（7）職員の生活協同組合及び職員の労働組合が直接事務室の用に供するとき 標準年額の10／10

（8）県の施設への引込み専用の電柱等敷として使用するとき 標準年額の10／10

（9）公共的団体等が当該県有地等に由来する記念碑又は，県の事務及び事業に直接かかわりのある記念物

を設置するために使用するとき 標準年額の10／10
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（光熱水費の免除）

２ 次のいずれかに該当するときは，光熱水費の全額を免除することができる。

（1）公共的団体等が，県の事務又は事業に直接関連のある公益を目的とした事務又は事業を行うために使

用する場合であって，当該使用部分が専用の事務室でなく，かつ，使用面積が小規模（9．0㎡未満）で

あるとき。

（2）地方職員共済組合その他職員の団体が，その事務又は事業の用に直接供するために使用するとき。

（知事の特認）

３ 知事は，1及び2の規定によるほか，特別な事情があると認めるときは，標準年額及び光熱水費を減免す

ることができる。
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「行政財産の目的外使用許可の事務手続きの手順」（更新及び九電等の場合）

申請者 学 校

①行政財産使用許可申請書 ②受 付

（様式第６号）外位置図等 提出（１部）

資料作成 (1)行政財産使用許可申請書 ③行政財産使用許可申請書の内容調査

(2)位置図等必要な書類 （学校管理運営上の支障の有無）

（参考資料を含む）

支障ない場合（支障ある場合は，その旨の起案を行いその旨

を申請者へ通知する。）

次の書類を記載もしくは添付すること。ただし，行政財

④起 案 産の時価評価額調書は更新による許可の場合で時価に変

動がないと思われるときは省略できるものとする。

(1) 県公有財産管理規則第２８条第２項の掲示事項を記載

するか，行政財産使用許可内容（別添様式５）を添付す

ること。

(2) 行政財産の使用許可書案（別添様式１～３……用途に

よって使い分けること）

(3) 誓約書（別添様式４）

(4) 行政財産の時価評価額調書（様式第２号）

(5) 行政財産使用許可申請書その他申請者から提出された

書類

(6) その他参考資料として必要な書類（例えば，九電・Ｎ

ＴＴ関係・電柱等敷使用料表，行政財産の目的外使用許

可に係る使用料の減免基準等）

⑤校 長 決 裁

⑦行政財産の使用許可書と ⑥行 政 財 産 の 使 用 許 可 書 作 成

誓約書の受理 送付（１部） (1) 割印・訂正確認印等を忘れないこと。

(1)行政財産の使用許可書 (2) 行政財産の使用許可書のコピー

(2)誓約書

⑧誓 約 書 作 成 ⑨誓 約 書 …… 学校で保管

誓約書（１部）提出
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資料３－１

(様式10号)

行政財産返還書

令和 年 月 日

鹿児島県立○○○学校長 殿

使用者（借受者）住所

氏名

下記行政財産の使用（借受）をしていましたが，（ ）のため

返還しますのでお受け取りください。

記

１ 使用（借受）行政財産の明細

２ 所 在 地

３ 使 用 （ 借 受 ） 期 間

４ 使 用 （ 借 受 ） 料

５ 許 可 番 号

６ そ の 他 必 要 な 事 項
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資料３－２

鹿○○高第○○○○号

令和 年 月 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿児島県立○○○○学校

校長 印

使用行政財産の返還に伴う財産受納について（報告）

使用者 から下記使用行政財産の返還書の提出が，別添

写しのとおりありました。

当該財産について，令和 年 月 日財産事務管理者が使用者と実地に

立会って検査した結果，異状がなかったため令和 年 月 日に財産の引

渡しを受けました。

記

１ 使 用 者 名 及 び 住 所

２ 使 用 行 政 財 産 の 明 細

３ 所在地，字名及び地番

４ 使 用 期 間

５ 使 用 料 （ 年 間 ）

６ 許可番号及び許可年月日

７ そ の 他

使用行政財産の返還理由（期間満了等）
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資料３－３

鹿○○高第○○○○号

令和 年 月 日

（使用者） 殿

鹿児島県立○○○○学校

校長 印

使用行政財産の受納について（通知）

令和 年 月 日付けで使用行政財産返還申請のあった下記の財産に

ついては，令和 年 月 日確かに受納しました。

記

１ 使 用 行 政 財 産 の 明 細

２ 所在地，字名及び地番

３ 使 用 期 間

４ 使 用 料

５ 許可番号及び許可年月日

６ そ の 他 必 要 な 事 項
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資料４（記載例）

鹿○○高 第○○○○号

令和○○年○○月○○日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿児島県立○○○○学校

校長 ○ ○ ○ ○ 印

行政財産の用途廃止及び処分（とりこわし）について（申請）

このことについて下記のとおり申請します。

記

１ 財務事務管理者の職及び氏名

鹿児島県立 ○○○ 学校長 ○ ○ ○ ○

２ 処分の区分

とりこわし

３ 処分しようとする理由

昭和２４年７月に新築されており現在白あり等の被害を受け老朽化しており

危険防止上からもとりこわしたい

４ 処分年月日

未 定

５ 公有財産の所在地，字名及び地番

鹿児島県○○郡○○町大字○○字○○１２３４番地

６ 処分しようとする財産の明細

ア 行 政 財 産 の 種 別 建物

イ 公 簿 面 の 地 目 ―

ウ 現況及び従前の用途 普通教室

エ 面 積 又 は 数 量 ２４４㎡

オ 構 造 又 は 品 質 木造１階建，瓦屋根，板壁

カ 設 備 電気設備，蛍光灯３６個，コンセント３６個

キ 新 築 年 月 日 昭和２４年７月１１日

ク そ の 他 添 付 書 類 建物配置図，建物平面図，現況写真，公有財産台帳の写し
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参考資料

鹿○○高 第○○○○号

令和○○年○○月○○日

鹿児島県知事 ○○○○ 殿

鹿児島県立○○○○学校

校長 ○ ○ ○ ○ 印

寄付の採納について（副申）

このことについて，○○県○○郡○○町○○番地○○○○から別紙のとおり，

の寄附の申し出がありましたので下記のとおり副申し

ます。

記

１ 寄附しようとするものの種類，品質，数量，価格

鹿児島県○○郡○○町○○番地 土地（２００㎡）

２ 寄附の目的

運動場が狭いため隣接地に部室を建築するため

３ 寄附者の住所，氏名

○○郡○○町○○番地 ○ ○ ○ ○

４ 採納後の用途

部室を建築するため

５ 所属長の意見
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参考資料

昭和５９年３月１０日

各 財 産 管 理 者 (平成 16年３月改正 )

各財産事務管理者 殿

総括管理者 出 納 長

行 政財産の 目的外使用 許可に係 る光熱水 費の算定 について

（通 知）

行政財産の使用許可を受けた者（申請者）が，当該申請場所において使用する
電気，水道及びガスの使用料（光熱水費）の算定及び徴収については，下記によ
り取り扱うこととしたので，適切に処理するようにしてください。

記

１ 光熱水費は，原則として申請者に計量器（メーター）を設置させ，次の方法により算定及び

徴収等を行うこと。

(1) 申請者が親メーターを設置した場合

申請者が電気，水道又はガスの供給業者と直接契約を結び，親メーターを設置した場合は，

当該契約に基づいて申請者から直接供給業者に当該料金を支払わせること。

(2) 子メーターを設置した場合

県が供給業者と契約する親メーターに子メーターを接続して使用させる場合は，その使用

実績に応じて次の算定式により算定した額を申請者から徴収すること。

当該子メーターによる
当該親メーターに 光熱水の月間消費量

光熱水費（月額） ＝ より県が支払う光 × 当該親メーターによる
熱水費の月額 光熱水の月間消費量

２ メーターの設置が困難な場合（配線（配管）上の都合等により子メーターの設置に多大の

経費を要する場合等）については，申請者の使用の状況等を考慮し，別紙「光熱水費の算定

方法」により算定した額を申請者から徴収すること。

（注）１の「当該親メーターにより県が支払う光熱水費の月額」及び２の別紙「光熱水費の

算定方法」の「親メーターの過去１年間の光熱水費の総額」は，基本料金，従量料金及び

消費税額の合計額である。

３ 上記の規定にかかわらず，各財産事務管理者において，申請者の使用状況等を考慮して，よ

り合理的かつ適正な算定方法があると判断する場合は，それにより徴収することとして差し支

えないこと。

４ その他

(1) 本通知による光熱水費の算定は，平成 16年４月１日から適用する。

(2) 昭和 61年１月９日付け総括管理者通知，平成 12年 11月１日付け総括管理者通知及び平成元

年７月 31日付け管財課長事務連絡は廃止する。
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参考資料

光熱水費の算定方法

申請者専用の計量器（メーター）が設置されていない場合の算定方法

区 分 算 定 式 等

１ 電気料 使用許可部分に電気を供

（１）申請者が使用 電気料（年額）＝ 給する親メーターの過去 ×

する電気の使用 １年間の電気料の総額

形態が，県が直

接使用する部分

の使用形態と同 使用許可面積（電気使用部分）

等程度であると

判断される場合 ※注１

当該親メーターを通じて電気 × （調整率）

の供給を受ける場所の総面積

※注１

○（調整率）は，財産管理者が，県及び申請者の電気使用の形態等を総合的

に勘案して定める率である。

○（調整率）による調整幅が大きいと判断される場合（±３０％超）につい

ては，次の算定方式によって個々の電気器具ごとに算定する。

※注２

（２）電気器具の単 当該機器に電気を供給する親メー

独使用許可（自 電気料（年額／当該機器）＝

動販売機の設置 ターの過去１年間の電気料の総額

等）及び特に大

きな電力を消費

する器具を使用 （当該機器の年間推定消費電力量）

する等（１）に ×

よって算定する

ことが不合理で 当該親メーターの過去１年間の

あると判断され 総消費電力量

る場合

※注２ ※注３ ※注４

当該機器の年間 電動機等の定 照明灯の

＝ ×稼動率 ＋ ×１．２

推定消費電力量 格消費電力 表示Ｗ数

×（年間推定延使用時間）
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区 分 算 定 式 等

※注３

（電動機等の定格消費電力）は，当該機器の動力源又は熱源として使用さ

れている部品の消費電力（ｋｗ／ｈ）である。

（稼動率）は，電動機等の１日当りの稼動時間を推定して（１日当りの稼

動時間÷２４）求める。なお，１日当りの稼動時間については，自動販売機

の冷却機や保温機の場合，設置された場所の外気の条件等によっても異なる

が，通常，製造会社において大体の推定値を備えており，これを参考にする｡

〈本庁に設置されている自動販売機の稼動率の例〉

１日当りの稼働時間 稼 動 率

冷却機３００ｗ／ｈ ７.５時間～

缶ジュース自動販売機 ０.３１～０.４２

保温機３１０ｗ／ｈ １０.０時間

コーヒー自動販売機（湯沸し型）１,０７０ｗ／ｈ

３.０時間～ ０.１３～０.１７

４.０時間

※注４

自動販売機の場合，冷却機や保温機のほかに照明灯が取り付けられているの

が通常であり，これらの消費電力について推定加算する。

２ 水道料 使用許可部分に水道水を

（１）申請者が使用 水道料（年額）＝ 供給する親メーターの過 ×

する水道の使用 去１年間の水道料の総額

形態が，県が直

接使用する部分

の使用形態と同 申請者が使用許可面積において

等程度であると 常時使用する者の総数

判断される場合 ※注５

×（調整率）

当該親メーターを通して水道水

の供給を受ける場所に常時勤務

する者の総数
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区 分 算 定 式 等

※注５（調整率）については，※注１（電気料の調整率）を参照のこと。

※注６ トイレ等共用施設の使用を除く。

（２）特に大量の水 使用（消費）の実態に応じた，合理的な方法により算定する。

道水を使用する （参考）大量の水を使用するもののうち食堂については，次の算定方式が考えら

等（１）によっ れる。

て算定すること

が不合理である 食堂に水を供給する親

と判断される場 水道料（年額）＝ メーターの過去１年間 ×

合 の水道料の総額

※注６

当該食堂の提供品１食

当りの推定消費水量

当該食堂の年間

×

推定提供食数

当該親メーターの過去

１年間の総消費水量

※注７

（食堂の提供品１食当りの推定消費水量）については，「空気調和・衛生工学

便覧」（空気調和衛生工学会編）によれば，１食当り１５�である。

（３）使用水量が少なく, 使用（消費）の実態に応じた，合理的な方法により算定する。

また常時使用する者 （参考）紙コップ等で飲料品を販売する自動販売機については，次の算定方式が考えられる。

の総数が特定できず,
当該機器に水道を

(1)によって算定す
供給する親メータ

(当該機器の年間推定消費水量)

ることが不合理であ 水道料(年額/当該機器) ＝ ×

ると判断される場合
ーの過去１年間の

当該親メーターの過去１年間
水 道 料 の 総 額

の総消費水量

※注８

・ 親メーターの過去１年間の総消費水量及び水道料の総額並びに当該機器の年間推

定消費量は，許可更新の年の前年３月から当年２月までの数値を使用する。

・ 当該機器の年間推定消費量は，申請者の販売実績をもとに算定する。

・ 新規設置にあたっては，親メーターの数値は許可期間の初日から同日後最初に到

来する３月３１日までの前年度同時期における数値を，当該機器の年間推定消費水

量は申請者の販売計画を使用する。

３ ガス使用料 水道料の算定方式を準用して算定する。
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写
平成16年３月５日

（庁舎管理課扱い）

各財産管理者（各部局の長）殿

総括管理者（出納長）

行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免基準の見直し及びこれに

伴う関係通知等の改正について（通知）

行政財産の目的外使用許可に係る使用料及び普通財産の貸付けに係る貸付料等については，今般，財政改革プ

ログラムの方針に基づき，その利用実態等を踏まえ，受益者負担や公益性などの観点から見直しを行い，適正化

を図ったところです。

ついては，「行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免基準」を見直し，これに関連する通知等を別添の

とおり改正したので，取扱いに遺漏のないようにしてください。

また，貴部（庁）の各課，各所属に周知されるようお願いします。

なお，見直しの概要は下記のとおりです。

記

１ 見直しの目的

県有財産の使用料・貸付料（以下「使用料」という。）については，その利用実態等を踏まえ，受益者負担

や公益性などの観点から見直しを行い，適正化を図る。

また，県有財産のうち短期的な活用が可能なもの（以下「短期活用財産」という。）については，今後の利

用計画や県有財産として公益性に支障が生じない範囲で，駐車場など短期貸付け等による有効活用を図る。

２ 見直しの必要性

（1） 使用料の適正化

県有財産の使用料については，全額免除しているものに対する見直しについて，県議会で強い要請がある

ことから，減免率の見直しを行い，適正化を図る必要がある。

併せて，光熱水費についても基本料金等の適正な徴収などの見直しを行う。

（2） 県有財産の有効活用

短期活用財産については，利用促進が図られるような使用料に見直すなどして，その有効活用が図られる

ようにする必要がある。

３ 見直しの考え方

（1） 使用料の適正化

ア 使用料の減免率の見直し

（ア） 公共的団体等は現在全額減免しているが，公共的団体等で収益事業の割合が1／2以上のものにあっ

ては，1／2を限度に減免できるものとする。
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（イ） 県庁食堂や売店等，職員等の福利厚生又は利便に供されるものは全額減免しているが，原則として

1／2を限度に減免できるものとする。

ただし，経営状況，施設の必要性から配慮すべきものについては，知事特認により，1／2を超えて

減免できるものとする。

イ 光熱水費負担の見直し

（ア） 基本料金の新たな徴収

電気，上下水道，温水及び熱源の料金については，現在，基本料金を徴収していないが，今後は全

ての団体等について原則として基本料金及び従量料金を徴収するものとする。

（イ） 小規模室の例外（全額免除）

公共的団体等が使用する施設のうち，専用室でなく，使用面積が小規模（9．0㎡未満）のものは全

額免除できるものとする。

（2） 短期活用財産の有効活用

ア 貸付料の見直し

貸付料が民間と比較して割高になっていることから，民間との均衡を失しない範囲内で，財産条例の減

免規定等を適用して，次により貸付料の見直しを行う。

ただし，他の法令及び条例に基づくもの（港湾管理条例等）については適用しない。

（ア） 短期貸付利率は，行政財産，普通財産の別なく同率とし，企業誘致に係る工業用地のリース料及び

熊本財務局の定める短期貸付利率を勘案して決定する。

平成16年度の貸付利率は3％とする。

（イ） 短期貸付けの用途については，借地権・借家権等の私権が発生しないようなものに限定する（駐車

場，資材置き場，イベント会場等）。

（ウ） 貸付期間は，原則として，１年内とする。ただし，特別な事情がある場合は，短期貸付けを更新で

きるものとする。

４ 施行日

平成16年４月１日とする。

５ 経過措置

標準年額の減免については，平成16年9月30日までの間は，なお従前の例によることとする。

（参考）減免基準の見直しに伴い改正した通知等

（1）「財産及び公の施設に関する条例並びに管理規則等の施行について」

（昭和39年7月22日付け副知事依名通知）

（2）「行政財産の目的外使用許可及び普通財産の貸付け等の処理法方針について」

（昭和43年3月15日付け総務部長通知）

（3）「行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免基準の運用について」

（昭和59年3月10日付け総括管理者通知）

（4）「行政財産の目的外使用許可に係る光熱水費の算定について」

（昭和59年3月10日付け総括管理者通知）
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（参 考）

使用料の減免基準
（標準年額の減免）

区 分

（相手方）
１－(1)

国・公共団体 公用又は公共用 県と共同又は県の要請による事業等の場合 ⇒10/10以内

上記以外 ⇒減免なし

１－(2)－ア

公共的団体等 県の事務又は事業と 専用の事務室でなく，使用面積が小規模 ⇒10/10以内

直接関連のある公益 （９.０㎡未満）

を目的とした事務又 １－(2)－イ 後段

は事業 収入に占める収益割合1/2未満 ⇒10/10以内

有

１－(3)

収入に占める収益割合1/2以上 ⇒1/2以内

１－(2)－イ 前段

無 ⇒10/10以内

ア １－(４)

民間等 主に職員，学生，入院患者等の福利厚生のため施設を設置する場合 ⇒1/2以内

イ １－(４)

主に施設利用者（県民）の利便のため施設を設置する場合 ⇒1/2以内

ウ １－(４) かっこ書

ア，イのうち経営状況，施設の必要性等を考慮すべきもの ⇒1/2超

（知事特認） ～10/10

その他 １－(５) ～（９）

職員組合，職員互助会，職員共済組合等が事業を行うために最小限必要 ⇒10/10以内

な事務室 など

（光熱水費の免除）

区分
（相手方）

公共的団体等 県の事務又は事業と直接 ２－(１)
関連のある公益を目的と 専用の事務室でなく，使用面積が小規模
した事務又は事業 （９.０㎡未満） ⇒10/10

地方職員共済組 その事務又は事業に使用 ２－(２)
合その他職員の する場合
団体 ⇒10/10
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（参考資料）

平成２０年１２月１７日付

時価評価額の算定方法について（学校施設課からの事務連絡）

※これまでの過去の評価額（銀行等算定）に変動率を乗じてきたが，評価額がかなり古

くなってきたので今後は行わないでください。

今後は，下記の方法で算定を行ってください。

記

時価評価額の算定について

学校施設課

１ 算定方法（土地）

（１）近隣の地価公示及び地価調査の価格を参考とする。

※地価公示等が確認できるサイト

全国地価マップ（http://www.chikamap.jp/）
土地総合情報ライブラリー（http://www.tochi.nla.go.jp/）

（２）学校及び基準点の前面道路の路線価が確認できる場合は，次の方法により比準

計算する。（路線価が無い場合は不要）

※相続税路線価等が確認できるサイト

全国地価マップ（http://www.chikamap.jp/）
財産評価基準書（http://www.rosennka.nta.go.jp/）‥‥相続税路線価のみ

（例：鶴丸高校）

・基準地：鹿児島－２６（地価公示）

地価公示価格（144,000円/㎡） ①

基準地前面道路の相続税路線価（115,000円：115F） ②

・鶴丸高校の評価額 Ｘ

鶴丸高校前面道路の相続税路線価（205,000:205E） ③

① ： ② ＝ Ｘ ： ③

144,000 115,000 ＝ Ｘ ： 205,000
Ｘ ＝ 144,000× 205,000/115,000

＝ 257,000（千円以下切上）

※固定資産税路線価を用いた上記方法による比準も可

※他に相続税路線価に土地の状況（奥行や不整形など）に応じた調整率を乗じて算定

する方法も考えられます。（上記財産評価基準書を参考）

（３）近隣の地価公示及び地価調査のポイント（以下「基準地」という。）が複数ある

http://www.chikamap.jp/
http://www.tochi.nla.go.jp/
http://www.chikamap.jp/
http://www.rosennka.nta.go.jp/
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場合，これまで使用料の算定に用いてきた土地の単価（例：銀行等から徴収した

評価額）などと比較し，基準地を選定の上，上記（２）の方法により算定する。

２ 算定方法（建物）

県有建物等評価要領（例規集Ｐ２３２）に基づき算定する。











875,600 ok

486,394.55 親メーター消費電力

358,395.60 子メーター消費電力

55,422.00 空調

△ 24,612.00 自動販売機

＜契約電力時消費電力＞

親メーター

空調子メーター

【同窓会空調】

請求書基本料 ８月の子メータ消費電力 ８月の親メーター消費電力

（ 486,394.55円 ）×（ 26,944.00kWh ／ 69,234.00kWh ）＝ 189,291円

請求書総額 請求書基本料 親メーター電力 電力量料金単価

（ 875,600.00円 - 486,394.55円 ）／ 36,948.00kWh ＝ 10.53kWh

電力量料金単価 子メータ電力

10.53kWh × 8,014.00kWh ＝ 84,387円

【自動販売機】

請求書総額 親メーター電力 電力量料金単価

（ 875,600.00円 ）／ 36,948.00kWh ＝ 23.69kWh

電力量料金単価 子メータ電力

23.69kWh × 656.00kWh ＝ 15,540円

※１円未満切り捨て

※１円未満切り捨て

※１円未満切り捨て

※小数点第２位未満切り捨て

電気料
(総額)

※小数点第２位未満切り捨て

273,678円

15,540円

69,234.00kWh

26,944.00kWh

請求総額

電力量料金

基本料金

契約継続割引額

県立学校における行政財産の目的外使用許可に係る電気料の積算方法（例）　２月分

36,948.00kWh

　基本料

　使用料

同窓会空調電気料

自動販売機電気料

8,014.00kWh

656.00kWh

※ 契約電力は８月分

燃料費調整額
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単 位 事 務 名

自 動 販 売 機 貸 付

根 拠 及 び 鹿児島県財産に関する条例及び鹿児島県公有財産

参 考 法 令 管理規則の一部改正について（通知） 【財管第168号:平成20年1月11日】

県有施設における自動販売機設置事業者の選定に

係る事務処理要領の策定について（通知） 【財管第146号:平成20年12月4日】

行政財産の使用許可等に係る面積の計算等につい

て（通知） 【財管第148号:平成20年12月4日】

県有施設における自動販売機設置事業者の公募に

よる選定手続について（通知） 【財第1-64号:平成26年12月19日】

項 目 処 理 方 法

事 務 処 理 ①自動販売機設置事業者の選定に係る確認リスト作成し学校施設課へ 【別紙１】

ス ケ ジ ュ ー ル ②公募物件の確定（財産活用対策室）

③募集要項の策定（この際，時価評価額調書により最低貸付料設定） 【別紙２・３】

④学校施設課へ公募物件概要報告 【別紙４】

⑤県ホームページにおいて周知（財産活用対策室）

⑥応募申込書・誓約書・販売品目一覧受付 【別紙５】

⑦設置事業者の選定及び通知 【別紙６】

⑧学校施設課へ選定結果報告 【別紙７】

⑨行政財産貸付申請書の受付及び貸付起案・決裁・通知 【別紙８】

⑩行政財産の貸付許可を財務会計システムに入力（使用許可等台帳と一件書類を保存）

⑪自動販売機設置（４月１日～）

⑫調定 １０ 財産収入

０１ 財産運用収入

０１ 財産貸付収入

０１ 財産貸付収入

【留意事項】

１．業者選定後に行う行政財産の貸付手続については，学校長決裁

２．自動販売機の設置に係る許可面積等は，平成２１年４月以降，許可又は貸付けを

行うものから機器の垂直投影面積ではなく，自動販売機を設置する区画の面積と

し，使用済容器の回収ボックスの設置面積を含んだものとする。

実測した数値により算定するが，小数点以下第３位を切り上げ，小数点以下第２

位までの数値を使用する。
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項 目 処 理 方 法

３．最低貸付料については，土地は近隣の地価公示や地価調査等を，建物は県有建物

等評価要領を参考に算定（最低貸付料については，募集要項作成時の起案で決裁

をうけること）

４．貸付期間は，原則として３年間

５．募集要項は必要に応じ加除修正の上，策定する。

６．貸付料は，事務処理要領３（５）に基づき，毎会計年度ごとに徴収するものとし，

その納入期限は，県会計規則37条に基づき調定日の翌日から起算して２０日以内

とする。

７．行政財産の貸付を行った場合は，公有財産規則第１７条及び第１９条の規定に

基づき，使用許可等台帳を調整（財務会計システムへの入力）し，適正に管理

する。



（別紙１）

所属名

担当者名

電話番号

※１台ずつ全ての項目に記入してください。（まとめて公募している場合等においても１台ずつ記入）
平成27年10月1日現在　（単位：円）

所属名 設置場所 種類 設置事業者

H28年
度更新
対象物

件

「使用許
可」

「貸付」
の別

H27年度
使用料

・
貸付料
（注１）

左のうち
H27年度
光熱水費

H27年度
光熱水費
算定方法

使用料
・

貸付料
減免の有無

減免率
減免
基準

（注２）

H26年度
使用料

・
貸付料
（注１）

左のうち
H26年度
光熱水費

H26年度
光熱水費
算定方法

H26年度
売上実績

（注３）

H28年度
更新物件
公募化の

支障の有無

「支障有り」の場合の理由
（支障無しの場合はハイフン「-

」を記入してください。）

～

～

～

～

（注１）光熱水費も含めた使用料・貸付料を記入してください。（子メーターにより今後徴収する場合は，純粋な使用料・貸付料のみで結構です。）

（注２）使用料の減免を行っている場合の減免基準は，次の中から選択してください。
　　　　ア　　職員，学生又は入院患者等の福利厚生のため又は施設利用者の利便等のため食堂・売店（自動販売機を含む。）又は理髪店等を設置するとき
　　　　　　　（標準年額の１/２を限度として減免可）
　　　　イ　　職員，学生又は入院患者等の福利厚生のため又は施設利用者の利便等のため食堂・売店（自動販売機を含む。）又は理髪店等を設置するとき
　　　　　　　（当該施設の経営状況及び設置の必要性等から特に使用料の減免が必要であると認められる場合にあっては，標準年額の10/10を限度として減免可）
　　　　ウ　　知事は，特別な事情があると認めるときは，標準年額及び光熱水費を減免することができる。

（注３）使用者からの聴き取り又は決算書等により確認したH26年度の売上金額（ただし，県職員生活協同組合分は除く。）を記入してください。
　　　　（※「自動販売機の売上げ」と「使用者の収入」を混同しないよう注意してください。記入するのは「自動販売機の売上げ」です。）

（その他）行は適宜追加してください。

自動販売機設置事業者の選定に係る確認リスト（H27年10月調査）

設置期間



－ 1 －

（募集要項作成例）

令和○年度 鹿児島県立○○高等学校自動販売機設置事業者募集要項

鹿児島県立○○高等学校が行う自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」

という。）の募集に参加される方は，この募集要項及び別添公募物件説明書の各

事項を御承知の上，お申し込みください。

１ 公募物件

別添公募物件説明書記載のとおり。

２ 応募資格要件

(1) 次のいずれかに該当する者は，応募することができません。

ア 当該応募に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を

得ない者

イ 鹿児島県との契約等において次の(ｱ)から(ｶ)までのいずれかに該当す

る者でその事実があった後３年を経過していない者及びその者を代理人，

支配人その他の使用人又は応募代理人として使用する者

(ｱ) 契約の履行に当たり，故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(ｲ) 競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げた者又は公

正な価格の成立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合した者

(ｳ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨

げた者

(ｴ) 地方自治法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に

当たり職員の職務の執行を妨げた者

(ｵ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(ｶ) (ｱ)から(ｵ)のいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない

者を契約の履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用し

た者

ウ 法令等の規定により販売について許可，認可等を必要とする場合にあ

って，その許可，認可等を受けていない者

エ 次の(ｱ)から(ｹ)までのいずれかに該当する者
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なお，資格要件確認のため，鹿児島県警察本部に照会する場合があり

ます。

(ｱ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号。以下「法」という。） 第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）

(ｲ) 暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成２６年鹿児島県条例第

２２号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下「暴力団員

等」という。）

(ｳ) 役員等が，暴力団員等であると認められる法人等

(ｴ) 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している法人等

(ｵ) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は

第三者に損害を与える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用し

ている法人等

(ｶ) 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもって

するかを問わず，金銭，物品その他の財産上の利益を不当に提供し，

又は関与している法人等

(ｷ) 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有している法人等

(ｸ) 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行

為をするためにこれらを利用している法人等

(ｹ) (ｱ)～(ｸ)までに定める者の依頼を受けて申込みしようとする法人等

（注１）「法人等」とは，法人，その他団体又は個人をいいます。

（注２）「役員等」とは，次に掲げる者をいいます。

① 法人にあっては，役員（非常勤の者を含む。），支配人，営業所

等（営業所，事務所その他これらに準ずるものをいう。以下③同

じ。）を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問

わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配

している者

② 法人格を有しない団体にあっては，代表者，理事，その他①に

掲げる者と同等の責任を有する者

③ 個人にあっては，その者，営業所等を代表する者その他いかな

る名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある

者又は実質的にその経営を支配している者
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３ 公募条件等

(1) 貸付料等

ア 貸付期間

貸付期間は，令和○○年○月○日から令和○○年○月○日までの３年

間とします。（更新はできません。）

ただし，県が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき，設置事

業者（借受者）が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったとき，そ

の他県が必要と認めるときは，貸付契約を解除することがあります。

イ 貸付料

物件ごとに設置事業者として決定した者が提示した応募価格（税抜額）

に百分の百十を乗じて得た額をもって年額貸付料とします。

なお，年額貸付料は，県の発行する納入通知書により，県が指定する

期日までに全額納入してください。

※応募価格には，光熱水費は含まないものとします。

ウ 光熱水費及びその他必要経費

別添公募物件説明書において光熱水費を算定するための子メーターの

設置を貸付条件としている物件については，設置事業者が計量法施行令

（平成５年政令第329号）第18条に規定する有効期間内の計量器を指定さ

れた場所に設置するものとし，当該経費及びその他自動販売機の設置及

び撤去に要する工事費，移転費等の一切の費用は，設置事業者の負担と

します。

なお，光熱水費は，子メーターを設置するものについては，その使用

実績に基づき県が算定した額とし，子メーターを設置しないものについ

ては，カタログ等に示されている平均消費電力等を基に県が算定した額

とします（基本料及び消費税を含む。）。

また，光熱水費の納入期限については，子メーターを設置するものに

ついては，県が毎月別途発行する納入通知書によるものとし，子メータ

ーを設置しないものについては，「イ 貸付料」と併せて，県が指定する

期日までに当該年度分を全額納入していただくこととなります。

エ 必須条件

自動販売機及び３(3)イに定める使用済容器の回収ボックスは，公募物

件ごとに示した場所に，貸付面積を超えないものを設置してください。

また，薄型の機種については，転倒防止対策も併せて行ってください。



－ 4 －

(2) 使用上の制限

ア 貸付契約書の貸付条件を遵守し，貸付料等を定められた納入期限まで

に確実に納めること。

イ 自動販売機を設置する権利を県の承認を得ないで第三者に譲渡又は転

貸してはならないこと。

ウ 販売品の搬入，廃棄物の搬出時間及び経路については，県の指示に従

うこと。

エ 販売品目は，各物件ごとに別添公募物件説明書記載のとおり（缶又は

ペットボトルなど密閉式の容器入りの清涼飲料水等）とし，酒類の販売

は行わないこと。また，標準小売価格を上回る価格での販売も行わない

こと。

(3) 維持管理責任

ア 商品補充，金銭管理など自動販売機の維持管理については，設置事業

者の責任において行うこと。また，商品の賞味期限等に注意するととも

に，在庫・補充管理を適切に行うこと。

イ 使用済容器の回収ボックスは，販売する飲料の容器（缶，ビン，ペッ

トボトル等）の種類に応じたものを設置し，設置事業者の責任で適切に

回収，リサイクルすること。

ウ 衛生管理及び感染症対策については，関係法令等の遵守，徹底を図る

とともに，関係機関等への届出，検査等が必要な場合は，遅滞なく手続

等を行うこと。

エ 自動販売機の故障，問い合わせ及び苦情については，設置事業者の責

任において対応すること。また，自動販売機に故障時等の連絡先を明記

すること。

(4) 原状回復等

設置事業者は，貸付期間が満了し，又は契約が解除された場合には，速

やかに原状回復してください。また，設置事業者は，県に対し，原状回復

に要した費用，自動販売機の設置に伴い支出した必要費，有益費その他一

切の費用について，補償の請求することができません。
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４ 応募申込手続

(1) 申込方法及び申込期間等

申込みは，郵送又は持参によるものとし，申込先及び申込期間は別添公

募物件説明書記載のとおりとします。

(2) 必要な書類（各一部）

次の書類を物件番号ごとに提出してください。

ア 応募申込書（第１号様式）

イ 誓約書（第２号様式）

ウ 販売品目一覧（第３号様式）

エ 設置を希望する自動販売機のカタログ（寸法，消費電力が確認できる

もの）

オ ２(1)ウに係る許可，認可等を受けていることを証する書類の写し（許

可，認可等を必要とする場合のみ。）

(3) その他

電話，ファックス，インターネットによる受付は，行いません。

５ 設置事業者の決定

(1) 公募物件ごとに提出された応募書類の審査を行い，「２ 応募資格要件」

に定める資格を全て満たしている者を選定対象者とします。

(2) 選定対象者のうち，県が販売品目の内容等を審査し，適当であると認め

た者で，かつ，県が定めた最低貸付料（※公表はしません。）以上で，最高

の価格で応募申込みを行った者を設置事業者とします。

なお，販売品目の内容が適当で，最高価格の応募が２者以上ある場合は，

くじにより選定します。また，別添公募物件説明書において販売価格を設

定した場合（例：「販売価格は100円以下とする」など）を除き，販売価格

の値下げは，審査の対象としません。

(3) 設置事業者の決定は，概ね○月○日（○曜日）頃を予定しています。設

置事業者の決定後，応募者全員に選定結果を連絡します。

(4) 各応募者の応募価格が県が定めた最低貸付料に達しなかった場合は，希

望者から再度応募申込書を提出していただき，設置事業者を選定します。

６ 行政財産貸付申請の手続

設置事業者に決定された方は，別途定める期日までに，次の書類を提出し

ていただきます。
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《行政財産貸付申請提出書類》 ※提出部数は各１通

① 行政財産貸付申請書（県指定様式）

② 設置場所への自動販売機及び使用済容器回収ボックスの配置図

③ その他参考となる書類

７ 設置事業者の決定の取消し

次のいずれかに該当する場合は，設置事業者としての決定を取り消します。

ア 正当な理由なくして，指定する期日までに貸付けの手続に応じなかった

場合

イ 設置事業者が応募者の資格を失った場合

８ その他

貸付手続に関する一切の費用については，設置事業者の負担とします。

問い合わせ先

鹿児島県立○○高等学校 担当 ○○

〒○○○－○○○○

○○○市○○○町○番○号

電話 ○○○－○○○－○○○○



１　公募物件
 (1)　清涼飲料水                                                              

幅(m) × 規格

1 ～ × ＝ 0

2 ～ × ＝ 0

記入
例

○○高等学校
１階ロビー

鹿児島市
○○町○○

R2.4.1 ～ R5.3.31 1.50 × 1.00 ＝ 1.50

缶又はペットボトル
など密閉式の容器と
し，お茶，水，炭酸
飲料，コーヒー及び
ジュース類を含むこ
と。
（特定の商品名は表
示しないこと。）

要
電気  30Ａ
ﾊﾟﾙｽ式

１台設置

販売価格は
100円以下
とする。

1,200 図１

 (注１)売上実績は，現設置事業者の申告等によるものです。

 (２)　○○○                                                              

幅(m) × 規格

3 ～ × ＝ 0

4 ～ × ＝ 0

 (注１)売上額は，現設置事業者の申告等によるものです。

２　申込先及び申込期間

住　所 名　称 電話番号

１
～２

記入
例

〒890－8577
鹿児島市
○○町○○

○○高等学校
099-286
-????

令和○年度　鹿児島県立○○高等学校自動販売機設置事業者募集要項  別添公募物件説明書

郵送する場合

R2.○.○(○)～R2.○.○(○)
　　　必着

持参する場合

　R2.○.○(○)～R2.○.○(○)
　午前8時30分～正午,午後1時～午後5時

　なお，土曜日，日曜日，祝日は受付を行い
ません。

申込先（各施設所管課）

奥行(m)

申　　　込　　　期　　　間
物件
番号

貸　付　期　間

貸　付　期　間

 (注２)設置場所によっては，商品の補充やメンテナンスの際の扉の開閉等に支障がある場合もあるので，応募前に確認をしてください。

販 売 品 目所 在 地

販売品目

物件
番号

設置場所

 (注２)設置場所によっては，商品の補充やメンテナンスの際の扉の開閉等に支障がある場合もあるので，応募前に確認をしてください。

物件
番号

設置場所 所 在 地

単位：千円

位置
図等

○○年度中
の売上実績

子メーター
の設置 その他条件

貸 付 面 積 (㎡)

貸 付 面 積 (㎡)

単位：千円

奥行(m)

位置
図等

子メーター
の設置 その他条件

○○年度中
の売上実績

複数台をまとめて公募する場合には，
物件番号は１つとし，設置場所や台数
など個々の内訳が確認できるように作



（別紙３） 時 価 評 価 額 調 書

（県有建物評価要領による評価）

時 価 評 価 額 一 金 〇〇，〇〇〇 円 （ 撤去建物としての評価額 一 金 円 ）

市 町
１ 所 在 地 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 番地

郡 村

２ 構 造 等

面 積 構 造 概 要 設 備
用 途 備 考

１ 階 ２ 階 階 計 骨 組 外 壁 屋 根 電 気 給 水 ガ ス その他

〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇〇 〇〇〇

３ 時 価 評 価 等

経 年 減 失 利用効率 解 体 （ 移 転 ） 経 費
等 時価評価額 時価評価額

用 途 解 体 備 考
建設 経過 建 築 再 取 得 残存 残 存 減失 減 失 利用 修正 運 搬

(存置建物) （移転） 計 (撤去建物)
年度 年数 単 価 価 格 率 価 格 率 箇 所 効率 理由 等 費

経 費

〇〇〇 〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇 〇〇 〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇

計 平均

４ 参考鑑定評価

鑑定者職及び氏名 平 均

評 価 額 円 円 円 円
円

５ 評 価 条 件

令 和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

校 長 名 〇〇 〇〇 ,

担 当 者 職 氏 名 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 ,

( 注 ) 記載要領は，土地の部の場合に準ずること。

※ 職コミ ライブラリ：1110総務部・文化スポーツ局・男女共同参画局＞0400財政課＞5000財産活用対策室関係＞5200公有財産関係 時価評価額調書様式

「時価評価額調書（土地・建物）」参照



（別紙４）

別紙様式１

所 属 名

担当者名

連 絡 先

幅
(m)

×

1 ～ × ＝ 0.00 ～

2 ～ × ＝ 0 ～

3 ～ × ＝ 0 ～

4 ～ × ＝ 0 ～

5 ～ × ＝ 0 ～

記入
例

○○高等学校
１階ロビー

鹿児島市
○○町○○

R2.4.1 ～ R5.3.31 1.50 × 1.00 ＝ 1.50 R2.1.21(金) ～ R2.2.18(金)
○○高等学校
事務室
099-286-????

〇　〇　〇　高　等　学　校　の　公　募　物　件　の　概　要

物件
番号

募 集 期 間

貸 付 面 積 (㎡)

貸 付 期 間所 在 地設置場所 奥行
(m)

問い合わせ先



（別紙５）

第１号様式

応 募 申 込 書

令和 年 月 日

鹿児島県知事 ○○ ○○ 殿

申込人（委任者）住 所

氏 名 印

電 話

令和○年度鹿児島県立○○高等学校自動販売機設置事業者の募集について，募集要項の各

条項及び別添公募物件説明書の内容を承知の上，下記のとおり申し込みます。

１ 設置希望場所及び応募価格

物件 応 募 価 格 （ 提 案 貸 付 料 ）
設 置 場 所

番号 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

０ ０

※１ 物件番号及び設置場所は，公募物件説明書に記載されたもののうち，設置を希望す

るものについて記入してください。

２ 応募価格は，年額とし，百円単位（税抜）で記入してください。なお，応募価格に

（税抜）に百分の百十を乗じて得た額をもって年額貸付料とします。

また，応募価格には，光熱水費は含まないものとします。

３ 応募価格は，算用数字で記入し，初めの数字の頭に「￥」又は「金」を記入してく

ださい。

４ この応募申込書は，物件番号ごとに記入してください。

２ 添付書類

(1) 誓約書（第２号様式）

(2) 販売品目一覧（第３号様式）

(3) 設置を希望する自動販売機のカタログ（寸法，消費電力が確認できるもの）

(4) 法令等の規定により販売について許可，認可等を必要とする場合にあっては，当該許

可，認可等を受けていることを証する書類の写し

３ その他

設置希望の自動販売機に関して特記事項があれば記入してください。



第２－１号様式

誓 約 書

私は，鹿児島県立○○高等学校が実施する自動販売機設置事業者の募集の申込みに当たり，次の

事項を誓約します。

なお，鹿児島県が必要な場合には，鹿児島県警察本部に照会することを承諾し，照会で確認され

た情報は，今後，私が鹿児島県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。

１ 応募申込書の提出に際し，令和○年度鹿児島県立○○高等学校自動販売機設置事業者募集要項

及び別添公募物件説明書の内容について十分理解し，承知の上で申し込み，参加します。

２ 令和○年度鹿児島県立○○高等学校自動販売機設置事業者募集要項「２ 応募資格要件」に定

める必要な資格を有します。

鹿児島県知事 ○○ ○○ 殿

令和 年 月 日

申込人 住 所

（ふりがな）

氏 名

法人又は団体にあっては，主たる事務所

の所在地，名称及び代表者の氏名

電 話

（注） １ 自己及び自社の役員等の名簿（第２－２号様式）を作成してください。名簿に記載されている情報

は，鹿児島県が鹿児島県警察本部に照会する際に利用することがあります。

２ 「役員等」とは，次に掲げる者をいいます。

ア 法人にあっては，非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所その他これらに準ず

るものをいう。以下ウにおいて同じ。）を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを

問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

イ 法人格を有しない団体にあっては，代表者，理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者

ウ 個人にあっては，その者，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを

問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者



第２－２号様式

役 員 等 名 簿
〔商号・名称〕 年 月 日現在

（ふりがな）

役 職 名 氏 名 性別 生年月日 住 所



第３号様式

販 売 品 目 一 覧

物件番号 申込人氏名

規 格 容器の 標準小売 販売価格
メーカー名 商 品 名 価格 備 考

(内容量) 種 類 (税込)円 (税込)円

（記入例）

○○飲料 ○○○○○○ ﾎｯﾄ及び

株式会社 BLACK(ｺｰﾋｰ) 275g 缶 140円 140円 ｺｰﾙﾄﾞ対応

（注）商品名は具体的に記入するとともに，容器の種類欄には「缶，ピン，PETボトル，

紙パック，紙コップ」の別を記入すること。



（別紙６）

令和○○年○月○○日

○○○○○○○株式会社

○○○○○○○ 様

鹿児島県立○○○高等学校

校 長 ○ ○ ○ ○

自動販売機設置事業者の決定について（通知）

あなたを令和○○年度鹿児島県立○○○高等学校自動販売機設置事業者とし

て決定しましたので通知します。

なお，今後の事務手続のため下記の書類を令和○○年○月○日までに提出し

てください。

記

１ 行政財産貸付申請書

２ 配置図（自動販売機及び使用済容器回収ボックス）

３ その他（自動販売機のカタログなど）



（別紙７） 別紙様式２

所 属 名

担当者名

連 絡 先

単位：円

物件
番号

法人・個人
の別

決定金額
(税込)

応募者数

1

2

3

4

5

記入例 法人 105,000 ４○○飲料株式会社○○支店

○○高等学校自動販売機設置事業者の選定結果

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

選　定　者　名



（別紙８）

第11号様式(第39条関係)

行 政 財 産 貸 付 申 請 書

令和〇〇年 月 日

鹿児島県知事 ○○ ○○ 殿

申 請 者 住 所

氏 名

下記のとおり，行政財産の貸付けを受けたいので，鹿児島県公有財産管理規則第38条

の２において準用する同規則第39条第１項の規定により申請します。

記

１ 理由及び用途

飲料用自動販売機を設置するため（使用済容器回収ボックスの設置を含む）。

２ 行政財産の明細

〇〇（〇〇高等学校〇〇 〇．〇〇㎡）

３ 所在地

〇〇〇〇市〇〇〇〇〇〇

４ 借受期間

令和〇〇年４月１日から令和〇〇年３月３１日まで

５ その他必要な事項

電力量計 アンペア〇個（有効期間 年 月）を自動販売機横に設置します。

６ 添付書類

(1) 関係図面(自動販売機及び使用済容器回収ボックスの配置図，土地に自動販売機の

囲いなど工作物を設置させる場合には，当該工作物の構造及び面積が確認できる図

面等も添付させてください。)

(2) その他関係書類

設置する自動販売機のカタログ



＜注意事項＞

１ 契約書ひな形中，○○の部分については，個々の事例ごとに具体的文

言等を記入し，アンダーライン及び文字色設定は解除して使用すること。

２ 第９条（光熱水費）については，子メーターの設置の有無により使い

分けること。

なお，１と同様，アンダーライン及び文字色設定は解除して使用する

こと。

３ 別紙「貸付財産及び附属施設等の内訳」下の（注）についても，削除

して使用すること。



（公募による自動販売機設置敷の貸付け・土地用）

収入

印紙

県 有 土 地 賃 貸 借 契 約 書

鹿児島県（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）との間に，次のとおり

借地契約を締結する。

（賃借）

第１条 甲は，その所有する第３条に掲げる物件（以下「貸付物件」という。）を次条以

下の約定で乙に賃貸することを約し，乙は，これを借り受けることを承諾した。

（信義誠実の義務）

第２条 甲乙両者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）

第３条 貸付物件は，次のとおりとする。

数 量 （㎡）

所 在 地 区 分 実 測 公 簿 摘 要

内訳は別紙の

○○○ 土地 ○○ ○○ ○○ ○○ とおり

（指定用途）

第４条 乙は，貸付物件を行政財産貸付申請書に記載し，又は添付した事業計画及び利

用計画（建物及び工作物の配置計画を含む。）に定める自動販売機設置敷（使用済容器

の回収ボックスの設置を含む。）の用途に自ら使用し，甲の承認を得ないで変更しては

ならない。

（指定期日）

第５条 乙は，貸付物件について令和○年４月１日に一切の工事を完了し，直ちに前条

に定める用途に供さなければならない。

（貸付期間）

第６条 貸付期間は，令和○年４月１日から令和○年３月31日までの○年間とする。

２ 本契約は，貸付期間の満了により終了し，更新はしない。

（貸付料）

第７条 貸付料は，年額金○円とする。



（貸付料の納付）

第８条 前条に定める貸付料は，次に定めるところにより，甲の発行する納入通知書に

より納付しなければならない。

年 次 回 数 納 入 金 額 納 入 期 限 備 考

令和○年度 第１回 ○円 令和○年○月○日

令和○年度 第１回 ○円 令和○年○月○日

令和○年度 第１回 ○円 令和○年○月○日

計 ○円 －

（光熱水費） ※子メーターを設置させる場合

第９条 乙は，第７条に定める貸付料のほか，当該施設の使用に係る光熱水費の実費相

当額を負担するものとし，その額は，子メーターの使用量に基づき，親メーターにより

県が支払う光熱水費の総額を按分して算定した額とする。

（光熱水費） ※子メーターを設置させない場合

第９条 乙は，第７条に定める貸付料のほか，当該施設の使用に係る光熱水費の実費相

当額を負担するものとし，その額は，設置する自動販売機の年間推定消費電力に基づき，

親メーターにより県が貸付年度の前年度１年間に支払った光熱水費の総額を按分して算

定した額とする。

２ 乙は，甲の発行する納入通知書により，納入期限までに，前項の光熱水費を納付し

なければならない。

（遅延利息）

第10条 乙は，その責めに帰すべき事由により第８条に定める納入期限までに貸付料を

納付しない場合，又は第９条の規定により甲が発行する納入通知書に定める納入期限

までに光熱水費を納付しない場合には，当該納入期限の翌日から納付した日までの期

間につき年〇〇パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。

（充当の順序）

第11条 甲は，乙が貸付料，光熱水費及び遅延利息を納付すべき場合において，現実に

納付された金額が貸付料，光熱水費及び遅延利息の合計額に満たない場合には，まず

遅延利息から充当する。

（物件の引渡し）

第12条 甲は，第６条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。



（貸付料の減免）

第13条 甲は，貸付物件が乙の責めに帰すことのできない事由により滅失し，又はき損

した場合には，滅失し，又はき損した部分に係る貸付料として甲が認める金額を減免

する。

（使用上の制限）

第14条 乙は，貸付物件について第４条に規定する事業計画又は利用計画を変更しよう

とするときは，あらかじめ変更を必要とする理由及び変更後の事業計画等を詳細に記

載した書面をもって甲に申し出て，その承認を受けなければならない。

２ 前項に基づく甲の承認は，書面によるものとする。

（権利譲渡等の禁止）

第15条 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し，又は乙が建設した建物

その他の工作物に賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはな

らない。

２ 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。

（貸付物件の維持保全等）

第16条 乙は，善良な管理者の注意をもって貸付物件の維持管理に努めなければならな

い。

２ 貸付物件の修繕に要する費用は，甲の負担とする。ただし，小規模の修繕及び乙の

責めに帰すべき事由に係る修繕に要する費用は，乙の負担とする。

３ 乙は，貸付物件の修繕を自らしようとする場合は，あらかじめ甲の承認を受け，そ

の指示に従わなければならない。

４ 乙は，第１項又は第２項ただし書の規定により負担した費用の償還を甲に対し，請

求することができない。

５ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合に

は，その賠償の責めを負うものとし，甲が乙に代わってその賠償の責めを果たした場

合には，甲は，乙に求償することができる。

（実地調査等）

第17条 甲は，次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは，乙に対し，随時そ

の業務又は資産の状況に関して質問し，帳簿，書類，貸付物件その他の物件を調査（実

地調査を含む。）し，又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ

る。

 第８条及び第９条に定める貸付料又は光熱水費の納付がないとき。

 第14条第１項に基づく事業計画等の変更に関する承認の申し出があったとき。

 前２条に定める義務に違反したとき。

 その他甲が必要と認めるとき。



２ 乙は，正当な理由なく前項の調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は同項の報告

若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第18条 乙は，第６条に定める期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，それ

ぞれ当該各号に定める金額を違約金として，甲に支払わなければならない。

 第５条，第14条第１項又は前条第２項に定める義務に違反した場合

金（貸付料年額）円

 第４条又は第15条に定める義務に違反した場合 金（貸付料年額の３倍）円

２ 前項に定める違約金は，違約罰であって，第22条に定める損害賠償額の予定又はそ

の一部と解釈しない。

（契約の解除）

第19条 甲は，乙が本契約に定める義務に違反した場合には，本契約を解除することが

できる。

２ 甲は，貸付物件を国，県その他公共団体において公用又は公共用に供するためその

他必要が生じたときは，本契約を解除することができる。

３ 甲は，乙（乙が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この項

において同じ。）が次のいずれかに該当するときは，本契約を解除することができる。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下こ

の項において「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下この

項において「暴力団」という。）であると認められるとき。

 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所

その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。）を代表する者その他

いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しく

は経営を実質的に支配している者（以下この項において「法人役員等」という。），

法人格を有しない団体にあっては代表者，理事その他法人役員等と同等の責任を有

する者又は個人にあってはその者，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有

するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に

支配している者をいう。以下この項において同じ。）が，鹿児島県暴力団排除条例（平

成26年鹿児島県条例第22号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下この項にお

いて「暴力団員等」という。）であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。

 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わ

ず，金銭，物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与していると認められるとき。

 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。



 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするため

にこれらを利用していると認められるとき。

４ 乙は，第６条に定める貸付期間にかかわらず，いつでも，本契約を解除することが

できる。

（乙の原状回復義務）

第20条 乙は，貸付期間が満了し，又は契約が解除されたときは，貸付物件を原状に回

復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。

（貸付料の精算）

第21条 甲は，本契約が解除された場合には，未経過期間に係る貸付料を返還する。た

だし，その額が100円未満の場合には，この限りでない。

（損害賠償）

第22条 甲は，乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは，その損

害の賠償を請求することができる。

（有益費等の請求権の放棄）

第23条 乙は，第６条に規定する貸付期間が満了した場合又は第19条の規定により本契

約を解除された場合において，貸付物件を甲に返還するときは，乙が当該物件に支出

した必要費，有益費その他一切の費用については，甲に対しその償還等の請求をする

ことができない。

（契約の費用）

第24条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は，すべて乙の負担とする。

（その他注意事項）

第25条 乙は，貸付物件を第４条に規定する用途に使用するに当たり，次の事項につい

て注意するものとする。

 酒類の販売は行わないこと。

 標準小売価格を上回る価格での販売は行わないこと。

 販売品の搬入，廃棄物の搬出時間及び経路については，甲の指示に従うこと。

 使用済容器の回収ボックスは，販売する飲料の容器（缶，ビン，ペットボトル等）

の種類に応じたものを設置し，乙の責任で適切に回収，リサイクルすること。

 商品の賞味期限等に注意するとともに，在庫・補充管理を適切に行うこと。

 衛生管理及び感染症対策については，関係法令等の遵守，徹底を図るとともに，

関係機関等への届出，検査等が必要な場合は，遅滞なく手続等を行うこと。

 自動販売機の故障，問い合わせ及び苦情については，乙の責任において対応する

とともに，自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。



（疑義の決定）

第26条 本契約に規定された事項について疑義を生じ，又は本契約に規定がない事項で

必要が生じたときは，鹿児島県の関係条例及び規則等によるほか甲乙両者協議して定

めるものとする。

（裁判管轄）

第27条 本契約に関する訴えの管轄は，鹿児島県庁の所在地を管轄区域とする鹿児島地

方裁判所とする。

上記の契約締結を証するため，本契約書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自その

１通を保有する。

令和○年○月○日

貸付人（甲） 住 所

鹿児島県

契約担当者

鹿児島県立○○○高等学校校長

校 長 ○ ○ ○ ○ □印

借受人（乙） 住 所

氏 名 印



別 紙

貸付財産及び附属施設等の内訳

区 分 種 類 地 目 数量（㎡） 自動販売機設置台数

土 地

（注）１ 借受人が建物その他の工作物等を建設（敷設）する場合は，利用計画にその

構造（木造，鉄骨造又は鉄筋コンクリート造等の別）を明示させること。

２ 貸付物件から除外するものは，貸付物件の表示欄に，これを具体的に明示す

ること。

３ 「種類」欄には，財産台帳に基づき「公用財産」又は「公共用財産」の別を

記入すること。

４ 「地目」欄には，財産台帳に基づき「宅地」又は「学校用地」等の別を記入

すること。



（公募による自動販売機設置敷の貸付け・建物用）

県 有 建 物 賃 貸 借 契 約 書

鹿児島県（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）との間に，次のとおり

借家契約を締結する。

（賃借）

第１条 甲は，その所有する第３条に掲げる物件（以下「貸付物件」という。）を次条以

下の約定で乙に賃貸することを約し，乙は，これを借り受けることを承諾した。

（信義誠実の義務）

第２条 甲乙両者は，信義を重んじ，誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）

第３条 貸付物件は，次のとおりとする。

数 量 （㎡）

所 在 地 区 分 実 測 公 簿 摘 要

内訳は別紙の

○○○ 建物 ○○ ○○ ○○ ○○ とおり

（指定用途）

第４条 乙は，貸付物件を行政財産貸付申請書に記載し，又は添付した事業計画及び利

用計画に定める自動販売機設置敷（使用済容器の回収ボックスの設置を含む。）の用途

に自ら使用し，甲の承認を得ないで変更してはならない。

（指定期日）

第５条 乙は，貸付物件について令和○年４月１日に一切の工事を完了し，直ちに前条

に定める用途に供さなければならない。

（貸付期間）

第６条 貸付期間は，令和○年４月１日から令和○年３月31日までの○年間とする。

２ 本契約は，貸付期間の満了により終了し，更新はしない。

（貸付料）

第７条 貸付料は，年額金○円とする。



（貸付料の納付）

第８条 前条に定める貸付料は，次に定めるところにより，甲の発行する納入通知書に

より納付しなければならない。

年 次 回 数 納 入 金 額 納 入 期 限 備 考

令和○年度 第１回 ○円 令和○年○月○日

令和○年度 第１回 ○円 令和○年○月○日

令和○年度 第１回 ○円 令和○年○月○日

計 ○円 －

（光熱水費） ※子メーターを設置させる場合

第９条 乙は，第７条に定める貸付料のほか，当該施設の使用に係る光熱水費の実費相

当額を負担するものとし，その額は，子メーターの使用量に基づき，親メーターにより

県が支払う光熱水費の総額を按分して算定した額とする。

（光熱水費） ※子メーターを設置させない場合

第９条 乙は，第７条に定める貸付料のほか，当該施設の使用に係る光熱水費の実費相

当額を負担するものとし，その額は，設置する自動販売機の年間推定消費電力に基づき，

親メーターにより県が貸付年度の前年度１年間に支払った光熱水費の総額を按分して算

定した額とする。

２ 乙は，甲の発行する納入通知書により，納入期限までに，前項の光熱水費を納付し

なければならない。

（遅延利息）

第10条 乙は，その責めに帰すべき事由により第８条に定める納入期限までに貸付料を

納付しない場合，又は第９条の規定により甲が発行する納入通知書に定める納入期限

までに光熱水費を納付しない場合には，当該納入期限の翌日から納付した日までの期

間につき年〇〇パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。

（充当の順序）

第11条 甲は，乙が貸付料，光熱水費及び遅延利息を納付すべき場合において，現実に

納付された金額が貸付料，光熱水費及び遅延利息の合計額に満たない場合には，まず

遅延利息から充当する。

（物件の引渡し）

第12条 甲は，第６条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。



（貸付料の減免）

第13条 甲は，貸付物件が乙の責めに帰すことのできない事由により滅失し，又はき損

した場合には，滅失し，又はき損した部分に係る貸付料として甲が認める金額を減免

する。

（使用上の制限）

第14条 乙は，貸付物件について第４条に規定する事業計画又は利用計画（建物の模様

替を含む。）を変更しようとするときは，あらかじめ変更を必要とする理由及び変更後

の事業計画等を詳細に記載した書面をもって甲に申し出て，その承認を受けなければ

ならない。

２ 前項に基づく甲の承認は，書面によるものとする。

（権利譲渡等の禁止）

第15条 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し，又は賃借権を譲渡して

はならない。

（貸付物件の維持保全等）

第16条 乙は，善良な管理者の注意をもって貸付物件の維持管理に努めなければならな

い。

２ 貸付物件の修繕に要する費用は，甲の負担とする。ただし，小規模の修繕及び乙の

責めに帰すべき事由に係る修繕に要する費用は，乙の負担とする。

３ 乙は，貸付物件の修繕を自らしようとする場合は，あらかじめ甲の承認を受け，そ

の指示に従わなければならない。

４ 乙は，第１項又は第２項ただし書の規定により負担した費用の償還を甲に対し，請

求することができない。

５ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合に

は，その賠償の責めを負うものとし，甲が乙に代わってその賠償の責めを果たした場

合には，甲は，乙に求償することができる。

（実地調査等）

第17条 甲は，次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは，乙に対し，随時そ

の業務又は資産の状況に関して質問し，帳簿，書類，貸付物件その他の物件を調査（実

地調査を含む。）し，又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ

る。

 第８条及び第９条に定める貸付料又は光熱水費の納付がないとき。

 第14条第１項に基づく事業計画等の変更に関する承認の申し出があったとき。

 第14条第２項に定める義務に違反したとき。

 前２条に定める義務に違反したとき。

 その他甲が必要と認めるとき。



２ 乙は，正当な理由なく前項の調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，又は同項の報告

若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第18条 乙は，第６条に定める期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，それ

ぞれ当該各号に定める金額を違約金として，甲に支払わなければならない。

 第５条，第14条第１項又は前条２項に定める義務に違反した場合

金（貸付料年額）円

 第４条又は第15条に定める義務に違反した場合 金（貸付料年額の３倍）円

２ 前項に定める違約金は，違約罰であって，第22条に定める損害賠償額の予定又はそ

の一部と解釈しない。

（契約の解除）

第19条 甲は，乙が本契約に定める義務に違反した場合には，本契約を解除することが

できる。

２ 甲は，貸付物件を国，県その他公共団体において公用又は公共用に供するためその

他必要が生じたときは，本契約を解除することができる。

３ 甲は，乙（乙が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この項

において同じ。）が次のいずれかに該当するときは，本契約を解除することができる。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下こ

の項において「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下この

項において「暴力団」という。）であると認められるとき。

 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所

その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。）を代表する者その他

いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しく

は経営を実質的に支配している者（以下この項において「法人役員等」という。），

法人格を有しない団体にあっては代表者，理事その他法人役員等と同等の責任を有

する者又は個人にあってはその者，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有

するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に

支配している者をいう。以下この項において同じ。）が，鹿児島県暴力団排除条例（平

成26年鹿児島県条例第22号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下この項にお

いて「暴力団員等」という。）であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。

 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わ

ず，金銭，物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与していると認められるとき。

 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。



 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするため

にこれらを利用していると認められるとき。

４ 乙は，第６条に定める貸付期間にかかわらず，いつでも，本契約を解除することが

できる。

（乙の原状回復義務）

第20条 乙は，貸付期間が満了し，又は契約が解除されたときは，貸付物件を原状に回

復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。

（貸付料の精算）

第21条 甲は，本契約が解除された場合には，未経過期間に係る貸付料を返還する。た

だし，その額が100円未満の場合には，この限りでない。

（損害賠償）

第22条 甲は，乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは，その損

害の賠償を請求することができる。

（有益費等の請求権の放棄）

第23条 乙は，第６条に規定する貸付期間が満了した場合又は第19条の規定により本契

約を解除された場合において，貸付物件を甲に返還するときは，乙が当該物件に支出

した必要費，有益費その他一切の費用については，甲に対しその償還等の請求をする

ことができない。

（契約の費用）

第24条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は，すべて乙の負担とする。

（その他注意事項）

第25条 乙は，貸付物件を第４条に規定する用途に使用するに当たり，次の事項につい

て注意するものとする。

 酒類の販売は行わないこと。

 標準小売価格を上回る価格での販売は行わないこと。

 販売品の搬入，廃棄物の搬出時間及び経路については，甲の指示に従うこと。

 使用済容器の回収ボックスは，販売する飲料の容器（缶，ビン，ペットボトル等）

の種類に応じたものを設置し，乙の責任で適切に回収，リサイクルすること。

 商品の賞味期限等に注意するとともに，在庫・補充管理を適切に行うこと。

 衛生管理及び感染症対策については，関係法令等の遵守，徹底を図るとともに，

関係機関等への届出，検査等が必要な場合は，遅滞なく手続等を行うこと。

 自動販売機の故障，問い合わせ及び苦情については，乙の責任において対応する

とともに，自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。



（疑義の決定）

第26条 本契約に規定された事項について疑義を生じ，又は本契約に規定がない事項で

必要が生じたときは，鹿児島県の関係条例及び規則等によるほか甲乙両者協議して定

めるものとする。

（裁判管轄）

第27条 本契約に関する訴えの管轄は，鹿児島県庁の所在地を管轄区域とする鹿児島地

方裁判所とする。

上記の契約締結を証するため，本契約書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自その

１通を保有する。

令和○年○月○日

貸付人（甲） 住 所

鹿児島県

契約担当者

鹿児島県立○○○高等学校校長

校 長 ○ ○ ○ ○ □印

借受人（乙） 住 所

氏 名 印



別 紙

貸付財産及び附属施設等の内訳

区 分 種 類 構 造 数量（㎡） 自動販売機設置台数

建 物

（注）１ 借受人が建物その他の工作物等を建設（敷設）する場合は，利用計画にその

構造（木造，鉄骨造又は鉄筋コンクリート造等の別）を明示させること。

２ 貸付物件から除外するものは，貸付物件の表示欄に，これを具体的に明示す

ること。

３ 「種類」欄には，財産台帳に基づき「公用財産」又は「公共用財産」の別を

記入すること。

４ 「構造」欄には，財産台帳に基づき「鉄筋コンクリート造」又は「鉄骨造」

等の別を記入すること。
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単 位 事 務 名

休 業 日・振 替 授 業

根 拠 及 び 鹿児島県立高等学校学則 【第７条】

参 考 法 令 鹿児島県立学校管理規則 【第２７条，第２８条】

項 目 処 理 方 法

休 業 日 １ 休業日は，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

（学則第７条） 規定する休日のほか，次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 ４月１日から４月５日まで

(2) 夏 季 休 業 日 ７月21日から８月31日まで（単位制による課程で学年を２

学期とするものにおいては７月21日から８月24日まで）

(3) 秋 季 休 業 日 (単位制による課程で学年を２学期とするものに限る。）

９月28日から10月４日まで

(4) 冬 季 休 業 日 12月25日から翌年１月７日まで

(5) 学年末休業日 ３月26日から３月31日まで

(6) その他校長が必要と認める休業日 年間１０日以内

２ 校長は，土曜日及び前項第１号から第５号までの休業日は，地方の実情その他の理

由により，これを変更することができる。この場合において，校長はあらかじめその

理由及び期間を付し，教育委員会の承認を得なければならない。（参考様式）

３ 第１項第６号に規定する休業日については，校長は，あらかじめ，その理由及び期

間を付し，教育委員会に届け出なければならない。

非 常 変 災 等 １ 非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告

に よ る 休 業 は，報告書（第３号様式）をもってしなければならない。

（規則第27条）

振 替 授 業 １ 学校において，運動会（体育祭），学芸会（文化祭），その他恒例の行事計画の実

（規則第28条） 施のために，授業日と休業日を相互に振り替える場合には，あらかじめ教育長に届け

出なければならない。

※（注） 「その他恒例の行事」とは，修学旅行，通信制課程の生徒の面接指導，定

時制・通信制課程の遠足，離島又はへき地における健康診断（医師の都合に

よりやむを得ない場合），参観授業を指すことに留意すべきである。

２ 前項に掲げる場合のほか，特に振替授業を必要とするときは，振り替えようとする

日の７日前までに，申請書（第４号様式）をもって，教育長の承認を受けなければな

らない。
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（第３号様式）

臨時休業報告書

令和○○年○○月○○日から

休 業 期 日 又 は 期 間 日間

令和○○年○○月○○日まで

休 業 の 理 由 台風○○号襲来のため

上記のとおり臨時休業したので報告します。

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立○○○学校長○○○○印

鹿児島県教育長○○○○殿

※ 非常変災その他急迫の事情によって授業を行わなかった場合は，報告する。
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（第４号様式）

振替授業の実施申請（届）

授業を行わない 令和○○年○○月○○日から

授 業 日 日間

令和○○年○○月○○日まで

授 業 を 行 う 令和○○年○○月○○日から

休 業 日 日間

令和○○年○○月○○日まで

振 替 授 業 の 文化祭実施のため

理 由

上記のとおり振替授業を実施したいので承認くださるよう申請（お届け）します。

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立○○○学校

校長 ○ ○ ○ ○ 印

鹿児島県教育長 殿

申請のとおり承認する。

令和 年 月 日

※１ 運動会，学芸会，その他恒例行事での振替の場合は，教育長に届け出なければならない。

２ 上記以外で振替が必要な場合は，７日前までに教育長の承認を受けなければならない。
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（参考様式）

休業日変更の実施申請書

鹿児島県立高等学 令和○○年○○月○○日から

校学則第７条第１ 日間

項に規定されてい 令和○○年○○月○○日まで

る休業日

令和○○年○○月○○日から

変更する休業日 日間

令和○○年○○月○○日まで

休業日変更の理由

上記のとおり休業日を変更したいので承認くださるよう申請します。

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立○○○学校

校長 ○ ○ ○ ○ 印

鹿児島県教育委員会教育長 殿

申請のとおり承認する。

令和 年 月 日

鹿児島県教育委員会教育長 ○ ○ ○ ○ 印

※２部提出すること
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単 位 事 務 名

事 故 報 告
（生徒・職員・公有財産）

根 拠 及 び 鹿児島県立学校管理規則 【第６条，第２９条】

参 考 法 令 県立学校事務処理要領 【第１６条】

鹿児島県立高等学校学則 【第２７条の２】

鹿児島県立特別支援学校学則 【第２７条】

鹿児島県公用車管理規程 【第１３条】

項 目 処 理 方 法

非 常 災 害 の 校長は，学校に火災，風水害又は盗難等の事故が発生したときは，すみやかに，事故

報 告 発生の日時，種別，被害の程度，原因，応急処置状況その他必要と認める事項を，教育

（ 鹿 児 島 県 立 長に報告しなければならない。

学 校 管 理 規

則 第 ６ 条 ）

児 童 ， 生 徒 児童又は生徒について，重要と認められる事故が発生したときは，報告書（第５号様

の 事 故 報 告 式）をもって，すみやかに教育長に報告しなければならない。

（ 管 理 規 則

第 ２ ９ 条 ）

生 徒 の 懲 戒 第２６条（特別支援学校学則にあっては第２５条）に規定する退学又は停学を行ったと

処 分 の 報 告 きは，校長は，すみやかに，学年，氏名，住所，懲戒の種類及び理由並びに処分年月日

(高等学校学則 その他参考となる事項を教育委員会に報告しなければならない。

第２７条の２)

(特別支援学校

学則第２７条）

財 産 の 別項「公有財産の管理」参照。

事 故 報 告
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項 目 処 理 方 法

現 金 物 品 等 別項「現金・物品等の事故報告」参照。

の 事 故 報 告

公務使用承認を 「私有車の公務使用の承認等に関する事務処理について」

受けた私有車の 平成１６年６月２５日付 鹿教教第１８７号 教職員課長通知文 参照

事 故 報 告 抜粋

（公用車管理規 ３ 事故の報告

程第１３条） 公務使用承認を受けた私有車の事故報告については，管理規程に定める

「交通事故報告書（第９号様式）」によることとし，別紙（参考様式）

に校長の意見等を記載の上，併せて報告すること。

そ の 他 の 校長は，職員について，次の各号の一に該当する場合には，速やかにその事情を記し

報 告 た書類をもって，教育長に報告しなければならない。

（事務処理要領 １ 伝染病により，出勤できなくなった場合

第１６条） ２ 私事故障により出勤しない日が引き続き２週間を超え，又は傷病により出勤しな

い日が引き続き２月を超えるに至った場合

３ 条件付採用期間の範囲内において，実際に勤務した日数が９０日に達しないこと

が予想される場合

４ 法令，条例，規則又は訓令に違反する事実がある場合

５ 死亡により退職した場合

６ 給料を半減される事実が生じた場合

７ その他勤務上又は一身上重要と認められる事実がある場合（※）

※ 校長が，海外に旅行する場合及び私事のため１週間以上県外に旅行する場合は前

記の第７号により事前に教育長に対して報告をする。
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（第５号様式）

生 徒 事 故 報 告 書

科 学年 組
生 徒 の 学 年 氏 名

（ 年 月 日生）

前
事 故 発 生 の 日 時 令和○○年○○月○○日 午 時 分頃

後

事 故 発 生 の 場 所 自宅（○○郡○○町○○１２３番地）

種 程

事 故 の 種 別 ・ 程 度 家出 居所不明

別 度

○ ６月８日午後７時３０分頃家庭から連絡を受け，ただちに担任・生徒指

事 故 発 生 の 状 況 と 導部･教頭に連絡相談し，午後９時頃家庭から警察へ保護願いを出させた。

そ の 原 因 ○ 家出の原因は不明

○ 内気で友人は少なく真面目な性格である。

応 急 措 置 状 況 ○ ６月９日，職員朝礼で事情を報告し，関係職員と協議の上，本人の自宅

及 び 事 後 の 処 置 へ出向かせて事情聴取し，心当たりをさがしている。

上記のとおり事故が発生したので報告します。

令和○○年○○月○○日

鹿児島県立○○○学校

校長○ ○ ○ ○ 印

鹿児島県教育長 殿



- 4 -

第９号様式（第13条関係）

交 通 事 故 報 告 書

年 月 日

殿

車両管理者等 職名

氏名

職員の交通事故について，次のとおり報告します。

当事者の職氏名 職 氏名 年齢

発 生 年 月 日 年 月 日（ ） 時 分頃 天候（ ）

発 生 場 所 （国道・県道・市町村道・その他）

公用車等の区分 公用車 ・ 私有車公務使用承認 ・ その他（ ）

事 故 の 状 況 （ 加害 ・ 被害 ・ 自損 ）（ 人身 ・ 物損 ）

発 生 時 の 状 況 図 事 故 の 概 要

※ 道路幅員・歩道・交通標識等を付記すること。

道路状況 （舗装・砂利・その他）（平坦・坂道）（視界良・不良）（交通混雑・普通・閑散）

区 分 県 職 員 側 相 手 側

車 種 排気量 ㏄ 排気量 ㏄

車両番号

速 度 ㎞／ｈ（法定・指定速度 ㎞／ｈ） ㎞／ｈ（法定・指定速度 ㎞／ｈ）

氏 名 住所（職員の場合は所属） 氏 名 住 所

運 転 者

同 乗 者

損 人 身

車 両

害 その他

注１ 事故後，直ちに提出すること。なお，内容に不明な点，確認できない点がある場合は，とりあえ

ず速報として提出し，不明な点等が判明後正式な報告書を提出すること。

２ 写真，損害車両等の見積書を添付すること。（報告後の提出でも可）

※ 職コミ文書管理：1210出納局＞0200管財課＞0260公用車 公用車管理規定様式「交通事故報告書」参照
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（参考様式）

〇〇高第 号

令和 年 月 日

鹿児島県教育委員会教育長 殿

鹿児島県立〇〇高等学校

校 長 〇 〇 〇 〇 印

公用車における事故報告について（報告）

このことについて，下記のとおり報告します。

記

１ 事故を起こした者

（１）職・氏名 （記入例） 教諭 〇〇〇〇

（２）校務分掌 （記入例） ３年担任，生徒指導主任，国語

（３）免許取得年月日

２ 事故の種別 （記入例） 加害事故，被害事故，自損事故

３ 事故発生の概要

（記入例）

令和〇年〇月〇日，午後〇時〇分頃，国道〇号線 鹿児島市鴨池新町１０号１番地

付近道路において，県教育センターでの研修からの帰宅のため，自家用車で走行中，

運転操作を誤り，前方を走行中の自動車に衝突した。

４ 校長への報告年月日

５ 今後の見込み

（１）警察の処理

（２）被害者の示談の状況

６ 校長の意見
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単 位 事 務 名

共 済 住 宅 の 管 理
根 拠 及 び 鹿児島県共済住宅管理規則 【規則第２～13条】
参 考 法 令 共済住宅の管理に関する教育長の事務を委任する規程 【規程第１条】

教職員住宅の退去検査等について 【総務福利課長 平成22年３月17日】
教職員住宅駐車場使用料の改定について（通知）

【総務福利課長 令和元年９月10日】

項 目 処 理 方 法

管 理 者 共済住宅の管理者は教育長で，その事務は表の右欄に掲げるものに委任する。
及 び 住 宅 の 種 別 機 関 の 長

事 務 委 任 １ 一の機関の職員の用に供するために 入居する職員が所属す

建設された住宅 る機関の長

２ 二以上の機関の職員の用に供するた 住宅の所在地を所管す

めに建設された住宅（以下「共用住 る教育事務所又は教育長

宅」という。）（３及び４に掲げるも が指定する教育機関の長

のを除く。）

３ 鹿児島市内に建設された共用住宅 総務福利課長

（４に掲げるものを除く。）

４ 教育機関の敷地内に建設された共用 敷地が住宅用地に供せ

住宅 られている教育機関の長

【規則 第２条(２)】
【規程 第１条】

入 居 資 格 共済住宅の入居資格は，次のとおりとする。
１ 公立学校共済組合の組合員の資格を有する者
２ １以外の者で，管理者が特に入居を必要と認めた者

【規則 第３条】

入 居 手 続 き 入居希望者

※入居指定日から10日以内に入居

① ② ③
提 許 提

・教職員住宅入居申込書 可 ・入居指定日 ・共済住宅（県公舎）入居届
(別記第１号様式) 通 ※所属長経由 (別記第２号様式)

知 ※入居の日から５日以内

出 出

管 理 者

教職員住宅入居申込書の内容審査
入居の許可，決定

入居申込者が多数の場合は抽せん

【規則 第５,６,７条】

退 居 手 続 き 退居者 ・・入居許可要件に異動を生じる理由の発生日
から15日以内に退居しなければならない

① ②
報 提

・入居許可の要件に異動 ・教職員（共済住宅，公舎）退居届
を生ずるに至った旨 (別記第３号様式)

※退居の７日前まで

告 出

管理者
【規則 第８条】
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項 目 処 理 方 法

入 居 料 １ 共済住宅の入居については，知事が別に定める月額の入居料を徴収する。
２ 入居指定日又は共済住宅を退居した日が月の中途である場合におけるその月分の入

居料は，知事が別に定める場合を除き，日割により計算した額とする。
３ 入居料は，入居指定日の属する月から共済住宅を退居した日の属する月まで，毎

月，その月の給料支給日（知事が別に定める日があるときは，当該別に定める日）に
納入しなければならない。

【規則 第９条】

駐 車 場 使 用 料 県有地（知事部局所管用地を含む｡)，公立学校共済組合所有地及び借受地において，
加 算 財産事務管理者が教職員住宅入居者駐車場として指定している用地について，利用の有

無（自家用車の所有）に応じて駐車場使用料を入居料に加算する。
駐車場使用料額

舗 装 未舗装
鹿児島市内 1,360円 1,050円
鹿児島市外 1,050円 730円

※ 鹿児島市内とは，平成１６年４月１日の時点で鹿児島市の地域（平成１６年
１０月３１日以前の旧吉田町，旧松元町，旧郡山町は「鹿児島市以外」とする｡)

※ 舗装とは，駐車場として指定した位置がアスファルトまたは，コンクリート
の状態

費 用 の 負 担 １ 次に掲げる費用は，入居者の負担とする。
(1)電気，ガス，水道及び下水道の使用料
(2)共済住宅内外の清掃費
(3)ガラス，壁，風呂，台所，トイレ，洗面所，換気扇，ドア，床等の破損の修繕及び

電球の取替え等に要する費用
(4)共同附帯設備の維持保全に要する費用
(5)附属家具，軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用
(6)その他入居者の責めに帰すべき修繕費
(7)畳の修繕については別紙のとおり定める。
(8)ふすま，障子の張替・修繕は次のものは，入居者負担。

ただし，公舎管理者が特に必要ないと判断するものは除外する。
①破れているもの
②ふせやシール等が貼ってあるもの
③マジック，クレヨン等で落書きのあるもの
④手あかやシミの付いたもの
⑤縁・中身の破損（折れなど）

２ 前項の規定にかかわらず，災害等により入居者に負担させることが適当でないと管
理者が認めたものについては，この限りでない。

３ 第１項に規定する範囲をこえて修繕を要する箇所があるときには，入居者はあらか
じめその旨を管理者に届けなければならない。

【規則 第１１条】

そ の 他 １ 入居者の禁止行為，損害賠償については，【規則】第１０条，第１３条を参照。
管理人については，【規則】第１２条を参照。

２ 押入・物置については，荷物を残さないようにする。
３ 入居者が設置・引き継いだ空調機，給湯器，テレビアンテナについては，原則撤去

してもらうようにする。
４ 教職員住宅入居者の心得については返却を求めず，新入居の都度配布すること。

徴 収 事 務 １ 電子計算組織による給与事務処理要綱による。
ただし，教育庁総務福利課長を公舎入居料管理者とする。

２ 入居を許可した場合，および退居の届けがあった場合等は，管理者は，毎月３日午
前中までに教職員住宅（共済住宅）入退居報告書により県教育庁総務福利課長あて報
告する｡

３ 県の建築にかかる県公舎（共済組合からの借入金によらない，奄振住宅等）にあっ
ては，学校施設課長あて報告する。



様式給第５２号 令和　　年　　月
カード

公舎等入退居報告書
1 2
5 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ

令和　　年　　月　　日

No. 担当者　職・氏名

事務主査 〇〇　〇〇
所属所：鹿児島県〇〇高等学校

修
正
区
分

氏      名
公

舎

主

管

課

コ
ー

ド

整理番号
入居料

（調定額）

居室分
（正規
額）

駐車場分
（正規額）

入居料
（正規額）

教職員住宅名

職員番号
入退居日

1 2 6 5 4 3 2 1 6 0 3 3 3 3 0 2 7 5 6 0 24,000 3,560 27,560

2 3 6 5 4 3 2 1 6 0 3 3 3 3 0 1 3 7 8 0 12,000 1,780 13,780

3 3 9 0 1 2 3 4 6 0 4 4 4 4 0 0 8 8 9 0 12,000 1,780 13,780

4 1 9 0 1 2 3 4 6 0 4 4 4 4

5 3 9 2 3 4 5 6 6 0 7 7 7 7 0 1 1 2 1 0 9,000 2,410 11,410

6 3 6 2 3 0 0 0 6 0 8 8 8 8 0 0 7 6 9 0 6,640 1,050 7,690

7 1 7 2 3 0 0 0 6 0 9 9 9 9

8 1 9 8 7 6 5 4 6 0 5 5 5 5

各学校

↓

総務福利課厚生係

修正区分コード

区分 コード

削除 1

登録 2

修正 3

公舎主管課コード

区分 コード

公舎 1

共済 2

管理人解除(正規入居料)
管理人解除（減額していた200円を元に戻
す）の場合も報告する。

４月１日付け育休入り
電算別途分で報告

5月報告の修正（新規入居料）
上記報告の翌月報告

5月20日退居(5月分日割入居料)
13,780円÷31日×20日＝8,890円
退居が月の中途の場合(退居する月の初
めに報告)
※　退居する月の報告に間に合わなかっ
た場合，戻出を行う。

4月１日入居（入居料2ヶ月分）
新規　鹿児島市外駐車場舗装１台・未舗装
１台

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

○○　○○

修正区分 1:現在登録されているデータの削除（※入居料は未記入。記入されているとエラーが出る）
　 〃　  2:電算への新規登録
　 〃    3:既に登録されているデータの変更登録

公舎主管課コード：６を記入

よくあるエラーの原因
・修正区分がまちがっている
・削除の際に入居料が記入されている

日割計算の仕方
居室分と駐車場代の合計÷入居料を納める月の総日数×入居していた日数　 ※ 10円未満四捨五入

管理人：200円減額
駐車場：鹿児島市内舗装1,360円，未舗装1,050円
　〃　：鹿児島市外舗装1,050円，未舗装 73０円

住宅管理所属以外の入居者は摘要欄に入居者所属名を記入すること。

←システムにはこの部分が反映されるので確実に記入すること→

修正区分「１」の場
合

この欄は無記入

修正区分「１」の場
合

この欄は無記入

修正区分「１」の場
合

この欄は無記入

5月20日退居
退居者がいる場合
上記報告の翌月報告

管理人減額
(9,000円-200円+1,360円+1,050円)
新管理人
鹿児島市内駐車場舗装1台・未舗装1台

○○　○○

臨時的任用職員４月10日任用期間終了
電算別途分で報告(給与控除ができない
場合）



通
し
番
号

住宅
整理
番号

入　居　者
所　属　名

入　居　者
氏　　　名

入　居　者
住   　 所

摘　　　要

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
居　室 7,150

駐車場 1,340

合　計 8,490

居　室 7,150

駐車場 1,340

合　計 8,490

居　室 7,150

駐車場 1,340

合　計 8,490

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

※行の追加・削除，セルの結合はしないでください。

※入居月又は退居月が月の途中である場合，その月の日割計算をした入居料額を摘要欄に記入すること。
　日割計算の仕方：居室分と駐車場代の合計÷入居料を納める月の総日数×入居していた日数　 ※ 10円未満四捨五入

8,490 8,490 8,490 8,490 8,490

8,490

7

令和　　年　　月　　日

例 11113 ○○高校 ○○　○○ 鹿児島市○○123-1
教諭
舗装１台
R2.3.31退居

1

8

5

6

2

3

4

15,880 8,490

例

8,490 8,490 8,490 8,490

例 11112 ○○高校 ○○　○○ 鹿児島市○○123-1

ALT(任用更新R1.8.5～R2.8.4)
入居R1.8.5～R2.3.31
舗装１台
8月分日割7,390円(8,490円/31日×27日)

住 宅 管 理 所 属 名

担 当 職 氏 名

令和  年度　月分　教職員住宅の入居・退居等報告書(電算別途分)

11111 総務福利課 ○○　○○ 鹿児島市○○123-1
非常勤講師
入居H31.4.1～R2.3.31
舗装１台

8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490

月額入居料(円)



通
し
番
号

住宅
整理
番号

入　居　者
所　属　名

入　居　者
氏　　　名

入　居　者
住   　 所

摘　　　要

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　　計
居　室 7,150

駐車場 1,340

合　計 8,490

居　室 7,150

駐車場 1,340

合　計 8,490

居　室 7,150

駐車場 1,340

合　計 8,490

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

居　室

駐車場

合　計 0

※行の追加・削除，セルの結合はしないでください。

※入居月又は退居月が月の途中である場合，その月の日割計算をした入居料額を摘要欄に記入すること。
　日割計算の仕方：居室分と駐車場代の合計÷入居料を納める月の総日数×入居していた日数　 ※ 10円未満四捨五入

66,8208,490 8,490 8,490 8,490 8,490

8,490

0

0

0

7

令和　　年　　月　　日

例 11113 ○○高校 ○○　○○ 鹿児島市○○123-1
教諭
舗装１台
R2.3.31退居

1

8

5

6

2

3

4

0

0

0

0

0

15,880 8,490

例

8,490 8,490 8,490 8,490

例 11112 ○○高校 ○○　○○ 鹿児島市○○123-1

ALT(任用更新R1.8.5～R2.8.4)
入居R1.8.5～R2.3.31
舗装１台
8月分日割7,390円(8,490円/31日×27日)

住 宅 管 理 所 属 名

担 当 職 氏 名

令和  年度　月分　教職員住宅の入居・退居等報告書(電算別途分)

11111 総務福利課 ○○　○○ 鹿児島市○○123-1
非常勤講師
入居H31.4.1～R2.3.31
舗装１台

8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 101,880

月額入居料(円)



間取り 換算畳枚数

６畳×１部屋＋４．５畳×２部屋 16 0.40 1 ¥4,500 0.80 1 ¥4,500 1.60 2 ¥9,000 3.20 4 ¥18,000 4.80 5 ¥22,500 6.40 7 ¥31,500

６畳×２部屋＋４．５畳×１部屋 17 0.43 1 ¥4,500 0.85 1 ¥4,500 1.70 2 ¥9,000 3.40 4 ¥18,000 5.10 6 ¥27,000 6.80 7 ¥31,500

６畳×1部屋 6 0.15 1 ¥4,500 0.30 1 ¥4,500 0.60 1 ¥4,500 1.20 2 ¥9,000 1.80 2 ¥9,000 2.40 3 ¥13,500

８畳×１部屋 8 0.20 1 ¥4,500 0.40 1 ¥4,500 0.80 1 ¥4,500 1.60 2 ¥9,000 2.40 3 ¥13,500 3.20 4 ¥18,000

※ ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　入居期間に応じた表替え必要枚数

間　取　り 換算畳枚数

６畳×１部屋＋４．５畳×２部屋 16 8.00 8 ¥36,000 9.60 10 ¥45,000 11.20 12 ¥54,000 12.80 13 ¥58,500 14.40 15 ¥67,500 16.00 16 ¥72,000

６畳×２部屋＋４．５畳×１部屋 17 8.50 9 ¥40,500 10.20 11 ¥49,500 11.90 12 ¥54,000 13.60 14 ¥63,000 15.30 16 ¥72,000 17.00 17 ¥76,500

６畳×２部屋 6 3.00 3 ¥13,500 3.60 4 ¥18,000 4.20 5 ¥22,500 4.80 5 ¥22,500 5.40 6 ¥27,000 6.00 6 ¥27,000

８畳×１部屋 8 4.00 4 ¥18,000 4.80 5 ¥22,500 5.60 6 ¥27,000 6.40 7 ¥31,500 7.20 8 ¥36,000 8.00 8 ¥36,000

※

■　退居時に表替えする枚数

① ■　半畳は一枚と数える。

② 入居者の原因で汚損している枚数 ■　入居期間は1ヶ月単位で数えることとし，一ヶ月未満は切り上げ

■　畳表替単価　4,500円／枚は目安であり具体額は地元業者に確認のこと。 ■　畳の表替えにおける仕様は，熊本県産畳表検査規格C3又はJAS規格2等と同等品以上。

参考

入居期間に対する交換枚数（それぞれ中央欄が切り上げした枚数，右欄が負担金額：表替１枚4,500円で計算した場合）

退居検査時入居者負担の畳表替え資料  【H23.3退居検査時から適用】

↑　｛計算上の部屋畳枚数／（10年×12月)｝×入居月数

入居期間 ９年 入居期間 １０年

入居期間３か月 入居期間６か月 入居期間 ３年 入居期間 ４年入居期間 １年 入居期間 ２年

→下記の①・②のうち，いずれか多い枚数

↑入居者負担額

別　紙

｛部屋の畳枚数／（10年×12月）｝×入居月数 例）4．5畳×１部屋→５枚で計算

■　小数点以下の端数は切り上げ

入居期間　７年 入居期間 ８年入居期間 ５年 入居期間　６年
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単 位 事 務 名

電 話 の 取 扱 い

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【会規別表第５】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則施行指針 【会規指針第５９(5)】

地方自治法施行令（抄） 【令第１４３条第１項第３号】

○○年度末，○○年度当初及び○○年度予算に係る出納整理期間中における会計事務

の処理について（通知） 【年度末当初通知】

鹿児島県会計規則等様式指針及び記載例集

項 目 処 理 方 法

電 信 電 話 料 料金は役務費の通信運搬費として執行する。 【会規 別表第５】

年度末・年度当初の支払について

１ ２年度にわたる使用料と２年度にわたる基本料金が同一請求書で請求され

た場合は，使用料及び基本料金ともに新年度の歳出。

２ ２年度にわたる使用料と新年度に属する基本料金が同一請求書で請求され

た場合は，使用料及び基本料金ともに新年度の歳出。

３ 旧年度に属する使用料と２年度にわたる基本料金が同一請求書で請求され

た場合は，使用料は旧年度，基本料金は新年度の歳出。

【令 第１４３条第１項第３号】

【年度末当初通知】

公 衆 電 話 料 公衆電話料については，歳入歳出外現金に準じて取り扱うものであること。

等 の 取 扱 い 【会規指針 第５９ 】

（ 県 有 物 で 歳入歳出外現金の出納

あ る も の ） 受入…直接収納する場合は現金収納（払込）票で処理

払出…払出命令票により決裁を受け処理

ただし，公衆電話料は財務会計システムの歳計外現金管理

対象外のため出納員口座で管理することとなるので・・・

受入…手書き現金収納（払込）票を作成し，出納員口座へ入金

払出…手書き払出命令票を作成し，口座から支出

公衆電話の委託手数料は，県の歳入（雑入）として，予算主務課（学校施設課）に現

金収納払込票で収納する。
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決 裁 区 分 決 裁 権 者 決 裁 回 議 起 案 者 Ｔ Ｅ Ｌ

, , , , ,

現 金 収 納 年 月 日

歳入歳出外現金収納（払込）票 ○ ○ 年 １０ 月 ５ 日

所 属

収 支

書類区分 区 分 ○ ○ 高 校

注

２ 31 37 に支

２ ４ １ ３ ２ ０ ２ ０ ０ 支払

年 度 歳計外区分 払年

62 29 う月

○ ○ ９ ９ べ欄

金 額 支 払 年 月 きに

43 年は

２ １９０ 年 月 月 ’

ただし を税

「 月分」の報酬・賃金等に係る所得税・社会保険料 記務

その他（ 公 衆 電 話 料 ） 入署

納入義務者 原 符 使 用 番 号 す ’

冊第 号 る社

鹿児島県立○○○高等学校 自№

゜

会

出納員 ○ ○ ○ ○ 至№ 保

所 得 税 徴 収 高 計 算 険

区 分 実 人 員 延 人 員 支 給 総 額 事

75 77 82 87 務

所

本書の金額を領収しました。

（払込人） 領 収 済 印

鹿児島県立○○○高等学校

出納員 ○ ○ ○ ○ ,

（納入者用）

歳計外区分 振込先口座

９１所得税 出納長 ２２（所得税）

９２市町村民税・県民税 〃 １２２３７（市町村民税・県民税）

９３社会保険料 〃 ８９７３２１（社会保険料）

９９その他
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出 決裁区分 決裁権者 決 裁 回 議 起 票 者 主 決裁権者 決 裁 回 議 担 当 者
納 務
機 課
関

払 出 命 令 票
歳計外

年 度 ○○ 年度 起 票 日 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

支払処理区分 Ｔ Ｅ Ｌ

払出命令番号 受 入 番 号

主務課・かい ３２００００ 桜島高等学校

出 納 員 所 属

会 計 区 分

繰 越 区 分

大分類
整
理 中分類
区
分 小分類

細分類

払 出 命 令 額 払出可能額

受 領 者 郵便番号 － 取引予定者番号

住 所 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 鹿児島支店長（鹿児島市松原町4-62）

氏 名 鹿児島県会計管理者 （鹿児島市鴨池新町10-1）

債権者

氏 名

内 容
１２月分電話料 円

公衆電話手数料 円

支 払 方 法 支 払 区 分

金 融 機 関 口 座 番 号

決 裁 日 付 印 備 考

出 納 機 関 支 払 日 ○○年○○月○○日
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［手書き用］

決裁区分 決裁権者 決 裁 回 議 起票者 ＴＥＬ

, , , , ,

現金収納年月日

現金収納（払込）票 ○○年○○月○○日

書 類 収支 主 管 課・か い 予 算 主 務 課

区 分 区分 ○ ○ ○ 高 校 学 校 施 設 課

2 20 4 10

2 4 1 3 2 0 2 0 0 3 0 2 0 0 7

年 度 会計区分 繰越 科 款 項 目 節 細 節

16 18 31 21 23 25 27 29

○ ○ 0 1 0 目 1 4 0 8 0 1 0 1

金 額 調 定 番 号

58 84

3 2 0 1

ただし 93

公衆電話委託手数料 内訳番号

97

月 別

納入義務者 原符使用番号

冊第 号

Ｎ Ｔ Ｔ 西 日 本

自№

至№

本書の金額を領収しました。

領 収 済 印

（払込人）

鹿児島県立○○○高等学校

出納員 ○ ○ ○ ○ ,
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単 位 事 務 名

郵 便 切 手 類

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第７４条，第１１８条，

参 考 法 令 第１２５条，第１２６条】

鹿児島県会計規則等様式指針及び記載例集

項 目 処 理 方 法

郵 便 切 手 類 １ 会計規則上の分類

の 購 入 普通物品 消耗品 郵券類 (郵便はがき，切手)

２ 購入方法

現金で支払う場合

精算前渡の隔地払 支出負担行為支出命令票 精算票

請求書により支払う場合

精算払の口座振替払 支出負担行為支出命令票

３ 購入 検収 出納員へ引継ぎ

出 納 １ 物品命令 審査 物品出納簿へ登記（種類ごと）

郵券証紙は登記省略できない。

２ 概算交付 出納員 取扱者 物品出納簿に受領印を徴する。

３ 概算交付を受けた者は，物品受払簿をもって処理する。

４ 毎会計年度末には，物品受払簿により精算のうえ，出納員に返納する。

保 管 郵便切手類は，火災，盗難のおそれのないよう，堅固な容器をもって保管する。
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第103号様式（第126条関係）

郵 便 切 手 類 受 払 簿

種 類 別 受 払 数 量 （単位：枚）
受 払

摘 要 10円切手 84円切手 94円切手 100円切手 ハガキ
年 月 日

受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残 受 払 残

28 4 1 出納員より概算交付 50 50 60 60 100 100 50 50 90 90

4 15 ○○外○○件 3 47 25 35 2 98 1 49 5 85

4 18 出納員より概算交付 140 175

4 21 ○○外○○件 11 36 8 167 5 93 5 44 3 82

4 28 ○○外○○件 13 23 14 153 7 86 3 41 7 75

４ 月 分 計 50 27 23 200 47 153 100 14 86 50 9 41 90 15 75

5 6 ○○外○○件 3 20 15 138 12 74 9 32 4 71

5 9 ○○外○○件 5 15 21 117 9 65 2 30 2 69

5 13 ○○外○○件 2 13 5 112 1 64 1 29

5 20 出納員より概算交付 50 63 100 212 100 164 50 79

5 25 ○○外○○件 11 52 70 142 11 153 3 76 5 64

5 27 ○○外○○件 1 51 5 137 2 151

５ 月 分 計 50 22 － 100 116 － 100 35 － 50 15 － 11 －

累 計 100 49 51 300 163 137 200 49 151 100 24 76 90 26 64

29 3 15 ○○外○○件 6 45 58 79 55 96

3 31 概算交付による精算返納 △45 0 △79 0 △96 0 △76 0 △64 0

３ 月 分 計 △45 6 － △79 58 － △96 55 － △76 0 － △64 0 －

累 計 255 255 0 521 521 0 404 404 0 124 124 0 126 126 0

１ この帳簿は，出納員等から概算交付を受けた物品（燃料券を除く）について，その受払を明確にする

ために記載するものとする。

２ 年度末に残がある場合は，この帳簿により精算の上，出納員等へ返納すること。この場合の処理方法

は摘要欄に「概算交付による精算返納」と表示し，受欄で△処理すること。ただし，3月31日が休日に

あたる場合は，その前日に繰り上げてよいこと。

３ 月計，累計を付すること。（累計を兼ねる月計以外の月計の残欄は「－」とすること。）

４ 燃料券の概算交付を受けた場合は，特定備品等交付要領（平成12年４月１日施行）による燃料券発行

（受払）簿によること。

※ 協会ＨＰ様式：「郵便切手類受払簿」

※ 職コミライブラリ：1210出納局＞0100会計課＞2400物品 会計規則様式（物品会計）「⑬物品受払簿」参照
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単 位 事 務 名

出納員・会計職員の任命

根 拠 及 び 地方自治法 【法第１７１条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則 【会規第４～６・８条】

鹿児島県会計規則施行指針 【会規指針第３】

鹿児島県会計規則等様式指針及び記載例集 【記載例集】

項 目 処 理 方 法

会 計 管 理 者 １ 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし，町村

の 補 助 機 関 においては，出納員を置かないことができる。

【法 第１７１条】

２ 会計管理者の事務を補助させるため，別表第１の本庁の表，収支かいの表，収入か

いの表，収入出納員を設置するかい以外の出先機関の表及び物品出納員を設置するか

い以外の出先機関の表（以下「別表第１の表」という｡）の左欄に掲げる本庁の各課及

びかい等に，それぞれの表の中欄に掲げる出納員，税出納員，収入出納員及び物品出

納員（以下「出納員等」という｡) を置き，それぞれの表の右欄に掲げる職にある者

をもって充てる。ただし，それぞれの表の右欄に掲げる職が規定されていない本庁の

各課及びかい等又は別表第１の表の右欄に掲げる職を複数置く本庁の各課及びかい等

にあっては，当該課長又はかい等の長が指定する者をもって充てるものとする。

【会規 第４条 別表第１は会計規則等例規集Ｐ２１６～Ｐ２３２参照】

臨 時 出 納 員 １ 知事，教育長等及び出先機関の長は，出納員等に事故があるとき，又は欠けたとき，

若しくは異動に伴い後任者が赴任するまでの間は，当該期間中，出納員等の職務を執

行する者（以下「臨時出納員」という。）を臨時出納員任命薄（別記第１号様式）に

より任命しなければならない。

(1) 「事故があるとき」とは，出張，休暇，研修，病気，けが等をいうものであるこ

と。

(2) 「欠けたとき」とは，現に在職する者がいない場合をいうものであること。

【会規 第５条】

【会規指針 第３】

会 計 職 員 １ 別表第１の表の左欄に掲げる本庁の各課及びかい等に会計職員を置く。

２ 知事，教育長等及び出先機関の長は，会計職員任免簿（別記第２号様式）により会

計職員の任免を行うものとする。 【会規 第６条】
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項 目 処 理 方 法

会 計 管 理 者 の １ 会計管理者は，次の表の左欄に掲げる者に，それぞれ同表の右欄に掲げる事務をそ

事 務 の 委 任 の者の所掌に係る事務の範囲内において委任する。

受 任 者 委 任 事 務

出 納 員 １ 現金（現金に代えて納付される証券を含む。以下この表において同

じ。）の出納，保管及び記録管理事務のうち，次に掲げる事務（税出

納員の所掌に係るものを除く。以下この表において同じ。）

(1) 釣銭の保管並びに直接収納できる収入金の収納及び払込み並びに

記録管理を行うこと。

(2) 次に掲げる歳入歳出外現金の出納，保管及び記録管理を行うこ

と。

ア 入札保証金

イ 契約保証金(全額について現金により直接受領したもの(入札保

証金から充当したものを含む。))

ウ 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の５第３

号に規定する現金

(3) 歳入歳出外現金((2)に掲げるものを除く。以下この項において同

じ。)の収納及び払込み並びに記録管理を行うこと。

(4) 歳入歳出外現金の払出しに関する審査確認及び払出しの決定を行

うこと。

(5) 歳入歳出外現金の緊急を要する払出しの依頼を行うこと。

２ 保管有価証券の出納，保管及び記録管理を行うこと。

３ 支出（戻出を含む。）に関する審査確認を行うこと。

４ 支払の決定を行うこと。

５ 緊急を要する支払の依頼を行うこと。

６ 歳入金及び歳出金の更正に関する審査確認を行うこと。

７ 物品（占有動産を含む。)の出納，保管及び記録管理を行うこと。

収入出納員 １ 現金の出納，保管及び記録管理事務のうち，次に掲げる事務

(財政課の (1) 釣銭の保管並びに直接収納できる収入金の収納及び払込み並びに

収入出納員 記録管理を行うこと。

を除く。) (2) 歳入歳出外現金(入札保証金及び契約保証金(別に定めるものに限

る。)に限る）の出納，保管及び記録管理を行うこと。

(3) 歳入歳出外現金((2)に掲げるものを除く。以下この項において同

じ。)の収納及び払込み並びに記録管理を行うこと。

(4) 歳入歳出外現金の払出しに関する審査確認及び払出しの決定を行

うこと。

(5) 歳入歳出外現金の緊急を要する払出しの依頼を行うこと。

２ 保管有価証券の出納，保管及び記録管理を行うこと。

３ 物品(占有動産を含む。)の出納，保管及び記録管理を行うこと。

物品出納員 物品（占有動産を含む。）の出納，保管及び記録管理を行うこと。

※ 税出納員，財政課の収入出納員は省略

２ 会計管理者は，別表第３の左欄に掲げるかいの出納員に，それぞれ同表の右欄に掲

げる出先機関の支出に関する審査確認の事務及び緊急を要する支払の依頼の事務を委

任する。

３ 会計管理者は，別表第４の左欄に掲げるかいの出納員及び収入出納員に，それぞれ

同表の右欄に掲げる出先機関の収納事務（これに附帯する歳入歳出外現金及び証券の

出納，保管及び記録管理事務を含む。）を委任する。

【会規 第８条，別表第３及び別表第４は会計規則等例規集Ｐ234～Ｐ235参照】
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項 目 処 理 方 法

印 影 届 １ 会計管理者，出納員等（物品出納員を除く。）及び資金前渡職員は，使用する公印

又は私印の印影をあらかじめ印影届（第３号様式）により関係指定金融機関に届け出

なければならない。

２ 本庁の支出命令者は，使用する公印又は私印の印影を，あらかじめ印影届により会

計管理者に届け出なければならない。

（注）(1) 出納員等，職指定の資金前渡職員及び本庁の支出命令者（第１位及び第２位

代決者を含む。）の印影届は，毎年度当初に提出するものとする。

(2) 臨時出納員，その都度任命する資金前渡職員及び臨時資金前渡職員の印影届

は，任命の都度提出するものとする。ただし，同一人が同一年度内において複

数回任命された場合は，２回目以降の任命に係る印影届の提出は省略すること

ができるものとする。 【会規 第９条】

【会規指針 第５】

出 納 員 等 の １ 出納員等に異動があったときは，前任者は，異動発令日の前日現在におけるその所

事 務 引 継 ぎ 掌する事務について，事務引継書（第４号様式）を３部作成し，所属長立会いの下に

速やかに後任者に引継ぎをしなければならない。

２ 前任者及び後任者は，事務の引継ぎを終了したときは，事務引継書に記名押印の上

各自１部を保有するものとし，後任者は，１部を所属長を経て会計管理者に提出しな

ければならない。

３ 前任者は，第１項の場合において，後任者が赴任しないとき，又はその他特別の理

由により後任者に事務の引継ぎをすることができないときは，知事又は出先機関の長

が任命した臨時出納員に事務の引継ぎをしなければならない。

４ 第２項の規定は，前項の規定により前任者が臨時出納員に事務の引継ぎをしたとき

に準用する。この場合において，「後任者」とあるのは，「臨時出納員」と読み替え

るものとする。

５ 第３項の規定により事務の引継ぎを受けた臨時出納員は，後任者が赴任したときは

直ちに事務引継書を２部作成し，所属長立会いの下に後任者に事務の引継ぎをしなけ

ればならない。この場合において，臨時出納員は，その職務の執行期間が前任者の異

動の日から起算して３０日未満であるときは，前任者の作成した事務引継書及び臨時

出納員任命簿により事務の引継ぎをすることができる。

６ 第２項の規定（会計管理者への送付に係るものを除く。）は，前項前段の規定によ

り臨時出納員が後任者に事務の引継ぎをしたときに準用する。

７ 出納員等が死亡その他特別な理由により事務引継書を作成できないときは，所属長

は,会計職員に事務引継書を２部作成させ，１部を臨時出納員又は後任の出納員等に引

継がせ，１部を会計管理者に提出しなければならない。

８ 前各項の規定は，出納員等の事故により臨時出納員が任命された場合における当該

出納員等から当該臨時出納員への事務の引継ぎ及び当該臨時出納員が職務を終了した

場合における当該臨時出納員から当該出納員等への事務の引継ぎについて準用する。

【会規第１０，１１条】

【会規指針第５の２】

【記載例集】
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会計規則第１号様式（第５条関係）

臨 時 出 納 員 任 命 簿

決 裁 期 間 任 命 す る 職 員 引 継 者 印

年月日から 理 由

年 月 日 所属長 担当者 年月日まで 職 氏 名 印 授 受

25年 4月 1日から 出納員の異動に伴い後 事務 , , ,
25. 3.29 , , 任者がいないため ○○○○

25年 4月 5日まで 主査 乙 甲 乙

(引継年月日) , ,
25. 4. 5 , , 後任者着任のため

乙 丙

事務 , , ,
25. 5.20 , , 25年 5月21日 出納員年休のため ○○○○

主査 乙 丙 乙

, ,
25. 5.22 , , 乙 丙

25年 6月 3日から 事務 , , ,
25. 5.31 , , 出納員年休のため ○○○○

25年 6月 6日まで 主査 乙 丙 乙

事務 , , ,
25. 6. 5 , , 25年 6月 6日 出納員年休のため 主事 △△△△

丁 乙 丁

, ,
25. 6. 7 , ,

丁 丙

１ 出納員等に事故があるとき，例えば，出納員等が出張，休暇，研修，病気，けが等により登庁（正規の

時間に勤務するための登庁をいう。）しない場合等は，所属長は臨時出納員を任命しなければならない。

２ 甲は現出納員，乙は臨時出納員，丙は後任出納員，丁は乙とは別の臨時出納員。

３ 決裁欄の決裁者は所属長，担当者のほか当該所属の必要に応じそれぞれ追加補正できるものとする。

４ 現出納員が急な休暇等により登庁しないために，口頭により引継がなされた場合の引継者印（授）は，

後日，登庁後に押印するものとする。

※ 協会ＨＰ様式：「臨時出納員任命簿」
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第２号様式（第６条関係）

会 計 職 員 任 免 簿

決 裁 任 命 任 命 す る 職 員 決 裁 解 任
担 当 事 務

所 属 長 出納員等 年月日 職 氏 名 印影 所 属 長 出納員等 年 月 日

１ 支払事務に関するこ
と。

事務 ２ 物品の出納・保管に
, , ○.○.○ ○○○○ , 関すること。 , , ○.○.○

主査

１ 現金証券の出納に関
すること。

事務 ２ 収入事務に関するこ
, , ○.○.○ ○○○○ , と。

主事

１ 支払事務に関するこ
と。

事務 ２ 物品の出納・保管に
, , ○.○.○ ○○○○ , 関すること。

主査

１ 歳入歳出外現金の払込

校務補 みに関すること。

, , ○.○.○ 助員 ○○○○ , ２ 金融機関での現金の振

（用務 込や通帳の記帳に関する

員） こと。

１ この任命簿は，会計管理者又は出納員等の事務を補助する職員を任免する場合に使用するものである。

２ 任命する職員の印影は，会計職員として使用する印を押印するものとする。

３ 担当事務欄は，賠償責任（地方自治法第243条の２）との関係もあるので会計規則第８条に規定されている

委任事務を参考として具体的に記載するものとする。
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第３号様式（第９条関係）

印 影 届
桜島高 第 １ 号

令和○年４月１日

指定金融機関 殿

鹿児島県立桜島高等学校

（かい長） 校 長 鹿児島 太 郎 印

下記のとおり印影をお届けいたします。

公

印 印 印

印

職 務 の 区 分 私 印 職 名 氏 名

出 納 員 , 事 務 長 高 橋 英 昭

資 金 前 渡 職 員 , 事 務 長 高 橋 英 昭

１ 職務の区分欄に記載する内容は，届出（会計管理者及び指定金融機関）により異なる。

２ 年度当初に提出した印影届について，年度途中の人事異動，改印等により異動を生じたときは，その都度，

あらためてすべての印影を届け出るものとする（印影届の保管，照合を容易にするための取扱い）。その際

は，異動に係る職員の職名欄の余白に異動があった旨（「人事異動」「改印」等）を表示するものとする。

※ 協会ＨＰ様式：「印影届」
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単 位 事 務 名

調 定

地方自治法 【第２３１条】

根 拠 及 び 地方自治法施行令 【第１５４条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則 【第３３，３６，３７，３８，３９，４０条】

鹿児島県会計規則施行指針 【第１９，１９の２，２０，２１】

項 目 処 理 方 法

調 定 の 意 義 歳入（収入金）を徴収しようとする場合において歳入徴収者が歳入の内容を調査して,

収入金額を決定する行為をいう。

歳 入 の 調 定 １ 地方自治法第２３１条の規定による歳入の調定は，当該歳入について，所属年度，

歳入科目，納入すべき金額，納入義務者等を誤っていないかどうか，その他法令又は

契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

【地方自治法施行令第１５４条】

２ 歳入徴収者は，歳入を徴収しようとするときは，調定票（別記第１４号様式）によ

り調定しなければならない。

前項の規定にかかわらず，第４２条の規定により会計管理者又は出納員等が直接収

納する歳入については，既に調定してあるものを除き，現金収納（払込）票（別記第

１５号様式）をもつて，調定票に代えるものとする。

【会計規則第３３条】

３ 調定は，次に定める場合のほか，法令又は特約に定める納入期限２０日前までに行

わなければならない。

ただし，歳入の性質上納期の２０日前までに調定不可能なものにあつては，それが

可能になつた日に行うものとする。

（１） 使用料，手数料等で月額又は月割額で定めたものにあっては，毎月１日。た

だし，月の中途で徴収すべき事実が発生したときは，その発生の日

（２） 県立学校授業料，県立職業能力開発校授業料，県営住宅使用料及び公舎入居

料にあつては，年度当初。ただし，年度の中途で徴収すべき事実が発生したと

きは，その発生の日 【会計規則第３３条の４】

調定すべき日が鹿児島県の休日を定める条例第１条第１項に規定する県の休

日又は公の施設の休館日に当たるときは，その日後において最も近い県の休日

等でない日に調定してさしつかえないこと。 【施行指針第１９】

調 定 の 取 消 し １ 歳入徴収者は，法令の規定又は過誤納その他の理由により調定を取り消し，又は調

又 は 変 更 定の内容を変更しようとするときは，直ちに取消調定票（別記第１７号様式）又は変

更調定票（別記第１８号様式）により調定を行わなければならない。この場合におい

て，調定した金額を変更しようとするときは，当該変更に係る増加額又は減少額につ

いて調定しなければならない。

【会計規則第３６条】
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項 目 処 理 方 法

調 定 の 通 知 １ 歳入徴収者は，第３３条から第３５条までの規定により調定をしたときは，会計

管理者又は出納員等に通知しなければならない。

２ 前項の規定は，第３６条第１項の規定により調定を取り消し，又は調定の内容を

変更した場合に準用する。 【会計規則第３８条】

調定の通知は，財務会計システムの端末機で情報を入力することで通知したもの

とみなす。 【施行指針第２０】

納 入 の 通 知 １ 歳入徴収者は，第３３条第１項又は第３４条の規定により調定したときは，直ち

に納入通知書（別記第１９号様式）により納入義務者に納入の通知をしなければな

らない。

２ 歳入徴収者は，第３６条第１項の規定により調定を取り消し，又は調定の内容を

変更したときは，次により処理しなければならない。

（１） 調定を取り消した場合で，歳入金が収納済であるときは第５５条の規定によ

り当該歳入金を払い戻し，収納未済であるときは納入義務者に対し納入の通知

を取り消す旨の通知をすること。

（２） 調定した金額を増額したときは，増加額に係る納入通知書により納入義務者

に納入の通知をすること。

（３） 調定した金額を減額した場合で，歳入金が収納済であるときは過納額につい

て第５５条の規定により払い戻し，収納未済であるときは納入金額が減少した

旨を通知し，併せて正当額（分割納入させたものについては，当該金額を控除

した金額）についての納入通知書を納入義務者に送付すること。

【会計規則第３９条】

納 入 通 知 書 １ 歳入徴収者は，納入義務者から納入通知書の亡失又は損傷による再発行の請求を

の 再 発 行 受けたときは，これを再発行しなければならない。この場合において，当該納入通

知書及び調定票（当該納入通知書が第３３条第３項に係るものであるときは，調定

内訳票）の余白に「何年何月何日再発行」と表示するものとする。

【会計規則第４０条】

２ 納入通知書を再発行する場合，当該通知書の納入期限は，当初の納入期限を変更

できないこと。 【施行指針第２１】

納 入 期 限 歳入の納入期限は，法令又は特約に定めがある場合を除くほか，調定の日の翌日か

ら起算して２０日以内とする。ただし，第３６条第１項に規定する減額変更の調定に

係る歳入にあつては，当初の納入期限をその納入期限とする。 【会計規則第３７条】

調定の日の翌日から起算して２０日目が金融機関の休業日にあたるときは，その日

後において最も近い休業日でない日を納入期限とすること。 【施行指針第１９の２】
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項 目 処 理 方 法

財務会計端末機 １ 授業料

入 力 方 法 (1)当初調定

歳入管理－調定－個別システム調定登録

システム区分に高等学校授業料と入力して当初調定をたてる。

年間月別入力も行う。

(2)年度途中の調定増・調定減

歳入管理－調定－調定変更

当初調定の調定番号で呼び出し，変更調定をたてる。

月別に入力も行う。

(3)年間調定のため削除・取り消しできない。誤りに気付いたら調定誤りとして，正し

い調定額になるよう変更調定する。

２ 一般調定（電柱使用料等）

歳入－調定－一般調定登録

「納入通知書を出力する」にして調定をたてると納入通知書が自動出力される。

３ 現金収納票（預金利子，入学料，証明書発行手数料等）

歳入管理－現金収納－未調定現金収納

※予算主務課，歳入科目は別紙のとおり
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（調定の通知等の流れ）

（１）調定の場合

歳 入 徴 収 者 所 属 別

収 納 済 一 覧 表

②

契約担当者

調 定

③

会計管理者

① 契 約 納 入 通 知 書

⑤

④ 払 込

金 融
納 入 義 務 者

機 関

領 収 書 ⑤

（２）直接収納の場合

歳 入 徴 収 者 （調 定） （収 入） 出 納 員

契約担当者 ③ ④

(収 納 原 符)

② 現 金 収 納

現 金 収 納 （ 払 込 ） 票

現 金 （払込）票 （か い 用）

① 契 約 領 収 済

納 入 義 務 者 所 属 別 会計管理者 指 定 金 融 機 関

収納済一覧表

④
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（３）振替収納の場合

手数料を差引かれた収入金 直接収納

市場販売

手数料

計 算 書 等

①

② 調 定

契 約 担 当 者 歳 入 徴 収 者

公金振替依頼書

③

支出命令者

所 属 別

収納済一覧表 支出負担行為（公金振替）

会計管理者
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歳 入 予 算 主 務 課

款 項 目 節 歳 入 説 明 予算主務課

０８ ０１ ０８ ０１ 学校施設使用料 学校施設課

使用料及び 使 用 料 教 育 使 用 料 教育総務使用料 （電力柱，電話柱，販売部等) ３０２００７

手 数 料

共済住宅施設使用料 総務福利課

（電力柱，電話柱等） ３０１００１

０２ 高等学校授業料 総務福利課

高等学校使用料 通信教育受講料 ３０１００１

０２ ０７ ０１ 学校証明書交付手数料 総務福利課

手 数 料 教 育 手 数 料 高等学校手数料 高校入学料 ３０１００１

１０ ０１ ０１ ０１ 行政財産の貸付 学校施設課

財 産 収 入 財産運用収入 財 産 貸 付 収 入 財 産 貸 付 収 入 (公募による自動販売機設置) ３０２００７

０２ ０２ ０１ 不用物品売払収入 総務福利課

財 産 物 品 売 払 収 入 物 品 売 払 収 入 （備品を売却した場合） ３０１００１

（動物を売却した場合）

０３ ０１ 実習収益売払収入 総務福利課

売 払 収 入 生産物売払収入 生産物売払収入 漁獲物売払収入 ３０１００１

学校林売払収入 高校教育課

産業教育交流フェスタ収入 ３１１００６

１４ ０２ ０１ ０１ 県預金利子 総務福利課

諸 収 入 県預金利子 県 預 金 利 子 県 預 金 利 子 ３０１００１

０８ ０１ ０１ 実習収益金，出荷奨励金等

雑 入 雑 入 雑 入 実習船私用電報・電話料 総務福利課

不用品売払収入（備品，動物以 ３０１００１

外を売却した場合）

教育実習経費

使用許可分電気料

学校施設課

公衆電話手数料
３０２００７

非常勤職員等雇用保険料

過年度返納金（給与・旅費）
教 職 員 課

３０３００３

学校林に関する補償金 高校教育課

ALT雇用保険料
３１１００６

（注） 上記に該当しないものについては，総務福利課経理係と協議すること。
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単 位 事 務 名

直 接 収 納

収 納 及 び 報 告

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第４２，４３，４５条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則施行指針 【第２２，２３】

項 目 処 理 方 法

直 接 収 納 １ 会計管理者及び出納員等は，次に掲げる歳入については，直接収納することがで

きる。

（１） 国庫支出金，地方交付税，地方譲与税，交通安全対策特別交付金及び県債

（２） 公債，社債，預貯金並びに株券の元利金及び配当金

（３） 時効期間経過後の遺失金

（４） 保管期間満了前に売却した違法駐車車両及び当該車両の積載物の売却代金並

びに違法駐車車両内及び当該車両の積載物内に存置する現金及び有価証券

（５） 交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物（以下

「損壊物等」という。）並びに道路に転落し，又は飛散した車両等の積載物（以

下「転落積載物等」という。）であつて保管期間満了前に売却したものの売却

代金並びに損壊物等内及び転落積載物等内に存置する現金及び有価証券

（６） 滞納処分及び納入義務者からの申立てによる歳入金

（７） 県に帰属した入札保証金及び契約保証金

（８） 寄附金

（９） 使用料，手数料及び賃貸料で許可若しくは申請の際徴収するもの又は使用後

直ちに徴収する歳入金

（10） 使用料及び手数料で月額又は月割額で定めた歳入金の前納金

（11） 収入証紙売りさばき代金，せり売代金及び各種保険金

（12） 生産物，製作品，不用物件等の即売代金又は実習収益金

（13） 時効期間経過後の遺失物品の売払い代金

（14） 保管期間満了後に売却した違法駐車車両及び当該車両の積載物の売却代金

（15） 保管期間満了後に売却した損壊物等及び転落積載物等の売却代金

（16） 自動販売機等を備えて徴収する各種歳入金

（17） 職員等の賄費等
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項 目 処 理 方 法

直 接 収 納 （18） 納入期限前の分割収納の承認を受けた歳入金

（19） 自動車重量税の還付金

（20） 前各号のほか，知事が特に必要と認めたもの 【会計規則第４２条】

２ 前項に掲げるもののうち各号については次により処理する。

（１） 第１号に規定する国庫支出金とは，国庫負担金，国庫補助金及び国庫委託金

をいい，並びに国以外の団体からの負担金，補助金及び委託金に類するものも

含むものであること。

（２） 第６号に掲げる収入金は，調定の有無にかかわらず申立てのあったものは，

直接収納できるものとする。なお，この場合，既調定のものは，当該納入通知

書を回収して「直接収入」の表示をなし，収納原符にはりつけ保管するものと

する。ただし，納入義務者が亡失その他の理由により，納入通知書を回収でき

ないときは，収納原符の備考欄にその旨，調定番号，調定年月日及び納入期限

を記載するものとする。

（３） 第９号に掲げる収入金には，電子申請に係る使用料又は手数料で電子納付さ

れたもの（第４３条第１項ただし書に規定する鹿児島県証紙条例（昭和３８年

鹿児島県条例第５６号）第２条ただし書に規定する納付情報により納付された

ものをいう。）を含むものであること。

（４） 第１２号による収入金は，即納させることが原則であるが，条例等及び特約

（職員に販売する生産物にあっては，かいの長の承認伺をもって代えることが

できる。）により延納又は分割して納付させるものは，現物等を引き渡す際又

は納期ごとに納期限の２０日前までに調定し，納入通知書を発行するものとす

る。この場合に，職員に売却したものについては，納入通知書を省略し，口頭

により通知し，納入期限までに直接収納することができる。

（５） 第２０号に掲げる収入金として知事が特に必要と認めるものは，その収入の

種類，取扱件数及び年度間収入見込み並びにその理由を記載した文書により

（かいに属するものにあっては，主管部課長を経由）知事の承認を受けるものと

する。 【会計規則施行指針第２２】

１ 会計管理者及び出納員等は，会計規則第４２条に規定する歳入金を収納したとき

収 納 及 び 報 告 は，収納原符（別記第２１号様式）により領収証を納入義務者に交付しなければな

らない。ただし，会計規則第４２条第１号から第５号まで，第７号，第１１号から

第１６号まで及び第１９号に掲げる歳入金並びに同条第８号及び第９号の歳入金

で，入場券，利用券，各種証明書その他これらに類するもの（第３項において「入

場券等」という。）を交付するもの及び鹿児島県証紙条例（昭和３８年鹿児島県条

例第５６号）第２条ただし書に規定する納付情報により納付されたものについて

は，この限りでない。

２ 前項に規定する収納原符は，事務所等以外で使用する場合にあつては，収納原符

発行簿（別記第２２号様式）により整理しなければならない。

３ 会計管理者及び出納員等は，前１項ただし書の規定により入場券等を交付すると

きは，入場券等発行簿（別記第２３号様式）により整理しなければならない。
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項 目 処 理 方 法

４ 会計管理者及び出納員等は，会計規則第４２条に規定する歳入金を収納したとき

は，現金収納（払込）票により即日又は翌日までに歳入徴収者に収納の報告をしな

ければならない。

５ 会計管理者及び出納員等は，証券により歳入金を収納したときは，現金収納（払

込）票の余白に「証券受領」と記載するものとする。 【会計規則第４３条】

６ 前各項については次により処理する。

（１） 第１項ただし書に規定する「入場券等」とは，入場券・卒業（修了）証明書・

成績証明書・単位修得証明書・人物又は身上に関する証明書・かごしま応援寄

附金に係る寄附金受領証明書兼領収書・その他各種証明書・体育館等使用料で

別に発行する使用券等をいう。

（２） 第３項の規定による入場券等発行簿については，個人ごとに発行するものは，

住所及び氏名欄を設けるか，又は証明書等交付簿を別冊として作成することが

できるものとする。この場合，手数料等を免除するものは，別口座として整理

することができるものとする。

（３） 第４項の規定による現金収納（払込）票の収納原符欄は，第１項ただし書の

規定により領収証を発行しないものにあっては，入場券等発行簿，生産物処理

票等の名称及び番号を記載するものとする。

【会計規則施行指針第２３】

現金及び証券の １ 会計管理者及び出納員等は，現金又は証券の出納を行つたときは，１日分を取り

出納 まとめて現金証券出納簿（別記第２４号様式）に記録しなければならない。

【会計規則第４５条】
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単 位 事 務 名

収 納 の 確 認

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第４１条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則施行指針 【第２３】

項 目 処 理 方 法

収 納 の 確 認 １ 会計管理者は，収納があつたときは，その都度所属別収納済一覧表（別記第２０

号様式）を作成し，関係の歳入徴収者に送付しなければならない。

２ 歳入徴収者は，前項の送付を受けたときは，収納の状況を確認しなければならな

い。 【会計規則第４１条】

手 数 料 等 を １ 手数料等を差し引かれる収入金を直接収納した場合は，次により処理するものと

差 し 引 か れ る する。

収 入 金 の 処 理 （１） 直接収納した収納金は，収納日ごとに現金収納（払込）票により未調定分と

して調定し収納すること。この場合，手数料の金額をただし書欄に付記するこ

と｡

（２） 手数料相当額は，当該収入金を収納した日ごとに調定票により調定するこ

と。 【施行指針第２３】

解 説 及 び 実 例 ２ 生産物・動物で市場出荷したものについては，それぞれの率で手数料が差し引か

れる場合が多いが，（市場手数料の項参照）この処理方法が指針第２３の４で示さ

れている。

手数料を差し引かれた収入金 現金収納（払込）票 （未調定）

調定 納入通知書

収入金

手数料 調定票 公金振替依頼書 振替収納

役務費
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単 位 事 務 名

歳入金の指定金融機関への払込み

根 拠 及 び 地方自治法施行令 【第１６８条５】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則 【第４６条】

鹿児島県会計規則施行指針 【第２４】

項 目 処 理 方 法

歳 入 金 の １ 会計管理者及び出納員等は，現金を直接収納したときは，現金収納（払込）票に

指 定 金 融 機 関 より即日又は翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし，指定

へ の 払 込 み 金融機関の所在等の関係により即日又は翌日までに払い込むことが困難な出納員等

で，あらかじめ会計管理者の承認を受けたものにあつては，原則として１０日ごと

に取りまとめて払い込むことができる。 【会計規則第４６条】

【地方自治法施行令第１６８条５】

２ 現金収納（払込）票は，節別に作成すること。

３ 既調定に係る収入金を出納整理期間中に直接収納し，出納閉鎖後指定金融機関に

払込むときは，前年度の歳入として処理すること。 【施行指針第２４】

金 融 機 関 の

休 業 日 に お 現金を直接収納した日が指定金融機関の休業日に当たるときは，その日後において

け る 取 扱 い 最も近い休業日でない日までとする。 【会計規則 第４６条】
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単 位 事 務 名

教 育 実 習 費

根 拠 及 び 鹿児島県教育委員会通知通達集 【教育実習に係る経費の取扱要項】

参 考 法 令

項 目 処 理 方 法

教 育 実 習 費 教育実習生（１名）の実習１週間につき５，０００円を県の歳入として徴収する。既

納の実習経費は，学校の都合により教育実習を取りやめた場合を除き，返還しない。調

定の年度は教育実習の属する年度とし，納入期限は，教育実習期間の終了する日とす

る。

歳 入 科 目 （款）１４ 諸収入 （項）０８ 雑入 （目）０１ 雑入 （節）０１ 雑入

実習経費の収納 １ 「納入通知書」により収納する場合

方法 調定を行い，鹿児島県会計規則第３９条の規定に基づき，「納入通知書」により納

入義務者に納入の通知を行う。

２ 現金（現金書留等を含む。）により収納する場合

鹿児島県会計規則第４３条第１項の規定に基づき，収納原符により領収書を納入義

務者に交付し，「現金収納票」により指定金融機関に払い込む。

３ １，２によりがたい場合は，総務福利課長と別途協議すること。

証 拠 書 類 １ 実習生の受入の事実を証明する書類

・大学等からの受入依頼（申請）等の文書（写）

・大学等への受入許可（承諾）等の文書（写）

・教育実習生の出勤簿 など

２ 実習経費徴収の事実を証明する書類

・所属別収納済一覧表

・収納原符（原符片） など
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単 位 事 務 名

物品の分類及び区分

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第１１８条，１１９条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則施行指針 【第７０】

項 目 処 理 方 法

物 品 の 分 類 １ 物品は，その性質，形状等により次のとおり分類する。

及 び 区 分 （１）備 品

形状及び性質を変えることなく１年以上の使用又は保管に耐え得る物品であつて,

一品の購入価格又は評価価格が５万円以上のもの及び知事が特に必要と認めたもの

（２）消耗品

ア 一般消耗品 短期間の使用によつて消耗され，又はその効力を失う物品並び

に形状及び性質を変えることなく１年以上の使用又は保管に耐え得る物品であ

つて，一品の購入価格又は評価価格が５万円未満のもの

イ 郵券証紙類 郵便切手，はがき，印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

（昭和２３年法律第１４２号）第２条２項に規定する収入印紙等，現金送金用

封筒及び収入証紙

ウ 商品券類 商品券，回数券，渡船券その他これらに類するもの

（３）動 物

獣類，鳥類，魚介類及び虫類で飼育を目的とするもの

（４）生産物

試験場，学校，農場，その他県の施設等で製作又は生産された物品

（５）原材料

試験研究，実習，土木工事，医療等の用に供する物品

２ 物品は，次の表に掲げるところにより重要物品と普通物品に区分するものとする｡

重要物品分類表………会計規則第１１８条第２項

普通物品分類表………職コミ ライブラリ： 1210出納局>0100会計課>2400物品

【会計規則第１１８条】

３ 備品のうち「知事が特に必要と認めたもの」の品目は次のとおりとする。

ア 公印規程による公印

イ 加除式法規集等

ウ 国庫補助で備品として購入し管理しなければならない物品

エ 閲覧や貸出しを目的とする図書及び図書以外の資料，なお，図書以外の資料と

は，マイクロ資料，視聴覚資料，絵画的資料及び博物館的資料をいう。
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項 目 処 理 方 法

４ はがきには，特定封筒（レターパック）を含むものとする。

５ 条例等により貸与又は支給する被服類は，登記を省略することができる消耗品と

する。

６ 閲覧や貸出しを目的としない年版図書で，長期間の保存又は使用を目的としない

ものについては，一品の購入価格又は評価価格にかかわらず消耗品とする。

７ 給油所等で機械類に直接給油した油脂類は，当該機械類に従属したものとし，物

品出納命令及び登記は要しないものとする。

また，出張先において購入し直ちに消費する物品，恒常的展示を目的としない業

務用資料としての写真，名刺，新聞，法規追録及び定期刊行物については物品出納

命令及び登記を省略することができるものとする。

なお，上記の場合は，関係調書への「登記省略」の記載は要しないものとする。

８ 「事業建設機械に分類される車両」とは，グレーダー，動力ローラー，ブルドー

ザー，起重機，トラクターなど，道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

３条に定める「自動車」のうち，土木作業又は農作業に使用する特殊車両をいう。

【施行指針第７０】

重要物品出納計 出納員等(税出納員を除く。)は，その所管に属する物品（普通物品にあつては，備品

算書及び普通物 に限る。）について，毎年３月31日現在をもつて関係帳簿に基づき重要物品出納計算書

品出納計算書の （別記第８５号様式）及び普通物品出納計算書（別記第８６号様式）を作成しなければ

作成 ならない。

【会計規則第１１９条 】
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単 位 事 務 名

物 品 出 納 簿 の 登 記

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第１２５条】

参 考 法 令 会計規則施行指針 【第７４】

項 目 処 理 方 法

物 品 の 登 記 １ 会計管理者及び出納員等は，物品の出納の都度，物品出納簿（重要物品にあつて

は，重要物品原票（別記第１００号様式），普通物品のうち備品にあつては備品原

票(別記第１０１号様式)）に登記しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる物品にあっては，登記を省略することがで

きる。この場合においては，支出命令票，支出負担行為・支出命令票，物品組替調

書，生産物処理票，用品検査調書（物品出納命令用）又は物品出納命令簿に「登記

省略」と表示しなければならない。

（１）贈与又は支給の目的で購入し，直ちに払い出すもの

（２）消耗品及び原材料。ただし，次に掲げるものを除く。

ア 収納原符等領収書となる印刷物，郵券証紙類，商品券類及び油脂類（原材料

を除く。）

イ 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

35年法律145号）に規定する毒薬及び劇薬並びに毒物及び劇物取締法（昭和25年

法律第303号）に規定する毒物，劇物及び特定毒物

（３）生産物のうち接待用飲食品，賄い品及び自給飼料として直ちに消費するもの

（４）その他会計管理者が特に登記を省略することが適当であると認めたもの

【会計規則第１２５条】

３ 物品出納簿の登記

（１）油脂類とは，ガソリン，軽油，混合油，灯油，重油，エンジン油，ＬＰガス

（オートガスに限る。）及び船舶燃料をいう。

（２）毒薬等を物品出納簿へ登記するときの単位は，原則としてｃｃ，ｇ等を用いる

こと。 なお，毒薬等は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等

に関する法律及び毒物及び劇物取締法において，容器又は被包に次のとおり表示

することとされている。

ア 毒薬 黒地に白枠白字で品名及び「毒」

イ 劇薬 白地に赤枠赤字で品名及び「劇」
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項 目 処 理 方 法

ウ 毒物 「医薬用外」の文字及び赤地に白色で「毒物」

エ 劇物 「医薬用外」の文字及び白地に赤色で「劇物」

（３）会計規則第１２５条第２項第４号の会計管理者が特に登記を省略することが適

当と認めたものは，次のとおりとする。

ア 鹿児島県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令に定める拾得物品出

納簿に登記されたもの

イ 違法駐車車両に対する措置要領に定める移動措置保管車両等管理簿に登記

されたもの

ウ 交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等に対する措置要領に定める損壊･

転落物等保管管理簿に登記されたもの

エ 栽培（工作）記録簿等により受払が明確になされたもの

オ 法令又は条例等で保管の記録が義務づけられたもの（火薬類等）

カ 閲覧や貸出しを目的とする図書及び図書以外の資料で図書台帳等に記録さ

れたもの

なお，図書台帳等とは，書（品）名，受入れ年月日及び受入れ金額がわか

るものであること。

キ 第１２０条第５項に定めた物品短期貸付簿により貸付が明確になされたも

の 【施行指針第７４】
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単 位 事 務 名

物 品 の 出 納 命 令

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第１２０条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則施行指針 【第７２】

特定備品等交付要領 【第６条】

項 目 処 理 方 法

物 品 の １ 知事，教育長等及び出先機関の長は，必要最少限度の数量について物品の出納命

出 納 命 令 令を行わなければならない。ただし，物品の交付にあつては，必要があるときは常

時使用する物品に限り一定期間の見込数量を概算で出納命令することができる。

【会計規則第１２０条】

物品の出納命令権者は，知事，教育長等又は出先機関の長である。

【施行指針第７２（１）】

２ 知事，教育長等及び出先機関の長は，物品の出納命令をしようとするときは，次

の各号に掲げる場合に応じ，それぞれ当該各号に掲げる帳簿又は帳票により処理し

なければならない｡ ただし，第２号に掲げる場合で，同号に定める帳票により処

理し難いときは，物品出納命令簿により処理することができる。

（１）鹿児島県用品集中調達規則（平成１３年鹿児島県規則第３４号。以下「用品集

中調達規則」という。）の適用を受ける物品（用品集中調達規則第２条第３号イ

に規定する年間単価契約品で当該年間単価契約品に係る依頼所属及び納入所属が

同一であるもの並びに同号ウに規定する燃料券取扱品を除く。）を購入する場合

並びに警察本部，警察学校及び警察署の所属長の必要とする物品を購入する場合

用品集中調達規則に定める用品検査調書（物品出納命令用）

【会計規則第１２０条】

購入した物品を出納員等に引き継ぐ場合の出納命令は，用品集中調達規則の規

定に基づく用品検査調書（物品出納命令用）の決裁欄，支出命令票又は支出負担

行為・支出命令票の物品出納命令欄で行うものとし，引継を受けた出納員等は，

当該帳票の所定の欄に押印するものとする。この場合において，第２項ただし書

の規定に基づき物品出納命令簿により処理したときは，当該帳票の決裁欄等に

「出納命令済」と表示するものとする。

【施行指針第７２（２）】

（２）前号に係る物品以外のものを購入する場合 支出命令票又は支出負担行為・支

出命令票 【会計規則第１２０条】

（３）物品を寄附，交換，その他の方法により取得する場合 物品出納命令簿（別記

第８６号様式の２） 【会計規則第１２０条】

知事，教育長等又は出先機関の長は，寄附物品の採納承諾を決定したとき，又

は採納承諾の通知を受けたときは，現品を受領し，寄附者に対して受領書を交付

するとともに物品出納命令簿で出納命令をし，出納員等に引き継ぐこと。

【施行指針第７２（４）】

事故等に伴う賠償物品の受入れは，物品出納命令簿で出納命令を行い，登記す

べき物品にあっては，備品管理票等を作成すること。

【施行指針第７２（５）】
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項 目 処 理 方 法

（４）普通物品のうち，消耗品及び原材料を交付し，又は受領する場合 物品出納簿

（別記第８７号様式） 【会計規則第１２０号】

次の場合における物品の出納命令等は，要しないものであること。

ア 登記される物品で用品検査調書（物品出納命令用），支出命令票，支出負

担行為・支出命令票又はその他の帳票によって出納命令を行った場合におい

ての物品出納簿による出納命令の処理

イ 他の所属が必要とする物品の購入に関する事務のみを行う所属における当

該物品の出納命令 【施行指針第７２（３）】

（５）物品を職員又は職員以外の者の用に供する場合 物品供用簿（別記第８８号様

式） 【会計規則第１２０条】

会計規則第１２０条第２項第５号の定めるところにより物品を職員の用に供す

る場合は，物品供用簿に各人別の口座を設けて登記するのが原則であるが，次に

掲げるものに限り共通供用物品として別に口座を設けて一括処理することができ

る。

ア 庁舎内で使用する物品で特定の職員がおおむね定位置で専用し，私物と混

同されるおそれがなく，かつ，容易に携行でき難いもの

（例）机，椅子等

イ 庁舎内で不特定多数によって使用される供用物品で私物と混同されるおそ

れがなく，かつ，容易に携行でき難いもの

（例）複写機，つい立，キャビネット，ロッカー，ルームクーラー，冷蔵庫,

寝台，大黒板，固定された諸機械（ただし，付属工具類を除く。）等

ウ 使用について別に定めのあるもの

（例）鹿児島県公用車管理規程による車両

【施行指針第７２（７）】

（６）物品を貸し付ける場合 物品貸付簿（別記第８９号様式）

【会計規則第１２０条】

貸付けの決定は，文書により行うものとし，貸付料，貸付期間，事故発生時の

責任の所在等貸付条件を明確にすること。ただし，契約書による貸付けの場合に

おいて，当該契約書に貸付条件が記載されているときは，文書による貸付けの決

定は省略することができる。 【施行指針第７２（８）】
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項 目 処 理 方 法

（７）物品を借り受ける場合 物品借受簿（別記第９０号様式）

【会計規則第１２０条】

県が借り受ける物品で契約担当所属と使用する所属が異なる場合（例えば，複

写機，端末機等）は，次により処理すること。また，その所管に属する物品を本

来の目的により他の所属において使用させる場合についてもこれに準じて処理す

るものとする。

ア 契約担当所属の長は，借受けに係る契約を締結したときは，速やかにその

内容を使用する所属の長へ通知すること。

イ 使用する所属の長は，契約担当所属の長からの通知に基づいて物品借受簿

で出納命令し，出納員等は，物品供用簿に登記しなければならない。

【施行指針第７２（１０）】

（８）物品を保管転換し，若しくは受けようとする場合又は物品を返納する場合

物品出納命令簿 【会計規則第１２０条】

（９）物品を売却し，譲渡し，若しくは廃棄する場合又は物品を亡失し，若しくは損

傷した場合 物品出納命令簿 【会計規則第１２０条】

（10）物品の分類又は区分を変更する場合 物品組替調書（別記第９４号様式）

【会計規則第１２０条】

試験場，学校等で生産された動物で試験研究用，教材用，実習用に飼育すると

きは，物品組替調書で出納命令し，物品出納簿等を作成すること。

なお，組替の時期は，所属長が試験研究用の目的で飼育すると決定したときと

する。 【施行指針第７２（６）】

３ 物品の貸付けに係る出納命令は，事務又は事業に支障のない範囲内において，し

なければならない。 【会計規則第１２０条】

４ 知事，教育長等又は出先機関の長は，物品の貸付けに係る出納命令をするとき

は，あらかじめ当該物品の借受けを希望する者から県有物品借受申請書（別記第

９５号様式）を徴しなければならない。ただし，契約書により貸し付ける場合にお

いて，当該契約書に貸し付ける物品の明細が記載されているときは，県有物品借受

申請書の徴収は省略することができる。 【会計規則第１２０条】

５ 第２項の規定にかかわらず，物品の短期貸付けに係る出納命令をする場合は，物

品短期貸付簿（別記第９６号様式）により処理することができる。この場合におい

て，前項の県有物品借受申請書の徴収は省略することができる。

【会計規則第１２０条】

本規則において「短期貸付」とは，１月以内の貸付けをいう。

【施行指針第７２（９）】
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項 目 処 理 方 法

６ 第２項の規定にかかわらず，生産物に係る出納命令は，生産物処理票（別記第

９８号様式）により処理しなければならない。ただし，物品の分類又は区分を変更

するときは，この限りでない。

【会計規則第１２０条】

特 定 備 品 等 特定備品又は特定印刷物の交付を受けた所属長は，次の処理をしなければならない。

交 付 要 領 （１） 特定備品

（ 第 ６ 条 ） 財務会計システムにより配信される，用品検査調書（鹿児島県用品集中調達規

則第４号様式）により出納命令をし，一部を管財課長に提出しなければならな

い。

（２） 特定印刷物

管財課から送付されてくる特定印刷物交付決定通知書（第３号様式）により出

納命令をし，特定印刷物受領書（第４号様式）を管財課長に提出しなければなら

ない。ただし，交付時に特定印刷物要求票に受領印を押印し引き換えに用品を受

領した場合は，特定印刷物受領書の提出は省略することができる。

※ 職コミ ライブラリ：1210出納局＞0200管財課＞0230物品調達

「会計規則様式（物品会計）」参照

「鹿児島県用品集中調達規則関係様式」
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物品会計事務の流れ（購入）

担 当 者 物 品 要 求

予定価格５０万円未満の物品購入の場合

推 薦 委 員 会 省略できる。

入札場所日時購入予定物品数量その他の

入 札 通 知 通知

予定価格調書（契約規則第２号様式）

予 定 価 格 （予定価格５０万円未満の物品購入の場

合省略できる。）

業 者 入 札

入 札 執 行 調 書 （契約規則第４号様式）

落札者の入札，見積書に通知確認印

落 札 決 定 内訳書徴収

支出負担行為事前審査

１００万円以上は契約書作成

契 約 ５０万円～１００万円未満は請書

納 品

検 収

請 求

支 出 命 令

物品の出納命令

物 品 の 出 納

物 品 の 登 録

重 要 物 品 普通物品の備品 消耗品，動物（重要物品を除く）
生産物，原材料で登記省略以外

財務会計ｼｽﾃﾑにより
作成（登録）

重要物品原票 備 品 原 票 物品出納簿 手書き処理

物品受払簿 概算交付の場合
備品整理票貼付

※ 重要物品原票及び備品原票は，システムで管理している
ことから出力して簿冊管理する必要はないが，所属の判断

物 品 供 用 簿 で出力する。また，分類番号ごとに出力できる備品管理表
があるが，必要に応じて出力し，照合・管理する。
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単 位 事 務 名

物品の不用の決定

物 品 の 売 払

根 拠 及 び 家畜伝染病予防法 【第１６条，第１７条，第２０条】

参 考 法 令 と畜場法 【第１３条】

地方自治法 【第２３９条２項】

地方自治法施行令 【第１７０条の２，第１７０条の４】

鹿児島県会計規則 【第１２８条，第１２９条 】

鹿児島県会計規則施行指針 【第７６】

項 目 処 理 方 法

関 係 職 員 の 譲 物品に関する事務に従事する職員は，その取扱いに係る物品（政令で定める物品を除

渡 受 け の 制 限 く）を普通地方公共団体から譲り受けることができない｡【地方自治法第２３９条２項】

関係職員の譲渡受けを制限しない物品

１ 政令で定める物品

（１）証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品

（２）売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で普通地方公共団体の長が

指定するもの

【地方自治法施行令第１７０条の２】

２ 知事が指定する物品

（１）試験，実習等の目的をもつて生産された物品でその目的を達したもの

（２）その他知事が承認した物品

【会計規則第１２８条】

物 品 の 不 用 物品は，売払いを目的とするもののほか，不用の決定をしたものでなければ，売り払

の 決 定 うことができない。 【地方自治法施行令第１７０条の４】

不 用 の 決 定 １ 物品の不用の決定は，次に掲げるものについて行うことができる。

等 の 基 準 （１）供用の必要がない物品

（２）損傷している物品で，修理，改造，加工等に要する経費が新たに購入する経費

に比較して得失相償わないもの

（３）生産物でその目的を達したもの

（４）その他知事が承認した物品

２ 不用の決定は，物品出納命令簿又は生産物処理票により処理しなければならない。

この場合において，売り払うことが不利若しくは不適当と認める物品又は売り払う

価値のない物品については，当該帳簿又は帳票により廃棄することができる。

【会計規則第１２９条】

３ 物品の不用の決定を行うときは，当該物品を必要と見込まれる他の所属と連絡をと

り，保管転換の要否等を考慮したうえで処理すること。 【施行指針第７６（１）】

４ 家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１６条，第１７条及び第２０

条並びにと畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第１３条の各規定により緊急と殺を

した場合，事後速やかに不用の決定手続をとること。 【施行指針第７６（２）】
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項 目 処 理 方 法

５ 車両（事業建設機械を含む｡）を処分するときは，道路運送車両法に規定する一時抹

消登録申請等を行う必要があるので，管財課長（警察本部，警察学校及び警察署にあ

っては警察本部会計課長）に依頼すること。

ただし，小型特殊自動車及び原動機付自転車については，市町村の定めるところに

より，各所属において必要な手続きを行うこと。 【施行指針第７６（６）】

６ 自動車を譲渡するときは，譲受人に対し,｢登録識別情報等通知書（一時抹消登録を

した自動車に限る｡)」及び「譲渡証明書（軽自動車の場合にあっては,｢自動車検査証

返納証明書」等）を確実に交付すること。

なお，譲渡証明書の発行（軽自動車の場合にあっては，自動車検査証返納確認書へ

の押印）は，管財課長（警察本部，警察学校及び警察署にあっては警察本部会計課

長）に依頼すること。 【施行指針第７６（７）】

産振の場合，処 参考

分制限期間内（ 国庫補助対象設備処分期限 価格＝購入価格

○印）であって 処分制限期間 １個又は１組の取得価格

取得価格が５０ 処分制限の有無

万円未満（○印 産 期間内 経 過 ５０万円未満 ５０万円以上

）であれば，処 振 ○ ○ 無

分制限は「無」 用 ○ ○ 有

である。 設 ○ ○ 無

※ 備 ○ ○ 無（ただし県教委に対し

処分制限期間中 て報告書を提出する。）

は文部科学大臣 期間＝購入した年月日から

の承認を得ない ※ 昭和４５年度以前に取得した設備については取得価格は５万円と読み替える

で処分すること ※ 処分期限期間（耐用年数）は産振執務提要に定める期間。

はできない。

処分制限期間 １個又は１組の取得価格

理 処分制限の有無

振 期間内 経 過 ５０万円未満 ５０万円以上

用 ○ ○ 無

設 ○ ○ 有

備 ○ ○ 無

○ ○ 無

※ 昭和４５年度以前に取得した設備については取得価格は５万円と読み替える
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項 目 処 理 方 法

教 処 分 制 限 期 間 １個又は１組の取得価格
処分制限の有無

材 期 間 内 経 過 ５０万円未満 ５０万円以上

用 ○ ○ 無

設 ○ ○ 有

備 ○ ○ 無

○ ○ 無

※ 昭和４５年度以前に取得した教材については取得価格は５万円と読み替える

処 分 制 限 財 産 の 名 称 等
処分制限期間

施設・設備名 財 産 名 構 造 ・ 規 格 等

据え付けを要するもの １０年
機械・器具

教材用設備 据え付けを要しないもの ８年

模 型 ６年

※ 「教材用設備」とは，特別支援学校における補助事業である。
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産振・理振備品の廃棄手続きについて

１ 産振備品の廃棄

（１）文部科学大臣の承認を必要とする場合

不 用 物 品

財産処分承認・申請（教育長へ）
様式あり

〈 写 真 添 付 〉

承 認

物 品 出 納 命 令 簿 で 不 用 決 定

備品原票･備品管理票･備品整理票･供用簿の整理 産 振 設 備 台 帳 の 整 備

（２）文部科学大臣の承認を必要としない場合

不 用 物 品

物品出納命令簿で不用決定

備品原票･備品管理票･備品整理票･ 産 振 設 備 台 帳 の 整 備

供用簿の整理

財産について届出（学校施設課長へ）

〈 写 真 添 付 〉

２ 理振備品の廃棄

（１）文部科学大臣の承認を必要とする場合

産振備品の場合に同じ（だだし財産処分申請の様式は定められていない。）

（２）文部科学大臣の承認を必要としない場合

不 用 物 品

物品出納命令簿で不用決定

備品原票･備品管理票･備品整理票･供用簿の整理 理 振 設 備 台 帳 の 整 備
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単 位 事 務 名

現金，物品等の事故報告及び検査

寄 附 の 受 納

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第３１，３２条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則施行指針 【第１７，１８】

項 目 処 理 方 法

現 金 物 品 等 １ 会計管理者，出納員等， 会計職員，資金前渡職員，占有動産を保管している職員

の 事 故 報 告 又は物品を使用している職員が，その保管に係る現金，有価証券（保管有価証券を含

及 び 検 査 む。），物品（基金に属する動産を含む。），帳簿等若しくは占有動産又は使用に係

る物品を亡失し，又は損傷したときは，直ちに事故報告書（別記第１３号様式）を作

成して，会計管理者にあつては知事に，その他の職員にあつては所属長及び関係出納

員等を経て，会計管理者及び知事に報告しなければならない。

２ 所属長は，前項の報告書の提出を受けたときは，意見を付して送付しなければなら

ない。

３ 知事及び会計管理者は，前２項の規定による報告を受けたときは，必要に応じ，職

員をして検査を行わせることができる。

４ 会計管理者及び出納員等は，亡失し，又は損傷した現金，有価証券，物品，占有動

産及び使用に係る物品の出納については，事故報告書の提出日をもつて関係帳簿に支

出又は払出しの登記を行い整理するものとする。 【会計規則第３１条】

（１） 事故報告書の提出先は，次によること。

ア 知事に提出するもの 県の損害賠償及び県の損害賠償の請求等に関する事

務取扱要綱第３条に規定する主務課長

イ 会計管理者に提出するもの 会計課長

同要綱において公用車管理規程第２条に規定する車両に係る交通事故につい

ての事故報告書の知事への提出は，管財課長へするものとなっているので，会

計管理者への報告は，知事への報告によりなされたものとみなす。

（２） 事故報告書「その他」欄には，物品の取得額，損害見積額，修繕完了見込年月

日等を記入すること。
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項 目 処 理 方 法

（３） 動物のへい死等で故意または過失によらない事故については，１年分をまとめ

て報告することができる。ただし，伝染病及び災害等によるもの並びに上記（１）

のアの主務課長から要求のあるものについては，直ちに報告すること。

（４） 事故物品については，知事から賠償の有無の通知を受理したときは，当該物品

出納命令簿の備考欄にその旨記帳整理すること。

（５） 現金の事故の場合については，知事から賠償の有無の通知を受理したときは，

当該関係帳簿にその旨記帳整理すること。 【施行指針第１７】

寄 附 の 受 納 １ 知事は現金又は物品の寄附の申出を受けたときは，当該申出に係る内容を調査し，

の手続 諾否を決定して当該申出をした者に通知するものとする。

２ 出先機関の長は，現金又は物品の寄附の申出を受けたときは，意見を付し，知事に

進達しなければならない。ただし，物品の評価額が１０万円を超えないものにあつて

は，当該出先機関の長において前項に規定する寄附の受納の手続を行うものとする。

３ 知事は，前項本文の規定による進達を受けたときは，当該内容を調査し，諾否を決

定の上，当該出先機関の長を経由して寄附の申出をした者に通知するものとする。

【会計規則第３２条】

（１）出先機関の長は，寄附の申出を受けたときは，次に掲げる事項を記載した文書を

主務課長に提出すること。

ア 寄附を受けようとするものの種類，品質，数量，価格

イ 寄附の目的

ウ 寄附者の住所，氏名

エ 採納後の用途

オ 出先機関の長の意見

（２）現金の金額が１００万円以下のもの及び物品の評価額が１０万円を超え１００万

円以下のものにあっては財政課長の，現金の金額及び物品の評価額が１００万円を

超えるものにあっては総務部長の合議を要すること。

【施行指針第１８】

申出（文書） 進達 合議 決議

→

申 出（者） かい長 → 教育長 → 財政課 → 知 事

受諾通知 （受諾）

記 載 寄附しようとするものの種類・品質・数量・価格・寄附の

事 項 目的・寄附者の住所・氏名・採納後の用途・所属長意見

※ １０万円以下の物品は所属長で処理することができることとなっているが，特殊・異
例なものについては，本庁に進達して判断を求める。
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物品事務の一般的な流れ

業 者

発注 出納命令

契約担当者 検収 受入（購入，保管転換受，寄附受納，借受，組替え など）

購入 払出（供用，交付，保管転換，貸付け，返納，組替え，損傷 など）

物品管理者 出納命令 出 納 員 処分（売却，譲与，廃棄）

受入・払出・不用 出納命令の適否の審査

の決定等

（出納命令の処理） (登 記) (不用の決定ができるもの)

用品検査調書（物品出納命令用） 用品集中調達規則適用の購入物品 物品出納簿

支払命令票
上記以外の購入物品

重要物品原票，備品原票（物品管理システムに入力） ・供用の必要がない物品

支出負担行為・支出命令票 ※登記を省略できるもの ・修理等の経費が新たに購入する経費の６割以上

受入（購入，寄附，保管転換受など） ア 贈与又は支給の目的で購入し，直ちに払い出すもの となるもの

物品出納命令簿 払出（保管転換払，返納，売却，廃棄，亡夫，損傷 イ 消耗品及び原材料。ただし，次に掲げるものを除く。 ・生産物で目的を達したもの

など） 収納原符等領収書となる印刷物，郵券証紙類，商品券類， ・その他知事が承認した物品

物品出納簿 消耗品，原材料を交付し，又は受領する場合 油脂類（原材料を除く）

物品供用簿 職員の用に供する場合 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保に （処 分）

物品貸付簿 貸し付ける場合 関する法律及び劇物取締法に規定する毒薬，劇薬,毒物， 車 両 車両以外

物品短期貸付簿 1月以内の貸付，借用申請書は省略可 劇物及び特定毒物 出納員へ返納 出納員へ返納 物品供用簿

物品借受簿 借り受ける場合（複写機など） ウ 生産物のうち接待用飲食品，賄い品及び自給飼料として

物品組替調書 物品の分類又は区分を変更する場合 直ちに消費するもの 不要の決定 不要の決定 物品出納命令簿

生産物処理票 生産物のみ エ 拾得物品出納簿，移動措置保管車両等管理簿，損壊・落

落物等管理簿，栽培（工作）記録簿，図書台帳等に登記さ 一時末梢登録 管財課依頼

※ 出納命令を要しない場合 れたもの。法律等で保管の記録が義務づけられたもの（火

・他の帳票等によって出納命令を行った場合の物品出納命令簿による 薬類等） 売 却 売却方法の決定 物品出納命令簿

当該出納命令の処理 オ 物品短期貸付簿により処理されたもの

・他の所属が必要とする物品の購入事務のみを行う所属における当該 カ 条例等により貸与又は支給する被服類 払出の出納命令 払出の出納命令

物品の出納命令 キ 閲覧や貸出しを目的としない年版図書で，長期間の保存

又は使用を目的としないもの 異動情報入力 異動情報入力 財務会計システム

ク 給油所等で機械類に直接給油した油脂類は，当該機械類

※ 職コミ ライブラリ：1210出納局>0100会計課>2400物品 に従属したものとし，物品出納命令及び登記は要しない。 譲渡証明書発行 管財課依頼

「会計規則様式（物品会計）」参照 また，出張先において購入し直ちに消費する物品，恒常

的展示を目的としない業務資料としての写真，名刺，新聞， 廃車の場合は永久

法規追録及び定期刊行物についても物品出納命令及び登記 末消登録手続き

を省略することができる。
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単 位 事 務 名

実 習 会 計 歳 入 歳 出

根 拠 及 び 鹿児島県予算規則 【第９条，１１条，１２条】

参 考 法 令 鹿児島県予算規則運用指針 【第３，３(2)】

項 目 処 理 方 法

予 算 執 行 の 予算は，その成立の趣旨に従い，計画的かつ効率的に執行されなければならない。

基 準 【予算規則第９条】

歳 出 予 算 の １ 総務部長は，歳入歳出予算執行計画に基づき，各四半期ごとに歳出予算配当書

配 当 によつて，歳出予算を配当するものとする。

２ 歳出予算は，前項の配当を受けなければ，これを執行することができない。

【予算規則第１１条】

歳入歳出予算の １ 各部局長は，各かいにおいて執行すべき歳入歳出予算について，各かいの長に

令 達 等 対し，歳入予算にあつては，予算が成立したとき，収入科目及び金額を歳入予算

通知書により通知し，歳出予算にあっては，歳出予算令達書により令達しなけれ

ばならない。 【予算規則第１２条】

２ 歳出予算の配当は節単位で行うのでその経理は節単位で行うことになるが，給

与費（報酬，職員手当）のほか旅費及び需用費のうち食糧費については，予算執

行の適正を期すため特に配当通知書に細節及び金額を記載する。

【予算規則運用指針第３・３（２）】

歳 入 予 算 科 目 １ 県立学校に伴う収入金は別紙参考資料１の予算科目によって納入する。

（参考資料１）

歳入事務の流れ ２ 実習会計歳入事務は会計規則等に従って整理されるが実習費歳入予算に基づき

(参考資料５) 大別して栽培記録簿，飼育記録簿，加工記録簿によって生産される物品を，それ

ぞれ記載し，おおむね別紙「実習会計事務の流れ（歳入）」によって処理する。

生 産 物 等 事 務 ３ 動物と生産物（以下生産物等という。）としての取扱時期，処分報告，処分過程

処 理 基 準 表 の記録，販売価格の決定方法，添付書類，代金の納付方法等について，生産物等事

(参考資料２) 務処理基準表を参考にされたい。
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項 目 処 理 方 法

歳 出 予 算 １ 歳出予算科目の款，項，目は下記のとおりである。

科 目 （款）１０教育費

（項）０４高等学校費

（目）０２全日制高等学校管理費

支 出 負 担 ２ 実習会計歳出事務は会計規則等に従って整理されるが，節，細節はおおむね別紙

行 為 基 準 表 支出負担行為整理基準表によって処理する。

(参考資料３)
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（参考資料１） 歳 入 予 算 主 務 課

款 項 目 節 歳 入 説 明 予算主務課

０８ ０１ ０８ ０１ 学校施設使用料 学校施設課

使用料及び 使 用 料 教 育 使 用 料 教育総務使用料 （電力柱，電話柱，販売部等) ３０２００７

共済住宅施設使用料 総務福利課

（電力柱，電話柱等） ３０１００１

手 数 料 ０２ 高等学校授業料 総務福利課

高等学校使用料 通信教育受講料 ３０１００１

０２ ０７ ０１ 学校証明書交付手数料 総務福利課

手 数 料 教 育 手 数 料 高等学校手数料 高校入学料 ３０１００１

１０ ０１ ０１ ０１ 行政財産の貸付 学校施設課

財 産 収 入 財産運用収入 財 産 貸 付 収 入 財 産 貸 付 収 入 (公募による自動販売機設置) ３０２００７

０２ ０２ ０１ 不用物品売払収入 総務福利課

財 産 物 品 売 払 収 入 物 品 売 払 収 入 （備品を売却した場合） ３０１００１

（動物を売却した場合）

０３ ０１ 実習収益売払収入 総務福利課

売 払 収 入 生産物売払収入 生産物売払収入 漁獲物売払収入 ３０１００１

学校林売払収入 高校教育課

産業教育創造フェスタ収入 ３１１００６

１４ ０２ ０１ ０１ 総務福利課

諸 収 入 県預金利子 県 預 金 利 子 県 預 金 利 子 県預金利子 ３０１００１

０８ ０１ ０１ 実習収益金，出荷奨励金等

雑 入 雑 入 雑 入 実習船私用電報・電話料 総務福利課

不用品売払収入 ３０１００１

（備品，動物以外を売却した場

合）教育実習経費

学校施設課

公衆電話手数料 ３０２００７

非常勤職員等雇用保険料

（再任用職員分は計上不要）
教 職 員 課

過年度返納金（給与・旅費）
３０３００３

高校教育課

学校林に関する補償金 ３１１００６

（注） 上記に該当しないものについては，総務福利課経理係と協議すること。
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（参考資料２）

生 産 物 等 事 務 処 理 基 準 表
１ 生産物

方 法 生 産 物 と し て の 生産 処分の報告 販 売 価 格 の 決 定 方 法 代 金 の 納 付 方 法
備 考

種 類 取 扱 い 時 期 に使 用する帳簿 校 内 販 売 市 場 等 出 荷 そ の 他 校 内 販 売 市 場 等 出 荷 そ の 他

収穫し調整したとき苗類 生 産 物 処 理 票 入札（見積）書 出 納 員 口 座 振 込 直 接 収 納 せり売りの方法により
野 菜 類 生産物評価委員会 売 買 関 係 契 約 書 契約担当者 直 接 収 納 直 接 収 納 契約を締結しようとする

は売却しようとするとき (会規様式９８号) 予定価格 公 金 振 替 納 入 通 知 書 場合において，せりに付
する物の購入価格又は予
定価格が５０万円以上で

花き類観葉植物 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 あるときは，あらかじめ
知事の承認を受けなけれ
ばならない。

果 樹 類 収穫し調整したとき 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

畜 産 物
動物が発生したとき 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

（動 物）

原 乳 さく乳が終わったとき 〃 〃 〃 〃 〃

鶏 卵 集卵又は選卵したとき 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

米 類 脱殻し調整したとき 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

所期の目的を達成し売却
林 業 類 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

しようとするとき

完成品として生産される
加 工 品 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

とき

完成品として生産される
工 作 品 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

とき

生 産 物 売 却 に 出 納 員 口 座 振 込
直 接 収 納 〃

伴 う 雑 入 金

バイオテクノロジー関係 寮等への販売は，納
備 考 生産物は，所期の目的を 入通知書の発行もあ

達成し売却しようとする りうる。
ときもありうる。

２ 動物

方 法 動 物 と し て の 動物 処分の報告 販 売 価 格 の 決 定 方 法 代 金 の 納 付 方 法
備 考

種 類 取 扱 い 時 期 に使 用する帳簿 校 内 販 売 市 場 等 出 荷 そ の 他 校 内 販 売 市 場 等 出 荷 そ の 他

畜 産 物 購入したとき 物品 出納命令簿 入札（見積）書 出 納 員 口 座 振 込 直 接 収 納 せり売りの方法により
生産物等評価委員会 売 買 関 係 契 約 書 直 接 収 納 直 接 収 納 契約を締結しようとする

（動 物） 生産物から組替えたとき (事 故 報 告 書) 予定価格 公 金 振 替 納 入 通 知 書 場合において，せりに付
する物の購入価格又は予
定価格が５０万円以上で
あるときは，あらかじめ
知事の承認を受けなけれ
ばならない。
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（参考資料３）

実習会計 支出負担行為整理基準表

支出 負担行 為とし て 支 出 負 担 行 為 の 会 計 管 理 者 ，
科 目 説 明 又は出納員の事前

整 理 す る 時 期 範 囲 審査を必要とするもの

旅 費
市場出荷，研修，実習に関する出張 同 上 請求のあった額

普 通 旅 費

実習に関する消耗品
消 耗 品 費 １件の金額５万円未満のもの 同 上 同 上（農薬，肥料等）

修 繕 費 実習に関する機械器具修理 契約しようとするとき 契約金額 １件の金額が
需

１００万円以上
そ の 他

飼 料 費 実習に関する家畜飼料 のもの

燃料費及び 実習に関する機械，公用車等 １件の金額が１００万円未満のもの 支出しようとするとき 請求のあった額

用 光 熱 水 費 の燃料，電気水道料 契約しようとするとき １件の金額が１００
１件の金額が１００万円以上のもの 契約金額 万円以上のもの

写真の現像，焼付け及び引き伸ばしの
費用並びに，１件の金額が５万円未満 支出しようとするとき 請求のあった額
のもの

印刷製本費 実習に関する写真，印刷類 １件の金額が
費 １００万円以上

そ の 他 契約しようとするとき 契約金額
のもの

生徒一人当たり５００円以内賄 材 料 費 支出しようとするとき 請求のあった額学校行事等実習に関する賄材料 (予算額は全校生徒数で計上）
【平成14年3月27日鹿教総第426号】

後納郵便料，電信電話料，切手及び
役 はがき並びに回数券及び渡船券の

同 上 同 上
購入の費用，先払運搬料並びに航空
便及び宅配便の費用並びに１件の金

通信運搬費 実習に関する通信及び運搬 額が５万円未満のもの

務 １件の金額が
１００万円以上

そ の 他 契約しようとするとき 契約金額 のもの

費 手 数 料 実習に関する生産物出荷手数料，獣医治療代，へい獣処理料
支出しようとするとき 請求のあった金額

保 険 料 製造物責任法関連保険料

実習に関する委託 １件の金額が
契約しようとするとき 契約金額 １００万円以上

委 託 料 農場家畜管理委託等
のもの

１件の金額が５万円未満のもの 支出しようとするとき 請 求 の あ っ た 額

使用料及び賃借料 実習に関する土地，機械等借
１件の金額が

上料 １件の金額が５万円以上のもの 契約しようとするとき 契約金額 １００万円以上
のもの

１件の金額が５万円未満のもの 支出しようとするとき 請求のあった額
実習に関する種子，苗，加工

原 材 料 費
原材料等 １件の金額が

１件の金額が５万円以上のもの 契約しようとするとき 契 約 金 額 １００万円以上
のもの

１件の金額が５万円未満のもの 支出しようとするとき 請求のあった額実習に関する機械器具，動物
備 品 購 入 費

等購入費 １件の金額が
そ の 他 契約しようとするとき 契 約 金 額 １００万円以上

のもの

交付しようとする額
１件の金額が１００万円未満のもの 交付しようとするとき 又は請求のあった額

負 担金
交付を決定しようとする 交付しようとする額 １件の金額が

とき １００万円以上
１件の金額が１００万円以上のもの （契約によるものは契

（契約によるものは契約 のもの
負担金，補助金 実習に関する諸負担 約金額）

しようとするとき）
及 び 交 付 金 金，交付金等

交付しようとする額
実績に基づき，交付決定するもの 交付しようとするとき 又は請求のあった額

交 付金
１件の金額が

そ の 他 交付を決定しようとする 交付しようとする額 １００万円以上
とき のもの

課税されたとき，又は，
公 課 費 公用車重量税 トラクターを除く公用車 納付する額

納税しようとするとき
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単 位 事 務 名

生 産 物 等 の 処 分 等

根 拠 及 び 鹿児島県会計規則 【第１１８条，１２０条，１２３条，１２９条】

参 考 法 令 鹿児島県契約規則 【第２１条，２４条，２６条】

地方自治法施行令 【第１６７条の２】

項 目 処 理 方 法

生 産 物 生産物とは，試験場，学校，農場，その他県の施設等で製作又は生産された物品

動 物 動物とは，獣類，鳥類，魚介類及び虫類で飼育を目的とするもの

【会計規則第１１８条】

生 産 物 等 の 出先機関の長は，生産物に係る出納命令は，生産物処理票により処理しなければなら

出 納 命 令 ない。動物に係る出納命令は，鹿児島県会計規則第１２０条第２項の各号に掲げる帳簿

又は帳票により処理しなければならない。

【会計規則第１２０条】

生産物等の出納 出納員等は，生産物に係る出納は，生産物処理票により処理しなければならない。

動物に係る出納は，鹿児島県会計規則第１２３条第１項の各号に掲げる場合に応じ，

それぞれ当該各号に掲げる帳簿又は帳票により処理しなければならない。

【会計規則第１２３条】

生 産 物 等 の （１） 売 却 処 分 売り払う価値のある生産物等は，売却処分。

処 理 区 分 （２） 廃 棄 処 分 売り払うことが不利又は不適当と認める生産物等および売

り払う価値のない生産物等（へい死，とう汰，腐敗等）は廃

棄処分。

（３） そ の 他 の 処 分 飼料，種子，加工等，試食，実験等に供する処分。

※学校行事（収穫祭等）での生徒の給食に生産物を消費する

場合は，その消費相当額を歳出から歳入に振り替える。

（４） 目 減 処 分 生乳及びびん詰牛乳の加工過程における目減り又は果実，

野菜等の自然目減り，小売等による量目不足等は目減り処分｡

（５） 生 産 物 の 過 量 生産の過程において，過量を生じた場合は生産に計上すべ

きである。（目減りの反対）

（６） 破 損 等 の 原 因 破損，腐敗，へい死等については賠償責任との関係がある

の明確化 ので原因を明確に記録する必要がある。



- 2 -

項 目 処 理 方 法

生 産 物 の 販 売 生産物等を校内外等に販売する場合における価格の決定については学校運営機構によ

価 格 の 決 定 る校務分掌で生産物等評価委員会を構成し，市場価格又は小売価格等を考慮し，価格を

決定する。

※ 売 却 方 法

○せ り 売 り 野菜，花き，果物等の青果市場への出荷及び牛，豚等の畜産物類の家畜市場への出荷

によるせり売りがある。 【契約規則第２６条】

○随意契約に 農場，工場，学校，試験場等の生産物等又は不用の決定をした１件の予定価格が５０

よ る 売 却 万円を超えない物品を売却するときは施行令第１６７条の２により随意契約による売却

ができる。 【契約規則第２４条】

○指 名 競 争 生産物等の売却（特に牛，豚等）で，その性質又は目的が一般競争入札に付すること

入札による ことが不利又は適しないと認めたときは指名競争入札によることができる。

売 却 この場合指名競争入札推薦委員会においてなるべく５人以上の競争入札参加者を推薦

するものとする。 【契約規則第２１条】



第98号様式（第28条，第120条，第123条，第125条，第129条関係）

No．21

係

単位

頭

㎏

個

本

㎏

㎏

数量 単価

175 ㎏

子牛哺乳

169 瓶詰加工

200 個 11kg(200) 210

630 本 630 13

50 ㎏ 50 30

1

記載し，記載後この処理票の出納簿記帳欄に押印しておくこと。

2 　決裁欄は，必要に応じ関係職員が押印すること。

3 　生産の基礎欄は，当該生産物が生産された圃場又はハウス，家畜の名号等を記載すること。

4 　この処理票は，１日分を集合して作成するほか，生産に従事する職員ごとに作成できること。

5 　この処理票は，１枚ごとに№○○を付し，番号順に整理して保存すること。

8,190 ○○○○ほか

か ん ら ん 1,500 ○○○○ほか

鶏 卵 2,310 ○○○○

備　考飼
　
料

加
　
工

廃
　
棄

売　　　　　却

金　額 買 受 人

処　　分　　の　　内　　容

〃 6

品　　　　　名 数量 単位

牛 乳

〃

瓶 詰 牛 乳

水 稲 も み ○号園１０a 400

１８０cc入

か ん ら ん ○号園 50

瓶 詰 牛 乳 生牛乳１６９㎏ 900

豚 母豚○○号 10 ♀７頭，♂３頭

鶏 卵 435

生　　産　　物　　処　　理　　票　（記載例）

令和3年4月25日

命令者 出納員等
出納簿
記　帳

生
　
　
　
産
　
　
　
の
　
　
　
部

備　　　　　考

処
　
　
　
分
　
　
　
の
　
　
　
部

この処理票は，当日の生産物の処理状況を記録するもので，原則として生産の部欄は生産に従事する職員
が，処分の部欄は出納員等が記載するものである。また，物品出納簿（生産物の部）は，この処理票により

品　　　　　名 生産の基礎 数　量

牛 乳 １１頭 175

７５２羽

印 印 印 印

- 3 -
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単 位 事 務 名

生産物等の売買契約

根 拠 及 び 鹿児島県契約規則

参 考 法 令

項 目 処 理 方 法

契 約 鹿児島県契約規則に基づき契約を締結する。

解 説 お よ び １ 生産物等は，校内で処分されるほか市場等へ出荷販売することが多い。

実 例 この場合において恒常的に出荷販売する相手方との契約を締結することが必要であ

る。

２ 一般的には，出荷方法，数量，価格の決定，手数料の率，並びに売上金の納入方

法等を的確にしておくべきであるが，農産物の種類によってそれぞれ契約条項が変

わってくる。
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単 位 事 務 名

市 場 手 数 料

根 拠 及 び 地方自治法施行令 【第１６４条】

参 考 法 令 鹿児島県会計規則 【第８８条，９７条】

鹿児島県会計規則施行指針 【第２３，第５７】

鹿児島県契約規則

項 目 処 理 方 法

繰 替 払 次の各号に掲げる経費の支払いについては，出納長若しくは収入役又は指定金融機

関，指定代理金融機関，収納代理金融機関，収納代理郵便官署，収納事務取扱金融機関

若しくは収納事務取扱郵便官署をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替え

て使用させることができる。

（１）歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

（２）前号に掲げるもののほか，経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱

いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 当該普通地

方公共団体の規則で定める収入金 【自治法施行令第１６４条】

１ 令第１６４条第５号の規定による経費は次のとおりとする。

(1) 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品の売払いに伴う手数料等当

該物品の売却収入金

(2) 漁獲手当 水産物売払代金

２ 支出命令者は，令第１６４条の規定により繰替払をした経費については，繰替払

をした金額について第９７条に規定する手続により歳入に繰り入れなければならな

い。この場合において，前項第１号に掲げる経費の繰替払に係る金額については，

１月ごとに取りまとめてすることができる。

【会計規則第８８条】

公 金 振 替

（振替収納） 歳入徴収者は，公金振替の方法により歳入を徴収しようとするときは，第３３条第１

項の規定により調定し，公金振替依頼書を支出命令者に送付しなければならない。ただ

し，歳入徴収者が支出命令者を兼ねる場合（知事が別に定める場合に限る。）は，公金

振替依頼書の作成及び送付を省略することができる。

生産物と動物は，歳入費目が違うので要注意。 【会計規則第９７条】

「知事が別に定める場合」とは，同一所属内で公金振替を行う場合である。

【会計規則施行指針第５７（３）】



- 2 -

項 目 処 理 方 法

解 説 及 び 実 例

市 場 手 数 料 率 生産物等を市場に委託販売することによって支払う手数料

その市場の業務規定で定められた率，ただし契約を結んだ時は契約した率

支 払 い 方 法 手数料を差し引かれる収入金を直接収納した場合は，次により処理するものとする。

ア 直接収納した収納金は，収納日ごとに現金収納（払込）票により未調定分とし

て調定し納付すること。この場合，手数料の金額をただし書欄に付記すること。

イ 手数料相当額は，当該収入金を納入した日ごとに調定票により調定すること。

【会計規則施行指針第２３（４）】

実 例 公金振替による精算（会規96条から98条）

〔例〕牛をせり市で売却処分した場合

牛の売却代金 500,000円

手数料 50,000円

手数料50,000円を売却代金から一時繰替えて支払いを行い，売却代金450,000円を

物品売払収入として現金収納する。一時繰替えて支払いを行った50,000円について

調定を行い，公金振替の手続により役務費から支出し，歳入に繰り入れる。（売買

契約を締結済であれば，納入通知書で売却代金を処理できる場合もある｡）
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単 位 事 務 名

食 品 加 工 営 業 許 可

根 拠 及 び 食品衛生法 【第５４条，第５５条】

参 考 法 令 食品衛生法施行令 【第３５条】

製造物責任法 【第１条・第２条】

項 目 処 理 方 法

営 業 施 設 の 都道府県は，公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて，政令で定めるものの施設

基 準 につき，厚生労働省令で定める基準を参酌して，条例で，公衆衛生の見地から必要な基

準を定めなければならない。 【食品衛生法第５４条】

営 業 の 許 可 １ 前条に規定する営業を営もうとする者は，厚生労働省令の定めるところにより，

都道府県知事の許可を受けなければならない。

２ 前項の場合において，都道府県知事は，その営業の施設が前条の規定による基準

に合うと認めるときは許可をしなければならない。

３ 都道府県知事は，第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を

付けることができる。 【食品衛生法第５５条】

営 業 の 指 定 法第５４条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業

【食品衛生法施行令第３５条】

３ 食肉販売業

７ 乳処理業

１１ 菓子製造業（パン及びあん類を含む。）

１２ アイスクリーム類製造業

１３ 乳製品製造業

１４ 清涼飲料水製造業

１５ 食肉製品製造業

１６ 水産製品製造業

２０ みそ又はしょうゆ製造業

３０ 密封包装食品製造業
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項 目 処 理 方 法

製 造 物 責 製造物の欠陥により人の生命，身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業

任 法 者等の損害賠償の責任について定める法律 【製造物責任法第１条】

(Ｐ Ｌ 法)

「製造物」とは，製造又は加工された動産をいう。 【製造物責任法第２条】

「製造」とは，原材料に手を加えて新たな物品を作り出すことであり，「加工」と

は，動産を材料としてこれに工作を加え，その本質を保持させつつ新しい属性又は価

値を付加し価値を加えることをいうものとされている。

したがって，例えば未加工の農産物などは，部品や原材料に手を加えて製造された

わけでもなく加工されたわけでもないので，製造物責任の対象とはならない。

これに対し，農産物を加工した漬物，ジュース，味噌，缶詰，牛乳等の生産物に有

害物質が混入したようなケースでは，その生産物は製造物責任の対象となる。

この法律の施行に伴い，万一の損害賠償の補助として，各学校において，保険をか

けている。

「欠陥」とは，当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等

が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造

物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

「欠陥」には，以下の３種類がある。

① 設計上の欠陥

製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために，製造される製造物全体

が安全性に欠ける結果となった場合。

② 製造上の欠陥

製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり，製造物の組立てに誤りがあった等の

原因により，製造物が設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合。

③ 指示・警告上の欠陥

有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について，その

危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避する適切な情報を製造者が与えなか

った場合。

「ＰＬ法」とは，平成７年７月１日に施行された「製造物責任法｣。欠陥製品により損

害を被った被害者が，①損害の発生，②欠陥の存在，③欠陥と損害の間の因果関係，

を立証すれば製品の製造者等は過失がない場合であっても損害賠償を負う。
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単 位 事 務 名

延 納 処 理

根 拠 及 び 鹿児島県契約規則 【第２８条】【第３９条】

参 考 法 令 鹿児島県契約規則施行指針 【第２８条関係第２項３号】

地方自治法施行令 【第１６９条】

鹿児島県債権管理規則 【第１１条～１５条】

鹿児島県会計規則 【第４２条】

鹿児島県会計規則施行指針 【第２２－(４)】

項 目 処 理 方 法

延 納 特 約 契約代金の受領の時期及び方法については，令第１６９条の７の規定により，普通

財産の売払代金又は交換差金は，当該財産の引渡前にこれを納付させなければならな

いこととされ，これについて契約の相手方が一時に納付することが困難であると認め

られるときは，延納の特約をすることができるとされている。

なお，物品の売払いについても，法令上別に規定はないが，国の取扱い(国の所有に

属する物品の売払代金の納付に関する法律（昭和２４年法律第１７６号）第１条）に

準じて，代金の前納を原則とし，その旨特約するものとする。ただし，次に掲げる場

合で契約の相手が一時に納付することが困難であると認められるときは，同様に国の

取扱い(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律第１条の２及び第２条)

に準じて，原則として確実な担保を徴し，かつ，利息を付して，１年以内の延納の特

約をすることができるものとする。この場合において，契約の相手方が県の職員であ

るときは，契約担当者のあらかじめの承認をもって，延納の特約に代えることができ

る。

ア 非常災害が生じた場合において，罹災者又はその救護を行う者に対し，救助に

必要な物品の売払いをするとき。

イ 学術又は技芸の保護及び奨励のため，これに必要な物品の売払いをするとき。

ウ 生産物の売払いをするとき。

エ 以上に掲げる場合以外で契約金額が２００万円以上の物品の売払いをするとき｡

【契約規則施行指針第２８条関係第２項３号】
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項 目 処 理 方 法

納入遅延に対す 契約担当者は，契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約

る遅延利息 を履行し終わらない場合は，当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に

応じ，契約金額から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相応する契約

金額を控除した額（その額が１００円未満であるときはその額を，その額に１００円

未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。）に対して年○.○パーセントの 割

合で計算した額（その額が１００円未満であるときはその額を，その額に１００円未

満の端数があるときはその端数を切り捨てる。）を遅延利息として徴収するものとす

る｡

遅延利息を計算する場合における年当たりの割合は，閏年の日を含む期間について

も，３６５日当たりの割合とする。 【契約規則第３９条】

履行延期の特約 １ 債権管理者は，令第１７１条の６の規定により履行期限を延長する特約又処分（以

等 下「履行延期の特約等」という。）をするときは，債務者からの次の各号に掲げる事

項を記載した書面による申請に基づくものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債務金額

(3) 債務の種類又は発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) その他必要な事項

２ 債権管理者は，履行延期の特約等をしようとするときは，あらかじめ，知事の承

認を受けなければならない。

３ 第１０条第２項の規定は，前項の場合に準用する。

【債権管理規則第１１条】

履行期限を延長 債権管理者は，履行延期の特約等をする場合においては，履行期限（履行期限後に

する期間 履行延期の特約等をする場合には，当該履行延期の特約等をする日）から５年（令第

１７１条の６第１項第１号又は第５号に該当する場合には１０年）以内において，そ

の延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし，さらに履行延期の特約等を

することを妨げない。 【債権管理規則第１２条】
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項 目 処 理 方 法

延納担保の提供 債権管理者は，履行延期の特約等をする場合には，延納担保を提供させるものとす

る。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，担保の提供を免除する事がで

きる。

(1) 債務者から担保を提供させることが，公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益

上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が５万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得

による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく，かつ，保証人となるべき者のない場合

(5) 前各号に準ずる場合で知事が特別の理由があると認めるときその他の知事がやむ

を得ないと認める場合

【債権管理規則第１３条】

延 納 利 息 １ 債権管理者は，履行延期の特約等をする場合においては，年○.○パーセントの延

納利息を付するものとする。ただし，その率によることが著しく不適当であると認

める場合は，この率を下回る率によることができる。

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合においては，延納

利息を付さないことができる。

(1) 令第１７１条の６第１項第１号に該当する場合。

(2) 履行延期の特約等をする債権が県立学校の授業料若しくは寄宿舎使用料又は県立

の病院，療養所等の療養費に係るものである場合。

(3) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付す

ることとなっているものである場合。

(4) 履行延期の特約等をする債権が利息，延滞金その他法令又は契約の定めるところ

により一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合。

(5) 履行延期の特約等をする債権の金額が１,０００円未満である場合。

(6) 延納利息を付することとして計算した場合において，当該延納利息の額の合計額

が１００円未満となる場合。

(7) 前各号に準ずる場合で知事が特別の理由があると認めるときその他の知事がやむ

を得ないと認める場合。

【債権管理規則第１４条】
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項 目 処 理 方 法

履行延期の特約 債権管理者は，履行延期の特約等をする場合には，次に掲げる趣旨の条件を付する

等に付する条件 ものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは，債務者又は保証人に対し，その業務又は資

産の状況に関して，質問し，帳簿書類その他の物件を調査し，又は参考となるべき

報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には，当該債権の全部又は一部について，当該延長に係る履行期限を繰

り上げることができること。

ア 債務者が県にとつて不利益にその財産を隠し，損ない，処分したとき，若しく

はこれらのおそれがあると認められるとき，又は虚偽に債務を負担する行為を

したとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において，債務者が分割さ

れた弁済金額についての履行を怠つたとき。

ウ 令第１７１条の４第１項の規定に基づき，債権の申出をすることができるとき｡

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わない

とき。

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限

によることが不適当となったと認められるとき。

(3) 債権管理者は，第１３条ただし書の規定により担保の提供を免除し，又は前条第

２項の規定により延納利息を付さないこととした場合においても，債務者の資力の

状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは，担保を提供させ，又は

延納利息を付することができること。

【債権管理規則第１５条】

納 入 通 知 書 生産物，製作品，不用物件等の即売代金又は実習収益金は即納させることが原則であ

直 接 収 納 るが，条例等及び特約（職員に販売する生産物にあっては，かいの長の承認伺をもって

代えることができる。）により延納又は分割して納付させるものは，現物等を引き渡す

際又は納期ごとに納期限の２０日前までに調定し,｢納入通知書」を発行するものとする｡

この場合に，職員に売却したものについては，納入通知書を省略し，口頭により通知

し，納入期限までに直接収納することができる。

【会計規則４２条】

【会計規則施行指針第２２（４）】
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（参考資料５）

実習会計事務の流れ（歳入）
１．生産物 ２．動 物

生 産 購入(備品購入費,原材料費)

①

① 生 産 物 動 物

生産物評価委員会 生産物評価委員会 Ａ＝会計規則第１２０条第２項

生産の部 生産物処理票 処分の部 飼育の部 Ａ 処分の部 に掲げる帳簿，帳票

物品組替調書 ②

予 定 価 格 ② 処 分 伺 予 定 価 格 処 分 伺

物品出納簿 物品出納簿 物品出納簿 物品出納簿
③ （受） （払） ③ （受） （払）

不用の決定(生産物処理票) 不用の決定(物品出納命令簿)

亡 失

目 減 損 傷 棄 却 売 却 種 子 肥 料 飼 料 加 工 教 材 公 用 試 食 組 替 へい死 棄 却 売 却 加 工

⑦ へい死 ⑦ ⑧ ⑦

事故報告 植 付 給 飼 加工品 実験実習 校内美化 事故報告 加工品

⑤

所属長 所属長

⑥ 総務福利課長 ⑥ 総務福利課長

⑤ ④

管財課長 管財課長

会計管理者 会計管理者

知 事 知 事

市場販売 ⑨ 校内販売(即売) 市場販売 ⑨ 校内販売(即売,庭先販売)

⑫ 延納特約 ⑫ 延納特約

売買契約 現金販売 掛 売 ⑪ 売買契約 現金販売 掛 売 ⑪

家畜市場 青果市場 延納処理 ⑩ 家畜市場 延納処理 ⑩

市場手数料 市場計算書 調 定 市場手数料 市場計算書 調 定

調 定 調 定

公金振替 現金収納 納入通知書 公金振替 現金収納 納入通知書

指定金融機関 指定金融機関

会計管理者 収納整理 会計管理者 収納整理
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① 生産物 ① 動 物

必 携
参考法令 県会計規則第１１８条 実習会計歳入歳出

単位事務名

説 明 生産物とは，試験場，学校，農場，その 動物とは，獣類，鳥類，魚介類及び虫類で飼

他県の施設等で製作又は生産された物品を 育を目的とするものをいう。

いう。 動物としての取り扱いが，それぞれの種類に

一般にどの時期において生産物としての よって違うので注意すべきである。

取扱いをするのか，即ち，生産物処理票の

参 考 生産欄にあげるかが問題になってくる。

参考資料２，４ 参考資料２，４

生産物処理票
② ② Ａ

物品組替調書

県会計規則第１２０条 生産物処理票
必 携

参考法令 県会計規則第１２３条 物品組替調書
単位事務名

県会計規則第１２９条 物品の出納命令に係る帳簿，帳票

説 明 生産物に係る出納命令は生産物処理票（第 動物に係る出納命令は，会計規則第１２０条

９８号様式）により処理しなければなら 第２項に掲げる帳簿，帳票より処理しなければ

ない。 ならない。

即ち，栽培記録簿，飼育記録簿，加工記

録簿又は工作記録簿により，当日分の生産

物処理状況を記録するものである。

様 式 会計規則様式第９８号 支出命令票又は支出負担行為・支出命令票

会計規則様式第８７号，第９４号

記 載 例 会計規則等様式指針及記載例集 会計規則等様式指針及記載例集

（様式第９８号） （様式第８７号，９４号）
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③ 物品出納簿（生産物の部） ③ 物品出納簿 （動物の部）

必 携
参考法令 県会計規則第１２０，１２５条 物品出納簿の登記

単位事務名

説 明 生産物について品名，品質形状ごとに口座を設けて 牛，馬，豚等比較的大動物については，名号ごとに，名

生産物処理票によりその出納を記帳するものである。 号のないものは品名ごとに総括表を作成し，用途等を記帳

するものである。

会規様式第８７号…一般に学校では収入状況把握等 会規様式第８７号

から若干補正し使用している。

会計規則等様式指針及記載例集 （様式第８７号） 会計規則等様式指針及記載例集

（様式第８７号）

※分類番号は会計規則普通物品分類表参照 ※分類番号は会計規則普通物品分類表参照

教 材 公 用 試 食

④ ④ 給 食

実験・実習 校内美化

説 明 生産物の処理で教材として実験・実習で利用することのほか，学校美化の為の花壇に植付 動物の処分で，学校

，試食がある。また、収穫祭での生徒給食等があるが，この場合にはその消費相当額を歳出 行事等で給食に利用す

から歳入に振り替える。 ることがある。処分伺

記 載 例 が必要であろう。

処分の内容

処 品 名 数量 単位 校 展 試

内 不用の決定 備 考

分 植

付 示 食 廃棄 売却

の キンセンカ苗 500 本 500 校内花壇植付

収穫祭（１１／２３）
玉 ね ぎ 50 ㎏ 50

部 生徒給食用として

牛 乳 1 本 1 ２年Ａ組実習後試飲する。
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加工

加工

移譲

種 子 飼 料 肥 料 加 工 ⑤ 加 工

⑤ 植 付 給 飼 加工品

説 明 （１）加工……生産物を新たに加工して製品を作る。(例 麦 味噌) 生産物と同様に，

家畜をと殺してその肉を加工し製品を作る。 (例 肉＋味 味噌) 動物をと殺してその

場合等いろいろある。特に大，中家畜をと殺場以外でと殺する場合， 肉を加工し，製品を

管轄保健所長の許可を必要とする。 作る場合がある。

（２）飼料……自給飼料（例 イタリアン・桑），商品として売却することが適当でな

い場合に飼料として利用する。（例 破卵）

飼料受払簿については別冊として作る場合と飼育記録簿で処理している

場合がある。

（３）種子……生産物のうちいくらかを次の作付用種子として利用する。

（例 もみ，甘藷）

（４）肥料……肥料の目的で栽培（例 茶用緑肥）

水田に還元（例 稲わら）

※ 学校では係がいくつかに部門（例 普通作，園芸，大家畜担当）を分け，そ

の一つを担当しているため，ある部門から別の部門へ生産物をまわすことを（

校内移譲）という形で便宜上取扱っていることもある。

（例 乳牛部門 乳牛１頭 和牛部門へ）

亡 失

⑥ 損 傷 事故報告書 所属長 総務福利課長 管財課長 ⑥ へい死 事故報告書 所属長 総務福利課長 管財課長

へい死

会計管理者 会計管理者

知 事 知 事

県会計規則第３１条 必 携

参 考 法 令 現金物品の事故報告

指針１７，記載例集 単位事務名

説 明 生産物の亡失，損傷，へい死について，事故 動物の事故報告については，獣医師の診断書（軽易なもの

報告をする。 については所属長の証明書）を添付するものとし，動物のへ

い死等で故意又は過失によらないものについては１年分をま

※生産物と動物を同葉で報告可 とめて報告することができる。ただし，伝染病及び災害等に

よるもの並びに(1)のアの主務課長から要求のあるものにつ

いては，直ちに報告すること。

（知事，会計管理者へ各１部，もよりの主管課を経由）

（会計規則施行指針第１７）

物品の事故報告の対象とならないもの

様 式 会規様式第１３号 ① 県の機関以外に貸付中のもの(動物を含む｡)は，物品出納員等や職員の保管又は使用に含まれ

ないことから，事故報告の対象外となる。

② 県の機関で飼育中の動物の死産など，そのものが物品として受け入れる必要がない物は，物

品の受入及び保管そのものが未だ発生していないことから，事故報告の対象に含まれない。

③ 伝染病及び災害等によらない動物の病死等で，明らかに飼育管理上の問題が無いと判断され

る場合は，事故報告の対象外とする。

（平成19年2月16日 管理調達課通知）
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⑦ 目 減 棄 却

説 明 (1) 「目減」……物の目方が運送中などに漏洩，蒸発などで減少すること。（広辞苑）

目減には加工過程におけるもの，果実野菜等の自然目減，小売等による量目不足な

どを目減として処理している。

例１ みかんを収穫（処理票生産欄に収量を計上）し，ある期間を貯蔵しておいて

販売した場合，収量と販売量に差がでてくる。

この差を目減として処理している。

例２ 味噌１たる（１００㎏）を製造し，それを５㎏ずつ小売りした場合，一般に

は最後にいくらかの量目不足が生じてくることが多い。この差を目減として処

理している。

(2) 目減とやや異なるが「分引（歩引）がある……何分かの割引をすること。歩合を減

ずること。」（広辞苑）

例 茶の共同出荷販売で正味５０㎏製品を袋詰めして作る場合，あらかじめ６％

の販売不良分（くず化するため）を見込んで５３㎏袋詰めして出荷する。この

３㎏を分引と称している。

(3) 「棄却」……売り払うことが不利又は不適当と認められるもの及び売り払う価値の

ない生産物を処理する。

通常，処理票備考欄に原因等理由を記入し「棄却」として処理している。

なお，亡失，損傷，へい死とは性格が異なるので注意する。

例 商品価値のない小玉のいも類，味噌のカビ発生部分

⑧ 組 替

参 考 法 令 県会計規則第１２０条

説 明 物品の分類又は区分を変更する場合は，主に次の

ような例が考えられる。

（出生後 ８ 月経過後１月以内）

豚 生産 生産物 動物 に組替

（出生後１３月経過後１月以内)

牛 生産 生産物 動物 に組替

（購入後，すぐ)

鶏 購入 原材料 動物 に組替

（出生後２年経過後)

ダチョウ生産生産物 動物 に組替

※ 出荷を目的とし，肉質調整等を行うものが明ら

かなものに限り生産物として管理して差し支えな

い。

ただし，やむを得ず計画変更等が生じたものの

動物への組替の時期を失することの無いよう十分

注意すること。
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生産物評価 生産物評価

委員会 委員会

⑨ 校内 市場価格 価格 ⑨ 校内 市場価格 価格

販売 調査 決定 販売 調査 決定

予定 入札 予定 入札

価格 (見積) 価格 (見積)

参 考 法 令 県 契 約 規 則 必 携 物 品 の 売 払

単位事務名 生 産 物 の 処 分 等

説 明 生産物の販売は県契約規則に基づいて行うが，校 動物の販売は県契約規則に基づいて行う。

内において加工品，野菜，鶏卵等を小売りする場合, 職員等への即売は鶏（廃鶏，ブロイラー）が，庭先

次のように処理されている。 販売は牛豚等が多い。

(1) 販売価格について (1) 販売価格について

生産原価，市場相場及び地域の商店価値を調査 市場相場，小売価格，専門業者，家畜商等の取引

して，生産物評価委員会を開き，価格を検討し決 価格を調査し，即売・予定価格の参考にする。

定する。

(2) 生産物評価委員会～学校運営機構による校務分 (2) 動物評価委員会

掌で組織されている。 左記，生産物評価委員会に準ずる。

（価格・処理）

(3) 「生野菜等市場相場の変動のある場合」

………再度生産物評価委員会が検討する。

「品質によって価格の差の大きいもの」

………価格差をつける。

例 Ｌ ○○円 Ｍ ××円 Ｓ △△円
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⑩ 延納特約 ⑩ 延納特約

現金収納（払込）票

⑪ 掛 売 延納処理 調 定

納 入 通 知 書

県会計規則第４２条 必 携
参 考 法 令 延 納 処 理

指針第２２ 単位事務名

説 明 職員に販売するにあっては，かいの長の承認によ 左記のとおり

り延納ができるが，通常次のような処理をしている｡

参 考 様 式 (1) かい長の承認伺

例 職員分掛売を翌月の給料引きする場合

生産物処理票には，その日の処分の部に記入

し，備考欄に延納分として表示，翌月の納期

日に現金収納（払込）票で払い込む。生産物

処理票備考欄に収納済の旨表示整理する。

⑫ 市場販売 ⑫ 市場販売

県契約規則 必 携 生産物の売買契約
参 考 法 令

単位事務名 市 場 手 数 料

説 明 １．売買契約……生産物の売買契約の項参照 左記のとおり

２．予定価格……市況等を参考にするが家畜等の売

却については実習収入予算も配慮す

る必要がある。

３．売却伺い……一般に大家畜等を売却する場合に

学校長の決裁を得ている例が多い。

様式，記入要領に定めはないが売却

理由は通常「飼育計画完了」という

ことになる。

※ 契約担当者は，せり売りの方法により契約

を締結しようとする場合においてせり売りに

付する物の購入価格又は予定価格が５０万円

以上であるときは，あらかじめ知事の承認を

受けなければならい。

４．荷受伝票……市場は出荷された数量，品質等確

認の上引受書として荷受伝票を渡す

５．市場計算書……売上明細書

６．市場手数料……市場手数料を参照
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例 野菜を近くの青果市場に出荷 例 肥育牛を成牛セリ市場に出荷した。

数量，品質等を区分確認し荷受伝票が渡さ 予定価格以上に「セリ値」が達したとき，

れ，せり売りされ代金が明細書（市場計算書） 生産者は“売り”の意思表示をし売買が成立

とともに渡される。（受領者は会計職員とし する。予定価格に達せず“本人落し”した場

て任命されたもの〈会規第６条〉）→会計規 合でも通常入場料等は必要である。（入場料

則指針第２３によって処理。 等は資金前渡できない。）

生産物処理票は，出荷・入金及び市場手数 売却したときは，代金がセリ伝票（市場計

料（公金振替済）の状況を明確にしておく。 算書）とともに渡される。

会計規則指針第２３によって処理

※ 関連して公用車使用，旅行命令等の

処理に留意する。 左記のとおり
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単 位 事 務 名

特別支援教育就学奨励費

根拠及び参考 １ 特別支援学校への就学奨励に関する法律 （昭和２９年６月１日法律第１４４号）

法 令 等

２ 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令

（以下「施行令」という。） （昭和２９年６月２２日政令第１５７号）

３ 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行規則

（以下「施行規則」という。） （昭和２９年７月１４日文部省令第２０号）

４ 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第２条の規定に基づく保護者等の属す

る世帯の収入額及び需要額の算定要領について（通知）

（以下「算定要領」という。） （平成２９年４月３日文初特第６７７号）

５ 特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱

（昭和６２年５月２２日 文 部 大 臣 裁 定）

６ その他関係法令通知等

（１） 学校教育法施行規則(抄) （昭和２２年５月２３日文部省令第１１号）

（２） 生活保護法 （昭和２５年５月４日法律第１４４号）

（３） 生活保護法による保護の基準 （昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号）

（４） 身体障害者福祉法 （昭和２４年１２月２６日法律第２８３号）

（５） 児童福祉法 （昭和２２年１２月１２日法律第１６４号）

（６） 旅行業法 （昭和２７年７月１８日法律第２３９号）

（７） 学校給食法 （昭和２９年６月３日法律第１６０号）

（８） 学校給食法施行令 （昭和２９年７月２３日政令第２１２号）

（９） 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律（抄）

（昭和３２年５月２０日法律第１１８号）

（10） 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令

（昭和３２年６月１１日政令第１４３号）

（11） 学校保健安全法（抄） （昭和３３年４月１０日法律第５６号）

（12） 学校保健安全法施行令（抄） （昭和３３年６月１０日政令第１７４号）

（13） 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（抄）

（平成２５年５月３１日法律第２７号）

（14） 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第

二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（抄）

（平成２６年１２月１２日内閣・総務省令第７号）

（15） 独立行政法人日本スポーツ振興センター法（抄）

（平成１４年１２月１３日法律第１６２号）

（16） 独立行政法人日本センター法施行令（抄） （平成１５年８月８日政令第３６９号）

（17） 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（抄）

（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）
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（18） 特殊教育就学奨励費の通学に要する交通費（通学費）のガソリン代算定について

（通知） （昭和５４年６月１１日 鹿教振第１３５号）

（19） 特殊教育就学奨励費の支給について（通知） （昭和５７年２月６日 振興課長）

（20） 特殊教育就学奨励費にかかる事務処理について（通知）

根拠及び参考 （昭和５８年１０月１２日 振興課長）

法 令 等 （21） 特殊教育就学奨励費事務の一部変更について（通知）

（昭和６２年７月１５日 鹿教学施第１７１号）

（22） 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（抄）

（昭和２５年３月３１日法律第６１号）

（23） 令和４年度特別支援教育就学奨励費に係る支給単価について（通知）

（令和４年５月２４日 鹿教義第１０７１号）

（24） 特別支援教育就学奨励費の学用品・通学用品購入費の経費の野算定方法について

（令和４年５月９日 ４初特支第７号）

(25) 令和５年度特別支援教育修学奨励費に係る支給単価について（通知）

（令和５年６月８日 鹿教義第１０２１号）

項 目 処 理 方 法

事 業 の 概 要 １ 事業の目的

この事業は，特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ，その就学にかかる保護者

等（幼児，児童又は未成年の生徒については学校教育法第16条に規定する保護者，成年

に達した生徒については，その者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。）

の経済的負担を軽減し，もって，特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

２ 支給対象となる経費及び対象者

別表１

３ 年間の事務処理の流れ

別表２

４ 対象となる児童等の支弁区分の決定等

（1） 支弁段階の基準

鹿児島県教育委員会（以下「県教委」という。）は，保護者等に対し補助の対象と

なる幼児，児童及び生徒（以下「児童等」という。）の支弁段階を決定するために必

要な保護者等の属する世帯の「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」

（様式２）を提出させ，文部科学大臣の定めるところ（算定要領）により算定した収

入額と生活保護法第８条第１項の規定する厚生労働大臣の定める基準の例により測定

した需要額との比率により支弁段階を決定する。

ア 第Ⅰ段階（施行令第２条第１号）

収入額
算定比率 ＜１.５ 収入額が需要額の１.５倍未満の場合

需要額

支給対象経費の全額を支給

ただし，生活保護法第12条・13条の規定による生活扶助の児童，生徒に係る入学

準備金の給付が行われている保護者等については，新入学児童・生徒学用品等は除

く。以下同じ。
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項 目 処 理 方 法

イ 第Ⅱ段階（施行令第２条第２号）

収入額 収入額が需要額の
算定比率 １.５≦ ＜２.５

需要額 １.５倍以上２.５倍未満の場合

① 負担金等の対象となる各経費（②の経費を除く。）の半額を支給

② 次の各経費は全額支給

ａ 幼稚部，小学部，中学部，高等部（専攻科を除く）の児童・生徒に係る通学費

（本人経費），帰省費（本人経費），通学費（付添人経費）及び帰省費（付添人

経費）

ｂ 中学部，高等部（専攻科を除く）の生徒に係る職場実習交通費

ｃ 幼稚部，小学部，中学部，高等部（専攻科を除く）の児童・生徒に係る交流学

習交通費

ｄ 高等部の生徒に係る教科用図書購入費

ウ 第Ⅲ段階（施行令第２条第３号）

収入額
算定比率 ２.５≦ 収入額が需要額の２.５倍以上の場合

需要額

次の各経費のうちａ及びｂは全額支給

ａ 幼稚部，小学部，中学部，高等部（専攻科を除く）の児童・生徒に係る通学費

（本人経費），帰省費（本人経費），通学費（付添人経費）及び帰省費（付添人

経費）

ｂ 高等部の生徒に係る教科用図書購入費

ｃ 中学部，高等部（専攻科を除く）の生徒に係る職場実習交通費については，２分

の１を支給

ｄ 幼稚部，小学部，中学部，高等部（専攻科を除く）の児童・生徒に係る交流学習

交通費については，２分の１を支給

エ ＩＣＴ機器購入については高等部全区分対象となり限度額内を支給

オ 次のいずれかに該当する場合は，その事実の有無により支弁段階を決定する。

(ｱ) 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者である児童等の保護者等。

第Ⅰ段階

(ｲ) 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者

（以下「準要保護者」という。）である児童等の保護者等。

第Ⅰ段階

(ｳ) 世帯の収入額が施行令第２条第３号(収入額が需要額の２.５倍以上の場合等裕

福世帯）に該当すると自ら認め，就学奨励費の全部又は一部の給付を辞退する児

童等の保護者等。

第Ⅲ段階

(ｴ) 児童福祉法に定める児童福祉施設，指定療育機関等に入所又は入院し，当該施

設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている児童等の保護者等。

第Ⅲ段階

カ 児童福祉法に定める児童福祉施設，指定療育機関等に入所又は入院し，当該施設

等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けていない経費がある場合は,｢収

入額・需要額調書」を提出させ，支弁段階を決定する。
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項 目 処 理 方 法

(2) 収入額の算定及び需要額の測定方法

ア 収入額の算定方法

収入額は，同一生計世帯ごとに，次の算式により算定する。

Ａ－Ｂ
収入額＝ －Ｃ

１２

(注) Ａ＝当該年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となっ

た前年１月から12月までの間の同一生計世帯の世帯員全員の総所得金額，

退職所得金額及び山林所得金額（所得控除を行う前の額）の合計額。

Ｂ＝Ａの都道府県民税及び市町村民税の課税に当たって，所得控除された社

会保険料，生命保険料及び地震保険料の合計額。

Ｃ＝同一生計世帯に２人以上の児童，生徒が特別支援教育諸学校又は特別支

援学級に就学している場合，その就学者の数から１を減じた数に「生活

保護法による保護の基準」に示す「障害者加算」の加算額を乗じて得た

額。なお，この額は毎年度あらかじめ国が，早見表により示すこととす

る。

イ 需要額の測定方法

(ｱ) 需要額は，前年12月末日現在（第３学期に中途入学した者は，前々年の12月末

日現在。）の同一生計世帯の世帯構成（住所，年齢等）に基づいて前年12月末日

現在に適用されている保護基準に示す基準額を用いて測定するものとする。なお，

この基準額については，毎年度あらかじめ，国が早見表により示すこととする。

ただし，「(ｴ)－④」については除く。

(ｲ) 保護基準では，「世帯員数」，「年齢」，「世帯の住居による地域の級地区分」

によってそれぞれ異なる基準額が示されており，また「生活扶助基準の基準生活

費」の「第１類」及び「期末一時扶助費」は個人ごとに，「第２類」は世帯ごとに，

「教育扶助基準」は，義務教育諸学校就学者（小学校, 中学校又は特別支援教育

諸学校の小学部,中学部に就学する者）ごとに,「住宅扶助基準」は世帯ごとに基

準額がそれぞれ示されているので，その測定に当たっては特に留意すること。

(ｳ) 世帯の住居による地域の級地区分は，同一生計世帯の生活の本拠地となってい

る住所地によること。したがって世帯員が別々に住居している場合，児童が寄宿

舎等に入舎している場合であっても，この地域の級地区分は，その世帯の生活の

本拠地である住所地の地域の級地域分１種となること。

(ｴ) 需要額は，次の各号の額の合計額とする。

① 生活扶助基準の居宅に係る基準生活費の第１類，第２類及び期末一時扶助費

の表に示す額。

ただし，第２類中「地区別冬季加算額」については12分の５，「期末一時扶

助費」については１２分の１をそれぞれ乗じて得た額。

② 教育扶助基準の表中「基準額」に示す額。

③ 住宅扶助基準の基準額の表中「家賃，間代，地代等の額」に示す額。

④ 特別支援学校（小学部，中学部）及び特別支援学級等に通学している児童，

生徒が前年度中（前年４月１日から３月31日まで）に，その通学に要した交通

費の額（年額）に12分の１を乗じて得た額。

⑤ 特別支援学校（小学部，中学部）及び小学校，中学校の児童，生徒に係る学

校給食費（前年度の国の予算単価（年額）に，12分の１を乗じて得た額）の額。
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項 目 処 理 方 法

(3) 本支弁段階の決定

ア 在学する全児童等の保護者等から提出される「収入額・需要額調書」，「個人番

号利用目的同意書兼個人番号提供書」，「生活保護受給証明」等を「支弁段階決定

調書」とともに県教委に提出する。

イ 県教委において査定され，決定し，通知がくる。

ウ 保護者等へ決定通知をする。

５ 保護者等に対する経費の支給方法等

(1) 校長が概算払により受領し，速やかに保護者等に支給する。

(2) 校長は保護者等よりあらかじめ受領について書面により委任を受けること。

(3) 保護者等に対する経費の支給は校長が金銭をもって行わなければならない。

(4) 経費の支給を受ける保護者等が支給される金銭を紛失し，浪費し，又は目的外に使

用する恐れがある場合は，現物をもって支給することができる。この場合，校長等が

受領について書面により委任を受けること。具体的には教科用図書購入費，学校給食

費，寄宿舎食費，修学旅行費が該当する。

(5) 保護者等が次に掲げる事項に該当する場合において，その者から申し出があったと

きは，その者に対する経費の全部又は一部をその者名義の預金又は貯金へ振り込む方

法により支給することができる。

ア 保護者等が遠隔の地に居住している場合

イ その他振り込みの方法により支給することが適当であると認められる場合

保護者等の振り込みの申し出は書面により行うものとし，書面には振り込みを希望

する経費の内容，振り込みを受ける預金又は貯金の口座，その他振り込みに必要な事

項を記載するものとする。

(6) 年度の中途において入学又は転学してきた児童等に対しては，速やかに支給に係る

手続を行うものとする。なお，支給に当たっては，入学又は転学前における支給と重

複して支給することのないよう入学又は転学前の支給状況を十分調査すること。

(7) 経費の支給状況を明らかにする「個人別支給台帳」を備えなければならない。

「個人別支給台帳」には，保護者等の代理受領に係る委任状を添付（又は別綴）し

ておくものとする。

(8) 国の方針として，学用品購入費については，支弁区分に応じた定額支給が可能であ

る。（県の方針は現在未定）
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1～3年 1～3年 1～3年

1/2 1/2

1/2 1/2

4～6年 4～6年 4～6年

(肢重) (肢重) (肢重)

10/10 10/10 10/10

1～3年 1～3年 1～3年

4～6年 4～6年 4～6年

(肢重) (肢重) (肢重)

10/10 10/10 10/10

(肢重) (肢重) (肢重) (肢重) (肢重) (肢重)

10/10 1/2 10/10 1/2 10/10 1/2

1～3年 1～3年

4～6年 4～6年

(肢重) (肢重)

10/10 1/2

(ICT) (ICT) (ICT)

10/10 10/10 10/10

（注） 1

2 表中「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅲ」は、保護者の経済的負担能力による区分である。

3

4

5

- - -

学
用
品
購
入
費

オンライン学習通信費

10/10 1/2 - 10/10 1/2 -

1/2 -

- - -

- 10/10

1/2 - 10/10 1/2 -

10/10

表中「肢」は肢体不自由の児童生徒、「重」は重度・重複障害を有する児童生徒である。

交通費の付添人経費で「付添中」は、幼児、児童又は生徒に付添っている場合であり、「付添いのため」は、幼児、児童又は生徒を送迎するために保護者が単独で往復する場合である。

高等部の学用品・通学用品購入費のうち、「ICT」はICT機器購入費（加算分）である。

新入学児童・生徒学用品・
通学用品購入費

- - - 10/10 1/2 -

- - 10/10 - -

網掛け（ ■）の欄は、負担金分を示し、その他の欄は、補助金分を示す。交付金分は、負担金分と補助金分を合わせた分である。

- - 10/10 - - 10/10- -

1/2 -

学用品・通学用品
購入費

10/10 1/2 - 10/10

- - - - 10/10 1/2

10/10 1/2 - -

10/10 1/2

職場実習宿泊費 - - - - -

(肢重)
10/10

- 10/10

10/10 1/2 - -
(肢重)
10/10

(肢重)
1/2

-

1/2 -

- 10/10 1/2 - 10/10 1/2

-

校外
活動等
参加費

本人経費 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10

(肢重)
1/2

- - - -

- -

付添人経費

- - - -

- 10/10 1/2 - - -

- 10/10

1/2 - 10/10 1/2 -

修
学
旅
行

修学
旅行費

本人経費 - -

1/2 - 10/10 1/2 - 10/10

-

付添人経費 - - - -

1/2 - - - -

日用品等購入費 10/10 1/2 - 10/10

1/2 - 10/10 1/2 - 10/10

1/2 - 10/10 1/2 -1/2 - 10/10

寄
宿
舎
居
住
に

伴
う
経
費

寝具購入費 10/10 1/2 - 10/10

1/2 10/10 10/10

食費 10/10 1/2 - 10/10

1/2

1/2 10/10 1/2 -

交流及び共同学習費 10/10 10/10 1/2 10/10 10/10

- 10/10 10/10 1/2 10/10 10/10

1/2 - - -1/2 10/10 10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
1/2

-

職場実習費（交通費） - - - - -

10/10 10/10 10/10 10/10
(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

4～39回 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

付
添
人
経
費

1
～

3
回

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
1/2

-10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
1/2

-10/10

1/2 1/2

10/10

1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

付添中 10/10 10/10 10/10

付添いのため 10/10 10/10 10/10

10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

10/10 10/10 10/10 1/2 -10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

1/2

10/10

1/2 1/2

10/10

1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

-

(肢重)
1/2

-

10/10
(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

帰
省
費

本
人

1～3回 10/10 10/10 10/10

4～39回 10/10 10/10 10/10

10/10

1/2

10/10 10/10 1/2 -

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
10/10

(肢重)
1/2

付
添
人
経
費

付添中 10/10 10/10 10/10
(肢重)
10/10

10/10 10/10 10/10

付添いのため 10/10 10/10 10/10
(肢重)
10/10

1/2 1/2

10/10

1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

- 10/10 1/2 -

交
通
費

通
学
費

本人経費 10/10 10/10 10/10

- 10/10 1/2 - 10/10 1/2

10/10

1/2

10/10 10/10 1/2 -

1/2

10/10

学校給食費 10/10 1/2 - 10/10 1/2

- - -教科用図書購入費 - - - - -

区分

特別支援学校

幼稚部 小学部 中学部
高等部

本科・別科 専攻科

10/10 10/10 10/10 10/10- 10/10 10/10
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調理準備が行われた後における突然の欠食について
は対象として差し支えない。学校給食費支給表を，
作成しておくこと。

本人経費

最も経済的な通常の経路及び方法で通学する場合の交通費の額とする。
校長が適当であると認めた自家用車運行に要するガソリン代及び有料道路の通行料。
寄宿舎からの交通費，自転車通学の場合のパンク修理代，預かり料等を含めて差し支え
ない。

区分 対象範囲 留意事項

教科用図書購入費

各教科及び各教科に属する科目を履修するするために必要な教科用図書の価額又は教育
課程に従い教科を履修する上に必要な教科用図書の価額とする。
高等部の教科用図書は文部科学省著作・文部科学大臣検定教科用図書がないので，附則
第９条の教科用図書を採択することとなる。

「措置費」で措置されない施設があるので留意す
る。
教科用図書購入費個人別内訳表を作成する。

学校給食費

「学校給食法」に定める学校給食の実施に際してかかる経費のうち，同法第６条第２項
及び「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」第５条第２項
に規定する学校給食費の額とする。

付添いのため

交
通
費

帰
省
費

職場実習費（交通費）

学校の教育課程に基づき，生徒が教師の指導のもとに学校以外の事業所等において，職
業教育のための現場（職場）実習に参加する場合の交通費の額とする。
なお，原則として学校から実習を行う事業所等までの最も経済的な通常の経路及び方法
による往復の額とする。交通費の算定等は「通学費(本人経費)」に準ずる。

寄
宿
舎
居
住
に
伴
う
経
費

寝具購入費

児童等が寄宿舎居住に伴い通常就寝に必要な寝具（布団，毛布，枕，カバー等）の購入
費の額とする。寝具対象者は原則として寄宿舎に入所するため，新たに寝具を購入した
児童等とする。
入舎後３年以上使用して破損により使用に支障をきたすか破損の程度が著しく使用に耐
えないものと校長が認めた場合は含める。

領収書を提出させ，それに基づき実費を支給するこ
と。

日用品等購入費

寄宿舎居住に伴い通常必要な日用品等（洗面用雑品（タオル，歯ブラシ，石けん等），
通信用品（ハガキ，切手，封筒，便せん等），衣料補修用品（糸，針，補修用布），下
着類，厚生修養費（新聞，雑誌等），保健衛生費（ちり紙，理髪代，洗濯用品等），生
活必需品）の購入等に要する経費の額とする。

領収書を提出させ，それに基づき実費を支給するこ
と。

食費

夏季，冬季及び学年末の休業日を除く期間において，児童等に対し，学校附設の寄宿舎
で通常支給する１日３回の食事に要する経費（学校給食費を除く。）及び１日１回の間
食に要する経費の額とする。
病気のため及び交通機関等の事情により帰省できない場合は対象に含めて差し支えな
い。

寄宿舎食費支給表を作成しておくこと。

修
学
旅
行

修学
旅行費

本人経費

児童・生徒が，小学部，中学部又は高等部を通じてそれぞれ１回参加する修学旅行に要
する経費のうち，修学旅行に直接必要な交通費，宿泊費，見学料の額とする。修学旅行
の参加に伴い児童・生徒が均一に負担することとなる記念写真代，医薬品代及び，旅行
障害保険料の額も含めて差し支えない。

特別支援学校の場合，その児童・生徒が１５人未満
であっても学生団体として取り扱う。旅行取扱料金
はそれぞれの経費に含める。

付添人経費

肢体不自由及び重度・重複障害の児童・生徒が，各部を通じてそれぞれ１回参加する修
学旅行に付添う付添人の経費のうち，付き添いに直接必要な交通費，宿泊費，見学料の
額とする。取扱いは「修学旅行費(本人経費)」と同様とする。

「措置費」で措置されない経費であるから留意す
る。児童・生徒１人につき１名であること。

校外
活動等
参加費

本人経費
支給の基礎となる学校行事としての活動実施内訳を
実費で作成しておく。
年限度額以内であれば，実施回数の制限はない。
「措置費」の場合は１回の単価なので，差額支給と
なる場合がある。付添人経費

職場実習宿泊費

学校の教育課程に基づき，生徒が教師の指導の元に学校外の事業所等において職業教育
のための現場(職場)実習にに参加する宿泊費の額とする。宿泊費には，実習先の事業所
等へ宿泊する場合の宿泊代を含むが，実習先への謝金，施設使用の借料等は含まないも
のとする。

食事代は朝食，夕食代は含めてよいが，昼食代は含
めない。

オンライン学習通信費

要保護世帯の児童又は生徒が，以下の範囲で必要とするオンライン学習通信費の額とす
る。ＩＣＴを通じた教育が，学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するも
の又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオン
ライン学習に必要な通信費（モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る
費用を含む.）

児童等の心身の発達段階，障害の程度，通学の安全
性等の実情を考慮して行う。
算定は実態に即して行うものとするが，保護者等に
対してその経済的効果を図るため長期の定期乗車券
の購入，友愛パス，身体障害者割引等の利用につい
て十分指導する。
支給に当たっては，通学状況，付添状況を随時確認
すること。

幼児，小学部第１学年から第３学年までの児童，小学部第４学年から高等部までの肢体
不自由及び重度・重複障害（重複障害学級在籍者を原則とするが，校長が個々の児童生
徒の心身の状況及び平常の付添状況等を考慮したうえ常時付添いを要すると判断したも
のを含む。）の児童生徒が通学する場合の付添人の交通費の額とする。交通費の算定等
は「通学費(本人経費)」に準ずる。

通
学
費

付
添
人
経
費

付添中

学
用
品
購
入
費

学用品・通学用品
購入費

児童等が通常必要とする学用品（保育用品）等の購入費の額とする。学用品にはノー
ト，筆記用具等のほか次のようなものが含まれる。
①副読本，練習帳，辞書類，体育用ズック靴，②実験・実習用の材料作業衣等，③幼児
の保育に必要な教育的保育用品，④パソコンソフト等のＩＴ関連の学用品及び児童等
（新入学児童・生徒学用品費等の支給対象及び高等部専攻科を除く。）が通学のため通
常必要とする通学用品（通学用靴，雨傘，雨靴，帽子等）の購入費の額とする。訪問教
育対象児童・生徒に対しては，当該児童・生徒の就学の実態に応じて必要となる経費を
支給対象とすること。

領収書を提出させ，それに基づき実費を支給するこ
と。

新入学児童・生徒学用品・
通学用品購入費

新たに入学する児童・生徒が通常必要とする新入学当たっての学用品，通学用品，（ラ
ンドセル，カバン，通学用服，通学用靴，雨靴，雨傘，上履き，帽子等）の購入費の額
とする。
生活保護法に基づく生活扶助の入学準備金の支給を受けた者は，支給対象とならないの
で留意する。

領収書を提出させ，それに基づき実費を支給するこ
と。

児童等が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動（修学旅行を除
く。）に参加するために直接必要な交通費・見学料の額及び宿泊生活訓練に参加する経
費のうち，宿泊訓練に直接必要な交通費，宿泊費，見学料の額とする。
宿泊生活訓練の参加に伴い児童・生徒が均一に負担することとなる記念写真代，医薬品
代及び，旅行障害保険料の額も含めて差し支えない。

交流及び共同学習費

児童等が学校教育の一環としての幼稚園・小学校・中学校・高等学校又は特別支援学校
の児童等とともに集団活動を行う交流学習（運動会，学芸会，音楽会等）に参加する場
合に必要な交通費の額とする。なお，この交通費は，原則として学校から交流学習地ま
での最も経済的な通常の経路及び方法による額とする。

帰省の経路・方法等について児童等の心身の発達段
階，障害の程度，既成の安全性等の実情を考慮して
行う。
算定は実態に即して行うものとするが，保護者等に
対してその経済的効果を図るため友愛パス，身体障
害者運賃割引等の利用について十分指導する。
支給に当たっては，帰省状況，付添状況を随時確認
すること。

学校付設の寄宿舎に居住する児童等が年間３９往復以内で最も経済的な通学の経路及び
方法によりで帰省する場合の寄宿舎からの往復の交通費の額とする。
原則として100km以上乗車する場合の急行列車等の急行料金等，年間39往復以内の入学時
における寄宿舎への入舎のための交通費及び卒業時における帰省のための交通費，自宅
がへき地・離島等にあり，交通が不便であるため帰省の際に宿泊を要する場合及び他の
特別な事情により帰省の際に宿泊を要する場合の宿泊料，又は，水路による１の旅行区
間が原則として130km程度を旅行する場合の航空賃を含めて差し支えない。

1～3回

4～39回

本
人

付添いのため

4～39回

付
添
人
経
費

1
～

3
回

付添中
学校付設の寄宿舎に居住する幼児，児童，中学部の生徒，高等部の肢体不自由及び重
度・重複障害の生徒が年間３９往復以内で帰省する場合の付添人の付き添いに要する交
通費の額とする。
重度・重複障害の生徒の範囲は「通学費(付添人経費)」に準ずる。交通費の算定等「帰
省費(本人経費)」に準ずる。

-　7 -
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別表２

年間の事務処理の流れ

支 弁 段 階 の 決 定 等

経 費 の 支 給 状 況 報 告 等 備 考

月 県 教 委 学 校 保 護 者 等 月

保護者へ書類配布 配布用紙

収入額・需要額調書 個人番号提供チェック表 仮支弁段階で支給する場合

学校長への代理受領委任状 個人番号提供書及び同意書 ４月の在校生については前年

現物給付に係る受領の委任状 個人番号確認書類 度の支弁段階により，新入生等

４ 口座振込申出書 本人確認書類 ４ については前々年の所得証明書

交通費(通学費・帰省費)所要額 その他必要とする書類 によって仮支弁段階を決定し，

調 早めの支給をすることもある。

自家用車による通学届 ※様式集あり この場合，前年分の所得額証

明書を市町村が発行できるのが

個人番号入力 調書等提出 おおむね６月中旬以降となり，

通学費・帰省費等認定 本支弁段階が決定された後，追

５ 口座振込情報等確認 ５ 給又は返納により調整すること

になる。

６ 個人番号等情報照会 調書等(算定対象外など)提出 交付申請計画書等提出(県教委) ６

本段階用調書等審査 税の未申告者申告手続き

(収入額算定，需要額測定等)

７ 税の未申告・エラー対応 ７

調書等審査 調書等提出（算定後）

８ 支弁段階決定(県教委) ８

９ 支弁段階決定通知 支弁段階決定通知 各月の支給調書を作成し各経費 ９

10 を支給 10

11 学校の実績に応じて，少なくと 年間所要見込額調提出(県教委) 11

12 も各学期１回は支給すること。 12

１ 支給状況等報告書提出(県教委) １

２ 個人別支給台帳等整理 ※11月から3月の間に2回程度 ２

３ 運用状況記録表整理 ３

支給実績報告書提出（県教委）
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令和５年度 特別支援教育就学奨励費の支給単価
１ 第 Ⅰ 区 分

(1) 教科用図書購入費（高等部のみ） 実 費

(2) 学校給食費

完全給食の実施単価（月～金曜日） １食 271円

ただし，中種子特別支援 実 費

大島特別支援 303円

(3) 交 通 費

ア 通学費(本人) 実 費

イ 通学費(付添人)

幼稚部・小学部１～３年，小学部４～６年・中学部・高等部の肢重 実 費

ウ 帰省費(本人) ※年間39往復以内 実 費

ただし，離島の幼児・児童・生徒が，帰省の際に宿泊を要する場合は，１泊5,500円以内の実費

を，船中泊の場合は，１夜1,000円を支給する。

エ 帰省費(付添人) ※年間39往復以内 幼稚部・小学部・中学部，高等部の肢・重 実 費

ただし，離島の幼児・児童・生徒が，帰省の際に宿泊を要する場合は，１泊5,500円以内の実費

を，船中泊の場合は，１夜1,000円を支給する。

オ 職場実習費（中・高等部） 実 費

カ 交流及び共同学習費（幼・小・中・高等部(本・別)） 実 費

(4) 寄宿舎居住に伴う経費

ア 寝具・日用品等購入費 年額147,070円以内の実費

（寝5,510円，日141,560円）

寝具対象学年 年額147,070円以内の実費

その他の学年 年額141,560円以内の実費

イ 食費（間食を含む） 幼稚部 年額156,210円以内の日額 1,031円

小・中学部 年額148,850円以内の日額 1,031円

高等部 年額139,750円以内の日額 1,031円

(5) 修学旅行費

ア 修学旅行費 小学部 （本 人） 21,580円以内の実費

（付添人） 33,730円以内の実費

中学部 （本 人） 57,720円以内の実費

（付添人） 82,850円以内の実費

高等部(本・別)（本 人） 107,810円以内の実費

（付添人） 155,760円以内の実費

※ 付添人経費は肢・重

イ 校外活動等参加費 幼稚部 (本 人） 1,600円以内の実費

(付添人) 2,390円以内の実費

小学部 (本 人) 18,580円以内の実費

(付添人) 27,870円以内の実費

中学部 (本 人) 24,660円以内の実費

(付添人) 36,980円以内の実費

高等部(本・別) (本 人) 24,820円以内の実費

(付添人) 37,220円以内の実費

※ 小学部４～６年・中学部・高等部（本・別）の付添人経費は肢・重

ウ 職場実習宿泊費 高等部 (本 人) 7,520円以内の実費

(6) 学用品等購入費

○ 幼 稚 部 年額 8,680円以内の実費

○ 小 学 部 年額11,640円以内の実費

○ 中 学 部 年額22,740円以内の実費

○ 高 等 部（本・別） 年額32,270円以内の実費

(7) 拡大教材費（加算分・弱視の児童生徒が，校長が必要と認め授業において使用する拡大教材の購入費）

小学部・中学部 １ページ当たり42円を限度とし算定した額（１冊当たり10,500円限度)
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(8) 音声教材費（加算分・視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部（本科保健理療

科）の生徒が，専門教科「保健理療」において採択された教科用図書を原本として音声化した教材であ

って，当該教科用図書とともに使用し得るものの購入費）

高等部（本・別） （１科目当たり19,170円限度)

(9) 新入学児童生徒学用品費等

○ 小 学 部（第１学年のみ） 51,110円以内の実費

○ 中 学 部（第１学年のみ） 60,980円以内の実費

○ 高 等 部（本・別）（第１学年のみ） 60,980円以内の実費

(10) ＩＣＴ機器購入費（加算分）

高 等 部（本・別） 50,930円以内の実費

(11) オンライン通信費

○ 小 学 部 年額14,000円以内の実費

○ 中 学 部 年額14,000円以内の実費

○ 高 等 部（本・別・専） 年額14,000円以内の実費

２ 第 Ⅱ 区 分

(1) 教科用図書購入費（高等部のみ） 実 費

(2) 学校給食費

完全給食の実施単価（月～金曜日）

１食271円の単価で算出した額の1/2の額 (１円未満の端数は切捨て)

ただし，中種子特別支援は１食単価で，大島特別支援は303円の単価で算出する。

(3) 交 通 費

ア 通学費(本人) 幼・小・中学部・高等部（本・別） 実 費

高等部（専） 実費の1/2の額

イ 通学費(付添人)

幼稚部・小学部１～３年，小学部４～６年・中学部・高等部（本・別）の肢・重 実 費

高等部（専攻科）の肢・重 実費の1/2の額

ウ 帰省費(本人) ※年間39往復以内 幼・小・中学部,高等部（本・別） 実 費

高等部（専） 実費の1/2の額

ただし，離島の幼児・児童・生徒が，帰省の際に宿泊を要する場合は，１泊5,500円以内の実費

を，船中泊の場合は，１夜1,000円を支給する。（高（専）は1/2の額）

エ 帰省費(付添人) ※年間39往復以内 幼・小・中学部，高等部（本・別）の肢・重 実 費

高等部（専）の肢・重 実費の1/2の額

ただし，離島の幼児・児童・生徒が，帰省の際に宿泊を要する場合は，１泊5,500円以内の実費

を，船中泊の場合は，１夜1,000円を支給する。（高（専）は1/2の額）

オ 職場実習費 中学部,高等部（本・別） 実 費

高等部（専） 実費の1/2の額

カ 交流及び共同学習費 幼・小・中学部,高等部（本・別） 実 費

(4) 寄宿舎居住に伴う経費

ア 寝具・日用品等購入費

幼・小・中・高等部（本・別） 年額147,070円の1/2を限度として実費の1/2以内の額

高等部（専） 年額141,560円の1/2を限度として実費の1/2以内の額

イ 食費（間食を含む） 幼稚部 年額156,210円の1/2の額を限度として日額1,031円の単価

で算出した額の1/2以内の額（１円未満の端数は切捨て）

小・中学部 年額148,850円の1/2の額を限度として日額1,031円の単価

で算出した額の1/2以内の額（１円未満の端数は切捨て）

高等部 年額139,750円の1/2の額を限度として日額1,031円の単価

で算出した額の1/2以内の額（１円未満の端数は切捨て）

(5) 修学旅行費

ア 修学旅行費 小学部 （本 人） 21,580円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

（付添人） 33,730円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

中学部 （本 人） 57,720円の1/2の額を限度として実費の1/2の額
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（付添人） 82,850円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

高等部(本・別) （本 人） 107,810円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

（付添人） 155,760円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

※ 付添人経費は肢・重

イ 校外活動等参加費 幼稚部 (本 人) 1,600円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

(付添人) 2,390円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

小学部 (本 人) 18,580円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

(付添人) 27,870円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

中学部 (本 人) 24,660円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

(付添人) 36,980円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

高等部(本・別) (本 人) 24,820円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

(付添人) 37,220円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

※ 小学部４～６年・中学部・高等部（本・別）の付添人経費は肢・重

ウ 職場実習宿泊費 高等部 7,520円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

(6) 学用品等購入費

○ 幼 稚 部 年額 8,680円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

○ 小 学 部 年額11,640円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

○ 中 学 部 年額22,740円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

○ 高 等 部（本・別） 年額32,270円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

(7) 拡大教材費（加算分・弱視の児童生徒が，校長が必要と認め授業において使用する拡大教材の購入費）

小学部・中学部 1ページ当たり42円を限度とし算定した額の1/2の額(1冊当たり10,500円の1/2が限度)

(8) 音声教材費（加算分・視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部（本科保健理療

科）の生徒が，専門教科「保健理療」において採択された教科用図書を原本として音声化した教材であ

って，当該教科用図書とともに使用し得るものの購入費）

高等部（本・別） （１科目当たり19,170円の1/2が限度)

(9) 新入学児童生徒学用品費等

○ 小 学 部（第１学年のみ） 51,110円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

○ 中 学 部（第１学年のみ） 60,980円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

○ 高等部(本・別)（第１学年のみ） 60,980円の1/2の額を限度として実費の1/2の額

(10) ICT機器購入費（加算分）

高 等 部（本・別） 50,930円以内の実費

３ 第 Ⅲ 区 分

(1) 教科用図書購入費（高等部のみ） 実 費

(2) 交 通 費

ア 通学費（本人） 幼・小・中学部,高等部（本・別） 実 費

イ 通学費（付添人）

幼稚部・小学部１～３年，小学部４～６年・中学部・高等部（本・別）の肢・重 実 費

ウ 帰省費（本人） ※年間39往復以内 幼・小・中学部，高等部（本・別） 実 費

ただし，離島の幼児・児童・生徒が，帰省の際に宿泊を要する場合は，１泊5,500円以内の実費

を，船中泊の場合は，１夜1,000円を支給する。

エ 帰省費(付添人) ※年間39往復以内 幼・小・中学部，高等部（本・別）の肢・重 実 費

ただし，離島の幼児・児童・生徒が，帰省の際に宿泊を要する場合は，１泊5,500円以内の実費

を，船中泊の場合は，１夜1,000円を支給する。

オ 職場実習費 中学部,高等部（本・別） 実費の1/2の額

カ 交流及び共同学習費 幼・小・中学部,高等部（本・別） 実費の1/2の額

(3) ＩＣＴ機器購入費（加算分） 高 等 部（本・別） 50,930円以内の実費

４ そ の 他

帰省費で，宿泊料を支給する場合は，領収書を提出させること。

なお，船舶の欠航による宿泊については，欠航証明書を提出させること。
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※ 「肢」は肢体不自由，「重」は重度・重複障害

障害者のための各種割引（※参考資料 平成３０年鹿児島県ホームページより）

１．交通機関などの割引

１ ＪＲの旅客運賃割引

種別 割引率 割引対象 乗車券種別 注 意 事 項

本人単独 普通乗車券 片道１０１ｋｍ以上の場合。

普通乗車券 介護者は１人のみ割引適用。

第１種 ５０％ 本人及び介護者 回数乗車券 小児定期は割引適用無し。

普通急行券 本人と介護者は同一種類・区間の乗車券を同時に

定期乗車券 購入すること。

本人単独 普通乗車券 片道１０１ｋｍ以上の場合。

介護者は１人のみ割引適用。

第２種 ５０％ 本人(12歳未満) 定期乗車券 小児定期は割引適用無し。

及び介護者 本人と介護者は同一種類・区間の乗車券を同時に

購入すること。

○ 身体障害者手帳，療育手帳を提示してください。

○ 詳細は，ＪＲ乗車券販売窓口までおたずねください。

２ 肥薩おれんじ鉄道の割引

種別 割引率 割引対象 注 意 事 項

第１種 ５０％ 本人単独 片道１０１ｋｍ以上の場合。

本人及び介護者 介護者は１人のみ割引適用。

第２種 ５０％ 本人単独 片道１０１ｋｍ以上の場合。

○ 身体障害者手帳，療育手帳を提示してください。

○ 詳細は，肥薩おれんじ鉄道までおたずねください。

３ 航空運賃の割引

種 別 対 象 者 販 売 期 間

１２歳以上 第１種 本人及び介護者１名

第２種 本人及び介護者１名(注) 搭乗日の２か月前～搭乗日

３歳～１１歳 第１種 介護者１名

○ 航空会社または路線によって異なります。

○ 詳細は，各航空会社または航空券販売窓口におたずね下さい。

(注)航空会社での適用開始日が異なるため詳細は，各航空会社または航空券販売窓口におたずね下さい。

４ 路線バスの割引 別表

５ タクシー運賃の割引

タクシー料金のうち１０％割引きを受けることができる場合があります。

○ 身体障害者手帳，療育手帳を提示してください。

○ 詳細は，各タクシー会社におたずねください。

６ 有料道路通行料金の割引

日本道路公団，地方道路公団等の有料道路が５０％割引きになります。

事前登録された自動車１台のみが対象となります。

種 別 対 象

身体障害者本人が運転 本人，又は同居の親族等が所有する乗用自動車等

（営業用自動車を除く）

重度（第１種）身体・知的障害 本人，同居の親族等又は日常的に介護している者

者が乗車し，移動のために介護 が所有する乗用自動車等（営業用自動車を除く）

者が運転する場合

○ 詳細については，居住する市町村役場へおたずねください。

○ 別途登録すれば，ＥＴＣノンストップ走行時の割引きも可能です。
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単 位 事 務 名

報 酬

根 拠 及 び 地方自治法 【法】

参 考 法 令 地方自治法施行令 【令】

鹿児島県会計規則 【会規】

鹿児島県会計規則施行指針 【会規指針】

報酬及び費用弁償に関する条例 【条例】

鹿児島県教育委員会会計年度任用職員の給与等に関する規則 【規則】

鹿児島県教育委員会職員安全衛生管理規定に基づく事務処理について

（※新年度に向けて保健体育課長から毎年度ある依頼文） 【事務処理】

学校保健安全法施行規則 【施行規則】

非常勤職員の報酬の支給日（昭和62年県告示第629号） 【支給日】

所得税法 【税法】

所得税法基本通達 【通達】

健康保険法 【健保法】

厚生年金保険法 【厚保法】

雇用保険法 【雇保法】

会計事務の手引 【手引】

項 目 処 理 方 法

説 明 県立学校非常勤職員（非常勤講師，校務補助員，特別支援教育支援員，特別支援学校非

常勤看護師，学校図書補助員，学生寮寮監等）の報酬額並びにその支給方法について必要

な事項については，「報酬及び費用弁償に関する条例」による。

【法 第２０３条の２】

【条例 第１条】

会計年度任用職員制度の導入により，報酬額は，常勤職員の給料表に基づき決定され，職

ごとに定める上限額の範囲内で，各人の職歴に応じて決定される。

報 酬 の 額 区 分 職務の級 号級 単位 報酬の上限 報酬の下限

学 校 図 書 補 助 員 １級 ３７ 日額 ８，１００円 ５，９００円

学 生 寮 寮 監 １級 ２９ 日額 ７，６００円 ５，９００円

校 務 補 助 員 １級 ３２ 日額 ６，７００円 ５，３００円

特 別 支 援 教 育 支 援 員 １級 ２３ 日額 ７，１００円 ５，９００円

特 別 支 援 学 校 看 護 師 ２級 ２４ 日額 ８，６００円 ７，１００円

保 育 支 援 員 １級 ２３ 日額 ７，１００円 ５，９００円

医 学 講 師 時間 ５，６５０円 ５，６５０円

非常勤 大 学 教 授 級 時間 ６，１００円 ６，１００円

大 学 准 教 授 級 時間 ５，１００円 ５，１００円

講 師 大 学 講 師 級 時間 ４，６００円 ４，６００円

講 週15時間30分勤務 時間 ２，８２０円 ２，８２０円

師 その他 時間 ３，４００円 ３，４００円

※ 適用年月日令和２年4月1日。随時改正があるため，最新の額を必ず確認すること。

【条例 第２条】

【事務処理】
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項 目 処 理 方 法

支 給 方 法 区分 報酬額算出方法 その他

時間給×職務に従事した時間数 支給内訳書に税額控除の算定基礎記入

非常勤講師 (例)月額甲欄扶０人等必要

※勤務記録簿に基づく

支給内訳書に税額控除の算定基礎記入

学校医等 日額×職務に従事した日数 (例)月額甲欄扶０人等必要

・同一日に学校医と産業医の職務を行

※執務記録簿に基づく った場合は，学校医の日額と産業医

の日額をそれぞれ支給。産業医の職

務のみの場合は，産業医の日額を支

給

*支給内訳書に税額控除の算定基礎記

学校図書補助員 日額×職務に従事した日数 入(例)月額甲欄扶０人等必要

・１日も職務に従事しない月は，支給

学生寮寮監 ※出勤簿に基づく なし

・月の途中採用者は，採用日から日割

校務補助員 計算によって支給

*学生寮寮監について月をまたぐ勤務

日がある場合，当該勤務を開始した日

の属する月分の報酬として支給する。

【条例 第３条第１，２，３項】

【施行規則 第22，23，24条】

【会規 別表第５】

【事務処理】

【手引 ０１報酬】

※ 会計年度任用職員事務処理システムにおける報酬等の登録が必要。

【報酬計算マニュアル】

※ 報酬の支払いは，資金前渡払、隔地払，口座振替払の方法により行う。

【令 第161条第１項第４号】

【会規指針 第44】

【手引 01報酬】

※ 学生寮寮監の夜間勤務に係る報酬について

【学生寮寮監の報酬の取扱いについて（令和２年４月24日付け鹿教教８１号）

勤務１時間当たりの報酬額の１００分の２５を夜間勤務に係る報酬として支給する。

勤務１時間 報酬日額

当たりの報酬額 ＝ １日の勤務時間（時間数に１時間未満の端数が生じたとき

30分以上は切り上げ，30分未満は切り捨てる）

例）日額７，４００円の場合の夜間勤務１時間につき支給する額

７，４００ ２５

６．５時間 × １００ ≒２８４．６１５

＝２８５（50銭以上１円未満切り上げ）
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項 目 処 理 方 法

法 定 控 除 報酬から控除する健康保険料，厚生年金保険料，雇用保険料，所得税，個人住民税につい

ては，次により処理するものとする。

１ 月ごとの報酬の場合

(1) 健 康 保 険 標準報酬月額に対する保険料額表による。

(2) 厚生年金保険 （１円未満端数切捨）

(3) 雇 用 保 険 支給額に対し一般保険料率（労働者負担）による。

（1円未満端数切捨て）

(4) 所 得 税 報酬額・通勤手当相当額（課税対象額）の合計額から社会保

険料等控除後の金額に対して源泉徴収税額表（月額表）によ

る。

(5) 個 人 住 民 税 市町村からの特別徴収税額の通知による。

２ 日ごとの報酬の場合

(1) 健 康 保 険

(2) 厚生年金保険 控除なし

(3) 雇 用 保 険

(4) 所 得 税 報酬額に対して源泉徴収税額表（日額表）による。

３ 報酬額改定による追給の場合

(1) 健 康 保 険 控除なし

(2) 厚生年金保険

(3) 雇 用 保 険 追給総額に雇用保険料率をかける。

（１円未満端数切捨）

(4) 所 得 税 ①支給日の定めがある場合（日額，月額）

ア 追給支給月の支給済額に追給総額（いずれも社会保険

料等控除後）を合算し，既に控除した税額との差額を徴

収する。（日額の場合，支給月に２回以上の支給があっ

た場合は，いずれか１日に合算する。）

イ 差額追給支給月に支給がない場合，追給支給総額に対

して源泉徴収税額表（日額，月額）により徴収する。

②支給日の定めがない場合（日額，月額）

ア 差額追給支給月に支給がない場合，追給支給総額に対

して源泉徴収税額表（日額，月額）により徴収する。

イ 追給支給月に支給がある場合は，①のアを参照。

(5) 個 人 住 民 税 控除なし

注 社会保険料等控除とは，健康保険，厚生年金保険，雇用保険のことをいう。

４ その他

(1) 厚生年金保険料

70歳になると被保険者の資格を喪失するので，その日の属する月から保険料を徴収

する必要はない。（資格喪失日は誕生日の前日である。）

(2) 雇用保険料

４月１日現在で64歳以上の者に関しては，雇用保険にかかる保険料が免除される。

(3) ４月に支払う３月分報酬で控除する雇用保険料は，新年度の歳入になる。

(4) 健康保険料の介護保険料については，40歳以上65歳未満が第２号被保険者となるが，

65歳になると資格を喪失する。（保険料は厚生年金と同時に徴収）

(5) 支給内訳書に生年月日を記載すること。

【手引 01報酬】

【税法 第185，187条】

【通達 183～193－５】
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項 目 処 理 方 法

【健保法 第155，156条】

【厚保法 第81条】

【雇保法 第68条】

支 給 期 日 １ 日額支給の報酬は，職務に従事した日に支給する。

２ 月額支給の報酬は，その月において職務に従事した日の最後の日までに支給する。

３ ただし，知事が特に必要と認めるときは，知事が指定する日に報酬を支給することが

できる。

※ 参考 ※

当月21日支給････ALT

翌月 7日支給････学校医，学校薬剤師，校務補助員，特別支援教育支援員，

特別支援学校看護師，保育支援員，，非常勤講師，

学校図書補助員，学生寮寮監

【条例 第４条】

【支給日】

前 渡 資 金 の 報酬の支払いを資金前渡払の方法により行ったときは，資金前渡記録票(第64号様式)に

記 録 保 管 前渡資金の出納を記録しなければならない。

【会規 第78条】

【会規指針 第44の２】

精 算 資金前渡職員は，上記の支払いを終了したときは，７日以内に精算票に債権者の領収書

等支払を証明する書類を添付して支出命令者に提出し，精算しなければならない。

ただし，資金前渡職員は，前渡資金額と支払額が同額であるときは, 上記の規定にかか

わらず，支給内訳書に当該資金前渡職員の所属する長の検印を受けることにより，精算す

ることができる。 【会規 第79条】

そ の 他 報酬の年間支給限度額については，非常勤講師発令通知書にて通知されるので，予算の

執行にあたっては留意する。
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単 位 事 務 名

初 任 給

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【条例】

参 考 法 令 初任給，昇格，昇給等に関する規則 【規則】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学職条例】

鹿児島県学校職員の初任給等に関する規則 【学職規則】

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則 【労務規則】

項 目 処 理 方 法

初 任 給 の 基 準 新たに学校職員となった者の職務の級は，その者の能力等を考慮し，その職務に応じて

決定するものとする。ただし，学校職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれ

かに掲げる者になった者であって，当該者から人事交流等により引き続いて学校職員とな

った者の職務の級は，次の各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を

基礎として引き続き学校職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に

決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(1) 県職員

(2) 国家公務員

(3) 学校職員以外の地方公務員

(4) その他人事委員会が前各号に準ずると認める者

【学職規則 第４条】

○ 教育職給料表（二）初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 初 任 給

博 士 課 程 修 了 ２級31号給

教諭，養護教諭，栄養教諭及び 修 士 課 程 修 了
２級13号給

専修学校の教員 専門職学位課程修了

大 学 卒 ２級１号給

短 大 卒 １級11号給

助教諭，養護助教諭，講師，実 大 学 卒 １級21号給

習助手，寄宿舎指導員及び専修 短 大 卒 １級11号給

学校の補助教員 高 校 卒 １級１号給

【学職規則 第５条】

○ 現業職給料表

初 任 給 基 準 表

職 種 学 歴 免 許 初 任 給

技 能 免 許 職 免 許 取 得 時 １ 級 2 9 号 給

電 話 交 換 手 高 校 卒 １ 級 2 5 号 給

衛 視 高 校 卒 １ 級 2 5 号 給

そ の 他 中 学 卒 １ 級 ９ 号 給

備考 職種欄に掲げる職種の区分中「技能免許職」及び「その他」については，次

によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能免許職 運転技師，機械操作技師及びボイラー技士

(2) そ の 他 看護補佐員，保清員，事務補佐員

技術補佐員，調理員，庁務員及び道路整備員

【労務規則 第２条】
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項 目 処 理 方 法

経 験 年 数 の 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は，上記の初任給基準表の学歴

起 算 及 び 換 算 免許欄の区分の学歴免許の資格を取得した時以降の経験年数による。

初任給基準表の学歴免許の区分の学歴免許の資格を取得した時以降の職員の経歴のうち，

その職員の同種の職務に在職した年数以外の年数については後記の経験年数換算表に定め

るところにより同種の職務に在職した年数に換算することができる。

【学職規則 第６条の２】

用 語 の 定 義 経 験 年 数 ： 学校職員が学校職員として同種の職務に在職した年数（換算された年数

も含む）をいう。

必要経験年数 ： 学校職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

在 級 年 数 ： 学校職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

必要在級年数 ： 学校職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

初 任 給 の 決 定 (1) 新たに学校職員を採用した場合

（例：新規採用の場合）

その者の資格に応じた初任給基準表に掲げるものとする。ただし，その者が職務につ

いて有用な学歴，免許，経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合は，経

験年数換算表等に照らし合わせ任命権者が人事委員会と協議して初任給基準表に掲げて

ある初任給より上位の給料月額を決定することができる。

又，その者の経験年数が決定しようとする職務についての級別資格基準表（次頁表記）

に掲げる必要経験年数に達していなければならない。

(2) 学校職員であった者を同一の給料表の適用を受ける学校職員として引き続いて採用し

た場合

（例：小，中学校事務職員から高等学校事務職員に異動のあった場合等）

その者が従前受けていた給料月額をもってその級，号給として初任給とする。

(3) 学校職員であった者を適用を受ける給料表を異にして引き続いて採用する場合

（例：小，中学校職員から高等学校教員になった場合等）

任命権者が人事委員会と協議して定める基準により初任給を決定することができる。

(4) 国，若しくは地方公共団体において学校職員の行う職務と同種の職務に従事していた

者，又はこれに準ずる者を学校職員として採用した場合。

（例：教育庁等から割愛により採用された場合等）

任命権者が特に必要があると認める者については(３)の規定を準用する。他の学校職

員との均衡上必要があると認める場合は，級別資格基準表（後頁表記）に掲げる必要経

験年数（各区分の下段の数字）の８割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数

として職務の級を決定することができる。

(5) 学校職員を一つの職から給料表の適用を異にすることなく，初任給基準に異なる初任

給に定がある職種に属する他の職に異動させる場合。

（例：助教諭から教諭に任用された場合等）

任命権者が人事委員会と協議して定める基準により初任給を決定し，その者の異動後

の給料月額を決定する。

(6) 学校職員を一つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合。

（例：教員から教育庁等の行政機関に異動した場合等）

任命権者が人事委員会と協議して定める基準より初任給を決定し，その者の異動後の

給料月額を決定する。

(7) 県職員を学校職員に異動させる場合

(４)の規定に準用する。

【学職条例 第４条】
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項 目 処 理 方 法

余 剰 経 験 年 数 初任給の基準 のただし書きの規定による余剰経験年数(初任給基準表に掲げる学歴免許

等の資格取得以後の経験年数又は級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必

要経験年数をこえる経験年数をいう）を有するときは，その者の受けるべき号級の号数に

経験年数の月数を12月（その者の経験年数のうち５年を超える経験年数（学校職員の職務

にその経験が直接役立つと認められる職務であって教育委員会が人事委員会と協議して定

めるものに従事した機関のある学校職員の経験年数のうち他の学校職員との均衡を考慮し

て教育委員会が相当と認める年数を除く。）の月数にあっては，18月（教育職員にあって

は，12月で除すこととされる経験年数以外の年数の月数のうち10年までの年数の月数につ

いては15月，10年を超える年数の月数については18月））で除して得た数（１に満たない

端数は，切り捨てる。）に４を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給（教育委員

会が人事委員会と協議して定める者にあっては，当該号給の数に３を超えない範囲内で教

育委員会が人事委員会と協議して定める数を加えて得た数を号数とする号給）をもって，

その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

【学職規則 第６条】
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項 目 処 理 方 法

経 験 年 数 経験年数換算表

換 算 表
経 歴 換 算 率

職員として同種の職務に従 １００

事した期間 １００
国家公務員，地方公務員又

職員の職務とその種類が類 １００
は旧公共企業団体，政府関

似する職務に従事した期間 以下

係期間若しくは外国政府の １００

職員としての在職期間 ８０
その他の期間 以下（部内の他

１００

の職員との均衡を著しく

１００
失する場合は，

１００
以下）

職員としての職務にその経 １００

民間における企業体，団体 験が直接役立つと認められ １００ 以下

等の職員としての在職期間 る職務に従事した期間

８０
その他の期間 以下

１００

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間（正規 １００
以下

の修学年数内の期間に限る） １００

教育，医療に関する職務等 １００
その他の期間 特殊の知識，技術又は経験 １００ 以下

を必要とする。職務に従事
した期間で，その職務につ
いての経験が職員としての
職務に直接役立つと認めら
れるもの

技能，労務等の職務に従事 ５０

した期間で，その職務につ １００ 以下（部内の他

いての経験が職員としての の職員との均衡を著しく

職務に役立つと認められる ８０

もの 失する場合は，１００

以下）

その他の期間 ２５
１００ 以下（部内の他

の職員との均衡を著しく
５０

失する場合は，１００
以下）



- 5 -

項 目 処 理 方 法

備考

１ 経歴欄の左側の「その他の期間」の区分中「技能，労務等の職務に従事した期間で,

その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適

用を受ける期間のうち，技能，労務等の職務についての経験が職員としての職務に直

接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については，同区分に対応する換算

８０ １００

率欄の率を １００ 以下（部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は，１００

以下）とする。

２ 経歴欄の左側の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける

期間のうち，職員としての職務に役立つと認められる期間で知事が人事委員会と協議

して定めるものに対するこの表の適用については，同区分に対応する換算率欄の率を

知事が人事委員会と協議して別に定める。

【規則 第１３条の２】
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単 位 事 務 名

給 料
（調整額を含む）

根 拠 及 び 地方公務員法 【地公法】

参 考 法 令 鹿児島県職員の給与に関する条例 【条例】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学職条例】

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 【特別措置】

教職調整額の支給方法等に関する規則 【教職調整額】

教育職員の給料の調整額に関する規則 【給料調整額】

給与等の支払事務に関する規則 【支払事務】

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則 【労務雇用】

項 目 処 理 方 法

給 料 表 １ 県立学校に勤務する職員が適用される給料表の種類

(1) 教育職給料表（二）

(2) 行政職給料表

(3) 医療職給料表

(4) 海事職給料表

(5) 現業職給料表

【学職条例 第３条の１】

２ 適用する職名と，等級別基準職務表

(1) 教育職給料表（二）

職務
基 準 と な る 職 務

の級

高等学校又は特別支援学校（以下｢高等学校等｣という。）の
１級

講師，助教諭，養護助教諭，実習助手又は寄宿舎指導員の職務

高等学校等の教諭，養護教諭，栄養教諭又は特に高度の知識若しくは
２級

経験を必要とする業務を行う実習助手若しくは寄宿舎指導員の職務

３級 高等学校等の教頭の職務

４級 高等学校等の校長の職務

【学職条例 別表第５イ】
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項 目 処 理 方 法

(2) 行政職給料表

職務
基 準 と な る 職 務

の級

１級 主事又は技師の職務

２級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

１ 本庁の係長の職務

３級 ２ 極めて高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の

職務

１ 本庁の課長補佐の職務
４級

２ 本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務

５級 本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務

１ 本庁の課長の職務
６級

２ 本庁の特に困難な業務を処理する課長補佐の職務

１ 本庁の次長の職務
７級

２ 本庁の困難な業務を所掌する課の長の職務

１ 本庁の部長の職務
８級

２ 本庁の困難な業務を所掌する部の次長の職務

９級 本庁の困難な業務を所掌する部の長の職務

【条例 別表第５ア】

(3) 医療職給料表

学校栄養職員に適用 【条例 別表第５エ】

(4) 海事職給料表

高等学校の実習船にのりこむ職員に適用 【条例 別表第５カ】

(5) 現業職給料表

地公法第57条にいう単純労務者である職員に適用

【労務雇用 別表第２】

教 職 調 整 額 １ 教職調整額

(1) 教育職給料表（二）の１級又は２級の者に対して

４

給料月額 × を教職調整額として支給する。

１００

(2) この調整額は，災害補償，共済組合の給付及び掛金等の算定に当って給料とみなさ

れる。また給与条例に定める給与の算定に当っては，次の場合を除いて給料とみなさ

れる。

ア 特別支援学校の教育職員に支給する給料の調整額

イ 管理職手当

ウ 給与の減額

【特別措置第３条】
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項 目 処 理 方 法

給 料 の 調 整 額 ２ 給料の調整額

特別支援学校及び特別支援学級（学校教育法第81条）を置く小学校又は中学校に勤務

する教育職員及び特別支援学校に勤務する介助担当（通学バスに乗務する者に限る。）の

用務員に対し次のとおり支給する。

① 教育職員

調整基本額（各職務の級の中位号級の３％相当額）×調整数＝給料の調整額

（給料の調整額に関する経過措置）

現に受ける号級を基礎として改正後の算出方法による調整額と給料月額の合計額が，

平成８年１月１日において改正前の算出方法を適用したときに得られる調整額と給料

月額の合計額を下回ることがないように経過措置を行う。

平成７年教育委員会規則第17号附則第３項等の規定により，今回の給料表の改正に

よる給料月額の引上額の３分の１の額については，平成８年４月１日以降，経過保障

額に充当することとなる。

別表第１（第２条関係） 適用区分表

勤 務 箇 所 教 育 職 員 調整数

特別支援学校 (1) 校長

(2) 教頭

(3) 教諭，助教諭及び講師（特別支援教育に直接従事す １

ることを本務とする者に限る。）

(4) 養護教諭，栄養教諭，養護助教諭，寄宿舎指導員及

び実習助手

(5) 教諭,助教諭及び講師（(3)に掲げる者を除く｡） １

学校教育法(昭 結核性疾患のため療養中の児童又は生徒の授業を担当す

和22年法律第2 る教育職員 1.5

6号)第81条に

定める特別支 特別支援学級を担当し，特別支援教育に直接従事するこ

援学級を置く とを本務とする教育職員 １

小学校又は中

学校

学校教育法施 言語障害等の心身に故障のある児童又は生徒の授業を担

行規則（昭和2 当し，特別の教育課程に直接従事することを本務とする １

2年文部省令第 教育職員

11号）第140条

に定める特別

の教育課程に

よる教育行う

小学校中学校

又は義務教育

学校

教育委員会が 教育委員会が人事委員会と協議して定める教育職員 教育委員

人事委員会と 会が人事

協議して定め 委員会と

る学校 協議して

定める調

整数
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項 目 処 理 方 法

別表第２（第２条関係） 調整基本額表

ア 教育職給料表（二）

職務の級 調 整 基 本 額

9,000円。ただし，１号給7,200円，２号給7,267円，３号給7,335円，

１ 級 ４号給7,402円，５号給7,474円，６号給7,560円，７号給7,641円，

８号給7,722円，９号給7,798円，10号給7,893円，11号給7,983円，

12号給8,073円，13号給8,158円，14号給8,257円，15号給8,356円，

16号給8,455円，17号給8,554円，18号給8,671円，19号給8,784円，

20号給8,896円

11,100円。ただし，１号給9,180円，２号給9,256円，３号給9,328円，

２ 級 ４号給9,405円，５号給9,486円，６号給9,558円，７号給9,634円，

８号給9,706円，９号給9,787円，10号給9,873円，11号給9,958円，

12号給10,044円，13号給10,111円，14号給10,201円，15号給10,291円，

16号給10,381円，17号給10,462円，18号給10,584円，19号給10,705円，

20号給10,827円，21号給10,944円，22号給11,070円

11,900円
３ 級

（条例別表第１イの備考２に定める教育職員にあっては，12,200円）

４ 級 13,100円

【給料調整額 第２条】
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項 目 処 理 方 法

② 現業職員

調整基本額（各職務の級の中位号級の３％相当額）×調整数＝給料の調整額

適 用 区 分 表

勤 務 箇 所 職 員 調 整 数

特 別 支 援 学 校 通学バスに乗務する用務員（介助担当） １

【労務雇用】

附則別表第４（附則第３項関係）

給 料 表 職 務 の 級 暫定給料月額 調整基本額

教育職給料表(二) ２級 228,800円 10,296円

237,200円 10,674円

245,800円 11,061円

附則別表第５（附則第３項関係）

給 料 表 職 務 の 級 給 料 月 額 調整基本額

教育職給料表(二) ２級 233,800円 10,521円

【給料調整額】

給与支払の原則 １ 給与は法律又は条例で特に認められた場合を除き，通貨で，直接職員に，その全額を

支払わなければならない。 【地公法第25条】

現在法定控除しているもの

(1) 所得税法による源泉徴収税

(2) 地方税法による県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法による掛金及び返済金

(4) 勤労者財産形成促進法による勤労者財産形成貯蓄，勤労者財産形成年金貯蓄及び

勤労者財産形成住宅貯蓄（以下「財形貯蓄」という。）

(5) その他法令の規定による控除金
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単 位 事 務 名

扶 養 手 当
〈コード〉０３０２

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例第９条，第10条】

参 考 法 令 給与条例の運用方針について（通知） 【昭和58年11月21日人第280号】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員扶養手当支給規則 【昭和26年４月13日規則第38号】

職員の扶養親族認定証明資料の指定に関する規程 【平成４年12月25日訓令９号】

扶養親族認定申請に添付すべき証明資料について 【平成23年３月16日人第164号】

扶養手当の扶養親族認定について（通知） 【平成14年４月18日鹿教教第60号】

学校職員に係る扶養手当及び単身赴任手当の取扱変更について

【平成23年４月１日鹿教教第４号】

県立学校における給与事務の取扱いについて(通知) 【平成19年３月22日鹿教教第648号】

年度末及び年度当初の手当認定事務等について(通知) 【平成19年2月2日鹿教教第549号】

認定事務の手引き 【令和5年3月総務部総務事務センター】

給与関係コード表（職コミ・文書管理掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集･配信システムマニュアル【平成27年3月 企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

支 給 要 件 及 び 扶養手当とは，扶養親族のある職員に対して支給される。支給要件は，次に掲げる者で，

扶養親族の範囲 他に生計の途がないものを主として職員が扶養していることが必要である。

(注１)

この扶養手当の支給対象となる者を「扶養親族」という。

１ 配偶者 (内縁関係を含む。)
(注２)

２ 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子及び孫

３ 満60歳以上の父母及び祖父母

４ 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹

５ 心身に著しい障害がある者 (終身労務に服することができない程度の者に限る。)

【職員給与条例第9条】

ただし，次の者は扶養親族とすることはできない。 【平成4年12月25日訓令9号】

(ｱ) 職員の配偶者，兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事務所その他のこれに相当

する手当の支給の基礎となっている者

(ｲ) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(注３，４)

※ 再任用職員(フルタイム勤務)には，支給されない。
【鹿児島県職員扶養手当支給規則，第３条第３項第１号，第２号】
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項 目 処 理 方 法

※ (注１)

職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には，職員が主たる扶養者である場

合に限り，その者を職員の扶養親族として認定することができる。

なお，夫婦が共同して子を扶養している場合 (夫婦とも県職員の場合を除く）にお

ける子の扶養認定については，届出者たる職員が次の二つの要件を満たすときには，

主たる扶養者として認定することができる。

① 職員の所得が配偶者と同程度以上 (配偶者の所得の９割以上) であること。

② 配偶者が当該扶養認定に係る子について，扶養手当又はこれに相当する手当を受

給していないこと。

この場合，配偶者が子を扶養していないことの証明は，職員の性別に関わりなく

原則として次の資料で行うこととする。

・ 配偶者の所得証明

・ 配偶者が扶養手当又はこれに相当する手当を受給していないことの証明

※ (注２) 扶養親族の範囲 (○は可，×は不可)

ａ 一般関係

○ ○ ○ ○ × × × ×

祖父 祖母 祖父 祖母 義祖父 義祖母 義祖父 義祖母

○ ○ × ×

父 母 義父 義母

× ○ ○ × ×

兄・姉 弟・妹 職 員 配偶者 義兄・姉 義弟・妹

○ ○ ○ × ×

子 子 子 子 子

(法定血族でない場合)

○

孫
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ｂ 養親子関係 (養子縁組をしている場合)

○ ○ ○ ○

養祖父 養祖母 養祖父 養祖母

○ ○ ○ ○

実父 実母 養父 養母

○

配偶者 職 員 × ○

兄・姉 弟・妹

○ ○

子 (養子） 養子

ｃ 義 (継) 父母関係

× ○ ○ ×

義母 父 母 義父

○ ○ (※法定血族でない

弟・妹 職員 弟・妹 義父母の子は×)

※ (注３)

「年額 1,300,000円以上の恒常的な所得」の「年額」とは，必ずしも暦年による年

額をいうのではなく，次の例のとおり将来にわたって１年間という意味である。また

「恒常的な所得」とは，給与所得，事業所得，不動産所得等の継続的に収入のある所

得をいい，退職所得，一時所得等一時的な収入による所得は，これには含まない。

なお，所得の金額の算定は，所得税法上の所得金額の計算に関係なく，扶養親族と

して認定しようとする者の年間における総収入金額による。ただし，事業所得，不動

産所得等で，当該所得を得るために，人件費，修理費，管理費等の経費の支出を要す

るものについては，社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費

の実額を控除した額による。
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〔例〕

５月１日 翌年４月３０日

年額○○○,○○○円

※ (注４)

給与所得等月単位の所得 (通勤手当等各種手当を含む。) がある者については，将

来にわたって恒常的に定まった収入があると見込まれるときは,月単位の所得が130万

円の12分の１以上あるかどうかによる。

支 給 額 年度

平成29年度 平成29年度 平成30年度

扶養親族

配偶者 13,000 10,000 6,500

子 6,500 8,000 10,000

父母等 6,500 6,500 6,500

支給額

(1) 配偶者 6,500円

(2) 子 10,000円

(3) 父母等 6,500円

〇特定期間の子 (16歳の年度初めから22歳の年度末まで) 5,000円加算

〔例〕 ○印の者が扶養親族として認定されている場合

(1) 一般的な例

親 (父) ○ 親 (母) ○

職員 配偶者○

17歳の子○ 13歳の子○

平成31年度の支給額

配偶者 ６，５００円

認定扶養親族（子） １０,０００円×２人＝２０,０００円

認定扶養親族（父母） ６,５００円×２人＝１３,０００円

１７歳の子に対する加算 ５,０００円加算

計 ４４,５００円
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〔例〕

(2) 夫婦共働きの例 (夫婦とも県職員)

夫について子２人，妻について子１人が扶養親族として認定されている場合

(やむを得ぬ家庭の事情で扶養親族を夫と妻に分けている場合)

夫 妻

職 員 職 員

子○ 子○ 子○

(夫の届出) (夫の届出) (妻の届出)

平成31年度の支給額

夫に係る分(１０，０００円＋１０，０００円)＋妻に係る分(６,５００円)

＝２６，５００円

届 出 義 務 １ 新たに職員となった者に扶養親族がある場合，又は職員に次の各号の一に該当する事

実が生じた場合においては，その職員は直ちにその旨を校長に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った場合 (年齢満了の場合を除く)

(3) 扶養親族がある職員が配偶者のない職員となった場合

(前号に該当する場合を除く)

(4) 扶養親族がある職員が配偶者を有するに至った場合

(前(1)に該当する場合を除く) 【職員給与条例第10条】

２ 扶養親族の届出は，次の各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 新たに扶養手当支給を受けようとする場合

扶養親族等届出書 (第１号様式)

(2) すでに扶養手当の支給を受けていた職員に前１の(1)又は(2)に該当する事実が生じ

た場合

扶養親族異動届出書 (第２号様式)

(3) 前１の(3)(4)に該当する事実が生じた場合

配偶者のない職員となったこと又は配偶者を有するに至ったことに関する届出書

(第３号様式)
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認 定 １ 校長は届出を受理したときは速やかに受付印を押し，扶養親族認定受付簿に記載する。

２ 決裁後は決裁年月日，決裁番号，手当の支給開始，若しくは，改定又は廃止の時期を

記載する。

３ 認定は，支給規則第２条各号に規定する届出書の認定欄を用いて行う。

４ 配偶者，子，父母，祖父母以外の者を扶養親族として認定しようとするとき及び，夫

婦が共同で扶養している者を夫婦で分けて認定しようとするときは，あらかじめ，教職

員課長と協議する。

職 権 に よ る 年齢満了による消滅の場合は，任命権者の職権により処理する。

認 定 取 消

支 給 方 法 １ 支給手続

職 員 所 属 長

事実の 電算 事後
→ 扶養届 → 確認 → 認定 → → 支給 →

発 生 報告 確認

(注５)

※ (注５) (規則第９条)

現に扶養手当の支給を受けている職員が扶養手当の支給を受ける要件を備えている

かどうか (扶養親族の年間所得が1,300,000円未満であるかどうかなど)，又扶養手当

の支給額が正しいかどうかを３年に１回 (必要であると認められるときは随時) 確認

すること。

なお，18歳年度末に到達した子，孫及び弟妹については就職等により扶養親族でな

くなる場合があるので，18歳年度末以降の各年度始めには職員に注意を喚起すること。

２ 支給の始期，終期及び支給額の改定

(1) 支給の始期 (条例第10条第２項)

ア 扶養親族のある者が採用された場合又は職員に扶養親族が生じた場合は，採用さ

れた日または扶養親族が生じた日の属する月の翌月 (その日が月の初日であるとき

は，その日の属する月) から支給を開始する。

イ 上記 (ア) の場合で届出がそれぞれの日から20日を経過した後になされたとき

（注６）

は，届出を受理した日の属する月の翌月 (受理した日が月の初日であるときは，そ

（注７）

の日の属する月) から支給を開始する。
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(2) 支給の終期 (条例第10条第２項)

職員が退職，死亡した場合又はすべての扶養親族がその要件を欠いた場合には，そ

の日の属する月 (その日が月の初日であるときは，その日の属する月の前月) まで支

給する。

(3) 支給額の改定 (条例第10条第３項)

扶養親族のある職員に支給額を変更すべき事実が生じた場合は，次のとおり支給額

を改定する。

ア 増額の場合

ａ 届出が事実の生じた日から20日以内になされた場合

その月の翌月 (その日が月の初日であるときは，その日の属する月) から支給

額を改定する。

ｂ 届出が事実の生じた日から20日を経過した後になされた場合

届出を受理した月の翌月 (受理した日が月の初日であるときは，その日の属す

る月) から支給額を改定する。

イ 減額の場合

届出を受理した日に関係なく，事実の生じた月の翌月 (その日が月の初日である

ときは，その日の属する月) から支給額を改定する。

※ (注６)

届出20日の計算はその事実が生じた日の翌日 (その事実が午前０時に生じたときは

その日) から起算する。

20日目が週休日，休日又は年始年末の休暇に当たるときは，その翌日又はその休暇

が終わった日の翌日まで延長される。

※ (注７)

「届出を受理した日」とは，所属長が届出を受け付けた日である。

ただし，職員が遠隔地等にあって，届出書類の送達に日時を要する場合には，職員

が，届出書類を実際に発送した日をもって「届出を受理した日」として取り扱うこ

とができる。
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《金額は平成３１年度》

〔例〕 (1) 要件を具備した日から20日経過後の届出の場合

（配偶者が扶養親族でない場合）

4/25 5/1 5/15 5/20 6/1 10,000円

20日経過後の届出

のため，６月から

の支給とする。

一人目 (20日目) 扶養届

子出生 提出

(20日目が日曜日等の場合)

12/9 12/29 1/1 1/3 1/4 10,000円

20日目が年末年始

の休暇に当たるの

で，１月４日の届

一人目 扶養届 出は20日以内のも

子出生 (20日目) 年末年始 提出 のとされ，したが

の休暇 って，１月からの

支給となる。

(2) 要件を欠いた日から20日経過後の届出の場合

16,500円 減額改定のため7月か

(妻と子１人) 7/1 7/21 7/25 8/1 ら10,000円になる。

したがって6,500円の

返納となる。

妻就職 (20日目) 扶養届

(年額130万円以上) 提出
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異動職員にかか １ 転出の場合は扶養親族等届出書の原簿を転出先の所属長に送付する。

る 事 務 処 理 この場合写しを保管しておく。

２ 転入の場合は県費負担教職員 (教育庁職員を含む) 以外の公務員 (県職員，県内市立

全日制高等学校職員，他の都道府県の県費負担教職員及び国家公務員をいう) から引き

続き採用された職員については，前任命権者の認定台帳の写 (旧所属長において原本の

照合証明を付した者) を添付し，配偶者に係る分については，異動発令年月日現在の職

業に関する申立書を添付させ，収入があると判断される場合は所得額証明書等により確

認のうえ慎重に認定すること。

(昭和57年４月１日付「諸手当の認定申請」に係る職員に対する指導について (通知)

を参照すること)

３ 前記２に該当する職員の「配偶者及び22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある子・孫・弟妹」以外の者に係る認定については，台帳の写 (旧所属長において原

本との照合証明を付したもの) のほか，最新の次の書類を添付させ確認のうえ，慎重に

認定すること。

①所得額証明書

②恩給等の受給の有無に関する証明書等

(ｲ) 恩給，年金 (共済年金，厚生年金，国民年金，その他の年金及び各種の扶助料等

(以下「恩給等」という。) ) を受給している場合は，その証書又は額の改定通知

書等の写 (所属長の原本との照合証明を付すること) 及びそれ以外の恩給等に類す

るものは受給していない旨の申立書 (扶養者及び被扶養者の連名による申立書を学

校長が証明したもの)

(ﾛ) 恩給等を受給していない場合は，扶養者及び被扶養者の連名による申立書（学校

長が証明したもの)

４ 退職者（期限付満了による退職を含む。）が再任用された場合（ただし，退職日の翌

日から再任用日までの期間が10日以内の場合に限る。）で，前回認定時と実情等に変更

がない場合は，新たに認定を行う必要はなく，前回認定時の届出書類をそのまま使用し

て差し支えない。ただし，この場合は，当該職員に前回認定時と認定要件に係る実情等

に変更がないことを記載した申立書（以下「申立書」という。様式は任意。）を提出さ

せるとともに，認定簿等に必要事項を記載すること。（別紙記載例参照）

また，認定簿等については，通常の異動者と同様に，再任用先へ送付すること。

父母の扶養親族 １ 父母を扶養親族として認定する場合，父母の年間所得が限度額以下であっても無条件

認 定 に つ い て に認定されるものではないこと。即ち，限度額以下であっても主として職員の扶養を受

けていない者は，認定の対象にならないのであるから，次の諸点について十分調査する

こと。

(1) 父母の生計状況については，その収入状況からみて，職員に生計の途を仰がねばな

らない程度であるか。
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(2) 父母が現に職員の扶養を受けているか。受けている場合は，主としてその職員の扶

養を受けて生計を維持しているという事実の証明がなされ，認定権者はそれを確認し

なければならない。

この場合，その事実の証明は形式に流れることなく，良心的なものでなければなら

ないこと。

２ 特に別居中の父母の認定については，扶養の事実について確認を厳正にされたい。

(1) 別居中の父母については，前記１による確認が困難な面もあるが，職員にこの旨を

十分周知させ，良心的な申請をするよう指導するとともに極力その事実の確認につと

めること。特に職員に兄弟等があるときは，職員のみが扶養していることは少なく，

一般的に共同して父母を，扶養している場合が多いので，このような場合は，それら

の兄弟等からの送金状況等も徴して，扶養の実態を正確に把握することが必要である。

(2) 別居中の父母のうち，父には所得があって認定できないとして，父と同居している

母を認定している例があるが，これは母を扶養する者は第一順位は当然父であるべき

ことを考慮して処理すること。

やむを得ず母を認定する場合は，父がその所得だけでは扶養できないという証拠が

必要である。

(3) 別居中の父母の生計費として送金等をしている場合も，職員の所得額，家族状況等

からみて，父母を扶養することができる状態かどうか。また，その金額が最近の経済

事情からみて，父母の生計を維持するに足る程度の額であるかどうか等もあわせて検

討すること。

(4) 職員のほかに優先順位の扶養義務者はないかどうか，従来の生計状況等をみて十分

調査すること。

※以下の場合，協議を不要とする。

別居している父母及び祖父母を送金によって扶養している場合で，職員の送金等の額

が当該父母等の総収入額（父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計

の１／３以上のとき （鹿教教第３号 平成23年４月１日）

届 出 に 関 す る ○別表 (扶養親族認定のための添付資料と留意事項)のとおり

証 明 資 料

電 算 報 告 １ 報告書の「扶養手当」の欄を修正するときは，該当の桁だけ修正するのでなく，異動

のない他のすべての桁も従前の数を記入する。

２ 「２人目まで」と「３人目以降」は認定の順番に記入する。

３ 「加算対象となる子」はその数を記入する。
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そ の 他 １ 扶養手当は，給料の支給方法に準じて支給するので，次の項目に該当することになっ

た場合又はこれらの期間の終了により職務に復帰した場合のその月分は，日割計算を行

う。 (条例第２０条，規則第６条)

ア 休 職

イ 停 職

ウ 専従許可

エ 育児休業許可

〔例〕 退職した場合の支給額 ≪金額は平成２９年度≫

(1) 休職中の退職

８０
扶養手当 １８,０００円の職員 (休職給 ) が月の中途で退職した場合

１００

3/1 3/31

休 職 中

△

退職

８０
支給額 １８,０００円× ＝１４,４００円

１００

(2) 復帰後に退職

８０
扶養手当１８,０００円の職員(休職給 )が月の中途で復帰後退職した場合

１００

3/15 3/20 3/31

休 職 中

△ △

復帰 退職

支給額 １６,４３４円

８０ （１４－４）
① 休職期間中 １８,０００円× × ＝６,２６０.８６円

１００ （３１－８）

（１７－４）
② 復 帰 以 後 １８,０００円× ＝１０,１７３.９１円

（３１－８）

６,２６０.８６＋１０,１７３.９１＝１６,４３４.７７→１６,４３４

(注８) 円未満に端数を生じる場合は，合計後の端数を切り捨てる。
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※ 扶養手当支給に係る質疑応答

（問） 職員が子のある女性と婚姻をし, その子を職員の籍に入れることなく職員が扶養している場

合，その子を職員の扶養親族として認定することができるか。

（答） 職員との間に養子縁組をしない限り，扶養親族として認定することはできない。

（問） 家庭裁判所から配偶者の母の扶養義務を負わされ，実際に扶養している場合は，その母を職

員の扶養親族として認定することができるか。

（答） 給与条例上の扶養親族は，血族又は法定血族である者に限られているので，養子縁組をしな

い限り，扶養親族として認定することはできない。

（問） 職員が妻と離婚し，子は妻に引き取られたが，職員はその子のために養育費として毎月３万

円を送金している場合，その子を職員の扶養親族として認定することができるか。

（答） 設問の場合は，子が母（職員の元の妻）のもとに引き取られているので，常識的には母が主

として扶養しているものと推定される。したがって，その子が職員の扶養親族として認定され

るためには，職員が主として扶養していることを確認することが必要であり，単に毎月３万円

の養育費を送金しているという事実のみでは，その子を職員の扶養親族として認定することは

できないものと解する。

（問） 職員の配偶者が，本年３月３１日をもって勤務先を退職し，今後職員の収入のみによって生

計を維持することになった場合，４月１日から扶養親族として認定することができるか。なお，

配偶者の本年１月から３月までの給与所得は１３０万円以上あり，また，これとは別に退職手

当も１３０万円以上ある。

（答） 扶養親族の認定の基準としての所得限度額である１３０万円以上とは，将来にわたって恒常

的に収入のあるものについての規定であり，設問の場合には，たとえ１月から３月までに給与

所得が１３０万円以上あったとしても，退職後将来に向かって所得がないと推定される場合に

おいては，扶養親族認定上影響を与えるものではなく，４月１日から扶養親族として認定する

ことが出来る。また，退職手当のように一時的な収入による所得は，恒常的な所得には含まれ

ないので退職手当によって自活できる場合以外は，扶養親族として認定できる。

なお，「自活できる場合以外」とは，退職手当を資として生ずる所得が扶養親族の認定の基

準としての所得限度額に達しない場合という意味である。したがって，高額の退職手当の支給

を受けた場合であっても，例えば，それによる金利が年額１３０万円以上になる場合等を除き

扶養親族として差し支えない。
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（問） 夫婦ともに県職員の場合であって，妻が育児休業の許可を受けたときは，当該育児休業の期

間中，その妻を職員たる夫の扶養親族として認定することができるか。

（答） 認定の時点において，育児休業の許可を受けた妻たる職員の年間所得（育休許可の日後１年

間）が，育児休業手当金及びあらかじめ定められている当該休業の期間が終了し復帰した後の

給与を含めても扶養親族の認定基準としての所得限度額である年額１３０万円以上に達しない

と見込まれる場合で，かつ，当該期間中主として夫に扶養されると認められる場合には，その

妻を夫の扶養親族として認定して差し支えない。

なお，この取り扱いは，当該妻が他の公務員，民間従業者等である場合にも同様である。

（問） 育児休業の対象となる子の年齢が３才未満に引き上げられたことに伴う育児休業期間中の所

得見込みの算出基準日は，どのようになるのか。

（答）

所得見積額の算出基準日

a 育児休業期間の開始日

b 育児休業手当金の支給終了日（子が１才に達する日）の翌日

c 育児休業の延長の開始日

d 扶養認定に影響を与える事実の発生日

→（所得見込みされていなかった所得の発生）

Ａ 育児休業期間の期間延長がない場合

ア a から向こう１年間の所得見込額が１３０万円未満の場合

a ｂ
↓ ↓

育 児 休 業 期 間

① 育児休業期間中は，扶養親族認定可能。

イ a から向こう１年間の所得見積額が１３０万円以上の場合

a ｂ
↓ ↓

育 児 休 業 期 間

① 子が1歳に達する日までの育児休業期間中は、扶養親族認定できない。

② ①で扶養認定されなかった者については,次に,ｂの地点でｂから向こう1年間の所得見込額で

判断を行う。

１３０万円未満の場合：ｂ以降の育児休業期間中は、扶養親族認定可能。

１３０万円以上の場合：ｂ以降の育児休業期間中は、扶養親族認定できない。
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Ｂ 育児休業期間の延長を行う場合

a ｂ c
↓ ↓ ↓

育 児 休 業 期 間（当 初） 育休（延長）

① 当初の育児休業中については、Ａにより判断する。

② 育児休業期間を延長するものについては,ｃの時点でｃから向こう１年間の所得見込額で判断

を行う。

１３０万円未満の場合：延長された育児休業期間中は,引き続き扶養親族認定可能。（当

初の育児休業期間中に扶養親族である者は届出の必要はない。）

１３０万円以上の場合：延長された育児休業期間中は、扶養親族認定できない。

Ｃ 育児休業期間中に次子の産前産後休暇を取得した場合

a b d a' b'
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

育児休業期間(当初) 産前・産後休暇 (次子) 育児休業期間（次子）

① 当初の育児休業期間中については、Ａにより判断する。

② 次子の産前産後休暇を取得する者については,原則,ｄの時点の月額で判断する。

（→県職員の場合であれば,一般的に月額基準108,333円を下回ることは想定されず,ｄ－a'間

の扶養認定はできない。）

③ 次子の育児休業期間については,Ａにより判断する。（aはa'に,bはb'に読み替える。）

＜注意事項＞

・ 扶養認定に影響を与える事実が発生した場合（育児休業手当金の支給期間が延長された場合を含

む。）は,その時点で向こう1年間所得見込額で判断を行うこと。

・ 育児休業手当金支給終了日の翌日から向こう1年間の所得を見込むときは,その時点で育児休業の

延長に係る請求がされており,当該育児休業延長が承認されることが確定的である場合は,それを見

込んで所得を算定する。

（問） 職員の扶養親族であった実母が老人ホームに入所することとなったが，毎月３万円程度の利

用料が必要であり，職員が当該利用料を負担している場合には，引き続き扶養親族としての認

定をすることができるか。

（答） 職員が老人ホームの利用料を負担していても，母の生計が主として当該施設の負担によって

営まれる場合には，母を引き続き扶養親族として認定することはできない。
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（問） 職員の扶養親族たる配偶者が臨時職員として採用され,月額１０万円程度の収入を得ること

なったが,扶養親族としての所得限度額である１３０万円以上の収入を得ることは直ちに確認

し難い場合,この就職期間中も引き続き扶養親族としてよいか。

(答) 年間所得の合計額が所得限度額である年額１３０万円以上であるかどうかを判断するにあた

っては原則的には年額によることとされているが，例えば，家賃収入がある場合とか，官庁，

会社等に勤務して月々給与を得ているような場合で，相当長期間にわたって毎月定まった収入

がある場合には，その月額をもって認定するほうがより適切であり，実際にも即していると考

えられるので，このような場合には基準年額の１２分の１を乗じた額をもって認定し，恩給，

年金，利子，配当，農業所得等のようにその所得が年１回ないし数回に限られているとか，そ

の時期が特定しがたい所得が予想される場合には年額そのものにより認定することが適切であ

る。したがって，設問の場合，配偶者が季節的雇用と異なり将来に向かって雇用の継続が予測

される限り，毎月の所得が扶養親族の認定の基準としての所得限度額である年額１３０万円の

１２分の１以上であればその就職期間中は扶養親族たる要件を欠くこととなり，その雇用が季

節的雇用のようにあらかじめ限られているもので，その予測される年額が扶養親族の認定の基

準としての所得限度額である年額１３０万円未満であれば，就職期間中も引き続き扶養親族と

して差し支えない。

（問） 次に掲げるものは，「恒常的な所得」の範囲に入るか。

ア 国民年金 エ 障害者年金

イ 厚生年金 オ 農業所得

ウ 遺族年金 カ 雇用保険

（答） これらの所得は，すべて「恒常的な所得」に含まれる。

したがって，これらの所得の合計額が扶養親族の認定の基準としての所得限度額以上となる

場合においては，これらの所得の受給者を扶養親族とすることはできない。
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（問） 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受けている者を扶養親族として認定することができ

るか。

（答） 基本手当額×３０日分が，扶養親族の設定の基準として所得限度額の１２分の１以上である

場合には，その支給を受ける期間中その者を扶養親族とすることはできない。

※ 参考

基本手当の給付対象期間（１年）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

退職 待期の期間 基本手当の給付期間

基本手当

月額決定

区 分 扶養手当を支給できる期間

① 基本手当＜所得限度額 Ａ ～

② 基本手当≧所得限度額 Ａ ～ Ｃ（注９)，Ｄ ～

（注） 基本手当の給付完了後，就職できずに扶養親族としての認定請求を行う場合は，新規の認定

と同様の提出書類が必要である。ただし，前回の認定時に提出された証明書類で足りるものに

ついては，その写しを添付しても差し支えない。

（注９） 待期の期間終了後（７日）すぐ手当を受給する場合

支給日を事実発生日として，認定を取り消す。

待期の期間終了後，給付制限期間（１月～３月）を経て手当を受給する場合

給付の開始日を事実発生日として認定を取り消す。

（問） 扶養親族として認定されている父親に，土地売却による所得（畑９０坪：２８０万円）が生

じたが，扶養親族としての認定に問題はないか。

（答） 土地売却による所得は，退職所得と同様一時的な所得であるので，その所得によって自活で

きる場合以外は扶養親族として認定できる。

なお，土地売却を数回にわたって行った場合でも，考え方は上記と同じである。
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（問） 扶養親族たる配偶者が保険会社の外交員に就職する予定であるが，給料は月額９万５千円そ

の他勤務成績によって募集手当が若干ある見込で，年間就職していれば年額１３０万円を超え

ると思われるような場合，配偶者に対する手当の支給停止の時期はいつになるか。

（答） 扶養親族の認定の基準としての所得限度額の取り扱いについては，原則的には年額によるこ

ととされているが，月収をもって認定するほうがより実態に即していると考えられるような場

合には，月収所得によることとされている。しかしながら，設問の保険会社の外交員のように

月収所得が大きく変動するような場合には，２，３か月の所得の実績により判断するほうがよ

り実態に即していると考えられるので，そのような場合には２，３か月間の平均所得が所得限

度額の１２分の１程度以上に達し，将来とも同程度の所得が予想されるに至ったときをもって

扶養親族としての要件を欠くに至ったものとして取り扱うものとする。

もっとも就職の当初において，その者の年間所得が所得限度額以上になると推定される場合

には，その者は就職の当初から扶養親族としての要件を欠くことになることはいうまでもない。

なお，扶養親族たる要件を欠くものとされても，その後認定当時の事情と著しく異なった事

情が生じた場合には，新しい事情によって再び扶養親族として認定することができる。
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別 表

扶養親族認定のための添付資料と留意事項

※ 次表の証明資料は，それぞれの扶養親族を認定する際，最低限必要な資料であるので，完備されていない

場合は受理できない。

１．新たに扶養親族としての要件を具備するに至った場合

区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

１ 戸籍抄本又は婚姻届受理証明書又は媒酌人の ○現在無職であるかどうか

証明書（結婚年月日明記のこと。） 所得はないか。

２ 所得額証明書及び申立書

婚姻届出を ３ 退職証明（今まで県職員以外であった者で，

そこを退職することにより扶養親族としての要

し た 者 件を具備することになった場合のみ）

配 偶 者

１ 婚姻届をした配偶者について必要な証明資料 上記のほか

（前項１号を除く）

２ 夫婦双方の戸籍抄本 ○婚姻の事実確認ができる

婚姻届出を ３ 媒しゃく人の証明書又は婚姻関係申立書 かどうか。

４ 住民票

し な い 者 ５ 婚姻関係同意書（未成年の場合に限る） ○同居しているか。

（注）１ 添付する証明書は，原則として官公署の発行するものとすること。

２ 身分関係及び所得関係に添付する証明書は，扶養親族に係るものであること。

３ 別居の場合は，特に送金を証する書類を添付すること。

（毎月の銀行振込書・現金書留等の写し，送金を受ける者の申立書等）

４ 届出の時点において，無職の場合は無収入である旨の申立書を，所得がある場合は年間所得が

１３０万円未満であるかどうかを判断できる程度にその実態を記入した申立書及びその旨を具体

的に証する書類を提出すること。

５ 申立書には，扶養するに至った経緯，扶養を必要とする理由，他の扶養義務者との関係（他の

扶養義務者が扶養できない理由），具体的な扶養実態，資産の活用状況等を詳しく記入すること。
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区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

１ 戸籍抄本又は出生届受理証明書 ○共働きの場合

２ １５歳以上の場合は，在学証明又は所得額証 他方に扶養手当又はそれ

明書 に相当する給与を受けて

３ 配偶者が扶養親族として認定されていないと いないか。子供を分割し

きは，配偶者が当該子を扶養していないことの て届出を行った時はその

証明書（扶養手当相当の給与を受給していない 理由を明らかにさせ，や

ことの証明及び配偶者の所得額証明書） むを得ない事情のない場

合は一方にまとめるのが

実 子 望ましい（分割して認め

た場合職員間に公平を欠

く事が生じるので，教職

員課に事前協議する。）

○妻が届出の場合

主たる扶養者はだれか。

社会通念上相当かを勘案

して認定する。（この場

22歳に達す 合夫の勤務先に手当の制

る日以後の 度の有無は考慮せず。）

最初の3月

31日までの １ 実子の場合について必要な証明資料 ○戸籍に縁組の表示がある

間にある子 ２ 住民票 か。

３ 実父母その他の親族が養子の扶養手当を受給 ○現に同居しているか。

養 子 していない旨の証明書 ○実父母に扶養の事実はな

（養父母が ４ 養子が実父母と同居の場合は実父母の所得額 いか（送金の事実，手当

届出る場合) 証明書 受給の有無）

○実父母と同居している場

合，実父母に扶養能力は

ないか。養父母に送金等

扶養の事実が認められる

か。

１ 実子の場合について必要な証明資料 ○実父母がどのように扶養

２ 養親の戸籍謄本 しているか。（送金の事

養 子 ３ 住民票 実，同居の事実）

(実父母が届 ４ 養父母その他の親族が当該実子の扶養手当を ○養父母に扶養能力はない

出る場合) 受給していない旨の証明書 か。縁組の理由は何か。

５ 養父母その他の親族の所得額証明書 ○養父母に手当受給の事実

はないか。
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区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

１ 戸籍謄本（除籍事項の省略したものでないこ ○父母が扶養できない理由

と） があり，職員が扶養する

２ １５歳以上の場合は，在学証明又は所得額証 合理的理由があるかどう

明書 か。

３ 他の扶養義務者が扶養していないことの証明 ○弟妹に職に就けない理由

４ 扶養義務者全員の扶養順位協議決定書（被扶 があるか。

弟 妹 養者ごと） ○他の親族に扶養すべき者

５ 住民票謄本 はいないか。

22歳に達す ６ 申立書（職員及び被扶養者ごと）

る日以後の

最初の3月

31日までの

間にある弟

妹 及 び 孫

１ 戸籍謄本（血族関係を明示し得るもの） ○他の親族に扶養すべき者

２ 15歳以上の場合は在学証明又は所得額証明書 はいないか。

３ 父母が扶養していないことの証明 ○職員が扶養しなければな

孫 ４ 住民票謄本 らない理由が合理的であ

５ 申立書 るか。

○現に同居・送金等充分な

扶養の事実が確認できる

か。
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区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

１ 戸籍謄本（除籍事項の省略したものでないこ ○同居の場合

と） 年齢，所得，体力，資産

２ 所得額証明書及び申立書（被扶養者） 等を勘定して他に生計の

３ 恩給，年金，扶助料等受給有無証明 途を仰がねばならない状

４ 他の扶養義務者が扶養していないことの証明 態であるか。

５ 扶養義務者全員の扶養順位協議決定書（被扶 職員の年齢所得から親を

養者ごと） 扶養できる状況であるか

６ 住民票謄本 （独身等の場合は婚姻後

実 父 母 ７ 申立書（職員及び被扶養者ごと） も扶養できるか否かの確

60歳以上の 認も必要）

父 母 及 び ○別居の場合

祖 父 母 別居しながら具体的にど

のように扶養しているか

送金の事実が定期的にか

つ生計維持に充分である

か。他に同居者はいない

か。

他の親族の送金状況はど

うなっているか。

○扶養について申立書を添

付させる事が望ましい。

養 父 母 実父母の場合に同じ。 実父母の場合に同じ。

１ 戸籍謄本（血族関係を明示し得るもの） ○配偶者の実父母，祖父母

２ 所得額証明書及び申立書（被扶養者） は扶養親族とはなり得な

３ 恩給，年金，扶助料等受給有無証明 い。

祖 父 母 ４ 他の扶養義務者が扶養していないことの証明

５ 扶養義務者全員の扶養順位協議決定書（被扶

養者ごと）

６ 住民票謄本

７ 申立書（職員及び被扶養者ごと）
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区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

１ 戸籍謄本 ○障害の程度が就業できな

２ 所得額証明書及び申立書（被扶養者） い重度のものであるか。

３ 恩給，年金，扶助料等受給有無証明 ○他に扶養すべき親族はい

４ 心身に著しい障害があることについての診断 ないか。

書（症状について具体的かつ詳細に記載すると

ともに，その者が終身労務に服することができ

心身に著しい障害のある者 ないかどうかを明らかにしたもの）

５ 他の扶養義務者が扶養していないことの証明

６ 申立書
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２．扶養親族としての要件を欠くに至った場合

区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

戸籍謄本 ○子は夫婦のどちらが引き

取り扶養していくかの確

認。

○妻が子を引き取り職員た

る夫が養育費を送金して

離 婚 いる場合でも，単に送金

しているという事実のみ

で認定することはできな

い。職員が主として扶養

している事実が認められ

なければならない。

22歳に達する日以後の最初 必要なし 職権で取り消す。

の3月31日を迎えた者

死 亡 戸籍抄本又は死亡診断書
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区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

取消原因によって例えば ○恩給等は毎年改訂がある

ア 恩給受給者が恩給改訂によって取消をする ので限度額に近い者には

場合は，改訂前と改訂後の年額を証する支給 留意

庁の証明書 ○給与所得を得るようにな

イ 事業開始の場合は，開始年月日及び所得額 った時は採用時の辞令，

又は予定額の証明書 雇用契約等で月の収入が

ウ その所得が請負制によって得るものであっ 限度額の１２分の１を超

た場合は，採用時から３月ないし６月の各月 える場合，採用の翌月か

の所得額証明書 ら (月の初日の採用は当

エ 就職による場合は，就職証明（就職年月日 該月から) 但し短期間の

及び収入月額明記のもの）又は所得額証明書 採用で，年間の所得額が

限度額を超過しない事が

所 得 額 の 超 過 明確なら減ずる必要はな

い。

○営業を始めた場合

開業当初，収入予定 (見

込) 額が把握できたとき

は，開業の時点から。

停止収入額のメドが立た

ないときは開業後２～３

月程度の状況により，又

月により収入が不安定の

ときは年間所得が限度額

を超過する事が明らかに

なった時点で停止。

(店舗の規模で収入の推

定可能もあり得る)

扶 養 順 位 の 変 更 要件を欠くに至った理由を具体的に証明するもの その他に含まれる。

（申立書）

そ の 他 要件を欠くに至った理由を具体的に証明するもの
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３．県職員給与条例第１０条第１項第３号又は第４号に該当する事実が生じた場合

区 分 証 明 資 料 留 意 事 項

離婚又は死亡の場合について必要な証明資料 ○支給額の増は，届出のあ

配偶者のない職員となった (前項の証明資料に同じ。) った翌月 (事実発生から

場合 ２０日以内のときは事実

発生の日の翌月) から。

この届出は扶養親族とな

り得ない配偶者の有無に

ついて行う。

戸籍抄本又は婚姻届受理証明書 ○支給額の減は，事実発生

配偶者を有するに至った場 の翌月までさかのぼる。

合 この届出は扶養親族とな

り得ない配偶者の有無に

ついて行う。

◎ 証明書で不充分な場合は本人の申立書等を添付する。
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別 居 扶 養 申 立 書

住 所 鹿児島県甲突市十二町１－２

職 員 と
氏 名 年 齢 職 業 収 入 額 備 考

の 続 柄

老齢年金

別居扶養を必 大久保 良 子 ６７ 実 母 な し

要とする親族 ５０万円

およびその同

居者（同居者

全員）

高齢のため，故郷を離れようとせず，父が死亡してからは，農業と老齢年金で細々と

職 員 の 送 金 生活しており月に３～４万円程度送金しております。

額，扶養状況 又，月に１～２回は母の様子を見に帰省しております。

及び扶養を必

要とする理由

等

上記のとおり申し立てます。

令和 年 月 日

所属名 桜 島 高 等 学 校 職名 教 諭 氏名 大久保 健 二 ,

本人は現在母親と別居中であるが，上記の申し立てのとおり現に母親を扶養している

ことを認めます。

所 属 長 意 見

鹿児島県立桜島高等学校 印

校長 鹿児島 太 郎

（注）今までどのようにして生計をたててきたか，他の兄弟の仕送りの状況はどうか等，詳細に理由

を記述すること。
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受

0.00.00

付

（参考様式）

申 立 書

私の妻（旧姓 ）は，私と婚姻前無職であったことを

申し立てます。

令和 年 月 日

所 属 名

職 氏 名 ,

鹿児島県教育委員会 殿



別記

第１号様式（第２条関係）

殿

令和 ○ 年 ○ 月○○日 （証明書　　４　　通添付）

続柄

妻 3
 30

所属 ㊞

長男 7
 13

所属 ㊞

次男 7
 23

所属 ㊞

1

2

3

決　裁 （伺い）下記のとおり認定してよろしいか 受　付
決裁権者 回　　　議 係

桜島高等学校

2.3.30

受付

扶　養　親　族　等　届　出　書

任命権者 所 属 桜島高等学校 職 員 番 号 1 2 3 4 5 6

　桜島高等学校長
　　　○　○　○　○

職 名 教　　諭 氏 名 山　田　一　郎

※認定

山田　花子 S57.6.23 ○ なし H19.3.17

　　鹿児島県職員の給与に関する条例第１０条第１項の規定により，次のとおり届け出ます。

扶養親族氏名 生年月日 同居 別居
年収額
(職業)

※扶養事実の
生じた日

※扶養事実の
消滅した日

※特定期間 備考

H36.4.1～
H43.31

山田　次郎 H29.7.10 ○ なし H29.7.10
H45.4.1～
H52.3.31

山田　太郎 H20.7.1 ○ なし H20.7.1

人員 金　 額 人員 金　 額 人員 金　 額

配 偶 者 1 10,000 1 6,50010,000

認 定 扶 養 親

　　配偶者　□　有　□　無　　　その事実の生じた年月日　　　平成　　○年　　○月　　○日

※
扶
養
手
当
額
異
動
記
入
欄

扶 養 親 族

平成19年 平成20年 条例改正 平成29年 平成29年 平成３０年

4月1日から 7月1日から 4月1日から 8月1日から ４月１日から

人員 金　 額 人員 金　 額

配偶者以外の認定扶
養 親 族

1 6,500 1

1 13,000 1 13,000 1

8,000 2 16,000 2 20,000

定 期 間 に あ る 子

族 の う ち 特

備考 鹿児島県職員扶養手当支給規則第3条第1項の認定があったときは，認定印を押して扶養手当額異動記入欄に整理し，その後
の異動については，扶養親族異動届出書又は配偶者のない職員となったこと又は配偶者を有するに至ったことに関する届出
書により，この届出書を整理するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式：職コミ-ライブラリ-総務部-人事課-給与関係-扶養手当関係，協会HP

18,000 3 26,000 3 26,500

(注) 　この届出書は，※欄を除く各欄について記載し，所属長に提出すること。

　続柄欄には，職員との続柄を（心身に著しい障害がある者として届け出る場合は、その旨を併せて）記入する。

年収額欄には，給与所得，事業所得，不動産所得等恒常的な所得があればこれらの種類ごとにその金額を記入するこ
と。

計 1 13,000 2 19,500 2

-28-
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決 裁 （伺 い）下 記 の と お り 認 定 し て よ ろ し い か 受 付

決裁権者 回 議 係

桜島高等学校

2. 7.23

受 付

第２号様式（第２条関係）

扶 養 親 族 異 動 届 出 書

任命権者 所 属 桜島高等学校 職員番号 １ ２ ３ ４ ５ ６
桜島高等学校長

○ ○ ○ ○ 殿 職 名 教 諭 氏 名 山 田 一 郎

扶養親族に異動があったので，鹿児島県職員の給与に関する条例第１０条第１項の規定により,

次のとおり届け出ます。

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 （証明書 １ 通添付）

※ ※
年収額

扶養親族氏名 続柄 生年月日 同居 別居 異動年月日 異動の理由 特定期間 認定
(職業)

R18.4.1

山田 次郎 次男 H31.7.10 ○ なし R２.7.10 出 生 ～ 7/23 所属 ○印

R25.3.31

配偶者以外の 認定扶養親族の
※ 配 偶 者 うち特定期間に 計

認定扶養親族 ある子
扶
養 令和２年 人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額
手
当
額 ８月 １日
異
動 1 6,500 2 20,000 3 26,500
記 から
入
欄

注 １ この届出書は，※欄を除く各欄について記載し，所属長に提出すること。

２ 年収額欄には，給与所得，事業所得，不動産所得等恒常的な所得があればこれらの種類

ごとにその金額を記入すること。

３ 異動年月日欄には，扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合又は扶養親族た

る要件を欠くに至った者がある場合にそれぞれその事実の生じた日を記入すること。

４ 異動の理由欄には，扶養手当の支給を受ける事実の生じた理由又は扶養手当の支給を受

ける事実のなくなった理由（例えば，婚姻，離婚，出生，死亡，６０歳以上等）をそれぞ

れ記入すること。

備考 この届出書は，認定後は扶養親族等届出書に添付して保存すること。

様式：職コミ-ライブラリ-総務部-人事課-給与関係-扶養手当関係,協会HP
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決 裁 （伺 い）下 記 の と お り 認 定 し て よ ろ し い か 受 付

決裁権者 回 議 係

桜島高等学校

2.8.16

受 付

第３号様式（第２条関係）

配偶者のない職員となったこと又は配偶

者を有するに至ったことに関する届出書

任命権者 所 属 桜島高等学校 職員番号 ２ ３ ４ ５ ６ ７
桜島高等学校長

○ ○ ○ ○ 殿 職 名 教 諭 氏 名 鹿児島 利通

鹿児島県職員の給与に関する条例第１０条第１項の規定により, 次のとおり届け出ます。

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 （証明書 １ 通添付）

配偶者を欠くに 配偶者を有する
配偶者氏名 備 考 ※ 認 定

至 っ た 年 月 日 に至った年月日

鹿児島 道子 R2.8.10 R2.8.10 死亡 8 20 所属 ○印

配偶者以外の 認定扶養親族の
※ 配 偶 者 うち特定期間に 計

認定扶養親族 ある子
扶
養 令和２年 人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額
手
当
額 9月 1日
異 1 6,500 1 6,500
動
記 から
入
欄

注 １ この届出書は，※欄を除く各欄について記載し，所属長に提出すること。

２ この届出書には，戸籍謄本（配偶者を欠くに至った年月日又は配偶者を有するに至った

年月日を明らかにしたもの）を添付すること。

備考 この届出書は，認定後は扶養親族等届出書に添付して保存すること。

様式：職コミ-ライブラリ-総務部-人事課-給与関係-扶養手当関係，協会HP
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様式給第12号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ

№

記 入 者

１ ２ 給 与 手 当 報 告 書 １ 給与支払管理者

１ ２

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

支給開始年月日 扶 養 手 当

修 整
作 成 所 属 名 配 偶 者 有 配偶者無 加

氏 名 年
ページ 1人目 2人目 3人目 2人目 3人目 算

正 理 配
号 以 降 まで 以 降 対

№ 年 月 そ そ そ そ そ 象
区 番 コ

偶 と
作 成 所 属 ー

子 の 子 の 子 の 子 の 子 の な
分 号 職 員 番 号

コ ー ド る
ド 者

他 他 他 他 他 子

3 9 10 13 15 21 22 24 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 配偶者及び第１子の手当を支給する場合

例１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ２ ５ ０ ９ １ １

○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 配偶者，第１子，父の手当を支給する場合

例２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ２ ５ ０ ９ １ １ １

○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 配偶者が無く，第１子，第２子及び第３子の手当を支給する場合

例３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ２ ５ ０ ９ ２ １

○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 配偶者と第１子，第２子及び第３子の手当を支給する場合

例４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ２ ５ ０ ９ １ １ １ １

○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 手当が支給されなくなる場合

例５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ２ ５ ０ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ （例２）に第２子の手当を支給する場合

例６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ２ ５ ０ ９ １ １ １ １

（注）１ 扶養手当の項目（46～57）の修正は，該当する桁の数だけを記入するのではなく，異動のない他の桁もすべて従前の数字を記入する。

２ 扶養親族等届出書類等にもとづき，認定順に記入する。

出 力 時 間 / / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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（別 紙）

退職者（期限付満了による退職を含む。）が期限付職員として再任用された場合（ただし，退職日の翌日

から再任用日までの期間が１０日以内の場合に限る。）で，前回認定時と状況が変わらない場合の認定簿

等の記入例（ の部分のみ記入する。）

記載例 扶養親族等届出書

条例改正 条例改正

扶 養 親 族
平成27年 4月 平成28年 4月 平成29年 4月 平成30年4 月 年 月

1日から 1日から 1日から 1日から 日から

※ 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額

扶 配 偶 者 1 13,000 1 13,000 1 10,000 1 6,500

養

手 配 偶 者 以 外 の

当 認 定 扶 養 親 族

額

異 認定扶養親族の

動 うち特定期間に

記 あ る 子

入

欄 計 1 13,000 1 13,000 1 10,000 1 6,500

28.3.29 28.4.1期付再任用 29.4.1期付再任用

期限付満了により退職 (前回認定時と実情同じ) (前回認定時と実情同じ)

29.3.29

期限付満了により退職
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単 位 事 務 名

通 勤 手 当
＜コード＞課税０３０５ 非課税０３８０

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例11条】

参 考 法 令 給与条例の運用方針について（通知） 【昭和58年11月21日人第280号】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員の通勤手当支給規則 【昭和33年10月10日規則第93号】

通勤手当支給規則の取扱について（通知） 【昭和33年10月16日人398号】

通勤手当の取り扱いについて（通知） 【昭和39年12月24日人650号】

通勤手当の取り扱いについて（通知） 【昭和46年２月１日人295号】

平日利用限定定期券発行の交通機関の区間に係る通勤手当の認定について（通知）

【平成14年３月27日鹿教教第870号】

手当認定に係る協議事項の一部廃止について（通知） 【平成23年4月1日鹿教教第3号】

庶務事務集中化に伴う通知の改正について（通知） 【平成23年4月1日鹿教総第287号】

高速自動車国道等利用者の通勤手当に係る特別料金の算定について（通知）

【平成23年9月13日鹿教教第245号】

年度末及び年度当初の手当認定事務等について(通知) 【平成19年2月2日鹿教教第549号】

県立学校における給与事務の取扱いについて(通知) 【平成19年3月22日鹿教教第648号】

認定事務の手引き 【平成27年3月総務部人事課】

給与関係コード表（職コミ・文書管理掲載） 【県発行】

鹿児島県給与データ収集・配信システムマニュアル 【企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

通勤手当支給規則取扱通知等の改正について（通知） 【平成27年年3月31日人155号】

「平日利用限定定期券発行の交通機関の区間に係る通勤手当の認定について」の改正に

ついて（通知） 【平成27年9月18日鹿教教第253号】

土曜授業に伴う平日利用限定定期券発行の交通機関の区間に係る通勤手当の認定手続き

等について（通知） 【平成27年9月18日鹿教教第254号】

県立学校に勤務する非常勤職員に対する通勤手当相当額の支給手続きについて(通知)

【平成２７年４月１日鹿教教第１０号】

非常勤職員の通勤費用相当額質疑応答集について(通知)

【平成２７年８月３１日教職員 課長通知】

項 目 処 理 方 法

通 勤 手 当 と は １ 通勤手当とは（条例第11条）

通勤のため常例として，

(注１)

(1) 交通機関等を利用してその運賃等を支払っている職員

又は，

(2) 自動車等を使用している職員
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項 目 処 理 方 法

に支給する手当である。

※ (注１)

（鹿児島県職員の通勤手当支給規則（以下通勤手当に係る部分において「規則」

という。）第２条第１項）

通勤とは，勤務のため住居と勤務公署との間を往復することをいう。

※ 再任用職員（フルタイム勤務）にも支給される。

支 給 要 件 と ２ 支給要件と支給額

支 給 額 (1) 交通機関等(電車，バス，汽車など)の利用者の場合

ア 支給要件（条例第11条第１項第１号）

次の三つの要件を備えていることが必要である。

(ｱ) 通勤のために交通機関等の利用を常例とすること。

(ｲ) 運賃等の負担を常例とすること。

(ｳ) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル以上で

あること。
（注２） （注３）

※ (注２)（規則第２条第２項）

通勤距離は，住居から勤務公署までの経路のうち，一般に利用しうる最短の経路

の長さをいい，できる限り直線的に国土地理院発行の地形図（縮尺５万分の１以上

のものに限る。）を利用して測定するものとする。ただし，この測定は，実測 に優

先するものではない。

※ (注３)（条例第11条第１項各号，規則第５条第２号）

歩行困難な身体障害者（労働基準法施行規則別表第２に掲げる身体障害に属する

程度の身体障害）で交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である

職員は，片道２キロメートル以上であることを要しない。

(後記(2)・(3)の場合も同じ)

〔例〕 バス １.７㎞

(通勤届) 総通勤距離 ２.４㎞

徒歩 徒歩

０.５㎞ ０.２㎞

１.８㎞ 公 署

住 宅

(実態確認) 徒歩による場合の経路

前記（注３）に該当する場合を除き，支給対象とならない。
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項 目 処 理 方 法

イ 支給額（条例第11条第２項第１号，規則第８条）

各普通交通機関ごとに規則で定められた支給単位期間の通勤に要する運賃等の額

に相当する額 (以下「運賃等相当額」という。) になる。

なお，支給単位期間は，通勤手当の支給の単位となる期間として６箇月を超えな

い範囲内で規則で１箇月を単位として定める期間で，通常は発行されている定期券

の最も長い通用期間に応じ６箇月，３箇月，１箇月となる。

(注４)

ただし，１箇月当たりの運賃等相当額（支給単位期間の運賃等相当額を支給単位

期間の月数で除した額 (２以上の交通機関等を利用する場合は，それぞれの運賃等

相当額をそれぞれの支給単位期間の月数で除した額の合計額）が55,000円を超える

ときは，55,000円が限度額とされ，55,000円に支給単位期間 (２以上の交通機関等

の場合は，最も長い支給単位期間) の月数を乗じて得た額となる。

(2) 自動車等（自動車，単車，自転車など）の使用者の場合

ア 支給要件 （条例第11条第１項第２号）

次の二つの要件を備えることが必要である。

(ｱ) 通勤のために自動車等の使用を常例としていること。

（注５）

(ｲ) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル以上であ

ること。

イ 支給額 （条例第11条第２項第２号，規則第８条の２）

（注６)(注７）

自動車等の使用距離(片道) 支 給 額 課税額 非課税額

５㎞未満 ２,３００円 0 円 2,300 円

５㎞以上 １０㎞未満 ６,７００円 2,600 円 4,200 円

１０ 〃 １５ 〃 １０,２００円 3,700 円 7,100 円

１５ 〃 ２０ 〃 １３,７００円 2,400 円 12,900 円

２０ 〃 ２５ 〃 １６,９００円 5,600 円 12,900 円

２５ 〃 ３０ 〃 ２０,１００円 4,000 円 18,700 円

３０ 〃 ３５ 〃 ２３,１００円 7,000 円 18,700 円

３５ 〃 ４０ 〃 ２６,１００円 5,200 円 24,400 円

４０ 〃 ４５ 〃 ２８,８００円 7,900 円 24,400 円

４５ 〃 ５０ 〃 ３１,５００円 7,000 円 28,000 円

５０ 〃 ５５ 〃 ３４,０００円 9,500 円 28,000 円

５５ 〃 ６０ 〃 ３６,５００円 12,000 円 31,600 円

６０ 〃 ６５ 〃 ３９,０００円 14,500 円 31,600 円

６５ 〃 ７０ 〃 ４１,５００円 17,000 円 31,600 円

７０ 〃 ７５ 〃 ４４,０００円 19,500 円 31,600 円

７５ 〃 ８０ 〃 ４６,５００円 22,000 円 31,600 円

８０ 〃 ８５ 〃 ４９,０００円 24,500 円 31,600 円

８５ 〃 ９０ 〃 ５１,５００円 27,000 円 31,600 円

９０ 〃 ９５ 〃 ５４,０００円 29,500 円 31,600 円

９５㎞以上 ５５,０００円 30,500 円 31,600 円
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項 目 処 理 方 法

※ (注４)

桜島フェリーの支給単位期間は，１箇月とする。

（昭和33年10月16日付け人第398号 「通勤手当支給規則の取扱いについて」（以

下通勤手当に係る部分について「通知」という。第16条の３関係）

※ (注５)

自動車等は，職員が所有しているもの又は正当な使用権を有するものであること。

※ (注６)

自動車等に係る支給単位期間は，１箇月とする。

※（注７）

再任用短時間勤務職員（交通用具利用の場合）の場合は，平均１箇月の通勤所要

回数（年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数）が10回に満

たない。

(2)イ支給額に定める額に100分の50を乗して得た額となります。

(3) 交通機関等と自動車等との併用者の場合

ア 支給要件（条例第11条第１項第３号）

次の三つの要件を備えていることが必要である。

(ｱ) 通勤のために交通機関等と自動車等を併用していること。

(ｲ) 運賃等を支払っていること。

(ｳ) 徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル以上

であること。

イ 支給額（条例第11条第２項第３号，規則第８条の３）

(ｱ) 自動車等を使用する距離が片道２キロメートル以上である場合

２㎞以上

△ □□□□□□□□□ ■■■■■■■■■ ▲

住居 自動車等２㎞以上 交通機関等 公署

普通交通機関等に係る額と自動車等の利用に係る額の合計額。ただし，普通

交通機関に係る１箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の合計額が55,000

円を超えるときは，その者の支給単位期間のうち最も長い期間につき，55,000

円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。

(ｲ) 自動車等を使用する距離が片道２キロメートル未満である場合

△ ２㎞以上

□□□□□□□□□ ■■■■■■■■■ ▲

住居 自動車等２㎞未満 交通機関等 公署

ａ 交通機関等の運賃等相当額が ２,３００円以上の場合

運賃等相当額 (前記，(1) の支給額の算定に準ずる。)

ｂ 交通機関等の運賃等相当額が ２,３００円未満の場合

２,３００円
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項 目 処 理 方 法

運 賃 等 相 当 額 ３ 運賃等相当額の算出

の 算 出 (1) 算出の基準（規則第６条，規則第７条）

ア 運賃等相当額の算出は，運賃，時間，距離などから最も経済的かつ合理的と認め

られる通常の通勤経路及び方法によること。 (したがって，職員が届出をした通勤

経路・方法と必ずしも一致しない場合もある。)

イ 原則として，往路と帰路は，同一の通勤経路及び方法によるものでなければなら

ない。

ただし，利用できるいずれの交通機関においても，勤務開始前１時間内に勤務公

署に到着することができない場合，又は勤務終了後１時間内に帰途につくことがで

きない場合等は，往路と帰路を異にすることができる。

ウ ２以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤している場合，通常徒歩に

よることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は，原則として算出基

礎とすることはできない。

〔例〕 バス １.２㎞

（通勤届） 駅

徒歩 汽車 ４.０㎞

０.２㎞

住居

(実態確認) 徒歩によるとすれば ０.８㎞

※前記(注3)に該当する場合を除き，住居から駅までの区間は支給対象とならない

(2) 算出方法（規則第８条第１項第１号～第３号 通知第８条関係）

ア 定期券を使用することが最も経済的，合理的と認められる普通交通機関等，特別

急行列車等の場合

発行されている定期券の通用期間のうち，それぞれ６箇月を超えない範囲内で最

も長いものに相当する期間 (ただし，普通交通機関等と特別急行列車等に係る定期

券が一体となって発行されているときは，当該特別急行列車等に係る支給単位期間

に相当する期間) の定期券の価額 (価額が異なる定期券があるときは最も低廉とな

る定期券の価額)
(注８)

イ 回数乗車券等(ICカードを含む）を利用することが最も経済的，合理的と認められ

(注９）
る普通交通機関等，特別急行列車等の場合

当該回数乗車券等の通勤21回分（交替制勤務に従事する職員等にあっては，平均

１箇月当たりの通勤所要回数分）の運賃等の額
（注10）

ウ 通勤に利用し得る交通機関等がタクシー又はハイヤー以外にない区間において，

これらを利用して通勤する場合

２(２)イの自動車等の使用者の額
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項 目 処 理 方 法

※ (注８)

完全週休２日制の通常勤務職員の場合，価格の異なる定期券には，月曜日から金

曜日までの間に限り利用できる１か月定期券（いわゆる平日利用限定定期券）も含

まれる。

土曜授業の実施に伴い，土曜日に月１回以上通勤を要する職員の認定については，

通常の定期券と回数乗車券等の運賃等相当額を比較し，最も経済的かつ合理的であ

ると認められる方法で認定を行うこと。

※ (注９)

通勤１回分の運賃等の額の算出は，１月当たりの通勤回数を超えない範囲の回数

券のうち，一番割引率の高いもので算出する。

※（注10）

交代制勤務職員のほか，再任用短時間勤務職員についても，平均１箇月の通勤所

特 別 急 行 列 車 要回数（年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数）分の所要

等 に 係 る 特 例 額となります。

４ 特別急行列車等に係る特例（条例第11条第３項，第４項）

特別急行列車等を利用して通勤する職員（再任用としての採用は該当）については，次

のとおり特例の手当額を支給する。
(注11)

(1) 支給要件（条例第11条第３項）

次の三つの要件を備えていることが必要である。
ア 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転 (以下「異動・移転」という｡)に伴

い，所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより，当該異動・

（注12）

移転の直前の住居（異動・移転の後に転居した場合には，特別急行列車等の利用経

路に変更が生じない住居を含む。）から通勤することとなった職員

(注13）

イ 特別急行列車等を利用しなければ通勤が困難 (特別急行列車等を利用しない場合

の通勤距離が60㎞以上又は通勤時間が90分以上) となった職員

(注14）

ウ 特別急行列車等の交通機関等で，その利用により通勤時間が３０分以上短縮され

〔例〕 異 動

Ａ公署 Ｂ公署

６０キロ以上

職員の住居 特別急行列車を利用して通勤

(注15)

る等の通勤事情の改善に相当程度資するものを利用し，その利用に係る特別料金等

を負担する職員
(注16)
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※ (注11)

特別急行列車等とは，特別急行列車(新幹線を含む。)，高速艇，高速自動車国道

等の有料の道路をいう。

※ (注12)

所在する地域を異にする公署とは，当該公署間を移動するとした場合，鉄道なら

最寄り駅を異にするとか，徒歩によらず自動車等を利用しなければ移動困難な公署

をいう。

※ (注13)（規則第10条）

利用経路に変更が生じない住居とは，利用する駅，ＩＣに変更が生じない程度の

転居後の住居をいう。

※ (注14)（規則第９条，通知第９条関係）

特別急行列車等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間が90分以

上である職員は，次に掲げる職員とする。

(ｱ) 特別急行列車等 (高速自動車国道等の有料の道路を除く。) を利用する場合

特別急行列車等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおお

むね90分以上である職員

(ｲ) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合

その有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交

通事情等に照らして(ア)に相当する程度に通勤が困難であると知事が認める職員

※ 具体的取扱いとして，一般道を利用する場合の通勤距離が40㎞以上かつ通勤時間

が90分以上であることを基準に判断する。

※ (注15)（規則第11条）

次に掲げる基準に該当するものとする。

(ｱ) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合

ａ その利用により通勤時間が３０分以上短縮されること。

ｂ その利用により得られる通勤事情の改善がａに相当するものと知事が人事

委員会と協議して認めるものであること。（教職員課合議）

(ｲ) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合

その利用により30分以上短縮されること。

※ (注16)

利用及びその利用にかかる特別料金等の負担は，常例としていなければならない。

利用を常例としているとは，常識的に考えられる理由により特別急行列車等を利

用できない場合のほかは，常に利用されている状況をいう。なお，費用軽減のため

利用しないことは理由にはならない。

(2) 支給額（条例第11条第３項第１項～第２項）

支給単位期間の通勤に要する特別料金等の２分の１相当額 (１箇月当たりの特別料

(注17)

金等の２分の１相当額が20,000円を超えるときは，20,000円に支給単位期間の月数

を乗じて得た額が限度) と特別料金等を負担しないものとした場合の通勤手当額の合

計額
（注18）
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※ (注17)（規則第12条）

算出に当たっては，次の方法等により行うこと。

(ｱ) 特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法は，運賃等，時

間，距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる。

(ｲ) 規則第７条，規則第８条 (３運賃等相当額の算出) の規定は，当該算出につ

いて準用する。

(ｳ) 特急用定期券で特急料金と旅客運賃が明確に分けられていない場合，特急用

定期券の価額から在来線の定期券の価額を差し引いて算出する。

(ｴ) 有料道路で回数券を使用する場合，通勤回数21回分の所要額に，当該所要額

を超えない範囲で一番割引率の高い回数券の割引率を乗じて算出する。 (交替

制勤務等のため平均１か月当たりの通勤回数が21回より少ない場合は，その平

均通勤回数分の所要額に，当該所要額を超えない範囲の価格の回数券のうち一

番割引率の高い回数券の割引率を乗じて算出する。)

(ｵ) 高速自動車国道等の有料道路でＥＴＣ (有料道路自動料金収受システム) を

使用する場合の特別料金は，ＥＴＣマイレージサービスの利用によって付与さ

れるポイントを一定の交換単位で無料通行分に還元したものとして計算した向

こう12箇月の各月の特別料金の合計額を12で除して算出する。 (交替制勤務等

のため平均１か月当たりの通勤回数が21回より少ない場合は，その平均通勤回

数で算出する。)

※ (注18)

自動車等の使用距離が支給額の基礎となる場合は，高速自動車国道等の有料の道

路を利用する場合の使用距離による。

計 算 例 （４月１日から利用したものとして計算）

例：鹿児島ＩＣ～横川ＩＣを利用する場合

・ 通勤割引後の利用料金(正規料金) ７００円（１，４００円

・ １回の通行に係るポイント数 １４ポイント

(1) 特別料金額の算定方法

加算ﾎﾟｲﾝﾄ 累計ﾎﾟｲﾝﾄ 使用ﾎﾟｲﾝﾄ ﾎﾟｲﾝﾄ残
区 分 利用料金 支払額

① ②+④＝① ③ ④＝②-③
１箇月目 注129,400 29,400 注2 0 0 0 0
２箇月目 28,400 29,400 注3 588 588 0 588
３箇月目 29,400 注421,400 588 1,176 注5 1,000 176
４箇月目 29,400 29,400 注6 428 604 0 604
５箇月目 29,400 21,400 588 1,192 1,000 192
６箇月目 29,400 29,400 428 620 0 620
７箇月目 29,400 21,400 588 1,208 1,000 208
８箇月目 29,400 29,400 428 636 0 636
９箇月目 29,400 21,400 588 1,224 1,000 224
10箇月目 29,400 21,400 428 652 0 652
11箇月目 29,400 21,400 588 1,240 1,000 240
12箇月目 29,400 21,400 428 668 0 668

計 312,800
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注１）700円×２回（往復）×21回（月平均通勤回数）＝29,400円

注２）利用料金にかかるポイントは，利用のあった月の翌月から付与

注３）14ポイント×２回×21回＝588ポイント

注４）ポイントが1,000ポイントに達した場合に無料通行分に還元する

注５）1,000ポイント＝8,000円還元により（11回分と300円分が無料）

注６）8,000円分還元により，残り30回と400円分のポイントが加算の対象となる

428ポイント＝420ポイント(30回×14ポイント)＋8ポイント(400円÷50円(１ポイ

ント付与)

(2) 特別料金額の２分の１相当額（1箇月あたり）

(312,800÷12)×１/２≒13,033円（円未満切り捨て)

けんこうしょくいん

(3) 権衡職員等（条例第11条第４項）

次に掲げる職員についても，上記(１)の要件を満たす職員との権衡上この特例が適

用される。

ア 国や他の地方公共団体からの人事交流等により給料表の適用を受ける職員となっ

たことに伴い，適用の直前の勤務地と地域を異にする公署に在勤することとなった

ことにより，当該適用の直前の住居（適用の後に転居した場合には，特別急行列車

等の利用経路に変更が生じない住居等を含む。）から通勤することとなった職員で，

(１)のイ及びウに該当する職員 （規則第14条）

イ 配偶者 (配偶者のない職員にあっては，満18歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある子) の住居に転居したことにより単身赴任手当を支給されないこと

となった職員で，当該住居から通勤し，(１)のイ及びウに該当する職員

（規則第15条第１号）(教職員課合議）

ウ その他上記(１)によって支給される職員との権衡上必要があると認められるもの

として知事が人事委員会と協議して定める職員

（規則第15条第３号，通知第15条関係）(教職員課合議）

(ア） 新たに採用された職員（この条の第１号アに規定する職員を除く。）で，採

用決定日現在の住居（採用の日以後の転居する場合において，特別急行列車等

を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含

む。）からの通勤のため，規則第９条及び第１１条の要件に該当する通勤を行

う職員（通知第１５条関係第1号）

（イ） 新たに採用された職員で，次に掲げる事情により，当該採用の直後に在勤す

る公署への勤務を開始すべきこととされる日の住居から規則第９条及び１１条

の要件に該当する通勤を行う職員とする。（通知第１５条関係第２号）

a 疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の同居の親族を介

護すること。 (職員又は配偶者の父母の場合にあっては，同居・別居は問わ

ない)（通知第15条 関係第２号ア）
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ｂ 同居の子(満３歳以上の子に限る。以下同じ。）が学校教育法第１条に規定

する学校その他の教育施設（児童福祉法第３９条第1項に規定する保育所，同

目的とするもの又は就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第7条第1項に規定する認定こども園を含む。以下「学校等」と

いう）に就学があること。（通知第15条関係第２号ウ）

ｃ 同居の配偶者が引き続き就業すること（通知第15条関係第２号エ）

ｄ 本県の地理的な特殊事情により高速道路等の利用がやむを得ないと認めら

れる前記aからcに類する事情があること。(通知第15条 関係第２号ア)

「前記aからcに類する事情」がある職員とは，次に掲げる場合に該当する職

員とする。

(a) 職員又は配偶者の持ち家を管理するために，引き続き当該住宅に居住

する場合

(b) （a)に定める場合のほか，教職員課長が「前記aからcに類する事情」

があると認める場合

（ウ） 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居した職員で，次

に掲げる事情により，規則第9条及び第11条の要件に該当する通勤を行う職員

a 疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の同居の親族

を介護するために，当該親族とともに転居し同居すること（職員又は配偶

者の父母の場合にあたっては，同居・別居は問わない）（通知第15条 関係

第３号ア）

ｂ 同居の子が学校等に就学するために，当該子とともに転居し，同居するこ

と（通知第15条 関係第３号イ）

ｃ 同居の配偶者が引き続き就業するために，配偶者とともに転居し同居する

こと（通知第15条 関係第３号ウ）

ｄ 本県の地理的な特殊事情により高速道路等の利用がやむを得ないと認めら

れる前記aからcに類する事情があること。(通知第15条 関係第３号エ)「前

記aからcに類する事情」がある職員とは，次に掲げる場合に該当する職員と

する

(a) 移動等の日以後，新築・購入した持ち家へ転居した場合

(b) 離島等へ家族とともに赴任した職員が本土等へ異動時に持ち家に転居

した場合

(c) （a）から (b)に定める場合のほか，教職員課長が「前記aからcに類

する事情」があると認める場合
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支 給 方 法 ５ 支給方法

(1) 支給手続

職 員 所属長

事実の 電算 事後
→ 通勤届 → 確認 → 認定 → → 支給 →

発 生 報告 確認

(注19) (注20) (注21) (注22)

※ (注19)（規則第４条）

所属長は，職員から届出があったときは，通勤の実態について定期券等の提示を

求めるなどの方法により確認すること。

※ (注20)

主管課長への協議事項 (当分の間，教職員課合議を要する。)

(ｱ) 特別急行列車等利用者 (高速自動車国道等の有料の道路の利用者を除く｡)の

うち，その利用により通勤時間が30分以上短縮されない者で，その他通勤事情

の改善があると認められるもの〈(注13)の(ア)のｂ〉（規則第11条第１号）

(ｲ) 権衡職員〈４の(３)のウ〉（規則第15条第３号）

権衡職員の協議に当たっては，次の表の区分により定める証明書類を添付す

るものとする。

※ 協議に当たっては，別記様式により行うものとする。

第15条関係 証 明 書 類

第１号該当 ・採用決定日時点の住所の住所を証する住民票
(新規採用職員) ・住民票と採用決定日時点の住居の所在地が異なる場合にあっ

ては申立書

第２号ア該当 ・介護を必要とする親族の診断書
第３号ア該当 ・同居を要する親族の場合にあっては，職員との同居を証する
(親族の介護) 住民票

・介護の状況を証する職員の申立書

第２号イ該当 ・子が義務教育以外の教育施設に就学する場合にあっては，子
第３号イ該当 の在学証明書
(子の就学) ・子との同居を証する住民票

第２号ウ該当 ・配偶者の就業証明書
第３号ウ該当 ・配偶者との同居を証する住民票

(配偶者の就業)
・新たに採用された職員が持ち家に居住する場合，又は持ち家

第２号エ該当 への転居の場合にあっては，持ち家であることを証する登記

第３号エ該当 簿謄本

(持ち家へ転居等) ・その他の場合にあっては，類する事情を証する申立書等必要

な書類
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令和 年 月 日

○ ○ 課 長 殿

○○学校長

通勤手当の認定について（協議）

このことについて，下記の職員から別紙写しのとおり通勤届の提出がありました

ので，協議します。

記

１ 届出職員

(職名)

(氏名)

２ 協議を要する事由

□ 規則第１１条第１号該当

□ 規則第１５条第３号該当

□ 通知第１５条関係第１号該当

□ 通知第１５条関係第２号ア該当

□ 通知第１５条関係第３号ア該当

□ 通知第１５条関係第２号イ該当

□ 通知第１５条関係第３号イ該当

□ 通知第１５条関係第２号ウ該当

□ 通知第１５条関係第３号ウ該当

□ 通知第１５条関係第２号エ該当

□ 通知第１５条関係第３号エ該当
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※ (注21)

実際に認定がなされてから電算報告を行うこと。

※ (注22)（規則第18条）

現に通勤手当の支給を受けている職員が，通勤手当の支給を受ける要件を備えて

いるかどうか，また，通勤手当の支給額が正しいかどうかを随時確認すること。特

別料金等の２分の１相当額の支給を受けている場合は，月に１度，定期券，回数券，

領収書，利用明細書等により利用状況を確認すること。

(2) 届出が必要な場合（規則第３条第１項～第３項）

ア 新たに通勤手当の支給を受ける要件を備えた場合

イ 住居，通勤経路又は通勤方法を変更した場合

ウ 負担する運賃等の額に変更があった場合

(注23)

エ 通勤手当の支給を受ける要件を欠いた場合

※ (注23)

交通機関が一律に運賃等の値上げを行った場合は，職員に新たに届出をさせるこ

となく，所属長において通勤届及び通勤手当認定簿の改定手続をとって差し支えな

い。
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(3) 支給の始期，終期及び支給額の改定等

ア 支給の始期（規則第16条第１項）

(ｱ) 新たに通勤手当の支給を受ける要件を備えた場合は，届出が事実の生じた日か

ら20日以内に出されたときは，事実の生じた月の翌月 (その日が月の初日である

ときは，その日の属する月) から支給を開始する。

(ｲ) 届出が事実の生じた日から20日を経過した後になされたときは，届出を受理し

(注24) (注25)

た日の属する月の翌月 (受理した日が月の初日であるときはその日の属する月)

から支給を開始する。

イ 支給額の改定（規則第16条第２項）

通勤手当が支給されている職員に支給額を変更すべき事実が生じた場合は，次の

とおり支給額を改定する。
(注26)

(ｱ) 増額の場合

ａ 届出が事実の生じた日から20日以内になされた場合事実の生じた日の属する

月の翌月 (その日が月の初日であるときはその日の属する月) から支給額を改

定する。

ｂ 届出が事実の生じた日から20日を経過した後になされた場合届出を受理した

月の翌月 (受理した日が月の初日であるときは，その日の属する月) から支給

額を改定する。

(ｲ) 減額の場合

届出を受理した日には関係なく，事実の生じた日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは，その日の属する月) から支給額を改定する。

ウ 支給の終期（規則第16条第１項）

職員が退職した場合，死亡した場合又は要件を欠いた場合は，その月 (その日が

月の初日であるときは，その日の属する月の前月) まで支給する。

エ 定期券の通用期間中に定期券の価格改定があった場合

当該定期券の通用期間の末日 (２以上の普通交通機関利用者で１箇月当たりの運

賃等相当額が55,000円を超える場合は，最長支給単位期間の末日) を運賃の改定日

とみなす。

※ (注24)(注25)

「届出20日の計算」，「届出を受理した日」については，扶養手当の場合と同様

です。

※ (注26)

支給単位期間に対応する定期券の通用期間中に定期券の価格が改定されたときは，

支給単位期間に係る最後の月の末日を変更すべき事実の生じた日とみなす。
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〔例〕

(１) 減額改定で届出が遅れた場合

10,200円 7/19 8/1 9/1 10/1 減額改定のため，

6,700円 ８月から 6,700円と

なる。したがって，

自動車 自動車に変更 通勤届 7,000円の返納とな

(12㎞) (6.5㎞） 提出 る。

(２) 増額改定で届出が遅れた場合

8/21 9/1 9/10 9/20 10/1 10,200円 届出が20日を経過

6,700円 ↓ しているため10月か

らの改定となる。

自動車 自動車 (20日目) 通勤届

(6.5㎞) (12㎞)変更 提出

支 給 日 ６ 支給日

(1) 基本的な支給日

支給単位期間の最初の月の給料の支給日

(2) その他の支給日

ア 支給日前に離職し，死亡した場合

離職，死亡の際

イ 支給月に給与支払管理者 (給与等の支払事務に関する規則 (昭和47年鹿児島県規

則第44号) 第２条に規定する給与支払管理者をいう。以下同じ。) を異にして異動

した場合

支給月の初日に属する給与支払管理により給料の支給日 (異動が支給日前である

場合は，異動した際)

ウ ２以上の交通機関等を利用する場合等であって，支給限度額を超えた場合最長支

給単位期間(手当の支給単位期間のうち最も長い支給単位期間)の最初の月の支給日
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項 目 処 理 方 法

返 納 ７ 返納（規則第16条の２）

(1) 返納事由

支給単位期間中に次のような事由が生じた場合には，定期券を払い戻して得られる

額を返納させる。(注27)

ア 支給要件の欠如等

ａ 条例第11条第１項の職員たる要件を欠くに至った場合

ｂ 離職，死亡の場合

イ 通勤経路の変更

ａ 通勤経路又は通勤方法を変更したことにより，手当額改定された場合 (改定後

の額が同額の場合を含む。)

ｂ 運賃等の額に変更があったことにより，手当額が改定された場合

ウ 月の中途で休職，専従，派遣，育児休業，停職となった場合でその期間が２月以

上にわたる場合

エ 出張，休暇，欠勤その他の事由により，月の初日から末日までの全日数にわたっ

て通勤しないこととなる場合

※ (注27)

給与支払管理者を異にして異動した場合でも，利用する交通機関等に変更がない場合

（額に変更がない場合) は，返納の必要はない。

また，支給単位期間に係る最初の月の初日において返納事由が生ずることが確定して

いる特定の事由に該当する場合は，支給単位期間を特別に定めることができ，これによ

り返納を生じさせないことができる。

(2) 返納額及び対象となる交通機関等

(注28)

ア １箇月当たりの運賃等相当額が，支給限度額以下である場合

返納事由発生月の末日に定期券の払戻しをしたものとして得られる額 (払戻金相

当額) を返納する。

この場合，通勤経路の変更の場合は，変更のあった普通交通機関等のみが対象で，

支給要件の欠如，休職，月の全日数通勤なしの場合はすべての普通交通機関等が対

象となる。

イ １箇月当たりの運賃等相当額等が支給限度額を超えていた場合

ａ １つの交通機関等を利用する者の場合

・ 55,000円×支給単位期間の残月数分

・ 払戻金相当額

のうちいずれか低い額

ｂ ２以上の交通機関等を利用する者又は併用者の場合

・ 55,000円×支給単位期間の残月数分

・ 払戻金相当額及び知事が人事委員会と協議して定める額 (未使用定期券の価

格，回数乗車券等×残月数及び自動車等の手当額×残月数の合計額）のうちの

いずれか低い額
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項 目 処 理 方 法

ウ 特別急行列車等に係る手当額の返納額

ア及びイに準じた取扱い (特別料金分は払戻金相当額の２分の１)

※ (注28)

返納額の基礎となる払戻金相当額は，職員が実際に購入した定期券の通用期間に

かかわらず，支給単位期間の初日において購入したものとし，返納事由発生月の末

日に払い戻しをしたとして得られる額とする。

なお，ＩＣカード等のデポジット分は払い戻し額に含みません。

支 給 単 位 ８ 支給単位期間の開始（規則第16条の４）

期 間 の 開 始 (1) 規則第16条第１項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は規則第16条第２

項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

(2) 休職等の場合であって，これらの期間が２以上の月にわたることとなったとき((３)

に該当している場合を除く。) は，その後復職等した日の属する月の翌月 (その日が

月の初日である場合は，その日の属する月) から開始する。

(3) 出張，休暇，欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわた

って勤務しないこととなった場合 ((２)に規定するときから復職等をしないで引き続

き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。) には，その後

再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

９ その他

(1) 職員が出張，休暇，欠勤等のため支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日ま

での期間の全日数にわったて通勤しないこととなるときは，当該支給単位期間に係る

通勤手当は支給することができない。（規則第17条）

(2) 職員が勤務公署を異にして異動した場合は，次により取り扱う。

その異動後の公署へ赴任期間の満了日までに転居を完了し，通勤可能な状態である

場合は，その異動の発令日を通勤手当の支給を受ける要件を備えた日として取り扱う

ことができる。

したがって，例えば，４月１日付けで異動した職員が赴任期間の満了日までに転居

を完了し，通勤可能な状態である場合は，４月１日から20日以内に届出がなされた場

合に限り４月から通勤手当を支給する。

(3) １月１日付けで採用され，１月４日から通勤を開始した場合等の通勤手当の支給の

開始は，次により取り扱う。

職員が通勤手当の支給を受ける要件を備えた日とは，職員が通勤しうる状態に至っ

た日をいう。新たに採用された職員が，辞令発令日から７日間（県外および離島への

赴任は，辞令発令日から10日間）の期間の満了日までに入居を完了した住居と勤務公

署との間で通勤（往復）可能な状態である場合は，辞令発令日を「居住に係る要件」

を具備した日として扱うことができる。
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項 目 処 理 方 法

例〕

(１) 月の初日に住居を移転した場合

3/1 23,100円

2,300円 2/1

住居移転の完了日の翌日が

要件具備の日となり，翌月か

ら支給額の改定 (翌月の初日

までに届出済)ただし，移転

▲ △ 当日に通勤した場合：当月か

住居移転 翌日 ら支給額の改定(20日以内届

(要件具備) 出済)

(２) 月の初日に勤務公署を異にして異動した場合

勤務を開始すべきことと

赴任期間 される日まで住居が定まっ

2,300円 4/1 4/3 4/7 23,100円 ていて通勤しうる状態にあ

った場合：当月から支給額

▲ △ ▲ の改定（20日以内届出済）

異動 転居 勤務を開始 異動前に通勤手当が支給さ

(要件具備と すべき日 れない場合は，当月から支

される) (要件具備) 給を開始（20日以内届出

済）

(３) 月の初日に採用された場合 辞令発令日から７日間

７日間 （県外および離島への赴任

（10日間） 23,100円 は，辞令発令日から10日

4/1 4/3 4/7(4/10) 間）の期間満了日までに入

居を完了した住居と勤務公

▲ △ ▲ 署との間で通勤（往復）可

辞令発令日 転居 期間満了日 能な状態）である場合：当

(要件具備と (要件具備) 月から支給を開始（20日以

される) 内届出済）
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項 目 処 理 方 法

通勤費用相当額とは １ 通勤費用相当額とは

(1) 通勤手当相当額

１年間の勤務日数が52日以上の非常勤講師等，非常勤職員についての通勤手当。

報酬と併せて支給。

(2) 旅費相当額

１年間の勤務日数が52日未満の非常勤講師は一般職の旅費に相当する額を支給。

一般職の職員の旅費の支給の例により支給。

通勤手当相当額の

支 給 要 件 ２ 一般職の職員の通勤手当の例による。 （一般職の職員の通勤手当の準用）

支 給 額 ３ 支給額

勤務日数に応じた額を支給額として決定する場合，支給単位期間ごとの支給にあたって

は，一般職の職員の通勤手当の例により算出した額を上限とする。

支 給 方 法 ４ 支給方法

(1) 支給手続

一般職の職員の通勤手当の例による。

(2) 届出が必要な場合

ア 新たに通勤手当の支給を受ける要件を備えた場合

イ 住居，通勤経路又は通勤方法を変更した場合

ウ 負担する運賃等の額に変更があった場合

エ 通勤手当の支給を受ける要件を欠いた場合

委嘱期間満了後，引き続き同一の所属及び職種で任用される者の住居，通勤経路,

通勤方法及び通勤のため負担する運賃等の額に変更がない場合は，通勤状況報告書

による所属長への報告をもって足りるものとする。

支 給 日 ５ 支給日

一般職の職員の通勤手当の例により，支給単位期間に係る最初の月の報酬の支給日
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通勤手当支給に係る質疑応答

(問１) 通勤距離と使用距離の違いは何か。

(答) 通勤距離とは，職員の住居から勤務公署まで，交通機関等や自動車等を利用しないで，一般に利用する

ことのできる道を徒歩により通勤するものとした場合の最短の経路の長さである。

使用距離とは，実際に自動車等を運転した距離のうち，自宅と公署間における一般に利用される経路の

最短の長さである。

この使用距離が，自動車等利用者の通勤手当額算定の際の距離になる。

(問２) 駐車場利用者の次の場合における使用距離は，どうなるか。

(答) 自：自宅 公：勤務公署 Ａ：自宅側駐車場 Ｂ：公署側駐車場

例 使 用 距 離
① ａ

自 公
ｂ

ｂ
Ａ Ｂ

② ａ
自 公

ａ
ｂ

Ａ Ｂ

③ ａ
自 公

ｂ
ｂ

Ａ Ｂ

④ ａ
自 公

ｂ
ｂ

Ａ Ｂ

⑤ ａ
自 公

ａ
ｂ

Ａ Ｂ

⑥ ａ
自 公

ａ
ｂ

Ａ Ｂ

⑦ ａ
自 公

ｃ
ｃ

Ａ Ｂ
ｂ

⑧ ａ
自 公

ｃ
ｃ

Ａ Ｂ
ｂ



- 21 -

(問３) 通勤距離測定の際の起点（始点，終点）はどこか。

(答) 通勤距離の測定に当たっては，住居の出入口 (門があれば門) から勤務公署において出勤が確認される

場所 (門，門がない場合は建物の出入口) までの間について行うものである。

ただし，集合住宅 (公舎，共済住宅等) の場合の始点は，

ア その住宅を囲む塀があり，門がある場合は，その門

イ 門がない場合は，それぞれの棟の階段の一番下の出入口

が始点となる。

※ (注) 一般に利用される門が複数ある場合の取扱い

・始点 …… 勤務公署に最も近い門

・終点 …… 住居から最も近い門

(問４) 支給単位期間の中途に通勤経路又は通勤方法が変更となったが，負担する運賃等が同額であった。

この場合は，返納を行う必要はないのか。

(答) 規則第第16条の２第１項第２号でいう「通勤手当の額の改定される場合」には，通勤経路又は通勤方法

の変更により，これに対応する定期券や回数乗車券等に変更があった場合は，たまたま同額となっても該

当する。したがって，このような場合は，返納を行う必要がある。

(問５) １２月２８日まで自動車で通勤していた者が，１月４日から通勤方法を交通機関に変更した場合，

通勤手当の月額を変更すべき事実の生じた日はいつとなるか。

(答) １２月３１日までに住居の移転を完了し，１月１日から変更後の通勤の経路により通勤することが常例

になると客観的に認められるような場合を除き，一般的に単なる通勤方法の変更である場合は１月４日と

なり，２月から手当額の改定となる。

(問６) 職員が住居を移転した場合で，次のようなときは，「月額を変更すべき事実が生ずるに至った日」

はいつとなるか。

(１) 勤務を要しない日(日曜日)に移転を完了し，月曜日は休日又は休暇等により通勤せず火曜日か

ら通勤を開始した場合

(２) 長期病休中に移転を完了した場合

(答) 職員が移転による住居の変更のため通勤手当の月額を改定する場合，「月額を変更すべき事実が生ずる

に至った日」とは，移転日に通勤の事実があった場合を除き移転の完了した日の翌日であるので，

(１)については，月曜日を通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った日として取り扱うことと

なる。

(２)については，継続して通勤することが常態となる日の属する月の前月以前において住居の移転が完

了している場合には，再び継続して通勤することが常態となる日の属する月の初日を，また継続して通勤

することが常態となる日の属する月において住居の移転が完了した場合には，その完了した日の翌日をそ

れぞれ通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った日として取り扱うこととなる。



- 22 -

(問７) ４月から支給単位期間を６箇月とする通勤手当を支給されている職員が，次のような勤務状況に

ある場合，いつまで支給されるか。

また，その支給単位期間の終了後の新たな支給単位期間の開始はどのようになるか。

(１)

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月

通 勤 休 暇 復 帰 通 勤

(２)

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月

通 勤 休 職 復 職 通 勤

(３)

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月

通 勤 休 暇 休 職 復 職 通 勤

(４)

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月

通 勤 休 職 休 暇 復 帰 通 勤

(答) いずれの場合も，通勤している期間のある５月末日まで支給されることとなる。

また，支給単位期間の終了後の新たな支給単位期間の開始は次のとおり。

(１)の場合

規則第１６条の４第３項の規定により，７月から新たに開始することとなる。

(２)の場合

規則第１６条の４第２項の規定により，８月から新たに開始することとなる。

(３)の場合

規則第１６条の４第３項の規定により，７月から新たに開始することとなる。

(同規則第１６条の４第２項の最初の括弧書きに該当。)

(４)の場合

規則第１６条の４第２項の規定により，８月から新たに開始することとなる。

(同規則第１６条の４第３項括弧書きに該当。)

※ なお，休職については，私傷病による休職と公務傷病による休職とで，取扱いは変わらない。
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兼務者の通勤手当の支給について

１ 本務校及び兼務校共に自宅から２Ｋｍ以上ある者

原則として交替制勤務者の通勤手当を認定する。

(例１) 両校共に交通機関を利用する場合

運賃相当額＝本校への所要額＋兼務校への所要額

本務校への所要額……原則として回数券×２×通勤日数

兼務校への所要額…… 同 上

(定期券が安い場合には定期券の額)

(例２) 両校共に交通用具を利用する場合

本務校への通勤距離に 本務校への 通勤日数 兼務校への通勤距離に 兼務校への通勤日数
× ＋ × ＝支給額

対応する１ケ月分の額 ２１ 対応する１ケ月分の額 ２１

※ 自家用車利用で，週２日 兼務校勤務の場合 (給報例４)

自宅
10.6Km 26.5Km

本務校 兼務校

☆ 通勤手当支給額

１３ ８
１０,２００ × ＋ ２０,１００ × ≒１３,９７１.４→１３,９７１

２１ ２１

※自家用車利用で，週２日，午前中兼務校・午後本務校勤務の場合

自宅
55.0Km 61.1Km

C A
B

本務校 兼務校
6.1Km

☆通勤手当支給額

１３ Ａ＋Ｂ＋Ｃ ８
計算式…… （Ｃ× ） ＋ ｛（ ） × ）

２１ ２ ２１

１３ ８
（３６,５００ × ）＋（３９,０００ × ）＝３７,４５２

２１ ２１ （手当額）

※週１日，終日兼務夜勤で，もう１日は，午前中兼務校，午後本務校勤務の場合

自宅
21.2Km 25.7Km

C A
B

本務校 兼務校
6.1Km

☆通勤手当支給額

１３ ４ Ａ＋Ｂ＋Ｃ ４
計算式…… （Ｃ× ） ＋ （Ａ× ） ＋ （ ） × ）

２１ ２１ ２ ２１

１３ ４ ４
（１６,９００ × ）＋（２０,１００ × ）＋（２０,１００ × ）＝１８，１１９ (手当額)

２１ ２１ ２１

(例３) どちらか一方が交通機関他方が交通用具を利用する場合

① 本務校が交通用具の場合

(本務校分の１ヶ月) ＋ (兼務校への所要額 例１) ＝ 支給額

② 兼務校vfが交通用具の場合

(兼務校への所要額 例１) ＋ (兼務校への日割 例２) ＝ 支給額

※ (例１) ～ (例３) とも支給限度額は ５５,０００円

２ 本務校は２Ｋｍ未満 兼務校のみ２Ｋｍ以上ある者

交通機関の場合 例１の兼務校への所要額

交通用具の場合 例２の兼務校への日割額で支給する。

３ 兼務校が２Ｋｍ未満の場合は交替制勤務者として取り扱わない。

(注) ・ 以上の例示は，自宅 « 本務校，自宅 « 兼務校の通勤形態の場合で，自宅 → 本務校

→ 兼務校 → 自宅等の経路の場合は給与係と協議すること。

・ 交通用具を使用して例２，３によれば普通勤務者の時より低額となり実費を不当に下回るものに

ついては給与係と協議すること。



別記

第１号様式（第３条関係）

所属長

殿

鹿児島県職員の通勤手当支給規則第３条の規定により，通勤の実情を届け出ます。

届出の理由＜該当する□にレ印を付する。＞ □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□新規（□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合）
□住居の変更 (該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)
□通勤経路又は方法の変更
□運賃等の負担額の変更                     （届出の理由が生じた日）
□その他（ ） 年 月 日

1

□ （ ）

2

□ （ ）

3

□ （ ）

4

□ （ ）

5

□ （ ）

分

記入上の注意

1

2  「乗車券等の種類」欄には，定期券(○箇月)，回数乗車券（○○枚つづり），普通乗車（船）券，優待乗車（船）券等の別を記入すること。

3  「左欄の乗車券等の額」欄には，定期券(○箇月)等の左欄に記載したその種類に応ずる額を記入すること。

4

5

6  通勤経路の略図（経路朱線）を添付すること。

【給与条例第11条第３項又は第４項の適用を受ける職員（特別急行列車等利用者）】＜該当する□にレ印を付する。＞

□１ 異動等に伴い，通勤が困難になつたことにより特別急行列車等を利用することとなった職員

□２ 単身赴任手当を受給していた職員で，配偶者と同居し通勤が困難となったことにより特別急行列車等を利用することとなつた職員

□３ その他の職員（上記１又は２以外の職員）

※現公署への異動発令年月日 令和 年 月 日 ※異動等前の住居への入居年月日 年 月 日

※

特別急行列車等利用者の特別急行列車等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

1 住居 から( 経由） まで ． km 分

2 から( ） まで ． km 分

3 から( ） まで ． km 分

4 から( ） まで ． km 分

5 から( ） まで ． km 分

． km

分

1  ※欄は，□１にレ印を付した職員のみ記入すること。

2  「通勤方法の別」欄には，住居から勤務公署に至る通勤の順路に従い，徒歩，自動車，○○バス，○○線等の別をもれなく記入すること

3  特別急行列車等利用者の特別急行列車等を利用しない場合の通勤経路の略図（経路朱線）を添付すること。

様式：職コミ-ライブラリ-総務部-人事課-給与関係-通勤手当関係，協会HP

記入上の注意

km．

総所要時間

総通勤距離

 「備考」欄には，定期券を持たない理由，回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入すること。また，往路と復路が異なる場合は，その旨と理由
を記入すること。

 「通勤方法の別」欄には，住居から勤務公署に至る通勤の順路に従い，徒歩，自転車，○○バス，○○線等の別をもれなく記入し，下段の（ ）には
特急，新幹線，高速道路等の別を記入すること。

区　　　　　　間 距　　離 所要時間 備　　　　　考

総通勤距離

総所要時間

他に利用できる交通
機関等の名称及び
利 用 区 間 等

 「他に利用できる交通機関等の名称及び利用区間等」欄には，名称，利用区間，所要時間，○箇月運賃のほかに，当該交通機関の運賃が現在
利用している交通機関の運賃より低廉の場合は，当該交通機関を利用しない理由を具体的かつ詳細に記入すること。

他に利用できる交通
機関等の名称及び
利 用 区 間 等

異 動 等 の 直
前 の 住 居

日月年

円

まで ． km 分 円

分から(

から(

まで ．

※現住居への入居年月日

順
路

通勤方法の別

km)

)

円

まで ． km 分 円

分

距　　　離

から(

から(

まで ．

km．

km)

)

順
路

まで住居から( 経由)

区　　　　　　　　間通勤方法の別

係

備　　考
左欄の乗車券
等　　の　　額

乗車券等
の 種 類

所要時間

円分

勤 務 課

通　　勤　　届

住居

( 所 ) 名

所 在 地

氏 名職名

受付（伺い）　　下記のとおり認定してよろしいか決　裁

決裁権者 回議
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利 用 状 況 確 認 簿 （参考）

所 属 高 等 学 校 職 名 氏 名

R 年 月から 交通機関等の名称（ ） 利用区間 ～
支 給 開 始 交通機関等の名称（ ） 利用区間 ～

交通機関等の名称（ ） 利用区間 ～

特別料金等の支払方法 定期券 ・ プリペイドカード ・ 回数券 ・ 現金

確 認 状 況
年・ 月 Ａ通勤回数 Ｂ 利 用 回 数 Ｃ(Ａ－Ｂ) Ｃ＞０の場合は,その理由｡(経費軽減は，不可）

往路
・ ４

復路

往路
・ ５

復路

往路
・ ６

復路

往路
・ ７

復路

往路
・ ８

復路

往路
・ ９

復路

往路
・１０

復路

往路
・１１

復路

往路
・１２

復路

往路
・ １

復路

往路
・ ２

復路

往路
・ ３

復路

確 認 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 １ 月 ２ 月 ３ 月

取 扱 担 当 者

認 印

(注１) 特別急行列車を利用して通勤している職員については，定期券の確認により利用回数が

通勤回数と一致しているものとする。ただし，交替制勤務等で１箇月の通勤回数が少ない

ため，定期券を利用できない場合は，領収書等により確認を行うこととする。

(注２) 高速自動車国道等有料道路を利用している職員については，次のとおり取り扱うものと

する。

① 利用回数については，複数の有料道路を利用している場合は，認定区間全てが利用され

ている回数とする。

② ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞによる支払の場合は，カードにより，回数券又は現金による支払の場合は，

現物及び領収書により利用回数の確認を行うものとする。

③ 一月の利用回数が常例とする利用と言えるかどうか疑問がある場合，主管課を通じて人

事課へ相談するものとする。

なお，「常例とする利用」とは，常識的に考えられる理由により有料道路を利用出来な

い場合のほかは，常に利用されている状況をいう。



記 入 例

第２号様式 （第４条関係）

事実発生年月日

提出年月日

回　 受理年月日

円 令和　　　２ 年　　　4 月から １　 ２　 ３　④ 　 ５　 ６
令和     　３年   　　3月まで ７　 ８　 ９　⑩   11  12

円 令和     　３年   　　4月から １　 ２　 ３　④ 　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　⑩   11  12

円 円 令和　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 令和　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 令和　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 令和　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 令和　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 令和　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

32,936  円 　令和　３　年　4月　1日改正 33,876円 　令和　　年　　月　　日改正
円

令和　　　２年　　　4 月から

令和　　　　年　　　　月まで

円 令和　　　　年　　　　月から

令和　　　　年　　　　月まで

　普通交通機関等と自動車等の併用者 円

令和　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
令和　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

　注　運賃等の額に改定があった場合における 「普通交通機関等の認定期間」 の欄の 「平成　　年　　月まで」 は，改定があった月 （定期券の通用期間中であるときは，支給単位期間等に係る最後の月） を記入すること。

様式：職コミ-ライブラリ-総務部-人事課-給与関係-通勤手当関係，協会HP

通　　勤　　手　　当　　認　　定　　簿
（その１）

　氏　名　鹿児島　太郎 職員番号　　７８９５４３ 　所　属　　○○○高等学校 令和　２　　年　４ 　月　１ 　日

　□　回数券等を使用して利用する交通機関等がある交替制勤務に従事する学校職員等 　　算出式 令和　２　　年　４ 　月　１ 　日

　平均１箇月当たりの通勤所要回数 令和　２　　年　４ 　月　１ 　日

順
路

算出の基礎となる
普通交通機関等

定期券
回数券
その他
の   別

運賃等の額の算出基礎 運賃等相当額 １  箇  月
当  た  り
の運賃等
相  当 額

普通交通機関等
の認定期間

取扱者
認　印

支　　給　　月
（支給月に○印を付す）
(毎月の場合は省略可）

備　　考回数券
その他

定期券
回数券
その他

定期券普通交通機
関等の名称

利用区間

普
通
交
通
機
関
等
利
用
者

１

ＪＲ
出水　　～

鹿児島中央 定期券

３

197，620 円
32,936 円 ㊞

（  6 箇月）

改
正

203,260円
33,876円 ㊞

（　6　箇月）

２
円

（　　箇月）

改
正

円

（　　箇月）

円

（　　箇月）

改
正

円

（　　箇月）

４
円

改
正

（　　箇月）

改
正

円

（　　箇月）

　令和　　年　　月　　日改正
　　　　規則第８条の３　　☑第１号　　□第２号　　□第３号

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額　

　　自動車等の額　 2,300 円 ㊞

（条例第１１条第２項第２号の額）（自動車等の使用距離　４．８ 　㎞）

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は１箇月当たりの運賃等相当
額と自動車等の額の合計額が55,000円を超えるとき

　５５,０００円×［　　　　箇月］＝　　　　　　　　　　円

１箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の
額の合計額

35，236 円 　令和　３　年　4月　1日改正 36,176円
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記　入　例

回数券 回数券

その他 その他

令和　　 ２ 年　　　４ 月から

令和　　  ３年　　　3月まで

令和　　　３年　　　4月から

令和　　　　年　　　　月まで

令和　　　　年　　　　月から

令和　　　　年　　　　月まで

令和　　　　年　　　　月から

令和　　　　年　　　　月まで

令和３年　4月　1日　改正 18,400円 円

平成　　　　年　　　　月から

平成　　　　年　　　　月まで

　令和　　２　年　　　　４ 月　　　　１ 日

　所属長　　　校　長

　令和　　３　年　　　4　月　　　1　日

　所属長　　　校　長

改　正　 

　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　所属長

改　正　 

□　第1号 □　第3号 令和　　年

□　第2号 □　第4号 月

□　第1号 □　第3号 令和　　年

　　条例第11条第２項 □　第2号 □　第4号 月

□第１号 □第２号 ☑第３号 □　第1号 □　第3号 令和　　年

　　　　 　 　　　　   □規則第８条の２ □　第2号 □　第4号 月

（通勤所要回数　　　回）　 令和　　年

　　　 規則第８条の３ 月

☑第１号 □第２号 □第３号 令和　　年

　　条例第11条 ☑第３項 □第４項 月

　注　特別料金等 の額に改定があった場合における 「特別急行列車等の認定期間」 の欄の 「令和　　年　　月まで」 は，改定があった月 （定期券の通用期間中であるときは，支給単位期間等に係る最後の月） を記入すること。

（その２）

順
路

算出の基礎となる特別急行列車等 定期券
回数券
その他
の　別

特　別　料　金　等　の　額　の
算　　　　　出　　　　　基　　　　　礎

特別急行列車等の
名                   称

利　用　区　間 定期券

特別料金等２分の１相当額 1箇月当たりの特別
料金等２分の１相当

額

特別急行列車等
の認定期間

取扱者
認　印

支　　給　　月
（支給月に○印を付す）
(毎月の場合は省略可）

備　　考

定期券

特
別
急
行
列
車
等
利
用
者

１

　新幹線
出水　　～

鹿児島中央 定期券

改
正

１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額の合計額

214，680円
(6箇月定期 ）

円
107,340 　円

17,890 　円 ㊞
１　 ２　 ３　④ 　 ５　 ６

(　　　６ 　　箇月） ７　 ８　 ９　⑩   11  12

㊞
１　 ２　 ３　④　 ５　 ６改

正
220，810円

(6箇月定期）
円

110,405円
18,400円

(　　　6　　箇月） ７　 ８　 ９　⑩  11  12

２ 円
円

円
１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６

(　　　　　　箇月） ７　 ８　 ９　10  11  12

円
円

円
１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６

(　　　　　　箇月） ７　 ８　 ９　10  11  12

17,890  円 令和　　年　　月　　日　改正

１箇月当たりの特別料金等の２分の１相当額の合計額が20,000円を超える
とき

　２０,０００円×［　　　　　箇月］＝　　　　　　　　　円
１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６

７　 ８　 ９　10  11  12

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
所属長の確認・決定

備　　　　　　　　　　　　考
(　　改　　定　　）　　欄

支　　給　　額 307,260 円 2,300 円 2,300 円 2,300 円 2,300 円 2,300 円 307,260 円 2,300 円 2,300 円 2,300 円 2,300 円 2,300 円

　氏名　　　　薩摩　太郎 　　　　　　　　㊞

　　令和　　３年

315,965円 2,300円 2,300円 2,300円 2,300円 2,300円 315,965円 2,300円 2,300円 2,300円 2,300円 2,300円

円 円

　　　　　4月　　1日

　氏名　　　　薩摩　太郎 　　　　　　　　㊞

　　令和　　　　年

円 円 円 円

返納事由
規則第16条の2第1

項

返納事由
発生年月

返納対象普通交通機関等
(特別急行列車等）

円 円 円 円円 円

備　考　☑　該当　（□規則第５条）

　□　非該当

　　　　　月　　　日

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

決
定
事
項

　条例第11条第１項　該当・非該当

円

払戻金相当額 (払戻金２分の１相当額） の算出基
礎

払戻金相当額
(払戻金２分の１相当額）

取扱者
認　印

　手当額の決定
２ 円

　理由
１

３ 円

１箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が55，000円を超えていた場合
(1箇月当たりの特別料金等２分の１相当額の合計額が20，000円を超えていた場合）
規則第16条の２第２項第２号（第３項第２号）の月数と知事が人事委員会と協議して定
める額(算出基礎)

　(算出基礎） 円

　(算出基礎） 円
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通勤手当の支給方法について（初回認定時）

１箇月当たりの定期券の　

価額が　

１箇月当たりの定期券の　

価額の合計が一

※従来どおり

　　「１箇月当たりの定期券の価額の合計」 に

　  「交通用具に係る手当額」 を加えた額が

　　「１箇月当たりの定期券の価額の合計」 に

　  「交通用具に係る手当額」 を加えた額が

※　特別急行料金等に係る通勤手当は５頁先に掲載。

６箇月等定期券の価額を６箇月等定期券の通
用期間ごとに支払い，交通用具に係る距離区
分による手当額を毎月支払う。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

利用する交通機関は複数

それぞれの６箇月等定期券の価額をそれぞれ
の６箇月等定期券の通用期間ごとに支払い，交
通用具に係る距離区分による手当額を毎月支
払う。

「55,000円×最長支給単位期間の月数」を最も
長い定期券の通用期間ごとに支払う。

「55,000円×支給単位期間の月数」を６箇月等
定期券の通用期間ごとに支払う。

６箇月等定期券の価額により，６箇月等定期券
の通用期間ごとに支払う。

「55,000円×支給単位期間の月数」の額を，６
箇月等定期券の通用期間ごとに支払う。

それぞれの６箇月等定期券の価額を，それぞ
れの６箇月等定期券の通用期間ごとに支払う。

「55,000円×最長支給単位期間の月数」の額
を，最も長い定期券の通用期間ごとに支払う。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

 55,000円以内である。

 55,000円を超える。

交通用具使用者

併用者

利用する交通機関は１つ

利用する交通機関は複数

交通機関等利用者

距離区分による手当額を
毎月支払う。

利用する交通機関は１つ
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通勤手当の支給方法について　（概要）
H16.4.1以降

○　職員A （４月１日付け異動者） ▲は給料支給日（以下同じ）

JR利用分

６箇月定期券（60,000円）

バス利用分

３箇月定期券（21,000円）

自転車利用分

（3km・2,300円）

J　　　R

通勤手当 バ　　 ス

支 給 額 自 転 車

合　　 計

※それぞれの支給単位期間の最初の月に支給

 ←「それぞれの運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額」と「自動車等の額」の合計額

　　　（60,000円／６ ＋ 21,000円／３ ＋ 2,300円　＝ 19,300円　→　55,000円以下）

○　職員B （５月10日住居移転，６月から認定）

JR利用分

６箇月定期券（90,000円）

バス利用分

３箇月定期券（27,000円）

自動車利用分

（7km・6,700円）

J　　　R

通勤手当 バ　　 ス

支 給 額 自 動 車

合　　 計

※それぞれの支給単位期間の最初の月に支給

 ←「それぞれの運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額」と「自動車等の額」の合計額

　　　（90,000円／６ ＋ 27,000円／３ ＋ 6,700円　＝ 30,700円　→　55,000円以下）

○　職員C （８月10日住居移転，９月から認定）

JR利用分

６箇月定期券（180,000円）

バス利用分

３箇月定期券（27,000円）

自動車利用分

（22km・18,700円）

J　　　R

通勤手当 バ　　 ス

支 給 額 自 動 車

合　　 計

※ 「55,000円×最長支給単位期間 （本例の場合は６箇月） 」 の額を，最初の月に一括支給

　　（交通手段ごとの支給単位期間の概念は消滅）

 ←「それぞれの運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額」と「自動車等の額」の合計額

　　　（180,000円／６ ＋ 27,000円／３ ＋ 18,700円　＝ 57,700円　→　55,000円超）

55,000円

１箇月当たりの額 57,700円

330,000円 0円 0円 0円 0円 0円

（１箇月） （１箇月）
（１箇月）

(毎月)
（１箇月） （１箇月） （１箇月） （１箇月）

（支給単位期間　　３箇月） （３箇月）
（３箇月）

(10月～12月)

９月 10月 ３月以降

（支給単位期間　　６箇月）
（６箇月）

(10月～３月)

11月 12月 １月 ２月

支給単位期間　　６箇月

10月 11月

１箇月当たりの額 30,700円

6,700円 6,700円

３箇月

27,000円

１箇月

１箇月当たりの額 19,300円

３箇月

支給単位期間
１箇月

60,000円

１箇月 １箇月

2,300円

2,300円

2,300円

12月以降

21,000円

2,300円

23,300円 2,300円

2,300円

2,300円

2,300円

６箇月

(10月～３月)

３箇月

(10月～12月)

１箇月

(毎月)
１箇月

５月 ６月 ７月

支給単位期間　　３箇月

支給単位期間　　６箇月

１箇月 １箇月

(12月～２月)

１箇月

6,700円

(毎月)

6,700円

８月 ９月 10月以降

123,700円 6,700円 6,700円 33,700円

2,300円

９月

6,700円 6,700円 6,700円 6,700円

７月 ８月

１箇月当たり 55,000円以下の場合

21,000円

４月

１箇月

６箇月

(12月～５月)

３箇月

１箇月当たり 55,000円超の場合

90,000円

27,000円

支給単位期間
１箇月

2,300円

83,300円

支給単位期間　　３箇月

１箇月 １箇月

６月

１箇月
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通勤手当の支給方法について　（交通機関等のみの利用者）

○　１箇月当たり55,000円以下の場合（給与条例第11条第２項第１号本文）

　　①　 一の普通交通機関等利用者

☆４月支給額　93,750円

※１箇月当たりの額（運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額）

　　②　 二以上の普通交通機関等利用者

　　【 その１ 】　支給単位期間の開始月が同じ場合

☆４月支給額　120,680円 ☆７月支給額　26,930円

※１箇月当たりの額（運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額の合計額）

(注)　(2/3)は１円未満の端数で0.66…を表す（以下同じ）。

　　【 その２ 】　支給単位期間の開始月がずれる場合

☆４月支給額　93,750円 ☆８月支給額　26,930円 ☆10月支給額　93,750円
☆５月支給額　26,930円 　☆11月支給額　26,930円

※１箇月当たりの額（運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額の合計額 → 55,000円以下）

15,625円

 → 55,000円以下

 → 55,000円以下

26,930円

15,625円

93,750円

15,625円

15,625円

24,601円
(2/3)

24,601円
(2/3)

8,976円
(2/3)

24,601円
(2/3)

手当支給額 93,750円 26,930円

J R 15,625円 15,625円

24,601円
(2/3)

8,976円
(2/3)

６月 ７月

26,930円

15,625円

６月 ７月 ８月

24,601円
(2/3)

8,976円
(2/3)

15,625円

４月 ５月

バス

10月

６箇月定期券 ： 93,750円
（支給単位期間　６箇月）

３箇月定期券
26,930円

11月８月

J R

９月

手当支給額 93,750円

J R 15,625円

９月

６箇月定期券 ： ９３,７５０円　（支給単位期間　６箇月）

15,625円 15,625円 15,625円 15,625円

手当支給額 120,680円

J R ６箇月定期券 ： ９３,７５０円　（支給単位期間　６箇月）

バス

６月 ７月 ８月

26,930円

３箇月定期券：２６,９３０円
　（支給単位期間　３箇月）

15,625円

8,976円
(2/3)

９月４月 ５月

15,625円 15,625円15,625円 15,625円

8,976円
(2/3)

３箇月定期券：２６,９３０円
　（支給単位期間　３箇月）

8,976円
(2/3)

合計
24,601円

(2/3)
24,601円

(2/3)
24,601円

(2/3)

J R 15,625円

バス
8,976円

(2/3)
8,976円

(2/3)

合計 15,625円
24,601円

(2/3)

バス 0円
8,976円

(2/3)

J R

24,601円
(2/3)

8,976円
(2/3)

8,976円
(2/3)

8,976円
(2/3)

24,601円
(2/3)

24,601円
(2/3)

24,601円
(2/3)

支給単位期間の
最初の月に一一
一括支給一一一

それぞれの一一
支給単位期間の
最初の月に一一
一括支給一一一

8,976円
(2/3)

６箇月定期券 ： ９３,７５０円　（支給単位期間　６箇月）

３箇月定期券 ： ２６,９３０円
　（支給単位期間　３箇月）

４月 ５月

15,625円

３箇月定期券 ： ２６,９３０円
　（支給単位期間　３箇月）
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通勤手当の支給方法について　（交通機関等のみの利用者）

○　１箇月当たり55,000円超の場合（給与条例第11条第２項第１号ただし書）

　　①　一の普通交通機関等利用者（条例第11条第２項第１号ただし書）

☆４月支給額　330,000円（55,000円×６月）←限度額

※１箇月当たりの額（運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額）

　　②　二以上の普通交通機関等利用者（条例第11条第２項第１号ただし書括弧書）

　　【 その１ 】

最長支給単位期間
は６月

☆４月支給額　330,000円（55,000円×最長支給単位期間６月）

（４月の定期券購入代　340,700円　＋　７月の定期券購入代　30,400円　＝　371,100円）

※１箇月当たりの額 （運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額の合計額）

(注)　(2/3)，(1/3)は１円未満の端数でそれぞれ0.66…，0.33…を表す （以下同じ）。

　　【 その２ 】

最長支給単位期間
は６月

☆４月支給額　330,000円（55,000円×最長支給単位期間６月）

（４月の定期券購入代　214,050円　＋　７月の定期券購入代　120,300円　＝　334,350円）

※１箇月当たりの額 （運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額の合計額）

支給単位期間の
最初の月に一一
一括支給一一一

最長支給単位期間
の最初の月に一一
一括支給一一一一

最長支給単位期間
の最初の月に一一
一括支給一一一一

55,000円

15,625円 15,625円

 → 55,000円超

 → 55,000円超61,850円

10,133円
(1/3)

 → 55,000円超

40,100円 40,100円 40,100円 40,100円

55,000円 55,000円

９月

10,133円
(1/3)

10,133円
(1/3)

10,133円
(1/3)

10,133円
(1/3)

61,850円61,850円

51,716円
(2/3)

51,716円
(2/3)

合計 61,850円

10,133円
(1/3)

J R
51,716円

(2/3)

61,850円 61,850円

バス

J R ６箇月定期券 ： ３１０,３００円　（支給単位期間　６箇月）

バス
３箇月定期券 ： ３０,４００円
　（支給単位期間　３箇月）

３箇月定期券 ： ３０,４００円
　（支給単位期間　３箇月）

51,716円
(2/3)

51,716円
(2/3)

手当支給額 330,000円

51,716円
(2/3)

J R

手当支給額 330,000円

J R 60,000円

６月

支給限度額 55,000円

９月

６箇月定期券 ： ３６０,０００円　（支給単位期間　６箇月）

60,000円 60,000円 60,000円

４月 ５月 ７月

60,000円 60,000円

４月 ５月 ６月 ７月

８月 ９月

８月

55,000円55,000円 55,000円

手当支給額 330,000円

バス

８月

３箇月定期券 ： １２０,３００円
　（支給単位期間　３箇月）

３箇月定期券 ： １２０,３００円
　（支給単位期間　３箇月）

５月 ６月 ７月

６箇月定期券 ： ９３,７５０円　（支給単位期間　６箇月）

55,000円 55,000円

15,625円 15,625円 15,625円

支給限度額 55,000円 55,000円 55,000円

J R

４月

バス 40,100円

合計 55,725円

15,625円

40,100円

55,725円 55,725円 55,725円

J R

55,000円支給限度額 55,000円 55,000円 55,000円

55,725円 55,725円

55,000円 55,000円
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通勤手当の支給方法について　（併用者）

●　併用者のうち交通機関等及び自動車等に係る額を併給される場合

（給与条例第11条第２項第３号）

○　１箇月当たり55,000円以下の場合

←支給単位期間　１箇月

☆４月支給額　96,050円（６箇月定期：93,750円＋自動車等：2,300円）

☆５～９月の各月支給額　2,300円

※１箇月当たりの額 （「運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額」と「自動車等の額」の合計額）

○　１箇月当たり55,000円超の場合（条例第11条第２項第３号括弧書）　

最長支給単位期間

は６月

☆４月支給額　330,000円（55,000円×最長支給単位期間６月） 

※１箇月当たりの額（「運賃等相当額を支給単位期間の月数で除した額」と「自動車等の額」の合計額）

17,925円

2,300円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

８月 ９月

17,925円 17,925円

2,300円 2,300円

62,300円 62,300円

55,000円 55,000円

自動車等 2,300円 2,300円 2,300円

55,000円 55,000円

62,300円 62,300円

支給限度額 55,000円 55,000円

62,300円合計 62,300円

J R ６箇月定期券 ： ３６０,０００円　（支給単位期間　６箇月）

４月 ５月 ６月 ７月

合計 17,925円

自動車等 2,300円 2,300円 2,300円

17,925円 17,925円

４月 ５月

2,300円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

６月 ７月

2,300円

８月 ９月

15,625円 15,625円 15,625円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

2,300円 2,300円 2,300円

５km未満
2,300円

330,000円

J R

手当支給額 96,050円

J R 15,625円

自動車等

６箇月定期券 ： ９３,７５０円　（支給単位期間　６箇月）

2,300円

それぞれの一一
支給単位期間の
最初の月に支給

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

60,000円 60,000円

最長支給単位期間
の最初の月に一一
一括支給一一一一

15,625円 15,625円

2,300円 2,300円

 → 55,000円以下

 → 55,000円超

J R 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円

自動車等

手当支給額

５km未満
2,300円
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通勤手当の支給方法について　（特別急行列車等利用者）

●　特別急行列車等利用に係る特別料金等が１箇月当たり20,000円以下の場合

（給与条例第11条第３項第１号本文 ＋ 第２号）

①　特別急行列車等のみ利用する場合

　　JR通常定期券 ： １９７,６２０円　　

　　　　　特別料金 ： ２１４,６８０円　　

☆４月支給額 （通常定期券）
（特別料金の１／２）

計

※１箇月当たりの額

← 運賃等相当額を支給単位

　　期間の月数で除した額

　　 （55,000円以下）

← 特別料金(1/2)を支給単位

　　期間の月数で除した額

　　 （20,000円以下）

②　特別急行列車等と自動車等を併用する場合

　　JR通常定期券 ： １９７,６２０円　　

　　　　　特別料金 ： ２１４,６８０円　　

☆４月支給額 （通常定期券）

（自動車等の額）
（特別料金の１／２）

計

☆５月～９月支給額　2,300円

※１箇月当たりの額

　 「運賃等相当額を支給単

　　位期間の月数で除した

　　額」と「自動車等の額」

　　の合計額

←　（55,000円以下）

← 特別料金(1/2)を支給単位

　　期間の月数で除した額

　　 （20,000円以下）

※特別急行列車等利用に係る特別料金等の加算については，条例・規則上の要件を満たす必要があります。

６月 ７月 ８月

支給単位期間の
最初の月に一一
一括支給一一一

197,620円
107,340円
304,960円

９月

17,890円 17,890円 17,890円

32,936円
(2/3)

８月 ９月

32,936円
(2/3)

32,936円
(2/3)

J R通常定期券
32,936円

(2/3)

４月 ５月

17,890円

32,936円
(2/3)

32,936円
(2/3)

６月 ７月

６箇月定期券 ： ４１２,３００円
　（支給単位期間　６箇月）

特別料金（1/2） 17,890円 17,890円

４月 ５月

新幹線
【ｴｸｾﾙﾊﾟｽ】

手当支給額 304,960円

６箇月定期券 ： ４１２,３００円
　（支給単位期間　６箇月）

手当支給額 307,260円

５km未満
2,300円

2,300円 2,300円 2,300円

新幹線
【ｴｸｾﾙﾊﾟｽ】

自動車等
５km未満
2,300円

32,936円
(2/3)

32,936円
(2/3)

32,936円
(2/3)

2,300円 2,300円

307,260円

197,620円

107,340円
2,300円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

５km未満
2,300円

2,300円自動車等 2,300円 2,300円 2,300円

J R通常定期券

17,890円 17,890円 17,890円

35,236円
(2/3)

特別料金（1/2）

35,236円
(2/3)

35,236円
(2/3)

17,890円 17,890円 17,890円

それぞれの一一
支給単位期間の
最初の月に支給

計

32,936円
(2/3)

35,236円
(2/3)

35,236円
(2/3)

35,236円
(2/3)

2,300円 2,300円

32,936円
(2/3)

32,936円
(2/3)

- 33 -
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参考１通勤経路等の変更

注：網掛けは，通勤経路等の変更があった普通交通機関等
（一般的な例）

① 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であった場合

● 変更後 55,000円以下となる場合（55,000円以下→55,000円以下）

経路変更 返納

支給単位期間６箇月 Ａ

支給単位期間３箇月 Ｂ

● 変更後 55,000円を超えることとなる場合（55,000円以下→55,000円超）

経路変更 返納

支給単位期間６箇月 Ａ

支給単位期間３箇月 Ｂ

② 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合

● 変更後 55,000円以下となる場合又は55,000円を超える場合
（55,000円超→55,000円以下又は55,000円超→55,000円超）

経路変更 返納

支給単位期間６箇月 Ａ

支給単位期間３箇月 Ｂ Ｂ

通勤手当：55,000円×６箇月

通勤経路等に変更のあった普通

交通機関等のみ払戻し（返納）

すべての普通交通機関等につい

て払戻し（返納）

新たに55,000円×最長支給単位

期間の月数で通勤手当を支給

すべての普通交通機関等につい

て払戻し（返納）

変更後 55,000円超

新たに55,000円×最長支給単位期間

の月数で支給

変更後 55,000円以下

それぞれの支給単位期間ごとに支給
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運賃等の額の変更の場合

注：網掛けは，運賃改定があった普通交通機関等

（一般的な例）

① 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であった場合

● 改定後 55,000円以下となる場合（55,000円以下→55,000円以下）

支給単位期間６箇月 Ａ （返納なし）

返納額０円支給単位期間３箇月 Ｂ

運賃改定時 ・解約日みなし改定日
通勤手当翌月改定)

● 改定後 55,000円を超えることとなる場合（55,000円以下→55,000円超）

支給単位期間６箇月 Ａ Ａ払戻金相当額

返納額０円支給単位期間３箇月 Ｂ Ｂ

運賃改定時 ・解約日みなし改定日
(通勤手当翌月改定)

② 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合

（最長支給単位期間）
・解約日みなし改定日

運賃改定時 (通勤手当翌月改定)

返納額０円支給単位期間６箇月 Ａ

支給単位期間３箇月 Ｂ Ｂ

通勤手当：55,000円×６箇月



- 36 -

８月

●月の途中の休職等・・・規則第１６条の４第２項

　　①　休職等となった月に復職した場合

３０日 1日 3１日

返納なし 休職 復職

　　②　休職の期間が二以上の月にわたる場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日

返納 休職 復職 7月から支給

１６条の２

第１項第３号 払戻日（３１日） 支給単位期間の開始（１日）　第１６条の４第２項

　　③　休職の期間が二以上の月にわたる場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日 ３１日 １日

返納 休職 （全日数通勤なし） 復職 ８月から支給

１６条の２

第１項第３号 払戻日（３１日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第２項

●月の初日から開始する休職等・・・規則第１６条の４第３項

　　④　休職となった月に復職した場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日

返納なし 休職 復職

　　⑤　月の初日から全日数通勤なしの場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日

返納 休職 （全日数通勤なし） 復職 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始(１日)第１６条の４第３項

休　職

５月

（第１６条の２（返納）、規則第１６条の４（支給単位期間の開始））

６月 ７月

返納等の取扱いの取扱い（例） 参考２

 返納なし
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　　⑥　月の初日から全日数通勤なしの場合
３０日 1日 30日 1日 30日 １日

返納 休職 （全日数通勤なし） 復職 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

８月

●月の全日数長期出張等・・・規則第１６条の４第３項

３０日 1日 30日 1日 30日 １日

全日数 返納 出張等 （全日数通勤なし） 勤務再開 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

●月の全日数長期出張等・・・規則第１６条の４第３項

３０日 1日 30日 1日 30日 １日

全日数
（休職等）

返納 休暇 休職等 （全日数通勤なし） 復職 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

（休職の期間が二以上の月にわたる場合）

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日 ３１日 １日

全日数
（休職等）

返納 休暇 （全日数通勤なし） 休職等 復職 ７月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

月の全日数通勤がない場合（休暇→休職）

月の全日数通勤がない場合

５月 ６月 ７月
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諸手当認定事務の留意事項

１ 一般的留意事項

諸手当の届出が職員からあった場合には，届出内容に記載漏れや間違いがないか，

あるいは添付書類の不備等がないかなど十分に審査を行ったうえで，認定等の事務処

理を行うものとします。

なお，主管課長への協議等を要する諸手当の認定についても同様に，所属において

十分な審査を行い，審査が不十分であることによって認定が遅れることがないように

十分留意してください。

２ 証明書類の添付

(１) 証明書類は，諸手当の届出内容に即して，指定されたものを必ず添付させるも

のとします。

(２) 証明書類の様式は，関係の規程により指定されている場合には，その様式を厳

守させる必要がありますので，届出について，職員から相談があった場合には，

指定の様式を必ず職員に示してください。

また，届出の受付に当たっては，指定された様式の証明書類が添付されている

かどうか必ず確認してください。

(３) 諸手当の届出に係る住民票や所得額証明書，戸籍抄本等の証明書類については，個

人番号（マイナンバー）の記載がないものを提出させてください。

なお，職員が既に個人番号（マイナンバー）の記載のある住民票等を取得済みの場

合は，当該部分を完全に黒塗り又は切り取りしたものを証明書類として取り扱うもの

とします。

３ 所属を異にする異動に伴う諸手当の認定について

(１) 通勤手当については，職員の住居と勤務公署の区間が支給要件の前提となるた

め，必ず新たな認定を行うものとします。

(２) 扶養手当，住居手当及び単身赴任手当については，支給要件に係る事実関係に

変動がなければ，新所属において認定を行う必要はありません。

なお，単身赴任手当については，支給要件に係る事実関係に変動がない場合に

あっても，所属を異にする異動の場合には，届出が必要となります。

(３) 住居手当，通勤手当及び単身赴任手当については，所属を異にする異動に伴い，

新たに認定を行う必要の有無に関わらず，新所属で支給要件に係る事実関係の確

認を行うこととし，各認定簿の取扱者認印欄に次の記入例に従い，確認日の日付

を記入し，確認者印を押印してください。
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〔記入例〕
取扱者
認 印
令○ ○ ○. .
,

. . ( )令○ ○ ○ 確認
,

４ 所属を異にする異動に伴う電算入力について

通勤手当及び単身赴任手当については，異動とともに電算上の情報が消去されるた

め，支給要件に該当しなくなる場合には入力報告は必要ありませんが，新たに認定を

行う場合及び継続して支給を受ける場合には，入力報告が必要となります。

扶養手当及び住居手当については，職員に異動があっても電算上の情報は継続して

おり，支給要件に変更が生じない場合は，入力報告は必要ありません。

５ 諸手当認定簿の取扱いについて

条例改正に伴う額の改定は，支給要件に係る認定行為とはならないため，公印の押

印は行わないものとします。

６ 認定簿の管理保存について

扶養手当，住居手当，通勤手当及び単身赴任手当の認定簿については，平成５年度

から各所属で一元的に管理することとなっています。

また，人事異動後に異動前の所属から送付される通勤手当の認定簿の写し等につい

ては，新所属における新たな認定の参考資料として送付するものであるため，新所属

における認定が終了した場合には，適宜廃棄して差し支えありません。

なお，退職者や異動者の認定簿等の文書については，退職又は異動の日から５年間

経過したときは廃棄するものとします。
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通勤経路等の変更 参考１

注：網掛けは，通勤経路等の変更があった普通交通機関等
（一般的な例）

① 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であった場合

● 変更後 55,000円以下となる場合（55,000円以下→55,000円以下）

経路変更 返納

支給単位期間６箇月 Ａ

支給単位期間３箇月 Ｂ

● 変更後 55,000円を超えることとなる場合（55,000円以下→55,000円超）

経路変更 返納

支給単位期間６箇月 Ａ

支給単位期間３箇月 Ｂ

② 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合

● 変更後 55,000円以下となる場合又は55,000円を超える場合
（55,000円超→55,000円以下又は55,000円超→55,000円超）

経路変更 返納

支給単位期間６箇月 Ａ

支給単位期間３箇月 Ｂ Ｂ

通勤手当：55,000円×６箇月

通勤経路等に変更のあった普通

交通機関等のみ払戻し（返納）

すべての普通交通機関等につい

て払戻し（返納）

新たに55,000円×最長支給単位

期間の月数で通勤手当を支給

すべての普通交通機関等につい

て払戻し（返納）

変更後 55,000円超

新たに55,000円×最長支給単位期間

の月数で支給

変更後 55,000円以下

それぞれの支給単位期間ごとに支給
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運賃等の額の変更の場合

注：網掛けは，運賃改定があった普通交通機関等

（一般的な例）

① 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であった場合

● 改定後 55,000円以下となる場合（55,000円以下→55,000円以下）

支給単位期間６箇月 Ａ （返納なし）

支給単位期間３箇月 Ｂ 返納額０円

運賃改定時 みなし改定日・解約日
通勤手当翌月改定)

● 改定後 55,000円を超えることとなる場合（55,000円以下→55,000円超）

支給単位期間６箇月 Ａ Ａ払戻金相当額

支給単位期間３箇月 Ｂ Ｂ返納額０円

運賃改定時 みなし改定日・解約日
(通勤手当翌月改定)

② 一箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合

（最長支給単位期間）
みなし改定日・解約日

運賃改定時 (通勤手当翌月改定)

支給単位期間６箇月 Ａ 返納額０円

支給単位期間３箇月 Ｂ Ｂ

通勤手当：55,000円×６箇月
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８月

●月の途中の休職等・・・規則第１６条の４第２項

　　①　休職等となった月に復職した場合

３０日 1日 3１日

返納なし 休職 復職

　　②　休職の期間が二以上の月にわたる場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日

返納 休職 復職 7月から支給

１６条の２

第１項第３号 払戻日（３１日） 支給単位期間の開始（１日）　第１６条の４第２項

　　③　休職の期間が二以上の月にわたる場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日 ３１日 １日

返納 休職 （全日数通勤なし） 復職 ８月から支給

１６条の２

第１項第３号 払戻日（３１日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第２項

●月の初日から開始する休職等・・・規則第１６条の４第３項

　　④　休職となった月に復職した場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日

返納なし 休職 復職

　　⑤　月の初日から全日数通勤なしの場合

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日

返納 休職 （全日数通勤なし） 復職 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始(１日)第１６条の４第３項

休　職

５月

（第１６条の２（返納）、規則第１６条の４（支給単位期間の開始））

６月 ７月

返納等の取扱いの取扱い（例） 参考２



- 37 -

　　⑥　月の初日から全日数通勤なしの場合
３０日 1日 30日 1日 30日 １日

返納 休職 （全日数通勤なし） 復職 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

８月

●月の全日数長期出張等・・・規則第１６条の４第３項

３０日 1日 30日 1日 30日 １日

全日数 返納 出張等 （全日数通勤なし） 勤務再開 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

●月の全日数長期出張等・・・規則第１６条の４第３項

３０日 1日 30日 1日 30日 １日

全日数
（休職等）

返納 休暇 休職等 （全日数通勤なし） 復職 ６月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

（休職の期間が二以上の月にわたる場合）

３０日 1日 3１日 1日 30日 １日 ３１日 １日

全日数
（休職等）

返納 休暇 （全日数通勤なし） 休職等 復職 ７月から支給

１６条の２

第１項第４号 　　払戻日（３０日） 支給単位期間の開始（１日）第１６条の４第３項

月の全日数通勤がない場合（休暇→休職）

月の全日数通勤がない場合

５月 ６月 ７月
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諸手当認定事務の留意事項

１ 一般的留意事項

諸手当の届出が職員からあった場合には，届出内容に記載漏れや間違いがないか，

あるいは添付書類の不備等がないかなど十分に審査を行ったうえで，認定等の事務処

理を行うものとします。

なお，主管課長への協議等を要する諸手当の認定についても同様に，所属において

十分な審査を行い，審査が不十分であることによって認定が遅れることがないように

十分留意してください。

２ 証明書類の添付

(１) 証明書類は，諸手当の届出内容に即して，指定されたものを必ず添付させるも

のとします。

(２) 証明書類の様式は，関係の規程により指定されている場合には，その様式を厳

守させる必要がありますので，届出について，職員から相談があった場合には，

指定の様式を必ず職員に示してください。

また，届出の受付に当たっては，指定された様式の証明書類が添付されている

かどうか必ず確認してください。

(３) 諸手当の届出に係る住民票や所得額証明書，戸籍抄本等の証明書類については，個

人番号（マイナンバー）の記載がないものを提出させてください。

なお，職員が既に個人番号（マイナンバー）の記載のある住民票等を取得済みの場

合は，当該部分を完全に黒塗り又は切り取りしたものを証明書類として取り扱うもの

とします。

３ 所属を異にする異動に伴う諸手当の認定について

(１) 通勤手当については，職員の住居と勤務公署の区間が支給要件の前提となるた

め，必ず新たな認定を行うものとします。

(２) 扶養手当，住居手当及び単身赴任手当については，支給要件に係る事実関係に

変動がなければ，新所属において認定を行う必要はありません。

なお，単身赴任手当については，支給要件に係る事実関係に変動がない場合に

あっても，所属を異にする異動の場合には，届出が必要となります。

(３) 住居手当，通勤手当及び単身赴任手当については，所属を異にする異動に伴い，

新たに認定を行う必要の有無に関わらず，新所属で支給要件に係る事実関係の確

認を行うこととし，各認定簿の取扱者認印欄に次の記入例に従い，確認日の日付

を記入し，確認者印を押印してください。
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〔記入例〕
取扱者
認 印
令○.○.○
,

令○.○.○(確認)
,

４ 所属を異にする異動に伴う電算入力について

通勤手当及び単身赴任手当については，異動とともに電算上の情報が消去されるた

め，支給要件に該当しなくなる場合には入力報告は必要ありませんが，新たに認定を

行う場合及び継続して支給を受ける場合には，入力報告が必要となります。

扶養手当及び住居手当については，職員に異動があっても電算上の情報は継続して

おり，支給要件に変更が生じない場合は，入力報告は必要ありません。

５ 諸手当認定簿の取扱いについて

条例改正に伴う額の改定は，支給要件に係る認定行為とはならないため，公印の押

印は行わないものとします。

６ 認定簿の管理保存について

扶養手当，住居手当，通勤手当及び単身赴任手当の認定簿については，平成５年度

から各所属で一元的に管理することとなっています。

また，人事異動後に異動前の所属から送付される通勤手当の認定簿の写し等につい

ては，新所属における新たな認定の参考資料として送付するものであるため，新所属

における認定が終了した場合には，適宜廃棄して差し支えありません。

なお，退職者や異動者の認定簿等の文書については，退職又は異動の日から５年間

経過したときは廃棄するものとします。



社会保険
料

雇用保険
料

法定控除
額合計 支給日

① ② ①－②

○○ 7,500 20 150,000 2,180 152,180 0 152,180 R2.○.○

＜費用弁償（通勤手当相当）算出基礎＞ ＜所得税算出基礎＞ ＜費用弁償課税額算出基礎＞

【通常分】 ｱ 2,180

　○交通機関（定期券） 円 ｲ 4,200

　○自動車等利用者，回数券 【認定距離（自動車等）】 ｳ 0

109 円× 20 日＝ 2,180 円 3 ｋｍ ｴ

【高速承認分】

　○新幹線 円

　○高速道路

円× 20 日＝ 0 円

2,180 円

照合印 上記のとおり勤務したことを証明する。

令和　　年　　月　　日　　　　○○課長　○○○○　　　　　印

＊ 部分を入力してください。
＊ 費用弁償算出基礎欄については，認定通知の記載を転記してください。
＊ 通勤手当の非課税限度額は，通勤手当非課税限度額表により，課税されない金額を入力してください。

自動車等交通用具利用者は，非課税限度額表を除く額が，交通機関利用者は全額が非課税となります。
＊ 支払の際は，報酬分（控除含む）と費用弁償分を分けて支出負担行為・支出命令を作成することになります。

報酬：支出負担行為・支出命令（集合）控除金あり
費用弁償：支出負担行為・支出命令（集合） 様式：協会HP

報酬支給内訳書　　【令和4年　月分】
法  定　控　除　額

職　名 単価 勤務
日数 報酬額

費用弁償
（通勤手
当相当）

支給総額
住民税

氏　名
振　込　先

令和2年　　月分費用弁償支給額

鹿児島市○○

課税対象額

(ｱ+ｲ-ｳ-ｴ)

（生年月日）

○○　○○
（S13.４.２）

住　所
所得税額

月額甲：扶
養１

本人支給額

150,000

費用弁償支給額

非課税限度額

費用弁償課税額

報酬額

費用弁償課税額

社会保険料

雇用保険料

150,000

0

0

0
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別記
第１号様式（新規認定等用）

通 勤 届 （ 非 常 勤 職 員 用 ）
殿 勤務課(所)名

職 名 勤 務 場 所 上記と 同 ・ 異 （ ）

氏 名 印 勤務場所住所

住 居

以下のとおり，通勤の実情を届け出ます。
届出の理由＜該当する□にレ印を付する。＞ □ 直前の届出の区間と同一の区間がある
□新規 □住居の変更 (該当する区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)

□通勤経路又は方法の変更 □運賃等の負担額の変更 （届出の理由が生じた日）
□その他（ ） 年 月 日
順 乗 車 券 等 左欄の乗車券

通勤方法の別 区 間 距 離 所要時間 備 考
路 の 種 類 等 の 額
１

住居から( 経由) まで . ㎞ 分 円
□ （ ）
２

から( ) まで . ㎞ 分 円
□ （ ）
３

から( ) まで . ㎞ 分 円
□ （ ）
４

から( ) まで . ㎞ 分 円
□ （ ）
５

から( ) まで . ㎞ 分 円
□ （ ）
他に利用できる交 総通勤距離 . ㎞
通機関等の名称及

総所要時間 分び 利 用 区 間 等
記入上の注意

１ 「通勤方法の別」欄には，住居から勤務公署に至る通勤の順路に従い，徒歩，自転車，○○バス，○○線等の別をもれなく記
入し，下段の（ ）には特急，新幹線，高速道路等の別を記入すること。

２ 「乗車券等の種類」欄には，定期券(○箇月)，回数乗車券（○○枚つづり），普通乗車（船）券，優待乗車（船）券等の別を記
入すること。

３ 「左欄の乗車券等の額」欄には，定期券(○箇月)等の左欄に記載したその種類に応ずる額を記入すること。
４ 「備考」欄には，定期券を持たない理由，回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入すること。また，往路と復路が異なる場

合は，その旨と理由を記入すること。
５ 「他に利用できる交通機関等の名称及び利用区間等」欄には，名称，利用区間，所要時間，○箇月運賃のほかに，当該交通機関
の運賃が現在利用している交通機関の運賃より低廉の場合は，当該交通機関を利用しない理由を具体的かつ詳細に記入すること。

６ 本届出の提出にあたっては，住民票（写しも可），通勤経路の略図（経路朱線）及び自宅付近の詳細な地図を添付すること。

【特別急行列車等利用者】 特別急行列車利用者は，以下にも記入してください。

※採 用 日 の
※採用年月日（辞令） 年 月 日

住 居
特別急行列車等利用者の特別急行列車等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等
順

通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考
路

１ 住居から( 経由) まで . ㎞ 分

２ から( ) まで . ㎞ 分

３ から( ) まで . ㎞ 分

４ から( ) まで . ㎞ 分

５ から( ) まで . ㎞ 分

他に利用できる交 総通勤距離 . ㎞
通機関等の名称及

総所要時間 分び 利 用 区 間 等
記入上の注意

１ ※欄は，□１にレ印を付した職員のみ記入すること。
２ 「通勤方法の別」欄には，住居から勤務公署に至る通勤の順路に従い，徒歩，自動車，○○バス，○○線等の別をもれなく記入
すること。

３ 特別急行列車等利用者の特別急行列車等を利用しない場合の通勤経路の略図（経路朱線）を添付すること。

様式：協会HP

受付（伺い）　　下記のとおり認定してよろしいか決　裁

決裁権者 回議 係
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別記

第２号様式（更新用）

通 勤 状 況 報 告 書 （ 非 常 勤 職 員 用 ）

殿 勤務課(所)名

職 名 勤 務 場 所 上記と 同 ・ 異 （ ）

氏 名 印 勤務場所住所

住 居

令和 年 月 日（前回の委嘱期限）現在における

①居住地（住所）

②通勤方法

③通勤経路

④運賃等の額

上記の点は，令和 年 月 日（委嘱日）現在，変更がないことを報告します。

注：居住地や通勤方法に変更があった場合，様式１による届出が必要となりますので，注意してください。ま

た，変更があったにも関わらず，届出しなかった場合，費用弁償の返納もあり得ますので，変更があった

場合は速やかに様式１により届出してください。

様式：協会HP

受付（伺い）　　下記のとおり認定してよろしいか決　裁

決裁権者 回議 係



（その２）

　　　　　　　年　　　　月から

　　　　　　　年　　　　月まで

　　　　　　　年　　　　月から

　　　　　　　年　　　　月まで

　　　　　　　年　　　　月から

　　　　　　　年　　　　月まで

　　　　　　　年　　　　月から

　　　　　　　年　　　　月まで

　　　　　　　年　　　　月から

（回数券等支給限度（21日分）・・・　　　　　　　円） 　　　　　　　年　　　　月まで

　　　　　　　年　　　　月から

　　　　　　　年　　　　月まで

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　職名

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　職名

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　職名

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　職名
円 円

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　職名
円 円

　注　特別料金等（特別運賃等）の額に改定があつた場合における「特別急行列車等の認定期間」の欄の「　　　　年　　月まで」は，改定があつた月（定期券の通用期間中であるときは，支給単位期間等に係る最後の月）を記入すること。 様式：協会HP

（更新情報等）（認定情報等） （その他）

順
路

算出の基礎となる特別急行列車等 定期券
回数券
その他
の　別 定期券

特別料金等２分の１相当額
(特別運賃等相当額)

特別料金等(特別運賃等）の額の
算　　　　　出　　　　　基　　　　　礎 特別急行列車等

の認定期間
取扱者
認　印

支　　給　　月
（支給月に○印を付す。）
(毎月の場合は省略可）

備　　考
特別急行列車等の
名                   称

利　用　区　間
回　数　券
そ　の　他

定期券
回　数　券
そ　の　他

特
別
急
行
列
車
等
利
用
者

１

改
正

２

７　 ８　 ９　10  11  12

改
正

１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６円

(　　　　　　箇月）

円
円

７　 ８　 ９　10  11  12

円

(　　　　　　箇月）

１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６

７　 ８　 ９　10  11  12

１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６

７　 ８　 ９　10  11  12

円

(　　　　　　箇月）

１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

円 円 円

10月 11月 12月

円 円 円 円

認定権者の確認・決定
備　　　　考

(　　改　　定　　）　　欄
１月 ２月 ３月

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

円 円 円 円 円 円 円

円

円 円 円 円

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

円

定
期
券
支
給
額

新規認定

　　　年　　月
日

　　　　　　改正

　　　年　　月
日

　　　　　　改正

円

円円 円 円

特
記
事
項

円 円 円 円 円円 円 円 円

１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
円 ７　 ８　 ９　10  11  12

１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６

７　 ８　 ９　10  11  12

円

(　　　　　　箇月）

円

(　　　　　　箇月）

円

(　　　　　　箇月）

円 円

円

円

円

日額

改正
日額

円

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

(　　　　　　箇月）

円
円

(　　　　　　箇月）

円
円

(　　　　　　箇月）

円

(　　　　　　箇月）

　年　　月　　日改正

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

計

特別急行列車等利用者
支給額

円

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

円

自動車等又は
回数券等
支給額

　　　　年　　月から

　　　　年　　月まで

　　　　年　　月から

　　　　年　　月まで

　　　　年　　月から

　　　　年　　月まで

　　　　年　　月から

　　　　年　　月まで　年　　月　　日改正
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単 位 事 務 名

特 殊 勤 務 手 当
＜コ－ド＞０３０６

根 拠 お よ び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例第12条】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第７条】

鹿児島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例 【昭和28年10月14日条例51号】

教育業務連絡指導手当支給規則 【昭和53年３月20日規則４号】

鹿児島県学校職員の夜間管理手当支給に関する規則 【昭和30年２月25日規則３号】

教員特殊業務手当の運用について(通知) 【昭和53年３月20日鹿教教721号】

教員特殊業務手当の運用について(通知) 【平成８年３月29日鹿教教756号】

教員特殊業務手当の運用について(通知) 【平成８年７月８日鹿教教351号】

教員特殊業務手当に係る「被害が特に甚大な非常災害」及び「心身に著しい負担を与える

業務」の定めについて（通知） 【平成12年３月30日，鹿教教第711号】

質疑応答集の送付について (通知) 【昭和53年３月20日】

給与関係コ－ド表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県給与データ収集・配信システムマニュアル 【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

実習助手の教員特殊業務手当（第4号業務）の取扱いについて（事務連絡）

【平成27年8月28日教職員課給与係長】

実習助手の部活動指導及び対外指導競技等引率指導について（通知）

【平成30年2月22日鹿教教630号】

教育業務連絡指導手当支給規則の一部改正について(通知)

【令和２年４月24日鹿教教80号】

項 目 処 理 方 法

特 殊 勤 務 １．多学年学級担当手当

手 当 の 種 類 ２．教員特殊業務手当

３．教育業務連絡指導手当

４．夜間管理手当

５．面接指導手当

６．乗船実習指導手当

７．舎監手当

８．漁獲手当

【学校職員給与条例第７条，特殊勤務条例第２条】

１多 学 年 学 級 省略

担 当 手 当 【特殊勤務条例第３条】
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項 目 処 理 方 法

２教員特殊業務 (1) 支給要件

手 当 小学校，中学校，義務教育学校，高等学校又は特別支援学校に所属する教諭, 養護教

＜ コ － ド ＞ 諭，栄養教諭，助教諭，養護助教諭，講師，実習助手又は寄宿舎指導員で職務の級が教

２５２１ 育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の１級又は２級のものが，次に掲げる業務に従事

２５２２ した場合において，その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に

２５２３ 及ぶときに支給する。

２５２４ ① 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

２５２５ ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

２５２６ イ 児童又は生徒の負傷，疾病等に伴う救急の業務

２５２７ ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

２５２８ ② 修学旅行，林間・臨海学校等 (学校が計画し，実施するものに限る。) において児

童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

③ 教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務

で泊を伴うもの又は鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例第３条第１項，

第４条及び第５条の規定に基づく週休日若しくは給与条例第９条第１項の規定により

休日給が教育職員以外の学校職員に対して支給される日（次号において「休日等」と

いう。）に行うもの

（注） 対外運動競技基準に関連して毎年文書で出される教育活動内競技と教育活動外

競技の区分は，この教員特殊業務手当支給対象団体とは別個のものである。

手当支給団体とは，特殊勤務手当に関する条例第４条第１項第３号に基づくも

ので，主催に限ること。（主催の中に含まれたら支給できる。）

④ 学校の管理下において行われる部活動 (正規の教育課程としてのクラブ活動に準ず

る活動をいう。) における児童又は生徒に対する指導業務で，週休日，休日等又は休

日等に当たる日以外の正規の勤務時間が４時間である日に行うもの

【特殊勤務条例第４条第１項，教員特殊業務手当の運用通知】

(2) 支給方法

給料の支給方法に準じて支給する。その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

【特殊勤務条例第12条】

(3) 支給額 (別紙１を参照)

手当の額は業務に従事した日，１日につき次の各号に掲げる額とする。

① 支給要件第１号アの業務

Ａ（非常災害時の児童生徒の保護等） ８，０００円

Ｂ（被害が特に甚大な非常災害の際に心身に著しい負担を与えると教育委員会が定める業務）

１６，０００円

② 支給要件第１号イの業務 ７，５００円

③ 支給要件第１号ウの業務 ７，５００円

④ 支給要件第２号の業務 ５，１００円

⑤ 支給要件第３号の業務 Ａ・Ｂ ５，１００円

⑥ 支給要件第４号の業務 ２，７００円

【特殊勤務条例第４条第２項】

※ 「被害が特に甚大な非常災害」とは，災害対策基本法（昭和36年法律第223号)第

24条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第28条の２の規定に基づく緊急災害

対策本部が設置される災害とする。
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項 目 処 理 方 法

※ 「心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務」とは，学校の管理下に

おいて行われる，学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務とする。

【平成12年３月30日鹿教教第711号】

※ 再任用職員(フルタイム勤務)にも支給される。

(4) 教員特殊業務手当一覧表

条 項 業 務 の 種 類 支給日額及 要 件

びコード 平 日 週休日，休日等

(ｱ) 非常災害 ①正規の勤務時間 ①終日に及ぶ程度

時の児童生 8,000円 に引き続き午後 (日中８時間程度)

徒の保護又 コード2521 11時まで

学校管理 は防災復旧

条 例 下におい 被害が特に 16,000円 ②午前２時から午 ② ①と同程度

第４条 て行う非 甚大な非常 コード2522 前８時まで

第１項 常災害時 災害時

第１号 等緊急業 (ｲ) 児童・生 7,500円 ③ ①②と同程度

務 徒の救急 コード2523

(ｳ) 児童・生 7,500円

徒の緊急の コード2524

補導

同 修学旅行，林間・臨海 5,100円 泊を伴うもので８

第２号 学校等への引率 コード2525 時間程度（就寝時 同 左

間等は含まない）

同 対外運動 泊を伴うもの 5,100円 泊を伴うもので８

第３号 競技等へ Ａ コード2526 時間程度（就寝時 同 左

の引率 間は含まない）

泊を伴わない 5,100円 ①終日に及ぶ程度

もの コード2527 (日中８時間程度)

Ｂ ② ①と同程度

同 学校管理下において行 2,700円 引き続き３時間程度

第４号 われる部活動指導業務 コード2528

(5) 対外運動競技等への引率の場合の事例

事例１ （２泊３日の生徒引率で代休を与えた場合）

金
泊

土 ３日分の手当支給
泊

日
代休

月

事例２ （日曜日の生徒引率で代休を与えた場合）

日 日帰りの生徒引率（８時間程度従事） 支給せず
代休

月

事例３ （週休日・休日等で代休を与えなかった場合）

（８時間程度従事）
日 日帰りの生徒引率 支給

月 通 常 勤 務 支給（ただし，振休・代休を
与えた場合は支給せず)

事例４ （雨天順延となって宿舎で待機した場合）

待機中の時間も引率指導業務に従事した時間に含まれる。
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項 目 処 理 方 法

(6) 実習助手の教員特殊業務手当

以下の条件を全て満たす実習助手で，校長が承認した者については，単独で当該校の部活

動指導を認める。

① 正規職員であること。

② 当該部活動の指導を常時行っていること。

③ 教員免許状の普通免許状を有していること又は免許法認定講習で生徒指導に関する単

位を1単位以上取得し，かつ6年以上の勤務経験があること。

【平成30年2月22日鹿教教第630号】

※なお，部活動を行う実習助手については，毎年度当初に「実習助手部活動単独指導等確

認簿」で単独での部活動指導が可能であるかを確認し，当確認簿の写しを教員特殊業務確認

簿に添付すること。

【資 料】

【昭和53年３月20日鹿教教721号】

【平成８年３月29日鹿教教756号】

【平成８年７月８日鹿教教351号】

体

育

団

体

全国高等学校体育連盟，九州地区高等学校体育連盟，鹿児島県高等学校体育連盟（地区を含む。），

全国高等学校野球連盟，九州地区高等学校野球連盟，鹿児島県高等学校野球連盟，日本中学校体育連

盟，九州中学校体育連盟，鹿児島県中学校体育連盟（地区を含む。），鹿児島県小学校体育連盟（地

区を含む。），その他教育委員会が指定する団体

そ

の

他

の

団

体

日本学校農業クラブ連盟，九州地区高等学校農業クラブ連盟，鹿児島県学校農業クラブ連盟，全国高

等学校家庭クラブ連盟，九州地区高等学校家庭クラブ連盟，鹿児島県高等学校家庭クラブ連盟，全国

商業高等学校協会，鹿児島県高等学校商業教育協会，鹿児島県音楽教育連盟，全日本合唱連盟西部支

部（支部，全国を含む。），九州吹奏楽連盟（支部，全国を含む。），鹿児島県高等学校演劇連盟

（連合体を含む。），鹿児島県高等学校弁論連盟（連合体を含む。），鹿児島県高等学校（又は中学

校）教育研究会英語部会，鹿児島県高等学校文化連盟（連合体を含む。），その他教育委員会が指定

する団体
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特手第１号様式

教員特殊業務確認簿

（所属学校名） 鹿児島県立 ○ ○ 高等学校
（職名） 教 諭 （氏名） ○ ○ ○ ○

所属長 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 業 務 の 区 分
月 日 曜日 従 事 従事した業務の 従事

確認 第1号ｱ 第1号ｱ 第1号ｲ 第1号ｳ 第２号 第３号 第３号 第４号 時 間 内 容 者
の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

8:10
7 11 火

～

14 20 ２年生宿泊研修引率
22:30

6:30
7 12 水

～

15 30 同上
22:00

6:30
7 13 木

～

8 00 同上
14:30

7 月 計 ３日

教員特殊業務確認簿
（備考）第１号アの業務Ａ…非常災害時の児童生徒の保護又は防災復旧業務

第１号アの業務Ｂ…被害が特に甚大な非常災害時の救援業務
第３号の業務Ａ……対外運動競技等への引率で泊を伴うもの
第３号の業務Ｂ……対外運動競技等への引率で泊を伴わないもの

様式：協会HP
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令和○○年度第２学年宿泊研修日程表
鹿児島県立○○高等学校

７月１１日（火） 時刻 日課 ７月１２日（水） ７月１３日（木）

6:30 起 床

洗 面

7:10

朝の集い

代表者会

清 掃 シーツ返納

8:10 玄関前集合 7:45

8:30 学校出発 朝 食

9:00

① 晴 天 ② 雨 天 8:30～8:40

9:30～9:50 玄関前集合

休憩 （講堂） 8:45

研修 （Ａ) バス乗車

オ 説明 フィルム 8:50 出発

11:00～11:45 リ 10:00～10:20

昼食 エ 全体レクリ 休憩

12:00 ン エーション 14:00 学校着

13:20～13:40 昼 食 テ （講堂） 14:30 解散

休憩 13:30 ｜

14:00 宿舎着 リ

入所手続 ン

14:20 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 研修 （Ｂ) グ 球 技 大 会

（講堂） （体育館）

宿舎入所

16:15

休憩 団体

連絡会

16:50

代表挨拶 紹介

キャンドルリハー 夕べの集い

サル 全員

17:30

夕 食

入 浴

寝具セット

20:00

キャンドルの集い フィルム フォーラム

団体交歓 研修 （Ｃ） （ファミリー）

（体育館） （講 堂）

21:20

自 由 時 間 反 省

21:50

就 寝 準 備

22:00 消 灯
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特手第１号様式

教員特殊業務確認簿

（所属学校名）
鹿児島県立 ○ ○ 高等学校 （職名） 教 諭 （氏名） ○ ○ ○ ○

条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 業 務 の 区 分
所属長 従事 従事した業務の 従事

月 日 曜日 第1号ｱ 第1号ｱ 第1号ｲ 第1号ｳ 第２号 第３号 第3号 第４号
確認 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 時間 内 容 者

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

13:10 令和○年度鹿児
11 13 月

～

8 50 島県高等学校演
22:00 劇祭生徒引率

6:00
11 14 火

～

16 00 同上
22:00

6:00
11 15 水

～

11 00 同上
17:00

11 月 計 ３日

教員特殊業務確認簿
(備考)第１号アの業務Ａ…非常災害時の児童生徒の保護又は防災復旧業務

第１号アの業務Ｂ…被害が特に甚大な非常災害時の救援業務
第３号の業務Ａ……対外運動競技等への引率で泊を伴うもの
第３号の業務Ｂ……対外運動競技等への引率で泊を伴わないもの

様式：協会HP
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運動競技等の内容調書

競 競技等の名称 令和○○年度鹿児島県高等学校演劇祭

技

等 競 技 等 の 行 令和○○年１１月１４日から

の わ れ た 月 日 令和○○年１１月１５日まで

名

称 競 技 等 の 開 催
鹿児島県文化センター

等 さ れ た 場 所

競 鹿児島県教育委員会・鹿児島県文化センター
主催者（団体）

技 鹿児島県高等学校演劇連盟

等

の 共催者（団体）

性

格 後援者（団体）

引 出 勤 簿 の

率 出 張

教 処 理 区 分

員

の
代休を与えた場

勤

務

処
合 の 処 理 結 果

理

運動競技の内容については上記のとおりです。

令和○○年１１月１６日

鹿児島県立○○高等学校

校 長 ○ ○ ○ ○
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鹿高演連 第１０号

令和○○年１１月１日

関係諸高等学校長 殿

鹿児島県高等学校演劇連盟

会 長 ○ ○ ○ ○

貴校演劇部は地区大会において優秀な成績をあげられましたので，地区代表として県大会に出場していただく

ことになりました。校務御多忙の折とは存じますが，貴校演劇部生徒並びに顧問教論の本大会参加につきまして，

宜しくご高配下さいますようお願い致します。尚，下記の要領で行います。

記

１．大会名 令和○○年度鹿児島県高等学校演劇祭（第４２回鹿児島県高等学校演劇講習会）

２．主 催 鹿児島県教育委員会

鹿児島県文化センター

鹿児島県高等学校演劇連盟

３．期 日 令和○○年１１月１４日（火）・１５日（水）

４．会 場 鹿児島県文化センター

５．参加費 １．０００円

６．その他 ※リハーサルは１４日（火），午前８：３０分より開始

※本大会において優秀な成績をおさめた上位２校は，１２月１６日・１７日に延岡で開催され

る九州高等学校演劇コンクールに出場していただくことになります。
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特手第１号様式

教員特殊業務確認簿

（所属学校名）
鹿児島県立 ○ ○ 高等学校 （職名） 教 諭 （氏名） ○ ○ ○ ○

条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 業 務 の 区 分
所属長 従事 従事した業務の 従事

月 日 曜日 第1号ｱ 第1号ｱ 第1号ｲ 第1号ｳ 第２号 第３号 第3号 第４号
確認 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 時間 内 容 者

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

14:00 第42回鹿児県高
6 1 木

～

8 00 等学校陸上競技
22:00 大会生徒引率

6:00
6 2 金

～

16 00 同上
22:00

6:00
6 3 土

～

16 00 同上
22:00

6:00
6 4 日

～

13 00 同上
19:00

6 月 計 ４日

教員特殊業務確認簿
(備考)第１号アの業務Ａ…非常災害時の児童生徒の保護又は防災復旧業務

第１号アの業務Ｂ…被害が特に甚大な非常災害時の救援業務
第３号の業務Ａ……対外運動競技等への引率で泊を伴うもの
第３号の業務Ｂ……対外運動競技等への引率で泊を伴わないもの

様式：協会HP
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運動競技等の内容調書

競 競 技 等 の 名 称 第４２回鹿児島県高等学校陸上競技大会

技

等 競 技 等 の 行 令和○○年６月２日から

の わ れ た 月 日 令和○○年６月４日まで

名

称 競 技 等 の 開 催
県立鴨池陸上競技場

等 さ れ た 場 所

競 主催者（団体） 鹿児島県高等学校体育連盟

技

等 共催者（団体）

の

性
後援者（団体） 鹿児島県教育委員会

格

引 出 勤 簿 の

率 出 張

教 処 理 区 分

員

の

勤 代休を与えた場 令和○○年６月３日（土）の代休を令和○○年５月３１日に与えた

務

処 合 の 処 理 結 果 令和○○年６月４日（日）の代休を令和○○年６月５日に与えた

理

運動競技等の内容については上記のとおりです。

令和○○年６月６日

鹿児島県立○○高等学校

校 長 ○ ○ ○ ○
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第４２回鹿児島県高等学校陸上競技大会

（南九州高校陸上競技大会予選会）要項
1.主 催

鹿児島県高等学校体育連盟

2.後 援

鹿児島県教育委員会

3.主 管

鹿児島県高等学校体育連盟陸上競技専門部・鹿児島陸上競技協会

4.期 日

令和○○年６月２日（金）～６月４日（日）

5.会 場

県立鴨池陸上競技場

6.競技規定

(1) １種目１校３名以内

(2) リレーは１校１チーム（６名以内）

(3) １人３種目以内（リレーを除く）

7.競技方法

(1) 男・女別学校対抗とする。

(2) 令和○○年度日本陸上競技連盟規則による。

8.参加資格

(1) 令和○○年度県高体連加盟校の在学生であること。

(2) ア.年齢は令和△△年４月２日以降に生まれた者で，１９歳未満のものとする。ただし同一学年での

出場は１回限りとする。

イ.特例として，この(２)号アに定める年齢制限について，中国残留日本人孤児およびその子女につい

ては徹廃する。

(3) チーム編成については，全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。

(4) 転校後３ヶ月未満のものは参加を認めない。ただし一家転住等やむを得ない場合は県高体連会長の認

可があればこの限りではない。

(5) 参加する選手は在学する学校長の参加申込書ならびに健康診断を必要とする。

(6) その他の事項については，全国大会要項に準ずる。

9.申込方法

(1) 所定の申込書に記入し，５月１９日（金）までに申込むこと。（必着）

(2) 競技者個人申込書（１人１種目につき１枚）但しリレーは６名連記とする。（見本参照）

女子はピンクの個票。（もし白色の個票を使用するときは個票の上部に１㎝程度の赤マジックの線を）

(3) 補欠の個票は朱書で記入する。

(4) 事前に鹿児島陸協に登録をすませ，番号布（ゼッケン）を必ず記入すること。

10.申込場所

鹿児島市上福元町５２５５ （〒８９１－０１１６）

県立鹿児島南高等学校内 県高体連事務局宛 （ＴＥＬ ２６８－８３９１）
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11.種 目

第１日目（６月２日）

トラック（男子） ２００ｍ ８００ｍ ３，０００ｍ 障害物 ４×１００ｍリレー

（女子） ４００ｍ １００ｍ ハードル ３０００ｍ

フィルド（男子） 走高跳，やり投

（女子） 円盤投 走幅跳

第２日目（６月３日）

トラック（男子） １００ｍ ２００ｍ（決） １，５００ｍ ４００ｍハードル

４×４００ｍリレー

（女子） １００ｍ ８００ｍ ４×１００ｍリレー

フィルド（男子） 棒高跳 走幅跳 砲丸投 ハンマー投

（女子） やり投

第３日目（６月４日）

トラック（男子） １００ｍ（決） ４００ｍ ５，０００ｍ １１０ｍハード

４×４００ｍリレー（決）

（女子） ２００ｍ ８００ｍ（決）４×１００ｍリレー（決）

フィルド（男子） 円盤投 三段跳

（女子） 砲丸投 走高跳

12.表 彰

男・女別，トラック・フィールド総合各３位までと，個人各種目３位までを表彰する。

13.監督会議

(1) ６月１日 午後３時 陸上競技場会議室。

(2) 参加校は必ず出席のこと。（代表者でも可）

(3) 出席できない場合は，監督会議前までに補欠との選手変更を申込むこと。

監督会議以降は認めない。

14.その他

(1) 全国高体連の登記も同時に行うこと。

(2) 参加校は，開会式に参加すること。

(3) 各校１名の審判員を出してください。

(4) 南九州大会は熊本で６月１６日～１８日まで開催されます。

(5) 南九州大会への出場者は県大会で６位までに入賞した者が出場の権利がある。
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特手第１号様式

教員特殊業務確認簿

（所属学校名）
鹿児島県立 ○ ○ 高等学校 （職名） 教 諭 （氏名） ○ ○ ○ ○

所属長 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 業 務 の 区 分
月 日 曜日 従事 従事した業務の 従事

確認 第1号ｱ 第1号ｱ 第1号ｲ 第1号ｳ 第２号 第３号 第３号 第４号 時間 内 容 者
の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務 の業務

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

13:00 陸上部
11 4 土

～
3 00 部活動指導

16:00

13:00
11 11 土

～

3 00 同上
16:00

13:00
11 18 土

～

3 00 同上

11 月 計 ３日

教員特殊業務確認簿

（備考）第１号アの業務Ａ…非常災害時の児童生徒の保護又は防災復旧業務

第１号アの業務Ｂ…被害が特に甚大な非常災害時の救援業務

第３号の業務Ａ……対外運動競技等への引率で泊を伴うもの

第３号の業務Ｂ……対外運動競技等への引率で泊を伴わないもの

様式：協会HP
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令和○○年度 生徒会組織表・部活動顧問教員一覧表

鹿児島県立○○高等学校

生 徒 総 会

執 行 委 員 会

評 議 委 員 会 専 門 委 員 会 部 長 会

美 保 体 交 生 学

通 活 校
化 健 育

安 指 週

委 委 委 全 導 番

委 委 委
員 員 員

員 員 員

会 会 会 会 会 会

ク ラ ス 会

体 育 系 １１ 文 化 系 １２

顧 問 教 員 顧 問 教 員

陸 上 ○ ○ ○ ○ 文 芸 ○ ○ ○ ○

バレーボール ○ ○ ○ ○ 演 劇 ○ ○ ○ ○

ソフトボール ○ ○ ○ ○ 民 謡 ○ ○ ○ ○

卓 球 ○ ○ ○ ○ 美 術 ○ ○ ○ ○

新 体 操 ○ ○ ○ ○ 写 真 ○ ○ ○ ○

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ○ ○ ○ ○ 書 道 ○ ○ ○ ○

軟 式 テ ニ ス ○ ○ ○ ○ 珠 算 ○ ○ ○ ○

剣 道 ○ ○ ○ ○ 点 字 ○ ○ ○ ○

弓 道 ○ ○ ○ ○ 手 芸 ○ ○ ○ ○

バドミントン ○ ○ ○ ○ 茶 道 ○ ○ ○ ○

水 泳 ○ ○ ○ ○ 放 送 ○ ○ ○ ○

ブラスバンド ○ ○ ○ ○
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項 目 処 理 方 法

３教 育 業 務 連 (1) 支給要件

絡 指 導 手 当 小学校，中学校，義務教育学校，高等学校又は特別支援学校に所属する教諭，養護教諭

＜ コ － ド ＞ 又は栄養教諭のうち，次に掲げる主任等でその職務が困難であるとして教育委員会が人事

２５３０ 委員会と協議して定めるものの職務を担当する教諭，養護教諭又は栄養教諭が，当該担当

に係る業務に従事したときに支給する。

① 鹿児島県立学校管理規則（昭和31年鹿児島県教育委員会規則第12号）の規定により

置かれる主任等で教務その他の教育に関する業務について連絡調整及び指導助言に当

たるもの

② 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条第1項の

規定に基づき，市町村教育委員会が定める教育委員会規則の規定により置かれる主任

等で前号に規定する職務と同様の職務に当たるもの

【特殊勤務条例第４条の２】

(2) 支給範囲 (小・中省く)

手当の支給の対象となる主任等は，次のとおりである。

① 教務主任

② ３学級以上の学年に置かれる学年主任

③ 次の表の左欄に掲げる学校で３学級以上のものに置かれる同表の右欄に掲げる主任等

学 校 主 任 等

高 等 学 校 生徒指導主任，進路指導主任，学科主任，農場長

特 別 支 援 学 校
各部に置かれる主事，中学部及び高等部に置かれる

生徒指導主任，高等部に置かれる進路指導主任，学
科主任，寮務主任

④ 次の表の左欄に掲げる学校で６学級以上のものに置かれる同表の右欄に掲げる主任

学 校 主 任

高 等 学 校 保健主任

特 別 支 援 学 校
保健主任，小学部に置かれる生徒指導主任，中学部

に置かれる進路指導主任

【教育業務連絡指導手当支給規則第２条】

(3) 支給方法

給料の支給方法に準じて支給する。その月分を翌月の給料支給日に支給する。

【特殊勤務条例12条，教育業務連絡指導手当支給規則第３条】

(4) 支給額

手当の額は，業務に従事した日１日につき２００円とする。

【特殊勤務条例第４条の２第２項】



- 17 -

教育業務連絡指導手当実績簿

様式１

○ 年 ○ 月 分 校 長 , （学校名）鹿児島県立○○高等学校

支 給 対 象 休 暇 等 の 支 給 日 数 左 の 内 訳
職 名 氏 名 主 任 名

日 数 ａ 日 数 ｂ ａ － ｂ 出 勤 出勤別勤

教 諭 ○ ○ ○ ○ １学年(6) ２５ ０ ２５ ２５ ０

教 諭 ○ ○ ○ ○ ２学年(6) ２５ ０ ２５ ２３ ２

教 諭 ○ ○ ○ ○ ３学年(6) ２５ ０ ２５ ２４ １

生徒

教 諭 ○ ○ ○ ○ 指導 (18) ２５ ０ ２５ ２５ ０

進路

教 諭 ○ ○ ○ ○ 指導 (18) ２５ ３ ２２ ２１ １

教 諭 ○ ○ ○ ○ 保健 (18) ２５ ０ ２５ ２５ ０

教 諭 ○ ○ ○ ○ 教務 (18) ２５ １ ２４ ２２ ２

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

計 ( ) １７５ ４ １７１ １６５ ６

（ ）書は該当クラス数を記入する。 教育業務連絡指導手当実績簿

様式：協会HP
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項 目 処 理 方 法

４夜間管理手当 (1) 支給要件

＜ コ ー ド ＞ 農業，工業又は水産に関する学科を有する高等学校において，農業，工業又は水産に

２５６１ 関する教科を担当する教頭，教諭，助教諭，講師及び実習助手に対し，これらの者が夜

２５６２ 間管理を要する業務に従事したときに支給する。

２５６３ 【特殊勤務条例第７条】【夜間管理手当支給規則第１条】

(2) 業務の種類

家畜分べん，家畜ほ乳，家畜治療，ふ卵，育すう，搾乳，製炭，製茶，製麹（食品製

造にかかるもの）及びその他教育委員会の定める業務をいう。

【夜間管理手当支給規則第２条】

(3) 勤務の区分及び手当額

種 類 勤 務 時 間 手 当 額 コード

一夜につき

第１種 正規の勤務時間から引続き翌日に及ぶ勤務 ２５６１

１,６００円

第１種以外の３時間以上の勤務又は深夜に 一夜につき

第２種 ２５６２

おける１時間以上の勤務 １,２００円

一夜につき

第３種 深夜を除く１時間以上３時間未満の勤務 ２５６３

８００円

【特殊勤務条例第７条】【夜間管理手当支給規則第３～第４条】

(4) 勤務の命令

校長が夜間の勤務を命ずる場合は，「夜間勤務命令簿」により，予算の範囲内で行う

ものとする。 【夜間管理手当支給規則第５条】

(5) 支給方法

給料の支給方法に準じて支給する。その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

【特殊勤務条例第12条】



- 19 -

夜 間 勤 務 命 令 簿

勤 務 本 人

校長 月 日 曜 勤 務 時 間 業 務 の 種 類 職 名 勤務者氏名

の区分 承 認

○ ○ ○ ２ 種 1:00 ～ 5:00 牛分べん 教 諭 ○○○○

○ ○ ○ ３ 種 20:00 ～ 21:00 搾乳及び子牛ほ乳 教 諭 ○○○○

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :
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項 目 処 理 方 法

５面接指導手当 (1) 支給用件

＜ コ ー ド ＞ 通信教育の面接を行う教育職員 (通信教育課程の勤務を本務とする者を除く) が面接

２５７０ 指導を行ったときに支給する。 【特殊勤務条例第８条】

(2) 支給方法

給料の支給方法に準じて支給する。その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

【特殊勤務条例第12条】

(3) 支給額

１時間につき ２，１１０円 【特殊勤務条例第８条】

６乗 船 実 習 (1) 支給要件

指 導 手 当 水産に関する学科を置く高等学校の教育職員が，生徒の乗船実習指導を行ったときに

＜ コ ー ド ＞ 支給する。 【特殊勤務条例第９条】

２５８０ (2) 支給方法

給料の支給方法に準じて支給する。ただし，１航海ごとの分を次期航海の出発までに

支給する。 (電算に入力する) 【特殊勤務条例第12条】

(3) 支給額

１日につき ２，６００円（期間が20日以上のもの）

〃 ２，１００円（期間がそれ以下のもの） 【特殊勤務条例第９条】

７舎 監 手 当 (1) 支給要件

＜ コ ー ド ＞ 教育職員が寄宿舎管理のため勤務したときに支給する。 【特殊勤務条例第10条】

２６０１ (2) 支給方法

２６０２ 給料の支給方法に準じて支給する。 【特殊勤務条例第12条】

２６０３ (3) 支給額

２６０４ 舎 監 名 舎 監 手 当 コ ー ド

２６０５ 一般寄宿舎の舎監 日 額 ４，４００円 ２６０１

２６０６ 舎 監 長 日 額 ８００円 ２６０２

自営農高寄宿舎の舎監 副舎監長 日 額 １，９００円 ２６０３

舎 監 日 額 ４，４００円 ２６０４

特別支援学校の舎 監 日 額 ４，４００円 ２６０６

(4) 注意事項

① 校長は舎監勤務を命ずる場合は，舎監勤務命令簿により行うものとする。

② 学校寄宿舎舎監の人数は学校長が定めるものとする。

学校寄宿舎舎監の延べ指導日数は年間限度指導日数を超えない範囲内とする。

※ 年間限度指導日数は延べ指導日数で計上し，１日に２人の舎監が指導業務に当た

った場合は，延べ指導日数２日と数える。

③ 支給対象となる従事時間は勤務１日当たり２時間以上の場合である。

(自営者寮の舎監長及び副舎監長には適用なし。)
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様式給第14号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ 所 属 名

№ 所 属 コ ー ド 実 績 手 当 等 報 告 書
3 4 5 6 7 8 記 入 者

１ ２ 26 27 28 29 30 31 給与支払管理者

○ ○ ○ 高 校

１ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 実 績 年 月 支 出 科 目 同一単価の期間 超 過 勤 務 手 当 休 時 夜 時 宿 日 直 手 当 日 額 特 殊 勤 務 手 当

氏 名 予 算 主 務 課 名
正 ページ 理 年 会 開 終 勤 種 宿 日 半 １ ２

125 150 135 160 25 100
号 日 間 間 類 日 回 時 回 時計 直 直100 100 100 100 100 100区 № 番 コ 年 月 予 算 主 務 課 款 項 目 始 了 手 コ 直 種 類 種 類

の 間 間区 の の の の の 回 回職 員 番 号

ー ー

回
コード コード

分 号 ド 所 属 コ ー ド 分 日 日 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 給 数 当 数 ド 数 数 数 数 数 数 数

9 10 13 15 21 22 24 32 38 40 42 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 71 74 76 78 79 80 84 86 90

① ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ １ ０ ３ １ １

② ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ３ ０ ２ ２ ２ ５ ２ ５ ０ ４

③ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ２ ５ ０ ３ ２ ５ ２ ８ ０ ５

④ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ６ ２ ０ ４

⑤ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ３ ０ １ ９

⑥ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ ２ ０ ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ５ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ １ ０ ５

⑦ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ ２ ０ ７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ５ ０ ２ ０ １ ３ ０ 0 0 9

⑧ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ ２ ０ ８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ５ ０ ２ ０ ６ ３ ０ 0 0 5

○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

⑨ ２ ０ ０ ２ ０ ９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ４ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ ３ ３ ０ 0 0 9

① ９月の宿日直手当の実績が，宿日直（３回），日直（１回），半日直（１回）

② ９月の教育業務連絡指導手当の実績が２２回，教員特殊業務手当（修学旅行等引率４条１項２号）の実績が４回

③ ９月の教員特殊業務手当（修学旅行等引率４条１項２号）の実績が３回，教員特殊業務手当（部活動指導業務４条の１項４号）の実績が５回

④ ９月の夜間管理手当（３時間以上の勤務及び深夜１時間以上）の実績が４回

⑤ ９月の教育業務連絡指導手当の実績が１９回

⑥ ９月の宿日直手当（宿日直）の実績が５回

⑦ ９月１日から９月３０日までの超過勤務手当（125/100）の実績が９時間

⑧ ９月６日付け期限付採用職員（事務職員・用務員等）の９月６日から９月３０日までの超過勤務手当（125/100）の実績が５時間
125

⑨ 異動者，採用者(事務職員，用務員等)で４月３日から準特地勤務手当が開始される４月分の超過勤務手当が９時間
100

出 力 時 間 2000/ / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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様式給第14号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

※ （例月報告に誤りや報告漏れ等があった場合の修正報告）

点 検 者
ｶｰﾄﾞ 所 属 名

№ 所 属 コ ー ド 実 績 手 当 等 報 告 書
3 4 5 6 7 8 記 入 者

１ ２ 26 27 28 29 30 31 給与支払管理者

○ ○ ○ 高 校

１ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 実 績 年 月 支 出 科 目 同一単価の期間 超 過 勤 務 手 当 休 時 夜 時 宿 日 直 手 当 日 額 特 殊 勤 務 手 当

氏 名 予 算 主 務 課 名
正 ページ 理 年 会 開 終 勤 種 宿 日 半 １ ２

125 150 135 160 25 100
号 日 間 間 類 日 62 回 時 回 時計 直 直100 100 100 100 100 100区 № 番 コ 年 月 予 算 主 務 課 款 項 目 始 了 手 コ 直 種 類

間 間区 の の の の の の 回 回職 員 番 号

ー ー

回
コード

分 号 ド 所 属 コ ー ド 分 日 日 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 給 数 当 数 ド 数 数 数 数 数 数 数

9 10 13 15 21 22 24 32 38 40 42 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 71 74 76 78 79 80 84 86 90

⑨ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ １ ０ ２ １ ０

⑩ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ３ ０ ２ １

⑪ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ２ ５ ０ ０ ２ ５ ２ ６ ０ ３

⑫ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ６ ２ ０ １ ２ ５ ６ ３ ０ ２

⑬ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ ５ ２ ６ ０ ５

⑭ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ５ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ １ ０ ４

⑮ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ５ ０ ２ ０ １ ３ ０ 0 1 0

⑯ ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ５ ０ ２ ０ ６ ３ ０ 0 0 0

⑨ ９月の宿日直手当の実績が，宿日直（２回），日直（１回），半日直（０回）だった場合の修正

⑩ ９月の教育業務連絡指導手当の実績が２１回だった場合の修正

⑪ ９月の実績報告で教員特殊業務手当の対外運動競技等引率（４条１項３号）のコードを修学旅行等引率（４条１項２号）のコードと間違ってい

た場合，修学旅行等引率（４条１項２号）を００と修正，対外運動競技等引率（４条１項３号）３回と修正報告する

⑫ ９月の夜間管理手当（３時間以上の勤務及び深夜１時間以上）の報告を誤り，深夜を除く１時間以上３時間未満の勤務の実績報告漏れがあった

場合，３時間以上の勤務及び深夜１時間以上の実績が１回，深夜を除く１時間以上３時間未満の勤務の実績が２回と修正報告する

⑬ ９月の教員特殊業務手当（対外運動競技等引率４条１項３号）の実績５回報告を報告漏れしていた場合

⑭ ９月の宿日直手当（宿日直）の実績が４回だった場合の修正

⑮ ９月実績の超過勤務手当（125/100）が１０時間だった場合の修正

⑯ ９月実績の超過勤務手当（125/100）がなかった（０時間）場合の修正

出 力 時 間 2000/ / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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様式給第14号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ 所 属 名

№ 所 属 コ ー ド

3 4 5 6 7 8 記 入 者

１ ２ 26 27 28 29 30 31 実 績 手 当 等 報 告 書 給与支払管理者

○ ○ ○ 高 校

１ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 実 績 年 月 支 出 科 目 同一単価の期間 超 過 勤 務 手 当 休 時 夜 時 宿 日 直 手 当 日 額 特 殊 勤 務 手 当

氏 名 予 算 主 務 課 名
正 ページ 理 年 会 開 終 勤 種 宿 日 半 １ ２

125 150 135 160 25 100
号 日 間 間 類 日 回 時 回 時計 直 直100 100 100 100 100 100区 № 番 コ 年 月 予 算 主 務 課 款 項 目 始 了 手 コ 直 種 類 種 類

間 間区 の の の の の の 日 回職 員 番 号

ー ー

回
コード コード

分 号 ド 所 属 コ ー ド 分 日 日 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 給 数 当 数 ド 数 数 数 数 数 数 数

9 10 13 15 21 22 24 32 38 40 42 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 71 74 76 78 79 80 84 86 90

○ ○ ○ ○ ○ 総 務 福 利 課

２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ １ ０ ０ １ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ７ ０ １ ３ ０ ２ ５ ８ ０ ８ ２

(乗船実習指導手当)

２ ０ ２

２ ０ ３

２ ０ ４

２ ０ ５

２ ０ ６

２ ０ ７

２ ０ ８

２ ０ ９

２ １ ０

２ １ １

２ １ ２

２ １ ３

２ １ ４

２ １ ５

出 力 時 間 2000/ / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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単 位 事 務 名

特 地 勤 務 手 当
（「特地勤務手当に準ずる手当」の項参照）

〈コード〉０３０７

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例13条】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第７条の２】

鹿児島県学校職員の特地勤務手当等に関する規則 【昭和46年３月17日規則１号】

特地勤務手当等の運用について（通知） 【昭和46年３月17日鹿教管第838号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県給与データ収集・配信システムマニュアル 【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

フルタイム勤務の再任用職員（学校職員）の手当等について

【平成14年６月５日教職員課給与係長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 要 件 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する高等学校又は特別支援学校として教育委

員会が人事委員会と協議して定めるもの（以下「特地学校」という）に勤務する学校職員

には，特地勤務手当を支給する。 【給与条例第７条の２】

特 地 学 校 及 別表（第２条，第３条関係）

び 支 給 割 合 所 在 地 高 等 学 校 ・ 特 別 支 援 学 校 級 別 区 分 支 給 割 合

大島郡徳之島町 鹿児島県立徳之島高等学校

大島郡 知名町 鹿児島県立沖永良部高等学校 ６級地 ２５／１００

大島郡 与論町 鹿児島県立与論高等学校

奄 美 市 鹿児島県立大島北高等学校

大島郡瀬戸内町 鹿児島県立古仁屋高等学校 ５級地 ２０／１００

大島郡 喜界町 鹿児島県立喜界高等学校

奄 美 市 鹿児島県立大島高等学校

鹿児島県立奄美高等学校 ４級地 １６／１００

大島郡 龍郷町 鹿児島県立大島特別支援学校

西 之 表 市 鹿児島県立種子島高等学校

熊毛郡中種子町 鹿児島県立種子島中央高等学校 ３級地 １２／１００

鹿児島県立中種子特別支援学校

熊毛郡屋久島町 鹿児島県立屋久島高等学校

※ 再任用職員(フルタイム勤務)には支給されない。
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項 目 処 理 方 法

手 当 の 月 額 特地勤務手当の月額は，給料（調整額を含む）と扶養手当の月額の合計額に，特地学校

の級別区分に応じ支給割合を乗じて得た額である。 【規則第３条】

１円未満の端数があるときは，その端数は切り捨てる。 【規則第７条】

支 給 手当の支給については，給料支給の例による。

減 額 支 給 条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される学校職員である者

（特定学校職員）

給料月額×支給割合×０．５／１００

最低号給に達しない場合

給料月額減額基礎額（給料月額－職務の級の最低号給の給料月額）×支給割合

【規則附則２項】

休 職 者 の 特 特例法第14条の適用を受け，又は準用を受ける場合（結核休職），及び公務上負傷し又

地 勤 務 手 当 は疾病にかかり地方公務員法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたと

きは，その休職の期間中全額支給できるが，それ以外の場合は支給されない。

日 割 計 算 次の事由が月の中途で発生した場合，日割り計算を行う。

① 採用

② 離職

③ 異動

④ 停職

⑤ 休職

⑥ 組合専従

⑦ 育児休業

電 算 報 告 １ 新規採用及び異動による報告は，支給率が自動設定されるので必要ない。

２ 「給与手当報告書２」を使用する。
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単 位 事 務 名

特地勤務手当に準ずる手当
〈コード〉０３５０

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例13条の２】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第７条の３】

鹿児島県学校職員の特地勤務手当に関する規則 【昭和46年３月17日規則１号】

特地勤務手当等の運用について（通知） 【昭和46年３月17日鹿教管第838号】

特地勤務手当に準ずる手当およびへき地手当に準ずる手当に関するする疑義について（通知）【昭和46年４月１日】

県立学校における給与事務の取扱いについて(通知) 【平成19年３月22日鹿教教第648号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県給与データ収集・配信システムマニュアル 【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

フルタイム勤務の再任用職員（学校職員）の手当等について 【平成14年６月５日教職員課給与係長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 要 件 特地勤務手当に準ずる手当は，次のいずれかに該当する学校職員に対して支給する。

１ 特地学校または準特地学校に異動し（採用を含む）当該異動に伴って住居を移転した

学校職員

２ 学校職員の在勤する高等学校若しくは特別支援学校が移転し，特地学校または準特地

学校に該当することとなった場合，当該移転に伴って住居を移転した学校職員

※ 再任用職員(フルタイム勤務)には支給されない。

支 給 １ 特地勤務手当に準ずる手当の支給については給料支給の例によるが，前項の１および

２に該当する学校職員については，異動または高等学校の移転（以下「異動等」という）

に伴って住居を移転した日から開始し，その支給期間は当該異動などの日から３年に達

する日を持って終わる。

ただし，異動等の日から起算して３年を経過する際，教育委員会が人事委員会と協議

して定める条件に該当する学校職員には６年に達するまでとする。

２ 次に掲げる事由が生じた場合は，それぞれ定める日にその支給は終わる。

① 学校職員が特地学校若しくは準特地学校以外の学校に異動した場合，又は移転等の

ため特地学校若しくは準特地学校に該当しなくなった場合は，当該異動又は移転等の

日の前日

② 学校職員が他の特地学校若しくは準特地学校に異動し，当該異動に伴って住居を移

転した場合住宅の移転の日の前日（引き続き特地学校若しくは準特地校に該当する場

合に限る） 【規則４条２(2)参照】
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項 目 処 理 方 法

月 額 特地勤務手当に準ずる手当の月額は，給料（調整額を含む）および扶養手当の月額の合

計額に，異動等の日から起算して５年に達するまでの間は100分の4，同日から起算して５

年に達した後は100分の2を乗じた額とする。 【規則４条の３】

手当の月額に１円未満の端数があるときは，端数を切り捨てた額とする。

【規則第７条】

事 務 手 続 支給期間及びその延長の決定については，特地勤務手当に準ずる手当支給調書（別記様

式）により行うこと。 【平成19年３月22日鹿教教第648号】

電 算 報 告 「給与手当報告書２」に［率］と［支給終了年月日］を入力する。

① 率の変更はなく支給期間の延長がなされた場合，従前の率とその支給終了年月日を

入力する。この場合，［支給開始年月日］（基本情報欄）は入力しない。

② 支給率が変更になった場合は，［支給開始年月日］（基本情報欄）には支給率の変

更になった年月日を入力する。

③ 準特地手当が支給されなくなった場合は，準特地手当の項目全てに「０」を入力す

る。

休職者の特地勤 特例法第14条の適用を受け，又は準用を受ける場合（結核休職），及び公務上負傷又は

務手当に準ずる 疾病にかかる地方公務員法第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職されたときは，

手当 その休職の期間中全額支給できるが，それ以外の場合は支給されない｡

減 額 支 給 特地勤務手当と同様の算出額
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別記様式

特地勤務手当に準ずる手当支給調書

所 属 徳 之 島 高 校 職 名 氏 名

新 ○ ○ ○ 高 校

所 属

旧 △ △ △ 高 校

新 ○ ○ ○ ○ ○

住 所

（ 住 居 ） 旧 △ △ △ △ △

異 動

年 月 日 令 和 年 月 日

住 居 移 転

年 月 日 令 和 年 月 日

自 令 和 年 月 日

支 給 期 間 至 令 和 年 月 日 （３年間）

延 長 期 間 延 長 の 理 由 校 長 確 認 印

支 給 期 間 の

延 長 自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

上記のとおり確認し，決定する。

令和 年 月 日

鹿児島県立○○○高等学校

学校長 校長 印

様式：協会HP
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特地勤務手当に準ずる手当

（例１）平成１２年４月３日から新たに支給を開始する場合（支給率4/100：認定済）

（例２）平成９年４月１日採用者の支給期間が３年経過したが，１２年４月１日からさらに２年間延長になる場合（支給率4/100）

（例３）支給期間延長者の支給期間が２年経過したが，１２年４月１日からさらに１年間再延長になる場合（支給率2/100）

様式給第13号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ

№

記 入 者

１ ２ 給 与 手 当 報 告 書 ２ 給与支払管理者

１ ３

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 支 払 開 始 年 月 管 教 調 整 手 当 特 地 手 当 準 特 地 手 当 へ き 地 手 当 準 へ き 地 手 当 月額特殊勤務手当

農 員 産 定

作 成 所 属 名 氏 名 年 理 特 区 年 異動保障終了年月日 年 支給終了年月日 年 支給終了年月日 １ ２

正 ページ 理 改 別 教 通

号 職 手 分 号 号 号

手 当 手 手 取 取

区 № コ 年 月 日 手 支 コ コ 率 コ 率 コ 消 消

番 当 給 当 当 年 月 日 率 保 障 額 年 月 日 率 保 障 額 年 月 日 コ 種類ｺｰﾄﾞ コ 種類ｺｰﾄﾞ

作成所属コード 職 員 番 号

ー

当 コ

ー ー ー ー ー ー

率

ー

率 率 ド ド

分 号 ド 率 ド ド ド ド ド

3 9 10 13 15 21 22 24 26 28 30 32 33 35 37 38 39 41 43 45 47 53 54 55 57 59 61 63 69 70 71 73 75 77 78 82 83

１ ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ４ ０ ３ ４ ４ １ ５ ０ ３ ３ １

２ ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ４ ０ １ ４ ４ １ ４ ０ ３ ３ １

３ ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ４ ０ １ ２ ４ １ ３ ０ ３ ３ １

（注）１．支給対象者が所属を異にして異動した場合は自動的に支給されなくなるので，異動後も引き続き支給対象者になる場合は，新たに支給対象者になる場合と同じ要領で報告する。

２．支給終了の処理は電算で自動的に行うので，報告の必要はない。

３．支給期間が延長された場合は，延長にかかわる支給率とその終了年月日を報告する。

出 力 時 間 2000/ / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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単 位 事 務 名

超 過 勤 務 手 当
（ 「 超 過 勤 務 」 の 項 参 照 ）

＜コ－ド＞０３０９

根 拠 お よ び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例15条】

参 考 法 令 給与条例の運用方針について（通知） 【平成10年12月25日人第131号】【運用】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例９条】

鹿児島県職員の超過勤務手当等の支給に関する規則 【昭和29年３月31日規則22号】

鹿児島県教育委員会給与等事務取扱要領 【平成10年３月３日事務取扱要領】

超過勤務手当の支給率の引上げ等の取扱いについて 【平成22年12月28日鹿教教第414号】

労働基準法 【労基法】

給与関係コ－ド表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県給与データ収集・配信システムマニュアル 【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

フルタイム勤務の再任用職員（学校職員）の手当等について

【平成14年６月５日教職員課給与係長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 要 件 １ 超過勤務手当は，正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員が，正規の勤

務時間外に本務に従事した全時間に対して支給される。 【職員給与条例第15条】

※ 予算の範囲で超過勤務は命じ，支給することができる。

【超勤手当規則第２条，事務取扱要領第７条，学校職員給与条例第９条第１項】

※ 再任用職員(フルタイム勤務)にも支給される。

※ 勤務時間が週38.75時間を超えた場合(例：土曜日に体育大会が実施されその週内に

振替日が無い場合等)週46.5時間となるので，土曜日の7.75時間分については25／100

の手当が発生する。（ただしその週内に年休等がある場合はその時間だけ差引く。）

【職員給与条例第15条第３項】
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項 目 処 理 方 法

２ 正規の勤務時間を超える勤務には，週休日における勤務が含まれる。

【運用第15条関係１】

３ その日の勤務時間が始まる前に超過勤務をしたときは，その日の超過勤務として取り扱

う。 【運用第15条関係２（１），超勤手当規則第３条（１）】

４ 休憩時間中に所属長の命により勤務した場合は，超過勤務として取り扱う。

（ただし，休憩時間中はやむを得ない場合以外は，命令を差し控える）

【運用第15条関係２（２）】

５ 公務による旅行中（出張及び赴任を含む）で，旅行目的地において正規の勤務時間を

超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ命じた場合において現に勤務し，かつ，そ

の勤務時間につき証明できるものについては，超過勤務として取り扱う。

（ただし，勤務時間の証明が極めて困難であるからこの種の命令はできるだけ差し控え

る） 【運用第15条関係３，超勤手当規則第３条（３）】

６ 休日において，正規の勤務時間を超えて勤務した部分については超過勤務として取り

扱う。 【運用第16条関係２】

７ 休日等と週休日とが重なった日の勤務は超過勤務として取り扱う。

【運用第16条関係３，超勤手当規則第３条（２）】

時間の計算方法 １ 支給の基礎となる勤務時間数は，その給与期間の全時間数（支給割合を異にする部分

がある場合は，その異にする部分ごとに各別に計算した時間数）によって計算する。

この場合において，１時間未満の端数時間がある場合は，30分以上は切り上げて１時

間とし，30分未満は切り捨てる。 【超勤手当規則第４条，運用第15条関係２の(３)】

２ 月60時間を超える超過勤務（日曜日の勤務を除く。）に対する超過勤務手当の支給率

を150／100（深夜の時間帯にあっては175／100）に引き上げる。

【給与条例第15条第４項関係】

３ 60時間超過時間(２の対象となる時間をいう。)に対する超過勤務手当の一部支給（引

上げ分）に代わる措置として，「超勤代休時間」を新設する。

【学校職員勤務時間条例第５条の３，給与条例第15条第５項関係】

［参考］ 時間外労働の手当計算に当って，その月の合計時間につき30分，合計金額につ

き50銭を境に切り上げ切り捨てることは，「常に労働者の不利となるものではな

く事務簡便を目的としたものと認められるから違反としては扱わない。

【昭和24年10月19日 昭和33年２月13日行政実例】

【教育関係者必携の労基法第24条参照】

労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも45分，８時間を超える場

合においては少なくとも１時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。

【労基法第34条】

支 給 額 超過勤務全時間に対して支給する。 【職員給与条例第15条第１項】
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項 目 処 理 方 法

１時間当たりの 超過勤務１時間あたりの手当額は，次の算式により算出する。

単 価 算 出 方 法 （給料の月額＋特地勤務手当＋ 特地勤務手当に準ずる手当 ）×１２

３８.７５時間×５２週－（７.７５時間×１８）

※ 当該額に，50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て，50銭以上１円未満の端

数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。

【職員給与条例第15条第１項，第17条】

支 給 方 法 その月分を翌月の給料支給日に支給する。 【超勤手当規則第７条第１項】

電 算 報 告 所属長は，職員の前月分の超勤実績を「超過勤務，夜勤勤務，休日勤務命令簿」（第１

号様式）に基づき，「実績手当等報告書」（様式給第14号）により報告する。

【事務取扱要領第８条第１項】

参 考 事 項 １ 夜勤手当

正規の勤務時間として勤務した場合に限り，支給されるものである。

したがって，正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前５時までの

間に勤務した場合は，夜勤手当の対象ではなく，超過勤務手当の対象となる。

【運用第15条の２関係２の（２）】

２ 休日給

(1) 休日における正規の勤務時間における実働時間に対して支給される。

したがって，休日において正規の勤務時間を超えて勤務した場合には，超過勤務手

当が支給される。 【運用第16条関係２】

(2) 勤務日が２日にまたがる勤務で，その一日が休日等に当たる場合の休日給には，休

日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。 【運用第16条関係５】

３ 休日以外の日で休日給の支給される日

（1) 12月29日から同月31日までの日，１月１日（日曜日に当たる場合に限る），同月２

日（月曜日に当たる場合を除く）及び同月３日。

（2) 国の行事の行われる日で知事が定める日。 【休日給支給日】

４ 「週休日」及び「休日」については，下記のとおりである。

(1) 週 休 日

① 日曜日及び土曜日

(2) 休 日

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

12月29日から１月３日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)までの日

【学校職員勤務条例】

超勤手当の報告 所要額を，次により教職員課長（給与係）へ報告する。

確定所要額調(別紙)の報告 １月中旬（通知文参照）

この報告に基づき，５月末，２月中旬に内示額が通知されてくる。
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別紙

令和○○年度 超過勤務手当確定所要額調
学校名 ○ ○ ○ ○ ○

１ 所要額 （単位：円）

給料年額の６％ 手当年間限度額 前回までの内示額 今回内示額

Ａ×6/100＝Ｂ Ｂ×0.9＝Ｃ Ｄ Ｃ－Ｄ＝Ｅ

500,272 450,244 362,409 87,835

２ 積算基礎

(1) 事務職員

職名 給 料 月 額

氏 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 備 考

事務主査 ３×１１２ ３×１１３

〇〇〇〇 356,700 356,700 356,700 356,700 356,700 356,700 356,700 356,700 356,700 357,200 357,200 357,200 4,281,900

事務主事 1×２５ 4／3付採用

〇〇〇〇 162,095 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 170,200 2,034,295 170,200×20/21

事務主事 ２×４５ 11／25～産育休

〇〇〇〇 260,100 260,100 260,100 260,100 260,100 260,100 260,100 200,986 2,021,686 260,100×17／22

0
↑（11月分）

0

0

0

0

0

0

0

0

小 計 778,895 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 727,886 526,900 527,400 527,400 527,400 8,337,881

(2) 栄養職員

職名 給 料 月 額

氏 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 備 考

0

0

0

小 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 現業職員

職名 給 料 月 額 備考

氏 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

小 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 778,895 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 727,886 526,900 527,400 527,400 527,400 8,337,881 給料年額：Ａ

（注） １ 手当年間限度額は，給料年額の６/100の１割削減とすること。

ただし，継続した30日を超える（週休日及び休日を含む。）病気休暇，産前・産後休暇，介護休暇，休職等に

より勤務しない期間については，当該期間の給料月額は給料年額から除外すること。

２ 平成22年１月以降の給料月額については，平成22年１月１日昇給後の給料月額とする。(現給保障の額を含む。)

３ 備考欄には，給料年額から除外する理由（病気休暇等の期間）等を記入すること。

４ 給料年額から除外する額を算出する際の日割計算又は昇給等による給料及び超過勤務手当の追給額については，

特に留意すること。

５ 給料月額については，知事等の給与の特例に関する条例（平成20年鹿児島県条例第７号）による５－６％等削減

額前の額（現給保障の額を含む。）とすること。

６ 平成21年12月１日以降の現給保障の額については，平成18年３月31日に受けていた給料月額に100分の99.79を乗

じて得た額となるので留意すること。
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別記第１号様式(第２条関係） 記載例

超過勤務等命令簿（短時間勤務職員以外の職員・60時間以下）

所属課（所）名 職 氏名

直 接 勤 務 の 区 分
所属長 勤務命令 従事 本人

監督者 曜 超勤代休時間
の 印 時 間 超 過 勤 務 振替 休日 夜間

の 印 月日 の勤務 事務 承認
累計

日
命令 確認 事前 事後 命令時間 変 更 後 125 150 135 160 25 ＋25 ＋15 勤務 勤務 内容 の印

100 100 100 100 100

5/
１ 土

２ 日

３ 月 8:00～1 30 30 30
2:00 ３

４ 火

５ 水

６ 木 17:15～23:00 45 15
４ １ ６

７ 金 17:15～21:00 45
３ 10

10:00～15:00
８ 土

16:00～20:00 ９ 19
10:00～16:00

９ 日
17:00～23:00 11 １ 19

１０ 月 17:15～23:00 45 45
４ １ 24

１１ 火 17:15～23:00 45 30
４ １ 30

１２ 水 17:15～23:00 45 15
４ １ 36

１３ 木 17:15～23:00 45
４ １ 42

１４ 金 17:15～23:00 45 45
４ １ 47

9:00～12:00
１５ 土 45

13:00～17:00 ７ 54
10:00～16:00

１６ 日 45
17:00～23:00 11 １ 54

１７ 月 17:15～23:00 45 30
(22:30) ４ 60

１８ 火

１９ 水

２０ 木

２１ 金

２２ 土

２３ 日

２４ 月

２５ 火

２６ 水

２７ 木

２８ 金

２９ 土

３０ 日

３１ 月

合 計 時 間 30 30 30
37 ６ 38 ２ 60 ３

備考１ 「短時間勤務職員」とは，再任用短時間勤務職員，育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員をいう。

１ 累計の欄が60時間を超えた職員にあつては，以後第１号様式の２を使用すること。 様式：協会HP

憲法記念日(休日)
8:00～ 8:30 超勤手当
8:30～12:00 休日給

算定及び支給率の
引き上げの対象外

算
定
及
び
支
給
率
の
引
き
上
げ
対
象
と
な
る
時
間
を
累
計

日
曜
日
に
つ
き
、
算
定
及
び
支
給
率
の
引
き
上
げ
対
象
外

60時間に達するまでの分（この場合22:00～22:30）を記載

５／１７の22:30をもって60時間に達したため，60

時間に達した時間を（ ）書きで記載

60時間に達した以降は
別記第１号様式の２（60時間超）に記載

Ｄ ＥＡ Ｂ Ｃ

対
象
外
に
つ
き
累
計
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
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単 位 事 務 名

宿 日 直 手 当
（「宿日直勤務」の項参照）

＜非課税コード＞０３９０ ＜課税コード＞０３１２

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例16条の２】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員の超過勤務手当等の支給に関する規則 【昭和29年３月31日規則22号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県給与データ収集・配信システムマニュアル 【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 要 件 日直又は宿直を命ぜられた職員には，宿日直手当を支給する。

【職員給与条例16条の２の１】

支 給 対 象 者 ※ 再任用職員(フルタイム勤務)にも支給される。

１ 特別支援学校の舎監・寄宿舎指導員………宿直手当

２ 農業高校………日直手当

３ 自営者養成農業高校における寄宿舎の舎監………宿日直手当

手 当 額 １ 宿日直手当の額は，勤務１回につき ４，４００円

勤務時間が５時間未満の場合 ２，２００円

【職員給与条例16条の２の２，超勤手当規則５条の１】

２ 宿日直勤務のうち，知事が人事委員会と協議して定める特殊な業務を主として行う宿

日直勤務を命ぜられた職員に対する宿日直手当の額は，勤務１回につき，６，１００円

とする。ただし，勤務時間が５時間未満の場合は，３，０５０円とする。

（１）（２）省略

（３）身体障害者厚生援護施設における入所者の生活介助等又は教育もしくは研修の機

関における学生等の生活指導等のための宿日直勤務

（寄宿舎指導員等はこの項に該当する。） 【超勤手当規則５条の３】

支 給 方 法 宿日直手当は，その月分を翌月の給料の支給日に支給する

【超勤手当規則７条の１】



- 2 -

項 目 処 理 方 法

電 算 報 告 前月の「宿日直勤務命令簿」（別記第２号様式）に基づき，「実績手当等報告書」（様

式給第14号）に入力する。

コ ー ド 等 １ 宿日直手当種類コード

宿日直手当 １日直の金額 半日直の金額
宿日直勤務の種類

種類コード （円） （円）

①一般の当直勤務 ２１ ４,４００ ２,２００

②児童自立支援施設等

又は教育研修機関に ０３ ６，１００ ３，０５０

おける当直勤務

【注意】宿日直手当の非課税額は，４,０００円

①に該当する勤務

特別支援学校，自営者農業高校等の寄宿舎舎監の宿日直勤務

農業高校の日直勤務

②に該当する勤務

特別支援学校の寄宿舎指導員の宿日直勤務

少年自然の家，霧島自然ふれあいセンター，青少年研修センター等の職員の宿日

直勤務
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［宿日直手当］

超勤第２号様式（第６条関係）

宿 日 直 勤 務 命 令 簿

種 別
命令者印 月 日 曜 課 名 職 名 当直予定者氏名 職 名 実 当 直 者 氏 名

日直 宿直

＊実当直者氏名欄
, ５ １ 月 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○ は代直があった場

合に記入します｡

, ５ ２ 火 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○ 教 諭 ＊ ＊ ＊ ＊

水, ５ ３ ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ４ 木 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ５ 金 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ６ 土 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ７ 日 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ８ 月 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ９ 火 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ １０ 水 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ １１ 木 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

宿日直勤務命令簿 様式：協会HP
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［宿日直手当］

超勤第２号様式（第６条関係）

宿 日 直 勤 務 命 令 簿

種 別
命令者印 月 日 曜 課 名 職 名 当直予定者氏名 職 名 実 当 直 者 氏 名

日直 宿直

寄宿舎 ＊実当直者氏名欄
, ５ １ 月 ○ ○ ○ ○ ○ は代直があった場

指導員 合に記入します｡

, ５ １ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ １ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ １ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ２ 火 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ２ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ２ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ２ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ３ 水 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ３ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ３ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ３ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ４ 木 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ４ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

, ５ ４ 〃 ○ 寄宿舎 ○ ○ ○ ○

指導員

宿日直勤務命令簿
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［宿日直手当］

超勤第２号様式（第６条関係）

宿 日 直 勤 務 命 令 簿

種 別
命令者印 月 日 曜 課 名 職 名 当直予定者氏名 職 名 実 当 直 者 氏 名

日直 宿直

(半) ＊実当直者氏名欄
, ５ ３ 水 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○ は代直があった場

合に記入します｡

, ５ ４ 木 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ５ 金 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ６ 土 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ６ 土 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ７ 日 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ７ 日 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ １３ 土 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ １３ 土 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ １４ 日 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ １４ 日 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ２０ 土 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ２０ 土 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ２１ 日 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

, ５ ２１ 日 ○ 教 諭 ○ ○ ○ ○

宿日直勤務命令簿
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宿 日 直 手 当

（ 例 １ ） ９ 月 の 寄 宿 舎 指 導 員の 当 直 勤 務 実 績 が ， 宿 直 ４ 回 従 事 の 場 合 。

（ 例 ２ ） ９ 月 の 舎 監 の 当 直 勤 務 実 績 が ， 宿 直 ２ 回 従 事 の 場 合 。

（ 例 ３ ） ９ 月 の 農 業 高 校 職 員 の 当 直 勤 務 実 績 が , 日 直 ３ 回 ， 半 日 直 ２ 回 従 事 の 場 合

実 績 手 当 等 報 告 書

様式給第14号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ 所 属 名

№ 所 属 コ ー ド

3 4 5 6 7 8 記 入 者

１ ２ 26 27 28 29 30 31 実 績 手 当 等 報 告 書 給与支払管理者

○ ○ ○ 高 校

１ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 実 績 年 月 支 出 科 目 同一単価の期間 超 過 勤 務 手 当 休 時 夜 時 宿 日 直 手 当 日 額 特 殊 勤 務 手 当

氏 名 予 算 主 務 課 名
正 ページ 理 年 会 開 終 勤 種 宿 日 半 １ ２

125 150 135 160 25 100
号 日 間 間 類 日 回 時 回 時計 直 直100 100 100 100 100 100区 № 番 コ 年 月 予 算 主 務 課 款 項 目 始 了 手 コ 直 種 類 種 類

間 間区 の の の の の の 回 回職 員 番 号

ー ー

回
コード コード

分 号 ド 所 属 コ ー ド 分 日 日 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 時間数 給 数 当 数 ド 数 数 数 数 数 数 数

9 10 13 15 21 22 24 32 38 40 42 44 46 48 50 53 56 59 62 68 71 74 76 78 79 80 84 86 90

例 ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

１ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ １ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ０ ３ ０ ４

例 ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

２ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ １ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ １ ０ ２

例 ○ ○ ○ ○ ○ 教 職 員 課

３ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ４ ○ ○ ０ ９ ３ ０ １ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ０ １ ３ ０ ２ １ ３ ２

０ ４

（注）１．宿 日 直 手 当 は ， 前 月 分 実 績 に つ い て 報 告 す る 。

２．支 出 科 目 及 び 予 算 主 務 課 に つ い て は ， 記 入 も れ の な い よ う 注 意 す る 。

３．実 績 年 月 に 記 入 が な け れ ば 「 支 給 月 の 前 月 」 を 設 定 す る 。 （ 前 々 月 以 前 （ 遡 及 ） の 報 告 を す る 場 合 は 必 ず 記 入 す る 。 ）

出 力 時 間 2000/ / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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単 位 事 務 名

期 末 手 当
〈コード〉０３１４

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例第19条】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員の期末手当の支給に関する条例 【昭和26年12月19日条例59号】

鹿児島県職員の期末手当の支給に関する条例の運用方針 【昭和39年２月21日】

鹿児島県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則 【昭和44年５月21日規則50号】

鹿児島県学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

【平成２年12月26日規則15号】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例 【第５条の３第１項】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 対 象 １ 基準日（６月１日，12月１日）に在職する職員のうち，下記に該当するものを除いて，

支給される。(※フルタイム勤務の再任用職員を含む)

(1) 無給休職者 （地方公務員法第28条第２項第１号（以下「法」という。）該当者の

うち無給の者）

(2) 刑事休職者 （法第28条第２項第２号該当者）

(3) 停 職 者 （法第29条第１項該当者）

(4) 専従休職者 （法第55条の２第１項ただし書による許可を受けている者)

(5) 育児休業職員

ただし，６月１日・12月１日の各基準日に育児休業をしている職員のうち，基準日

以前６箇月以内の期間における全期間を通じて育児休業（停職，専従休職若しくは休

職等の期間を含む）をしている職員以外の職員には，期末手当を支給する。

なお，在職期間の算定について，育児休業をしている期間は，その２分の１の期間

を除算する。

(6) 無給派遣職員（外国の公共機関等派遣職員の処遇条例第３条第１項該当者及び公益

的法人等への職員の派遣条例第３条第１号該当者のうち無給の者）

(7) 自己啓発等休業職員

(8) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法29条の規定による懲戒

免職の処分を受けた者

(9) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法28条第４項（欠格条項）

の規定により失職した者

(10) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者で，その離職

した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
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項 目 処 理 方 法

２ 基準日前１カ月以内に退職又は死亡した職員のうち，下記に該当する者を除いて支給

される。

(1) 欠格条項該当の失職者（法第28条第４項該当者（第16条第１号該当者を除く））

(2) 懲戒免職者（法第29条該当者）

(3) 基準日に職員（他の給与条例適用者を含む）として在職している者

（注）退職後再採用又は身分切替等により基準日現在職員である者は支給要件１に

該当するので２では除かれる。

(4) 退職後引続き国又は他の地方公共団体の職員となった者

(5) 休職者（給与条例第20条第１項該当者を除く）停職者，専従休職者，育児休業職員

又は無給派遣職員である期間中に退職又は死亡した者

支 給 額 基 準 日 ６月１日 12月１日 年 間 計

支 給 日 ６月30日 12月10日

期末手当基礎額 期末手当基礎額
支 給 額 ２４０／１００

の １２０／１００ の １２０／１００

フルタイム勤務の
67.5／１００ 67.5／１００ １３５／１００

再 任 用 職 員

ただし，支給日が週休日にあたるときは，それぞれの日前においてその日に最も近い

週休日でない日

１ 期末手当の額は上記支給額に，下表による割合を乗じた額

在 職 期 間 割 合

６ 月 １００分の１００

５月以上６月未満 １００分の ８０

３月以上５月未満 １００分の ６０

３月未満 １００分の ３０

２ 計算方法

期末手当基礎額

給料月額＋教職調整額＋給料の調整額＋扶養手当＋加算額

① ② ③ ④ ⑤

①給料月額 ･･･････ 最低保障額を含みカット前の金額（３級加算額を含む）

②教職調整額 ･････ ①の４％

③給料の調整額 ･･･ 経過措置まで含んだ額

④扶養手当 ･･･････ 手当額のまま

⑤加算額 ･････････ (①＋②＋③)×加算割合

加算割合について

・行政職給料表・医療職給料表の適用者については職務の級により加算割合率が決定さ

れる。 【県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第８条】

・教育職給料表（二）・教育職給料表（三）の適用者は職務の級により加算割合が決定

される。 【学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第２条】
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項 目 処 理 方 法

在 職 期 間 １ 在職期間の計算

(1) 合算するもの 基準日以前６ヶ月以内の期間に引き続かない給与条例の適用を受

ける在職期間。

(2) 通算するもの 他の給与条例の適用を受ける職員期間及び引き続いた国又は他の

地方公共団体の職員期間。

(3) 除算するもの 停職者，専従休職者であった期間。
１

(4) ―除算するもの 休職期間（公務上傷病及び特例法第14条による結休期間を除く），
２

育児休業期間（部分休業は除算の対象としない），家族看護欠勤

期間，自己啓発等休業期間，育児短時間勤務期間（当該期間に算

出率を乗じて得た期間の２分の１除算)

(5) １ヶ月以上にわたるときは月計算（月は月の対応日による）残余期間については30

日を１月として計算する。

２ 休職者等の事例

� 基 準 日 現 在 基 準 日 前 ６ ヶ 月

該当する場合 に 含 ま れ る 場 合

公務上の休職
全 額 支 給 全 額 支 給

（通勤災害を含む）

特例法による
全 額 支 給 全 額 支 給

結 核 休 職

１
期間の 除算 １

普 通 休 職 ２ 期間の 除算
８０ ２

支給
１００

１
無 給 休 職 支 給 し な い 期間の 除算

２

病気（療養）休暇 全 額 支 給 全 額 支 給

長 期 研 修 全 額 支 給 全 額 支 給

専 従 休 職 支 給 し な い 期 間 除 算

全期間 支給しない １
育 児 休 業 期間の 除算 ※

それ以外 支給する ２

全期間 支給しない １
看 護 欠 勤 期間の 除算

それ以外 支給する ２

停 職 支 給 し な い 期 間 除 算

１
自己啓発等休業 支給しない 期間の 除算

２

育児短時間勤務
当該期間に算出率を 当該期間に算出率を乗じて得た

乗じて得た期間のÑ 期間のÑ

※ 「承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日間以内の期間に含まれる育児休業

の期間」と「それ以外の育児休業の期間」のそれぞれについて，承認に係る期間が１

箇月以下である場合には在職期間等の算定に当たり除算しないこと。
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項 目 処 理 方 法

休職者に対する期末手当の算出方式

問 基準日（12月１日）現在，県職員の給与条例第20条第２項の規定により 100分の80

の休職給を支給されている休職中の職員に対する期末手当支給の計算方式を具体的に

示されたい。

答 基準日以前６箇月の全期間が休職である場合には，次のような算式により休職者給

与として支給日に支給することとなる。

期末手当 １２０ （注１)６０ （注２)８０
× × × ＝支給額

基礎額 １００ １００ １００

（注１）在職期間率(県職員の期末手当の支給に関する条例第４条第２項第３号の規定

により在職期間は３箇月となる）

（注２）県職員の給与条例第20条第２項の規定による休職者給与の支給割合

※ 休職者給与の支給割合を乗ずる直前の段階での円未満の端数処理は行わない。

育児休業者への期末・勤勉手当支給について

参考例（基準日がいずれも12月１日の場合）

育児休業

ア
５/10 ６/２ 12/１(基準日)

★期末手当……支給されない。

★勤勉手当……支給されない。

産後休暇 育児休業

イ
５/10 ６/２ ７/４ ７/５ 12/１(基準日)

Ａ

★期末手当……支給される。

在職期間の算定（現行どおり）６ヵ月－（Ａ×1/2）

★勤勉手当……実際に勤務した期間がないため支給されない。

出勤 産前・産後休暇 育児休業

ウ
６/２ ６/18 ６/19 10/８ 10/９ 12/１（基準日）

Ｂ Ａ

★期末手当……支給される。

在職期間の算定（現行どおり）６ヵ月－（Ａ×1/2）

★勤勉手当……支給される。

勤務期間の算定（現行どおり）６ヵ月－Ａ

（注）Ｂの期間に,実際に出勤した日がない場合は勤勉手当は支給されない。

（Ｂの期間が病休・年休・週休日・祝日等であっても，実際に出勤した日が

ない場合は支給されない。）
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項 目 処 理 方 法

会計年度任用職

員の期末手当

支 給 要 件 １ 会計年度任用職員の期末手当の支給要件

⑴ 基準日に在職する者

⑵ 任期が６月以上である者

（１会計年度以内における任期の合計が６月以上に至った者を含む。）

⑶ １週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

算 定 方 法 １ 会計年度任用職員の期末手当の算定方法

①期末手当基礎額 × ②支給率 × ③期間率

①期末手当基礎額：基準日時点の報酬額を月額換算した額

②支給率：常勤職員と同じ支給率

③期間率：基準日以前６箇月における在職期間に応じた期間率を適用（30/100～100/100）

２ １週間当たりの勤務時間の算出方法

⑴学習指導員 正規の勤務時間の合計時間数を46週で除する。

⑵特別支援学校看護師 正規の勤務時間の合計時間数を38週で除する。

⑶非常勤講師（県立学校） 正規の勤務時間の合計時間数を30週で除する。

⑷非常勤講師（小・中・義務教育学校） 正規の勤務時間の合計時間数を35週で除する。

事 務 処 理 １ 期末手当算定係る事務処理

期末手当の支給対象者の判定，期末手当計算処理等については，会計年度任用職員事務

処理システム（以下「システム」という。）で行うため必要な情報をシステムに登録する

こと。

⑴ 登録情報

ア 採用情報登録に係る年日数の登録

学生寮寮監，補助事務員（寄宿舎指導員補助），補助事務員（楠隼），補助事務員

（ＳＳＨ），補助事務員（ＳＳＳ），補助事務員（就学支援金補助）については，

採用期間において割り振る勤務日数を採用情報登録画面の年日数の入力フォームに

入力し，登録する。

イ 費用弁償の支給が必要な者のうち，複数経路登録の必要がない者の費用弁償に係る

登録については，採用情報登録において登録する。

ウ 報酬及び費用弁償に係る支給情報の登録

報酬基本情報登録並びに報酬計算メニューから報酬及び費用弁償の登録を行う。

エ 採用情報の再確認については，採用情報登録画面において，特に【職名】，【採用

期間】，【年時数】，【週時数】，【年日数】が正しく登録されているかを十分確

認すること。
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項 目 処 理 方 法



- 1 -

単 位 事 務 名

勤 勉 手 当
〈コード〉０３１５

項 目 処 理 方 法

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例第19条の２】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員勤勉手当支給条例 【昭和28年３月31日条例12号】

鹿児島県職員の期末手当及び勤勉手当支給規則 【昭和44年５月21日規則50号】

鹿児島県学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

【平成２年12月26日規則15号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

鹿児島県職員等の育児休業等に関する条例 【第５条の３第２項】

項 目 処 理 方 法

支 給 対 象 １ 基準日（６月１日及び12月１日）に在職する職員及び基準日前１カ月以内に退職又は

死亡した職員であって，期末手当の支給対象者のうち以下のものを除く。

(※フルタイム勤務の再任用職員を含む)

(1) 休職者（公務上傷病及び特例法第14条による休職を除く）

(2) 育児休業者のうち全期間（６箇月）勤務していない者

支 給 額 １ 支給額の計算は下記のとおり

及 び 支 給 日 基準日 ６月１日 12月１日

支給日 ６月30日 12月10日

支給額 勤勉手当基礎額×(勤務期間による支給割合×勤務成績による支給割合)

ただし，支給日が週休日にあたるときは，それぞれの日前においてその日に最も近い

週休日でない日

２ 勤勉手当基礎額

給料月額＋教職調整額＋給料の調整額＋加算額

① ② ③ ④
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項 目 処 理 方 法

３ 勤務期間による支給割合

基準日前６カ月の期間における職員の勤務期間に応じて次表のとおり。

勤 務 期 間 支 給 割 合

６月 １００分の１００

５月１５日以上 ６月未満 １００分の ９５

５月以上 ５月１５日未満 １００分の ９０

４月１５日以上 ５月未満 １００分の ８０

４月以上 ４月１５日未満 １００分の ７０

３月１５日以上 ４月未満 １００分の ６０

３月以上 ３月１５日未満 １００分の ５０

２月１５日以上 ３月未満 １００分の ４０

２月以上 ２月１５日未満 １００分の ３０

１月１５日以上 ２月未満 １００分の ２０

１月以上 １月１５日未満 １００分の １５

１５日以上 １月未満 １００分の １０

１５日未満 １００分の ５

０ ０

４ 勤務成績による支給割合（令和３年４月～ 標準の成績率）

０.９３５（再任用職員は０．４４２５）

勤 務 期 間 １ 勤務期間の計算

(1) 除算する期間

ア 専従休職期間

イ 休職期間（公務上傷病及び特例法第14条による休職期間を除く）

ウ 停職期間

エ 育児休業期間

オ 自己啓発等休業期間

カ 育児短時間勤務期間（当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間）

キ 給与条例第14条の規定により，給与を減ぜられた期間（期間の和が１日に満たな

い場合は，切り捨てる。）

ク 介護休暇期間（その期間が30日以内の場合を除く。）

ケ 部分休業期間（その期間が30日以内の場合を除く。）

コ 基準日以前６カ月の全期間にわたって，勤務した日がない場合には，前各号の規

定にかかわらず，その全期間（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若し

くは疾病による場合を除く）

１
(2) ―除算する期間

２

ア 病気（療養）休暇 （公務上傷病によるもの及び30日以内の場合は除く）

(3) その他

期間計算については，期末手当の例による。
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項 目 処 理 方 法

２ 休職者の事例

基準日以前６カ月
基 準 日 現 在 で 基準日前６ヶ月間

のすべての期間が
該 当 す る 場 合 に含まれる場合

該 当 す る 場 合

公 務 上 の 休 職

休 暇 全 額 支 給 全 額 支 給 全 額 支 給

（通勤災害を含む）

特 例 法 の 1 1
支 給 し な い 期間の 除算 期間の 除算

結 核 休 職 2 2

普 通 休 職 支 給 し な い 支 給 し な い 期 間 除 算

無 給 休 職 支 給 し な い 支 給 し な い 期 間 除 算

病 気 （ 療 養 ） 1 1
休暇（３０日以内の 支 給 し な い 期間の 除算 期間の 除算

2 2も の は 除 く ）

長 期 研 修
全 額 支 給 全 額 支 給 全 額 支 給

（ ６ カ 月 以 上 ）

専 従 休 職 支 給 し な い 支 給 し な い 期 間 除 算

全期間 支給しない
育 児 休 業 支 給 し な い 期 間 除 算 ※

それ以外 支給する

３０日を超えた場
部 分 休 業

合 期 間 除 算

家 族 看 護 欠 勤 支 給 し な い 支 給 し な い 期 間 除 算

停 職 支 給 し な い 支 給 し な い 期 間 除 算

介護休暇（３０日以
支 給 し な い 期 間 除 算 期 間 除 算

内のものは除く）

自 己 啓 発 等 休 業 支 給 し な い 期 間 除 算 期 間 除 算

当該期間に算出率 当該期間に算出率を乗 当該期間に算出率を

育 児 短 時 間 勤 務 を乗じて得た期間 じて得た期間を控除し 乗じて得た期間を控

を控除して得た期 て得た期間除算 除して得た期間除算

間除算

※ 「承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日間以内の期間に含まれる育児休業

の期間」と「それ以外の育児休業の期間」のそれぞれについて，承認に係る期間が１

箇月以下である場合には在職期間等の算定に当たり除算しないこと。

例 外 計 算 基 礎 「期末勤勉手当例外計算基礎資料報告書」を毎支給期前に教職員課長（県立学校人事管

資 料 の 報 告 理係）に提出する。

提出時期

６月支給分 ５月下旬

12月支給分 10月中旬
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期末・勤勉手当例外計算基礎資料報者書作成についての事例

事務主事Ａ 事務主事ａ 事務主事Ａの病休の期間運営支障として採用

○年５月１０日～○年７月７日 （退職日が基準日（○．１２．１）前１月以内で

まで病休 ないので報告の必要なし

教 諭Ｂ 教 諭ｂ 教諭Ｂの病休の期間運営支障，結核休職の期間

○年４月１１日～○年７月９日 （○年７月１０日～△年３月３１日まで）結核休

まで病休 職代替として採用（基準日（○年１２月１日）以

○年７月１０日～○年６月９日 前６月の全期間在職しているので報告の必要なし）

まで結核休職

養護教諭Ｃ 養護教諭ｃ 養護教諭Ｃの病休の期間運営支障，普通休職の期

○年１月９日～○年４月７日 間（○年４月８日～○年８月３１日まで）普通休

まで病休 職代替として採用

○年４月８日～○年８月３１日 （退職日が基準日（○．１２．１）前１月以内で

まで普通休職（有給） ないので報告の必要なし）

○年９月１日復職

教 諭Ｄ 講 師ｄ 教諭Ｄの育児休業の期間，育休代替として採用

○年４月１日～○年１１月３０日

まで育児休業

○年１２月１日復職

教 諭Ｅ 教 諭ｅ 教諭Ｅの長期研修の期間，長期代替として採用

○年４月１５日～○年３月３１日 （基準日（１２月１日）以前６月の全期間在職し

まで長期研修 ているので報告の必要なし）

教 諭Ｆ 講 師ｆ 教諭Ｆの育児休業の期間，育休代替として採用

○年９月１日～○年７月３１日

まで育児休業

教 諭Ｇ 教 諭ｇ 教諭Ｇの普通休職の期間

○年５月１５日～○年１１月１４日 （○年４月７日～○年９月３０日）

まで普通休職（無給）のまま死亡 （○年１０月１日～○年１１月１４日）

普通休職代替，○年１１月１６日～△年３月３１

日まで欠員補充として採用

教 諭Ｈ

○年８月１日～○年９月１０日

まで介護休暇
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令和○年１２月支給期末・勤勉手当例外計算基礎資料報告書

（学校番号：○○）

令和○年１１月○○日作成 学校名・電算番号

事務長 ○ ○ ○ ○ , ○○高等学校

作成者 △ △ △ △ , ○○○○○○

職 名 事務主事 教諭 養護教諭 教諭

氏 名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 備 考

職 員 番 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１ 病気休暇 期 間 ○.５.１０ ○.４.１１ ○.１.９

～ ～ ～

○.７.７ ○.７.９ ○.４.７

日 数 ５９日 ９０日 ９０日

２①普通休職 ○.４.８ ○.４.１

②基準日前の 期

～ ～

･無給休職･起訴休職･停職 間 ○.８.３１ ○.１１.３０

･大学院修学休業･自己啓発等休業 普通休職 育児休業

･専従休職･育児休業

･育児短時間勤務 ･無給休暇

３①結核休暇 ○.７.１０

②公務災害療養 期
～

休暇 間 △.６.９

結核休職

４①産前休暇 期
②産後休暇 間

５①育児休業 期
間

②育児短時間勤務

６ 長期研修
期
間

７ 家族看護欠勤 期

及び 欠勤 間

８①介護休暇

②介護時間 期間

③部分休業 日数

９①新規採用

②臨時的任用(期付採用) 期

(欠員補充並びに病休,休

職,産育休,長研及び運営 間

支障による代替)

③再任用職員

10

９の採用前に公立学校等に 期

勤務していたことのある場 間

合は,その期間及び所属名

11

基準日1か月以内の退職又 期

は死亡 間

（ただし12の場合を除く）

12 基準日1か月以内の

① 失職又は懲戒免職 期

②2の②の期間中の退職又は死亡 間

13 基準日現在の

･無給休職･起訴休職･停職 期

･専従休職･大学院修学休業 間

･自己啓発等休業･無給休暇

１００ １００ ６０ ６０
割 期 末

１００ １００ １００ １００

９０ ０ ５０ ５
合 勤 勉

１００ １００ １００ １００
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令和○年１２月支給期末・勤勉手当例外計算基礎資料報告書

（学校番号：○○）

令和○年１１月○○日作成 学校名・電算番号

事務長 ○ ○ ○ ○ , ○○高等学校

作成者 △ △ △ △ , ○○○○○○

職 名 講 師 教 諭 教 諭 講 師

氏 名 ｄ Ｅ Ｆ ｆ 備 考

職 員 番 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１ 病気休暇 期 間

日 数
２①普通休職

②基準日前の 期

･無給休職･起訴休職･停職 間

･大学院修学休業･自己啓発等休業

･専従休職･育児休業

･育児短時間勤務 ･無給休暇

３①結核休暇
②公務災害療養 期

休暇 間

①○.５.２１～
４①産前休暇 期 ○.７.６
②産後休暇 間 ②○.７.７～

○.８.３１

①育児休業
５①育児休業 期 ○.９.１

間

～

②育児短時間勤務 △.７.３１

６ 長期研修 ○.４.１５
期

～

間 △.３.３１

７ 家族看護欠勤
及び 欠勤 期

間

８①介護休暇
②介護時間 期間
③部分休業 日数

９①新規採用 ○.４.１ ○.５.２１

②臨時的任用(期付採用) 期

～ ～

(欠員補充並びに病休,休 ○.１１.３０ △.７.３１

職,産育休,長研及び運営 間 育児代替 産育休による代替

支障による代替)

③再任用職員

10
９の採用前に公立学校等に 期
勤務していたことのある場 間
合は,その期間及び所属名

11
基準日1か月以内の退職又 期
は死亡 間
（ただし12の場合を除く）

12 基準日1か月以内の
① 失職又は懲戒免職 期
②2の②の期間中の退職又は死亡 間

13 基準日現在の
･無給休職･起訴休職･停職 期
･専従休職･大学院修学休業 間
･自己啓発等休業･無給休職

８０ １００ ６０ １００
割 期 末

１００ １００ １００ １００

９５ １００ ０ １００
合 勤 勉

１００ １００ １００ １００
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令和○年１２月支給期末・勤勉手当例外計算基礎資料報告書

（学校番号：○○）

令和○年１１月○○日作成 学校名・電算番号

事務長 ○ ○ ○ ○ , ○○高等学校

作成者 △ △ △ △ , ○○○○○○

職 名 教 諭 教諭 教 諭

氏 名 Ｇ ｇ Ｈ 備 考

職 員 番 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１ 病気休暇 期 間

日 数

２①普通休職

②基準日前の 期

･無給休職･起訴休職･停職 間

･大学院修学休業･自己啓発等休業

･専従休職･育児休業

･育児短時間勤務 ･無給休暇

３①結核休暇

②公務災害療養 期

休暇 間

４①産前休暇 期

②産後休暇 間

５①育児休業 期

間

②育児短時間勤務

６ 長期研修

期

間

７ 家族看護欠勤

及び 期

欠 勤 間

８①介護休暇 ①介護休暇

②介護時間 期間 ○.８.１

③部分休業 日数

～

○.９.１０

９①新規採用 ○.１１.１６

②臨時的任用(期付採用) 期

～

(欠員補充並びに病休,休 △.３.３１

職,産育休,長研及び運営 間 欠員補充

支障による代替)

③再任用職員

10 ○.４.７

９の採用前に公立学校等に 期

～

勤務していたことのある場 間 ○.１１.１４

合は,その期間及び所属名 ○○高等学校

11

基準日1か月以内の退職又 期

は死亡 間

（ただし12の場合を除く）

12 基準日1か月以内の

① 失職又は懲戒免職 期 ○.１１.１４

②2の②の期間中の退職又は死亡 間 死 亡

13 基準日現在の

･無給休職･起訴休職･停職 期

･専従休職･大学院修学休業 間

･自己啓発等休業･無給休職

０ ８０ １００
割 期 末

１００ １００ １００ １００

０ ９５ ９５
合 勤 勉

１００ １００ １００ １００
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単 位 事 務 名

管 理 職 手 当
〈コード〉０３１７

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例】

参 考 法 令 給与条例の運用方針について（通知） 【昭和58年11月21日人第280号】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第７条の６】

管理職手当の支給に関する規則 【昭和34年２月２日規則第３号】

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

【昭和46年12月22日条例第47号】

職員の給料の特別調整額に関する規則 【昭和35年９月24日規則第90号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

管理職手当の支給に関する規則別表第１，別表第２及び別表第３に掲げる職（校長又は

教頭）の指定について 【令和５年４月21日鹿教教第60号通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 要 領 管理又は監督の地位にある学校職員のうち，任命権者が人事委員会と協議して定める職

にある者に対しては，管理職手当を支給する。

【学校職員給与条例第７条の６】

支 給 範 囲 手当を支給する職は管理職手当の支給に関する規則第２条別表第１から別表第４までの

とおりとする。

管理職手当の支給に関する規則（昭和34年教育委員会規則第３号）別表第１，別表第２

及び別表第３に掲げる「教育委員会が人事委員会と協議して定める職（校長又は教頭）」

とは次表の学校に置かれる校長又は教頭とする。

(1) 別表第１に掲げる校長（次表に掲げる学校の校長）

基準：小学校 24学級以上，中学校・義務教育学校 18学級以上

高等学校 16学級以上，特別支援学校 45学級以上

学校区分 学 校

高 等 学 校 鶴丸高等学校，甲南高等学校，鹿児島中央高等学校，錦江湾高等学校，

武岡台高等学校，開陽高等学校，松陽高等学校，鹿児島工業高等学校，

鹿児島南高等学校，伊集院高等学校，川内高等学校，川内商工高等学校，

加治木高等学校，加治木工業高等学校，国分高等学校，鹿屋高等学校，

鹿屋農業高等学校，鹿屋工業高等学校，大島高等学校，奄美高等学校

特別支援学校 武岡台特別支援学校，鹿児島特別支援学校，鹿児島南特別支援学校，

串木野特別支援学校，出水特別支援学校，牧之原特別支援学校，

鹿屋特別支援学校
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項 目 処 理 方 法

(2) 別表第２に掲げる校長（次表に掲げる学校の校長）

基準：小学校 18学級以上23学級以下，中学校・義務教育学校 15学級以上17学級以下

高等学校 9学級以上15学級以下，特別支援学校 12学級以上44学級以下

学校区分 学 校

高 等 学 校 明桜館高等学校，鹿児島水産高等学校，加世田高等学校

薩南工業高等学校，吹上高等学校，市来農芸高等学校，

川薩清修館高等学校，薩摩中央高等学校，鶴翔高等学校，

野田女子高等学校，出水高等学校，出水工業高等学校，

隼人工業高等学校，曽於高等学校，志布志高等学校，楠隼高等学校

種子島高等学校，徳之島高等学校，沖永良部高等学校

特別支援学校 鹿児島盲学校，鹿児島聾学校，鹿児島高等特別支援学校，

指宿特別支援学校，南薩特別支援学校，加治木特別支援学校，

中種子特別支援学校，大島特別支援学校

(3) 別表第３に掲げる教頭（上記別表第１，別表第２に掲げる学校の教頭）

なお，教頭が複数名配置されている学校にあっては，第１位代決者に限ることとする

が，開陽高等学校については，総括教頭，全日制教頭第２位代決者及び通信制教頭に限

ることとする。

基準：小学校 18学級以上，中学校・義務教育学校 15学級以上

高等学校 9学級以上，特別支援学校 12学級以上

適用年月日 令和５年４月１日

【令和５年４月21日鹿教教第60号通知】

※上記に掲げる表は，学級数に応じていることから，年度当初の通知を参照すること。

手 当 額 手当の額は，管理職手当の支給に関する規則第３条別表第５に定める額とする。

別表第５（第３条関係）

ア 教育職給料表（二）

職 職務の級 手当の額

別表第１に掲げる職 ４級 72,800円

別表第２に掲げる職 ４級 63,700円

３級 60,700円

別表第３に掲げる職 ４級 54,600円

３級 52,000円

別表第４に掲げる職 ３級 43,300円 （注）

（注）別表第４に掲げる職とは，別表第３に掲げる教頭を除いた教頭のことを示す。
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項 目 処 理 方 法

イ 教育職給料表（三）

職 職務の級 手当の額

別表第１に掲げる職 ４級 69,500円

別表第２に掲げる職 ４級 60,800円

別表第３に掲げる職 ４級 52,100円

３級 51,600円

別表第４に掲げる職 ３級 43,000円

ウ 行政職給料表

職 職務の級 手当の額

別表第３に掲げる職 ７級 53,100円

６級 49,900円

別表第４に掲げる職 ６級 41,600円

５級 39,700円

エ 海事職給料表

職 職務の級 手当の額

別表第３に掲げる職 ６級 55,600円

５級 51,400円

支 給 方 法 「鹿児島県職員の給与に関する条例第６条」に規定する給料の支給方法に準じる。

【管理職手当規則４条】

支 給 制 限 １ 月の１日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。

ただし，次の場合は除く。

① 「鹿児島県職員の給与に関する条例」第20条第１項の場合。

② 公務上負傷し，若しくは疾病にかかり，又は通勤（地方公務員災害補償法〈昭和42

年法律第121号〉第２条第２項に規定する通勤をいう。以下同じ｡）により負傷し，

若しくは疾病にかかった場合（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する条例〈昭和63年鹿児島県条例第３号〉第３条第１項に規定する派遣職

員が派遣先の業務上負傷し，若しくは疾病にかかり，又は通勤により負傷した場合

を含む。）であって，県職員給与条例第14条の規定により勤務しないことにつき特

に承認のあった場合。 【管理職手当規則第５条】

２ 管理職手当が支給される職員に対しては，超過勤務手当，夜勤手当，休日給は支給し

ない。 【運用第８条の２関係第１項３】

定 期 異 動 時 ※ 各人事管理者で支給率を入力するので，給与支給内訳書出力後に金額の確認を行う。

電 算 報 告 (教頭の２人配置校は，特に注意を要する。)

そ の 他 の ※ 「支給が一時停止になった場合」及び「一時支給停止になった者が再び支給する場合」

電 算 報 告 は，「諸手当停開報告書」で報告する。
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単 位 事 務 名

管理職員特別勤務手当
＜コード＞０３２６

根 拠 お よ び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例第16条の３】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第７条の７】

鹿児島県職員の管理職員特別勤務手当支給規則 【平成３年12月26日規則第54号】

鹿児島県学校職員の管理職員特別勤務手当支給規則 【平成３年12月26日規則第６号】

給与関係コード表（職コミ・文書管理掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

管理職員特別勤務手当の取扱いについて 【平成27年４月１日教育長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 要 件 鹿児島県学校職員の給与に関する条例第７条６に規定する職にある学校職員のうち管理

又は監督の複雑，困難及び責任の度が高い学校職員として任命権者が人事委員会と協議し

て定める学校職員又は県立短期大学の学長が，臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の

必要により鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成７年鹿児島県条例第

２５号）第３条第１項，第４条，第４条の２及び第５条の規定に基づく週休日又は同条例

第９条に規定する休日に勤務した場合は，当該学校職員には，管理職員特別勤務手当を支

給する｡ 【学校職員給与条例第７条の７】

臨時又は緊急の必要がある場合において，明示の指示により又は明示の指示が想定され

る状況下で管理職員（管理職手当の支給に関する規則（昭和34年鹿児島県教育委員会規則

第３号）第２条に掲げる職員をいう。以下同じ。）が週休日等又は週休日等以外の日の午前

０時から午前５時までの間にやむを得ず勤務に従事したとき支給される。

この手当の支給は，勤務を要しない日の振替が行えない場合に限られる。

「臨時又は緊急の必要」による勤務とは，週休日等（鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇

等に関する条例（平成７年鹿児島県条例第25号。）第３条第１項，第４条及び第５条の規定

に基づく週休日又は休日等（鹿児島県職員の給与に関する条例第14条で規定する祝日法によ

る休日等若しくは年末年始の休日等をいう。）又は週休日等以外の日の午前０時から午前５

時までの間）に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための

勤務をいう。

この手当の支給対象となる勤務か否かは，原則として真に当該週休日等又は週休日等以外

の日の午前０時から午前５時までの間に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断

の基礎とし，臨時又は緊急の必要性もなく, 職員の自由意思に基づいて行われる勤務又は自

宅等において職員に指示を行えば足りるようなものまで含むものではない。また，１時間に

も達しないなど極めて短時間の勤務については，原則として，この手当の支給対象としな

い。
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項 目 処 理 方 法

次に掲げる業務のための勤務は，この手当の支給対象となる勤務として取り扱わない。

イ 各種資料の整理等

ロ 通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測，機器の管理その他

これに類する業務

ハ 所属機関以外の機関等が主催する諸行事（記念式典，表彰式，講習会等）への儀礼

的な参加，出席（あいさつ等を行う場合を含む。）

ニ 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加，出席

支 給 対 象 者 条例第７条の７第１項の管理又は監督の複雑，困難及び責任の度が高い学校職員として

定める学校職員は，次に掲げる学校職員とする｡【管理職員特別勤務手当支給規則第２条】

(1) 管理職手当の支給に関する規則別表第1から別表第4までに掲げる職にある学校職員

① 校長

② 教頭

③ 事務長（本庁課長補佐相当の職以上の職に格付けされているもの）

④ 船長（教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの）

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された学校職員

手 当 額 管理職員特別勤務手当の額は，前項の規定による勤務１回につき，12,000円を超えない

範囲内において任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。

ただし，同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して任命権者が人事委員会と協

議して定める勤務にあっては，その額に100分の150を乗じて得た額とする。

【条例第７条の７第３項】

１ 条例第７条の７第２項の額は，次の各号に掲げる職の区分に応じ，当該各号に掲げる

額とする。 【規則第３条】

(1) 校長 ６，０００円

(2) 教頭，本庁課長補佐相当の職以上の職に格付けされている事務長及び教育委員会が

人事委員会と協議して定める船長

４，０００円

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された学校職員

次に掲げる当該学校職員が受ける任期付職員条例第４条第１項の給料表の号給又は

給料月額の区分に応じ，それぞれ次に定める額

ア ６号給及び７号給並びに任期付職員条例第４条第３項（鹿児島県職員等の育児休

業等に関する条例（平成４年鹿児島県条例第51号。以下この項において「育児休業

条例」という。）第20条（育児休業条例第25条において準用する場合を含む。）の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による給料月額

１２，０００円



- 3 -

項 目 処 理 方 法

イ ５号給 １０，０００円

ウ ２号給から４号給まで ８，０００円

エ １号給 ６，０００円

２ 前項第２号の規定にかかわらず，管理職手当支給規則別表第３に定める教頭に係る条

例第７条の７第３項第１号の額は，前項第１号に掲げる額とする。

３ 条例第７条の７第３項第１号の勤務は，勤務に従事した時間が６時間を超える場合の

勤務とする。

勤 務 回 数 の １ 給与条例第７条の７第１項の勤務は，週休日等に始まる勤務（その前日である週休日等

取 扱 い 以外の日から引き続く勤務を含む。）とし，連続する勤務（２以上の週休日等にまたがる

勤務を含む。）の始まり（当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては，当該週休日

等の午前零時）から終わりまでを１回として取り扱う。ただし一の週休日等において勤務

の開始が二以上ある場合は，当該週休日等に始まる勤務の全てを１回の連続した勤務とし

て取り扱う。

２ 給与条例第７条の７第２項の勤務は，週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの

間に始まる勤務（その前日である週休等以外の日から引き続く勤務を含む。）とし，連続

する勤務の始まり（当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては，当該週休

日等以外の日の午前０時）から終わりまでを１回として取り扱うものとする。ただし，一

の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は，当該週休日等以外の日に始

まる勤務の全てを１回の連続した勤務として取り扱うものとする。

３ 「連続する勤務」には，休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものと

する。ただし，当該休憩等に要した時間が相当時間（３時間程度）以上である場合は，休

憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

４ 規則第３条第３項に規定する「６時間」は，週休日等における実働時間による。

支 給 手 続 き １ 所属長は，管理職員が管理職員特別勤務をおこなった場合は，その都度当該職員の報

そ の 他 告に基づき管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別手当整理簿を作成しこれを保管し

なければならない。手当の支給にあっては，教職員課長の承認を得なければならない。

２ 教職員課長は，実績簿の内容を審査し，手当の支給を承認する場合は，実績簿の承認

者欄に自ら押印し，押印後の実績を所属長へ送付する。

３ 所属長は，教職員課長の承認を得た後に，「管理職員特別勤務手当報告書」により電

算報告を行なう。

４ 管理職員特別勤務手当は，その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

【規則第５条】

５ 所属長は，整理簿を３年間保管しなければならない。
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管理職員特別勤務手当

（例１） ６月の管理職員特別勤務（６時間未満）実績が２回の場合

（例２） ６月の管理職員特別勤務（６時間以上）実績が３回の場合

様式給第26号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
点 検 者

ｶｰﾄﾞ 所 属 名

№ 所 属 コ ー ド

3 4 5 6 7 8 記 入 者

１ ２ 26 27 28 29 30 31 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 報 告 書 給与支払管理者

○ ○ ○ 高 校

２ ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

管 理 職 員
修 整 実 績 年 月 支 出 科 目

氏 名 特別勤務手当
予 算 主 務 課 名

ページ 会
正 理 年 区 100 150

号 計 分 100 100 摘 要

区 № 番 コ 年 月 予 算 主 務 課 款 項 目 コ の の
職 員 番 号 区ー ー

回 回

分 号 ド 所 属 コ ー ド 分 ド 数 数

9 10 13 15 21 22 24 32 38 40 42 44 46 47 49

① ○ ○ ○ ○ ○ ０ ６ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ４ ０ ２

② ○ ○ ○ ○ ○ ０ ６ 教 職 員 課

２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ９ ３ ０ ３ ０ ０ ３ ０ １ １ ０ ０ ４ ０ ２ ５ ０ ３

区 分 コード

（注）１．実績年月に記入がなければ報告月の前月が設定される。 １ 種 管理職手当23％又は25％の職員 １

２ 種 管理職手当18％又は20％の職員 ２

３ 種 管理職手当16％の職員 ３

４ 種 管理職手当12％又は14％の職員 ４

５ 種 管理職手当８％又は10％の職員 ５

出力時間2000／ ／ ： ： 件数 件 枚中 枚目
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単 位 事 務 名

定時制通信教育手当
〈コード〉０３１８

根 拠 お よ び 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法，同施行令，同施行規則

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第７条の８】

定時制通信教育手当の支給に関する規則 【昭和36年３月22日規則第２号】

定時制通信教育手当の支給に関する規則及び産業教育手当の支給に関する規則の一部改正

について（通知） 【平成18年４月21日鹿教教第53号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 範 囲 夜間定時制の課程を置く高等学校又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する教育職

お よ び 支 給 額 員のうち，本務として当該高等学校の校長の職にある者，夜間定時制の課程又は通信制

の課程に関する校務を整理する教頭並びに本務として夜間定時制の課程又は通信制の課

程における教育に従事する教諭，養護教諭，助教諭，養護助教諭，講師及び教育委員会

規則で定める実習助手に支給される。 【学校職員給与条例第7条の8第1項】

※ 再任用職員(フルタイム勤務)にも支給する。

１ 課 程 職 務 の 級 手当の月額 手当支給コード

１ 級 19,000円 １
夜間定時制の課程

２級以上の級 24,000円 ２

１ 級 10,000円 ３
通 信 制 の 課 程

２級以上の級 12,000円 ４

２ 本務として夜間定時制の課程及び通信制の課程を併置する高等学校の校長の職にある

者の手当の月額は，前項の規定にかかわらず，24,000円とする。ただし，第５条第２項

の規定（次頁「支給方法」の３）に該当する場合における当該月の手当の額は12,000円

とする。 【定時制通信教育手当の支給に関する規則第３条】

３ 再任用短時間勤務職員・育児短時間勤務職員等・任期付短時間勤務職員の取扱い

ｎ
定額 × ＝支給額（１円未満切り捨て）

38.75

※ｎ＝１週間の勤務時間
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項 目 処 理 方 法

４ 支給を受ける実習助手の範囲

(1) 高等学校を卒業した者，若しくは，高等専門学校の第３学年の課程を終了した者，

又は，これらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で，その者の従事する

実験又は実習（次号において「担当実習」という。）に関し技術優秀と認められるも

の。

(2) ３年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で，当該担当実習に関し技術

優秀と認められるもの。 【定時制通信教育手当の支給に関する規則第２条】

勤 務 簿 校長は，受給者ごとに定時制通信教育手当受給者勤務簿（別記様式）を備え，整備

しなければならない。 【定時制通信教育手当の支給に関する規則第６条】

支 給 方 法 １ 給料の支給方法に準じて支給する。 【同上第４条】

２ 手当は，月の１日から末日までの間において，次に掲げる日に該当する日（次項に規

定する日を除く。）を合計した日数が15日（再任用短時間勤務職員にあっては，当該日

数に勤務時間条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を，育児短時間勤務職員等にあっては当該日数に勤

務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を，任期付短時間勤務職員にあっては当該日数に勤務時間

条例第２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤

務時間で除して得た数をそれぞれ乗じた日数（１日未満の端数を生じたときは，これを

四捨五入して得た日数とする｡)）を超える場合は支給しない。

(1) 出張をした日

(2) 研修を受けた日

(3) 勤務しなかった日（鹿児島県職員の給与に関する条例（昭和26年鹿児島県条例第13

号）第20条第１項の場合及び公務上負傷し，若しくは疾病にかかり，又は通勤（地方

公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２項に規定する通勤をいう｡）に

より負傷し，若しくは疾病にかかった場合であって，同条例第14条の規定により勤務

しないことにつき特に承認のあった場合を除く｡）

３ 夜間定時制の課程において、昼間に勤務時間を割り振った日が月の１日から末日まで

の間において合計して15日を超える場合は，前項の規定にかかわらず，第３条第２項に

定める者を除き，手当は支給しない。

電 算 報 告 「給与手当報告書２」により報告をする。

（別紙記入例を参照のこと）

２ ３
留 意 事 項 定通手当受給者は，教員特別手当の支給率が定額の ― または ― に減ぜられるので注

４ ４

意すること。（教員特別手当の項参照のこと）
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別記様式（第６条関係）

定時制通信教育手当受給者勤務簿 記 入 例

課 程 名 職 名 氏 名

出 張 等 の 日 数 支給の可

勤務す 出 勤 出 張を 研修を 勤務し 計 昼 間勤 規則に （G ≦ Hか

月 べき日 日 数 した日 受けた なかっ Ｆ 務 の日 定める つ F ≦H), 校長印

数 Ａ Ｂ Ｃ 日 Ｄ た日 E (C+D+E) 数 G 日数 否(G>H又

Ｈ は F>H)

夜間定時制の課程

① ４月 ２０ １６ ２ ２ ４ ０ １５ 可・否  (支給例)

通信制の課程

② ５月 １９ １６ １ ２ ３ １５ 可・否  (支給例)

夜間定時制の課程

③ ６月 ２２ ６ ４ １２ １６ ０ １５ 可・否  (不支給例）

通信制の課程

④ ７月 ２０ ４ １ ９ ６ １６ １５ 可・否  (不支給例)

夜間定時制の課程

⑤ ８月 ２３ １８ １５ 可・否  (不支給例)

(長期休業中等）

短時間勤務職員の例

⑥ ６月 ９ ６ ３ ３ ０ ６ 可・否  (15.5時間勤務：火/木)

備考

１ Ｃ欄（ ）書きは，規則第５条第１号の（ ）書きによる出張日数を記入し，その日数は

出張等の日数の計（Ｆ欄）には含まないものとする。

２ 「規則に定める日数」とは，規則第５条に規定する 15日（再任用短時間勤務職員にあって

は同条の規定により算出した日数）をいう。

３ 欠勤は「勤務しなかった日」に算入する。
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様式給第13号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ

№

記 入 者

１ ２ 給 与 手 当 報 告 書 ２ 給与支払管理者

１ ３

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 支 払 開 始 年 月 管 教

農 員 産 定 定 通 手 当

作 成 所 属 名 氏 名 年 理 特 教 通

正 ページ 理 改 別 手 手

号 職 手 当 当 （例１）新たに支給を開始する場合（定時制・数(ニ)２級以上）

手 当 区 区

区 番 コ 年 月 日 手 支 分 分

当 給 コ コ （例２）新たに支給を開始する場合（通信制・数(ニ)２級以上）

作成所属コード 職 員 番 号

ー

当 コ

ー ー

分 № 号 率

ー

ド ド

ド 率 ド （例３）支給対象者でなくなる場合
3 9 10 13 15 21 22 24 26 28 30 32 33 35

○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ３ ２

○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ３ ４

○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ １ ０

（注）１．新たに支給対象者になる場合，支給コードを記入して報告すれば報告した月から支給される。該当月の実績が支給要件を満たさない場合は，「諸手当停開報告書」で停開コード「１：支給停止」

を報告し，再び支給する場合は支給月に「２：支給開始」を報告する。

２．支給対象者が所属を異にして異動した場合は自動的に支給されなくなるので，異動後も引続き支給対象者になる場合は，新たに支給対象者になる場合と同じ要領で報告する。

2 3３．定通手当受給者は，教員特別手当の支給額が定額の または に減ぜられるので注意する。4 4

４．全日制および定時制の併置校の校長の定通手当は，例外計算報告書により「例外事由コード：90」で処理する。

出 力 時 間 2000/ / : : 件数 件 枚中 枚目
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単 位 事 務 名

産 業 教 育 手 当
〈コード〉０３１９

根 拠 お よ び 産業教育振興法 【第３条の３】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第８条】

産業教育手当の支給に関する規則 【昭和33年３月19日規則第２号】

産業教育手当の支給に関する法律の施行について 【教育法令集13】

【昭和32年10月17日文初職第508号（695の89Ｐ）】

定時制通信教育手当の支給に関する規則及び産業教育手当の支給に関する規則の一部改正

について（通知） 【平成18年４月21日鹿教教第５３号】

県立学校における給与事務の取扱いについて（通知）【平成19年３月22日鹿教教第648号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 範 囲 １ 農業，水産又は工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教育職員のうち任命権者

が指定する者が，実習を伴う農業，水産又は工業に関する科目を主として担任する場合

又は当該科目について教諭の職務を助ける場合には，産業教育手当を支給する。

【学校職員給与条例第８条】

２ 産業教育手当の支給に関し，任命権者が指定する教育職員は次の各号の１に該当する

者とする。

(1) 教頭，教諭，助教諭及び講師で高等学校の農業若しくは農業実習，水産若しくは水

産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者

(2) 実習助手で次に掲げる学歴，経歴等を有する者

ア 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第３学年の課程を修了した者又は

これと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で，その者の従事する実験又

は実習（以下「担当実習」という。）に関し技術優秀と認められるもの

イ ３年以上担当実習に関連ある実地の経験を有する者で当該担当実習に関し技術優

秀と認められるもの

【産業教育手当の支給に関する規則第２条】

※ 再任用職員(フルタイム勤務)にも支給する。
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項 目 処 理 方 法

支 給 条 件 １ 教頭，教諭，助教諭及び講師のうち次の各号の１に該当する者には手当は支給しない。

(1) 実習を伴う農業，水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数が，

その者の授業及び実習を担当する時間数の1/2に満たない者

(2) 実習を伴う農業，水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当

該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤

務時間数の1/2に満たない者

２ 実習助手のうち実習を伴う農業，水産又は工業に関する科目について教諭の職務を助

けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が，その者の勤務時間数の1/2に

満たない者には，手当は支給しない。

(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理

(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

【産業教育手当の支給に関する規則第２条の２】

支 給 額 手当の月額は，次の表に掲げる科目の区分及び職務の級の区分に対応する同表の手当の

月額欄に定める額（定時制通信教育手当を受ける者は，同表の額に１０分の６を乗じて得

た額）とする。

科 目 職 務 の 級 手 当 の 月 額

１ 級 １９，０００円
実習を伴う農業又は水産に関する科目

２級以上の級 ２４，０００円

１ 級 １４，０００円
実 習 を 伴 う 工 業 に 関 す る 科 目

２級以上の級 １８，０００円

【産業教育手当の支給に関する規則第３条】

※再任用短時間勤務職員・育児短時間勤務職員等・任期付短時間勤務職員の取扱い

ｎ
定額 × ＝ 支給額（1円未満切り捨て） ｎ＝１週間の勤務時間

38.75

支 給 手 続 農業，水産，工業の課程を置く高等学校の校長は関係書類により受給者を決定する｡

(1) 期 日 毎年４月末日（決定を行った後に新たに支給者となった者がある場合はす

みやかに決定しなければならない）

(2) 書 類 ア 産業教育手当受給者調書

イ 産業教育手当受給者勤務簿（様式２号）により整理するとともに受給

者について個人別担当時間表を作成しておくこと。

支 給 方 法 月の１日から末日までの間において，次の各号に該当する日を合計した日数が15日を超

える場合は支給しない。

※再任用短時間勤務職員・育児短時間勤務職員等・任期付短時間勤務職員の取扱い

ｎ
15 × ＝規則に定める日数（1日未満四捨五入） ｎ＝１週間の勤務時間

38.75
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項 目 処 理 方 法

(1) 出張（実習を伴う農業，水産又は工業に関する科目の授業もしくは実習又は当該授

業若しくは実習に付随する勤務のためのものを除く。）をした日

(2) 研修を受けた日

(3) 勤務しなかった日（鹿児島県職員の給与に関する条例第20条第１項の場合及び公務

上負傷し，若しくは疾病にかかり，又は通勤（地方公務員災害補償法第２条第２項に

規定する通勤をいう）により負傷し，若しくは疾病にかかった場合であって，同条例

第14条の規定により勤務しないことにつき特に承認があった場合を除く。）

【産業教育手当の支給に関する規則第６条】

１ 勤務しなかった日が15日（再任用短時間勤務職員・育児短時間勤務職員等・任期付短

時間勤務職員については，各規則で定める日数。以下同じ）を超える場合とは，出張し

た日，研修を受けた日（研修の承認を受けた日を含む）及び勤務しなかった日の合算日

数が15日を超える（16日以上）場合をいう。

（例）１日 ３日（日） 11日（月） 19日（火） 25日（月） 31日

（９日） （５日）

出 張 年 休

出張期間 ３日（日）～11日（月）は日曜日を含めた全日９日を算入する。

年休期間 19日（火）～25日（月）は土･日曜日を除いた日数５日を算入する。

９日＋５日＝14日となるので手当は支給される。

２ 出張日等の合算日数の計算に当たっては，出張，研修等により全日にわたって学校に

出勤しなかった日を合算する。例えば，午前中に授業を行い，午後から出張をした場合

には，出張日等の合算日数に算入しないが，午前中に出張をし，午後から学校で勤務す

ることなく年休を取得した場合のように全日にわたって学校に出勤しなかった場合には，

出張日等の合算日数に算入する。

３ 研修又は勤務しなかった期間中に，鹿児島県学校職員の勤務時間，休暇等に関する条

例（平成７年鹿児島県条例第25号）第３条から第５条までの規定により定められた週休

日及び同条例第９条に規定する休日（以下「週休日等」という。）を含む場合は，特に

勤務を命ぜられた場合を除き，出張日等の合算日数に算入しない。

４ 出張期間中（最初の日又は最後の日を含む。）に週休日等を含む場合で，超過勤務手

当の支給又は勤務の割振り（振替等）が行われない場合は，出張日等の合算日数に算入

しない。

５ 出張日等の合算日数が15日を超えるなど産業教育手当が支給されない月については，

義務教育等教員特別手当が全額支給されることから，当該月に係る電算報告の際には義

務教育等教員特別手当の報告も併せて行うこと。

６ 出張日等の合算日数に算入される事由が１日につき２以上である場合（例：午前に年

休を取得し，午後から研修を受けた場合など）の勤務簿の整理は，便宜上，「勤務しな

かった日Ｅ」の欄に１日として整理し，「出張をした日」及び「研修を受けた日」の欄

には記入しないこと。

７ 手当はその月分を翌月の給料支給日までに支給する。
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項 目 処 理 方 法

勤 務 簿 校長は受給者ごとに産業教育手当受給者勤務簿を備え整備するとともに，受給者につい

て個人別担当時間表を作成しておく。

電 算 報 告 「給与手当報告書２」により報告する。

（別紙記入例の注意書きを参照のこと。）

留 意 事 項 産業教育手当受給者は，教員特別手当の支給率が定額２／４または３／４ に減ぜられる

ので注意すること。（教員特別手当の項参照）
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第２号様式（第７条関係）

産業教育手当受給者勤務簿 記 入 例

科 目 名 職 名 氏 名

出 張 等 の 日 数

勤務す 出 勤 出張をし 研修を 勤務し 計 規則に 支給の可

月 べき日 日 数 た日 受けた なかっ 定める 可(Ｆ≦Ｇ) 校長印

数 Ｃ 日 Ｄ た 日 Ｆ 日 数 ・

Ａ Ｂ Ｅ (C+D+E) Ｇ 否(Ｆ＞Ｇ)

実習に付随する出張

① ３ (()書き内)を含む例

４ 月 ２０ １２ ( ４ ) １ ４ １５ 可・否  ：()書き別掲

※出勤(12)＋出張その他(3)＋出張実習(4)＋勤務しなかった日(1)＝勤務すべき日数(20)

② １ 長期休業中の例

８ 月 ２３ ４ ( ) １０ ８ １９ １５ 可・否  

③ 短時間勤務職員の例

９ 月 ９ ７ ( ) ２ ２ ６ 可・否  (15.5時間勤務：火/木)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

備考

１ Ｃ欄（ ）書きは，規則第６条第１号の（ ）書きによる出張日数を記入し，その日数は

出張等の日数の計（Ｆ欄）には含まないものとする。

２ 「規則に定める日数」とは，規則第６条に規定する 15日（再任用短時間勤務職員にあって

は同条の規定により算出した日数）をいう。

３ 欠勤は「勤務しなかった日」に算入する。
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産業教育手当受給者調書

学 校 名 ○ ○ 農業高等学校 全日制・定時制の別 全 日 制

課 程 給 料

職 名 氏 名 免 許 状 備 考

(学科)名 級 号 金 額

農 業 教 諭 ○ ○ ○ ○ ２×120 ○○○○ 高一農・農業

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×132 ○○○○ 高一農実

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×114 ○○○○ 高一農・理

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×116 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×120 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×129 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×124 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×132 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×125 ○○○○ 高一理・助農

〃 実習助手 ○ ○ ○ ○ ２×121 ○○○○ 高一農実

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×118 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×124 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×128 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×116 ○○○○ 〃

〃 〃 ○ ○ ○ ○ ２×135 ○○○○ 〃

産業教育手当受給者調書
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産業付表

個 人 別 担 当 時 間 表

全日制 学校名 鹿児島県立○○○○○高等学校

曜 月 火 水 木 金 担当時間数

職名 限 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 実習 ＨＰ 総合 合計 普通

氏名 教科 実習 教科

農 選 選 総 総 選 選 課 機 機 選 選 農 農 機 機 課 課

教諭 ○○ ○○ 13 5 18

基 択 択 実 実 択 択 研 食 食 択 択 基 基 食 食 研 研

選 選 総 選 選 課 生 生 選 選 生 生 総 課 課 総 総

教諭 ○○ ○○ 12 5 17

択 択 学 択 択 研 情 情 択 択 情 情 実 研 研 実 実

農 総 食 食 農 農 課 機 機 農 農 機 機 食 食 課 課

教諭 ○○ ○○ 14 3 17

基 学 生 生 情 情 研 食 食 基 基 食 食 生 生 研 研

選 選 食 食 選 選 課 生 生 選 選 生 生 食 食 課 課

教諭 ○○ ○○ 14 3 17

択 択 生 生 択 択 研 情 情 択 択 情 情 生 生 研 研

選 選 総 総 会 選 選 課 選 選 会 総 課 課 総 総

教諭 ○○ ○○ 8 8 16

択 択 実 実 計 択 択 研 択 択 計 実 研 研 実 実

総 総 食 食 総 総 課 機 機 機 機 総 食 食 課 課 総 総

教諭 ○○ ○○ 8 10 18

実 実 生 生 実 実 研 食 食 食 食 実 生 生 研 研 実 実

農 選 選 総 総 総 選 選 課 選 選 農 農 総 課 課 総 総

教諭 ○○ ○○ 10 8 18

基 択 択 学 実 実 択 択 研 択 択 基 基 実 研 研 実 実

選 選 食 食 選 選 課 生 生 選 選 生 生 食 食 課 課

実習助手 ○○ ○○ 14 3 17

択 択 生 生 択 択 研 情 情 択 択 情 情 生 生 研 研
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様式給第13号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ

№

記 入 者

１ ２ 給 与 手 当 報 告 書 ２ 給与支払管理者

１ ３

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 支 払 開 始 年 月 管 教

農 員 産 定 産 業 教 育 手 当

作 成 所 属 名 氏 名 年 理 特 教 通

正 ページ 理 改 別 手 手

号 職 手 当 当 （例１）新たに支給を開始する場合（工業に係る教(ニ)２級以上受給者）

手 当 区 区

区 番 コ 年 月 日 手 支 分 分

当 給 コ コ （例２）新たに支給を開始する場合（農業・水産に係る教(ニ)２級以上受給者）

作成所属コード 職 員 番 号

ー

当 コ

ー ー

分 № 号 率

ー

ド ド

ド 率 ド （例３）支給対象者でなくなる場合
3 9 10 13 15 21 22 24 26 28 30 32 33 35

○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ２ ４

○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ３ ２

○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ １ ０

（注）１．新たに支給対象者になる場合，支給コードを記入して報告すれば報告した月から支給される。該当月の実績が支給要件を満たさない場合は，「諸手当停開報告書」で停開コード「１：支給停止」

を報告し，再び支給する場合は支給月に「２：支給開始」を報告する。

２．支給対象者が所属を異にして異動した場合は自動的に支給されなくなるので，異動後も引続き支給対象者になる場合は，新たに支給対象者になる場合と同じ要領で報告する。

2 3３．産業教育手当受給者は，教員特別手当の支給額が定額の または に減ぜられるので注意する。4 4

〔産教手当区分コード〕
１ 農業水産・教育職（二）１級適用者 （10/10 支給）

２ 農業水業・教育職（二）２級以上適用者（10/10 支給） 件数 件 枚中 枚目

３ 工業 ・教育職（二）１級適用者 （10/10 支給）

４ 工業 ・教育職（二）２級以上適用者（10/10 支給）

５ 農業水産・教育職（二）１級適用者 （ 6/10 支給）

６ 農業水産・教育職（二）２級以上適用者（ 6/10 支給）

７ 工業 ・教育職（二）１級適用者 （ 6/10 支給）

８ 工業 ・教育職（二）２級以上適用者（ 6/10 支給）
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単 位 事 務 名

住 居 手 当
〈コード〉０３２０

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例10条の５】

参 考 法 令 給与条例の運用方針について（通知） 【昭和58年11月21日人第280号 運用】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員の住居手当支給規則 【規則】

住居手当の取り扱いについて（通知） 【昭和50年２月24日人第362号 取り扱い】

住居手当の支給について（通知） 【昭和46年２月22日鹿教管第783号 支給】

住居手当の質疑応答集について（送付） 【昭和46年３月13日県教育庁管理課長 質疑】

住居手当関係質疑応答集（自宅住居関係） 【昭和50年２月人事院給与局 自宅質疑】

県立学校における給与事務の取扱いについて（通知）【平成19年３月22日鹿教教第648号】

年度末及び年度当初の手当認定事務等について(通知)【平成19年２月２日鹿教教第549号】

鹿児島県教育委員会給与等事務取扱要領 【平成10年３月３日】

認定事務の手引き 【平成21年７月総務部人事課】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

「年度末及び年度当初の手当認定事務当について（通知）」の一部改正について

【平成28年３月31日鹿教教第583号】

鹿児島県学校職員の給与に関する条例等の一部改正について（通知） 【令和元年12月24日鹿教教525号】

項 目 処 理 方 法

支 給 要 件 次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

１ 自ら居住するため住宅（貸間を含む）を借り受け，月額16,000円を超える家賃（使用

料を含む）を支払っている職員（県公舎に入居し，入居料を支払っている職員その他規

則で定める職員を除く。）

２ 単身赴任手当受給職員で，配偶者が居住するための住宅（県公舎その他規則で定める

住宅を除く。）を借り受け，月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれら

のものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

【職員給与条例第１０条の５】

第１号について

住宅

(1) 職員が居住している住宅

(2) 当該職員の生活の本拠となっている住宅

職員

(1) 職員の扶養親族が借り受けた住宅に居住し，家賃を支払っている職員を含む

(2) 職員が職員の配偶者・職員の一親等の血族又は姻族である者（以下｢配偶者等｣

という。）と共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し，家賃を支払

っている場合で，その生計を主として支えている職員を含む。

【取り扱い 条例第１０条の５関係１，２】
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項 目 処 理 方 法

第３号について

住宅

(1) 配偶者が居住しているもの（県公舎，職員宿舎等を除く）

(2) 配偶者の生活の本拠となっているもの

職員

(1) 職員の扶養親族が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で，その住宅の

家賃を支払っている職員を含む

(2) 職員又はその扶養親族と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借

り受け，配偶者・当該一親等の血族又は姻族が居住している住宅の家賃を支払っ

ており，その生計を主として支えている職員を含む

(3) 職員又はその扶養親族と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けて

いる住宅の家賃を支払っており，その生計を主として支えている職員を含む

規則で定める職員（権衡職員）

(1) 鹿児島県職員の単身赴任手当支給規則第５条第２項に該当する職員(以下｢単身

赴任手当権衡職員」という。）で，同項第２号に規定する満１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある子（以下「単身赴任手当の支給要件に係る

子」という。）が居住するための住宅として，同号に規定する異動又は公署の移

転（国家公務員，他の地方公共団体の職員その他知事が人事委員会と協議して定

める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,

当該適用。以下「異動又は公署の移転」という｡)の直前の住居であった住宅（県

公舎並びに規則第４条の２に規定する職員宿舎及び住宅を除く。）又はこれに準

ずるものとして知事が人事委員会と協議して定める住宅を借り受け,月額16,000円

を超える家賃を支払っている職員

「満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住するため

の住宅とは…

・ 当該子が居住している住宅であって，当該子の生活の本拠となっているも

のに限る

・ 当該子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族であ

る者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者

と同居し，職員がその家賃を支払っている場合も含む

「知事が人事委員会と協議して定める住宅」とは…

① 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち，公署を異にする

異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の

支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅（更に転居した場合

における転居後の住宅を含む。）

② 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち，鹿児島県職員の

単身赴任手当支給規則第５条第２項第３号に規定する別居の直後の配偶者等

の住居である住宅（更に転居した場合における転居後の住宅を含む。

③ 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち，その他①及び②

に相当すると認められる住宅

【規則 第４条の２，第４条の３】

【取り扱い 条例第10条の５関係１，５】

【取り扱い 規則第４条の３関係】
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項 目 処 理 方 法

適用 除 外職 員 次の場合は適用除外される。

１ 国，県，市町村，国営企業及び次の法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

ア 地方公務員等共済組合法第３条第１項各号に掲げる組合

イ 沖縄振興開発金融公庫

ウ 国家公務員退職手当法施行令第９条の２各号に掲げる法人

エ その他知事が人事委員会と協議して定める法人

２ 職員の扶養親族たる者（条例第９条に規定する扶養親族で条例第10条第１項の規定によ

る届出がされている者にか限る。以下この号において同じ。）が所有する住宅及び職員の

配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下こ

の号において同じ。），父母または配偶者の父母で，職員の扶養親族（扶養手当の支給対

象者）である者以外の者が所有し，又は借り受け，居住している住宅並びに知事が人事委

員会と協議してこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住

している職員 【規則第２条】

支 給 額 次の計算によって支給する ※ 別表早見表を参照

１ 支給要件１の場合

(1) 家賃（月額）が27,000円以下の場合

家賃（月額）－16,000円＝支給額（100円未満切り捨て）

(2) 家賃（月額）が27,000円を越える場合

（家賃－27,000円）×1/2＋11,000円＝支給額（100円未満切り捨て）

(3) 最高支給額28,000円

２ 支給要件２の場合

単身赴任手当受給者の留守家族の居住する借家・借間に対し，職員が居住している場

合に支給される手当額の２分の１相当額を支給。（100円未満は切り捨て）

※ 再任用職員(フルタイム勤務)は支給されない。

【職員給与条例 第10条の５第２項】

届 出 及 び １ 新たに支給要件を具備するに至った場合は当該要件を具備していることを証明する書

添 付 書 類 類を添付して「住居届」（第１号様式）を任命権者に提出する。

現に手当を受けている職員が住宅，家賃の額，住宅の所有関係に変更があった場合も

同様とする。 【規則第６条】

(1) 支給要件１の場合 契約書（契約書が作成されていない場合には，契約に関する当

該住宅の貸主の証明書），領収書等当該住宅に係る契約に係る

契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

(2) 支給要件２の場合 支給要件１に同じ

届出における添付書類（確認書類）

① 「居住」… 住民票

② 「支払」…領収書（写し可）

③ 「借受」…賃貸借契約書の写し

※ ただし契約書が作成されていない場合には「契約書の写し」に代わるものとして住宅

貸付に係る事項を証明するに足る書類を添付すること。

※ なお,写しを添付する書類については，原則原本証明確認を行い，添付する写しに原本

と照合を行っている旨の表示（原本証明，担当者名での原本確認等）を行うこと。

２ 支給要件に該当しなくなった場合，「住居届」を朱書して提出する。
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項 目 処 理 方 法

確認 及 び決 定 任命権者は届出があったときは，その届出にかかる事実を確認し，要件を具備している

ときは，支給すべき住居手当の月額を決定し，又は改定する。

※ 決定又は改定（支給要件非該当の場合を含む）に係る事項を，「住居手当認定簿」

（第２号様式）に記載する。 【規則第７条】

家賃算定の基準 食費，電気，ガス，水道料金等をあわせて支払っている場合，家賃に相当する額の算定

は次の各号に掲げる基準に従い行う。 【規則第８条】

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合,その支払額の100分の40に相当す

る額

(2) 居住に関する支払額に電気・ガス・水道の料金が含まれている場合は，その支払額

の100分の90に相当する額

(3) 次に掲げるものは，家賃には含まれない。

① 権利金，敷金，礼金，保証金，その他これらに類するもの

② 電気，ガス，水道，駐車場等の料金

③ 団地内の児童遊園，外灯その他の共同利用施設に係る負担金（共益費）

④ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

【取り扱い 条例第10条の５関係３の(1)】

(4) 借家の一部を他に転貸している場合は，自己の居住部分と転貸部分との割合等によ

り算出し，自己の居住部分の家賃に相当する額

【取り扱い条例第10条の５関係３の(2)】

(5) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には，当該

扶養親族と貸主との間の契約に係る額

【取り扱い条例第10条の５関係３の(3)】

支給の始期終期 住居手当の支給の始期，終期については次によるものとする。

及び支給額の改 １ 支給の始期

定 (1) 新たに手当の支給を受ける要件を備えた場合は，届出が事実の生じた日から20日以

内に出されたときは，その月の翌月から支給する。

ただし，事実の生じた日が月の初日であるときは，その月から支給する。

(2) 届出が事実の生じた日から20日を経過した後になされたときは，届出を受理した月

の翌月から支給する。

２ 支給額の改定

※ 手当が支給されている職員に支給額を変更すべき事実が生じた場合は，次のとお

り改定する。

◎「支給額を変更すべき事実」とは，家賃額の変更，住居の変更（借家から自宅

への変更も含む）を含むが，その変更が中断なく行われている場合に限られる。

【規則第６条，手引き３の(3)イ(注19)】

(1) 増額の場合

① 届出が事実の生じた日から20日以内になされた場合，その月の翌月から支給額を

改定する。

ただし，事実の生じた日が月の初日であるときは，その月から支給額を改定する。

② 届出が事実の生じた日から20日を経過した後になされた場合は，届出を受理した

月の翌月から支給額の改定をする。

ただし，届出を受理した日が月の初日であるときは，その月から支給する。

【規則第９条の１】

(2) 減額の場合

届出を受理した日には関係なく，事実の生じた月の翌月から支給額を改定する。

ただし，届出を受理した日が月の初日であるときは，その月から支給額を改定する。

※「20日」については，初日不算入である。

【規則第９条，手引き３の（３）ウ】
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項 目 処 理 方 法

３ 支給の終期

職員が退職，死亡した場合又は要件を書いた場合は，その月まで支給する。

ただし，事実の生じた日が月の初日であるときは，その月の前月まで支給する。

【規則第９条，手引き３の(3)ウ】

〔例〕１ 要件具備をした日から20日経過後の届出の場合

8/5 8/25 9/1 9/2 10 /1

借 (２０日目) 日 住

家入 曜 居提

居 日 届出

※ 20日経過後の場合，届出日の前日が月の初日(日曜日)であっても翌月からの支給｡

〔例〕２ 借家から自宅等支給要件対象外への転居で届出が遅れた場合

5/30 6 /1 7 /1 7/5

借新 住

家築へ 居提

退自入 届出

居宅居

※ ６月から支給要件喪失となる。したがって返納が生じる。

住居手当は，鹿児島県職員の給与に関する条例第６条に規定する給料の支給方法に準じて

支給する。ただし，給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で，その

日に支給できないときは，後日支給することができる。 【規則第11条】

電 算 報 告 １ 認定がなされてから「給与手当報告書１」(様式給第12号)により入力を行う。

２ 「家賃等月額」の欄の金額は，手当額ではなく家賃等の現実の支払額を記入する。

３ 手当受給者が異動した場合は，額等の変更の有無にかかわらず，４月分は継続して支

給されるので取り扱いに注意が必要。

ただし，届出を受理した日が月の初日であるときは，その月から支給する。

【規則第９条の１】



- 6 -

項 目 処 理 方 法

事 後 の 確 認 住居手当支給後において，継続して要件を具備しているかどうか，手当の月額が適正で

支 給 手 続 あるかを随時確認する。 【規則第10条】

職 員 所 属 長

事実の 電算 事後
→ 住居届 → 確認 → 認定 → → 支給 →

発 生 報告 確認

【手引き３の(1)】

そ の 他 １ 住居手当は課税対象となる。

２ 病気休暇（入院中），研修，出張等は，借家の賃貸関係継続中である場合に支給する

ことができる。

【質疑 問１，手引きの質疑】

手 当 の 次の項目に該当することになった場合又はこれらの期間の終了により職務に復帰した場

日 割 計 算 合のその月分は，日割計算を行う。

① 休職

② 停職

③ 在籍専従許可

④ 育児休業承認

【運用第10条の５関係，手引き４の(1)】

休 職 者 等 の 休職者等については，その事由により次のように支給が異なる。

休 職 期 間 の 種 類 支給額

取 り 扱 い ①公務上の負傷・疾病 全額支給

②結核性疾患（病休の後の３年間） 〃

③上記①②以外の心身の故障（満１年間） ８０％支給

④刑事事件による訴訟 ６０％支給

⑤分限条例第１条の２第１～第２号 支給なし

⑥同上第３号で公務上の災害 全額支給

⑦組合専従職員 支給なし

⑧育児休業 〃

(注)「分限条例」は，「鹿児島県職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例」

をいう。

【職員給与条例第20条，第20条の２～３及び運用第20条関係】

【学校職員給与条例第12条】
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項 目 処 理 方 法

異動 時 の事 務 手当受給者が所属長を異にして異動した場合には，「住居手当認定簿」「住居届」及び

関係書類を，異動後の新所属長あてに送付する。その際，写しをとって控えとする｡

【支給６の(2)】

１ 異動の発令日等を要件を具備した日として取り扱う場合

異動等に伴い，異動の発令日等を居住に係る要件を具備した日として取り扱うために

は，以下の条件を満たし，当該異動の発令日等から20日以内に届出がなされていること

を要する。

(1) 異動等後の住宅が借家・借間の場合

① 異動等後の住宅に係る貸借契約期間の始期が当該異動の発令日等以前である。

② 赴任期間中の入居である。（住民票により確認）

③ 異動等後の住宅について当該異動の発令日等以後の家賃の負担がある。

２ 異動の発令日等後に異動等前の住宅を退去し，赴任期間中に異動等後の住宅に入居し

た場合の取扱い

異動の発令日等が月の初日であるとき，異動等前の住宅を当該異動の発令日等後に退

去し，かつ異動等後の住宅に当該異動等の赴任期間中に入居した場合には当該異動の発

令日等が属する月の住居手当は，(1)又は(2)により取り扱うことができる。

(1) 異動等前の住宅に係る住居手当とする。

（ただし，当該異動の発令日等が属する月に，異動等前の住宅に係る家賃の負担が

ある場合に限る。）

(2) 異動の発令日等を居住に係る要件を具備した日として取り扱い，異動等後の住宅に

係る住居手当とする。（上記１を満たす場合に限る。次頁参考資料（例４）を参照）

【年度当初６住居手当の認定について】

(3) 新規採用者については⑴及び⑵を適用しない。

辞令発令日から７日間(県外及び離島への赴任は発令日から10日間)の期間の満了日

までに入居を完了した場合は辞令発令日を「居住にかかる要件」を具備した日として

取り扱う。（ただし,発令日から20日以内に届け出がなされた場合に限る）

なお,臨時的任用職員（本県学校職員に限る）から引き続き新規採用された職員に

ついては⑴⑵に準じて処理することができる。

【平成28年３月31日鹿教教第583号】

退職者（臨時的任用期間満了者及び年度途中の退職者を含む。）が再び任用された場合

（ただし，退職日の翌日から再び任用された日までの期間が10日以内の場合に限る。）で

前回認定時と実情等に変更がない場合は，新たに認定を行う必要はなく，前回認定時の届

出書類をそのまま使用して差し支えない。ただし，この場合は，当該職員に前回認定時と

認定要件に係る実情等に変更がないことを記載した申立書（様式は任意。）を提出させ，

内容に変更がないことを確認の上，認定簿等に必要事項を記載すること｡(別紙記載例参照)

また，認定簿については，通常の異動者と同様に，再び任用された所属へ送付すること。
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項 目 処 理 方 法

異動に伴う住居手当の認定（例）について

住居手当の額 住居Ａ 22,000円（家賃額 49,000円）

住居Ｂ 25,000円（家賃額 55,000円）

退居日が異動発令日以前である場合

（例１） 4/1（異動発令日）

赴任期間

住 宅 Ａ 4/3入居

4/1退去 住 居 Ｂ

住居Ｂの契約期間（4/1から

・３月分の住居手当 22,000円：住宅Ａ

・４月分の住居手当 25,000円：住宅Ｂ（契約期間の始期(4/1)→４月から）
＜注1＞

・５月分の住居手当 25,000円：住宅Ｂ

（例２） 4/1（異動発令日）

赴任期間

住 宅 Ａ 4/3入居

4/1退去 住 居 Ｂ

住居Ｂの契約期間（4/３から）

・３月分の住居手当 22,000円：住宅Ａ

・４月分の住居手当 支給なし ＜注２＞

・５月分の住居手当 25,000円：住宅Ｂ（契約期間の始期(4/3)→５月から）

退去日が異動発令日を超えている場合

（例３） 4/1（異動発令日）

赴任期間

住 宅 Ａ 4/3入居

4/2退去 住 居 Ｂ

住居Ｂの契約期間（4/３から）

・３月分の住居手当 22,000円：住宅Ａ

・４月分の住居手当 22,000円：住宅Ａ（資格喪失(4/2)→４月まで）＜注３＞

・５月分の住居手当 25,000円：住宅Ｂ

（例４） 4/1（異動発令日）

赴任期間

住 宅 Ａ 4/3入居

4/2退去 住 居 Ｂ

住居Ｂの契約期間（4/１から）

・３月分の住居手当 22,000円：住宅Ａ

・４月分の住居手当 〈住宅Ｂの認定に応じて①又は②〉

① 22,000円：住宅Ａ（資格喪失(4/2)→４月まで）
＜注3＞

② 25,000円：住宅Ｂ（契約期間の始期(4/1)→４月から)
＜注1＞

・５月分の住居手当 25,000円：住宅Ｂ

〈注１〉住宅Ｂについて，異動発令日を居住に係る要件具備日とする取扱い。

〈注２〉住宅Ａについては，4/1で資格を喪失し，また住宅Ｂについては，4/3が契約

期間の始期であることから異動発令日を居住に係る要件を具備した日とする取

り扱いの要件を満たさないため。

〈注３〉４月分の住居手当については，住宅Ａの家賃の負担がある場合に限る。(日割支払可)
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住 居 手 当

様式給第12号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

ｶｰﾄ ﾞ

№

記 入 者

１ ２ 給 与 手 当 報 告 書 １ 給与支払管理者

１ ２

支給開始年月日 住 居 手 当 （住居手当区分コード）

修 整 １ 食費・光熱水費とも含まれない場合（100％）

作 成 所 属 名 氏 名 年 住 単身赴任者の留守家庭に係る ２ 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合（40％）

居 住 ３ 居住に関する支払額に電気，ガス又は水道の料金が含まれている場合（90％）

正 ページ 理 号 手 居

当 手

コ 年 月 区 家 賃 等 月 額 当 家 賃 等 月 額

区 番 分 区

№

ー

コ 分

作 成所属コード 職 員 番 号

ー

コ

分 号 ド ド

ー

ド

3 9 10 13 15 21 22 24 58 59 65 66

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 食費・光熱費とも含まれない家賃額の場合。（借家家賃額25,000円）

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ １ ０ ２ ５ ０ ０ ０

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 住居に関する支払額に食費が含まれている場合。（下宿家賃額38,000円）

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ２ ０ ３ ８ ０ ０ ０

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 住居に関する支払額に電気，ガス，水道料金が含まれている場合。（借家家賃額18,000円）

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ３ ０ １ ８ ０ ０ ０

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 手当が支給されなくなる場合。

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 単身赴任手当を支給される職員で配偶者が居住するための住宅等。（借家家賃額50,000円）

５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ １ ０ ５ ０ ０ ０ ０

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 単身赴任者の家賃60,000円，家族の家賃70,000円。

６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ １ ０ ６ ０ ０ ０ ０ １ ０ ７ ０ ０ ０ ０

（注）１．「支給開始年月」は，省略すると給与支給月（当月）が設定される。

出 力 時 間 2000/ / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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(別表) 住居手当支給額の早見表（抄）

借 家 等

家 賃 等 積 算 方 法

１６,０００円以下 ０円

１６,００１～２７,０００円 家賃額－１６,０００円

２７,００１～６１,０００円 （家賃額－２７,０００）
※61,000円を超えるものに ＋１１,０００円

ついては一律28,000円 ２

家 賃 額 支 給 額 家 賃 額 支 給 額 家 賃 額 支 給 額

１６,０００ ０ ３３,０００ １４,０００ ５０,０００ ２２,５００

１７,０００ １,０００ ３４,０００ １４,５００ ５１,０００ ２３,０００

１８,０００ ２,０００ ３５,０００ １５,０００ ５２,０００ ２３,５００

１９,０００ ３,０００ ３６,０００ １５,５００ ５３,０００ ２４,０００

２０,０００ ４,０００ ３７,０００ １６,０００ ５４,０００ ２４,５００

２０,５００ ４,５００ ３７,５００ １６,２００ ５５,０００ ２５,０００

２１,０００ ５,０００ ３８,０００ １６,５００ ５６,０００ ２５,５００

２２,０００ ６,０００ ３９,０００ １７,０００ ５７,０００ ２６,０００

２３,０００ ７,０００ ４０,０００ １７,５００ ５８,０００ ２６,５００

２４,０００ ８,０００ ４１,０００ １８,０００ ５９,０００ ２７,０００

２５,０００ ９,０００ ４２,０００ １８,５００ ６０,０００ ２７,５００

２６,０００ １０,０００ ４３,０００ １９,０００ ６１,０００ ２８,０００

２７,０００ １１,０００ ４４,０００ １９,５００ 最高支給限度額28,000円

２８,０００ １１,５００ ４５,０００ ２０,０００ 積算後の100円未満は切り捨て

２９,０００ １２,０００ ４６,０００ ２０,５００

３０,０００ １２,５００ ４７,０００ ２１,０００ ※経過措置有り

（R2.4.1からR5.3.31まで）
３１,０００ １３,０００ ４８,０００ ２１,５００

３２,０００ １３,５００ ４９,０００ ２２,０００



別記
第１号様式（第６条関係） 決 裁 伺い）下記のとおり認定してよろしいか。 受 付

決裁権者 回 議 係

住 居 届
（令和○年○月○日 提出）

任命権者 勤務課（所）名 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ 職 氏 職員

殿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
名 名 番号

鹿児島県職員の住居手当支給規則第６条の規定により，居住の実情等を届け出ます。
（契約書等証明書類 通添付）
届出の理由（該当する□にÖを付する。）
☑１ 新 規（☑第１項第１号 □第１項第３号） □２ 支給要件の喪失（□第１項第１号 □第１項第３号）
□３ 転 居（１又は２に該当する場合を除く。) □４ 契約関係の変更
□５ 家賃額の改定 （届出の理由が生じた日）
□６ その他（ ） 令和○年○月○日

契約開始日 令和○年○月○日から 住宅への入居日 令和○年○月○日
借家・
借間

住宅の所在地 ○○○○○

住宅所有者 ○○○○ 続柄（ ） 住 所 ○○○○鹿児島
県職員

住宅の貸主 ○○○○ 続柄（ ） 住 所 ○○○○
の給与
に関す ☑ 本人 共同名義人が ☑ いない
る条例 住居の借主 □ 扶養親族 続柄（ ） □ いる 続柄（ ）
第10条 （ ）
の5第 左記家賃額には
1項第 月額 ４０，０００ 円 □電気，ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費込

家 賃 等1号 （令和○年○月○日から） みの下宿代）
□食費等が含まれている。（賄い付下宿代）

契約開始日 年 月 日から 住宅への入居日 年 月 日
借家・
借間

住宅の所在地

住宅所有者 続柄（ ） 住 所
鹿児島
県職員

住宅の貸主 続柄（ ） 住 所
の給与
に関す □ 本人 共同名義人が □ いない
る条例 住居の借主 □ 扶養親族 続柄（ ） □ いる 続柄（ ）
第10条 （ ）
の5第 左記家賃額には
1項第 月額 円 □電気，ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費込

家 賃 等3号 （ 年 月 日から） みの下宿代）
□食費等が含まれている。（賄い付下宿代）

備 考

記入上の注意
１ それぞれの欄の該当する□にÖ印を付すること。
２ 「届出の理由」欄中新規及び支給要件の喪失については，届出に係る住宅の種類

に応じて，職員が居住する借家・借間にあつては第 1 項第 1 号，配偶者等(職員の
配偶者又は 1 親等内の血族若しくは姻族である者をいう。 )が居住する借家・借間
にあつては第 1 項第 3 号のそれぞれ該当する箇所にレ印を付するものとする。

３ 「家賃等」欄には，権利金，敷金，食費，電気代，ガス代，水道代，共益費若し
くは店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅
を他に転貸している場合の転貸部分に係る家賃等を含まない額を記入する。ただし，
居住に関する支払額に電気，ガス若しくは水道の料金が含まれている場合（例：光
熱費込みの下宿代）又は居住に関する支払額に食費等が含まれている場合（例：賄
い付下宿代）で家賃に相当する額の算出が困難なときは，光熱費，食費等を含めた
額（光熱費込みの下宿代又は賄い付下宿代）を記入して差し支えない。この場合に
は，該当するものにÖ印を付するものとする。

４ 家賃額の改定等居住の実情等の一部に変更がある場合は，変更内容に関係のない
事項の記入を省略することができる。

【様式：職コミ・ライブラリ・人事課・給与関係・住居手当関係・住居届，事務職員協会 HP 事務様式集・諸手当関係・住居届】

受 付

○．○．○

○高等学校



別記
第１号様式（第６条関係） 決 裁 伺い）下記のとおり認定してよろしいか。 受 付
（朱書して提出） 決裁権者 回 議 係

住 居 届
（令和○年○月○日 提出）

任命権者 勤務課（所）名 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ 職 氏 職員

殿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
名 名 番号

鹿児島県職員の住居手当支給規則第６条の規定により，居住の実情等を届け出ます。
（契約書等証明書類 通添付）
届出の理由（該当する□にÖを付する。）
□１ 新 規（□第１項第１号 □第１項第３号） ☑２ 支給要件の喪失（☑第１項第１号 □第１項第３号）
□３ 転 居（１又は２に該当する場合を除く。) □４ 契約関係の変更
□５ 家賃額の改定 （届出の理由が生じた日）
□６ その他（ ） 令和○年○月○日

契約開始日 令和○年○月○日から 住宅への入居日 令和○年○月○日
借家・
借間

住宅の所在地 ○○○○○

住宅所有者 ○○○○ 続柄（他人） 住 所 ○○○○
鹿児島
県職員

住宅の貸主 ○○○○ 続柄（他人） 住 所 ○○○○
の給与
に関す ☑ 本人 共同名義人が ☑ いない
る条例 住居の借主 □ 扶養親族 続柄（ ） □ いる 続柄（ ）
第10条 （ ）
の5第 左記家賃額には
1項第 月額 １３，０００ 円 □電気，ガス又は水道の料金が含まれている。

家 賃 等1号 （令和○年○月○日から） （光熱費込みの下宿代）
□食費等が含まれている。（賄い付下宿代）

契約開始日 年 月 日から 住宅への入居日 年 月 日
借家・
借間

住宅の所在地

住宅所有者 続柄（ ） 住 所
鹿児島
県職員

住宅の貸主 続柄（ ） 住 所
の給与
に関す □ 本人 共同名義人が □ いない
る条例 住居の借主 □ 扶養親族 続柄（ ） □ いる 続柄（ ）
第10条 （ ）
の5第 左記家賃額には
1項第 月額 円 □電気，ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費込

家 賃 等3号 （ 年 月 日から） みの下宿代）
□食費等が含まれている。（賄い付下宿代）

備 考
喪失の理由を朱書（教職員住宅に入居のため等）

記入上の注意
１ それぞれの欄の該当する□にÖ印を付すること。
２ 「届出の理由」欄中新規及び支給要件の喪失については，届出に係る住宅の種類

に応じて，職員が居住する借家・借間にあつては第 1 項第 1 号，配偶者等(職員の
配偶者又は 1 親等内の血族若しくは姻族である者をいう。 )が居住する借家・借間
にあつては第 1 項第 3 号のそれぞれ該当する箇所にレ印を付するものとする。

３ 「家賃等」欄には，権利金，敷金，食費，電気代，ガス代，水道代，共益費若し
くは店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅
を他に転貸している場合の転貸部分に係る家賃等を含まない額を記入する。ただし，
居住に関する支払額に電気，ガス若しくは水道の料金が含まれている場合（例：光
熱費込みの下宿代）又は居住に関する支払額に食費等が含まれている場合（例：賄
い付下宿代）で家賃に相当する額の算出が困難なときは，光熱費，食費等を含めた
額（光熱費込みの下宿代又は賄い付下宿代）を記入して差し支えない。この場合に
は，該当するものにÖ印を付するものとする。

４ 家賃額の改定等居住の実情等の一部に変更がある場合は，変更内容に関係のない
事項の記入を省略することができる。

受 付

○．○．○

○高等学校
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単 位 事 務 名

児 童 手 当 ・ 特 例 給 付

根 拠 及 び 児童手当法（昭和46年法律第73号） 【法】
参 考 法 令 児童手当施行令（昭和46年政令第281号） 【令】

児童手当法施行規則（昭和46年厚生省令第33号）
鹿児島県立学校職員児童手当支給要領 【最終改正平成30年１月31日鹿教教第582号】
児童手当認定事務の手引きについて(送付） 【平成24年４月２日教職員課長】
児童手当認定事務の手引きについて(送付） 【平成24年10月教職員課長】
児童手当の現況届について 【平成24年５月22日教職員課長通知】
年度末及び年度当初の手当認定事務等について（通知） 【平成19年２月２日鹿教教第549号】
給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】
鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル 【平成25年5月企画部情報政策課】
給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】
鹿児島県立学校職員児童手当支給要領の一部改正について 【令和元年５月28日鹿教教第135号】
令和３年６月以後の月分の児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法に関する質疑応答集
（Q＆A）について 【令和３年４月30日内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室】
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律の公布について（通知）

【令和３年５月28日内閣府子ども子育て本部統括官】
学校に勤務する臨時的任用職員の児童手当について（通知） 【令和４年９月28日教職員課長】

項 目 処 理 方 法

手 当 の 種 類 児童手当法上の区分は次のとおりである。
(1) 児童手当（法第４条）
(2) 特例給付（法附則第２条）

所得制限により児童手当を受けられない場合の特例として支給される。
児 童 の 定 義 １ 「児童」とは，18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者であって，日本国内に

住所を有するもの又は留学等の理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
※ 「留学」については，以下の要件を全て満たすものであること
① 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して３年を超えて住所を有し

ていたこと
② 教育を受けることを目的として外国に居住しており，父母等と同居していないこと
③ 日本国内に住所を有しなくなった日から３年以内のものであること

２ 支給対象となる児童は，15歳に達する以後の最初の３月31日までの間にある児童（施設入所者
を除く。以下「中学校修了前の児童」という。）

支 給 額 １ 前年の所得(１月から５月までの月分の手当は前々年)が政令で定める所得制限額未満である者
３歳未満（一律） 15,000円（月額）
３歳以上小学校修了前（第１子・第２子） 10,000円（月額）

〃 （第３子以降） 15,000円（月額）
小学校修了後中学校修了前（一律） 10,000円（月額）
※１ 施設入所児童を除き，月の初日に生まれた児童については出生の日から３年を経過しない児童

※２ ３歳以上の児童（月の初日に生まれた児童については出生の日から３年を経過した児童）であって

12歳に達する日以後の最初の３月31日までにある者（施設入所児童を除く。）

※３ 12歳に達する日以後の最初の３月31日を経過した児童であって15歳に達する日以後の最初の３月31

日までの間にある者（施設入所児童を除く。）

例：平成24年11月に３歳となる場合は，11月まで15,000円，12月からは10,000円（ただし，第
３子以降は引き続き15,000円）となる。

※ 支給額の算定には，支給対象外の18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者ま
で数える（未成年後見人や父母指定者に実子がいる場合，実子も含めて数える）。
(例①） (例②）

19歳，16歳，10歳，５歳の子がいる場合 19歳，13歳，２歳の子がいる場合
16歳の子は第１子 0円 13歳の子は第１子 10,000円
10歳の子は第２子 10,000円 ２歳の子は第２子 15,000円
５歳の子は第３子 15,000円 計 25,000円 支給

計 25,000円 支給
２ 前年の所得（１月から５月までの月分の手当は前々年）が政令で定める所得制限額以上,所得上

限限度額以内である者（特例給付）
児童１人当たり（一律） 5,000円（月額）
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項 目 処 理 方 法

所 得 制 限 ２ 政令で定める所得制限額（児童手当法施行令第１条）

扶養親族数別所得制限限度額・所得上限限度額（令和４年６月１日現在）

扶養親族数 所得制限限度額 所得上限限度額

０人 ６２２ 万円 ８５８ 万円

１人 ６６０ 万円 ８９６ 万円

２人 ６９８ 万円 ９３４ 万円

３人 ７３６ 万円 ９７２ 万円

４人 ７７４ 万円 １０１０万円

５人 ８１２ 万円 １０４８万円

(注)１ 扶養親族数は，児童手当法第５条第１項に規定する「扶養親族数及び児童」の数。

２ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額

（所得額ベース）は，上記額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき６

万円を加算した額

３ 扶養親族数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は，１人につき38万円（扶養

親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額

４ 所得が所得制限額以上,所得上限限度額未満の場合，特例給付を支給

２ 所得額の計算方法（児童手当法施行令第３条）

(1) 市町村長が発行する所得証明書（児童手当用）に記載されている総所得額等の合計額から８

万円，及び10万円（※）を控除する。

※ 所得税法に規定する給与所得又は雑所得を有する者について10万円を控除した額を用いる。

【令和３年６月以後の月分の児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法に関する質疑応答集（Q＆A）につ

いて/令和３年４月30日内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室】

(2) 市町村民税は，次に掲げる控除を受けた者については，それぞれ次に掲げた額を控除する

控 除 の 種 類 児童手当の所得要件をみる場合に控除する額

雑損控除 当該雑損控除額

医療費控除 当該医療費控除額

小規模企業共済等掛金控除 当該小規模企業共済等掛金控除額

障害者控除 １人につき27万円(特別障害者の場合,1人につき40万円)

寡婦(夫)控除 27万円(寡婦(夫)控除の特例を受ける場合は35万円)

勤労学生控除 27万円

３ 扶養親族等及び児童（児童手当法第５条第１項）

(1) 「扶養親族等」は，所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族で，前年の所得額証明

書(１月から５月までの月分の手当は前々年)に記載している人数。

前年，前々年の人数のため請求時の実際の扶養人数とは異なる場合もある。

・ 養育者の前年（１月から５月までの月分の手当は前々年）の所得についての課税所得金額

上において，実際上，配偶者控除及び扶養控除の対象になった者に加え，前年(又は前々年）

の12月31日時点で16歳未満の税法上の扶養親族であった者も含まれる。

（参考）扶養親族数が０人になる場合

配偶者等の扶養がない者（共働き等）が，第１子目を請求した場合。

（前年，前々年の所得証明書には第１子は扶養に入らないため。）

(2) 「児童」は，受給資格者の扶養親族等でない児童で，当該受給資格者が前年又は前々年の12

月31日時点で生計を維持していたもの。

・ 仮にその児童が養育者本人の親族等であったならば，当然に養育者本人の前年又は前々年の

所得について扶養控除の対象となったはずの児童をいう。

支 給 要 件 次のいずれかに該当し，日本国以内に住所を有する者に支給される。
(1) 中学校修了前の児童を監護し，かつ，これと生計を同じくするその父又は母（未成年後見人

があるときは，その未成年後見人とする。以下「父母等」という。）
※ 未成年後見人：親権者がない場合や親権者が管理権（財産に関する権限）を有しない場合

に，親権者の指定若しくは家庭裁判所の選任により，その未成年の法定代理人となる者。
(2) 日本国内に住所を有しない父母等が生計を維持している児童と同居し，これを監護し，かつ,

これと生計を同じくする者（当該児童が寮生活をしている場合等，同居することが困難である
と認められる場合は別居でも可。）のうち,当該父母等が指定する者（以下「父母指定者」と
いう｡)
※ 例えば，児童の生計を維持している父母等が国外に移住しており，児童は日本に居住して

いる祖父母に預けているような場合で，父母等が祖父母のうちいずれかを児童と監護・生計
同一関係がある者として指定するケースが考えられる。
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項 目 処 理 方 法

(3) 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し,

かつ，その生計を維持する者

※ 用語の解釈(平成24年3月31日雇児発0331第１号厚労省雇用均等・児童家庭局長通知)

① 「監護」とは，児童の生活について通常必要とされる監督，保護を行っていると社会通念上

考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいう。しかし，必ずしも児童と同居し

ている必要はなく，また，児童の生計費の負担というような経済的要素は含まないものである

こと。従って，勤務，修学，療養等の事情により児童と養育者とが起居を共にしていない場合

であっても，現に監督，保護を行っていると認められる限りにおいては，「監護」の要件を満

たしていると取り扱って差し支えない。

② 「生計を同じくする」とは，児童と養育者との間に生活の一体性があることをいうものであ

り，必ずしも同居を必要とするものではないこと。従って，勤務，修学，療養等の事情により,

別居し，日常の起居を共にしていないが，別居の事由が消滅したときは，再び起居を共にする

と認められ，かつ，児童と養育者との間で生活費，学資金，療養費等の送金が継続的に行われ

ている場合は，「生計を同じくする」に該当する。

再び起居を共にするとは，新たに生まれた児童は別として，原則として従前同居しており，

再び同居すると認められる場合をいうものである。なお，児童と養育者が同居している場合に

は，明らかに生計を異にすると認められる場合を除き「生計を同じくする」として取り扱って

差し支えない。

③ 「生計を維持する」とは，児童の生計費の大半を支出していることをいうが，生計維持のた

めの資金は，必ずしも養育者本人の資産又は所得である必要はない。すなわち，その者が他か

ら仕送りを受け，あるいは生活保護を受けている場合でも差し支えない。しかし，児童の所得,

児童自身に支給される公的給付のように，児童の所有に属する金銭又は児童の養育費にあてる

ためのその兄姉等からの送金が児童の生計費の主な部分を占めている場合には，養育者が当該

児童についてその「生計を維持する」ものとは認められない。

※ 同一世帯で２名以上の者が受給することはできない。

※ 再任用職員（フルタイム勤務）は県が支給する。

※ 再任用職員（ショートタイム勤務）及び臨時的任用職員は住所地の市町村での支給となる。

《父母が共に支給要件に該当する場合の取扱い》

夫婦共働きなど父母が共同で児童を養育している場合，手当は当該児童の生計を維持する程度

の高い者に支給する。

「当該児童の生計を維持する程度の高い者」とは家計の主催者，すなわち家計においてより中

心的な役割を果たしていると社会通念上認められる者をいうが，これを父母のいずれかとするか

については，基本的には両者の前年（１月から５月までの月分の手当は前々年）の所得と比較し

て，高い方を家計の主宰者とする。

所得にほとんど差がない場合には，

イ 住民上の取扱い（父母どちらが世帯主になっているか）

ロ 健康保険の適用状況（父母どちらの被扶養者になっているか）

ハ 所得税等の扶養控除の適用状況（父母のどちらの扶養親族になっているか）

などの諸事情を総合的に考慮して，判断すべきである。

《同居父母優先（法第４条第４項）》

離婚協議中の別居の場合などのように，父母のいずれか一方が児童と同居し，父母が生計を同

じくしていない場合は，児童と同居している方に支給する（なお，単身赴任に伴い別居すること

となった場合は，別居後も引き続き父母が生計を同じくしていると認められるので，児童と同居

している者ではなく，児童の生計を維持する程度の高い者を受給資格資格者とする。）。

児童との同居は基本的には住民票で判断するが，例えばＤＶで事実上配偶者と別居し，児童と

一緒に居住している場合，当該事実が客観的に認められれば（例：婦人保護施設や母子生活支援

施設に児童とともに入所している。），住民票を異動していなくても，同居扱いとする。

《夫婦共働き世帯における児童手当の認定について》

１ 審査及び認定

(1) 受給資格者の決定

ア 両者の所得を市町村長の発行する所得証明書等により確認し，原則として，所得の高い方

を受給資格者とする。

イ 両者の所得にほとんど差がない場合は，住民票，健康保険，所得税等の扶養控除を取扱い

等，諸条件を勘案し，総合的に判断する。

ウ 少なくとも夫婦の一方が所得制限限度額以上の場合はは当該者をもって受給対象者と判断

すること。
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(2) 所得要件の確認

ア 所得要件の確認は(1)で決定した受給資格者のみについて行う。

イ 所得制限限度額は扶養親族数に応じて定められている。

ウ 例えば，父が受給資格者に決定され，支給要件児童全員が所得税法上母の扶養親族となっ

ている場合，父の所得額は扶養親族０人の区分で限度額を確認する。

※ 出生等により支給対象児童が増え，額改定請求が提出された場合は所得の確認は要しない｡

（認定済みの現況に基づき支給額を増額するだけの認定）

２ 現況届の確認

(1) 両者の所得は基本的には所得証明書により確認するが，所得の状況にほとんど変化がないと

見込まれる世帯，配偶者が請求者よりも所得が低いことが明らかな世帯（配偶者が税法上の控

除対象配偶者となっている場合や健康保険の被扶養者となっている場合など）については，事

情聴取や年末調整時の給与支払証明書等による確認でも可とする。

(2) 受給者の育休等により，配偶者の所得が受給者よりも高くなった場合でも，その事由が一時

的なものであると見込まれる場合は，必ずしも受給者を変更する必要はない。ただし，受給者

が家計の主宰者と認められなくなった場合必ずしも受給者を変更する必要はない。ただし，受

給者が家計の主宰者と認められなくなった場合（受給者の育休等が長期にわたり，所得が０円

となったとき等）は，原則として受給者を変更すること。

３ 現況届で受給者よりもその配偶者の前年所得が相当程度高いことなどにより，配偶者が受給資

格者に該当する者と判断した場合

(1) 現況届の審査により，受給資格を有しないと認められる受給者については，支給事由消滅処

分（５月31日をもって支給事由消滅）を行うとともに，当該受給者に対して支給事由消滅通知

を行う

(2) その際，新たに受給資格者となるべき（配偶者等）については，５月中に請求を行わなくと

も，従前の受給者の消滅処分があったことを知った日の翌日から15日以内に請求を行えば，６

月分から手当を支給する取扱いとする。

(3) 受給者に対して現況届の提出案内する際は，児童と生計を同じくする父母等のうち，前年所

得の最多者が変わっている場合は，受給資格者が変更となる場合があり，その際は新たな受給

資格者が申請を行う必要がある旨を周知すること。

認定等の流れ

請 求 支給要件の発生(出生等) → 認定請求

(1) 受給資格者の決定 例：夫婦とも教職員の場合

・父の所得 590万円（税法上の扶養親族数２人）

・母の所得 570万円（税法上の扶養親族数０人）

↓
受給資格者は父に決定

審 査

(2) 所得要件の確認
・

(1)の所得から，諸控除を差し引いた額を所得額とする｡

認 定 ・所得額 590万円－８万円（一律控除）＝582万円

・所得制限限度額（扶養親族数２人） ＝698万円

所得額582万円 ＜ 所得制限限度額698万円

↓
○ 所得額が限度額未満である為，認定可。

※ 児童手当を受給できるのは世帯で１名

現況届 現況届の提出 審 査 支 給 継 続
→ →

の確認 （毎年６月） (所得要件等確認) 認定・消滅
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支給の始期，終 児童手当等の支給は，受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め，支給すべき

期 事由が消滅した日の属する月で終わる。

具体的には次のとおり

(1) 支給の始期

認定請求書受理日の属する月の翌月から支給を開始する。

ただし，やむを得ない理由（災害・事故等）により認定請求ができなかった場合に，やむ

を得ない理由が解消された後15日以内に請求をしたときはやむを得ない理由により認定請求

ができなくなった日の属する月の翌月から支給を開始する。

また，月末に児童が出生した場合についても，通常，出生日の属する月に認定請求を行う

ことは困難と考えられるため，出生の日の翌日から15日以内に認定請求を行えば出生日の属

する月の翌月分から手当が支給される。

例えば，10月30日に出生した場合，10月31日から数えて

○15日以内（10月31日から11月14日の間）に認定請求 → 11月分から支給

○16日以降（11月15日から11月末日までの間）に認定請求 → 12月分から支給

※15日目が休日に当たるときは，その翌日とする。

※ 所得証明書等の添付書類の提出が遅れそうな場合は，認定請求書を先に受理すること。

※ 扶養手当等とは異なり，月の初日に出生した場合も認定請求書受理日の翌月からの支給

となる。

(2) 支給の終期

ア 職員が退職，死亡した場合又は支給要件児童がその要件を欠いた場合は，支給すべき事

由が消滅した日の属する月まで支給する。

※ 支給要件児童が15歳に達する日以後の最初の３月31日までとなる。

ただし，４月１日が15歳の誕生日である場合は，15歳に達する日は前日の３月31日と

なる。

イ ６月の現況届の提出により所得額が政令で定める額を上回った場合は，５月分まで児童

手当を支給し，６月分から特例給付とする。

(3) 支給額の改定

児童手当の給付を受けている職員に支給額を変更すべき事実が生じた場合には，次のとお

り支給額を改定する。

ア 増額の場合

額改定請求書受理日の属する月の翌月から支給額を改定する。

やむを得ない理由により額改定請求ができなかった場合の取扱いは，認定請求の場合と同

様とする。

イ 減額の場合

届出を受理した日に関係なく，事実の生じた月の翌月から支給額を改定する。

支 給 日 １ 毎年２月，６月及び10月の３期にそれぞれの前月までの分を，各期月の給料支給日に支払う。

２ 前支払期月に支払うべきであった児童手当等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその

期の児童手当等は，その支払期月でない月であっても支払うものとする。
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電 算 報 告 １ 新たに認定を行う場合，支給が消滅する場合等，児童手当等に変更がある場合は，児童手

当報告書 により，電算報告を行う（支給月にかかわらず，変更があった都度報告する。）。

２ 各支給月の前月には児童手当照合リストが送付されてくるので，各支給月の報告の際は，受給

者台帳と照合の上，変更等があれば，修正の報告を行うこと。

児童手当（特例給付）の支給月と電算報告の関係

・６月支給…２月分～５月分の手当を２月～６月に報告したもの

（照合リストは５月入力分まで反映）

・10月支給…６月分～９月分の手当を６月～10月に報告したもの

（照合リストは９月入力分まで反映）

・２月支給…10月分～１月分の手当を10月～２月に報告したもの

（照合リストは１月入力分まで反映）

・なお,支給月に対する該当月以前の遡及入力の場合は,電算報告した月に追給・戻入される｡

（例１）支給月（令和○年10月）に対する該当月の報告

（ⅰ）開始

電算報告 ：令和○年９月

手当支給開始年月：令和○年８月

支給 ：令和○年10月に８月分～９月分を支給

（ⅱ）消滅

電算報告 ：令和○年８月

支給事由消滅年月：令和○年７月

支給 ：令和○年８月に６月分～７月分を支給（随時払い）

（例２）支給月（令和○年10月）に対する該当月以前の遡及入力

（ⅰ）追給

電算報告 ：令和○年12月

手当支給開始年月：令和○年８月

追給 ：令和○年12月に８月分～９月分を追給

（10月分～12月分は令和○年２月に支給）

（ⅱ）戻入

電算報告 ：令和○年12月

支給事由消滅年月：令和○年７月

戻入 ：令和○年12月に８月分～９月分を戻入

３ 現況届や法改正等により電算報告上の区分が変わる場合は，実際の支給額に変更がない場合に

おいても，電算報告を行うこと。

〔電算報告上の区分〕

児童手当：法第４条給付

特例給付：法附則第２条給付

時 効

児童手当等の支給を受ける権利は，現況届を提出しないため支払が一時差し止められた６月分以

降の児童手当に係る最初の支払期月（１０月）における支払日の翌日から起算して２年間権利を行

使しない場合には，時効によって消滅する。
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認 定 請 求 等 提出を必要とするとき 請求書及び 添 付 書 類 所属長が請求者等

届出の種類 ※申立書が必要な場合がある。 に対して行う通知

新たに受給資格が生じたとき 認定請求書 ・受給資格者及び児童の属する 認定通知書

新たに要件を備えた者があ 世帯全員の住民票の写し 又は認定請求却下

る場合（第一子の出生，新 ・受給資格者の前年の所得証明 通知書

たに児童を監護することに 書（児童手当用） *1

なった等） （1月から5月までの月分の児

童手当については前々年）

(共通)

・海外に留学中の児童がいる 児童の留学先の学校の在学証明

場合 書（翻訳書を添付），留学前の

国内居住状況がわかる書類

・受給資格者が未成年後見人 児童の戸籍抄本

の場合

・受給資格者が父母指定者の 父母の海外居住の状況がわかる

場合 書類（居住証明書など）及び父

母指定者指定届受領証 *2

・父母指定者で児童と別居し 上記のほか，児童の状況がわか

ている場合 る書類（学校の寮への入寮証明

書など）

・離婚協議中で配偶者と別居 離婚協議中であることを証明す

し児童と同居している者が る書類 *3

認定請求を行う場合

・寡婦(夫)控除のみなし適 ・申請者の戸籍全部事項証明書

用を申請する場合 ・申請者の属する世帯の全員の

住民票の写し

・申請者と子の所得証明書

毎年６月（全ての受給者） 現況届 認定請求書と同じ 支給事由消滅通知

書又は認定通知書

出生などにより支給対象とな 額改定認定 児童の属する世帯全員の住民票 額改定通知書又は

る児童が増えたとき 請求書 改定請求却下通知

書

年齢要件などにより支給対象 額改定届 なし 額改定通知書

となる児童が減ったとき

支給対象児童がいなくなるな 受給事由消 人事異動に伴う場合は，辞令の 支給事由消滅通知

ど支給を受けるべき事由が消 滅届 写し等事実を確認できる書類 書

滅したとき

受給者又は監護している児童 氏名(住所) 受給資格者又は住所を変更した なし

の氏名，住所が変わったとき 変更届 児童の属する世帯全員の住民票

受給資格者が死亡した場合で 未支払請求 なし 未支払支給決定通

その者に支払っていなかった 書 知書又は未支払請

児童手当があるとき 求却下通知書

※「住民票」とは，住民基本台帳の記載事項を専用紙（紙媒体）に写したもので，市町村役場にお

いて申請者に交付される「住民票の写し」を指し，続柄等の記載が省略されていないものとする｡

*1 申請者の配偶者が当該申請者の控除対象配偶者となっていない場合など，生計を維持する程度

の高い者の判定上，配偶者の所得状況の確認が必要な場合は，配偶者についても所得証明書を添

付する。

*2 児童の住所地の市町村へ父母指定者指定届を提出し，当該市町村から受領証を受け取る。

*3 離婚協議申入れにかかる内容証明郵便の謄本，調停期日呼出状の写し，家庭裁判所における事

件係属証明書，調停不成立証明書の写し等
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※ 次の場合は，上記書類に加えてそれぞれ受給資格者が支給要件となる児童を監護し，かつ，生

計を同じくしていることを明らかにすることができる書類（申立書）を添付しなければならない｡

申立書は請求者自身の申立書とし公的機関等により証明された書類である必要はない。

① 受給資格者が支給要件児童 と同居していない場合（様式例１）

※ 15歳に達する日以後の最初の３月31日を経過した児童を含む。

・ 単身赴任の場合は単身赴任手当認定簿の写しでも可

・ 海外に留学中の児童がいる場合は，海外留学に関する申立書（様式例２）を添付

② 受給資格者が自分の子でない支給要件児童を認定申請する場合（様式例３）

・ 受給資格者が父母指定者で児童と別居している場合は，①の様式例１を添付

・ 受給資格者が未成年後見人で児童に父母がいる場合は，父母の状況（父母の氏名，住所な

ど）についての申立書（様式例４）を添付

③ 受給資格者が離婚協議中で配偶者と別居し，児童と同居している場合（配偶者と生計所にお

かを同じくしていない場合：法第４条第４項）

・ 配偶者と別居していることや離婚協議中であることなどの申立書（様式例５）を添付

認 定 等 １ 所属長は，認定請求書を受理した場合は，生計・監護要件や所得要件等について，認定請求書

の記載事項及び添付書類を審査し，受給資格がある者については，額を決定するとともに，認定

通知書により当該請求者に通知し，受給資格がない者については, 認定請求却下通知書により，

当該請求者に通知しなければならない。

２ 増額改定の請求があった場合，同様に処理し，額改定通知書あるいは改定請求却下通知書によ

り，当該請求者に通知しなければならない。

減額改定の届出があった場合も，同様に処理し，額改定通知書により当該届出者に通知しなけ

ればならない。

また，消滅届があった場合も，同様に処理し，消滅通知書により当該届出者に通知しなければ

ならない。

現 況 届 １ ６月１日以降も受給予定であるすべての受給者は，毎年６月１日から同月３０日までの間に，

その年の６月１日における状況を記載した現況届を，前年の所得証明書等を添付して所属長に提

出しなければならない。

２ ５月に認定請求をし，認定されて，６月が支給開始月となる場合は，現況届の提出は不要。

３ 受給者が現況届を正当な理由なく提出しない場合は，６月分以降の児童手当等の支払いを一時

差し止めることができる。

(1) 審査した結果，引き続いて児童手当等を受給すべきものと認定したときは，受給者台帳の現

況届欄に所要の事項を記入すること(認定通知書は必要ない。)。

(2) 所得超過により６月分から児童手当と特例給付の区分切替え予定の受給者は，認定請求があ

ったものとみなし，現況届をもって認定処理を行う（受給者台帳に所要の事項を記入し，認定

通知書を作成する。）。

「令和 年 月 日付けで請求のありました」の欄には現況届の提出日を記入する（児童手

当法施行令第14条の認定請求があったものとみなされる場合に該当するため）。

・ 支給開始年月日 ６月から

・ 所得要件が児童手当から特例給付になった場合は，児童手当の支給事由消滅の旨を付記し

た特例給付認定通知書を送付する。逆の場合は，特例給付の支給事由消滅の旨を付記した児

童手当認定通知書を送付すること。

(3) 審査した結果，児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認したときは，受給者台帳に

消滅事由及び消滅年月日を記入し，支給事由消滅通知書を作成する（特例給付受給者が所得上

限額以上となった場合等）。

(4) 現況届の審査で特例給付に係る所得上限額を超えたことにより受給資格が消滅した者の所得

が，翌年６月の現況届で当該上限額を下回った場合，改めて認定請求書の提出が必要となる。

氏名（住所）変 受給者は，氏名（住所）を変更したとき又は支給要件児童のうちに氏名（住所）を変更届変更し

更届 た児童があるときは，14日以内に氏名（住所）変更届を所属長に提出しなければならない。

受給事由消滅届 受給者は，児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは，速やかに消滅届を所属長に提

出しなければならない。
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項 目 処 理 方 法

未支払児童手当 １ 児童手当等の受給資格者が死亡した場合において，その死亡した者に支払うべき児童手当等で,

等 まだ支払っていなかったものがあるときは，その死亡した者が監護していた支給要件児童であっ

た者にその未支払いの児童手当等を支払うことができる。

２ 未支払いの児童手当等を受けようとする者は，未支払請求書を所属長に提出しなければならな

い。

３ 所属長は，未支払請求書を受理した場合において，内容を審査し，支給すべきであると認めた

ときは未支払決定通知書により，また，支給すべきでないと認めたときは未支払却下通知書によ

り，それぞれ当該請求者に通知しなければならない。

支給状況の報告 所属長は，毎年通知により定める日までに，前年の３月からその年の２月までの間における児童

手当等の認定及び支払状況を書類（様式は別に定める。）により，教職員課長に報告しなければな

らない。

受 給 者 台 帳 所属長は，受給者台帳を備え付けなければならない。

職権による処理 次のような場合については，受給者からの請求や届出がなくても，所属長は職権により処理する

ことができる。

１ 受給権の消滅

受給者が次のいずれかに該当する場合，職権により当該受給者の児童手当等の支給を受けるべ

き事由の消滅の決定をすることができる。

(1) 国・他県・市町村等本県の給与が支給されない所属へ異動した場合

(2) 退職した場合

(3) 消滅届の提出がないが，現有公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認し

た場合

２ 額改定届の提出がない場合の減額額改定届の提出がない場合において，現有公簿等によって児

童手当等の額を減額すべきものと確認したときは，職権によりその額を改定することができる。

（例：第１子若しくは第２子が３歳以上小学校修了前に該当する場合等）

３ 児童手当と特例給付の切替

各年の５月31日において，児童手当の支給を受けている者が，現況届により確認した結果，そ

の翌日から特例給付の支給要件に該当するときは，特例給付の認定の請求があったものとみなし,

当該各年の６月から特例給付を支給する。

特例給付の支給を受けている者が，その翌日から児童手当の支給要件に該当するときも同様で

ある。

※ 職権で処理した場合の通知等

上記１～３の場合，受給者台帳に所要の事項を記入するとともに，所定の通知書を作成し，

受給者に送付すること。
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項 目 処 理 方 法

支給事務の流れ 支給事務の流れを図示すると以下のとおりになる

支給要件の発生(出生等)

認定請求 受付・受理（受付年月日を押印）

記載事項・添付書類の漏れ，誤りがないかを確認

１ 生計・監護要件を満たしているかを確認

（生計を維持している程度の高い者の確認）

審 査 ２ 所得の確認 認定請求書の所得欄の記入

（所得の合計額 欄）：市町村民税に係る総

所得金額

（控除後の所得額欄）：総所得金額から諸控

除を差し引いた金額

３ 支給額・支給開始年月を決定

認 定 却 下 １ 認定請求却下通知書

１ 認定通知書 ２ 認定請求書に却下年月日を記入

２ 認定請求書に認定年月日，支給開始年月，区分，手当額を記入

３ 受給者台帳へ記入

※ 電算報告

支 給 ※ 消滅，額改定，氏名変更等があれば随時対応

(10月,2月,6月) 消滅届 消 滅 ※支給事由消滅通知書

※訴求の場合は （児童年齢 到達，受給者変更等） ※電算報告

その都度追給・

戻入 額改定請求・額改定届 額改定 ※額改定通知書

※消滅の場合は 増額：出生等 ※電算報告

支給月以外でも 減額：児童年齢到達等

支給

※支給状況報告 変更届 （住所変更・氏名変更等）

（２月～３月）

※毎年６月に

提出 現況届 受付・受理（受付年月日を押印）

記載事項・添付書類の漏れ，誤りがないかを確認

１ 生計・監護要件を満たしているかを確認

（生計を維持している程度の高い者の確認）

審 査 ２ 所得の確認 認定請求書の所得欄の記入

（所得の合計額 欄）：市町村民税に係る総

所得金額

（控除後の所得額欄）：総所得金額から諸控

除を差し引いた金額

３ 支給額・支給開始年月を決定

継 続 認定・消滅

※ 認定通知書

（児童手当から特例給付，または特例給付から児童手当への区分切り替え)

※ 支給事由消滅通知書

※ 電算報告
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項 目 処 理 方 法

４月１日付異動

者及び新規採用 ４月１日付けの異動者等については，当該受給者の３月までの身分によって取扱いが異な

者等の留意事項 るので留意すること。

〔年度当初〕 定められた期限内に手続がなされた場合の支給の取扱いは次のとおりとなる。

《公務員→公務員》

３月分まで旧所属で，４月分から新所属で支給する。

《公務員→被用者（※１）又は被用者等でない者（※２）》

３月分まで旧所属で，４月分から住所地のある市町村で支給する。

《被用者又は被用者等でない者→公務員》

４月分まで住所地のある市町村で，５月分から新所属で支給する。

※１ 民間企業等のサラリーマン並びに共済組合の職員及び公務員の職員団体等の職員

※２ 被用者又は公務員でない者

具体的には，以下のとおり取り扱う。

１ 他の公務員からの転入教職員

（本県から給与の支給を受ける教職員以外の公務員から引き続き採用された教職員）

認定請求書に，前の任命（認定）権者の発行した児童手当受給事由消滅通知書，市町村長の発

行した所得証明書及び住民票を添付して15日以内に所属長に提出すること。

※注意 15日を経過して受理した場合は，請求した日の属する翌月から支給開始となる。

２ 職員団体専従から復帰する者

(1) 住所を変更する者

ア ４月１日以前に住所を変更した場合

４月分は新住所の市町村からの支給となるので，５月分から学校で支給する。

ただし，４月分は転出予定年月日から15日以内に新住所の市町村に手続きを行った場合に

限る。

また，５月分から学校で支給できるのは，４月中に所属長が関係書類を受理した場合に限

る。

イ ４月２日以降に住所を変更した場合

４月分は旧住所の市町村からの支給となるので，５月分から学校で支給すること。

ただし，５月分から学校で支給できるのは，４月中に所属長が関係書類を受理した場合に

限る。

※注意 一般的には転出年月日の翌日が転入年月日となるが，児童手当法第８条第３項に規定

する「住所を変更した日」とは住民基本台帳法上の転出の予定年月日になる。

(2) 住所を変更しない者

４月分は４月１日に住民基本台帳のある市町村からの支給となるので，５月分から学校で支

給する。

ただし，５月分から学校で支給できるのは，４月中に所属長が関係書類を受理した場合に限

る。

３ ４月１日付けで職員団体専従になった者

(1) 住所を変更する者

ア ４月１日以前に住所を変更した場合

４月以降の分は，新住所の市町村からの支給となる。

ただし，転出予定年月日から15日以内に新住所の市町村に手続きを行った場合に限る。

イ ４月２日以降４月末日までに住所を変更した場合

４月分は旧住所の市町村，５月分から新住所の市町村からの支給となる｡

ただし，４月分は，４月１日から15日以内に旧住所の市町村に手続きを行った場合，５月

分は４月中に新住所の市町村に手続きを行った場合に限る。

(2) 住所を変更しない者

４月１日に住民基本台帳のある市町村から支給される。

ただし，４月１日から15日以内に住所地のある市町村に手続きした場合に限る。

４ 新規採用者

上記１における「前の任命（認定）権者」を「児童手当の支給を受けていた市町村長」と読み

替えて，上記２の職員団体専従から復帰する者の例に準じて処理する。

５ ３月31日付け退職者

４月分以降は，上記３の４月１日付けで職員団体専従になった者の例に準じる｡
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項 目 処 理 方 法

６ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（公益法人等派遣法）による派遣

職員等

(1) 公益法人等派遣法による派遣職員は，身分は公務員であるが，共済の長期給付に係る費用を

派遣先団体が負担することから，児童手当法上は被用者扱いとなる。

ア 公務員から公益法人等に派遣される場合

辞令が出た日が支給要件の消滅日となるため，４月１日付の辞令の場合は４月１日が消滅

日となり，４月分までは旧所属から，４月中に居住地の市町村に申請手続を行えば，５月分

からは居住地の市町村からの支給となる。

なお，辞令が３月31日付の場合は，３月まで旧所属，15日以内に居住地の市町村に申請手

続を行えば，４月からは居住地の市町村からの支給となる。

イ 公益法人等に派遣されていた職員が公務員に戻る場合

４月１日付け辞令の場合，４月分までは居住地の市町村から支給され，４月中に所属へ申

請手続を行えば，５月分からは所属からの支給となる。

(2) 退職派遣者は，身分は民間人となるため，通常の民間企業派遣と同様，児童手当法上は被用

者扱いとなる。

ア 公務員を退職して公益法人へ派遣される場合

公務員を退職する日が支給要件の消滅日となるため，３月31日付退職，

４月１日付派遣の場合は，３月分まで旧所属から支給され，15日以内に居住地の市町村に

申請手続を行えば，４月分からは，居住地の市町村からの支給となる。

なお，４月１日で公務員を退職する場合は，４月分までは旧所属から支給され，15日以内

に居住地の市町村に申請手続を行えば，５月分からは居住地の市町村からの支給となる。

イ 公益法人に派遣されていた職員が公務員に復職する場合

公益法人を退職した次の日が支給要件の消滅日となるため，公益法人を３月31日付け退職,

公務員には４月１日復職の場合，４月分までは居住地の市町村から支給され，４月中に所

属へ申請手続を行えば５月分からは所属からの支給となる。

７ 在外教育施設（日本人学校）派遣者

(1) ４月に委嘱辞令の交付を受けて赴任する場合は，４月１日を支給要件消滅日として，４月分

まで支給する。

（一般的には，海外転出届をした日が支給要件消滅日となり，その日の属する月の分まで支

給するため，転出予定日を４月１日とすることが望ましい。）

(2) 在外教育施設（日本人学校）から戻った場合は，転入日以降，認定請求のあった日の翌月分

から支給する。

書類の保存期間 １ 受給者台帳・認定請求書

支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から５年

２ 現況届・未支払請求書・額改定請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度から２年

３ 前２項以外の届書等

提出のあった日の属する年度の翌年度から１年

【県立学校職員児童手当支給要領第20条】

その他の留意事 １ 再任用職員（ショートタイム勤務）及び臨時的任用職員は，住所地の市町村役場で本人が手続

項 を行うよう周知すること。

２ 市町村で児童手当の支給を受けていた者が，所属から支給されることとなる場合（新規採用者,

職員団体専従からの復帰者など）については，受給者本人が事前に当該市町村に受給事由消滅の

届出を行うこと。

３ 児童手当の支給を受けている職員で，所得税法に係る更正又は決定により，所得の額が所得制

限限度額以上となったときは，特例給付への切り替えを行うこととなるので，十分留意するこ

と。

４ 職員が退職した場合など支給すべき事由が消滅した場合は，支払期月（２月・６月・10月）で

ない月であっても支給すること（随時払い）ができるので，支給事由の消滅した月の翌月に電算

報告を行うよう留意すること。
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◎児童手当支給に係る質疑応答

(問１) 中学校修了後，１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が婚姻している場合や，就職し

ている場合も「児童」としてカウントするのか。

(答) 婚姻している子は，民法上成年に達したものとみなされるので，父母に監護されいるとはいえず，「児童」に

は含めない。

また，就職している子が全く父母の監護を受けていないか，または独立して生計を営んでいると認められる場

合は，やはり「児童」には含めない。

(問２) 受給資格者の支給要件児童が高校生と中学生のみであり，受給資格者と高校生の子が別居している場合，認

定請求の際に当該高校生の子の属している世帯の全員の住民票を省略しても差し支えないか。

(答) 認定請求について，支給要件児童に３歳以上小学校修了前の児童及び今後これに該当することとなる３歳未満

の児童が含まれない場合は，受給資格者と別居している高校生の子の属している世帯の全員の住民票を省略して

も差し支えない。

(問３) ３歳になった子が第３子以降の子である場合は支給額に変更がないので，受給者への通知は不要という取扱

いでよいか。

(答) お見込みのとおり。

(問４) 「少なくとも夫婦の一方が所得制限限度額以上の場合は，当該者をもって受給資格者と判断すること。」と

あるが，以下のケースの場合はどのように判断することとな るのか。

例：夫婦（共働き）児童２人世帯

父 母

扶養親族等の数 ２人 ０人

保険の適用状況 児童２人を扶養 本人のみ

前 年 所 得 697万 622万

所得制限限度額 698万 622万

認定した場合に 児童手当 特例給付

支給する手当等

(答) 「生計を維持する程度の高い者」の判断に当たっては，まず父母の間の収入（所得）の状況を考慮することに

なり，原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになる。

父母のうち，所得の高い方が所得制限限度額以上の所得がある場合は，当該者をもって受給資格者と判断する

ことが適当である。

よって設問のケースでは，母は一見所得制限限度額以上となっているが，所得の高い父は所得制限限度額未満

なるので，原則父が受給資格者となる。

ただし，健康保険の適用状況（父母のどちらの被扶養者になっているか），住民票上の取扱い（父母のどちら

が世帯主になっているか）等について，収入（所得）の高い者が該当していない場合は，その事情を勘案した上

で判断することになる。

(問５) ６月以降の新規認定請求を受け付ける際，配偶者の所得も確認することになるが，例えば月末に児童が出生

した場合で，出生日から15日以内に認定請求を行った結果，請求者の所得よりも配偶者の所得が高いことが出

生日から15日を過ぎた後（翌月）になって判明したというような場合は，配偶者が受給資格を有すると知った

の翌日から15日以内に請求を行えば，児童が出生した翌月分から支給して差し支えないか。

(答) 差し支えない。



- 14 -

(問６) 育休等を取得している等の理由で，現況届提出時に所得が無い場合でも，前年の所得で判定することになる

のか。

夫婦のうち所得の高い方が育休等により一時的に所得が低くなり，その後仕事に復帰し，明らかにその年の

所得が高くなるというような場合であって，かつ，夫婦ともに所得が所得制限限度額未満の場合でも，毎年現

況届で前年の所得を比較し，受給資格者を判定することになるのか。

(答) 所得の判定については，前年の所得で判定することになる。

しかし，従来から所得が高かった者が，育休等により一時的に所得が低くなり，その後仕事に復帰したこと等

より再度所得が高くなることが明らかな場合で，かつ，夫婦ともに所得が所得制限限度額未満の場合は，健康保

険の適用状況や住民票上の取扱い等を勘案した上で，従来から所得が高かった者を引き続き受給資格者として認

定して差し支えない。ただし，受給者が家計の主宰者と認められなくなった場合（受給者の育休等が長期にわた

り，所得が０円となったとき等）はこの限りでない。

なお，夫婦のうち，育休等を取得していない方の所得が，所得制限限度額以上である場合は，基本的に当該者

をもって受給資格者と判断することが適当である。

(問７) 第２子以降を出生した場合は，額改定認定請求書を提出することになるが，例えば５月に第２子が出生した

こと等により手当額が増額するような事由が発生した場合，額改定認定請求書と現況届を両方提出することに

なるのか。

(答) 増額の改定は，すでに児童手当の支給を受けている者が請求を行うため，原則として所得の確認まで必要とは

していない。

一方，現況届については，児童手当の支給を受けている者は全員提出する必要があり，前年の所得の状況及び

その年の６月１日時点の支給事由を確認することになる。

よって，額改定認定請求書と現況届は確認事項等が異なるため，５月に手当額が増額するような事由が発生し

た場合であっても，額改定認定請求書及び現況届の提出が必要になる。

(問８) 外国に居住していたことにより，前年に住民税の課税対象となっていなかった者については，所得なしと取

り扱ってよいか。

例えば父が海外に居住し，母が国内に居住している場合は，母が受給資格者になるが，父の前年の所得を確

認する必要はあるか。

(答) 所得の判定に係る所得の額は，市町村民税に係る前年の所得の額を基礎とするので，設問のようなケースにつ

いては，外国に居住していた旨の申立書を徴した上で，所得がないものとして取り扱って差し支えない。

申請時や現況届時に父が国内に住所を有していない場合も同様。

(問９) 受給資格者の決定において原則として所得の高い方を受給資格者とし，夫婦の所得にほとんど差がない場合

は総合的に判断するとあるが，ほとんど差のない場合とは具体的にどれぐらいの所得の差をさすのか。

(答) 個別事情により判断する必要があり，具体的に示せるものではないが，扶養認定において夫婦が共同して子を

扶養している場合（夫婦とも県職員の場合を除く。）の「主たる扶養者」の要件（職員の所得が配偶者の所得の

９割以上であること。）は，１つの目安になると思われる。

(問10) 現況届の確認については，夫婦の所得は基本的には所得証明書により確認するが，所得の状況にほとんど変

化がないと見込まれる世帯等については，事情聴取や年末調整時の給与支払証明書等による確認でも可とする

とある。所得の状況にほとんど変化がないと見込まれる世帯とは，具体的にどのような世帯か。

(答) 配偶者が専業主婦で所得がない世帯，夫婦ともに県職員で所得に大きな変動がない世帯などが考えられる。
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(問11) 現況届の際，配偶者に所得がある場合は必ず所得証明書が必要か。また，添付する所得証明書は通常のもの

でよいか。

(答) 所得の状況にほとんど変化がないと見込まれる世帯や配偶者が請求者よりも所得が低いことが明らかな世帯（配

偶者が税法上の控除対象配偶者となっている場合や健康保険の被扶養者となっている場合など）については，例外

的に不要とするが，それ以外については所得証明書を徴して確認する（配偶者の職業が「被用者等でない者」とな

っていても，事業所得等がある場合が考えられる。源泉徴収票等では給与所得の状況しか把握できない。）。

所得証明書は「児童手当用」とするが，「児童手当用」でなくても，控除額等について必要な証明がなされてい

る限りにおいて可とする。

(問12) 受給者の育休等により，配偶者の所得が受給者よりも高くなった場合でも，その事由が一時的なものである

と見込まれる場合は，必ずしも受給者を変更する必要はないとあるが，どのような場合か。

(答) 育児休業のほか，休職，育児短時間勤務，介護休暇，部分休業等の事由により給料を減額される結果，夫婦間

で所得が逆転する場合である。

ただし，受給者の育休が１年以上にわたり，前年度の所得証明書において所得額が０円となった場合は，この

限りでない（現況届の時点で復帰していて収入がある場合も，前年度の所得証明書で判断する。）。

(問13) 現況届で前年の所得証明書を確認した際，配偶者に一時的な所得があり受給者よりも所得がはるかに高くな

ってしまっているような場合は，受給者変更をする必要があるか。

(答) 特に申立書の提出があるなど，何らかの方法によって配偶者の所得が恒常的なものかどうかを確認できる場合

を除き，所得証明書上の所得金額（合計額で記載されている。）を比較し，判定することになる。

(問14) 現況届の結果，受給者変更をすることとなった場合で，夫婦双方が教職員でも再度住民票や所得証明書を添

付して請求することとなるか。添付書類を省略することはできないか。

(答) 異なる認定権者へ認定請求をする場合は，添付書類を省略することはできない（写しを添付することも不可）。

(問15) 夫婦間で所得額が逆転し，受給者を変更する場合，新たに認定請求を行う者の添付資料として，配偶者の

「支給事由消滅通知書」の写しを求めることができるか。

(答) 新たな認定権者においては，児童手当の二重支給を防止するために，何らかの確認ができればよい。

(問16) 現況届は６月中に提出することとされているが，期限を過ぎて提出した者はどうなるのか。また，現況届は

６月中に提出されたが，添付書類の所得証明書の提出漏れがあった場合，７月以降の証明日となっても構わな

いか。

(答) 督促を行ってもなお提出がない場合は，現況の確認ができるまで，手当の支給を一時的に差し止め，その後現

況届が提出され，支給要件を引き続き具備していることが確認できれば，その時点で差し止めを解除することに

なる。

なお，現況届が期限内に提出されていれば，添付書類が多少遅れても支障ない（添付書類の提出があるまで審

査は保留する。）。

(問17) 児童手当の受給者を変更した結果，扶養手当の受給者や扶養控除申告書と一致しなくなる場合，これらの整

合性や関係は考えなくてよいか。

(答) すべてが一致する場合もあるが，それぞれ別個の法令，例規にもとづく制度であるので，一致しないとしても

不適切であるとはいえない。
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(問18) 父母がともに支給要件に該当する場合に，児童手当法第４条第４項の規定に基づく認定（同居優先）を受け

ようとする離婚協議中の職員が，「児童手当の受給資格に係る申立書」を提出する際，裁判所の呼び出し状な

ど公的機関が発出した文書が準備できないときはどのような書類を添付すればよいか。

(答) 職員の配偶者から，職員と離婚協議中である旨の申立書を徴することにより，児童と同居している職員を受給

資格者として取り扱ってよい。

なお，職員が配偶者と別居し，児童と同居している場合でも，配偶者が監護・生計同一の要件を欠いていると

認められる場合は，上記申立書や添付書類の提出は必要ない。

(問19) 父母が離婚して住所を別にし，児童は母と同居しているが，児童と別居している父が，定期的に児童と面会

をしているような場合，父母の合意があれば，児童と別居している父に児童手当を支給することはできるか。

(答) 児童手当法第４条第４項の規定に基づき，離婚又は離婚協議中である父母が別居しているような場合は，児童

の生計を維持する程度に関わらず，同居している者に支給することになる。

(問20) 離婚協議中につき別居していて，児童手当法第４条第４項の規定に基づく認定（同居優先）を受けていた父

又は母が，その後離婚した場合，現況届において毎年申立書を提出してもらうことになるのか。

(答) 離婚協議中につき別居していて，児童手当の認定を受けていた者が離婚した場合は，現況届の際に申立書と離

婚した事実を明らかにする書類（戸籍抄本の写し等）を提出してもらうことで，翌年以降の現況届では，申立書

の提出を省略して差し支えない。

(問21) 扶養親族等の算定にあたっては，施設入所等児童を除くことになるが，１月１日以降に転居してきた人の所

得証明書に記載されている扶養親族等のうち，施設入所等児童が含まれるかどうかはどのようにして把握する

ことになるか。

(答) 市区町村長が発行する所得証明書には，扶養親族のうち施設入所等児童の数は記載されないので，認定請求を

行う際等に申請者に聞き取りを行う等により把握に努めること。

(問22) 認定請求書や現況届に，前年の所得を受給（請求）者が記入する「所得の状況」という欄があるが，この欄

には控除前の額を記載するのか，控除後の額か。

(答) 控除後の額（様式裏面の注意事項を参照）



別記第12号様式（第19条関係）

（　　　・　　　・　　　異動） （平成　　　・　　　・　　　異動） （　　　　　・　　　・　　　異動）

（平成　　　・　　　・　　　変更） （　　　　　・　　　・　　　変更）

      【様式：事務職員協会HP事務様式集・児童手当関係・受給者台帳(12号様式)】

（表面）

児　童　手　当　・　特　例　給　付　受　給　者　台　帳

受

給

者

（ふりがな） ○○　　○○
男
・
女

生年
月日 S○○年○○月○○日

配偶者

の有無
有・無

（ふりがな） ○○　○○
配偶者
の職業

ア.　被用者
イ.　公務員
ウ.　被用者等でない者

氏 名
（職員番号）

○○　　○○ 配偶者
の氏名 ○○　○○

（　　　　　　　　　　　　　　）

所 属 ○○○○

住 所 ○○○○○○

児

童

氏　　名 続　柄 生　年　月　日
同居・別居

の別
海外留学をしている

場合の出国年月
住　　　所

監 護 の
有 無

生 計 関 係 児童との関係
児童手当・特例給付該当年月日

非該当年月日
３歳未満

３歳以上
小学校修了前

小学校修了後
中学校修了前

○○　　○○ ○○ ○ ・ ○ ・ ○ 同 ・ 別 　　　年　　月 受給者に同じ 有 ・ 無 同一・維持
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

　・　　・ 　・　　・ 　・　　・ 　・　　・

・ ・ 同 ・ 別 　　　年　　月 有 ・ 無 同一・維持
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

　・　　・ 　・　　・ 　・　　・ 　・　　・

・ ・ 同 ・ 別 　　　年　　月 有 ・ 無 同一・維持
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

　・　　・ 　・　　・ 　・　　・ 　・　　・

・ ・ 同 ・ 別 　　　年　　月 有 ・ 無 同一・維持
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

　・　　・ 　・　　・ 　・　　・ 　・　　・

・ ・ 同 ・ 別 　　　年　　月 有 ・ 無 同一・維持
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

　・　　・ 　・　　・ 　・　　・ 　・　　・

備

考

支 給 事 由 消 滅
年月日・消滅事由

扶養親族等及び児童の数 ○ 人 認定（改定）年月日 支給開始年月 手当月額

　　　　・　　　・　　　
うち老人控除対象配偶者

及び老人扶養親族の合計数
（ ○人 ） ○○・○○・○○ ○○・○○・○○ 　○○○○○円（３未○○○○○円，３以○○○○○円，中○○○○○円）

（消滅事由）

所得の状況
　○○年分所得額 ○○・○○・○○ ○○・○○・○○ 　　　　　　　円（３未　　　　　円，３以　　　　　円，中　　　　　　円）

○○○○○ 円 ○○・○○・○○ ○○・○○・○○ 　　　　　　　円（３未　　　　　円，３以　　　　　円，中　　　　　　円）

区 分
児 童 手 当 ○○・○○・○○ ○○・○○・○○ 　　　　　　　円（３未　　　　　円，３以　　　　　円，中　　　　　　円）

特 例 給 付 ○○・○○・○○ ○○・○○・○○ 　　　　　　　円（３未　　　　　円，３以　　　　　円，中　　　　　　円）

請求受理年月日

３歳の誕生日
１２歳に到達した翌
年度の４月１日

１５歳に到達した年
度末の３月３１日

児童手当法施行規則の一部改正により

元号の削除（令和３年５月31日鹿教教

第106号鹿児島県立学校職員児童手当

支給要領の一部改正について（通知）

より
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（裏面）

年度
○○　　年　度 ○○　　年　度 ○○　　年　度 ○○　　年　度 ○○　　年　度

区分

現

況

届

届 出 の 有 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

扶 養 親 族 等 及 び 児 童 の数 ○ 人

有 ・ 無 有 ・ 無

前 年 の 所 得 額 円 円 円 円 円

人 人 人 人

う ち 老 人 控 除 対 象 配 偶者
及び老人扶養親族の合計数

（ ○人 ） （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ） （ 人 ）

区 分
児 童 手 当 児 童 手 当 児 童 手 当 児 童 手 当 児 童 手 当

特 例 給 付 特 例 給 付 特 例 給 付 特 例 給 付 特 例 給 付

備 考

支

払

金

額

10

月

期

支 払 年 月 日 ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○

２

月

期

支 払 年 月 日 ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○

○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○

児 童 手 当 等 の
支 払 金 額

3歳未満分　　　　　　　　　　　○○○○○円

3歳以上小学校修了前分　　　　　○○○○○円

小学校修了後中学校修了前分　 　○○○○○円

　計　　　　　　　　　　　○○○○○ 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○

児 童 手 当 等 の
支 払 金 額

3歳未満分　　　　　　　　　　　○○○○○円

3歳以上小学校修了前分　　　　　○○○○○円

小学校修了後中学校修了前分　　 ○○○○○円

　計　　　　　　　　　　　○○○○○ 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

６

月

期

支 払 年 月 日 ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ・ ○ ○ ・ ○ ○

児 童 手 当 等 の
支 払 金 額

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

3歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

3歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　 　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

備 考

18
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単 位 事 務 名

義務教育等教員特別手当
＜コード＞０３２２

根 拠 及 び 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条の２】

参 考 法 令 義務教育等教員特別手当の支給に関する規則 【昭和50年７月18日規則第12号】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

項 目 処 理 方 法

支 給 対 象 (ｲ) 条例第10条の２第１項に規定する義務教育諸学校に勤務する教育職員

学校教育法に規定する小学校，中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤

務する教育職員

(ﾛ) 条例第10条の２第３項に規定する権衡学校職員

学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する

教育職員 【条例第10条の２】

教 育 職 員 条例第10条の２第４項の教育職員

校長，教頭，教諭，養護教諭，栄養教諭，講師，助教諭，養護助教諭，実習助手及び

寄宿舎指導員 【規則第２条】

支 給 月 額 １ (イ)に規定する小学校又は中学校に勤務する教育職員‥‥別表１

２ (イ)に規定する特別支援学校の小学部又は中学部に勤務する教育職員‥‥別表２

３ (ロ)に規定する高等学校又は高等部に勤務する教育職員（次号及び５号に掲げる学校

職員を除く）‥‥別表２

４ 定通手当(夜間部勤務・通信制勤務職員)又は農業水産に係る産業教育に従事する産業

教育手当を受給している職員は別表２の定額に４分の３を乗じて得た額。（手当を受け

ない期間については定額を支給する)

５ 前号３に掲げる職員以外の者で定通手当，産業教育手当を受ける職員は別表２の定額

に４分の２を乗じて得た額。（手当を受けない期間については定額を支給する。）

６ (ロ)に規定する幼稚部に勤務する教育職員

別表２の定額に２分の１を乗じて得た額 【規則第４条】
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項 目 処 理 方 法

留 意 事 項 校種を異にした異動で，産教，定通手当受給者であった者が，これらの手当の非該当者

になった場合は，新任校で率修正をしなければならないから注意する。

電 算 報 告 新規採用者で定額以外の者も率報告する。休職者(公務傷病を除く)コード入力で機械的

に停止されるが，復職し，復活コードが入力されると，自動的に定額コードが入るので，

定通，産教手当受給に該当するときは，別途「２」又は「３」のコードを報告すること。

２ ３
非受給(受給停止)＝０ 定額受給＝１ ― 受給＝２ ― 受給＝３

４ ４
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義務教育等教員特別手当の支給に関する規則
平成２７年４月１日改正

別表第１（第４条関係）

教育職給料表（三）の適用を受ける者
職務の級

職員の区分 １級 ２級 ３級 ４級
号級
１号給から４号給までの号給 2,000円 2,100円 4,200円 6,800円

５号給から８号給までの号給 2,000 2,300 4,400 6,900

９号給から12号給までの号給 2,100 2,400 4,500 7,100

13号給から16号給までの号給 2,200 2,500 4,900 7,200

17号給から20号給までの号給 2,300 2,600 5,100 7,400

21号給から24号給までの号給 2,400 2,800 5,200 7,500

25号給から28号給までの号給 2,600 2,900 5,400 7,600

29号給から32号給までの号給 2,700 3,000 5,500 7,700

33号給から36号給までの号給 2,800 3,200 5,700 7,900

37号給から40号給までの号給
2,900 3,300 5,900 8,000

（４級にあっては37号給）

41号給から44号給までの号給 3,100 3,500 6,000

45号給から48号給までの号給 3,200 3,700 6,100

49号給から52号給までの号給 3,300 3,800 6,300

53号給から56号給までの号給 3,400 4,100 6,400

57号給から60号給までの号給 3,500 4,300 6,600

61号給から64号給までの号給 3,600 4,500 6,800

65号給から68号給までの号給 3,700 4,800 6,900

69号給から72号給までの号給 3,800 4,900 7,000

73号給から76号給までの号給 3,900 5,100 7,100

77号給から80号給までの号給 4,000 5,300 7,200

81号給から84号給までの号給 4,100 5,400 7,300

85号給から88号給までの号給 4,100 5,500 7,400

89号給から92号給までの号給 4,200 5,600 7,500

93号給から96号給までの号給
4,300 5,800 7,500

（３級にあっては93号給）

97号給から100号給までの号給 4,400 5,900

101号給から104号給までの号給 4,400 6,100

105号給から108号給までの号給 4,500 6,200

109号給から112号給までの号給 4,500 6,300

113号給から116号給までの号給 4,600 6,400

117号給から120号給までの号給 4,700 6,500

121号給から124号給までの号給 4,700 6,600

125号給から128号給までの号給
4,800 6,700

（１級にあっては125号給）

129号給から132号給までの号給 6,800

133号給から144号給までの号給 6,900

145号給から148号給までの号給 7,000

149号給から157号給までの号給 7,100

再任用職員 3,200 3,800 5,100 6,400

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員



- 4 -

別表第２（第４条関係）

教育職給料表（二）の適用を受ける者
職務の級

職員の区分 １級 ２級 ３級 ４級
号級
１号給から４号給までの号給 2,000円 2,500円 5,100円 6,800円

５号給から８号給までの号給 2,000 2,600 5,200 6,900

９号給から12号給までの号給 2,100 2,800 5,400 7,100

13号給から16号給までの号給 2,200 2,900 5,500 7,200

17号給から20号給までの号給 2,300 3,000 5,700 7,400

21号給から24号給までの号給 2,400 3,200 5,900 7,500

25号給から28号給までの号給 2,600 3,300 6,000 7,600

29号給から32号給までの号給 2,700 3,500 6,100 7,700

33号給から36号給までの号給 2,800 3,700 6,300 7,900

37号給から40号給までの号給
2,900 3,800 6,400 8,000

（４級にあっては37号給）

41号給から44号給までの号給 3,100 4,100 6,600

45号給から48号給までの号給 3,200 4,300 6,800

49号給から52号給までの号給 3,300 4,500 6,900

53号給から56号給までの号給 3,400 4,800 7,000

57号給から60号給までの号給 3,500 4,900 7,100

61号給から64号給までの号給 3,600 5,100 7,200

65号給から68号給までの号給 3,700 5,300 7,300

69号給から72号給までの号給 3,800 5,400 7,400

73号給から76号給までの号給 3,900 5,500 7,500

77号給から80号給までの号給
4,000 5,600 7,500

（３級にあっては77号給）

81号給から84号給までの号給 4,100 5,800

85号給から88号給までの号給 4,100 5,900

89号給から92号給までの号給 4,200 6,100

93号給から96号給までの号給 4,300 6,200

97号給から100号給までの号給 4,400 6,300

101号給から104号給までの号給 4,400 6,400

105号給から108号給までの号給 4,500 6,500

109号給から112号給までの号給 4,500 6,600

113号給から116号給までの号給 4,600 6,700

117号給から120号給までの号給 4,700 6,800

121号給から124号給までの号給 4,700 6,900

125号給から128号給までの号給 4,800 6,900

129号給から132号給までの号給 4,900 6,900

133号給から136号給までの号給 4,900 7,000

137号給から140号給までの号給

（２級にあっては137号給から145号 4,900 7,100

給までの号給）

141号給から144号給までの号給 5,000

145号給から153号給までの号給 5,100

再任用職員 3,200 3,800 5,100 6,400

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員
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様式給第13号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月分 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

ｶｰﾄﾞ

№ 点 検 者

１ ２ 給 与 手 当 報 告 書 ２
記 入 者

１ ３ 給与支払管理者

修 整 支 払 開 始 年 月 日 教 作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

管 農 員 産 定

作 成 所 属 名 氏 名 年 理 特 教 通

正 ページ 理 職 改 別 手 手

号 手 手 当 当

当 手 当 区 区

区 番 コ 年 月 日 率 支 分 分

分 当 給 コ コ

作成所属コード 職 員 番 号

ー

コ

ー ー

分 № 号 率

ー

ド ド

ド ド 教員特別手当

3 9 10 13 15 21 22 24 26 28 34 36 37 38

（例１） ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○ 定時 制通信教育手 当の教 (二 )２級 以上受給者で ，夜間定時制 に従事する 者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ３ ２ （教員 特別手当定 額の４分の３ ）

（例２） ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○ 産業 教育手当（農 業または水産 担当）の教（ 二）１級受 給者 （教員特 別手当定額の ４分の３）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ３ １

（例３） ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○ 産業 教育手当（工 業担当）の教 (二 )２級以上の 受給者 （教員特 別手当定額の ４分の２）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ２ ４

（例４） ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○ 定時 制通信教育手 当の教 (二 )２級 以上受給者で ，通信教育に 従事する者
○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ３ ４ （教員特別手 当定額の４分 の３）

（例５） ○ ○ ○ 高 校 ○ ○ ○ ○ 定時 制通信教育手 当及び産業教 育手当のいず れも支給されなくな る場合

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ １ ０ （ 定 額 支 給）

(注 )１． 採用及び所属 異動において 、教育職給料 表（二）、（ 三）の適用を 受けることに なる職員に ついては、教 員特別手当支 給コードは自 動的に「１： 定額支給」 になるので、 定時制通信

教育手当及 び産業教育 手当受給該当 者は「２」（２／４ の額）又は「 ３」（ ３／４の額） を入力するこ と。
２． 休職者（公務 傷病による休 職者を除く） には支給さ れず、また、 人事管理者か ら休職等に係 るデータが入 力されると 自動的に支給 されなくなる 。

件数

件

枚中 枚目
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単 位 事 務 名

単 身 赴 任 手 当
〈コード〉０３２５

根拠及び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例第11条の２】

参考法令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員の単身赴任手当支給規則 【平成２年３月30日規則第18号】

単身赴任手当の創設について（通知） 【平成２年４月26日鹿教教第54条】

単身赴任手当の取扱いについて（通知） 【平成２年４月26日鹿教教第55条】

単身赴任手当の取扱いについて（通知） 【平成２年４月１日人第１号の３】

単身赴任手当の取扱いについて（通知） 【平成６年２月７日鹿教教第536号】

単身赴任手当における権衡職員の取扱いについて（通知）

【平成11年３月18日鹿教教第687号】

年度末及び年度当初の手当認定事務等について(通知) 【平成19年2月2日鹿教教第549号】

県立学校における給与事務の取扱いについて(通知) 【平成19年３月22日鹿教教第648号】

認定事務の手引き 【平成21年７月総務部人事課】

給与関係コード表（職コミ・ライブラリ掲載） 【県発行】

鹿児島県職員給与データ収集・配信システムマニュアル【平成25年5月企画部情報政策課】

給与事務処理要綱 【平成５年12月24日会計課長通知】

鹿児島県職員の単身赴任手当支給規則の一部改正について 【平成28年3月31日鹿教教第582号】

「単身赴任手当の取扱いについて」の一部改正について（通知）

【平成30年10月12日鹿教教第357号】

項 目 処 理 方 法

支 給 １ 単身赴任手当は,次に掲げる要件（(1)～(4)）のすべてを満たす職員に支給される。

要 件 (1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転（以下「異動等」という。）に伴い，

住居を移転すること。 【給与条例第11の２】

※転居（住居の移転）の取扱い

Ａ 採用，出張，研修等に伴う転居は含まれない。

Ｂ 転居の日とは，新住居に入居した日をいう。

Ｃ 異動後１月以内に行われる場合も含む。

(2) やむを得ない事情により，同居していた配偶者と別居すること。

【給与条例第11条の２】

※「やむを得ない事情」とは次のいずれかに該当する場合

①配偶者が疾病等により介護を必要とする職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族
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を介護すること。

②配偶者が学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校その他の教育施

設に在学している同居の子を養育すること。

③配偶者が引き続き就業すること。

④配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅（知事が人事委員会と協議して定める住

宅を含む。）を管理するため，引き続き当該住宅に居住すること。（単身赴任手当

の取扱いについて（通知）平成２年４月旧人第１号の３以下「通知」の規則第２条

関係第１項参照）

⑤保育所等に所在する同居の子を養育するため。

⑥異動前に契約した新築・購入住宅の管理のため

⑦配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情（通知の規則第２条

関係第２項参照） 「教職員課に事前協議が必要」

※別居の取扱い

Ａ 異動前に既に配偶者と別居していた場合は対象外。

ただし，単身赴任手当の支給されていた者が更に異動で引き続き単身赴任した

場合で距離制限を満たす場合は，引き続き単身赴任手当が支給される。

Ｂ 異動後に赴任先で一時期配偶者と同居した場合は，その後別居しても異動に伴

う別居とはいえない。（ただし，権衡職員に該当する場合がある。）

Ｃ 別居とは，少なくとも月の過半は配偶者と別れて生活していることをいう。

(3) 異動等の直前の住居から当該異動等の直後の公署に通勤することが困難であると認

められること。（給与条例第11条の２）

※「通勤することが困難」とは次のいずれかに該当する場合

①通勤距離が60㎞以上であること。

②通勤距離が60㎞未満で，通勤方法，通勤時間，交通機関の状況等から①に相当する

程度に通勤が困難であると認められること。（通知の規則第３条関係第２項参照）

「教職員課に事前協議が必要」

「※公共の交通機関を利用した場合の通勤時間が２時間以上を要する場合又は交通機

関の運行が始業時間に間に合わない場合等が考えられる。」

「※上記①②における通勤距離の算定は最も経済的かつ合理的と認められる通常の

路及び方法（自動車等及び航空機は除く｡)について徒歩及び交通機関により通勤

するものとした場合の経路を交通方法に応じて次に定める距離を合計する｡」

（通知の規則第３条関係第１項参照）

ａ 徒 歩 地図上の距離

ｂ 鉄 道 営 業 距 離

ｃ 船 舶 鹿児島県起点表に掲げる距離（これにないものについて

は，海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離）
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ｄ 一般乗合旅客自動車その他の交通機関

※距離制限の取扱い

Ａ 単身赴任手当を受給していた職員に更に異動等があり勤務公署が変わった場合又

は配偶者が転居した場合で，現に配偶者の居住する住居から既に在勤する公署に通

勤困難でなくなった場合は，その間単身赴任手当は支給しない。（給与条例第11条

の２第１項ただし書）

Ｂ 交通機関の営業距離から明らかに60㎞以上となる場合は，徒歩の距離等の算定は

省略して差し支えない。

(4) 単身で生活することを常況とすること。（給与条例第11条の２）

※単身の取扱い

Ａ 職員・配偶者の父母，子と同居している場合は対象とならない。（ただし，子の

場合，権衡職員に該当する場合がある。）

Ｂ 別居の時点で１か月以上配偶者と別れて単身で生活することが見込まれることが

必要である。

Ｃ 一時期配偶者以外の同居者がいたが，その後に単身となった場合，単身の要件を

満たした時点から支給される。

（ 権 衡 職 員 ） ２ １の支給要件の一部を満たさない職員でも，次のいずれかに該当する職員は，１によ

って単身赴任手当が支給される職員との権衡上，単身赴任手当が必要と認められる職員

（以下「権衡職員」という。）として定める。（支給規則第５条）

(1) 職務の必要性から転居

通勤困難とは認められないが，職務の必要性から住居を移転せざるを得ない職員

で，別居及び単身の要件を満たす職員 「現段階では，警察関係職員のみ」

(2) 配偶者のない職員

配偶者のない職員で，異動等に伴い転居し，やむを得ない事情に準じて，知事が人

事委員会と協議して定める事情（※）により同居していた満18歳に達する日以後の最

初の３月31日までの間にある子と別居した職員で，通勤困難と認められるもののうち，

単身で生活することを常況とする職員

※ 「知事が人事委員会と協議して定める事情」（次のいずれかに該当する場合）

ア 子が学校等に在学すること。

イ 満１８歳未満の子が学校等に在学し,又は保育所等に入所・転所するため

ウ その他子が職員と同居できないと認められるア又はイに類する事情

ウについては「教職員課に事前協議が必要」

(3) 異動等に伴い転居した後，異動等の日から起算して３年以内に別居

（一時帯同赴任その１）

異動等に伴い転居した後，異動等の日から起算して３年以内に特別の事情（※）に

より配偶者（配偶者のない職員にあっては，満18歳に達する日以後の最初の３月31日
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までの間にある子。以下「配偶者等」という。）と別居した職員で，通勤困難と認め

られるもののうち，単身で生活することを常況とする職員

※ 「特別の事情」（次のいずれかに該当する場合）

① 配偶者のある職員の場合（通知の規則第５条関係第２項参照）

ア 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を

介護するために転居すること。

イ 配偶者が学校等に入学又は転学する子を養育するために転居すること。

ウ 保育所等に入所・転所する同居の子を養育するため。

エ 出産又は育児のため休学していた配偶者が復学するため。

オ その他配偶者が職員と同居できないと認められるアからエに類する事情

「教職員課に事前協議が必要」

② 配偶者のない職員の場合（通知の規則第５条関係第３項参照）

ア 満18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子が学校等に入学又

は転学するために転居すること。

イ その他満18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子が職員と同

居できないと認められるアに類する事情 「教職員課に事前協議が必要」

(4) 満15歳以下の子と同居

異動等に伴い転居し，やむを得ない事情（※）により配偶者等と別居した職員で通

勤困難と認められる職員のうち，満15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間に

ある子のみと同居することを常況とする職員

※「やむを得ない事情」

ア 配偶者のある職員の場合

支給要件の１－(２)にかかる「やむを得ない事情」に同じ

イ 配偶者のない職員の場合

２－(２)の「知事が人事委員会と協議して定める事情」に同じ

(5) 転居後異動の日から起算して３年以内に別居かつ満15歳以下の子と同居

（一時帯同赴任その２）

異動等に伴い転居した後，異動等の日から起算して３年以内に，特別の事情(※)に

より配偶者等と別居した職員で，通勤困難と認められるもののうち，満15歳に達する

日以後の最初の３月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする

職員

※「特別の事情」

(３)の「特別の事情」に同じ

(6) 国や他の地方公共団体から人事交流等による採用に伴い転居した職員で，前の(１)

から(５)に掲げた要件に該当する職員。

(7) その他条例第11条の２第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡

上必要があると認められるものとして知事が人事委員会と協議して定める職員(※)
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※「知事が人事委員会と協議して定める職員」（次のいずれかに該当するもの）

ア 単身赴任手当を支給されていた職員が配偶者のない職員となった場合で，異動等

の前から配偶者のない職員であったものとした場合に(２)～(６)の職員たる要件に

該当する職員（通知の規則第５条関係第４項参照）

イ 公務上の都合により公署を異にする異動の日から起算して３年を超えることとな

った職員が，その超えることとなった日から人事異動の標準勤務年数（高等学校，

特別支援学校勤務者は７年を上限とする）を経過する日までの間において，前記

(３)又は(５)の職員たる要件に該当する職員

（単身赴任手当の取扱いについて（通知）平成２年４月26日鹿教教第55号）

ウ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転（以下「異動等」という。）に伴い，

住居を移転した後，次に掲げる事情により，配偶者と別居することとなった職員で，

当該別居の直後の配偶者の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤すること

が規則第３条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち，単身

で生活することを常況とする職員

（単身赴任手当における権衡職員の取扱いについて（通知）

平成11年３月18日鹿教教第687号）

(ｱ) 異動等の日後に発病した疾病等により，介護を必要とする状態にある職員又は

配偶者の父母を介護するため，配偶者が転居すること。

(ｲ) 異動等の日後に出生した子が，学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規

定する学校その他の教育施設に入学又は転学することに伴い，当該子を養育する

ため，当該子とともに配偶者が転居すること。

(ｳ) 異動等の日後に，新築・購入した持ち家を管理するため，配偶者が当該住居へ

転居すること。

エ 新たに採用された職員が同居の配偶者を有する場合において，本県の地理的な事

情により，赴任のために住居を移転し，規則第２条に規定するやむを得ない事情に

より，同居していた配偶者と別居することとなった職員で，当該赴任の直前の住居

から当該赴任の直後に在勤する公署に通勤することが規則第３条に規定する基準に

照らして困難であると認められるもののうち，単身で生活することを常況とする職

員（同上通知参照）
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支 給 額 １ 基礎額 ３０，０００円（給与条例第11条の２）

２ 加算額（支給規則第４条）
交通距離（職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さ）が一定距離（100ｋｍ）以

上である職員については，70,000円を超えない範囲で交通距離の区分に応じた額を加算
する。

１００㎞以上 ３００㎞未満 ８，０００円

３００㎞以上 ５００㎞未満 １６，０００円

５００㎞以上 ７００㎞未満 ２４，０００円

７００㎞以上 ９００㎞未満 ３２，０００円

９００㎞以上 １，１００㎞未満 ４０，０００円

１，１００㎞以上 １，３００㎞未満 ４６，０００円

１，３００㎞以上 １，５００㎞未満 ５２，０００円

１，５００㎞以上 ２，０００㎞未満 ５８，０００円

２，０００㎞以上 ２，５００㎞未満 ６４，０００円

２，５００㎞以上 ７０，０００円

※ 交通距離の算定

「交通距離の算定についても，距離制限に係る通勤距離の算定に準じて行う。

ただし，船舶に係る航路距離については，当該距離の２分の１㎞をもって鉄道１㎞

とみなして交通距離の算定を行う。（通知の規則第４条関係参照）

また，配偶者のない職員で，18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

子が複数ある職員については，交通距離が最も長い子により加算額を支給する｡」

３ 支給の調整（支給規則第６条）

職員の配偶者が単身赴任手当又は国，地方公共団体その他のこれに相当する手当（※）

の支給を受ける場合には，その間，当該職員には単身赴任手当は支給しない。

（併給禁止）

ただし，民間企業の単身赴任手当とは調整しない。

※通知の規則第６条関係参照

支 給 方 法 職員が新たに単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するに至った場合や単身赴任手当

を受けている職員の住居，同居者，配偶者等の住居等に変更があった場合は別記第１号様

式により単身赴任届に次に掲げる証明書類を添えて，認定権者（県立学校の場合は校長）

に対して届出を行うものとする。（支給規則第７条）



- 7 -

項 目 処 理 方 法

単身赴任届に １ 新規の場合

添付する書類 事 由 提 出 書 類 備 考

○印：必要書類 ○転居後の職員の世帯全員の 記載事項が省略され

△印：該当する 住民票 ていないもの

ときの必要書類 異動に伴う転居，別居，単身生活 ○別居後の配偶者の世帯全員の ※1)異動等に伴い職

住民票 員と同時に配偶者等

△転居前の職員の世帯全員の が別の住居へ転居し

住民票(※1) た場合に必要。

疫病等により介護を必要と ○医師の診断書 ※2)同居していない

や する父母又は同居の親族を △戸籍謄本及び父母の世帯全員 場合に必要。

む 介護 の住民票(※2)

を 学校等(※3)に通学する子の △在学証明書(※4)義務教育以 ※4)義務教育の場合

得 養育 外のときに必要。 は省略可。

な 配偶者の就業 ○就業証明書

い 自宅の管理 △登記簿謄本(※5) ※5)住居手当を受給

事 している場合は不要

情

その他の同居できない事情 ○同居できない事情を説明する

書類

※1) 転居後に住民票を請求する場合は「住民票の除票」となる。

※3)「学校等」とは，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，

高等専門学校，専修学校，各種学校等を指す。

２ 改定の場合

事 由 提 出 書 類

転居（職員） ○転居後の職員の世帯全員の住民票

転居（配偶者） ○転居後の配偶者の世帯全員の住民票

３ 取消の場合

事 由 提 出 書 類

・配偶者の同居 ○職員の世帯全員の住民票

・親族の同居(15歳に達する日以後の

最初の3月31日までの間にある子を除く)

転居(距離制限を満たさなくなった場合) ○転居の事実のあったものの世帯全員の住民票

配偶者の死亡 ○死亡の事実，時期を証明する書類(戸籍謄本，死亡

診断書等)

離婚 ○離婚後の職員の戸籍謄本
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支 給 の 始 期 １ 新たに支給要件を具備した場合又は支給額を変更すべき事実が生じた場合，その事実

終 期 及 び の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは，その日の属する月）か

支 給 額 の 改 正 ら支給を開始し，又は支給額の改定を行う。（支給規則第９条）

２ 職員が異動後の公署へ勤務を開始すべきこととされる日の前日(赴任期間満了の日)ま

でに支給要件を具備するときは，当該異動発令日を要件が具備された日として取り扱う。

３ 支給要件を欠くに至った場合は，その事実の生じた日の属する月（その日が月の初日

であるときは，その日の属する月の前月）まで支給する。

４ １の場合（支給額の改定のときは，増額する場合に限る。）で，届出の事実の生じた

日から20日を経過した後になされたときは，届出を受理した日の属する月の翌月（受理

した日が月の初日であるときは，その日の属する月）から支給の開始又は支給額の改定

を行う。

５ 給料の支給方法に準じて支給される。

６ 休職，停職，専従及び育児休業の期間中は支給されない。

７ 給与条例第14条の規定による給与の減額が行われる場合であっても単身赴任手当は減

額されない。

８ 単身赴任手当を受けている職員が所属長を異にして異動した場合には，異動前の所属

長は，当該職員に係る単身赴任手当認定簿を当該職員から既に提出された単身赴任届及

び証明書類とともに異動後の所属長に送付するものとする。

なお，異動前の所属長は，単身赴任手当認定簿並びに単身赴任届及び証明書類の写し

を１年間保存するものとする。 【届出等に関する規則５条】

事 後 の 確 認 任命権者は，現に単身赴任手当の支給を受けている学校職員が単身赴任手当の支給を受

ける要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうか随時確認

するものとする。（支給規則第10条）

その際，必要と認めるときは，職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る

書類の提出を求めることができる。

そ の 他 ・ 休職，停職，在籍専従許可，育児休業許可に該当又は期間終了により職務に復帰した

場合，その月分は日割計算を行う。

・ 単身赴任手当は課税所得となる。

・ 再任用職員に支給できる。【通勤手当支給規則取扱通知等の改正について（通知）

「平成27年3月31日鹿教教第551号」】
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決 裁 (伺い) 下記のとおり認定してよろしいか。 受 付

所属長 教 頭 事務長 回 議

［ 単身赴任届記入例 ］

令和○年４月１日 異動（鹿児島→名瀬） 新規の場合は，理由の１のみにチェックする

職 員 退 居 （鹿児島）

４月２日 職 員 入 居 （名 瀬） 既に単身赴任手当の支給を受けている者で， 新規の場合は，すべての要件を満たした日，それ以外

さらに転居した場合，又は更に異動した場合 の場合は事実の発生した日を記入する。

にチェックする。（新規の場合はチェックしない） ※事例の場合は赴任期間中に要件を具備しているので

別記 事実の発生年月日は４月１日となる。

第１号様式（第７条関係）

単 身 赴 任 届

令和○年４月１９日提出

任命権者

○ ○ 高等学校長 殿

勤 務 公 署 名 所 在 地

届 出 の 理 由 □１新規 □２異動 □３転居（□本人 □配偶者） □４その他（ ）

上記事実の発生年月日 令和○年４月１日

鹿児島県職員の単身赴任の届出等に関する規則第７条の規定に基づき，次のとおり配偶者等との別居の状況等を届け出ます。 例えば，

（住民票等証明書類 ２通添付） ・同居者の変更

・同居（別居）の子が年齢制限を超えた

・配偶者と離婚，配偶者が死亡

・配偶者と同居

１異動直前の居住状況等 新規の場合のみ記入する。 （支給要件の喪失を含む）

異 動 の 発 令 年 月 日 令 和 ○ 年 ４ 月 １ 日 朱書のこと

本 人 の 住 居 鹿児島市山下町１４番５０号

配偶者 子（生年月日 Ｓ○.３.２５） 子（生年月日 Ｓ○.５. ６ ）
同 居 者

子（生年月日 ） 子（生年月日 ）

配偶者のある場合は必ずチェックが付く
ことになる。 配偶者のある職員でも記入する。（※後に配偶者を欠くこととなった場合に使用）

２現在の居住状況等

配偶者と別居した年月日 令 和 ○ 年 ４ 月 １ 日 住民票の提出日

配 偶 者 と 別 居
高等学校に在学している子を妻が養育する必要があるため。

し た 事 情

本 人 の 住 居 奄美市名瀬永田町１７番３号 入 居 年 月 日 令 和 ○ 年 ４ 月 ２ 日

本 人 の 住 居 に □子（生年月日 ） □子（生年月日 ） □子（生年月日 ）

お け る 同 居 者 □その他（続柄 ） □その他（続柄 ） □その他（続柄 ） □その他（続柄 ）

異動直前の本人の住居と □同じ 異なる場合は所在地を記入する 住民票の転入日
配 偶 者 の 住 居

□異なる （ 入居年月日 ）

異動直前の住居から勤務学校までの通勤経路及び方法 別紙の(1)に記入

配偶者の住居から勤務学校までの通勤経路及び方法 別紙の(2)に記入

配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法 別紙の(3)に記入

（「記入上の注意」については，裏面を参照のこと。）

異動にともない配偶者と別居した場合で，配偶者の住居が異動直前の本人の住居と同じときは記入を要しない。

異動にともない配偶者とともに住居を移転し，その後に住居を移転した場合（一時帯同赴任の場合）は記入しない。

・配偶者のない者にあっては，「配偶者」とあるのを「異動直前に同居していた満１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある子」と読み替えて記入する。

・別居後に配偶者を欠くこととなった場合は，異動直前に配偶者がないものとした場合について記入する。

職 名 教 諭 氏 名 河 野 次 郎
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交通機関の最寄りの駅まで自転車で届け出た場合 自転車等の使用は認められない。（利用しうる交通機関がない場合は

でも徒歩によるものとして算出する。 徒歩による）

「最も経済的かつ合理的な通常の経路」

(1)異動直前の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法

順路 通勤方法の別 区 間 任 順路 通勤方法の別 区 間 距 離

１ 自 転 車 住居から（ 経由）甲駅まで 命 １ 徒 歩 住居から（ 経由）甲駅まで １.６㎞

２ ○ ○ 線 甲駅から（ ）新港まで 権 ２ ○ ○ 線 甲駅から（ ）新港まで ５.０㎞

３ 船 舶 新港から（ ）名瀬まで 者 ３ 船 舶 新港から（ ）名瀬まで ３８３.４㎞

４ 徒 歩 名瀬から（ ）学校まで 記 ４ 徒 歩 名瀬から（ ）学校まで １.０㎞

５ から（ ） まで 入 ５ から（ ） ㎞

６ から（ ） まで 欄 計（規則第３条の規定による通勤距離） ３９１.０㎞

経路略図（経路朱線）

○○線 船舶

甲駅 新港 名瀬

○○銀行

○○商店 最寄りの交通機関の駅から住居（公署）までの経路は

詳細に記入 学校

自宅

・明らかに通勤（交通）距離が６０㎞以上であると判断される場合は，住居から最寄りの駅まで及び公署から最寄りの駅までの距離の算定

（経路略図）は省略できる。

(2)配偶者の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法

順路 通勤方法の別 区 間 任 順路 通勤方法の別 区 間 距 離

１ 自 転 車 住居から（ 経由）甲駅まで 命 １ 徒 歩 住居から（ 経由） まで . ㎞

２ ○ ○ 線 甲駅から（ ）新港まで 権 ２ ○ ○ 線 から（ ） まで . ㎞

３ 船 舶 新港から（ ）名瀬まで 者 ３ 船 舶 から（ ） まで . ㎞

４ 徒 歩 名瀬から（ ）学校まで 記 ４ 徒 歩 から（ ） まで . ㎞

５ から（ ） まで 入 ５ から（ ） まで . ㎞

６ から（ ） まで 欄 計（規則第３条の規定による通勤距離） . ㎞

経路略図（経路朱線）

(3)配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法

順路 交通方法の別 区 間 任 順路 交通方法の別 区 間 距 離

１ 自 転 車 住居から（ 経由）甲駅まで 命 １ 徒 歩 住居から( 経由)甲駅まで １.６㎞

２ ○ ○ 線 甲駅から（ ）新港まで 権 ２ ○ ○ 線 甲駅から( )新港まで ５.０㎞

３ 船 舶 新港から（ ）名瀬まで 者 ３ 船 舶 新港から( )名瀬まで (３８３.４) ７６６.８㎞

４ 徒 歩 名瀬から（ ）学校まで 記 ４ 徒 歩 名瀬から( )学校まで １.０㎞

５ から（ ） まで 入 ５ から( ) まで ㎞

６ から（ ） まで 欄 計(給与条例第11条の２第２項の規定による交通距離) (３８３.４) ７７４.４㎞

経路略図（経路朱線）

【様式：県職コミ文書庫・人事課・給与関係・単身赴任手当関係・単身赴任届，事務職員協会HP事務様式集・諸手当関係・単身赴任届】
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第２号様式（第８条関係）

職 員 番 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○

単 身 赴 任 手 当 認 定 簿 氏 名 河 野 次 郎

届 出 の 理 由 等 届出提出 単 身 赴
支 給 の 始 期 ( 終 期 ) 取扱者

事実の発生 年 月 日 加 算 額 任 手 当 任命権者決定（改定）
内 容 ・ 支 給 額 の 改 定 時 期 認 印

年 月 日 (受理年月日) の 月 額

令和 ○ 年 令和 ○ 年 から 令和○年４月19日

新規 令和○年４月分 24000円 47000円 職名 校長 ㊞

４月 １日 ４月19日 まで 氏名 ○○○○ 印

令和 年 令和 年 から 令和 年 月 日

令和 年 月分 円 円 職名

月 日 月 日 まで 氏名 印

令和 年 令和 年 から 令和 年 月 日

令和 年 月分 円 円 職名

月 日 月 日 まで 氏名 印

令和 年 令和 年 から 令和 年 月 日

令和 年 月分 円 円 職名

月 日 月 日 まで 氏名 印

令和 年 令和 年 から 令和 年 月 日

令和 年 月分 円 円 職名

月 日 月 日 まで 氏名 印

令和 年 令和 年 から 令和 年 月 日

令和 年 月分 円 円 職名

月 日 月 日 まで 氏名 印

記入上の注意

「届出提出（受理）年月日」欄には，届出提出日を記入し，その日が届出受理日と異なる場合にあっては，

届出受理日を（ ）書で付記する。

【様式：県職コミ文書庫・人事課・給与関係・単身赴任手当関係・単身赴任手当認定簿，事務職員協会HP事務様式集・諸手当関係・単身赴任手当認定簿】



- 12 -

単 身 赴 任 手 当

様式給第12号 令和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ

№

記 入 者

１ ２ 給 与 手 当 報 告 書 １ 給与支払管理者

１ ２

作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 支給開始年月日 単 身 赴 任 手 当

作 成 所 属 名 氏 名 年

正 ページ 理

号

区 番 コ 年 月 通 勤 距 離 交 通 距 離

№ 職 員 番 号

作 成所属コード

ー

分 号

ド

3 9 10 13 15 21 22 24 72 77

（例１） ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 通勤距離196.7km，交通距離321.8km：認定済

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ １ ９ ６ ７ ０ ３ ２ １ ８

（例２） ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 支給対象者でなくなる場合（支給要件喪失）：認定済

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（例３） ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ 通勤距離88.9km，交通距離103.2km：認定済

○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ０ ０ ８ ８ ９ ０ １ ０ ３ ２

（注）「支給開始年月」は，省略すると給与支給月（当月）が認定される。

０ ４

この手当の停止または開始の入力は「諸手当停開報告書」による。ただし，採用または所属異動

０ ５ により新たに認定する場合は「開始」の入力は必要ない。

１ ３

１ ４

出 力 時 間 2000/ / ： ： 件数 件 枚中 枚目
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様式給第17号 令和○ ○ 年 ○ ○ 月分 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○日

点 検 者
ｶｰﾄﾞ

№

諸 手 当 停 開 報 告 書 記 入 者
給与支払管理者

１ ２

１ ７ 作 成 所 属 名 ○ ○ ○ 高 等 学 校

修 整 支給開始年月日 支 給 停 開 項 目

作 成 所 属 名 氏 名 年 管 農 定 産 通 月 単

正 ページ 理 号 理 額 身
改 通 教 勤

特 赴
コ 年 月 職

勤 任
区 番 手 手 手 手

作成所属コード № 職 員 番 号

ー

手 手 手

ド 当 当 当 当 当 当 当
分 号

3 9 10 13 15 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ ２ 手当支給を開始する場合は「２」を記入する

例 ○ ○ ○ 高 等 学 校 ○ ○ ○ ○ ○

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ２ ０ ０ １ ０ ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ５ ○ ○ ０ ４ １ 手当支給を停止する場合は「１」を記入する。

０ ３ ※ 停止の状態が２ヵ月以上続く場合，停止が始まった月だけ報告すれば

０ ４ 翌月以降の報告は不要である。

０ ５

０ ６ ※ 勤務しなかった等の理由により，一時的に手当支給を停止する場合は「１」を

０ ７ 再び手当支給を開始する場合は「２」を記入する。

０ ８

０ ９

０ ０

０ １

０ ２

０ ３

０ ４

０ ５

出 力 時 間 2000/ / ： ：

件数 件 枚中 枚目
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単 位 事 務 名

退 職 手 当

根 拠 及 び 鹿児島県職員の給与に関する条例 【職員給与条例第18条】

参 考 法 令 鹿児島県学校職員の給与に関する条例 【学校職員給与条例第10条】

鹿児島県職員退職手当支給条例 【昭和28年10月31日条例第54号】

鹿児島県学校職員の退職手当の支給に関する規則 【平成18年３月31日規則11号】

退職手当の請求手続等の取扱いについて（通知） 【平成22年10月25日鹿教教第300号】

退職手当に係る退職者報告書等の一部変更について（通知）

【令和２年10月22日鹿教教405号】

鹿児島県学校職員の定年等に関する条例 【昭和59年３月31日条例第30号】

失業者の退職手当支給規則

雇用保険法

労働基準法

項 目 処 理 方 法

退 職 手 当 の １ 一般の退職手当（支給条例第２条の３・第３条・４条・５条）

種 類 ２ 失業者の退職手当（支給条例第９条）

３ 予告を受けない退職者の退職手当（支給条例第８条の２）

職員の退職が労働基準法第20条及び第21条又は船員法第46条の規定に該当する場合に

おけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は，一般の退職手当に含まれ

るものとする。ただし，一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たない

ときは，一般の退職手当のほか，その差額に相当する金額を退職手当ととして支して支

給する。

一 般 の 退 職 手 当

支 給 要 件 １ 退職手当は職員が退職した場合にはその者に，死亡した場合にはその遺族に支給する。

（支給条例第２条）

２ 退職手当の支給制限等 （支給条例第11，18条）

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地公法第28条第４項の規定により失職（地公法第16条第１号に該当する場合を除く｡)

又はこれに準ずる退職をした者

(3) 職員が退職した場合（第11条第１項各号のいずれかに該当する場合を除く。）にお

いて，その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは，この条例の規定に

よる退職手当は支給しない。

（通算する定めのある国，地方公共団体の職員を含む。）



- 2 -

項 目 処 理 方 法

３ 次の場合は支給を差し止める処分を行う。（支給条例第12条）

(1) 刑事事件に関して起訴をされた場合に，その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

支 給 額 退職日給料月額 × 支給率 ＋ 退職手当の調整額 ＝ 退職手当額

退職手当の基本額

１ 退職日給料月額には，教職調整額及び給料の調整額を含む。

２ 支給率・・・勤続年数別・退職理由別に定めてある。（別表 退職手当早見表を参照）

３ 勤続年数計算の要点

(1) 職員となった日の属する月から，退職した日の属する月までとし，一年未満の端数

は切り捨てる。（通算，除算後）

(2) 休職，停職，育児休業の期間は１／２（平成４年４月１日以降に終期のある０歳児

育児休業は１／３）除算する。但し公務上傷病の休職は除算しない。また登録職員団

体専従の休職は期間除算する。

(3) 通算規定のある国・県・地方公共団体から，引き続き職員となった場合通算する｡

但し退職手当に相当する給与を支給されている期間は含まない。

(4) 地方公社職員，公庫職員，退職手当法施行令第６条及び第９条の２の職員の期間。

※ 在職期間が６月以上１年未満の場合は１年とする。

４ 退職手当の調整月額（支給条例第６条の４）

１号区分 65,000円 ２号区分 59,550円 ３号区分 54,150円 ４号区分 43,350円

５号区分 32,500円 ６号区分 27,100円 ７号区分 21,700円 ８号区分 零

請 求 手 続 １ 退職者の提出書類

(1) 退職予定者又は退職者（死亡退職の場合は，その遺族とする。以下同じ）は，次の

表の各区分に応じた提出書類に必要事項を記入の上，退職時の所属長に提出すること。

区 分 提 出 書 類

一般職員 ・退職手当報告書１（様式第２号）

臨時的任用職員及び死亡 ・退職所得の受給に関する申告書（様式第４号）

退職者の遺族を除く

臨時的任用職員 ・退職手当報告書２（様式第３号）

・退職所得の受給に関する申告書（様式第４号）

死亡退職者の遺族 ・退職手当報告書２（様式第３号）

・戸籍謄本

(2) 次の表の左欄に該当する者は，当該右欄に掲げる提出を必要とする書類を(1)の表に

掲げる提出書類に添付すること。
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項 目 処 理 方 法

該 当 す る 者 提 出 を 必 要 と す る 書 類

退職後に氏名を変更した者 ・戸籍抄本

・主治医師及び公的医療機関の医師による診断書

（地方公務員等共済組合法施行令の別表１に該

公務外の傷病により退職した者 当する障害の状態が判定できる医療経過及び所

見を記載したもの。）

ただし，公立学校共済組合が交付する「障害程

度の認定書」の写しがあれば，診断書の提出は

不要

・生計関係申立書（様式第５号）

・総代者選任届（様式第６号）

死亡退職者の遺族 ただし，手当の支給を受けるべき同順位の遺族

（配偶者以外の遺族の場合） が２人以上の場合で総代者を定めた場合に限る。

・印鑑登録証明書

総代者を定めた場合で，総代者以外の者は提出

すること

該 当 す る 者 提 出 を 必 要 と す る 書 類

鹿児島県の知事部局・各種委員 ・任命権者による履歴証明書

会事務局（教育委員会事務局を ・任命権者等による退職手当支給有無証明書

除く。）・警察等の各職員，条 （様式第７号）

例第７条に規定する国又は他の （当該職員の退職の際の退職手当又は退職手当

地方公共団体の職員・地方公社 に相当する給与の支給有無証明）

・休職指定法人・特定地方独立

行政法人・一般地方独立行政法

人・移行型一般地方独立行政・

公庫等（国立大学法人）の職員

として在職期間がある者

２ 退職時の所属長の提出書類

退職時の所属長等は，１により提出のあった書類について必要事項が記入されている

かどうかを確認の上，次の表の各区分に応じて提出すること。

なお，１の提出書類以外に提出書類がある場合は，必要事項を記入して提出すること。

区 分 提 出 書 類 提 出 先

市町村立学校職員 ・１ の提出書類 所轄教育事務所長

（県費負担教職員）

県立学校職員 ・１ の提出書類 教職員課長

・退職者報告書(様式第１号）

教育委員会事務局職員 ・１ の提出書類 総務福利課長

学校以外の教育機関

の職員を含む。 ・退職者報告書(様式第１号)
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処 理 処 理 方 法

３ 教育事務所長及び総務福利課長の提出書類

教育事務所長及び総務福利課長は，２により提出のあった書類について，必要事項が

記入されているかどうかを確認の上，次の表の各区分に応じて提出すること。

なお，２の提出書類以外に提出書類がある場合は，必要事項を記入して提出すること。

提 出 者 提 出 書 類 提 出 先

・２ の提出書類

教育事務所長 ・退職者報告書(様式第１号)

・履歴カードの写し

（履歴証明すること） 教職員課長

・２ の提出書類

総務福利課長 ・人事記録カードの写し

（履歴証明すること）

４ 提出期限

退職日が事前に把握できる職員については，定年・勧奨等で提出期限が別途指定される

場合（年度末退職者）を除き，提出書類を当該職員の退職日の１か月前から退職日までの

間に教職員課長に提出すること。

ただし，死亡等による予期し得ない退職の場合は，提出書類が整い次第，速やかに提出

すること。

５ 退職手当額の決定・通知

教職員課長は，退職手当額を決定した時は，退職手当額決定通知書（様式第10号）を退

職者（死亡退職の場合は，その遺族）に交付する。

時 効 退職（死亡）の日後５年間

退 職 手 当 の 鹿児島県職員退職手当支給条例第２条第４項の「特別の事情がある場合」とは，次に掲

支 払 期 限 げる場合等をいうものとし，これらの場合には，退職日から起算して１月以上の支払がで

きないことがある。

(1) 死亡等による予期し得ない退職のため，事前に退職手当の支給手続を行うことがで

きなかった場合等であって，退職手当の支給手続に相当な時間を要するとき。

(2) 鹿児島県職員退職手当支給条例第７条第５項の規定により，職員としての引き続い

た在職期間に含むものとされる地方公務員又は国家公務員としての引き続いた在職期

間があると考えられる場合等であって，その確認に相当な時間を要するとき。

(3) 提出書類を定められた期限までに提出しなかったとき。
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項 目 処 理 方 法

退職手当の請求手続等流れ図

区分 請 求 手 続 等 流 れ 図

市

町 教 育 事 務 所

村

立 学 校 長 履歴カード 教 職 員 課

学 （履歴証明）

校

職

員 提（

添付書類

県 出 (証明書類等)

費

負

担 退職者

教

職

員）

県 教 職 員 課

学 校 長

立 勤務記録カード

（履歴証明）

学

提

校 添付書類

出 (証明書類等)

職

員 退職者

教 総 務 福 利 課

育 所 属 長

委 人事記録カード 教 職 員 課

員 （履歴証明）

会

事

務 提

局 添付書類

職 出 (証明書類等)

員

退職者
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別表１ 退職手当支給率早見表 (平成３０年１月１日以降)

法 第 ３ 条 法 第 ４ 条 法 第 ５ 条

勤 自 亡期定

（ （

公 亡期定

（

務整 亡期定

（

・終年十 通務 ・終年十 上理 ・終年二
己 通了・一 勤外 通了・一 死・ 通了・十

続 勤・応年 傷傷 勤・応年 亡応 勤・応五
都 傷事募未 病病 傷自募以 ・募 傷自募年

病務認満 を 病己認上 公認 病己認以
年 合 等都定勤 除 等都定二 務定 等都定上

合退続 く 合退十 上退 合退勤
退職

） ）

退職五 傷職 退職続
数 職

（

職

（

年 病

（

職

（ ）

・一 ・一未 二 ・一
公号 公号満 号 公号
務

）

務

）

勤

）

務

）

外・ 外・続 ・ 外・
死任 死任

）

公 死任
年
1 0.5022 0.837 0.837 1.255(3.6a)
2 1.0044 1.674 1.674 2.511(4.5a)
3 1.5066 2.511 2.511 3.7655(5.4a)
4 2.0088 3.348 3.348 5.022(5.4a)
5 2.511 4.185 4.185 6.2775
6 3.0132 5.022 5.022 7.533
7 3.5154 5.859 5.859 8.7885
8 4.0176 6.696 6.696 10.044
9 4.5198 7.533 7.533 11.2995
10 5.022 8.37 8.37 12.555
11 7.43256 9.2907 11.613375 13.93605
12 8.16912 10.2114 12.76425 15.3171
13 8.90568 11.1321 13.915125 16.69815
14 9.64224 12.0528 15.066 18.0792
15 10.3788 12.9735 16.216875 19.46025
16 12.88143 14.3127 17.890875 20.8413
17 14.08671 15.6519 19.564875 22.22235
18 15.29199 16.9911 21.238875 23.6034
19 16.49727 18.3303 22.912875 24.98445
20 19.6695 19.6695 24.586875 26.3655
21 21.3435 21.3435 26.260875 27.74655
22 23.0175 23.0175 27.934875 29.1276
23 24.6915 24.6915 29.608875 30.50865
24 26.3655 26.3655 31.282875 31.8897
25 28.0395 28.0395 33.27075 33.27075
26 29.3787 29.3787 34.77735 34.77735
27 30.7179 30.7179 36.28395 36.28395
28 32.0571 32.0571 37.79055 37.79055
29 33.3963 33.3963 39.29715 39.29715
30 34.7355 34.7355 40.80375 40.80375
31 35.7399 35.7399 42.31035 42.31035
32 36.7443 36.7443 43.81695 43.81695
33 37.7487 37.7487 45.32355 45.32355
34 38.7531 38.7531 46.83015 46.83015
35 39.7575 39.7575 47.709 47.709
36 40.7619 40.7619 47.709 47.709
37 41.7663 41.7663 47.709 47.709
38 42.7707 42.7707 47.709 47.709
39 43.7751 43.7751 47.709 47.709
40 44.7795 44.7795 47.709 47.709
41 45.7839 45.7839 47.709 47.709
42 46.7883 46.7883 47.709 47.709
43 47.709 47.709 47.709 47.709
44 47.709 47.709 47.709 47.709
45 47.709 47.709 47.709 47.709

（注１）（ ）内は、第６条の５の最低保障である。
（注２）aは基本給月額であり，俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当(又はこれに相当

する手当)の月額合計額をいう。
（注３）法附則第21項から第23項まで及び昭和48年法律第30号附則第５項から第７項による退職手当の基

本額の調整（83.7／100）を含めた計数である。
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単 位 事 務 名

日 直 代 行 員 等 業 務 委 託

根 拠 及 び １ 歳出予算科目賃金の削除（背景）

参 考 法 令 平成31年3月29日に官報(号外63号 地方自治法施行規則の一部を改正す

る総務省令37号)が公告され、令和2年4月1日より地方財務の歳出予算科目

（創設の背景） の28節のうち7節賃金が削除となった。

２ 委託料による業務の継続

１により日直代行等の業務は令和２年度から委託業務として継続する。

（令和２年３月１６日総務福利課経理主幹事務連絡）

項 目 処 理 方 法

業 務 委 託 総務福利課事務連絡 （令和２年３月１６日総務福利課経理主幹事務連絡）

業務委託の方法は次の何れかによることを想定。

１ 現在雇用している臨時職員と引き続き個人委託（「お願い委託」）に

よる業務委託

２ 配分予算の範囲内で民間会社等との業務委託

事務処理の流れ お願い委託の事務処理は次のとおりとし、民間会社等との契約は県会計

（お願い委託） 規則等の定めによる。

① 日直代行等業務に係る単価契約の執行伺い （参考１）

・起案日は財政課の業務委託料の単価通知日以降とする。

（概ね当初予算可決日）

・見積書及び見積執行調書の作成は省略する。

② 推薦委員会 （参考２）

③ 指名通知 （参考３）

④ 契約締結 （参考４）

⑤ 県警への照会 （参考５）

（注意事項）

ア 財政課の「個人委託に係る業務委託料の単価通知」により委託料額の

単価を決定する。

イ １日の勤務時間は６時間３０分である。

なお、勤務時間は学校の実情で決定する。

ウ 新年度に係る事務手続きは③指名通知までが旧年度中に可能である。

なお、H30.12会計課だより（第10号） を参考のこと。



- 2 -

項 目 処 理 方 法

契約書等の作成 執行伺いの主な記載事項例は次のとおりとする。

委託業務名 令和○年度 ○○学校日直代行業務委託

契約の種類 単価契約（日額 ○○円）

※ 委託料の単価は、財政課通知の「個人委託に係る○○委託料

の単価」による。

契 約 方 法 随意契約

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号及び鹿児島県

契約規則施行指針第24条関係第2項第13号

１者随意契約理由

本業務は週休日及び祝日における学校の施錠・解錠・校内巡

視等のため・・・（学校の実情に応じて記載）。

契約保証金 免除

（鹿児島県契約規則第33条第１項第９号による）

委託料単価に係る見積書及び見積執行調書作成省略の記載

委託料の単価は財政課通知「個人委託に係る○○委託料の単

価」によるため見積書及び見積執行調書の作成は省略する。

（鹿児島県契約規則第24条第４項第２号による）

業務委託契約書（案）の記載例は次のとおりとする。

業務委託契約書（案） （参考１）

業務委託料 第８条（業務委託料の支払い）については、請求書を受理し

た日から14日以内とあるが、受託者との協議により毎月７日と

することができる。

契約の解除 第11条（契約の解除）第５項による県警への照会については

県警察本部からの通知を参照のこと。 （参考６）

仕 様 書 仕様書及び日直代行等業務委託内容は、各学校の実情により

適宜作成のこと。 （参考１）

業務履行の流れ 令和２年４月以降の日直代行業務委託事業の流れ

受託者（委託業者） （学 校）

・扶養控除等異動申告書 ・所得税徴収／年末調整

・・・契約後提出

・日直等（業務日誌）記録簿 ・勤務日の日直等業務確認

・・・勤務日毎に報告

・委託業務終了報告書及び請求書 ・履行確認／業務委託料支払い

・・・毎月末に提出



①執行伺起案

決裁区分 取扱区分
起案日は財政課の単価通知日に
合わせるかそれ以降 分類記号 Ｃ ３ １

甲
保存期間 ５年

起 案 令和 年 月 日 決 裁 日 付 印
浄 書

○○ 学校

校 合
起 案 者 ○○

電話内線 公印取

処理期限 令和 年 月 日 扱主任

告示・公告 第 号
例 文 承 認

校長 教頭 事務長 事務次長 係

令和○年度日直代行員業務委託の執行について（伺い）

このことについて，下記のとおり執行してよろしいか。

記

１ 委託業務名 令和○年度○○学校日直代行員業務委託

２ 委 託 目 的 ○○学校における日直代行員業務

３ 履 行 期 間 令和○年４月○日から令和○年３月31日まで

４ 契約の種類 単価契約（日額6,000円）

※委託料の単価は,財政課通知の「個人委託にかかる日直代行委託料の単価」による｡

５ 予 算 科 目 総務福利課 10教育費 04高等学校費 02全日制高等学校管理費 12委託料



①執行伺起案

６ 予 算 額 ○○○円（6,000円×○日）

７ 契 約 方 法 随意契約（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号及び鹿児

島県契約規則施行指針第24条関係第２項第13号）

８ 1者随意契約理由 本業務は，週休日及び祝日における学校の施錠・解錠，校内巡

視等であるため～（学校の実情に応じて記載してください。）

９ 契約の相手方 推薦委員会の推薦による

10 契約書(案) 別紙のとおり

11 契約保証金 免除(県契約規則第33条第1項第９号による)

※ 委託料の単価は，財政課通知の「個人委託にかかる○○委託料の単価」によるた

め見積書及び見積執行調書の作成は省略する。

（鹿児島県契約規則第24条第４項第２号）
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業務委託単価契約書（案）

１ 委託業務の目的 日直代行員業務

２ 履 行 期 間 令和○年４月○日から令和○年３月31日まで

３ 業 務 委 託 料 １日につき ６，０００円

４ 契 約 保 証 金 免除

５ 履 行 場 所 鹿児島県立○○学校

上記の委託業務について，委託者 鹿児島県（以下「甲」という。）と受託者 （以下「乙」

という。）との間において，次の条項により委託契約を締結する。

（総則）

第１条 乙は，別紙の仕様書に基づき，頭書の業務委託料をもって，頭書の履行期間の間，委託業務

を行わなければならない。

２ 前項の仕様書に明示されていない事項については，甲乙協議して定めるものとする。

（権利義務の譲渡等）

第２条 乙は，この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。

（再委託の禁止）

第３条 乙は，委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。ただし，甲の書面による承諾を

得たときは，この限りでない。

（業務内容の変更等）

第４条 甲は，必要がある場合には，委託業務の内容を変更し，又は委託業務を一時中止することが

できる。この場合において，業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは，甲乙協議して

これを定めるものとする。

２ 前項の場合において，乙が損害を受けたときは，甲は，その損害を賠償しなければならない。こ

の場合において，賠償額は，甲乙協議して定めるものとする。

（事情変更による業務委託料の変更）

第５条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物

価又は賃金に著しい変動を生じ，そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるとき

は，甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。

（損害のために必要を生じた経費の負担）

第６条 委託業務の処理に関し，発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のた

めに必要を生じた経費は，乙が負担するものとする。ただし，その損害の発生が甲の責めに帰すべ

き理由による場合においては，この限りでない。

（検査）

第７条 乙は，毎月の委託業務を終了したときは，遅滞なく，甲に対して当該月分委託業務報告書を

提出しなければならない。

２ 甲は，前項の委託業務報告書を受理したときは，その日から10日以内に，乙又はその代理人の立
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会いのもとに，委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。ただし，乙又はその

代理人が立ち会わないときは，欠席のまま検査できる。この場合において，乙は検査の結果につい

て異議を申し立てることができない。

３ 乙は，前項の検査の結果不合格となり，補正を命ぜられたときは，遅滞なく当該補正を行い，再

検査を受けなければならない。

４ 第１項及び第２項の規定は，前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。

（業務委託料の支払）

第８条 乙は，前条第２項及び第３項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは，甲

に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。

２ 甲は，前項の書面を受理したときは，その日から15日以内に業務委託料を支払うものとする。

（支払遅延に対する遅延利息）

第９条 甲がその責めに帰すべき理由により前条第２項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一

部を支払わない場合は，甲は，乙に対して遅延利息を支払うものとする。

２ 前項の遅延利息の額は，支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ，未支払業務委

託料の額に対して年○○パーセントの割合で計算した額とする。

（法令等の遵守）

第10条 乙は，業務に従事する者を指揮，監督し，労働基準法，職業安定法，その他使用者として法

令に規定されたすべての業務を遵守するとともに，責任をもってこれを履行しなければならない。

（契約の解除）

第11条 甲は，乙が次の各号の一に該当するときは，書面により乙に通知して，この契約を解除する

ことができる。

(1) 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 第２条及び第３条の規定に違反したとき。

(3) 前２号のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達することができないと

認められるとき。

(4) 法令に違反して，行政処分を受け，又は罰金等の刑に処せられたとき。

(5) 乙（乙が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）

が次のいずれかに該当するとき。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規

定する暴力団（以下この号において「暴力団」という。）であると認められるとき。

イ 乙が，鹿児島県暴力団排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）第２条第３号に規定する暴

力団員等（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。

ウ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与していると認められるとき。

エ 自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，

暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。

オ 乙が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，物品

その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の

維持運営に協力し，又は関与していると認められるとき。

カ 乙が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

キ 乙が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用
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していると認められるとき。

ク 再委託契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がアからキまで

のいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。

ケ 乙が，アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材，原材料の購入契約その

他の契約の相手方としていた場合（クに該当する場合を除く。）に，甲が乙に対して当該契約

の解除を求め，乙がこれに従わなかったとき。

２ 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは，乙は，業務委託料の額の100分の10に相応す

る額を違約金として，甲の指定する日時までに，支払うものとする。ただし，乙の責めに帰するこ

とのできない事由によるものであるときは，この限りでない。

３ 甲は，第１項の規定によりこの契約を解除した場合において，必要があると認めるときは，委託

業務の一部完了額を払うものとし，その支払金額は，甲乙協議して決定するものとする。

（秘密の保護）

第12条 乙は，委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

２ 乙は，委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報（個人に関する情報であって，特定の個人が識

別され，又は識別され得るものをいう。）であるときは，別記「個人情報取扱特記事項」に従い，

その取扱いを適正に行わなければならない。

（委託業務の調査等）

第13条 甲は，必要と認めるときは，乙に対して委託業務の処理状況について調査し，又は報告を求

めることができる。

（契約に関する紛争等の解決）

第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については，甲乙協議して定めるもの

とする。

この契約の締結を証するため，本契約書を２通作成し，甲乙記名押印のうえ，各自１通を保持する。

令和 年 月 日

甲 鹿児島県

契約担当者 ○○市○○ ○丁目

鹿児島県立○○学校

校長 ○○ ○○  

乙 ○○市○○ ○○番地○

○ ○  
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個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は，個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき個人情報（個人に関する

情報であって，特定の個人が識別され，又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要

性を認識し，この契約による業務の実施に当たっては，個人の権利利益を侵害することのないよう，

個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

（秘密の保持）

第２ 乙は，この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不

当な目的に利用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後においても，同様とする。

２ 乙は，この業務に従事している者（以下「従事者」という。）に対して，在職中及び退職後にお

いて，この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な

目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに，業務

を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう，従事者に対して必要かつ適切な監

督を行わなければならない。

（保有の制限等）

第３ 乙は，この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは，その業務の目的を明確に

するとともに，業務の目的の達成に必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければなら

ない。

２ 乙は，この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報

を取得するときは，あらかじめ，本人に対し，業務の目的を明示しなければならない。

（適正管理）

第４ 乙は，この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい，滅失又は毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（利用及び提供の制限）

第５ 乙は，甲の指示又は承認があるときを除き，この契約による業務に関して知り得た個人情報を

契約の目的以外の目的のために自ら利用し，又は提供してはならない。

（持ち出しの禁止）

第６ 乙は，甲の指示があるときを除き，乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている

事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。

（複写，複製の禁止）

第７ 乙は，甲の承認があるときを除き，この契約による業務を処理するために甲から引き渡された

個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

第８ 乙は，甲の承認があるときを除き，この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者（受注

者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）を

含む。）に委託し，又は請け負わせてはならない。なお，再委託先が再々委託を行う場合以降も同

様とする。

２ 乙は，正当な理由により前項の承認を得た場合は，前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務

を遵守させるとともに，甲に対して，前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。
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（派遣労働者等の利用時の措置）

第９ 乙は，この契約による業務を派遣労働者，契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は，正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

２ 乙は，甲に対して，正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとす

る。

（資料等の返還等）

第10 乙は，この契約による業務を処理するために甲から引き渡され，又は自らが収集し，若しくは

作成した個人情報が記録された資料等は，業務完了後直ちに甲に返還し，又は 引き渡すものとす

る。ただし，甲が別に指示したときは，その指示に従うものとする。

２ 乙は，この契約による業務に関して知り得た個人情報について，保有する必要がなくなったとき

は，確実かつ速やかに廃棄し，又は消去しなければならない。

（報告義務）

第11 乙は，甲から求めがあったときは，この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければな

らない。

（事故報告）

第12 乙は，この契約に違反する事態が生じ，又は生じるおそれがあることを知ったときは，直ちに

甲に報告し，甲の指示に従わなければならない。

（監査及び実地調査）

第13 甲は，乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況につい

て，この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため，乙に対

して，監査又は随時，実地に調査することができる。

（指示）

第14 甲は，乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について，その取扱

いが不適当と認められるときは，乙に対して必要な指示を行うことができ，乙はこれに従わなけれ

ばならない。

(契約解除及び損害賠償)

第15 甲は，乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは，契約の解除又は

損害賠償の請求をすることができる。

２ 乙は，前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても，甲に対して，その損

害の賠償を求めることはできない。

（漏えい等が発生した場合の責任）

第16 乙は，この契約による業務に係る個人情報の漏えい，滅失又は毀損その他の事態が発生した場

合において，その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは，その損害を賠償

しなければならない。

（注）１ 「甲」は委託者である県を，「乙」は受託者をいう。

２ 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し，又は不要な事項は省略して差し支

えないものとする。
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※各学校の実情に合わせて適宜作成すること。

仕 様 書

１ 委託業務名 ○○業務委託

２ 業務の目的 ○○学校における日直代行員業務

３ 履行期間 令和○年４月○日から令和○年３月31日まで

４ 履行場所 鹿児島県立○○学校

５ 委託料単価(日額) １日につき６，０００円

６ 業務従事日数 ○○日（毎月の従事日は，従事する前月までに学校長が指定する）

７ 勤務時間 ６時間30分（午前９時00分～午後４時30分（休憩１時間を含む））

８ 業務内容 別紙のとおり



※各学校の実情に合わせて適宜作成すること。

日直代行員業務委託内容

鹿児島県立○○学校日直代行員の業務は，次のとおりとする。

１ 勤務日及び勤務時間

（１）土，日，祝日

（２）学校長が指定した日（勤務の振替日）

（３）勤務時間は，午前９時００分から午後４時３０分までとする。

２ 令和○年４月～令和○年３月の勤務予定日

別紙のとおり

但し，毎月の従事日は，従事する前月までに学校長が指定する。

３ 業務内容

（１）学校施設保全巡視（戸締まり，電灯，換気扇，水道，火気）

① 定期巡視

第１回9 ：30～10：00 第２回13：00～13：30 第３回15：30～16：00

② 不定期巡視

適宜随意

（２）新聞・郵便物等の受領及び保管

（３）生徒の部活動状況把握

（４）施設設備及び書類保全監視と電話対応，来客接待

① 来校者確認

職員…必ず退校予定時間を確認すること

生徒…氏名と要件確認

一般…要件の確認と「訪問者受付簿」の記載依頼

② 電話の応対

職員及び生徒の住所及び電話番号等の照会には，緊急事態を除いて応じないこと

（平日に問い合わせをお願いすること）

４ 業務内容の履行

（１）機械警備の解除とセット

新聞，郵便物等の保管

業務日誌の記録 … 連絡事項がある場合は別途記載

（２）施設施錠，戸締まり確認と書類及び県有財産の保全管理

（３）ＦＡＸ送信されたもので至急扱いの場合「緊急」の連絡のこと

（４）引継退校

残留職員がいないか確認した上で機械警備をセットし，正門と西門を閉門して退出

すること。



②推薦委員会

推 薦 委 員 会 会 議 録

会議日 令和○年３月○日 職 名 氏 名 印

場 所 ○○学校校長室 委員長 校 長

会 議 令和○年度○○学校日直代行員業 委員 教 頭

務委託に係る契約の相手方の推薦

件 名 について 委員 事務長

委員

委員

推 薦 業 者

住 所 氏 名 備 考

会 議 内 容

○○氏は，令和○年から○年間日直代行員として雇用されており～，

（学校の実情に応じて記載してください。）

指名業者の選定

上記のとおり指名業者を決定する。

令和○年３月○日

鹿児島県立○○学校長 ○○ 印



③指名通知

決裁区分 取扱区分
指名通知までは旧年度中にできる。

分類記号 Ｃ ３ １
甲

保存期間 ５年

起 案 令和 年 月 日 決 裁 日 付 印
浄 書

○○学校

校 合
起 案 者 ○○

電話内線 公印取

処理期限 令和 年 月 日 扱主任

告示・公告 第 号
例 文 承 認

校長 教頭 事務長 事務次長 係

日直代行員業務委託に係る承諾書等について（伺い）

このことについて，別案により指名通知の上，承諾書等を徴してよろしいか。



③指名通知

「契約書」「免税事業者届出書」

も同封して送付する。

令和○年３月○日

○○ ○○ 殿

鹿児島県立○○学校

校 長 ○○ ○○ 印

令和○年度日直代行員業務委託に係る承諾書等の提出について（通知）

このことについて，あなたを下記の業務に係る契約の相手方として指名しましたので，

別添仕様書の内容を承知のうえで業務受託される場合は，別紙承諾書及び誓約書を令和○

年４月○日までに提出してください。

また，契約書に記名押印して併せて提出してください。

記

１ 委 託 業 務 日直代行員業務委託

２ 契 約 期 間 令和○年４月○日から令和○年３月31日まで

３ 委託料単価 １日につき６，０００円



承 諾 書

令和 年 月 日

鹿児島県立○○学校

校 長 ○○ ○○ 殿

住所

氏名 印

下記のとおり，令和○年度○○学校日直代行員業務委託を承諾します。

記

１ 契約期間

令和○年４月○日～令和○年３月31日

２ 契約単価

勤務１日につき６，０００円

３ 業務内容

仕様書のとおり



③指名通知

誓 約 書

私は，下記の事項について誓約します。

なお，鹿児島県が必要な場合には，鹿児島県警察本部に照会することを承諾し，照会で確認

された情報は，今後，私が鹿児島県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意

します。

記

１ 自己又は自社の役員等が，次のいずれにも該当する者ではありません。

 暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）第２条第３号に

規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）

 自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等を利用している者

 暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，物品そ

の他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団

の維持運営に協力し，又は関与している者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用し

ている者

２ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で

はありません。

令和 年 月 日

鹿児島県

契約担当者

鹿児島県立○○学校

校長 ○○ ○○ 殿

住 所

氏 名

（注）１ 自己及び自社の役員等の名簿（裏面）を作成してください。名簿に記載されている情報は，

鹿児島県が鹿児島県警察本部に照会する際に利用することがあります。

２ 「役員等」とは，次に掲げる者をいいます。

ア 法人にあっては，非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所その他これら

に準ずるものをいう。以下ウにおいて同じ。）を代表する者その他いかなる名称を有する

ものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

イ 法人格を有しない団体にあっては，代表者，理事その他アに掲げる者と同等の責任を有

する者

ウ 個人にあっては，その者，営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであ

るかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者



③指名通知

役 員 等 名 簿

【商号・名称】

令和 年 月 日現在

（ふりがな）

役 職 名 氏 名 性別 生年月日 住 所



④契約締結

決裁区分 取扱区分

分類記号 Ｃ ３ １
甲

保存期間 ５年

起 案 令和 年 月 日 決 裁 日 付 印
浄 書

○○学校

校 合
起 案 者 ○○

電話内線 公印取

処理期限 令和 年 月 日 扱主任

告示・公告
第 号

例 文 承 認

校長 教頭 事務長 事務次長 係

出納員 検 令和 年 月 日

査 職・氏名 契約担当者

下

命

令和○年度日直代行員業務委託に係る単価契約の締結について（伺い）

このことについて，別紙「承諾書」のとおり相手方から承諾を受けたので，別添

「業務委託単価契約書」により契約を締結してよろしいか。

記

１ 契約の相手方 ○○ ○○ （鹿児島市○○○１２３－４）

２ 履 行 期 間 令和○年４月○日から令和○年３月31日まで

３ 契 約 単 価 １日につき６，０００円



⑤県警への照会

決裁区分 取扱区分

分類記号 Ｃ ３ １
甲

保存期間 ５年

起 案 令和 年 月 日 決 裁 日 付 印
浄 書

○○学校

校 合
起 案 者 ○○

公印取
電話内線

扱主任
処理期限 令和 年 月 日

告示・公告
第 号

例 文 承 認

校長 教頭 事務長 事務次長 係

日直代行員業務委託に係る契約の相手方に関する暴排措置対象法人等の当

否について（伺い）

このことについて，契約の相手の○○から別添のとおり誓約書が提出されたので，

「県が行う契約からの暴力団排除措置に関する事務取扱い」に基づき，別案により警

察本部へ照会してよろしいか。

※照会先：鹿児島県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴力排除係



⑥県警への照会
別記
第１号様式（第６条関係）

○○ 第 号
令和 年 月 日

鹿 児 島 県 警 察 本 部 長
（刑事部組織犯罪対策課長）殿

鹿児島県立○○学校
校 長 〇〇 〇〇

鹿児島県が行う契約等の相手方に関する暴排措置対象法人等の当否について
（照会）

鹿児島県が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書第６条第１項の規定に基づき，
下記の者が，第４条に規定する暴力団排除措置の対象となる法人等に該当するか否かにつ
いて照会します。

記

１ 照会を行う契約 日直代行員業務委託契約

２ 暴力団排除措置の根拠規定 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱
第８条

３ 照会事項

商号又は名称等

所 在 地

（ ふ り が な ）
役 職 名

氏 名
性別 生 年 月 日 住 所

（※記入せず）

商号又は名称等

所 在 地

（ ふ り が な ）
役 職 名

氏 名
性別 生 年 月 日 住 所

（※記入せず）

備 考 個人業務委託である。

連絡先 事務室
担 当 ○○ ○
電 話



- 1 -

単 位 事 務 名

Ａ Ｌ Ｔ 事 務 室 業 務

根 拠 及 び ＡＬＴ対応マニュアル（事務室業務編） 【平成24年 7月 鹿児島県教育委員会】

参 考 法 令 ＡＬＴ対応マニュアル（事務室業務編） 【令和２年10月 鹿児島県教育委員会】

項 目 処 理 方 法

各 種 手 続 １ 雇用保険

(1) 資格取得

ＡＬＴが被保険者となった日（契約開始日）の属する月の翌月１０日までに所管の

公共職業安定所に資格取得の届出を行うこと。

《提出書類》

① 雇用保険被保険者資格取得届出書

② 在留カード（写）

③ 委任状の写し

④ 労働者名簿

⑤ 出勤簿

⑥ 賃金台帳

(2) 資格喪失

ＡＬＴが被保険者の資格を失った日（契約満了日）の翌日から１０日以内に所轄の

公共職業安定所に資格喪失の届出を行うこと。

《提出書類》

① 雇用保険被保険者資格喪失届出書

② 労働者名簿

③ 委任状の写し

④ 出勤簿

⑤ 賃金台帳

⑥ 雇用保険被保険者離職証明書（本人が交付を希望しない場合は不要）

(3) 保険料の支払

６月１日から７月１０日までの間に労働保険概算・確定保険料申告書により，保険

料を算定し，払込を行うこと。

２ 厚生年金

(1) 資格取得

資格取得日（契約開始日）から５日以内に所轄の年金事務所に資格取得届出書を提

出すること。

《提出書類》

① 厚生年金保険被保険者資格取得届

② 年金手帳（持っている人のみ）

③ 在留カードの写し（年金手帳を持っていない人のみ）

(2) 資格喪失

資格喪失日（資格を失った日（契約満了日））の翌日から５日以内に所轄の年金

事務所に資格喪失届出書を提出する。
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項 目 処 理 方 法

各 種 手 続 《提出書類》

① 厚生年金保険被保険者資格喪失届

(3) 算定基礎届出

７月１日現在の被保険者が対象。４，５，６月に支払った報酬額，平均額等を記入

の上，標準報酬月額を算定し，７月１０日頃までに日本年金機構福岡広域事務センタ

ー（郵便番号812-8579※住所なしで郵便番号だけで届く）に提出する。

《提出書類》

被保険者報酬月額算定基礎届 【総括表は令和３年度より廃止】

(4) 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届（６月，１２月）

６月，１２月上旬頃，賞与支払届けの提出依頼が届く。

ＡＬＴには賞与は支払われないが，支払いがない場合でも０円で賞与支払届は

提出すること。

(5) 例月支払

支出負担行為・支出命令票による。

《証拠書類》

① 納付書

② 仕分書

③ 社会保険料徴収高明細表

３ 共済組合短期組合員

(1) 資格取得

令和４年10月１日から公立学校共済組合の短期組合員として資格取得（健康保険及

び福祉事業適用）。

《提出書類》

① 短期組合員資格取得届

② 雇用期間，就労時間，賃金等任用制度がわかるものの写し（辞令等）

(2) 資格喪失

《提出書類》

① 短期組合員退職届出書

② 返納する組合員証等

(3) 例月支払

支出負担行為・支出命令票による。

《証拠書類》

① 公立学校共済掛金・負担金振込日一覧等

詳細は「令和４年９月15日公共鹿第65号 地方公務員共済組合制度の適用拡大等に

伴う非常勤職員の共済掛金等の納付について（依頼）」，「令和４年９月29日教職

員課長地方公務員共済組合制度における非常勤職員への適用拡大等に伴う会計事務

処理について（通知）」参照
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項 目 処 理 方 法

４ 租税条約による納税免税

日本と租税条約を締結している国のＡＬＴは，所轄の税務署及び市町村長に対して

申請を行うことにより，所得税及び住民税が免除される場合がある。

「租税条約に関する届出書」により免除申請を行う必要があり，申請を行わなかっ

た場合は課税される。

なお，届出書の有効期間は１年間であり，再契約を行う場合，届出書を再提出し契

約期間の変更申請を行うこと。

(1) 申請時期：最初の報酬支払日までの間

(2) 申請書類

ア 税務署申請書類

（ｱ）１年目

① 租税条約に関する届出書

② 特典条項に関する付表

③ 居住者証明書＊アメリカから参加するＡＬＴのみ

④ 委任状の写し

⑤ パスポート（写し）

⑥ 在留カード（写し）

（ｲ）２年目

① 租税条約に関する届出書

② パスポート（写し）

③ ＶＩＳＡ（写し）

④ 住所確認書類（在留カード裏面又は運転免許証の写し）

⑤ 委任状の写し

イ 市町村申請書類（１，２年目共通）

① 非課税に関する届出書（様式は各市町村に確認してください）

② 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し

報 酬 等 １ 報酬額

＊所得税及び住民税は，上記報酬額から本人が負担する。

２ 報酬の計算方法

(1) 退職する場合

雇用条件第９条第２項及び第４項に基づき，日割計算により支給する。

(例)７月２５日付け退職のＡＬＴ報酬（１年目：２５日間従事）

280,000円 × 25/30 ＝ 233,333円

(例)８月１日付け退職のＡＬＴ報酬（２年目：１日間従事）

300,000円 × 1/30 ＝ 10,000円

(2) 新規雇用の場合

雇用条件第９条第３項及び第４項に基づき，日割計算により支給する。

(例)７月２５日付け雇用のＡＬＴ報酬（７日間従事）

280,000円 × 7/30 ＝ 65,333円

年　　額 月　　額

１　年　目 ３，３６０，０００円 ２８０，０００円

２　年　目 ３，６００，０００円 ３００，０００円

３　年　目 ３，９００，０００円 ３２５，０００円

４，５年目 ３，９６０，０００円 ３３０，０００円
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項 目 処 理 方 法

(3) 契約更新の場合

雇用条件第９条第３項及び第４項に基づき，日割計算の合算により支給する。

(例)２年目７月分のＡＬＴ報酬

１年目契約期間 H24年7月23日～H25年7月22日

２年目契約期間 H25年7月23日～H26年7月22日

（280,000円 × 22/30) ＋ （300,000円×(30-22)/30)

＝205,333円＋80,000円＝285,333円

※この際，端数が生じた場合には，途中での端数処理は行わず，最後に端数処理

（１円未満端数切捨）を行うこと。

３ 報酬の支給日

(1) 例月

毎月21日（ただし，その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは，その日前

においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日ではない日）

(2) 退職者

(例）８／１付け退職の場合

８／１付け起票，８／１付け支払い，「精算払い」で７月中に処理する。

(3) 新規雇用者

９月10日付け新規雇用者（Ａ日程来日者）及び９月14日付け新規雇用者（Ｂ日程来日

者）に係る報酬については，雇用条件第７条の２第１項に基づき同月21日に支給する。

ただし中途来日により，上記日程以外で来日した場合，原則毎月21日に支給するが，

報酬支給日以後の任用となった者については，来日オリエンテーション終了後，来鹿す

る日に支給する。口座振込払いが困難な場合は，資金前渡払いで対応する。）

＊採用日付は令和２年の例

４ 所得税及び住民税

(1) 租税条約適用者

ア 租税条約の適用により，所得税及び住民税が免除される者については，所管の税

務署及び市町村役場で免除申請を行うこと。アメリカとの租税条約改正に伴い令和

元年11月１日以降にアメリカから来日したＡＬＴについては通常どおり所得税を徴

収する。

イ 契約更新者は滞在から１年経過するたびに，免除申請を行うこと。

ウ 租税免除期間は各国とも２年を超えない期間に限られるので，来日して３年目以

降の者は課税されるため，報酬等は租税条約適用除外者と同じ扱いにすること。

(2) 租税条約適用除外者

所得税については，毎月の報酬から控除すること。

住民税については，６月上旬頃，市町村から納付書が送付されてくるので，本人に

確実に納付するよう指導すること。帰国時は収納済の領収書を実際に確認するなど

して，帰国後の支払い漏れを防止すること。

５ 雇用保険料

加入期間は契約期間と同じであるため，退職又は新規雇用にかかわらず，期間中は

報酬額に応じた保険料を控除すること。
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６ 短期組合員掛金

(1) 退職者

退職日が月末以外の場合は，退職月の報酬から保険料を控除しないこと。

(2) 新規雇用者

報酬が日割りとなる者も，採用月から１月分の保険料を控除すること。

なお，日割りによる報酬額が１月分の保険料を下回る場合は，翌月報酬から２月分

控除すること。

７ 例月支払

支出負担行為・支出命令票による。

《添付書類》

① 支給内訳書

② 委任状の写し

③ 口座振替申出書

住 居 １ 賃貸借契約

ＡＬＴの住居については，職員の住居手当の限度額に準じた額27,000円を県費で負

担する。

１年ごとに契約更新する方法と，１年ごとに新たに契約を締結し直す方法がある。

家主によって支払方法や契約更新の取り扱いが異なるので，契約内容については家

主と十分に協議の上，契約を行うこと。

２ 例月支払

支出負担行為・支出命令票による。

（1）支払方法

精算払

＊契約書の内容によっては精算払が適切であると会計課からの指摘があり（R3.8.19）

１か月前までの予告により当月の金額が確定する内容の契約書の場合は令和４年４月から

精算払により支払うこと（以前は前金払）。

（2）添付書類

① 請求書

② 契約書の写し

３ 教職員住宅への入居者

教職員住宅に入居するＡＬＴへの住宅費の補助は行わない。

教職員住宅の入居料は，報酬から控除できないので，総務福利課厚生係が発行する

納入通知書で月々本人に納入するよう指導すること。

物 品 １ 物品の購入

(1) 新規に購入又は更新できる物品（生活調度品）

冷蔵庫，洗濯機，掃除機
＊物品選定の際は，原則独身用のものとする。

(2) 所要額の要求
上記物品を新規に購入又は更新する必要が生じた場合は，事前に高校教育課へ連絡

後，別添「令達要求書」により要求すること。
全体の予算が不足する場合は，全体で調整を行うので購入後の要求は行わないこ

と。
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(3) 物品購入後の手続き

① 物品の出納命令（支出命令票又は支出負担行為・支出命令票）

↓

② 財務端末に登録する。（備品のみ）

２ 物品の貸付

ＡＬＴに貸し付ける備品については，貸付処理を行うこと。

① 借受を希望するＡＬＴから県有物品借受申請書を徴する。

↓

② 文書による貸付の決定をする。

↓

③ 物品貸付簿による出納命令をする。

↓

④ 県有物品借用書と引換えに物品の貸し付けをする。

↓

⑤ 財務端末に登録する。

３ 異動に伴う物品の保管転換

ＡＬＴの配置校変更等があった場合は，物品の保管転換処理を行うこと。

(1) 保管転換元

① 物品貸付簿で出納員へ返納する。

↓

② 物品出納命令簿（払出）で保管転換の決定後，払出の出納命令をする。

↓

③ 財務端末に登録する。

(2) 保管転換先

① 物品出納命令簿（受入）で保管転換（受入）の出納命令

↓

② 保管転換受領書を作成し，保管転換元の所属に送付

↓

③ 財務端末に登録

旅 費 １ 招致旅費

(1) 支給範囲

成田空港から所属まで

(2) 支払

支出負担行為・支出命令票による。

① 支払方法 精算払

② 証拠書類

・旅費請求書

・海外旅費請求内訳書

・旅費会社が発行する請求書（写）

・口座振替申出書

２ 学校訪問等旅費

(1) 支給範囲

要請訪問校への出張及び各種研修等への参加に係る旅費を支給する。判断に迷
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うような用務については，事前に高校教育課と協議すること。

(2) 支払

支出負担行為・支出命令票による。

① 支払方法 精算払

② 証拠書類

・旅費請求書

・公文の写し等

・口座振替申出書

３ 在住外国人日本語・日本文化研修旅費

(1) 「在住外国人日本語・日本文化研修」とは

新任ＡＬＴを対象に８月下旬頃，鹿児島県アジア・太平洋農村研修センターに

おいて行われる研修である。

研修施設に宿泊する研修であるため，宿泊料等の減額調整を行う。

(2) 支払

支出負担行為・支出命令票による。

① 支払い方法 精算払い OR 概算払い（ＡＬＴの希望による）

② 証拠書類

・旅費請求書

・宿泊料減額調整起案の写し

・公文の写し

４ 帰国旅費

(1) 支給要件

① 契約期間を満了していること。

② 契約期間満了日の翌日から１月以内に日本において雇用契約を結ばないこと。

③ 雇用期間満了日の翌日から１月を経過する日までに，帰国のために日本を出

発すること。

＊ ただし，契約期間の途中でも本人の責に因らない理由で帰国する場合で，

且つ，所属長がやむを得ないと認めたときは，帰国旅費を支給することが

できる。

(2) 支給範囲

原則として日本国内の最寄りの空港（帰国便が出ている空港）までの国内旅

費及び来日時に在外公館が指定した空港までの最短の旅費。

(3) 支払

支出負担行為・支出命令票による。

① 支払い方法 概算払い（２週間前から支払い可）

② 証拠書類

・旅費請求書

・海外旅費請求内訳書

・見積書

・帰国予定書

・口座振替申出書

＊帰国後必ず精算処理を行うこと。
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年 末 調 整 １ 年末調整

出納局会計課総務経理係が通知する「法定調書作成の手引き」を参考に，源泉徴収

票を作成し，本人及び市町村へ送付する。

次年の住民税の積算基礎となるため,市町村への報告漏れがないよう注意すること。

２ 還付

年末調整を行った結果，還付が生じた場合は，本人に還付する。（報酬，賃金等の

年末調整と同様の処理を行う。）

健 康 診 断 １ 健康診断の受診

ＡＬＴは，毎年度１回健康診断を受診しなければならない。

※ 宗教上の理由等により，ＡＬＴが受診を拒む時は，高校教育課に協議すること。

《参考》

☆労働安全衛生法 第６６条

「事業者は，労働者に対し，厚生労働省令で定めるところにより，医師による健康診断

を行わなければならない。」

☆学校保健法 第８条

「学校の設置者は，毎学年定期に，学校の職員の健康診断を行わなければならない」

２ 支払

支出負担行為支出命令による。

支払い方法 精算払

《添付書類》

① 請求書

② 事業完了届

③ 単価契約書（写）

※鹿児島県民総合保健センターで検査を行う場合の単価契約書の写しについて

は別途送付する。（毎年度５～６月頃）

通 勤 １ 認定手続

（１）新規任用者

《提出書類》

・通勤届（第１号様式新規認定用）※20日以内に提出させること

・住民票（写し可）

・通勤経路（経路朱線）の略図及び自宅付近の詳細な地図

ＡＬＴから通勤届を受理後，通勤手当相当額を決定し，通勤手当相当額認定簿に記載

する。

（２）再任用者

《提出書類》

・通勤状況報告書（第２号様式）

２ 支給始期

任用開始日の属する月の翌月

（任用開始日が月の初日であるときは，その月の属する月）

３ 通勤手当相当額の支給日

毎月21日（その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは，その日前において

その日に最も近い休日又は勤務を要しない日ではない日）

４ 例月支払

支出負担行為・支出命令票による。

※ 通勤手当相当額の１箇月当たりの支給限度額を超えることがないようにする。
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勤 務 １ 勤務時間

休憩時間を除き１日について７時間（午前８時30分から午後４時30分まで），1週

間について35時間とする。

２ 年次有給休暇

20日間の年次有給休暇を取得することができる。任用時に10日間付与され，残りは

11月１日に付与される。再任用者については，12日間を限度として次の任期に繰り越

すことができる。

３ 特別休暇

（１）夏季休暇

７月から９月までの期間内における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則

として連続する３日の範囲内の期間（令和４年度第36期前半・後半任期用）
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